
予算特別委員会日程 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

３月１日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町一般会計予算（審議１日目）（質疑） 

・企画財政課 

・議会事務局 

・会計室 

・税務課 

３月５日（火） 

１０：００～ 

①現地視察（総務文教委員会・福祉産業委員会） 

 

３月６日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町一般会計予算（審議２日目）（質疑） 

・総務課 

・町民生活課 

３月８日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町一般会計予算（審議３日目）（質疑） 

・産業観光課 

・福祉課 

３月１１日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町一般会計予算（審議４日目）（質疑） 

・まちづくり建設課 

・健康介護課 

３月１２日（火） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町一般会計予算（審議５日目）（質疑・討論・採決）

・教育推進課 

・住民課 



３月１９日（火） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３１年度宮代町国民健康保険特別会計予算（質疑・討論・採決） 

・住民課 

②平成３１年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算（質疑・討論・採決）

・住民課 

③平成３１年度宮代町介護保険特別会計予算（質疑・討論・採決） 

・健康介護課 

④平成３１年度宮代町公共下水道事業特別会計予算（質疑・討論・採決）

・まちづくり建設課 

⑤平成３１年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算（質疑・討論・採決）

・まちづくり建設課 

⑥平成３１年度宮代町水道事業会計予算（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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        角  野  由 紀 子  君            田  島  正  徳  君 

        伊  草  弘  之  君            合  川  泰  治  君 

        金  子  正  志  君            小 河 原     正  君 

  （議 長  中  野  松  夫  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 企画財政課長 栗  原     聡  君 

企画財政課 
副 課 長 

野  口  幹  雄  君 
企画財政課 
主 幹 

押  田  昭  浩  君 

企画財政課 
主 幹 

榎  本  恭  一  君 財政担当主査 青  栁     誠  君 

情報担当主査 富  永  貴  雄  君 管財担当主査 髙  澤     学  君 

対話のまちづくり 
推進担当主査 

小  川  雅  也  君 
会計管理者兼
会 計 室 長 

瀧  口  郁  生  君 

会計担当主査 加  藤  智  浩  君 税 務 課 長 石  塚  孝  信  君 

税務課副課長 金  子     諭  君 税務課主幹 星  野  靖  史  君 

税務課主幹 小  島     晃  君 
資産税担当 
主 査 

清  水  頼  孝  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 佐  藤  賢  治 主 査 折  原     淳 

主 任 岡  村  恵 美 子   
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） おはようございます。 

  予算特別委員会委員長の丸山でございます。 

  本日、３月１日から３月19日までのうち７日間

にわたり、予算特別委員会及び常任委員会が開催

されるわけでございますが、何とぞ円滑な運営に

ご協力よろしくお願いいたします。 

  審議の日程につきましては、事前に配付いたし

ました資料のとおりです。よろしくお願いいたし

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  委員の皆様のご協力をいただきまして、委員会

が慎重かつ効率的な運営が図られますよう特段の

ご配慮をお願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２９号の審査（企画財政

課・議会事務局・会計室・税務課） 

○委員長（丸山妙子君） 本日は、議案第29号 平

成31年度宮代町一般会計予算についてのうち、企

画財政課、議会事務局、会計室、税務課分の歳入

歳出の順に質疑を行います。 

  これより企画財政課分についての質疑に入りま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） おはようございま

す。 

  それでは、企画財政課、出席者の紹介をいたし

ます。 

  副課長の野口です。 

  財政担当の青栁です。 

  主幹の押田です。 

  用地管財主査の高澤です。 

  後ろにいきまして、対話のまちづくり担当主幹

の榎本です。 

  同じく主査の小川です。 

  情報政策担当の主査、富永です。 

  以上でございます。よろしくご審議、お願いい

たします。 

○委員長（丸山妙子君） では、質疑はございます

か。 

  質疑はございませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めて、おはようございま

す。 

  それでは、企画財政課の所管の質問を行わせて

いただきたいと思います。 

  わかりやすいようにページ数を言いますので、

まず、１ページなんですけれども、歳入歳出予算

の総額が99億7,200万円ということなんですが、

これは全部、全て足して総額がこうなったから、

こうなったというふうになるんですけれども、宮

代の補正なんかを見ても、もう100億を超えるわ

けですよね。 

  だから、そういう面では、ある程度わかります

よ。歳入も余り大きくすると、歳出が大きくなっ

て、歳入欠陥になってしまうというのもあると思

うんですけれども、その辺の総額、宮代はたまた

ま99億とか90億台なんですけれども、国会の予算

も単位は違うけれども、兆なんですよね、100兆

円。大体こう同じような推移をしているんですよ。 

  恐らく質問したら、そういう答えが返ってくる

と思うんですけれども、まずこの総額予算の規模
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について、こういうふうになったという理由をお

尋ねしたいと思います。 

  それから、７ページの地方債なんですけれども、

これは後のほうで歳出でも出てきますけれども、

これについても、それぞれ利率も年５％以内とか

というふうになっているんですけれども、利率は、

低ければ低いほどいいに決まっているんですけれ

ども、その辺の今の状況と年利についてはどれぐ

らい見ているのか、その辺もお尋ねしたいと思い

ます。 

  それでは、事項別明細でお願いしたいと思いま

す。 

  22、23ページの地方交付税ですが、これについ

ても、いつも積算根拠ということで資料なんかも

お願いしているんですけれども、地方交付税の積

算根拠ですよね。改めてお伺いしたいと思います。 

  それから、46、47ページ、これは直接金額だと

かではないんですけれども、公共施設整備基金

……ごめんなさい。18款の繰入金の基金繰入金の

２目公共施設整備基金繰入金、これは、昨年は５

目に入ったあれと思ったんですけれども、この順

番というのは、ほかでもあるんですけれども、動

いてもいいんですか、適当に。これは順番という

のはないんでしょうか。すみませんね、こういう

変な質問で申しわけないんですけれども。 

  それから、次のページの48、49ページの４目の

宮代まちづくり基金繰入金、これが減額になって

います。説明もされているんですけれども、これ

についてのご説明をお願いします。 

  とりあえずお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求め…… 

○委員（丸藤栄一君） それから、68、69ページの

便利バスが走る事業ですね。去年ともちろんルー

トも変えて、昨年から新たにスタートしているわ

けなんですけれども、決算もいいんですけれども、

この便利バスの状況なんかどういうふうになって

いるのか、ある程度経過をして順調にはいってい

ると思うものの、どういう状況なのかもあわせて

お尋ねしたいと思います。 

  それから、72、73ページの財政管理事業の関係

で、財務諸表の作成ということで、これは説明の

ときに、新たな統一基準でというような説明され

ているんですけれども、どういう基準なのかお尋

ねをしたいと思います。 

  それから、72ページ、同じく73ページの公共施

設整備基金積立事業で、減額はごみ処理施設の新

炉建設にかかわる準備金の積み立てが完了したと

いうことなんですけれども、一応確認の上、この

ごみ処理施設の基金は、どういうふうになってい

ますか。確認の上で、金額をお示し願いたいと思

います。 

  それから、次のページ、74、75ページの庁舎等

管理事業の中で、これは本庁舎の総合管理、四季

楽とかコミュニティ広場の維持管理なんですけれ

ども、新年度から健康増進法に基づく受動喫煙防

止対策としての庁舎内の喫煙所の撤去ということ

なんですけれども、これでちょっと増額になって

いるんですけれども、これについての、いつごろ

撤去されるのか、またどういうところに依頼する

のか、その辺もあわせて、これは新規なんですけ

れども、もう４月１日からすぱっと、撤去は撤去

でいいんですけれども、喫煙はできないように、

もうどうするのか、その辺もあわせてご説明願い

たいと思います。 

  それから、ここの庁舎管理なんですけれども、

駐車場の関係ですよね。一般質問でもやったんで

すけれども、やったんです。やはり執行部のほう

の考え方も変えていただきたいと思うんです。 

  なぜ住民が、駐車場が狭いとき、一般質問で言

いましたけれども、怒っているんですよ。まして
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町とすれば、ほかに駐車場がいっぱいあるから、

そこを借りてくださいよというのは、それは短絡

的な発想で、やっぱり住民は、私は、駐車場をき

ちんと確保するというのも住民サービスだと思っ

ているんですよ。 

  町に用事に来て駐車場がないから、平気で周り、

民間の駐車場があるからお借りしてって、それは

ちょっと住民からすれば、税金も払っているんで

すよと。そういうことは言いませんけれどもね、

やっぱりそれぐらいの配慮は必要なのかなと。 

  まして都会のど真ん中、一等地で大変なところ

に庁舎が建っているというんだったら、それは宮

代の中ではど真ん中ですけれども、やはり従来の

考え方を一掃してほしい、なるべく早く確保して

ほしい、そういうふうに思うんですけれども、も

う一度、その点、お願いをしたいと思います。 

  それから、次のページ、76、77ページの庁用自

動車管理事業ということ、これは説明があるよう

に、公用車の車検費用と町長用公用車の買いかえ

費用なんですけれども、去年は、たしか電気自動

車とも合わせていたんですけれども、今回は自動

車購入費、特に町長用の公用車、これはどういう

ふうな形なのか。去年と同じなんでしょうか。 

  それから、公有財産等管理事業について、西原

自然の森の用地取得が、その分が減額されており

ますけれども、新年度は具体的にどことどことど

こを購入するのか、その点、あわせてお願いした

いと思います。 

  それから、借地も更新ということで、８施設あ

るんですけれども、それもあわせてご説明をお願

いしたいと思います。 

  続いて、78、79ページの対話のまちづくり推進

事業は、これはいいんですか。いいですか。これ

も新規事業なんですけれども…… 

  ちょっと待って。 

  今年は、町長とちゃぶ台トークやりました。規

模とか、どういうところが違うのか。とりあえず

新規事業なんですよ。この間の説明では、市民対

話集会を開催するためだということなんですけれ

ども、この辺は町長とちゃぶ台トーク、今年のや

ったのと新年度やるのはどう違うのか。 

  それから、これは、今年は10月ごろ行われたん

ですけれども、この対話集会というのはいつごろ

行われる予定なのか。それから、規模なんかどう

いうふうに考えているのか。その点もお尋ねした

いと思います。 

  それから、80、81ページのみやしろ定住促進作

戦で、これも毎年なんですけれども、昨年から転

入希望者に対して、みやしろ初めてツアーという

のを実施していますが、これも参加者はどういう

ふうになっているんでしょうか。また、減額もさ

れていますので、その辺の関係とあわせてお願い

をしたいと思います。 

  同じく、その下の第５次総合計画策定事業、説

明があったように、第４次総合計画が平成32年で

終わります。新たなまちづくりということで、第

５次宮代町総合計画を策定するためということな

んですけれども、これは、そうするといつまで、

右の事業概要に書いていますよね。市民意見の把

握、分析、各種社会指標の分析、人口の推移、総

合計画審議会の運営、基本構想の検討ということ

になろうかと。これだけで終わりはしません、多

分ね。 

  ですから、今年度から始めるということなんで

すけれども、この辺はどういうふうに行っていく

のか、さっきの期間は、いつまででどういう準備

が必要なのか、その辺もあわせてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、その下のＯＡ管理事業、新年度は職

員が使っている端末の更新費用ということなんで
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すけれども、これについても、内容についてもう

少し詳しくお尋ねしたいと思います。 

  それから、208ページの先ほども言った公債費

なんですけれども、決算でもよく言うんですけれ

ども、高い利子の地方債の借りかえはないのかど

うか。借りるときの条件もあるんですけれども、

少しでもやはり財政負担のないようにということ

で、当然、考えていらっしゃるとは思うんですけ

れども、その辺の関係で、そういった借りかえな

どないのかどうかと。これは過去に借りたほうで

すから、その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、210ページ、211ページの予備費です

よね。これは説明書に書いているように、不測の

場合に備える費用ということであるんですけれど

も、今回の学童保育の関係で少し質問もしました

けれども、やっぱりこの不測の事態というのは、

こういうことではないのかと。 

  いや、きちんと審議できるからというのは、も

う一方ではありますよ。でも、今回みたいに新年

度予算、これからだっていうときに、もうその新

年度予算の補正が出ていると。 

  しかも、それはわかりますよ。でも、予備費と

いうのは、私も議運のときに、最初に聞いたとき

に、予備費対応できないのかと、そのための予備

費というのはあるんじゃないですかと言ったつも

りなんですけれども、じゃ、不測の事態というの

はどういうことなのか。 

  いや、私は、一面では正直でいいかもしれない

けれども、ほかの自治体から見たらみっともない。

新年度予算出してすぐ、口の乾かないうちからす

ぐ出して。例えはいいのか。そういう状態でしょ

う。おかしいと思うんですよ。もう少し出し方あ

るんじゃないのか。 

  それと、契約が４月１日からあるんですけれど

も、それはそれとして、予算としては、じゃ、補

正でもよかったんじゃないの。だから、30年度の

補正予算。31年度の補正予算でしょう。ほかの議

員も言いましたけれども、これが、こういうこと

が一度あると、また出てくるんじゃないか。不測

どころか異常事態になってしまったら、私はそれ

を心配しているわけですよ。 

  そういう点では、今回も平成31年度の補正予算

にしてよかったのかどうか、その点、もう一度お

尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  答弁を求めます。 

  担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  それでは、質問に対しまして、１つずつご回答

させていただきます。 

  まず、１点目の99億7,200万という予算の規模

についてはどうかというところなんですけれども、

確かに宮代町の一般会計予算というのは、ご指摘

のとおり、今年、国のほうで100兆円超えて、町

のほうも100兆円近い予算ということになって、

100億円に近い予算ということになっておりまし

て、実はこの99億7,200万という数字は、過去10

年において一番大きい金額となってございます。 

  その理由でございますけれども、予算書のまず

事項別明細の10ページ、11ページをごらんいただ

きたいと思います。 

  見ていただくと、30年度予算と31年度予算の比

較がございまして、その比較というところを見て

いただきたいんですけれども、一目瞭然で、民生

費の金額が３億8,200万ということで、これが突

出して大きくなっております。 
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  次が消防費の4,400万ということなんですけれ

ども、こちらは第３分団の建て替えに係る用地購

入費がうちに5,288万8,000円含まれておりますの

で、そういったものを、特殊要因を除くと、ほぼ

民生費の増加ということになります。 

  民生費の増加の理由につきましては、社会保障

関連経費と言えば一言なんですけれども、今年に

ついていえば、自立支援の給付費と介護保険の操

出金、最も大きいのが子育て関連の費用でござい

まして、民間保育所の運営費ですとか、あとは学

童保育所の運営費、このあたりの増加が最も大き

い理由となっております。 

  今年は、特徴的にこのように突出しているんで

すけれども、これまでも傾向としましては、やっ

ぱり民生費が上がってきているという状況でこう

いった規模になっておりますので、金額としては、

今後もこういう傾向は続くかなというところで考

えております。 

  ２点目の地方債の利率の設定についてでござい

ますけれども、確かに今、予算のほうでは５％以

内というような利率の設定をさせていただいてい

るところなんですけれども、実際に借り入れにつ

きましては、29年度で最も高いのは0.51％、一番

低いと0.08％ぐらいですので、５％の設定から比

べれば大分低い状況にはあります。 

  ちょっと見直しも考えたんですけれども、近隣

の市町村等も、予算書、ちょっと私、見たんです

けれども、ほとんどの自治体が今、５％以内で設

定しているという状況もございまして、ここにつ

いては５％以内というふうに設定はさせていただ

いているところでございます。 

  最新の30年度分の借り入れも、今、県のほうの

貸付金が今月、借り入れる予定があるんですけれ

ども、それについても17年の借り入れで0.08％で

すので、比較的、今は低い水準で借り入れをさせ

ていただいているという状況でございます。 

  ３点目の地方交付税の積算根拠でございますけ

れども、地方交付税の交付額につきましては、地

方財政計画によって変わってまいりますので、交

付税の積算根拠の前に、ちょっと地方財政計画に

ついて簡単にご説明させていただきます。 

  委員会資料の２ページ、３ページをお開きいた

だきたいと思います。 

  こちら毎年委員会資料として提出させていただ

いている地方財政計画なので、これは国のいわゆ

る地方財政計画なんですけれども、歳入の合計と

いうところを見ていただきますと、29年度が89兆

6,650億円ですね。以降、増えてはいるんですけ

れども、30年度、31年度を見ていただくと、31年

度が89兆6,331億円ということで、前年度と比べ

るとかなり大きな伸びとなっております。 

  地方財政計画が大きくなって不足額が大きくな

れば、地方交付税というのは増えますので、実際

には歳出がどう変わったかというところなんです

けれども、歳出のほうも同様に、30年度と31年度

を比較すると、２兆6,957億円ほど増えておりま

す。 

  最も大きく増えているのが歳出の２、一般行政

経費の①国庫補助金負担金等を伴うものというも

ので、これはいわゆる社会保障費というふうにお

考えいただければと思うんですけれども、社会保

障費のほうが１兆2,489億円ほど増えております。 

  ここが増えても、いわゆる社会保障が増えても、

実際には国２分の１、県４分の１、町４分の１と

いうことになりまして、余り町のほうでこう自由

がきかないので、ここが大きくなって地方財政計

画が大きくなっても余り意味がないんですけれど

も、今年、特徴的なのは、この②番の国庫補助負

担金等を伴わないもの、これはいわゆる一般単独

経費と言われるものでございまして、これが町の
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ほうで自由に使えるお金というようにお考えいた

だければいいと思うんですけれども、ここが

1,190億円ということで、約1,200億円ほど増えて

おりまして、ここが27年度以降は、ほぼ足踏み状

態で増えてきていなかったんですけれども、ここ

が大きく増えているということが特徴的です。 

  ここの一般単独経費が増えて地方交付税の総額

が増えると、実際には町のほうに入ってくる地方

交付税の総額も大きくなることが期待できますの

で、今回は一般単独経費が増えて、上のほうの歳

入というところの２番目……失礼しました。４番

目の地方交付税というところが16兆1,809億円ほ

どの総額になっております。 

  その右の参考というところに1.1％の増という

ことになっておりまして、この地方交付税の総額

の増加というのが７年ぶりの状況でして、過去は

ここがずっと少しずつ減ってきていたのが、総額

が今年は７年ぶりに増えたということでございま

す。 

  地方財政計画はそのような状況になっておりま

して、それを踏まえて交付税の算出基礎というの

が行われるわけですけれども、同じく委員会資料

の今度、４ページ、５ページを見ていただきたい

と思います。 

  地方交付税の積算につきましては、地方財政計

画の伸びを勘案して算出しているわけですけれど

も、今回も同様に、基準財政収入額、基準財政需

要額のそれぞれで算出しております。 

  基準財政収入額につきましては、今、国を初め

として、国も地方も税収が堅調に増えております

ので、町民税、固定資産税もいずれも増額、町民

税については約6,000万、固定資産税については

約3,000万ほど基準財政収入額の伸びを見込んで

おります。 

  一方、基準財政需要額ですけれども、需要額に

つきましては、個別算定経費と言われるものの中

の厚生費、この中には社会福祉費ですとか高齢者

福祉費、あとはその他教育費、いわゆる保育園関

係の費用と社会保障関連がここに算定基礎として

入っているわけですけれども、ここが30年度と比

較すると2,584万1,000円ほど増えているというの

が特徴的です。 

  臨時財政対策債の振替相当額と基準財政需要額

の下のほうにあるんですけれども、こちらは地方

交付税を算定する際に交付税の原資が十分に確保

されないと、国と地方で財源不足額を折半して、

この臨時財政対策債というのを発行することにな

るんですけれども、今回につきましては、その右

側の注釈には書かせていただいたんですけれども、

今回は地方税収等の増加があったり、あとは地方

交付税の原資が７年ぶりに増加しているというこ

ともありまして、例年のいわゆる地方と国との折

半ルール分と言われるものが今回はございません。 

  あるのは、なぜ臨時財政対策債がそれでもある

かといいますと、これまで臨時財政対策債を……

失礼しました。交付税を確保するために、いわゆ

る借り入れを行っていた臨時財政対策債、借金で

借金を返すみたいな、今、状況になっているんで

すけれども、その分というのがまだ残っておりま

して、その分の返済費用として３億6,800万ほど

臨時財政対策債というのが今回発行する予定にな

っていますので、今回は、その折半ルール分はな

くて、過去に借り入れた借金を返済するために臨

時財政対策債を今、借り入れているというような

状況でございます。 

  以上を踏まえました基準財政需要額、起債収入

額の差し引きが19億2,300万円ということで、今

回積算をしております。 

  地方財政対策上は、1.1％の増ということにな

っております。ただ、30年度にありました固定資
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産税の課税誤り等の錯誤措置等も来年は考えられ

ることから、通常はその1.1％を伸ばすところ、

今回は逆にほぼ横ばいということで、19億2,000

……横ばいというのは、すみません、予算ベース

ではなくて、この資料上の30年度との比較です。

30年度の交付額から比較すると、若干、安全率を

見て減らしているというような状況でございます。 

  すみません、続きまして、４点目の46ページ、

47ページの公共施設整備基金繰入金の順番ですけ

れども、目以降については、基本的には、自治体

の裁量で順序としては変えられます。 

  実は、昨年度の繰入金の順序がおかしいという

わけではないんですけれども、基金の順番として

は、つくった順になるのかなと思うんですけれど

も、財政調整基金、公共施設整備基金、六花の基

金、まちづくり基金、ここまでがいわゆる特定目

的基金と呼ばれるもので、それ以降が育英基金、

土地開発基金、これは定額運用基金と言われるも

のでございまして、去年までがちょっと順序が制

定順になっていなかったものを今回、整えさせて

いただいたということで、順序を入れかえさせて

いただいております。 

  次、５点目の同じくまちづくり基金の減額の理

由というところでございますけれども、これは前

年度に積み立てをさせていただいたふるさと納税

を取り崩して活用をするというものでございまし

て、今回、31年度に7,000万という計上をしてい

ますけれども、これはいわゆる今年度、30年度の

うちにいただいた寄附を取り崩して活用するとい

うものでございまして、３月、今、補正後で、予

算ベースでふるさと納税の金額は6,500万円と見

込んでおります。 

  一部、前年度の基金が残っておりますので、そ

れらを加算して、今、7,000万というような取り

崩し額を予定しているところでございます。 

  続きまして、すみません、財政担当の部分でい

きますと、次は72ページ、73ページの財務書類の

作成についてでございます。 

  こちらにつきましては、28年度の決算から統一

基準での公表というのが求められておりまして、

この統一基準というのは、今まで、それぞれ自治

体で財務諸表をつくる際には、東京都のルールで

すとか、あとは総務省の改定モデルとか、いろい

ろ作成方法のマニュアルに違いがございました。 

  そうすると、他自治体との比較が十分にできな

いということから、総務省のほうで新しい統一基

準というのを作成しまして、その統一基準に基づ

いて、28年度決算からそのルールに基づいて財務

書類をつくるように今、求められておりまして、

実際に宮代町においても、28年度決算のものを29

年度中に作成をさせていただきまして、30年度の、

今年度の６月議会の際にご報告をさせていただい

たところでございます。 

  ですので、新しいというのは、28年度の決算か

ら新しい基準になっているものを引き続き作成す

ると、そのための予算として計上しているところ

でございます。 

  続きまして、公共施設整備基金の積み立てに関

してでございます。減額の理由につきましては、

ご指摘いただいていますとおり、これまでごみ処

理施設の新しい建設部分として、毎年、当初予算

で4,500万円ずつ積み立てをさせていただいたも

のが、一応、当初の予定が終了したということか

ら、そういった積み立てがないことから大きく減

額しております。 

  実際には、ごみ処理施設のために幾ら今、積み

立てがあるのかということでございますけれども、

今年、30年度については、当初予算で4,500万円

ほど、決算剰余金を活用してさらに5,000万ほど、

今、積み立てをしまして、合計で今、３億2,000
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万ほどごみ処理施設の準備基金としてございます。 

  この基金の総額については、ごみ処理の基本構

想、公表されている基本構想に基づいて独自試算

で、今、宮代町として準備しておく準備金という

ことで算出しているものでございまして、このご

み処理施設に係る基金の準備については、今後、

またいろいろ動きがございますので、それらを踏

まえて、再度、計算等させていただきまして、そ

こでまた不足額等が生じる場合にはご説明をさせ

ていただきまして、計画的にまた準備していきた

いというふうに考えてございます。 

  続きまして、地方債、208ページの地方債、公

債費に関してですけれども、地方債の借りかえの

予定はというところでございます。 

  今、最も高い利率、過去に借り入れたもので高

い地方債の利率が水道事業で借り入れた平成６年

の一般会計から水道会計にする出資債というやつ

でございまして、そちらの利率が、平成６年度の

一般会計出資債で最も高いのが4.75％、次が

4.65％、この２つが最も高い利率になってござい

ます。 

  それ以降のものについては、もう４％未満、以

下、全てが４％未満になっておりまして、この２

つが高い利率というふうになってございます。本

年度末、30年度末残高ですと、その２つがおよそ

900万の残高がございます。 

  ですので、借りかえを検討したこともあるんで

すけれども、借りかえすると、ある程度手数料が

かかってまいります。その手数料との兼ね合いで、

今は借りかえをしていないという状況なんですけ

れども、今、減債基金も350万程度ありますので、

今、結構、減債基金を全て使ってしまって、新た

に減債基金を積み立てていない自治体、結構多い

んです。 

  ですので、減債基金も今、使う予定がございま

せんので、場合によってはこの350万を活用して、

確かに繰り上げ等も今後は検討させていただきた

いというふうに考えてございます。 

  あと、財政担当分としては最後ですけれども、

210ページ、211ページの予備費に関してでござい

ます。 

  不測に備えた費用ということで、どういったも

のを今、想定しているのかということでございま

す。実際に30年度に、今使っている予備費としま

しては、最も大きいのが今年、ブロック塀の修繕、

いわゆる都市計画基準に満たないブロック塀につ

いて、その基準値に入るように高さを調整したり

公共施設の補強を行ったもの、これが最も使って

おります。 

  次は、公共施設のいわゆる修繕です。これも大

体夏に近づいてくると、やはりエアコンの故障で

すとか、そういったものが大きくなってきており

まして、もうきょう、３月１日ですけれども、今

の段階で、予備費2,000万のうち1,600万ほどは使

っております。その内訳の大半が、今お話しした

ブロック塀と公共施設修繕となっております。 

  こういったものは、もう年度がスタートしてみ

ないとわからないものですので、こういったもの

は、やはり予備費でしか対応できないというふう

に考えております。 

  今回、学童保育所の経費を計上した理由としま

しては、今回、新たな公共施設の条例設置を行う

上で、条例の裏づけとなる予算が新年度までに可

決させないというような状況はいかがなものかと

いうことで、特段の措置として今回は提出をさせ

ていただいたということでございます。 

  ですので、通常、条例設置等、新しい公共施設

の条例設置をするとか、そういったことがなけれ

ば、今後は予備費、１号補正とかということは考

えてはございません。今回は、そういった新たな
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公共施設を設置するのに予算の裏づけないという

ことから、議会にちょっとお諮りをして、きちん

と審議をしていただきたいという趣旨で提出した

ということでございます。 

  財政担当分につきましては、以上となります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  まず、68ページ、69ページ、便利バス事業につ

いて、こちらのほうについての状況はどうなって

いるかということについてでございますけれども、

皆様、ご存じのとおり、平成30年４月から東武動

物公園の東口、百間二丁目、四丁目を２カ所加え

た形での運行をスタートさせていただいていると

ころでございます。 

  また、車両につきましても、この４月から新し

い車両を入れかえた形での運行をさせていただい

ているところでございます。 

  車両につきましては、皆様、バスのほうに乗っ

ていただいているかとは存じますけれども、バス

停の表示、車内のほうで２つ先のバス停まで表示

がされるようになっているところでございます。

また、そのバス停の表示の下にはルビが振ってい

るような状況にございます。 

  また、バス停の表示以外に、妊婦、子供に配慮

した表示等もご案内のほうをさせていただいてお

ります。 

  運転手につきましては、バス停案内について、

バス停を通過した後、運転席の横にあるボタンを

押して、バス停のお知らせを自動表示とさせてい

ただているところでございます。 

  また、利用者につきましては、従来、ご自分で

おります、おりたいですということを運転手の方

に申し上げていたところでございますけれども、

座席近くの降車ボタンを押していただくような形

で、それがおりたい場所がわかるようになったと

う形になったところでございます。 

  また、運転手の方は、バス停で降車する方にあ

りがとうございましたですとか、そういった声か

けもさせていただいているところでございます。 

  また、車内のアナウンスにつきましては、女性

の優しい声で自動アナウンスをしているというこ

とで、親しみやすいのかなというようなことを思

っているところでございます。 

  続きまして、74ページ、75ページの庁舎等管理

事業、こちらのほうにつきまして、受動喫煙防止

の関係で、喫煙所の撤去についてというお話がご

ざいましたけれども、現在、本庁舎におきまして

は、庁舎西側の１階に１カ所、喫煙所として設け

させていただいているところでございます。 

  こちらのほうにつきましては、７月１日までに

は完全撤退ということで、そちらの部屋をクリー

ニング等して、違う形で利用したいというふうに

考えておりますので、庁舎内からは完全に喫煙所

がなくなるという形で考えているところでござい

ます。 

  実際のところ、いつぐらいにそちらのほうの手

入れをするかということについては、また新年度

に入ってから調整をさせていただきたいと思って

いるところでございますが、いずれにいたしまし

ても、先ほど申し上げたとおり、７月１日までに

は、庁舎のほうから喫煙所が完全になくなるとい

うことで捉えていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、76ページ、77ページの公有財産等

管理事……失礼しました。庁用車自動車管理事業

ですね。失礼いたしました。こちらのほうについ

ての購入費の関係でございますけれども、31年度

につきましては、町長車１台ということを考えて
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いるところでございます。こちらのほうについて

は、ハイブリッドのワンボックスタイプを今、担

当の方としては考えているようなところでござい

ます。 

  続きまして、同じく76、77ページの公有財産等

管理事業につきましてでございますけれども、ま

ずこちらのほうの借地更新についてのほうですけ

れども、８カ所ということで、そちらの場所はど

こかということのご質問なんですけれども、32年

度更新施設ということでまず捉えてください。 

  ですので、来年度、31年中に地権者の方とどう

するかという更新をさせていただきたいというこ

とで、８施設上げさせていただいているところで

ございます。 

  場所につきましては、東粂原グラウンド、川端

公民館……失礼しました。委員会資料28ページを

ごらんいただけますでしょうか。 

  まず、整理番号で申し上げます。１番の東粂原

グラウンド、３番の東グラウンド、13番の百間小

学校グラウンド、19番の古利根児童公園、22番の

川端地区広場、27番の庁舎敷地（駐車場）、同じ

く27番の庁舎敷地（公用車駐車場）、31番の駅前

駐輪場（姫宮駅）、以上８施設について考えてい

るところでございます。 

  同じく公有財産の公共施設の取得計画について

でございますけれども、こちらのほうにつきまし

ては、公共施設につきましては借地が多いため、

毎年度、多額の借地料の支払いや将来の安定的利

用に対する課題があると考えているところでござ

います。 

  こういった課題から、自治体経営会議におきま

して、借地契約が早期に切れるところを先行とし

て、現在のところ、９カ所を先行的に、町として

は借り上げたいというふうに考えているところで

ございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

  失礼しました。 

  大変申しわけございません。 

  最後になりますけれども、80ページ、81ページ

です。 

  ＯＡ管理事業、こちらのほうの職員端末の更新

についての内容でございますけれども、現在、職

員が日常業務において使用しているパソコンでご

ざいますけれども、こちらのほうにつきましては、

2010年のＷｉｎｄｏｗｓ７を利用しているところ

でございます。 

  パソコンの入れかえを考えた場合、情報担当の

職員といたしましては、例えば耐用年数ですとか、

職員からのパソコンの調子が悪い、そういった声

にも応えていかなければいけないというふうに考

えているところでございます。 

  現在のパソコンにつきましては、約８年ぐらい

使用しておりまして、現在のＷｉｎｄｏｗｓ７の

サポートのほうが2020年１月まで延長されたんで

すけれども、それでサポートが終了するというこ

ともございまして、セキュリティーについても、

万全なものに切りかえた上での職員端末の入れか

えを考えておりまして、今回計上させていただい

たところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○対話のまちづくり推進担当主査（小川雅也君） 

対話のまちづくり推進担当主査の小川でございま

す。 

  予算書78ページ、79ページ、対話のまちづくり

推進事業のご質問について回答いたします。 

  ちゃぶ台トークの規模、また今年度とどこが違

うのか、または時期ということでご質問をいただ

きました。 
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  まず、規模からご説明いたします。ちゃぶ台ト

ークですが、今年度10月に行われたときには、町

内４カ所、３つの公民館と図書館の研修室を使っ

て行いました。参加者は84人プラスお子様が１人

ということだったんですが、規模については同程

度、４カ所程度の会場で行うことを予定してござ

います。 

  また、どこが違うのかというご質問がありまし

たが、今年度については、テーマを「みんなで考

える地域力アップ」ということで、身近な地域、

自治会単位とか各学校単位とかになると思うんで

すが、そちらでの課題等、どうすれば地域力が上

がるかということの話し合いをさせていただきま

した。 

  テーマについては、毎回変える予定をしており

まして、まだ決まってはいないのですが、例えば

子育てのテーマであったりとか、高齢化のテーマ

であったりとか、さまざまな町の分野の課題につ

いてテーマにして進めていきたいと思ってござい

ます。 

  また、時期につきましては、31年度につきまし

ては、２回程度開催を予定しております。まだ詳

細には決まってございませんが、上半期１回、下

半期１回程度開催する予定となってございます。 

  説明は以上になります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  私のほうからは、みやしろ定住促進作戦の初め

てツアーがどういうふうになっているかというこ

とと、あと第５次総合計画の策定についてお話し

させていただきたいと思います。 

  定住促進作戦の初めてツアーについては、今年

度は、２月末までで７件ありました。来られた方

の住所は、調布市ですとか、東京の杉並区、千葉

県の松戸市、それから東京都の北区、遠いところ

ですと、八丈島からいらっしゃった方がおりまし

た。 

  そのうちの１家族は、既に宮代町にお住まいに

なられています。それ以外の方は、１月末で調べ

た限りでは、まだお住まいになっていないという

状況です。 

  ちなみに昨年は、このツアーは６件ほど実績が

ありましたので、今年は、今現在では１件多い７

件ということになっております。 

  それから、第５次総合計画についてですが、今

後、新年度になりましたら、おおよそのスケジュ

ールですと５月の連休明けぐらいからアンケート

調査を行いまして、並行して社会指標の分析など

を進める予定でございます。 

  両方の調査の結果が７月の末ぐらいにまとまる

のかなというふうに考えておりますので、その結

果をもとに総合計画審議会ですとか、庁内で行い

ます住民の方に参加いただくワークショップです

とか、そういった形で基本構想をまとめ上げてい

きたいというふうに考えております。 

  来年度になってしまい、31年、32年の４月、５

月ぐらいには、おおよそな形が固まってまいりま

すので、このあたりでパブリックコメントですと

か、フォーラムですとか、そういった形を行って

いきたいと考えております。 

  おおよその流れ、行うことについては以上でご

ざいます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  担当課課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 最後に、駐車場の

関係でご質問いただいていて、一般質問のほうで

も丸藤議員さんのほうからいただいているところ

です。基本的には、町長のほうでお話しさせてい
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ただいたような状況でございます。 

  少しお話しさせていただきますと、大きなイベ

ントなどがある場合は、役場主催のものはもちろ

んそうなんですが、民間の団体についても、例え

ば社交ダンスのパーティーとか、歌手が来て、多

くお客さんが来るようなイベント、そういったも

のについては、進修館のほうで駐車場の確保とい

うのを、民間駐車場、いっぱいございますので、

そういうお話をさせていただいているところです。 

  駐車場をほかに拡大してという意見なども、そ

の点については、町長のほうからお話をさせてい

ただいた中身なんですけれども、ただ、本来的な

目的で、役場に証明書をとりに来るとか、本来的

な目的で来る人に支障があってはいけないという

のは、思いとしては持っておりますので、今の駐

車場の範囲の中で、役場、進修館もあわせてです

けれども、線を詰めるとか、ほかに敷地の中で枠

を確保できないかとか、そういったことについて

は工夫をさせていただきたいと思います。 

  もちろん木を切るとかいう部分はどうなのかと

いう議論もあると思うんですが、その兼ね合いと

いうのは見ながら、木を丸裸にするというような

考え方ではないと思いますけれども、枠を増やす

というようなことは、あるいはあるものをどかし

て確保するとか、今の範囲の中での努力というの

は、当然させていただきたいと思っています。 

  あと、役場、進修館については、とめたまま、

役場、進修館を利用する目的ではなく、駅に向か

ってしまうということも当然ながらチェックさせ

ていただいて、本来的に役場、進修館を利用する

人がそういった方のために使えなくなってしまう

というのは本末転倒ですので、そこら辺はご不自

由のないようにさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  あと、今いただいた質問は全部…… 

  公用車…… 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 庁用自動車管理

事業、76ページ、77ページの備品購入ということ

で、来年度につきましては、町長車１台の購入を

考えているところでございます。形的には、ハイ

ブリッドのワンボックスタイプを現在検討してい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  わかりましたということではないんですけれど

も、規模については。 

  それから、22ページの地方交付税、この件につ

いては、答弁があったとおりなんですけれども、

確かに７年ぶり、６年ぶりでしたか、六、七年ぶ

りに地方交付税が増えるということなんですが、

地方財政計画からいって、以前は民主党が政権に

なったときには、連続して地方交付税増えて、や

っぱり配分されたんですよ。 

  やっぱり自民党に戻ってから、交付税がきつく

なったという思いは非常に私自身も覚えているん

ですけれども、そうしますと、町としては、ほか

の自治体の上げ幅というか、そういうのも加味し

ているというお話だったんですけれども、私が感

じるのは、ちょっと安全し過ぎる、もう少し増や

してもいいのかなというふうに思うんですけれど

も、その点では、先ほど言った以上の答弁がなけ

れば、それはそれであれなんですけれども、もう

少しやはり増やしてもいいのかなという思いがす

るんです。その点について、もう一度お願いした

いと思います。 

  それから、繰入金の目についてはわかりました。 
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  あと、臨時財政対策債もわかりました。 

  じゃ、74、75ページの庁舎内の喫煙所撤去の関

係で、７月１日までにということ、それはわかり

ました。 

  そうしますと、その後はどうなるのかというこ

とで、考えはあるのか。もう、どうなんでしょう

ね。本当に職員は、まだ吸っている方は、本当に

進修館の裏のほうに行って吸っているような状況

で、肩身の狭い思いをしていると思うんですけれ

ども、それはいたし方ないと思うんですけれども、

これでほかの自治体もこういう形で、もう全部撤

去されるんですよね。ほかの自治体の状況なんか

もあわせてお聞かせいただければ。 

  それから、次の76、77の町長公用車なんですけ

れども、これはハイブリッド、ワンボックスとい

うと、大きいやつですか。去年と同じですか。１

回否決されたにしても、修正されましたけれども、

同じなんでしょうか。 

  そうしますと、随分大きい感じがするんですけ

れども、それの、これにかえるという理由という

のはあると思うんですよ。それらについても、も

う少しご説明いただきたいと。 

  先ほど借地更新のほうは伺いましたが、公有財

産の関係で、公共施設用地の購入は、購入ですか

ら、もう話が、場合によってはわからないんです

けれども、やはりこれは９カ所については、もう

100％購入できる目安というのはあるんでしょう

ねということでお聞きしたいんです。 

  これからも、宮代は借地が多いですから、続く

んだと思うんですけれども、また購入しなければ

いけないと思うんですけれども、その点で、その

辺の見通しも含めて。 

  それから、すみません、先ほど消費税の関係で

ちょっとお聞きするのを忘れたんですけれども、

消費税、まだ10月１日からですが、これも資料に

書かれておりますけれども、消費税そのものにつ

いての執行部の考え方については、もう総括で聞

いていますが、どういうふうな影響があるのかと

う点から、この資料もあわせてご説明いただきた

いと思います。 

  それから、78、79ページの対話のまちづくり推

進事業なんですが、前期、後期ということに、２

回に分けるということで、そうしますと、じゃ、

ちゃぶ台トークの第２弾みたいな感じなんでしょ

うかね。そういうふうな捉え方で、やはりこれは

町長を中心にして、町民の話を、意見、希望と、

そういうのを聞くということになりますか。 

  規模も同じということでしたね。30年は84人ぐ

らいだった。私の地域は、たまたま今年度のちゃ

ぶ台、行きたかったんですけれども、自治会のバ

ス研修もあって、ちょっと行けなかったんですけ

れども、そういうのとダブらない時期で、これは

ちょっと少ないと思う、多いか、少ないかはわか

らないですけれども、ちょっと少ないですよね。

だから、もう少しその辺、やはり１人でも多く参

加できるような、そういう時期も考えたらどうか

なと思うんですけれども。 

  じゃ、４カ所、やっぱり同じようにやるという

ことで、２カ所、２カ所、それとも前期、後期で、

同じように４カ所、４カ所、前期、後期でやると。 

  80ページ、81ページのみやしろ定住促進作戦の

関係なんですが、今年度の状況も先ほどお話しい

ただいたんですけれども、前年度との比較の関係

で、みやしろ初めてツアーなんですけれども、こ

れの減なんか、その辺の前年度との比較の関係で

どうなのかということで、もう一度お尋ねしたい

と思います。 

  それから、第５次総合計画策定事業なんですけ

れども、大ざっぱな計画はわかるんですけれども、

先ほど、私、聞き漏らしました。これいつまで、
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平成33年度から何年間でつくるのか。 

  それから、私は、いつもこれつくるときには、

アンケートをとっています。でもね、そのアンケ

ートも見ますよ。そうすると、町民のアンケート

で出てきたベストスリーぐらいに入る内容は、非

常にやっぱりきちんと出ているんだけれども、そ

れに応えたような総合計画になっているのかなと

いうふうに思うんですけれども、これはもう過ぎ

たことなんですけれども、やはりせっかくアンケ

ートをとっているんですから、そのアンケートに

沿ったやはり計画をつくるべきだと、これはいつ

も思うんですけれども、アンケートは聞くけれど

も、住民の要望もそういう形で出てくるんだけれ

ども、それに本当に正確に沿った計画になってい

ない、そういうふうに思います。 

  そういった点では、アンケートの声、意見とい

うのは、どういうふうに今後集約されていくのか

心配ですので、ぜひその点についてお尋ねしたい

と思います。 

  それから、その下のＯＡ管理事業で、端末の更

新ということで、これはパソコンということでＷ

ｉｎｄｏｗｓ７、随分古いんですけれども、これ

は全員のですか、職員。そうすると、何台ぐらい

になるのか。全く新しいパソコンは使っていない

ということなんですか。その点もあわせてお尋ね

します。 

  最後に、駐車場の関係なんですけれども、答弁

いただきました。やはり私の言っている趣旨はわ

かりますよね。住民にやはり不便を来さない、や

はり気持ちよく、どういうことで庁舎に来るのか、

それはそれぞれだと思いますけれども、やはり用

事で来ているのに、もう駐車場へ行くといっぱい

だと。 

  これは３つの施設ありますから、これはもう向

こうで使うことについてはとかと言えないんです

よ。どっちとも、お互いに３つの施設を使って、

やはり不便のないように使ってもらうというのが

あれだと思いますので、そういう点では、先ほど

１つは言ったと思うんですよ。 

  確かに駅から近いから、やはり庁舎に用事で来

た人が、本当に用事で来た人が使えなくて、もう

置きっぱなしで、置いてほかのところに行っちゃ

う。それはやっぱり、そういうことがあるんです

よと言ったら、怒っている人に言ったら大変です

よね。 

  でも、現実にあるわけだから、それは気をつけ

ているとはいえ、見ているとありますよね。あり

ます。その辺も改善すれば、見直しすれば違うと

思うし、大体一般質問で言ったように、もう西の

ほうの正面の左の、要するに職員が使う、個人で

はないですよ。仕事で使うところの駐車場は、も

う全然なくなっちゃったわけですから、その影響

というのは大きいですよね。来ているわけですよ。 

  だから、その駐車場がなくなった時点で、もう

当然考えなくちゃいけないし、申告の時期は特別

だというふうに考えないほうがいいと思うんです

よ。やはり使えないわけですからね。 

  そういう点で、対案というのはなかなか難しい

かもしれませんけれども、そういうものも含めて、

もう一度知恵を絞って考えられないのかどうか、

お願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○委員長（丸山妙子君） 時間、ちょっと１分前な

んですが、全員そろいましたので、始めさせてい



－１６－ 

ただきます。 

  引き続き、企画財政課の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  企画財政課主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁と申します。 

  それでは、再質問のほうにお答え申し上げます。 

  １点目の交付税の積算について、過少ではない

かというようなご質問についてなんですけれども、

先ほど資料に基づいてご説明させていただきまし

て、その中では、30年度の実績を踏まえると、多

少減ということにはなっております。 

  ただ、予算ベースで30年度、今年度の当初予算

と比較しますと9,700万ということで、１億円近

い予算ベースでは増額を見込んでいるところでご

ざいます。 

  今あるのが、埼葛ではちょっと情報交換してい

まして、杉戸町と松伏町の予算の31年度の案があ

りまして、宮代町は、先ほど申し上げたとおり、

予算ベースで9,700万円の増、杉戸町さんが5,800

万円の増、松伏町さんが6,000万の増ということ

で、同じ町の中ですと、比較的伸びを多く見てい

るというような状況でございます。 

  あと、交付実績からすれば、もう少し見込める

んですけれども、来年度については、先ほどちょ

っと申し上げたとおり、固定資産税、今年あった

課税誤りの影響が少なからず錯誤として出てまい

ります。 

  これが基準財政収入額と、あと需要額の両方、

影響がちょっと出る見込みでございまして、その

影響額については、まだ積算がちょっとできない

状況でございまして、そのあたり、恐らく数百万

円程度は影響が出るのかなというふうに考えてお

りまして、それも見込んで多少安全を見ていると

いうような状況でございますので、ちょっとご理

解いただきたいと思います。 

  続きまして、消費税の影響額ということでござ

います。こちら資料の、委員会資料の21ページに

消費税の影響額ということで提出させていただい

ております。 

  この資料の見方なんですけれども、25年度決算、

29年度決算、31年度予算と３つ標記しておりまし

て、これ何かといいますと、消費税が５％のころ

と、８％のころと、10％に変わる31年度というも

のを比較したものでございます。 

  歳入のほうというのは、少なからず消費税の、

地方消費税が増えます。消費税といいましても、

国の消費税と地方に来る地方消費税がございまし

て、その地方消費税の増額分については、この地

方消費税交付金というものが増えてまいりますの

で、消費税の影響となりますと、まず歳入のほう

では、この地方消費税交付金の増額というものが

見込まれますと。 

  29年度決算ですと、25年度の５％のころと比較

しますと、２億4,776万1,000円ほど増えておりま

す。 

  こちらが10％といいましても、来年度は10月以

降になりますので、10月以降、２％上がるという

ことになりますと、大体１年で考えれば、ほとん

ど１％程度かなというふうに今見ておりまして、

その影響でおよそ7,336万2,000円ほど増えるので

はないかと、今、試算しているところでございま

す。 

  一方、歳出はどう見ているかということなんで

すけれども、これも同じく５％、８％、10％で見

ておりまして、町の予算の中で消費税の影響を受

ける節というのが需用費、役務費、委託料、使用

料、工事請負費、原材料費、備品購入費。 

  その他、人件費ですとか、例えば扶助費ですと

か、補助金とか、そういったものは特に消費税の



－１７－ 

影響を受けませんので、こうした消費税の影響を

受けるであろう節の予算額に対して、消費税率相

当額を割り返して算出しているのがこちらになり

ます。 

  ですので、31年度予算ですと、これ10％ですけ

れども、今お話ししたように、大体ならすと９％

程度になりますので、この９％の相当額が２億

240万6,000円というふうにお考えいただきまして、

これを９で割ると単純に１％分が出ますので、９

で割ると、単年度ですと2,248万8,000円、およそ

2,250万程度の消費税相当額として歳出予算が増

額すると見込んでございます。 

  これにつきましては、このうち予算編成の中で

すと、一般行政経費、義務的経費、政策的経費と

いうふうに予算編成上、都合で分けさせていただ

いておりまして、一般行政経費については、消費

税の増額の影響があっても各課で配分する額は変

えないということで、消費税相当額は各課でそれ

ぞれ捻出をしていただいております。 

  その捻出した金額というのが1,186万4,000円ご

ざいまして、いわゆるこれは各課で事務事業の削

減等を行って捻出しましたので、2,248万8,000円

増えるところ、1,186万4,000円は既存の予算の中

で見直しを行って捻出したというような状況でご

ざいます。 

  消費税の影響については以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当、高澤と

申します。 

  それでは、お答え申し上げます。 

  まず、喫煙所につきましてですが、その後はと

いうことでございます。今回の喫煙所の撤去につ

きましては、今、庁舎内西側に１カ所、１階にご

ざいますが、７月１日以降、庁舎内というわけで

はなく、敷地内禁煙ということになりますので、

基本的には、庁舎内はもちろん、役場の駐車場で

すとか、例えばそこのコミュニティ広場、こうい

うところでも禁煙となりますので、基本的には、

全て吸えなくなるというようなことでございます。 

  近隣の市町村の状況なんですが、今のところ、

公表をもう既にされているところに関しましては、

幸手市、加須市につきましては、全面禁煙という

ことになっているとのことでございます。 

  それ以外の、まだ担当者レベルの話なんですが、

白岡市なども全面禁煙で考えているというところ

でございます。その他の近隣では、一部、庁舎外

で喫煙所を残すというところも一部はあるとのこ

とでございます。 

  続きまして、庁用自動車なんですが、町長車、

基本的には昨年度と同様、ワンボックスのハイブ

リッドで考えているところでございます。 

  こちらのワンボックスにした理由でございます

が、町長が所用で、例えば県庁ですとか町外に、

町長だけではなく、さまざまな職員ですとか、副

町長もなんですが、同行して要望活動ですとか、

そういうところに伺うところがございますので、

多数の人数が乗れるということでワンボックス、

また宮代町のほうに、町外、県外ですとか、さま

ざまなところから視察等に来られる方もいらっし

ゃいます。 

  そういう場合は、結構大勢で来る方もいらっし

ゃいますので、今は何台かで連なって町内を案内

したりしていることもあるんですが、ワンボック

スで７人、８人乗れるような車で活用させていた

だければということで、ワンボックスのほうを選

定させていただいております。 

  続きまして、公有財産管理事業なんですが、９

カ所、100％購入できる目安はあるのかというご

質問でございますが、今回更新する８カ所、こち
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らは全て、今回町のほうで購入のほうでお願いし

ているわけではございません。 

  町のほうで購入したいと考えている敷地につき

ましては、特に重要な、借地ですので、重要とい

うことでお借りしているんですが、その中でも特

に必要な、例えば役場の庁舎ですとか、小中学校

の敷地ですとか、こういうところを選定させてい

ただいて、借地期限の到来にあわせて、地権者の

方に交渉のほうをさせていただいているような形

でございますので、この特に重要な施設、100％

が今現在、交渉をして買える目安があると言われ

ると、まだそこまでではないのですが、順次、借

地権にあわせて、地権者の方にお願いしていくよ

うな状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  ＯＡ管理事業の職員端末の入れかえについてで

ございますが、こちらのほうのご質問なんですが、

職員全員に対してかということでございますが、

職員全員に対しての入れかえを検討させていただ

いているところでございます。 

  台数につきましては、職員プラス予備という形

で、約250台の入れかえを考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○対話のまちづくり推進担当主査（小川雅也君） 

対話のまちづくり推進担当の小川でございます。 

  予算書、Ｐ78、79、対話のまちづくり推進事業

のちゃぶ台トークの再質問でお答えさせていただ

きます。 

  前回のちゃぶ台トークのほうで、自治会のバス

旅行と重なってしまって参加できない方もいらっ

しゃったということでございますが、ちょっと自

治会のイベントまで全て把握して考慮するのは難

しい部分もあるんですが、可能な限り、町のほか

の事業とか学校の行事とかたくさんあると思いま

すので、そこら辺を避けるような形で日程のほう

を設定はしていきたいと思います。 

  また、ちゃぶ台トークに関しましては、町内４

カ所ずつ、来年度も行う予定でございます。１回

につき、２日に分けて午前、午後、午前、午後と。

土日の午前、午後ということで４カ所で行ってご

ざいますので、ご自身の地域の場所でなくても、

ほかの場所でも参加できるという形になってござ

いますので、そこら辺のほうにつきましても、改

めて周知をしていきたいと思ってございます。 

  以上となります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹、

榎本です。 

  私のほうからは、みやしろ定住促進作戦と第５

次総合計画の関係でお答えさせていただきます。 

  先ほど答弁漏れてしまったんですが、みやしろ

定住促進作戦の減額については、今年度、こちら

の事業では、「みやしろで暮らそっ」というウエ

ブサイトを運営しておりますが、こちらをスマー

トフォン向けのサイトにリニューアルをした費用

が来年度は不要になったので減額したものです。 

  実際に若い世代向けのサイトとなっておりまし

て、こちらアクセス解析をしたところ、スマート

フォン、タブレットでの閲覧が９割を超えている

という確認をしているところです。 

  それから、第５次総合計画の関係ですが、策定

期間は、元号は変わってしまうのでちょっと参考
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にということですが、平成31年から32年の２年間

で策定をしまして、新しい計画は33年から10年間

の計画になるということになります。 

  それから、アンケートのお話があったかと思い

ますが、第４次総合計画の策定の際には、無作為

抽出で2,000人のアンケートを行ったところです。

同じ設問で行っていますので、どうしても全体的

な質問になりがちではあるんですが、今回の第５

次総合計画については、もう少し深くご意見をい

ただきたいというふうに考えておりまして、３世

代、若い世代ですとか、中間の世代、高齢者世帯、

３世代ぐらいにアンケートを分けまして、全体的

に同じことを聞く部分と、具体的にその世代に聞

いてみたい部分というのを分けてアンケートをと

る予定でございます。 

  その関係で、十分な回答数を得るために、

2,000人から4,500人程度に対象も増やしていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  駐車場については、先ほど説明、質問いただい

てお答えさせていただいた内容ですが、今ある中

での工夫ということで考えさせていただきたいと

思います。 

  春日部市役所とか久喜市役所ですと、ゲートあ

るいは警備員を配置してというのはあるようです

けれども、できればそういう形ではなくて、確保

できるという工夫というのは考えたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  まず、駐車場の件なんですが、これは去年の決

算でも、町民生活課のほうにも要望しましたけれ

ども、両方でぜひ住民に迷惑をかけない、もう駐

車場もサービスの一環という立場から、ぜひ知恵

を出していただきたいというふうに思います。 

  あと、先ほど再質問で、すみません、伺うのを

忘れたんですけれども、冒頭、不測の事態という

ことでお聞きしましたが、当然ですよね。当然で

すというのは、学童保育の関係で条例がない中で

ということで、予算の裏づけがないということだ

ったんですけれども、これは条例も今回、先議で

やっているわけですから、あとは補正でしょう。 

  補正の関係で、31年度か30年度の補正かだから、

何で30年度の補正にできないのか。あえて31年度

の補正にしたのか。その辺、言っていることはわ

かりますよ。でも、条例は別につくるわけだから、

あとは補正の関係でどうなのかということで、な

ぜあえて31年度の補正にしたのか。その辺がわか

らないんですけれども、その点について、もう一

度お願いしたいと思います。 

  それから、すみません、町長の公用車なんです

けれども、副町長を初め、職員も使いたいという

ことなんですけれども、それは大きいほうがいい

んでしょうけれども、最近、私も見ているんです

けれども、この間、斎場組合へ行って、市なんか

の公用車は、やっぱり大きいんですよ。ワンボッ

クスみたいに。昔はそうじゃなかったですよね。 

  今の公用車、だから、みんなで使えるというん

ですけれども、見た目、どうなんですか。身の丈

に合ったということはあるんですけれども、あん

なに大きい公用車は必要なんでしょうか。私は、

どうしても必要だというんであれば、それは別に

否定はしないんですけれども、どうなんですかね。 

  あんなに大きい、しかも、じゃ、普通の、あん

なに大きくしないで、その分、買えるんじゃない

ですか。そういう大きな、もっと安い車で、みん
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なが、職員が使うというんであれば、何もあんな

ぴかぴかな町長が乗るような、ああいう、あれに

わざわざ職員が乗って、どういう交渉なのかわか

りませんけれども、ちょっと、さっき言ったよう

に、身の丈に合った、そういうふうなのもあるん

じゃないでしょうかね。 

  そういう点で、少しは見直しされて出すのかな

というように思ったんですけれども、そのまま出

してきたというのは、じゃ、考え方そのものは全

然変わっていないわけですよね。その辺はどうい

うふうに検討されたんですか。私は、その辺、や

っぱり町民感情もあると思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

  それと、もう一つ、すみません、公有財産なん

ですけれども、借地更新はわかったんですけれど

も、じゃ、この９カ所はどこどこか、ダブるんで

すか。公共施設用地の購入箇所、これも明らかに

してください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  では、学童の補正について、30年度でない理由

ということでお答え申し上げます。 

  今回、31年度の１号補正として提案させていた

だいているものは、31年４月１日以降に支出が伴

うものでございます。 

  したがいまして、30年度の予算というのは、あ

くまで31年３月31日までに執行しなければならな

いものを計上するわけなので、そういったことか

ら31年度予算でないと対応できないと判断をしま

して、31年度の補正予算で計上させていただいて

おります。 

  30年度の予算に計上して繰り越しということは、

繰り越しについてなんですけれども、30年度の繰

り越しというのは、あくまでやっぱり31年３月31

日までに執行が原則完了するもので、やむを得な

い事情で31年度にいくものが繰り越しの対象にな

りますので、そういった意味からも、ちょっと繰

り越しにはそぐわないということで、31年度で計

上しております。 

  ですので、逆にいいますと、31年４月１日以降

に学童保育所が開設するために、30年度中に改修

が必要なものが出てきたものについては、それは

30年度の予算の中で予備費等を活用しまして、施

設整備は行わせていただくということでございま

す。 

  したがいまして、31年度で計上させていただい

たということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 企画財政課管財担

当の高澤です。 

  お答えいたします。 

  公有財産管理事業の借地につきまして、優先的

に購入のほうを検討していきたいという施設なん

ですが、一つ一つ申し上げますと、須賀小中学校

の体育館、笠原小学校、進修館の駐車場、図書館、

役場の公用車の駐車場、庁舎の敷地、コミュニテ

ィ広場、庁舎の駐車場、あと国納保育園になりま

す。 

  今年度に関して、資料の28ページの借地の一覧

なんですが、これとダブっているのは、来年度に

関しましては、国納保育園がこの中に含まれてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 
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○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  町長車の件でご質問いただきまして、先ほど担

当のほうからお話しさせていただきました。当然、

町長が公務で使うというところもあるんですが、

町長が職員を伴って県に出かけて説明をしに行く

ということも、局面がありますので、そういった

ときには、町長以下、担当課長、担当も含めて行

くということがありますので、そういったところ

に使わせていただくということと、もう一つ、先

ほど高澤主査のほうからもありましたけれども、

町外から宮代町に来て、直接町長が町内を案内す

るとかという局面も数多くありますので、そうい

ったときにはワンボックス車でご案内するという

ようなこと、そういうところに使わせていただく

という趣旨でございます。 

  今回、ワンボックスのハイブリッド車というこ

とでさせていただきました。こういう時代ですの

で、環境に視点を置いた車ということで、ハイブ

リッド車ということで予算計上させていただきま

したけれども、特に車種については、どこのメー

カーのどの車種ということではなくて、平均的な

ワンボックスのハイブリッドということでさせて

いただいたところです。車種については、その中

で考えさせていただくということで考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、質疑、ほかに。 

  じゃ、質疑だけ受けて休憩に入ります。 

  じゃ、小河原委員。 

  質疑だけ、お一人の分を受けてからお昼に入ろ

うかと思ったんですが。 

○委員（小河原 正君） いいですよ、午後で、質

問は。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、休憩に入ります。 

 

休憩 午後１２時００分 

 

再開 午後１２時５８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き企画財政課部分の質疑を行います。 

  質疑はございますか。挙手をお願いいたします。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ３、４点、質問お願いし

たいと思います。 

  まず、１点目ですが、町税について考え方を教

えてもらいたいと思います。 

  今度の予算を見ますと、収納率が個人で……。 

  町税だめなの。13ページ。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政ではないですね。

税務課ですかね。 

○委員（小河原 正君） 前段者が何か質問してい

たから、私もしているんですけれども。じゃ、そ

れは大変ごめんなさい。 

  じゃ、次に行きます。 

  21ページの環境性能割を原資としてという新た

な言葉が出てきていますけれども、これを具体的

に教えてもらいたいと思います。 

  宮代町としては、どのように原資を使うのかど

うか、具体的に教えてもらいたいと思います。 

  次に、45ページのいきがい活動センター、これ

が12万円の収入になっておりますが、これについ

て町は何か委託すると相当何千万という金をかけ

ていますけれども、逆にもらうときには12万、１

カ月１万円。前も同じような質問をしましたけれ

ども、余りにも少し安いんじゃないかなと。で、

施設が悪くなれば町が直すと。簡単な修繕は、あ

そこの学校が行うんでしょうけれども、余りにも

安いんじゃないかと。これだったら一般の民間に
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貸したら飛びつく人いると思いますよ。12万ぐら

いなら。１カ月１万ですよ。これ、もう少し財政

が厳しいと言っている立場でしたら、何とかもう

少し上げてもらうということが必要なんじゃない

かなと私は思うんです。 

  だったら、全然お金をもらわないで町民にもど

んどん自由に貸してやると。いきがいセンターが

できた目的というのは私たちも知っています。あ

のときの体育館ができたのは。そういう趣旨から

いけば、町民に自由に貸す、無料で貸してやる。

これが基本じゃないかと思うんですけれども、な

ぜ相変わらず12万で貸しているのかどうか。 

  あと、同じ45ページの電柱、電話の敷地の問題

なんですけれども、これもちょっと私の考え方が

役場とは違うかもしれませんけれども、この道路

側に電柱や電話の柱が立っているのが多いですよ

ね。民地のほうに入っていないのが。場所によっ

ては、宮代町は満足な広い道路が数少ないので、

電柱や電話のものがあると危ないんですよ、出っ

張っていて。これ何とかならないのかなと。 

  本当にあれが全部、お願いしてもなかなか承諾

してくれる方いないかもしれませんけれども、何

とかそれをお願いしてやることによって、道路が

広く使えるわけですよ。これは本当にいつも思っ

ているんですけれども、宮代町ぐらい電柱が道路

側に出ているというのはないですよ。それ何とか

なんないのかどうか。 

  あと、前段者と同じように町長の購入の車、予

算上は450万円。私個人的な一家庭では、なかな

か買えない車ですよ。税金だから買えるのかなと

言われればそうなんですけれども。 

  これワンボックスで何人乗れるんですか。私は、

余り車のことよくわからないんですけれども。そ

れは口ではほかの人も使えるように説明していま

したけれども、これだってそうめったに使えるわ

けじゃないでしょ。ほとんど使うのは町長が乗っ

ていくと思いますよ。 

  例えば、衛生組合行ったりなんかというときに

は、副町長と職員が運転して３人ぐらい来ていま

すよね。そういう使用が多いんでしょ。県庁へ行

くのだってそうだと思いますよ。 

  私、昔、県庁へ行くんだったら電車で行ったら

どうですかと言ったこともあるんですよ。そうす

れば、鉄道も運賃かかってもらって助かるし、公

害にもならないし、町のためにもなるし、そうい

うことを言ったこともあるんですよ。ですから、

540万円というのは、ちょっと高いなと立派な車

だと思って。これ何人乗れるんですか。 

  私は前に皮肉で言ったけれども、軽自動車に買

ったらどうですかと冗談で言ったつもりがあるん

ですけれども。我々皆、軽自動車です、一般家庭

は。それだって、この近くだったら間に合うんで

すよ。県に行くには電車で行ってもらうとか、そ

ういうことをしないと、給料なんか４年で1,000

万円ぐらい余計にもらえるようになって、町長さ

まさまだなと言っている人いますよ。そこら辺も

少し考えたほうがいいと思いますよ。あんまりハ

イブリッドだ、ワンボックスタイプだと立派なの

を買わないで、少し考えるべきだと思いますよ。 

  これは修正してもいいと思いますよ、予算を。

あんまりしないというんだったら、この部分は反

対したくなる人が何人かいると思いますよ。そこ

ら辺はどう考えるか。本当に町長、これあんまり

いいのか人気落としますよ。これはっきり、私、

口悪いから言いますけれども、町民のためにはな

らない。いいのに乗ったって、町がよくならない

んですから。町長車いい車に乗ったって。考えた

ほうがいいと思いますよ。そうどう考えているか。 

  もう一点は、予備費の問題なんですけれども、

2,000万円。先ほど、前段者の説明では、昨年の
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使い道の内容を説明がありましたけれども。 

  私、前はすぐやる課をつくったらどうだと。で

きないんだったら予備費を確保して、町の人がち

ょっとした二、三十万の金で済むような大事な要

望はすぐやってもらいたいと。そうすると町は金

がないないと言うからやれないんだと言うから、

予備費をうんとつくっておいて、すぐやるからみ

たいなことをやったほうがいいと、私言ったこと

がある。記憶があるんですよ。 

  少しね2,000万と言わないで、予備費ぐらい

5,000万や6,000万積んで、それで町の人がそれや

ってくださいというのをすぐやるようにしたらど

うですか、町長。そのぐらいのことやらないから、

いろんな町民の人たちが不満を持つわけですよ。

ちっともやってくれないと。本当にやらないよね。

で、なぜですかと言うと金がないと。前段者か何

かで質問していましたよね、金がないと言われて

いますと。私もそう思います。私も何回か言われ

ています。金がないからできませんと。そんなこ

とを言わないで、20万や30万の金で済むことは、

予備費をうんと積んでおいて、すぐやるとかがで

きないんだったら、そういうことで回したらどう

ですか、町長。 

  そのぐらいのことやらなかったら、町民の皆さ

んは喜ばないですよ。自分たちの給料だけ上げて、

町の人にはぎゅっと締めて、これはないと思いま

すよ。私は口が悪いから平気でどんどん申し上げ

ますけれども、町民にはぎゅっと締めて自分たち

はどんどん使う。それはないと思いますよ。それ

が、町のための町民の皆さんの意見を聞いてどん

どんやる立場だと言えると思いますよ。 

  どうなんですか。そういう予備を増やしてすぐ

やる課ができないんだったら、そういう政策をや

ると。それはできないことないですよね。 

  予算組んじゃったからできないといったら、補

正予算組んでください。補正の補正のまた補正も

できるんでしょうから。宮代町は、第２の補正ま

でやったんだから。もう実績があるんだから。ど

うですか、やったら。すぐ補正組みますと。その

ぐらいのことやったらどうですか。で、金がない

と言ったら、積立金が10億幾らかあるんでしょ。

そこから回せばいいんですよ。できないことはな

いですよね。やる気があるかどうか。そこら辺の

質問です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  そうしましたら、１点目の自動車取得税交付金

と環境性能割交付金につきまして内容のご説明を

させていただきます。 

  まず、自動車取得税交付金なんですけれども、

今年度は、当初予算で約半額になっております。

昨年との比較で半額ぐらいとなっております。こ

れは、平成28年度の税制改正におきまして、消費

税の10％引き上げとともに自動車取得税を廃止す

るという改正が行われましたので、今回９月30日

までに入ってくると見込まれる金額が1,620万円

ということですので、自動車取得税交付金につき

ましては、そのように計上させていただいており

ます。 

  一方、自動車取得税のかわりに新たに創設され

たのが、８款の環境性能割交付金というものでご

ざいまして、こちら何かといいますと、環境性能

に応じた、環境性能に応じたというのは簡単に言

うと排ガス等の環境基準の規制基準、それを32年

度基準を何％クリアしているかとか、あとはクリ

アしていないのかというで基準で１％から３％の

範囲で、自動車を購入するときに新たに課税され
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るものです。 

  ですので、わかりやすく言うと、自動車取得税

がなくなって新たに環境性能割というのが、自動

車を買うときには課税されると。その環境性能割

を原資としまして町のほうに新しく交付されるの

が、この環境性能割交付金ということですので、

ですので自動車取得税交付金がなくなって新たに

環境性能割交付金が入ってくるということになり

ます。 

  それでも見ていただくとわかるとおり、自動車

取得税交付金が昨年度は3,270万円。で、今回31

年度は自動車取得税交付金と環境性能割交付金を

足しても、おおよそ2,270万円ということで、そ

れよりも大きく減っております。 

  これは、環境性能割交付金の配分割合と言って、

１回県のほうで自動車取得税と同じように、県の

ほうで徴収をされて、それが町のほうへ配分され

るんですけれども、去年は収納した額の７割が配

分基準だったんですけれども、今回は47％という

ふうに決められまして、そもそも環境性能割を町

のほうに交付される割合が少なくなっております。 

  あと、10月以降取得したものが直ちに入ってく

るわけではなくて、実際に収納されてから入って

くるまで数カ月間期間を要するということもあり

まして、昨年よりも足した金額が減っているとい

うような内容になります。自動車取得税交付金と

環境性能割交付金につきましては、以上でござい

ます。 

  じゃ、財政担当のほうで予備費の関係につきま

してお答えを申し上げます。 

  ご指摘いただきました2,000万円を、もっとす

ぐやるために、もうちょっと大きくできないのか

ということでございますけれども、参考になるか

どうかはわかりませんが、ほかの市町村の状況な

んかを見ますと、先ほどと同じように例えば杉戸

町ですと、宮代町と同じ2,000万円。松伏町につ

きましては1,000万円ということですので、予備

費の幾らが正しいのかというのは難しいところな

んですけれども、ほかの自治体と比べて決して少

ない金額ではないということでございます。 

  もともと予備費の性格としましては、年度途中

に生じた不測の事態ですので、通常は災害とか、

あとは公共施設緊急修繕とかそういったものを想

定しているものでございまして、その年度に実施

すべき事項については、全てやっぱり目的別にき

ちんと歳入歳出予算に計上して執行するというの

が、自治法に基づく予算編成の原則になりますの

で、やはり何か年度途中でやるべき事項が生じた

場合には、補正予算を調整するのが原則というよ

うに考えておりますので、予備費につきましては、

今現在は2,000万円ということで定めさせていた

だいているところでございます。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（野口幹雄君） 企画財政課副

課長、野口でございます。 

  いきがい活動センターの件で、予算書45ページ

になりますが、いきがい活動センター賃借料の関

係です。 

  で、ご存じのとおり、いきがい活動センターに

つきましては、指定管理ということで平成24年ま

で運営をさせていただきました。その当時は、約

ですけれども900万円ぐらいの指定管理料という

ものが出ていました。それ以外に、使用料のほう

も指定管理者に入っていましたので、もうちょっ

と運営費全体ではかかっていたと思うんですが、

町としては約900万円の支出がその当時はあった

ということになります。で、それを公共価格の再

編の一つとして、ぐるる宮代、総合運動公園もあ
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るからということで、今回は廃止をそのときにさ

せていただいてという経緯がございます。 

  ですので、今度廃止をさせていただいた関係で、

900万円という経費というのは町から支出は一応

なくなりました。 

  その当時は公募をしまして、いろんなところに

情報を流しまして、あの施設を借りて何かやって

いただけないかということで公募をかけたんです

が、実際手を挙げていただいたのが昌平学園１つ

だったということで、今回に至っているというこ

とになります。 

  ですので、今の利用としましては、当時いきが

い活動センターで使っていたと同じとは言いませ

んが、学校のほうで部活が使わない時間、平日の

昼間３時までは一般開放していただいていますの

で、無料ではございませんが前もお金は取ってお

りましたので、学校開放ということで一般の方々

も使える状況になっております。 

  また、シルバー人材センターも管理ということ

も含めまして、あそこに拠点を置くということも

できました。そういうことも含めれば、12万円と

いう金額、高いか安いかという判断はちょっと難

しいんですが、現状としてそういうこともあって

町は12万円ということで、現状今もその金額のほ

うで契約をさせていただいているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

  続いてなんですが、先ほど同じく45ページの電

柱の関係なんですが、歳入は町の企画財政課のほ

うで受けてはいるんですが、電柱を道路敷からま

た民地に入れる云々となってしまうと、まちづく

り建設課のほうと私も相談をさせていただきます。

ちょっと私どもで答えができないので、申しわけ

ございませんが、そのようでお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤と

申します。 

  町長車の何人乗れるのかということでございま

すが、先ほどもちょっと申し上げたんですが、ま

だ車種が確実にこれというものが決まっていなく

て、一般的にこれぐらいのというところでいきま

すと、ワンボックスでいきますと７人から８人ぐ

らい乗れるというところで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 新たな環境化問題につい

てはわかりました。 

  いきがいセンターには答弁聞いたけれども、ち

ょっとまだ不満なんですよ。それは公募したら誰

も来なかったと。来なかったら、あそこ公民館が

わりにみたいに、でかく改造して使えるようにし

たらどうだったんじゃないかなと、いろいろある

わけですよ。 

  ま、しようがないですね、もう考え方がそうい

うことですので。それは、もう少し考える必要が

あったと。町民の方が喜ぶような使い方を少し考

えたほうがいいと私は思います。 

  あと、町長車。町長は黙っているから、腹の中

では買いたいと思っているんでしょうけれども、

７人から８人乗れるの、ちょっともったいないよ。

ガソリンも普通の車よりかかるでしょう。それは、

スタンドは喜ぶかもしれないけれども、売れるか

ら。痛しかゆしかもしれないけれども、一般町民

から見ると、三万二、三千人の人口と久喜の市長

も同じのに乗っておりますよね。あそこは人口何

名。それはしようがないよね。一般家庭と金子さ

んの金持ちと小河原の貧乏人が乗るのと違うのと

同じように。問題にしないで、私が貧乏人だから

問題にならないと思うけれども。それは差がある
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のと同じで、三万二、三千人のと久喜の市長と同

じようなの乗るのはどうかなとは思います。 

  町長は、乗りたいよね。これ、町長の判断一つ

だと思います。じゃ、もう少し考えると。これ、

無駄な車買わないほうがいいと思いますよ。これ

は、職員は町長にいいの買ってあげたいという気

持ちはわかりますよ。町長がいいよと言えば済む

と思いますよ。予算のったって、後で不用額にす

ればいいんだから。 

  どうですか、町長。考えたほうがいいと思いま

すよ。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員、質問になり

ますか。 

○委員（小河原 正君） 質問だからね。 

  あと、予備費の問題。確かに言っていることは

わかります、目的別に予算を組むと。でも、ほか

の市町村に見習うことないと思いますよ。宮代は

宮代のいいところの予算を組むべきだと思います

よ。町民の側に立った。それが執行部でしょ。杉

戸がどうの松伏がどうの、だから似たような方法

で1,000万円だ2,000万だ、少ないと。宮代は多い

ほうだと。そんな人のことはやめなさいよ。 

  私はほかの市町村は別にして、宮代のいい予算

を、らしい予算を組んでもらいたい。町民の側に

立った予算。それを言いたいわけですよ。 

  そんなほかの市町村がそうだから、じゃ、ほか

の市町村がもっといろんな厳しいことをやったら、

まねしたいんですかとかなってくるよ。すぐほか

の市町村がどうのって。お得意だよね、宮代は。

そういうことはやめてもらいたいんですよ。 

  宮代は宮代の予算。それを組んでもらいたい。

それを考えるかどうか、もう一回聞きます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（新井康之君） 町用車ついて、少しお話を

させていただきます。 

  車の利用の仕方について、大勢の方で一緒に利

用できるようにということで、ワゴン車という提

案を今させていただいていますけれども、決して

超高級車を買おうという気持ちは全くなくて、今

乘っているクラウンなんかのような形のそういう

高級車は、全く自分でも買おうとは思っていませ

ん。 

  で、同じワゴン車でありましても、きょうも駐

車場を見ますと10台ぐらいワゴン車とまっていま

すけれども、そういう一般の方々が乗るのと同じ

ようなもので考えておりますので、決して、何て

いうんでしょう、皆さんが思っていらっしゃるよ

うな超高級車というイメージは全く自分ではあり

ませんので、540万円という予算を計上させてい

ただいておりますけれども、車のほかに冬用のタ

イヤのとか全部一式込みの値段でございますので、

決して無駄かなというふうには思っていません。 

  ただ、本当に効率よく使用したいというふうに

思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課、栗原

です。 

  予備費のご質問をいただいて、ほかはほか、う

ちはうちというようなことで考えられないのかと

いうことで、予備費をふやしてはどうかという話

かと思います。 

  それぞれの課でそれぞれの仕事をやっています

ので、予算がないからできないということではな

くて、各課の中でのまだ執行残があるとか各課の

中での予算を流用、回せるよとか、そういった含

みもあると思いますので、町民の皆さんの要望と
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いうのはたくさんあると思うんですが、なるべく

現場現場で町民の方と向き合って、できるものは

というようなことを考えると、予算云々というの

が住民の方から言いわけで聞こえてしまうという

のはあってはいけないのかなと思いますので、そ

ういった意味では財政担当云々の話になるのか、

ならないのかというのもあるのかもしれないです

けれども、そういうところで予備費をふやすとい

う以前に、各課の仕事の中で予算を流用したり、

執行残の中でできるということもあるのかなとい

うところで、予備費はふやさなくても小河原さん

の言った質問の趣旨からすると、そういうことも

できるのではないかなというふうには思っている

ところですし、そういった予算を理由にきっぱり

と白黒ノーというような言い方ではないようなや

り方を役場の中でできればいいのかなというふう

には思いますけれども。 

○委員長（丸山妙子君） ３回やっていません。 

○委員（小河原 正君） 質問じゃなく、確認の意

味ですみませんけれども。 

  町長の言ったことを、町長、信用します。 

  あと、課長の今の答弁、予算の予備費の問題。

これは、思うという言葉を使ったけれども、でき

るようにやりたいと思うと。思うというのは、思

っただけでやらない場合があるんですよ。 

  必ずやるという言葉、町民の要望を。ただ、執

行残がどうのこうのというと、まず宮代町はだめ

だ。暮れにならないと執行残がわからないのが多

いでしょ。出だしには、まず。 

  ですから、私は即やれるように、すぐやる課じ

ゃないけれども、前に質問しましたけれども、す

ぐやる課というのは、４月以降からすぐやれるよ

うにしてもらいたいわけですよ。執行残がどうの

こうのと。金がないというのは言わないそうです

から、今度。きょうここで約束したのと同じです

から。町の人にも宣伝しておきますから、今度は

金がないとは言わないよと。どんどんやってくれ

るという話だよと。私は話はしますよ。 

  それは、できないものもわかりますよ。だけど、

できるだけやってもらいたいというのが町民の皆

さんの意見なんですよ。金がないからと言うから、

みんな引き下がっちゃっているんですよ。そうい

う思想は植えつけないほうがいいですよ。町の人

は、宮代町は大したもんだと、すぐやってくれる

よと。こういう対応をしてもらいたい。 

  これをひとつ約束して、思うじゃなくて約束し

てもらいたい。 

  それで、質問３問目終わります。 

○委員長（丸山妙子君） 要望ということですか。 

  答弁を求めます。 

  企画財政課課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課の栗原

です。 

  できない理由にはいろいろあると思いますけれ

ども、まず先に予算がないという言葉で思考停止

になってしまっては話が進みませんので、そのよ

うなことがないようにします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  委員会は３回というのはないんですが、委員に

よって３回までということで。３回という決めは

ございません。 

  ３回とは決まっておりませんので。 

  質問を続けていただいて大丈夫です。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  私たちの予算書の104ページ、便利バスが走る

事業についてお伺いします。 

  こちらのその他の財源５万円とあるんですけれ

ども、こちらの予算書のほうでは、多分53ページ
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の有料広告掲載料の92万4,000円の中の一部では

ないかと思うんですけれども、こちらの広告料は、

多分、これまた委員会資料の33ページの過去３年

間の便利バス利用者実績の中にすずき整形外科ク

リニックとクスリのアオキ、あと多分、バスの外

側の東洋不動産かな、ぐらいな感じではないかと

思われるのですが、その中で道仏の停留所。こち

らがカスミという大きなスーパーがあるんですけ

れども、停留所にカスミ前という掲載がなくて、

町の方は結構言ってほしいという要望がございま

して、確かに道仏というだけよりもわかりやすい

なと思うんですが、多分、これは広告料をお支払

いいただけないからということだと思うんですけ

れども、こちら１件の広告料が、これは全体で５

万円になっているので１件お幾らになるのかお聞

かせください。 

  あと、こちらの過去３年間の便利バスの実績な

んですが、あれだけ予算で結構もめたバスですけ

れども、今回バスが新しくなっているにもかかわ

らず、乗降者数が減っているんですよ。これは、

どうして減っているのか、そのあたりは調査はし

ているのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  まず、１点目の便利バスの関係でございますけ

れども、道仏の停留所がありまして、そこにはカ

スミがあるということで、カスミというようなも

のをすずき整形外科クリニックさんですとかクス

リのアオキさんと同様、入れたほうがわかりやす

いというご質問なんですけれども、こちらのほう

については、相手の了解を得られないことについ

てはサブタイトルが入らないということで、まず

カスミさんのほうと交渉の上、考えて検討させて

いただければというふうに考えております。 

  また、１件の広告料なんですけれども、年額２

万4,000円という形での広告料を、サブタイトル

をつけているところについてはいただいているよ

うな状況でございます。 

  また予算委員会の資料の33ページで、過去３年

ということでバスの利用実績を上げさせていただ

いているところでございますが、今年度について

は前年に対しまして、マイナス今、4,541という

形になっておりますけれども、こちらのほうは比

較といたしまして、30年度については１月末現在

までの数字しか実績としてあげられないものです

から、前年比でマイナス4,541という形で減にな

っているような状況でございます。 

  残り２月、３月と二月ございますので、昨年並

みないしは、もうちょっと延びで増加するのでは

ないかというような考えがあるところでございま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  全体の人数が、そういうことでわかりました。

ただ、せっかくバスが新しくなって、かなり表示

もわかりやすくなっているので、もう少し利用者

が増えるといいなと思うんですが、実際この道仏

の利用者数を見ると、少なくなったと言っている

んですけど、その今の１月現在までと言いながら、

道仏のところは28年度と比べると、ここだけでも

1,000増えているんですよ。ということは、もの

すごくご利用されているということで、こういう

ことをカスミさんのほうにもよくご説明いただき

まして、年間２万4,000円ぐらいの広告料であれ

ば、ぜひお支払いいただきたいなと思うところと、
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これは私の個人的な意見になってしまうんですけ

れども、免許返納をしたときに町のバスの回数券

をプレゼントというのがあったと思うんですが、

それだけではちょっと弱いのかなと思ったりもし

ましたので、例えば町のバスでお買い物に行くと

きって、必ず往復で行かれると思うんですけれど

も、往復で200円ですよね。１日券を買うと、あ

れはどこでも乗りおりできるわけですよね。１日

券とは、多分バスで乗ったら運転手さんが書いて

くれて渡してくれるんですけれども、それを例え

ば、１日券をカスミだとかアオキだとか、そうい

うところに行ってお見せいただけた場合に、例え

ばポイントがつくとかそういうことにしていただ

けたりとかという交渉をしていただくと、バスに

乗ってくださる方も増えるのかなと思ったり、免

許返納の方が増えるのかなと思ったりもします。

で、カスミとかアオキさんのほうにも、そういう

ご提案をしていただけたら、これは要望なんです

けれども、とにかくこの増えている数をご確認い

ただいたりとかしていただけるといいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 要望ということで。 

  はい、わかりました。 

  ほかに質疑はございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  すみません、ＰＣ管理でちょっとお尋ねしたい

んですけれども、お金のことじゃなくて。 

  250台買うということですけれども、その250台

は、課によってパソコンの性能が違うんですか。 

  情報量の多い課は性能のいいパソコンで、そう

でもないところはレベルの低いパソコンなのか、

全く同じなのかということと、それとパソコンの

使い方なんですけれども、全部の課でデータを共

有しているのかどうか。 

  例えば、教育で学校給食費が未払いの家がどこ

のどこですよということが、教育の部署じゃなく

て全部の職員がのぞき込むことができるのか。駅

前広場何千万かでどこか買収したら、それは課以

外の人も職員は全部読めるのか。それとも課だけ

で、閉じているものなのか。 

  その辺、ちょっと教えていただきたいんですけ

れども。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当主査、富

永です。 

  ただいまのご質問につきまして、まず性能面で

ありますが、基本的にまず全職員同じ性能の端末

を用意することで考えております。 

  続きまして、データの共有の関連なんですが、

こちらは、中には例えば仮に障害者に関する方の

情報が入っていたりとか、そういったものがあり

ますと、他課の人間が見てしまいますと余計なこ

とを知ってしまうことになりますので、それは課

の中とか担当の中で、そこだけしか見られないよ

うな形で情報の見られる制限をしております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） よくわかりました。 

  次の質問ですけれども、チャブ台トークなんで

すけれども、去年は盛んにネガティブ発言は控え

るように。壁にも張ってありましたよね。張り出

したし、なおかつ何度も注意していました。発言

する人たちに。あれ、ことしも同じようにやるん

ですか。 

  非常にみっともない張り紙だったように、私は

思うんですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課担当主査。 

○対話のまちづくり推進担当主査（小川雅也君） 
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対話のまちづくり推進担当主査の小川でございま

す。 

  チャブ台トークのときの話をするルールの話か

なと思います。 

  一応、チャブ台トークのほうが、ワールド・カ

フェというルールに則ってやっております。 

  ワールド・カフェにおきましては、なるべくた

くさんの皆さんの意見を集める、アイデアをたく

さん出す。でアイデアにアイデアを重ねるという

ことで、この町をよくするにはどうすればいいか

というようなアイデアをたくさんいただくような

方向でやってございます。 

  その中でほかの人の意見を、よく出てしまうの

が遮ってしまったりとか、一つのアイデアに対し

ていやそれは無理だよとか、それはできないよと

か、どうしても批判みたいなものが出てしまうこ

とがございます。 

  やはりたくさんのアイデア、この町をよくする

ためのものを出したいというのがありまして、で

きる限りそういったものはなしにして、とりあえ

ずアイデアを量出しましょうということで、ワー

ルド・カフェのほうをやってございますので、一

応そういうようなルールのほうを設けさせていた

だくという形になっております。 

  なので、来年度につきましても、一応会議のル

ールみたいなものは設けさせていただきまして、

実施していこうと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） そうしましたら、やはりネ

ガティブ発言はやめましょうとか、控えましょう

とかという否定形な指示ではなくて、たくさんの

意見をお願いしますということで十分だと思うん

ですけれども。 

  例えば、水道代を20立方じゃなくて10立方にし

なさいとか言っていた人がいたわけですけれども、

しつこく食い下がると、それネガティブ発言なの

かなと思って、私は傍聴席で聞いていたんですけ

れども、やっぱり控えてくださいと言われると、

これしゃべっていいのかなと思って、逆にいろん

な意見が出なくなる。町のいいところだけ述べて

くださいとかって言うと、いいところだけたくさ

ん聞いて、それをまた広報でこんなにいい意見が

出ましたということで、完全にこれパフォーマン

スになってしまいますので、これはやめていただ

きたいと強くお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、前段者

からいろいろと質問が出て理解はしたんですけれ

ども、何点か質問をさせていただきたいと思いま

す。確認も含めてお願いしたいと思います。 

  企画財政課、大変宮代町の職場の中でも中枢的

な課ということで重要なポジションなんですけれ

ども、その中で何点か質問するんですけれども、

ようやく第４次宮代町総合計画があと数年、32年

で一応終わるということなんですけれども、それ

に加えて新しく第５次が取り組まれるわけなんで

すけれども、ここでひとつお聞かせをしたいと思

うんですけれども、第４次総合計画がいよいよ終

わるということなんですけれども、この第４次総

合計画をどのようにまとめていくのか。次のステ

ップに向けて、少なくともこの10年間の第４次の

総合計画をどのようにまとめていくのか。また、

そういう総括をするような場があるのか、ひとつ

お聞かせ願いたい。 

  また、同時に第５次に向けての一応審議会が立

ち上がろうというふうに思っているんですけれど

も、このメンバーなんですけれども、宮代町ずっ

といろんな審議会を見ますと、有識者、各団体の
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役員、公募、市民ということでそれぞれ呼びかけ

て審議会をつくるんですけれども、ともすれば大

変言葉が悪いんですけれども、同じようなメンバ

ーが出てくるおそれがあるという感じがするわけ

です。 

  どうしても声を上げる人は手を挙げて、毎回出

てくるような人もあるやなしに聞いておりますけ

れども、このメンバーをもう少し違った視点で公

募してもらいたいなというふうに思っていますけ

れども、そういう考えがあるのかどうか、ひとつ

お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の44ページのほうなんですけ

れども、財産収入でございます。 

  財産貸付収入ということで、前段者からも若干

質問がありましたけれども、いろいろ貸し出しを

している財産があるんですけれども、この貸し付

けに当たっての額、これをどのような形で決めて

いっているのか、見直しなんかはしているのかど

うか。 

  例えば今回の予算書を見ますと、商工会の関係

なんかは若干貸付料が下がっているというふうに

思っているんですけれども、この見直しの関係は

どのような形でやっているのか、ひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  それから、やはり前段者から公用車の町長車と

いうことでいろいろ質疑があったんですけれども、

一応買うとした場合、そういう方向でいっている

わけでございますけれども、例えば、宮代町公用

自動車管理規程というのがあるんですけれども、

この中に町長車ということで載っておりますよね。

あとは各土木工事車両だとかいろんな形で載って

おりますけれども、この町長専用車、何か聞くと

多目車、町長車がもちろんメーンなんですけれど

も、いろんな形で利用するような答弁をいただい

たんですけれども、町長車として今回買うのか。

町長車以外にも使用するような場があるのか、ひ

とつその点を確認したいと思います。 

  この管理規程によると第２条の中に町長車とい

うことで載っておりますので、町長専用車なのか

それとも多目的な車両として買うのか。その点を

ひとつもう一回確認をしたいというふうに思って

おります。 

  とりあえず、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  第５次総合計画、４次総合計画をどのようにま

とめていくかというお話ですが、第４次総合計画

は、その前の総合計画と異なりまして、半期ごと

に事業の成果というのを町の広報ですとかホーム

ページ、議会の皆さんにもお知らせをしていると

ころです。 

  そういった意味で、進捗状況は常にお話をさせ

ていただいているところなんですが、最終的には

町の自治体経営会議ですとか、その前に担当者間

ですとか課長間ですとか、自治体経営会議などで

最終的な評価をして、その中で積み残しの部分が

あれば、それを第５次総合計画につなげていくで

すとか、そういった検討をしていくものと考えて

おります。 

  そのほか審議会のメンバーですが、毎回同じよ

うな方がいるんではないかというお話があったか

と思います。 

  前回の第４次総合計画をつくる際には、13人の

委員がいらっしゃいました。実はその際、残念な

ことに女性の委員というのが１人しかいなかった

という経緯がありまして、今回はそういった男女

比なんかも、なるべく半分半分になるような調整

をしていきたいというふうに考えております。 
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  そのほか、公募市民についても２つ枠を設けさ

せていただいて、男女均等になるようにというこ

とと、あとは同じ方が多くなるようなというお話

もあったかと思うんですが、これまでどちらかと

いうと広報ですとかホームページで募集をする、

今回も募集はさせていただいているんですが、今

年度行いました、10年後を考えるワークショップ

でアンケートをとらせていただいていまして、そ

ちらに今後町のこういったことにかかわる機会が

あれば参加したいですか、どうですかというよう

に聞いたところ、約７割ぐらいの方からこういっ

た機会に参加したいというお話もあったものです

から、こういった参加者にも、直接こういった審

議会のご案内をさせていただきたいというふうに

考えております。 

  このワークショップには、比較的若い世代の方

もいらっしゃいましたので、今回の審議会の公募

枠には、そういった形ではいろんな世代の方に参

加いただけるような形になるかなというふうに期

待しているところです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田です。 

  44ページ、財産収入の関係でございますけれど

も、貸し付けに当たって、額がどのように決めら

れているのかというご質問でございます。 

  唐沢委員さんのほうから商工会のほうの関係の

提案がありましたので、こちらに基づいてちょっ

とお話のほうをさせていただければというふうに

考えております。 

  商工会のほうにつきましては、この３月31日で

一度契約が切れます。で、また新年度を迎えて４

月１日からの契約更新という形になりますけれど

も、その試算の仕方でございますけれども、固定

資産税評価額これに普通財産貸付料率100分の4.2

を掛けまして、公共的な利用ということでそれを

半分に割り返した額で試算のほうをさせていただ

いているような状況でございます。 

  そういった関係で、前年比に対して若干評価に

対して下がりがあるということでのご理解を願え

ればと存じます。 

  続きまして、町長車の関係で規程上、町長車専

用車ということでうたっているということなんで

すけれども、基本、考え方として、専用車という

形で考えているところではございます。しかしな

がら、先ほど来からの答弁の中でいろいろな目的

のもとにも使わせていただきたいという答弁をさ

せていただいているところでございますので、場

合によっては捉え方といたしましては、多目的と

いうような捉え方になる場合があるかと思います。

しかしながら、私どもとしましては町長車専用と

いうことでまずは捉えていただき、重複しますけ

れども使い方によっては多目的な使い方になって

しまうということでお考え願えればと存じます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  要望も含めて再質問をしたいと思いますけれど

も、審議会のメンバーのことなんですけれども、

改めて申し上げませんけれども、できる限りいろ

んなジャンルの人をひとつ入れてもらいたいなと、

年齢もしかり特にやっぱり女性を登用してもらい

たいなというふうに思っています。また同時に地

域的な関係も含め年齢的な関係も含めて、くどい

ようですけれども、いろんな人を入れて今後の宮

代町の10年後を決めるわけですから、いろんな人

をひとつ入れてもらいたいということを要望して

おきたいと思います。 
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  それから庁用車の関係なんですけれども、そう

しますと、この規程を変える、宮代町公用自動車

管理規程を変えるということなんでしょうか。こ

の中に明記をされております。町長専用車という

ことになっているんですけれども、何か今後は多

目的にも使っていきたいというような話もありま

したけれども、そういうことでこの規程そのもの

を変えていくような考えがあるのかどうか、ひと

つ再度お聞きをしたいというふうに思います。 

  それから、貸し付けの関係なんですけれども、

商工会の関係わかりました。 

  そのほかに貸し付けをしているいろんな、細か

いことは言いませんけれども、今後いろんな形で

見直しをしていく用意があるのか。前段者もちょ

っと安いなんていう話もありましたけれども、い

ろんな意味でやはり貴重な町の財産ですから、や

はりできる限り収入を若干でも上げるようなそう

いう工夫と申しますか、考えてをひとつ数字で表

してもらいたいということなので、そういう今後

のこういうものを見直すような考えがあるのかど

うか、再度ひとつ確認をしておきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  まず、１点目の規程の関係でございますけれど

も、現段階では規程の改正、申しわけございませ

ん、考えておりません。 

  続きまして、２点目貸し付け。 

  商工会以外にもあるということで見直しをして

いくのか、また収入を上げていくような工夫をお

願いしたいというようなことでございますけれど

も、貸し付けに関しましては、契約満了と同時に

その都度、場所によっては考え方が違うんですけ

れども、評価額に基づいた額を算出の上、精査し

ておりますので、それに見合った額でいいという

形で捉えていただければと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  審議会、多様なということで、こちらについて

は町の総合計画ですので、多様な方を人選してい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  質疑じゃなくて、ちょっと教えていただきたい

のですけれど、48ページなんです。 

  繰入金の土地開発基金繰入金がありますよね。

5,288万円。これについて、消防団の詰所を買う

と。これはもう額は決まっているということなん

でしょうか。 

  それで、初めてなのかちょっと忘れちゃったん

ですけれども、土地開発基金を通すというか、そ

の意味というか、その辺を教えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  土地開発基金の繰入金についてですけれども、

土地開発基金につきましては、土地開発基金を利

用して町が取得する場合には、町の会計に一度繰

り入れてから町の歳入歳出予算に計上して、用地

を購入するというふうになってございます。 

  今回は、土地開発公社で取得している土地を、

土地開発基金から町のほうに一旦お金を入れまし

て、その土地開発基金の現金で公社から町のほう
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に用地を買い戻すということになります。 

  金額につきましては、既に公社で取得した価格

が、その当時5,288万8,000円ということでしたの

で、金額につきましては今確定しているというよ

うな状況でございます。 

  過去にも、平成11年、12年ころに同様に用地を

公社から買い戻しを行っておりまして、その公社

の名義の土地を町の名義に変えるときには、この

ようなやり方を今とらせていただいているという

ような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） じゃ、その土地というの

は、どの辺で何平米か。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁と

申します。 

  場所は、字道仏の55番地。平米が601平米で、

金額は5,288万8,000円ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  何点か質問させていただきます。 

  １つは、便利バスのことでございます。ダイヤ

が運行ルートが変わったんですけれども、その後、

変更後に利用者とか住民、そして運行会社のほう

から何か要望とかそういう要請とか、そういう何

かあったのかどうか、その辺のところをお聞かせ

ください。 

  それと、庁舎管理事業でございます。前段の人

から７月いついつ末に庁舎内のやつは全廃すると

いうことで言われています。 

  私はちょっとそれだけじゃなくて、春日部など

では駅周辺とか公園など広場をきれいにしている

ということを聞いております。また見てきました。 

  そして、私は宮代町学園台の住民から、公園の

中でたばこがかなり落ちていると。ここに、学園

台の鉄道沿いの小さな公園なんですけれども、た

ばこが落ちていて、私拾っているんですよと言わ

れたんです。 

  そういう子供さん、幼稚園生とか保育園生だか

わかりませんけれども、遊びにあそこに来ている

んですよ。で、そういう人たちが来る公園、本当

にたばこ吸っていていいのかなという感じがする

ので、その辺のところを議論されているのかどう

か。企画課のほうで。 

  ぜひ、今回はそういう予算づけはされていませ

んけれども、ぜひその辺のところは大衆が集まる

場所です。議論してやっていただきたいなという

感じはします。 

  それと、ＯＡ管理事業でございます。80ページ

になります。 

  それのことについてなんですけれども、この事

業はどのように発注方法とか何社応募したのか。

で、業者は選定するに当たって、この宮代町で何

回ぐらい、もう受注しているんでしょうか。 

  これ、あとまだ決まっていないというであれば、

また別なんですけれども、これのほうの受注の方

法とか、また受注会社は何回くらい宮代町で応募

して何回ぐらいやっているのか。 

  それと、使用料も賃借料のほうもわかっている

のかちょっとわからないので、その辺のところも

教えていただきたいと思っております。 

  あと最後になりますけれども、先ほど女性の登

用ということで言っていました。企画財政課の職

員のあれを見ると、１名か、このアヤさんという

のかわからないですけれども、女性だか男性だか。 

  ちょっと少ないような感じします。それと同時
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に、これは企画財政課のことなのかどうかわかり

ませんけれども、幹部職員が少ないと、女性の。 

  その辺のところ、どう思っているのか。これ総

務になるのかな、やっぱり。少なくとも企画財政

課では職員が少ないということは見受けられるの

で、その辺のところはどういうふうに考えている

のか教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいになりま

したので、再開いたします。 

  引き続き、企画財政課分の質疑を行います。 

  では、答弁お願いいたします。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  山下委員さんからの、まず１点目の便利バスに

ついてのご質問でございます。 

  ダイヤ改正後、要望等はあったのかというご質

問ですけれども、ダイヤ改正後、従来どおり同じ

ようなタイプの時刻表のほうを作成させていただ

いた上で、全戸配布のほうをさせていただいたと

ころでございます。ご高齢の方にとっては、ちょ

っと字が小さいということで、見えづらいという

ようなお話をいただいたところでございます。そ

れにつきましては、Ａ４判で拡大した時刻表をバ

ス車内ですとか、あとは企画財政課の窓口のほう

で置いて、皆様方に配布をさせていただいている

ような状況でございます。 

  また、バス車内におきましては、降車ボタンを

新たに設置させていただいたところでございます

が、当初においては、降車ボタンの押す位置がち

ょっと高いというようなお声もいただいたところ

でございます。それにつきましては、お声をいた

だいた後、早急に対応のほうをさせていただきま

して、若干低い位置に改めて追加という形で降車

ボタンを設置させていただいたような経緯がござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤で

ございます。 

  禁煙に関しまして、今回企画財政課のほうでは、

庁舎及びコミュニティ広場についてのご説明をさ

しあげています。 

  今回の７月１日からの禁煙に関しましては、健

康介護課のほうで音頭を取って、そちらのほうで

ちょっと担当をしておりまして、公共施設が全て

敷地内禁煙ということで考えている次第でござい

ます。 

  なので、それ以外の例えばほかの施設につきま

しては、全体的な健康増進法のお話ですとか、そ

の趣旨に関しましては、健康介護課のほうにお聞

きいただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当主査、富

永でございます。 

  ご質問のＯＡ管理事業の、こちらはパソコンの

入れかえいうことでご質問をいただいているんで

すが、こちらは、まず予算を全部審議いただいて

その後に執行するものでございますので、内容と

いたしましては、業者とか、そちらのほうがまだ



－３６－ 

未定でございまして、仮に行うものであれば入札

をということで考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  ＯＡ管理事業なんですけれども、まだ予算化さ

れていないしということなんですけれども、今ま

ではありまたよね、どういうふうにやってきたと

いうことは。その辺のところは、どうなんでしょ

うかね。今後もあるんで、また選定をやるんだと

思うんですけれども、何社か応募してくるんだと

思うんですけれども、何社ぐらいを予定している

のか、また去年はどういう実績だったのか、その

辺のところも教えていただければありがたいなと

思っております。 

  使用料も賃借料のこの予算上じゃ一番高い部類

に入っているんですけれども、この辺のところは、

どのように決めているのでしょうか。 

  それと、健康管理課で敷地内のことでは全面的

にやるんだけれども、細かいことはということで

わかりました、それについては。禁煙の公共施設

の場では、そういう話し合いはしているんだなと

いうふうに、それはわかりました。 

  それと、これは総務課だったんですけれども、

企画財政課として女性の職員が少ないということ

をどういうふうに思っているのか、それのところ

だけをちょっとお聞かせ願えればありがたいなと

思っているんですけれども。決めるのは総務課か

もしれないですけれども、企画財政課として大丈

夫なのか、きょうも来ているのも男性ばかりしか

来ていないので、どういうふうに考えているのか、

その辺のところは、女性の登用を多くするという

ことで幹部なのかも多くするなんて話だったんで

すけれども、いや、実態は変わらないよという感

じで見ているんですけれども、企画財政課として

はどういうふうに考えているのか、増やしてほし

いと思っているのか思っていないのか、その辺の

ところをちょっと教えていただきたい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当主査、富

永です。 

  前回ということでしたので、実はこちら、前回

が2010年に更新したものでございまして、結構前

の状況でございます。 

  このときは、ちょっとすみません、今手元にち

ょっと資料がないもので恐縮なんですが、正確な

数字はちょっと申しわけないのですが、５社以上

の業者さんに入っていただきまして、入札。その

結果、リースという形で契約をしておりました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  男女比については、男女半分ずつというのは当

然のことだと考えます。また、宮代町役場全体で

管理職であるとか主査であるとか、それぞれの比

率がありますので、そういう管理職のそういった

比率を高めるということに関しては、総務課のほ

うで担当になるかと思いますので、そういうこと

なんでしょうけれども、普通に考えれば男女半々

というのが理想の社会なのかなというふうに思い

ますけれども、その割り振りに関しては、今言い

ました管理職とか、一般職員とかの男女の割合と

いうのは総務課のほうになってきますので、人事

のほうを采配するのは総務課ですので、またそち

らで聞いていただければなと思いますけれども。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  総務課のほうで聞いてくれということなんです

けれども、管理課の責任者としてどういうふうに

感じているのかと、もちろん半分ずつだと言って

いますけれども、現実はここに出てきても男性ば

かりですよね。その辺のところもどういうふうに

感じているのかなというふうに思って、それを反

映するのがやっぱり管理職じゃないかなと、総務

課に反映するのが管理職じゃないかなと思ってい

るんですけれども、その辺のとこの考え方という

んですか、課としての、あるかないか。なければ

ないでいいですよ。ありますか、答えてください。 

○委員長（丸山妙子君） １点でよろしいですか。 

○委員（山下秋夫君） ちょっと待って。 

  それから、2010年に５社以上の入札だというこ

と、これは使用料とか賃借料も同じで考えてもよ

ろしいですか、質問なんですけれども。入札して

やっているわけなんですか、それとも随時契約と

いうか、どういうふうになっているのかなと思っ

て。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） パソコンについて

は、基本的に入札ということになります。額の低

いほうということになります。それで選考という

ことになります。当然、随時契約ということじゃ

なくて、複数社によってということになります。 

  男女比については、先ほど言ったとおりになる

かと思うんですけれども、今宮代町の現状を見る

と、管理職の人数等、きょうここに来ているのは、

副課長、主幹、主査ということになりますけれど

も、宮代町全体で女性課長であるとか、副課長で

あるとか、女性主査の割合がそもそも低いので、

現実的にはそうはなっていないのですが、もしか

なうことであれば、半々というのが理想であると

いうふうに思っていますけれども。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 循環バスのことで、今の

業者が入るときに、新しいバスがまたコースを走

るときに、乗降場所、危険な場所があるというの

を直していないよね、それだけ。言ったはずだか

ら、当然、要望としてあるとこで、あるところが、

乗降するときに危ないところがあると、年寄りな

んか、本当に。それを直してくださいと言ったら、

はいと言ったんだけれども、一向に直っていない。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

○委員（小河原 正君） ゆっくりムードだよね。

はっきりやってくださいと言ったら、わかりまし

たと、一通り乗ってみますと言ったんだから。そ

ういう大事なことをちゃんとやってくださいよ、

予算組むのもいいけれども。そういうのは課長、

ちゃんと指導しないと。職員をいじめるんじゃな

いけれども、町民の側に立ってやってもらいたい。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） この後、すぐに確

認させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  もう一点、ちょっとバスのことで、先ほどちょ

っと予算にかかわるかどうか迷ったので聞かなか

ったんですが、今先ほどちょうど出たので、話題

に、時刻表が拡大コピーをお願いしますと前に私

のほうから言わせていただいて、それでバスのほ
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うにも置いてくださいとお願いして、この前確認

したら、置いてくださってはあったんですけれど

もすごくわかりづらかったので、もう少しわかり

やすい形、皆さんがすぐ手に、ああ、時刻表があ

るなというところに、縦型に置いていただき、何

か運転手さんのところにも、ただクリアケースに

入っているような状態だけだったので、もう少し

わかりやすいように、すぐ手にとれるような形に

していただきたいなということが１点と、あとバ

スではなくて、次が私たちの予算書の101ページ

で、ふるさと納税の管理事業の一つに宮代桜イル

ミネーションがありまして、予算書のほうが87ペ

ージ、桜管理委託料に311万8,000円かかっていて、

その中の一つが桜イルミネーション事業の実施と

なっているんですけれども、今年の冬もイルミネ

ーションがされていまして、竹のイルミネーショ

ンなども今年はプラスされて華やかにはなっては

いたんですけれども、何しろ寒い期間なので、そ

して駅前通りとは違ってちょっと横にそれている

ので、なかなかそんなに歩く方がいる感じではな

いのがちょっと寂しいなと思ったのと、去年もた

しか予算のときに、ほかの議員さんも上げていま

したけれども、せっかくの桜が満開の季節の夜が

真っ暗で、去年の桜の時期も見に行ったんですで

すけれども、この桜をライトアップしたほうがき

れいではないかなと、夜桜、少し暖かくもなりま

すし、夜桜がきれいにライトアップされたほうが

いいんじゃないのかなとちょっと思ったので、せ

っかく予算をつけるならば、イルミネーションも

いいんですが、そちらもあったほうがいいのかな

と思ったんですけれども、そちらのお考えに、こ

ちらは入っていないんでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  便利バスの時刻表の拡大コピー、こちらのほう

については、車内のほうにクリアファイルに入っ

て運転席の脇に置いてあるだけの状態ということ

のご指摘なんですけれども、配慮が足らず大変申

しわけございませんでした。 

  確かに私どものほうでバス会社のほうにお願い

した際に、ご年配の方で見づらい方については多

分要望があるでしょうから、こちらの拡大コピー

のほうをお渡ししていただきたいということで、

それだけのお願いでしたので、そちらのほうにつ

いては、ご指摘を受けたとおり改善に努めたいと

思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

ございます。 

  ふるさと納税のご質問ですけれども、実際の桜

イルミネーションに実施につきましては町民生活

課のほうで所管しておりまして、ですので、今ご

要望いただいた内容を伝えさせていただきます。

もし詳しいことになりましたら、町民生活課の審

議の際に、もう一度ご確認いただければと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草ですけれども、２点お

願いします。 

  １点目は、都市計画税なんですけれども、都市

計画税は税務課だと思うんですが、この分配につ
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いては企画財政でいいのかどうか、よろしいです

か。 

  それでは、私たちの予算書の７ページに都市計

画税の使途の内訳が出ているんですが、東武動物

公園駅東口の整備事業、これがかなりほかに比べ

て金額が低いんですが、都市計画税の目的からす

れば、今まさに東口の整備にかけるべきとは思う

んですが、この辺の配分の内訳について、どのよ

うな配分なのか、お願いをします。 

  それから、もう一点は、総合計画なんですけれ

ども、総合計画自体は第４次総合計画の時点で、

つくらなければならない総合計画から、任意の計

画ということで、町の判断でできるようになった

のが第４次からですけれども、今回第５次を準備

されているということで、自動的に第５次に移行

するわけではないと思うんですが、10年計画とい

うことで、恐らく同じように前期、後期の実行計

画ということになるんだと思うんですが、計画自

体が10年というのは、考え方にもよるんでしょう

けれども、ちょっと長いような気もいたします。

この辺の第５次総合計画をつくるに至った理由と、

同じような10年でいいのかどうかというのが問題

にならなかったのかどうか、それから、総合計画

自体が首長がかわったときに、前の総合計画を踏

襲するような形になりますが、首長の任期に合わ

せて総合的な計画をつくったほうがいいのではな

いかという議論も、ほかのところだと思いますが、

あると思います。その２点、期間の問題と、それ

から首長の任期に合わせた計画の作成の有無につ

いて、大きくは２点お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  都市計画税の配分につきましてお答え申し上げ

ます。 

  私たちの予算書７ページにもございますとおり、

今現在、都市計画事業としまして、都市計画道路

整備事業と東武動物公園駅西口、東口の整備事業

にそれぞれ充てております。 

  この３事業は、いずれも国庫補助対象事業とな

っておりまして、予算では補助率が今50％ですの

で、補助金が２分の１つきます。その補助がつか

ない補助裏というんですけれども、その補助裏に

は今交付税算入のある有利な地方債を活用するこ

とができますので、今の財源の充て方の優先順位

としましては、事業費に対してまずは国庫補助金

が当然入ってきまして、その補助裏負担分につい

ては、交付税算入なり有利な地方債を充てると。

その残りについて都市計画税を充てると、それで

残ったものが、残りの一般財源というような順序

で充てております。 

  その関係で、今の東口につきましては、用地購

入と移転補償費がほぼ事業費の全部になっており

まして、ですので、それがほとんど補助対象にな

りますので、補助金を半分充てて、残り半分のう

ち、今地方債も90％は使えますので、その90％を

充てると、結果として都市計画税を充てる事業費

が少なくなっているということで、東口が特にち

ょっと少なくなっておりまして、この都市計画税

の充て方は、いずれの事業も同じですので、結果

としてちょっと今少なくなっていると。ただ実際

には、国庫補助も満額つくことは今ほぼなくて、

割落としが入ってきますので、その割落としが入

ると、当然、有利な地方債を使える額も減ってま

いりますので、決算のときには、都市計画税をも

っと充当しなくてはならない状況になるかなと考

えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  先ほどの総合計画については、ご指摘のとおり

策定義務というのはなくなっているんですが、こ

ちらのまちづくり、宮代町の将来像やその実現の

ための主要な政策施策を示す総合的なまちづくり

の指針として、宮代町ではまちづくり基本条例と

いうのを定めておりまして、そちらに基づいて、

こちらはつくるものになります。 

  この期間については、ご指摘のとおり町長の任

期に合わせて４年ですとか、あとは今回、都市計

画マスタープランの検討も、別の部署になります

が、そちらでもまちづくりの20年とか、いろんな

計画の計画期間というのが重なるところではある

んですが、最終的には10年の計画というふうにし

たところです。 

  これについては、お話もありましたとおり、前

期、後期と分けて考えるんじゃないかというお話

もありましたが、やはり５年ごとに改めて考える

ということも考えておりますし、あと具体的な基

本方針から導き出された事業というのが、毎年毎

年行われることになるんですが、この４次総合計

画を振り返りますと、前期後期とも５年後の目標

というのを定めて、それに向かって進めている事

業を半期ごとに皆さんにご報告をしてきたところ

です。なかなかその途中で方向転換をするという

のが難しかったという課題がありましたので、今

後、こちらを定めまして、その目標に向かってい

く際には、例えば数年置きにローリングをするで

すとか、そういった工夫を検討していきたいと考

えております。 

  以上であります。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） それでは、第１点目の都市

計画税の分配使途の件なんですが、理由はわかり

ました。事業費が一番多いのに充当額が少ないと

いうのがありましたので、目的からすれば少ない

のかなというふうに思ったんですが、有利な貸し

付け、あるいは補助率を考えれば、このようにと

いうことなんですが、例えば国庫補助金が２分の

１つくんであれば、むしろ自前のお金を少し出し

て、その分、事業を早めるために事業費を膨らま

せて、国庫補助金を得るというような方法ができ

ないのかどうか、お尋ねをいたします。 

  それから、総合計画については、期間とか首長

の任期に合わせたというのは、今結論が出るわけ

ではありませんけれども、町の実情に合わせた計

画とするためにはどういう計画がいいのかという

のは、ぜひ議論していただいて、もう10年決めち

ゃえば10年先の話になりますので、早目に決めて

おかないと計画変更できませんので、その辺は時

期を見て計画を、変更ありきではないんですけれ

ども、何が一番いいのかというのは、やっぱり探

る必要はあると思います。 

  それから、第４次の総合計画を策定する時点で、

法改正があって任意になったわけですけれども、

改めておわかりになれば、その趣旨について今一

度ご説明いただけますでしょうか。法定必置から

任意に変わったという理由について、改めてお聞

かせ願えればと思います。 

  以上、２点お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  東口に限らず国庫補助事業につきましては、あ

る程度全体計画を、今東口は恐らく７年だと思う

んですけれども、７年の計画を国のほうに提出を

して事業認可を受けてやっておりますので、なか
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なかその計画どおりにまずは進めるということで

補助をいただく前提ですので、なかなか事業費を

膨らませてというのは、難しいというふうに考え

てございます。 

  あとは、今は社会資本整備総合交付金というや

つを使っているんですけれども、それも実際には

都市計画道路整備事業と東西口の整備と、あとは

インフラの修繕で道路町道18号線の修繕ですとか、

あとは橋梁の維持管理だとか、そういった幅広く

今いただいておりまして、実際には、各今この事

業で幾らというような配分が今ちょっとなくなっ

てきておりまして、ある程度、町全体で幾ら交付

されて、それを各事業に振り分けるようなやり方

にも今なってきております。ですので、なかなか

どの事業を増やして申請するとかというのが、ち

ょっと今難しい状況ですので、当初示した計画の

とおりに今は進めるということと、あと東口につ

きましては、やっぱり用地の取得が今メーンです

ので、当然、交渉相手方がいるような事業になり

ますので、なかなか過大に計上して実際にはちょ

っとできなかったとなりますと、国庫補助の認可

を受けている手前、なかなかそういう状況は難し

いので、計画的に進めざるを得ないというような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  先ほどの法廷必置ではなくなった趣旨について

は、地方分権がまさにそのとおりだと思っていま

す。自分たちの町を自分たちの考えでよくしてい

くという、その覚悟を持ってまちづくりをしてい

く土台がここでできたのかなというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 都市計画税なんですが、都

市計画区域の中で都市施設の整備目的が主要な目

的になるんだと思いますけれども、事業の中で、

先ほどのご答弁の内容と重なるかもしれませんが、

目的からすれば、少なくとも公債費の償還事業で

はなくて、やはり身近な事業に投入すべきだと思

いますので、予算の段階でその辺は有効な使い方

というんですか、お願いをしたいと思います。 

  それから、総合計画については、まさにその地

域独自の事業ができるようにという趣旨だと思い

ますので、これは今まさに第５次を進めている段

階ですので、どうのこうのという時期ではないん

ですが、十分その期間とか、あるいは首長との施

策の実行を考えると、もう少し検討する余地があ

ると思いますので、少し長期的にもご検討いただ

きたいというふうに思います。 

  以上で質問を終わります。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質問はございませ

んか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） ちょっと個人的なことの質

問ですけれども、二、三カ月前にちょっとびっく

りしたことがありまして、東京電力がうちに来ま

して、電信柱の工事。それでわかったことが、過

去何十年かにわたって、うちの敷地に立っている

電信柱の地代を、間違って役場に払い続けてきて

しまったと、そういうことがわかったんです。そ

ういう事例が、ほかにもあるのかどうか。 

  それと多分、四、五十年さかのぼるのかと思う

んですけれども、それは返してもらえるんですか。

いつから立っていたかというのはわからないんで

すが、私が子供のころもあったような気がするん

ですけれども、うちはいいですけれども、ほかに
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もそういうことがあったかどうかということを、

ちょっと聞きたいです。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） すみません、委員会では

なくて、もしかしたら個人的にお聞きに行ってい

ただいたほうがいい話題では。 

○委員（金子正志君） だから、ほかにもそういう

事例があるかどうかと聞いているんです。 

○委員長（丸山妙子君） では、それこそお願いい

たします。 

  答弁を求めます。 

  企画財政課担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 44ページ、45ペー

ジの中で、電柱・電話柱敷地貸付料ということで、

普通財産に設置される電柱・電話柱に対する敷地

ということで、金子委員さんがおっしゃっている

ところは、多分恐らく道路の関係だと思います。

私たち企画財政課のほうで管理している普通財産

の関係、あと役場の敷地に関して、恐らくそうい

う事例があったとしたら、そういう隣接地の方か

らかと思うんですが、そちらの敷地に関しては、

そういう事例は今のところ聞いたことはございま

せん。 

  なので、ほかの例えば道路ですとか、公園です

とか、その他の施設の中で、もしかしたら過去に

ある可能性はあるんですが、私どものほうでは、

そのような事例は今のところございません。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で企画財政課分の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩です。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  これより議会事務局分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  議会事務局長から出席者の紹介をお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。よろしくお願いいたします。 

  出席者につきましては、自己紹介をさせていた

だきます。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 主査の折原でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○議会事務局主任（岡村恵美子君） 主任の岡村で

す。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。私は１

点だけお願いしたいと思います。 

  議会費の中の会議録調整事業で、今度新規事業

です。録画配信委託料ということで102万5,000円

となっておりますけれども、これはこれまでも何

回か、いろんなやり方があるし、それは予算があ

ればピンからキリまでということになると思うん

ですけれども、これは確認なんですけれども、最

低、質問者と答弁者はわかるようにはなると思う

んですけれども、そういった点での録画配信の状
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況と、それから、もう一度伺うんですが、これは

９月議会から実施するというふうに記憶している

んですけれども、その辺。 

  それから、これは管理の関係なんですけれども、

委託なんですけれども、議会が終わりますよね、

定例会が、そうするとそういった機材というのは

どういうふうに管理するのか、その辺もあわせて

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  議会事務局担当主査。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 主査、折原でご

ざいます。 

  丸藤委員さんの質問に対するお答えを申し上げ

ます。 

  まず、１点目でございますが、録画配信予算の

ほうの状況でございます。内容でございますが、

まずカメラを議長、質問者、答弁者、３台ですね、

こちらを設置する形になります。設置させていた

だきまして、私の想定なんですけれども、私がい

つも座っている横にもう一台パソコンを置きまし

て、そこで画像の切りかえのスイッチを押す、そ

こで簡単な処理を行うという形でございまして、

そのデータを議会が終わりまして、夕方事務局に

戻りまして送信すると。委託業者のほうでその情

報をもらいまして、三日ないし四日かけてホーム

ページに上がるような状況にして、議長の許可を

得て公表する、表に出るという内容でございます。 

  ある程度、こちらにつきましては事務局のほう

で映像の記録としてエンコードパソコンのほうか

ら記録を残して、それを送るという形で、役場の

職員のほうでは、簡単な事務作業のほうを本会議

中に行うという流れでございます。 

  続きまして、何月議会からスタートするかとい

うところでございます。 

  こちらにつきましては、予算では12カ月分の予

算をとっております。ただ業者さんはまだ決まっ

ておりませんけれども、見積もりをとった業者と

打ち合わせをさせていただいておりますが、こち

ら、まず６月議会で、まずお試しで本番想定で録

画をさせていただき、そこで改善点等を確認して

９月議会から本格稼働というところになりますが、

この６月議会で、例えば明るさ等に特に問題がな

ければ、さかのぼってという形になりますけれど

も、６月議会からの分も出してはどうかなという

ところで、事務局の中では考えております。 

  ３点目でございます。機材の管理ということで

ございます。 

  こちら、委託業者のほうで全て機材のほうを用

意するという形でございまして、これは想定でご

ざいますが、一般質問の前日にカメラ等をセット、

で３日間の一般質問を終えて、その機材につきま

しては、議場の中の音響室の中で管理をすること

を想定しております。多少移動が出てきますので、

この辺につきましてはワゴンを想定しておりまし

て、ワゴンで多少議場内を動かせるような形では

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  大体内容もわかったんですが、今も事務局は３

人体制で大変なんですけれども、今のパソコンの

隣、これを録画配信やることによるほかの職員の

手助けというのは、特に大丈夫なのかどうか。今

の体制でやるということ、やれるということを前

提で考えもしたし、そういう導入に至ったわけな

んですけれども、それはもう一度確認なんですが、

大丈夫ですねということで確認したいんですが。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  議会事務局主査。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 主査の折原でご

ざいます。順次、お答え申し上げます。 

  こちらのエンコードパソコンを使って画像を切

りかえる、画像データを、納めるデータを切りか

えるという作業でございますが、実際、６月でや

ってみてという形になるんですけれども、実際、

今私が議場で座っている隣が１人分座れるところ

がありますので、こちらにつきましては、今音響

設備のほうを担当しております岡村のほうが、一

緒にやるような形にはなりますが、なれてきてこ

れなら一人で大丈夫かなという場合につきまして

は、また音響室のほうに戻ってもらうというふう

な体制を考えております。 

  以上でございます。 

○委員（丸藤栄一君） 心配ないということ。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 申しわけござい

ません。運用上は支障はないということで認識し

ております。 

  以上でございます。 

○委員（丸藤栄一君） はい。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 議員の研修についてのお尋

ねなんですけれども、去年２泊３日で２回分使っ

てしまいましたので、今年は日帰りにして少ない

予算にしたらよろしいかと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

  例えば春日部で義務教育学校ができましたけれ

ども、そこに視察に行く、電車とバスを使ってい

く。あるいは、久喜のタブレット議会は電車と歩

いていける。極端に言えば、１日で２カ所行くこ

とも可能です。予算を使わなくても十分研修にな

ると思うんですけれども、そういう考えはないで

しょうか。 

○委員長（丸山妙子君） これは事務局が決めるこ

とじゃないので、事務局に聞いても答えられない

と思うんですが。 

○委員（金子正志君） 先に予算を削っちゃってい

ただければ、日帰りでしか行けなくなるでしょう。 

〔「それは、予算委員会で事務局を交えて

事務局に質問するんじゃなくて、こちら

側サイドで決めてということじゃないで

すか、最初に」と言う人あり〕 

○委員（金子正志君） こちら側って、私、相談さ

れた覚えはないですけれども。そういう会議があ

れば、私、日帰りの予算で来年組んでくださいと

言いましたけれども、いつやりましたっけ、そう

いう話し合い。だって２泊３日になって予算が増

えたときも、そういう話ではなかった。いつの間

にか予算が増えていた。 

○委員長（丸山妙子君） では、答弁を求めます。 

  議会事務局主査。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 主査の折原でご

ざいます。 

  お答えいたします。 

  これまでの経緯をちょっと説明させていただき

ますと、予算的にはこれまで議会運営委員会と広

報委員会ですね、合同視察研修ということで１泊

２日の経費を持っております。また、秋には総務

文教委員会と福祉産業委員会の視察、こちらも１

泊２日で持っております。平成30年度、今年度に

つきましては、２泊３日の予算を持っているとこ

ろでございます。 

  来年度、また例年どおりやるということであれ

ば、６月中旬でしょうか、視察が予定されるとこ

ろでございますが、今のスケジュールの予定でご

ざいますが、来週に議会広報委員の皆さんと議会

運営委員会の皆さんに視察先としてどちらがよろ
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しいでしょうかという、どちらかですね、どうい

ったところがよろしいでしょうかというところの

ご依頼分を委員長名でお出しする予定になってお

ります。その中で各委員の方から視察テーマと希

望地ということでお出しいただくことになるんで

すけれども、そのテーマが出てきた上で、それは

１泊の必要があるのかないのかというところで判

断するかと思いますので、これからの希望地とし

て上がってくる場所次第で日帰りになることもあ

りますし、宿泊を伴わなければならないというと

ころもあるかと思いますので、予算は持っており

ますけれども、必ずその予算を満額執行するとい

う考えでは、今はございません。 

  以上です。 

○委員（金子正志君） はい、わかりました。 

○委員長（丸山妙子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で議会事務局分の質疑を終了いたします。 

  職員の入れかえをしますので暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時０９分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  これより会計室分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上必ず

挙手をして、委員長の許可を受けてから発言いた

だくようお願いいたします。 

  会計管理者から出席者の紹介をお願いいたしま

す。 

○会計管理者兼会計室長（瀧口郁生君） 会計管理

者兼会計室長の瀧口でございます。よろしくお願

いいたします。 

  自己紹介をさせますので、よろしくお願いしま

す。 

○会計担当主査（加藤智浩君） 会計担当主査の加

藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で会計室分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいのような

ので再開いたします。 

  これより税務課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上必ず

挙手をして、委員長の許可を受けてから発言いた

だくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金
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子でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○税務課主幹（星野靖史君） 税務課主幹、星野と

申します。よろしくお願い申し上げます。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。よろしくお願いいたします。 

○資産税担当主査（清水頼孝君） 税務課資産税担

当主査、清水でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） １点お伺いさせていただき

ます。 

  法人住民税でのことでお伺いしたいのですけれ

ども、均等割というのは赤字会社でも払わなくて

はいけないような金額になっているかと思うんで

すけれども、例えばるーばんとかああいう状況で、

住民税支払い義務があって、そういうものについ

ても予算としては載せているのかどうかというの

が知りたいのと、結局取れないのがある程度わか

っているとは思うんですけれども、ほかにそうい

う会社が結構あって、実は上がっているけれども、

実際もうほぼ取れないのはこれぐらいとか、規模

というのはわかっていたりとかするものなのかと

いう点をお伺いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁をよろしくお願いし

ます。 

  税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。 

  予算書の12、13ページが法人町民税の今年度の

歳入見込みとなっております。 

  まず、法人町民税の現年課税分のところをごら

んいただきますと、歳入の概要でございます。町

内に事業所等を有する法人の資本金額、町内の従

業員の数に応じた税ということで、税率は最低が

５万円でございます。最高が300万円です。特に

ご指摘をいただいております会社につきましては、

そこの分は調定には計上はしておりますが、その

下をごらんいただいますと収納率見込みでござい

ますが、99.9％というような収納率の見込みを組

んでおりますので、例年払えない、払っていただ

けない会社もありますので、まず、全体の調定額

では見込んでおりますが、結果的に納めていただ

けない方がいるということを想定した収納率とな

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  今一番わかりやすいるーばんでお話したんです

けれども、そういった今事業成績がよくないとか、

はっきりいって言えばやっていないような会社で

も、登記をやってずっと存続しちゃうような会社

もあるかと思うんですけれども、そういう会社と

いうのは町内に、そういう法人がどれぐらいいる

というのは把握できているものなのかお伺いをい

たします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚でござ

います。 

  未申告の法人ということだと思いますが、税務

課では毎年度の各法人からの申告書をもとに基本

的には調定を上げております。ただ、未申告の法

人については毎年度数社程度上がってきているの

はわかっておりますので、そこについては申告を

いただくように申告の催促等は定期的に行ってお

ります。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かお願いいたします。 

  まず、歳入の12、13ページの個人町民税なんで

すけれども、確かに708万6,000円減額を見込んで

おりますけれども、昨年までは道佛地区の転入者

数の増加を見ていたのだけれども、もう、転入者

がピークを迎えたということなんでしょうけれど

も、それにしても極端にだからといって新年度に

ついては、今度は生産年齢人口の減少に伴う納税

者義務者数の減ということで、前年度よりも減額

ということで見込んでおりますけれども、この辺

の見込みの内容です。もう少し詳しくご説明いた

だきたいと思います。 

  それから、同じく固定資産税につきましては、

これは新築家屋数の増加ということで、償却資産

についてはこれまでの実績だということなんです

けれども、この辺の積算根拠です、どういうふう

な状況になっているのかもあわせてお尋ねをした

いと思います。 

  それから、次のページの軽自動車税なんですけ

れども、これは例年登録台数の増を見込んでいる

ということで、この点についても課税標準、どう

いうふうに見込んでいるのかご説明をお願いした

いと思います。 

  それから、16ページの環境性能割の関係ですけ

れども、これは消費税率の改定による自動車取得

税の廃止に伴うということなんですけれども、こ

れはそうしますと、軽自動車分としての関係なん

ですけれども、これは廃止前の状況と新たにこう

いうふうに改定された分の収入額です、これは対

比してどうなのか、その点。これは廃止されて新

ただから94万2,000ということなんですけれども、

その前との、これまでの比較をしてどうなのかと

いうことでご説明を願いたいと思います。 

  それから、18、19ページの町たばこ税について

も、売渡本数の減少ということなんですけれども、

どういうふうにして見込んで予算を立てられてい

るのか、その点をお願いしたいと思います。 

  それから、その下の都市計画税なんですけれど

も、これも固定資産税と同じなんですけれども、

新築家屋数の増加というのはわかるのですが、そ

のほかはどういうふうな状況なんでしょうか。新

築家屋数の増加等ということなので、その点につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

  それから、歳出のほうなんですけれども、94、

95ページの徴収対策事業で、特に徴収事務指導員

報酬の報酬がなくなったということなんですけれ

ども、これはこの徴収事務指導員はこれまで２年

だったら２年でしたか、どういうふうな指導員の

助けを借りると言ったらおかしいですけれども、

どういうふうな内容だったのか、報酬と費用弁償

分の減なんだと思うんですけれども、この内容に

ついても確認の上でもう一度ご説明願いたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、１点目の個人町民税の減の要因というと

ころでございます。積算根拠でございます。まず、

個人町民税の均等割につきましては、こちらのほ

うは人口、生産年齢人口、納税者数、こちらのほ

うの過去の平均を考慮いたしまして、生産年齢人

口については近年減少傾向にあると。また、人口

につきましても人口増がこれまでの増より鈍化し
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ていると。また、納税義務者につきましては、30

年７月現在で減のほうに転じているということか

ら、均等割につきましては１万7,169人というこ

とで前年比0.1％の減で見込んだところでござい

ます。 

  所得割につきましては、平成30年10月現在の調

定をベースに特別徴収についてはプラス１％、普

通徴収につきましてはマイナス３％、退職所得に

つきましてはマイナス11％という状況にありまし

て、こちらのほうも合わせまして前年比187万

3,000円の減、0.1％の減と算定したところでござ

います。 

  続きまして、固定資産税の積算根拠でございま

すが、固定資産税については予算額14億7,898万

9,000円ということで、前年比3,064万3,000円、

2.1％の増でございます。こちらの増の主な要因

といたしましては、家屋におけます新増築家屋の

評価増、こちらのほうをプラス前年比200棟と見

込みまして、家屋のほうは2,409万6,000円の増、

また、償却資産につきましては前年度の実績がプ

ラス、30年度の実績がプラスに見込まれることに

よりまして、1,045万9,000円相当ということによ

りまして、この２つの要因が大きな要因でプラス

としたところでございます。 

  続きまして、予算書14ページの軽自動車税の積

算の登録台数でございます。 

  まず、第１種につきましては980台。第２種甲

につきましては245台。第２種乙につきましては

80台。小型特殊、農業につきましては845台。小

型特殊、その他につきましては27台。軽二輪につ

きましては345台。軽四輪、貨物、営業用につき

ましては62台。軽四輪、貨物、自家用につきまし

ては1,231台。軽四輪、乗用、営業用につきまし

ては１台。軽四輪、乗用、自家用につきましては

5,231台。小型二輪につきましては379台。ミニカ

ーにつきましては27台。ボートトレーラーにつき

ましては11台。以上、軽自動車につきましては登

録見込み数の計9,455台を見込みまして、予算額

6,200万9,000円、前年比361万9,000円。6.2％の増

と見込んだところでございます。 

  続きまして、18ページ、町たばこ税の売渡本数

の積算根拠でございますが、町たばこ税につきま

しては喫煙環境の厳しさや健康志向の高まりによ

りまして、年々売渡本数のほうも減少傾向にござ

います。過去の決算額や売渡本数の推移による積

算によりまして、旧三級品以外につきましては

2,693万本。旧三級品につきましては97万本とい

うことで、合計2,790万本を見込み、積算したと

ころでございます。よって、予算額につきまして

は１億5,716万円。前年比827万4,000円。５％の

減となったところでございます。 

  続きまして、軽自動車の環境性能割の積算の状

況でございます。環境性能割につきましては消費

税の引き上げに伴いまして、国、地方を通じた自

動車関連税制の見直しを行い、安定的な財源を確

保した上で簡素化、負担の軽減、クリーン化の観

点から見直しを図るとされ、創設されたものでご

ざいます。 

  従来の県税であります自動車取得税を廃止いた

しまして、環境性能割を設け、現行の軽自動車税

については種別割として再構築するものでござい

ます。税率は当面の間２％を上限として、燃費基

準達成度に応じた３段階の税率となっているとこ

ろでございます。賦課徴収につきましては、当面

の間県が行い、市町村に払い込み、市町村が事務

取扱費を交付するという形になってございます。

こちらの積算につきましては、県の積算資料に基

づきまして、自動車取得税の６分の１が軽自動車

税分ということで、あと、２カ月おくれで町のほ

うに入ってくるということで、30年10月から始ま



－４９－ 

るところですが、４カ月分として積算を行いまし

て、県のほうから12月に試算額が示されたもので

ございます。こちらのほうで94万2,000円という

形で積算させていただいたところでございます。 

  続きまして、18ページの都市計画税の積算の状

況でございますが、都市計画税につきましては平

成30年10月時点の調定額のデータをもとに市街化

区域等の土地及び家屋につきまして、土地は地価

下落に伴う減少分、負担調整によります増加分、

家屋につきましては新増築家屋の増加分、こちら

については市街化区域内150棟分ですか、こちら

のほうを加味して積算したものでございます。土

地につきましては8,027万8,000円、家屋につきま

しては7,008万4,000円と算定したものでございま

す。主な増加の理由は家屋の新増築分の増という

ところで、家屋につきましては前年度比172万

6,000円ということで4.1％の増となったところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  予算書の94ページの徴収対策事業の中の徴収事

務指導員についてご回答いたします。こちらのほ

うは任期は１年ごとの任期ということで任命する

ことになっております。一月当たり12日間の勤務

で１週間当たりですと20時間を超えない範囲で勤

務をしていただくということになっております。

事務内容につきましては、徴収事務の指導と助言、

納税交渉と財産調査、滞納処分と差し押さえ財産

の換価に関する事務を主に行っていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、個人町民税の関係なんですが、そうしま

すと均等割につきましては生産年齢人口、それか

ら納税者義務者数が減っているということで、こ

れまでは道佛土地区画整理事業の関係でずっとプ

ラスになっていたのですけれども、もう飽和状態

ということで、これからはそうしますと、このま

まいくと税の関係では減っていくという見方でよ

ろしいのでしょうか。 

  それから、積算根拠というのはわかりましたが、

なかなか厳しいのかなというふうに思います。 

  それから、固定資産税の関係なんですけれども、

新築家屋数、一応200戸ということなんですけれ

ども、特に宮代全体で200戸を見込んでいるとい

うことなんですけれども、特にそういった意味で

はどこかこれから新築家屋が特定の地域で増える

というようなところはあるのでしょうか。その辺

の状況についても答弁願いたいと思います。 

  それから、次のページの軽自動車税なんですけ

れども、登録台数、ちょっと前年度と比較できな

いのですけれども、そうしますと特に増えている

というのは車種で言いますとどの部分なのかお示

し願いたいと思います。 

  それから、16、17ページの環境性能割というこ

とで、先ほどこの自動車取得税が廃止になって、

排ガス基準等ということなんですけれども、これ

はもちろん、基準に合致してこの言葉どおり性能

がよければいいほど税が軽くなるということにな

るのかと思うのですけれども、そういった点では

この県の積算、試算のあり方なんですけれども、

県の積算なんかの仕方に沿って、予算が立てられ

ているというふうに思うのですけれども、これは

先ほど２カ月遅れで町に来るということなんです
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けれども、その２カ月間の遅れの分というのは、

遅れてくるだけで、３月末まで期限はそうだけれ

ども、その後もきちっと入るまで見て、もちろん

積算されると思うんですけれども、それはそれで

いいんです。ただ、入り方が２カ月遅れるという

だけで、そういう解釈でよろしいんですねという

ことで確認したいと思います。 

  それから、歳出のほうの徴収対策事業の徴収事

務指導員の関係ですが、１年ごとということで、

そうしますと昨年まで、平成30年度分までは来て

いただいたけれども、新年度はなくなるわけだか

ら来ないということなんですが、その辺のいきさ

つはどうしてそういうふうになったのかというこ

とでお尋ねしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、１点目の個人住民税の道佛地区の動向と

いうところでございますが、あと、生産年齢人口

等の状況でございますが、生産年齢人口につきま

してはここ５年間で毎年平均98人ずつ減少という

状況にございます。また、人口の増加については、

宮代町内の全体の増加についてはここ５年間で毎

年200人から250人の増でございましたが、ここ１

年間、30年１月から31年の１月では75人の増加に

鈍化しているという状況です。また、道佛地区に

ついてはここ５年間で300人から370人の毎年１年

間で増加の状況でございましたが、ここ１年間、

30年の１月から31年の１月の間では、人口増が97

人の増ということで、いずれも人口増が鈍化して

いるというような状況にございます。 

  続きまして、固定資産税における新築家屋の特

定の地域で増えているところはというご質問でご

ざいますが、新築家屋の動向につきましてはここ

平成28年築が274棟、平成29年築が223棟、平成30

年築については今、まだ集計中ですが約200棟前

後というような状況でございます。 

  また、道佛地区についてはそのうち28年築は90

棟、29年築が48棟、30年築についても今集計中で

ございますが、やはり48棟前後というところで推

移をするということで、こちらのほうも新築棟数

のほうがやや鈍化、新築件数が鈍化しているとい

うところでございます。道佛地区以外の大きな開

発というのがありませんので、それ以外の地域に

ついては建て替え住宅が中心なのかなというとこ

ろで見ているところでございます。 

  続きまして、14ページの軽自動車税のうち特定

の車種で伸びているところはというところでござ

いますが、こちらについては軽自動車税のうち軽

四輪の乗用、自家用については、こちらは全軽自

動車税の調定額の75％を占めている車種でござい

まして、こちらのほうを5,231台という形で見込

んでおります。こちらの伸びが軽自動車税の増加

の主な要因でございます。 

  あと、16ページの環境性能割の２カ月おくれの

件でございますが、こちらのほうは県が収納する

という形になりますので、30年10月から始まりま

す。こちらの30年10月分については年明けの31年

１月に町のほうに払い込まれるという形になりま

すので、賦課徴収から２カ月おくれで町のほうに

収納されるというような状況になります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  徴収対策事業の徴収指導員について、31年度予

算を計上しなかった理由について答弁いたします。 
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  まず、30年度に雇用しておりました指導員さん

につきましては、９月に体調不良ということで退

職になっておりまして、今回３月の補正のほうで

減額ということで予算を落としているような状況

でございます。９月で退職されてしまったので、

新たな方を見つけるということで探してはいたの

ですが、これまでの経験を生かした形での業務に

当たっていくことと、あと、１年契約で大体どこ

の市町村もそうなのですが、雇用されることがほ

とんどであるために、年度途中から新たな人材を

探すというのは難しい状況でありました。 

  現在そのような状況で探してはいるのですが、

候補になり得る方が現状としても候補も含め見つ

かっていないというところでしたので、今回の予

算計上については見送ったということになってお

ります。引き続き徴収指導員さんにつきましては

探していくような状況をつくっていく予定ではあ

りますが、見つかった段階で補正等で計上をさせ

ていただいて、予算措置をさせていただこうかと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問をさせ

ていただきます。 

  町税の関係で、個人町民税と固定資産税との関

係なんですけれども、特に均等割なんですけれど

も、確かに人口等については鈍化はしているけれ

ども、マイナスではないんですよね。それから、

固定資産税についても家屋の新築等についても鈍

化はしているけれども、マイナスではない。家屋

のほう、固定資産税はいいです。鈍化はしてもプ

ラスなんだからプラス予算にしているけれども、

この個人町民税のほうは鈍化しているけれども、

プラスなんです。なのに、何でマイナスなのか。

それは、前年度に比べてマイナスということなん

ですけれども、そんなにマイナスにしなければい

けないのか、どうしてマイナスにしちゃったのか。

その点もう一度お願いしたい。確かに200人から

250人の増のときと比べて、昨年１年間見ても75

人だから、確かにそういう状況ではあるかもしれ

ないけれども、じゃ、もっと下がってしまうとい

うことですよね。だから、その辺の見込みのあり

方をもう一度お願いしたいと思います。 

  それから、軽自動車税についてはわかりました。

この16、17の環境性能割って言葉尻でちょっとイ

メージしちゃうんですけれども、これは先ほども

県が課税、それから収納するということなんです

けれども、これは私、先ほどちょっと勘違いして

聞いてしまったのですけれども、これはあくまで

も道路の延長に対する課税なんですか。環境性能

割の普通自動車取得税にかかわるものだというふ

うに言われたのですけれども、これはそれで納付

されるのは、例えば車を定置に置いているところ

の所在の市町村に来るということなんですけれど

も、この税の金額の設定です。どういうふうに設

定されるのでしょうか。県のほうの指導があるの

でしょうけれども、もう少しわかりやすく説明し

ていただきたいと思います。 

  それから、徴収事務指導員についてはわかりま

した。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） まず、１点目の個

人町民税の均等割の関係でございますが、こちら

のほう、生産年齢人口の推移、あと、住民基本台

帳人口の推移、あと、納税義務者数の推移という

ことで３つの指標をもとに積算しているところで

ございますが、まず、生産年齢人口につきまして

は15歳以上65歳までの方の人口でございますが、
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こちらについては近年毎年、こちらが主に納税義

務者になる年代になろうかと思いますが、こちら

のほうは毎年平均で98人ずつ減ってございます。

生産年齢人口については減少の一途をたどってい

るということでございます。また、人口について

は先ほど申したとおり、これまでの急激な増加が

鈍化しているというような状況にございます。ま

た、納税義務者数につきましては、これまでは若

干ずつ、29年度までは伸びていたところではござ

いますが、平成30年７月時点での納税義務者数に

ついて、予算の積算上減少に転じたというところ

でございますので、こちらを加味いたしまして、

均等割の納税義務者数につきましては前年と比べ

て18人の減、0.1％の減少という形で見込んだと

ころでございます。 

  続きまして、２点目の環境性能割でございます

が、こちらにつきましては軽自動車の取得時点で

課税を行うという形になりまして、課税標準額は

自動車の取得価格でございます。免税点は50万円

ということで、50万円を超える自動車取得価格の

ものについて課税という形になります。税率につ

きましては燃費基準値達成度に応じて決定して、

軽自動車税の場合については非課税、１％、２％

の３つの税率になってございまして、非課税につ

いては電気自動車等の環境性能の高い車になりま

す。１％については平成32年度の燃費基準の達成

車でございます。２％の税率については平成27年

の燃費基準にプラス10％の燃費を達成した車とい

う形の区分になったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  今の環境性能割の関係なんですけれども、聞い

てわかりました。取得との関係で50万円を超える

というところで３種類あるんですけれども、たし

か道路延長に応じて、これは配分、県のほうから

配分されるときの目安が、何か道路延長という説

明もされましたよね。これは全然関係ないんです

か。先ほども言ったように、県の試算の関係でこ

ういうふうに積算されてくるんだけれども、この

市町村に納付される税の形というか、それはどう

なっているのでしょうか。税率というのはわかっ

たんですけれども、納付される関係のほうです。

それはどういうふうな形で来るのでしょうか。そ

の点。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、環境性能割の関係でございますが、こち

らのもとになるのは自動車取得税がこの環境性能

割に変換しているという形になりまして、自動車

税の部分については都道府県がこちらのほうを賦

課徴収いたしまして、この自動車税の部分につい

ては市町村のほうに交付金で交付されると。これ

は先ほど多分、企画財政課のほうの説明であった

のかなと思うのですが、こちらの交付金の基準に

ついては、市町村に交付されるときには市町村道

の延長ですとか、面積で年３回交付されるという

形になりまして、軽自動車税の部分につきまして

は、約こちらは多分自動車取得税のうちの６分の

１ぐらいの規模なんですが、こちらについては県

が、やはり賦課徴収いたしまして、直接こちらの

ほうは定置場のある市町村に配分、その税額相当

そのものを市町村のほうに配分するという仕組み

になってございます。その関係で、自動車税の部

分については市町村道の延長ですとか面積、こち

らに応じた交付になっているという仕組みという

形になります。 

  あともう一点なんですが、先ほど税率３区分と
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いう形で申したところなんですが、31年度の税制

改正におきまして、消費税が増税される31年10月

１日から32年９月30日までの間に取得しました軽

自動車につきましては、臨時的軽減という形でそ

れぞれ１％軽減するということで、税率の半分に

なるという形になります。ですから、２％の税率

のものは１％に、１％のものが非課税、非課税の

ものはそのまま非課税という形の区分で消費税増

税の１年間に取得した軽自動車については臨時的

な軽減があるという形になってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 道路延長の関係は多分、20、

21ページの環境性能割交付金、これを私ちょっと

勘違いしました。わかりました。ありがとうござ

います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質問はありません

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  ちょっと教えてもらいたいのですけれども、収

納率、町税の。98.何％でしたね。個人町民税は

98.6、そのほかの固定資産税とかと若干収納率は

違うんですけれども、前段者も質問していました

けれども、95ページの徴収対策事業、指導員がい

なくなったと。この指導員がもし、また確保する

という説明だったですね。そうするとこの収納率

は上がるのかどうか。もし、上がらなかったら費

用対効果から言ったら指導員を何百万もかけて雇

うことはない。どちらかというと指導員を確保し

たことによって収納率は上がるわけですから、そ

ういう考えでいいのかどうか。もし、上がらなか

ったらただ格好だけ指導員を確保しましたという

だけになってしまうので、ちょっとその考えをち

ょっと教えてもらいたいのだけれども、まず１点。 

  その後また、再質問したい。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  徴収指導員さんがいれば徴収率が上がるかどう

かというところだと思うのですが、徴収指導員さ

んにつきましては、先ほどお話ししたとおり事務

の指導、助言、納税の交渉、財産調査、滞納処分

とその換価ということで主にやっていただくよう

な状況となっております。現状、ここ数年徴収率、

非常に上がってきているような状況で、ここから

先上がるというのがなかなか、本当に厳しい状況

であります。そのような状況の中で指導員さんの

役割としては、先ほど言った指導、助言とかとい

うところで、今まで宮代町でなかなか手をつけら

れなかったようなこととか、財産調査とかもそう

なんですが、そういった部分について今までの経

験、知識でノウハウをいただきながら徴収率を上

げる努力をするというような形になっています。

指導員さんがいるから徴収率が上がるかどうかと

いうのは、何とも言えない部分ではあるのですが、

今の現状としましては、どこの市町村もまだ、少

しずつですけれども、徴収率を上げているような

状況ですので、そこに負けないように宮代町も努

力していくということが求められています。 

  ですので、実際指導員さんがいたらどれだけ上

がるかというのがなかなか数値化としていくこと

が難しい状況なんですが、そういった部分でいれ

ばそういった今までやっていなかったようなとこ

ろまで手をつけていけることが可能かなというと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。徴収員が
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いるいないでもということで。ただ、今までやっ

ていなかったことに対してという言葉が出ました

けれども、これは一つ間違えるとこの、差し押さ

えだとかそういうことをやるのでしょうから、大

変なことになると思うんです。給料の差し押さえ

とか、いろいろやるわけでしょ。債券、年金の差

し押さえ。生活のできない人というのは大体滞納

するのが普通だと思うんですけれども、悪質なの

はちょっと困るにしても、その指導員が人によっ

てはこの、差し押さえのやり方、一歩間違うと大

変なことになりますよね。家庭がどうにもならな

い家、うっかりやり方を間違うとその家庭は大き

な問題になると思いますし、町もいろいろ苦情が

来ると思いますし、これは弁護士とかそういうの

と相談しながらやらなくてはならないというのも

あると思います。宮代には弁護士を確保している

ようですから、そこら辺とやはり相談しながら、

問題の起きないようなやり方で差し押さえとかを

やっているのかどうか、また、今まで違ったやり

方をしているのかどうか、ちょっと聞かしてもら

いたいと思うのですが。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  差し押さえとかというところなんですが、法律

のほうで生活ができないレベルを踏み込むという

差し押さえは禁止されています。ですので、そう

いった部分については踏み込んだ形で差し押さえ

をやるということは、生活ができないほどやると

いうことは現状としてはありません。できないこ

とになっておりますので、やらないということに

なっています。 

  ただ、生活ができないぐらいのレベルの人につ

きましては、必要なところは納付をしていただき

ますが、場合によってはそれ以上のことが難しい

ということであれば、処分停止等の対策も取り入

れて徴収業務を行っております。特に悪質な、納

付ができる、収入が一定以上あって、納付ができ

るような状況の方で納付をしていただけないよう

な方につきましては、当然こちらのほうは調査を

やった結果、そういうのが見て、わかった段階で

差し押さえを入れたりとかはしているような状況

でございます。ですので、生活が困難になるとい

うような状況までやるということは現状、今まで

もそうですし、これからもやるということはない

状況です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。この問題

については、差し押さえのやり方についてはいろ

いろ議論も今まであったと思います。ひとつ、弁

護士もいることですから、そういう問題が起きな

いようにひとつ弁護士とも相談して、家庭のこと、

生活ができないようなことはやりませんと、それ

は当然のことだと思いますし、悪質も判断するの

は難しいよね。だから、そこら辺はひとつ十分調

査してというか、弁護士とか相談しながらやった

ほうがいいと私は思いますので、問題が起きない

ように。 

  ただ、徴収率を上げるというのはわかるよね。

ただ、上げるというだけでむやみに何でもやれば

いいというものでもないし、上がらなくても困る。

難しいんだよね。だけど、そこら辺はよく研究を

して、問題の起きないようにやるべきだと思いま

すが、ひとつそういうことでよろしいですね。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 
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  今後も必要に応じた形の対応をしていくという

ことで、取り組んでいきたいと思います。徴収率

を上げること、あとは住民の方の生活についても

脅かさない、必要以上にやらないということで取

り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １点だけです。今の徴収事

業なんですけれども、ここに説明されていますけ

れども、債券の差し押さえや不動産の公売、滞納

者宅の捜索と、こういうふうになっていますよね。

これは１年間でどのくらい行われているのか。実

績というか、また、この間、去年ですか、私ちょ

っと質問したんですけれども、地域の人とかに聞

いたんですけれども、警察官が同行したというこ

とで聞いているんです。そういう、職員も滞納と

かそういうのを差し押さえに行くのに身の危険を

感じるということで答弁されていましたけれども、

それは私もわかります。そういう事例が何件くら

いあるのか、去年あったのか、その辺のところを

聞きたいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  差し押さえにつきましては、予算特別委員会資

料の12ページのほうに差し押さえ等の件数が記載

されております。29年度につきましては差し押さ

えは188件、参加差し押さえ、不動産の１回差し

押さえを入れて、その後追加で差し押さえを入れ

る場合が参加差し押さえ等になるのですが、こち

らのほうが６件になっております。30年度につき

ましては、１月末現在で差し押さえが162件、参

加差し押さえのほうが０件という形になっており

ます。 

  捜索につきましては、29年度は０件でございま

す。30年度につきましては２件ほど予定をしてい

たのですが、準備の段階で納付をいただきまして、

お一人の方は完納、100万以上納付いただいて完

納になっております。もう一人の方もほぼ解消さ

れたということで、捜索のほうは実施しなかった

という形になっております。 

  警察官が同行するケースというのは、捜索のと

きに危険な状況、相手が何をしてくるかわからな

いような状況下での捜索になる場合に警察のほう

に依頼をするような形になっております。ここ最

近の状況で言いますと、警察官と一緒に動くとい

うことは宮代町は行っておりません。私が平成27

年から異動して税務課徴収に入っているのですが、

ここ４年ぐらいはそういった事例はございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  162件、不動産ですか。188件ですか。30年で

162件ということで、捜査のほうは２件あったの

ですけれども、完納とほぼ完納ということで、協

力を得られたということでやらなかったというこ

となんですけれども、この差し押さえとかそうい

うとき、職員は何人ぐらいでそのお宅に行って執

行するのでしょうか。２人とか３人とか何人かで。

１人で行くわけではないでしょ、まさか。職員は。

差し押さえ。そういうときは何人ぐらいで行くの

でしょうか。それとも、別な職員が行くんですか、

それは。 

○委員長（丸山妙子君） 質問はそれだけですか。 

○委員（山下秋夫君） それだけです。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 
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○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  差し押さえにつきましては、担当職員のほうが、

例えば、不動産でありますと法務局に行きまして、

その書類を提出するという形での差し押さえにな

ります。預金につきましては、１つは各銀行のそ

の支店、口座のある支店のほうに行きまして差し

押さえを行うという形になります。預金につきま

しては、あと、郵送という形で銀行等に郵送して

差し押さえる場合もございます。基本的に差し押

さえを行う際には、１人で行くことのほうが多い

状況になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 基本的には１人ということ

なんですけれども、法務局に行って手続をして、

その銀行なりのところに行って全部差し押さえる。

これは銀行で言えば、全額を差し押さえてしまう

のでしょうか。その本人の生活とか次に生活がで

きない、再取得ができないという場合は、そうい

うことも調べて、これだけ金額があるから大丈夫

だということで差し押さえるんですか。それとも、

生活は抜きにした、銀行の預金だけを全額差し押

さえるのか、その辺のところ、ケース・バイ・ケ

ースだと思いますけれども、その辺のところはど

うなっているんですかね。ちょっとお聞きしたい

んですけれども、その辺のところの差し押さえの

方法というか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  預金につきましては、事前に財産調査を行って

おります。本人の収入の状況とか、あとは家族の

状況、家族の人数とかです、を加味しまして、滞

納金額がどの程度あるとか、そういった部分を総

合的に勘案しまして差し押さえを実行します。で

すので、全て預金を押さえる場合もございますし、

生活費を残した残りの計算した結果の金額を押さ

えるときもあります。ケース・バイ・ケースでそ

のときの預金の状況、流れ等で決定していくよう

な状況です。ですので、先ほどご質問であった生

活は維持できるんだよねというところの話と一緒

で、生活が全くできないような状況になる差し押

さえまでは行っておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 先ほど警察官も一緒に同行

したというのは４年間はありませんと言っていま

すけれども、こういう預貯金を差し押さえる場合、

やっぱり本人の家を家宅捜索というんですか、そ

うしないと全容がわからないというのがはっきり

していますよね。貯金通帳だけ見たって全容と言

うのはわからない。家の中に現金が山積みされて

いるかもしれないし。 

  やっぱりそういう家宅捜査というのはするんで

しょ。納税のために。そのとき、１人で行くのか、

２人で行くのか、３人で行くのか、それとも警察

官を同行して行くのか、その辺のところもお聞き

したいんですよ。どうしているのか、現実は。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

す。 

  預金とかにつきましては、先ほどお話ししたと

おりなんですが、捜索に関しましてはその自宅、

お宅の規模だとか住まわれている方の人数だとか

によって捜索員の人数が変わってきます。ですの

で、捜索のときにはまず１人で行くことはなくて、
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大体４人から８人ぐらいの規模で動くことが多い

状況です。捜索に行くのが、いわゆる最終手段的

な形になってきます。捜索の前に、やはり預金だ

とか不動産だとか生命保険だとかそういった部分

があるかないかという部分の中で判断して、最終

的に何もないから、あとは家の中をちょっと見ま

しょうということでの捜索という形で入ることが

あります。そのときに、危険度に応じて警察のほ

うには依頼をするんですが、警察のほうが立ち会

いをしてくれる場合と、あとは待機しておりまし

て、連絡があったら警察が駆けつけるというよう

なパターンとありまして、必ずしも捜索イコール

警察官がいるということにはならない状況です。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 今捜索４人から８人、場合

によっては警察にも依頼するんだということを言

っていますけれども、この依頼件数というのはそ

れが警察が動いている、依頼としたということは

町として警察に頼むということですよね。その辺

のところは何件ぐらいあったんですかということ

を聞いているんです。今まで。４年間ぐらいは警

察官が同行しなかったけれども、依頼した件数は、

じゃ、何件くらいあったんですか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島で

ございます。 

  捜索のほうは29年度につきましては先ほどお話

したとおり０件、30年度につきましては予定をし

て、準備をしていた段階で実際は納付があってや

らなかったというところで、警察のほうに依頼し

たということはないです。最終的に詰めの段階で、

実際捜索をやるという決行の前に警察のほうに依

頼をするというところになっていきますので、現

状としてはここ２年間につきましては、依頼した

ことはございません。 

  以上でございます。 

  それと、27年以降、私のほうが異動して来てか

らも実際のところはやっていないので、依頼もし

ておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 27年以降はやっていません、

やっていないというか依頼はしていませんという

ことなんですけれども、私の聞いた範囲だと何回

かあったということです。これは、じゃ、27年前

だったんですか。私はわからないけれども、ちょ

っとご存じの方います、この中で。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。 

  私も税務課、３回目でございまして、役場に入

ったときが税務課の徴収の担当で10年やらせてい

ただきました。その後、平成16年から２年半、徴

収対策の室長として徴収に取り組んでまいりまし

た。今回３回目で27年から税務課長の職で仕事を

させていただいておりますが、私の今までの十五、

六年の経験の中で、捜索で警察官をまず呼んだと

いう記憶はございません。これは間違いないです。

そのほかの職員が、じゃ、どれだけやってきたの

かということもあるのですが、私の知る範囲では

宮代町が捜索を行うときに警察官まで呼ぶという

ことは、今までも恐らくなかったと思います。 

  宮代町内で税務署もしくは県税事務所が、国税

もしくは県税の滞納で捜索を行っているというの

は何件か承知しておりますが、そのときには町の

職員も同行はしておりませんので、警察官まで呼

んだかどうかははっきりわかりませんが、もし、

町内の方で滞納されていて、警察官が来て、捜索
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が行われたということであれば、それは町の税金

ではなくて国または県の税金が滞納していたこと

によって捜索を受けたということだと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） わかりました。 

  宮代町はそういうことはしていませんというこ

とで受けとめます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） すみません、確定申告の時

期なので教えてほしいんですけれども、申告する

人、データで申告する人と紙の申告書で申告する

人、今はどのぐらいの比率なんですか。宮代。ち

ょっと予算と関係ないから、答えられなければよ

ろしいのですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。 

  正確な数字はちょっと出すことができませんけ

れども、まず、電子で行うというケースは２つ考

えられます。まず、税務署に直接赴いて、みずか

ら税務署の設置したパソコンで入力をする方法が

今、一般的かと思います。かつ、２つ目とすると

マイナンバーカードを持っていらっしゃる方であ

れば、マイナンバーカードをカードリーダーで読

み込んで、自宅でパソコンで必要な情報を入力し

てメール送信する方法がございます。もう一つは、

16桁のＩＤ番号と暗証番号を事前に取得いたしま

して、自宅で入力して電子メールで送信するとい

うようなケースが考えられます。 

  この自宅でという方の人数と税務署の人数はち

ょっとわかりませんけれども、恐らく900人前後

の方は税務署、もしくは自宅でと、合計が、だと

思われます。 

  また、宮代町では今年度から、今回の確定申告

から町に来た方については、今は電子申告という

ような形に変更させていただいておりますので、

ご来庁いただいた方にはＩＤ番号を事前に町がご

本人に代行して取得して、宮代町で受け付けをし

たものをメール送信で国税のシステムにデータ送

信するというやり方に変更をいたしました。 

  結果として何がよくなったかといいますと、宮

代町でお預かりをしていた源泉徴収票や生命保険

の控除証明等は基本的にはご本人に全てお返しを

することができます。また、メールで送信されま

すので、その情報を税務署が素早く還付処理なり

がそのまま電子で計算ができてしまいますので、

還付するまでの期間が大幅に短縮されるというこ

とで、これは納税者の方々にとっては非常に大き

なメリットだと思います。 

  宮代町としても、今まではご本人から源泉徴収

票や生命保険の控除証明等をお預かりして、それ

をご本人にかわって職員やサポーターの方が全て

張りつけを行って、税務署にきちんとした形でお

送りをしておりましたが、その作業が軽減された

ということもございます。次回以降は納税者の

方々にこのＩＤ番号とパスワードをお渡しします

ので、来年はもし、できるのであればご自宅で電

子申告ができますということで、全ての該当者の

方々にはご説明をさせていただいているところで

ございます。 

  具体的な、すみません、率、割合についてはち

ょっと詳細に把握しておりませんので、申しわけ

ございません。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で税務課分の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は３月６日水曜
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日午前10時から委員会を開き、総務課分の質疑を

始めたいと思います。 

  申しわけないです、間違えました。失礼しまし

た。 

  ３月５日については、午前10時から総務文教委

員会、福祉産業委員会の現場視察が予定されてお

りますのでお知らせいたします。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時４８分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。これよ

り３月１日に引き続き、予算特別委員会を開きま

す。 

 

────────── ◇ ────────── 

◎議案第２９号の審査（総務課・町

民生活課） 

○委員長（丸山妙子君） 本日は、議案第29号 平

成31年度宮代町一般会計予算についてのうち、総

務課、町民生活課の順に質疑を行います。 

  これより総務課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上必ず挙手をして、委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○総務課長（大橋洋巳君） おはようございます。 

  それでは、自己紹介をさせていただきたいと存

じます。 

  まず初めに、総務課長の大橋でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○総務課副課長（大場崇明君） おはようございま

す。総務課副課長兼人権推進室長の大場と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） おはようございま

す。総務課副課長の稲宮と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○広報担当主査（新井庸一君） おはようございま

す。総務課広報担当主査、新井と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○人権推進担当主査（齋藤幸成君） おはようござ

います。人権推進室の齋藤と申します。よろしく

お願いいたします。 

○総務課主幹（柴崎記代子君） おはようございま

す。人権推進室主幹の柴崎と申します。よろしく

お願いいたします。 

○庶務職員担当主査（田邊和美君） おはようござ

います。総務課庶務職員担当主査の田邊と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○総務課主幹（鈴木淳史君） おはようございます。

総務課主幹の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） おはようございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず64、65ページの総務管理事業です。ここで

まず、任用職員制度導入の準備に伴う業務委託の

実施ということで、これは次年度かな、これから

導入されるということで、もう始まっているんで

すけれども、実際、具体的に何をどういうふうに

委託をするのか、まずその点についてお伺いした

いと思います。 

  それから、需用費で職員被服費があります。こ

れは、職員の作業服ということなんですが、これ

についても、どういうところでの作業服なのか、

この内容です、お尋ねいたします。 

  それから、68、69ページのオフィスサポーター

雇用事業ということで、最低賃金の改定というこ

とで時給単価の引き上げというふうに説明されま

したが、これについてどのようになるのか改めて

お願いしたいと思います。 

  それから、70ページ、71ページの広聴広報費の
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関係で、宮代広報だと思うんですけれども、見や

すい広報紙へのリニューアルと、１月からという

ことなんですけれども、これはどのようにリニュ

ーアルされるのかお示し願いたいと思います。こ

れは、１月からですと、３カ月で広聴広報事業が

200万円アップしていますよね。３カ月だけでは

ないと思うんですけれども、この辺のアップした

理由についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、78、79ページで、企画費で男女共同

参画社会推進事業というのが、これも多少アップ

しているんですけれども、例年変わってはいるん

ですけれども、これは新年度についてはどういっ

た内容になっているのかお示しいただきたいと思

います。 

  それから、まちづくり交流事業で、国際交流の

つどいの開催ということで、これは参加状況は増

えているのでしょうか。昨年は150人台というこ

とはお聞きしていましたが、どういう状況なのか、

それから、国際交流ですから国の参加、国の方の

参加も増えているのかどうか、その辺もお尋ねし

たいと思います。 

  続きまして、選挙関係で、選挙費でお願いした

いのですが、県議会議員選挙があります。今年は

参議院選。それから、２月には町議選とあるので

すが、県議会議員選挙については去年も準備して

いて、一部去年の予算になっていましたが、今年

の新年度予算については残りどういうものがある

のかということと、あと、とりあえずそれについ

て。 

  それから、参議院選挙、県知事選挙、町議会議

員選挙とそれぞれあるんですけれども、参議院が

一番金額的には大きいんですけれども、そんなに

差がないんですけれども、これらの違いというの

は、金額面で違うというのはどこが違ってくるの

か。変な質問なんですけれども、すみません、お

願いしたいと。 

  それから、最後なんですけれども、212ページ

から217ページぐらいまでで、まず、212ページで

言えば、その他が増えています。この点について

の内容、それから今年度の一般職が173人と前年

よりマイナス１ということなんですけれども、こ

の辺についてのご説明、それから、215ページの

一般会計ですけれども、国保から下水道までも含

めた職員の人数、この点もあわせてお尋ねしたい

と思います。 

  それで、215ページで、６級は課長職ですよね。

新年度から子育て支援課というのができるんです

けれども、そうすると支援課だから課長が増える

わけですよね。去年も13ということで、去年がお

かしいのかなと。新年度も変わっていない、課長

の職員数が。この辺についても……31年度１月１

日だからか。失礼しました。 

  ただ、そうすると30年の１月１日との関係で、

変わらないのか。じゃ、来年は増えるわけですね。

これ、わかりづらいのよ、だから。例えば、212

ページの場合は、これは一般会計ですけれども、

これは年度を通して173にするんでしょ。職員数

は。213ページが31年１月１日と30年１月１日だ

から、数字が違ってくるんです。いつもそうなん

だけれども、この辺がわかりづらいから、あれと

思って。そうですね。31年１月１日と30年１月１

日は課長は同じですよね。来年が変わるんですけ

れども、この辺の……でも、あれですよね、212

ページの一般職の本年度、これが13億2,310万

3,000円でしょう、職員の給与が。この辺、課長

職はプラスになって、そうすると一般職が２人減

るということになるのかな。中はそうだけれども、

全体では１減ですよね。その辺ちょっとご説明お

願いしたいと思います。 

  それから217ページで、これもちょっとわかり
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づらいんですけれども、217ページの地域手当が

ありますよね。これが支給対象職員数が177人で、

これは整合性はあるんですか。何で職員数が地域

手当だけ多いのか、その辺の説明をお願いしたい

と思います。 

  それから、特殊勤務手当なんですけれども、支

給対象職員の比率が前年まで3.00％でした。新年

度から5.19％というふうに比率が上がっているん

ですけれども、この辺のご説明もお願いしたいと

思います。 

  それから、いつも代表的な特殊勤務手当の名称

として、感染症防疫手当というふうになっている

んですけれども、これは保健師と看護師の関係だ

と思うんですけれども、この辺についても代表的

なということになっていますけれども、じゃ、ど

ういうのがあるのかというふうに思いますので、

その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、総括と言ったらおかしいんですけれ

ども、職員採用で一般質問も行いましたが、障害

者の雇用です。課長からも任用のほうでの採用も

というような答弁もあったのですけれども、その

辺でどういうふうに今後されていくのか。ペナル

ティーはないにしても、順守義務があるというこ

とで、やはりまた改善されないと、マスコミにも

載ってしまうというような不名誉なことになりま

すので、その点についてもお尋ねしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  今ご質問いただいた内容に順次お答えさせてい

ただきます。 

  まず、１点目でございました総務管理事業、予

算書で言いますと64、65ページあたりから次のペ

ージの66、67にかかわるものでございますけれど

も、こちらの会計年度任用職員の委託についての

内容ということでございました。 

  まず、会計年度任用職員につきましては、地方

自治法及び地方公務員法の改正に伴いまして、平

成32年度から全国の自治体で導入されるというこ

とになっておりまして、これまで宮代町について

はオフィスサポーターの制度ということで、賃金

という形でお支払いをしておりましたが、32年度

以降につきましては、フルタイムの臨時職員の方

については給料という形になります。また、パー

トタイムにつきましては報酬というような形でお

支払いをさせていただくということと、さらに各

種手当が法律上位置づけられておるということで、

大きく制度が変わるということでございます。 

  その中でこの委託につきましては、まず、給与

システムの改修というものがございます。また、

それと例規を、今度会計年度任用職員の給料表で

すとか、そういった手当を位置づけるための例規

整備というものを現在の宮代町の職員の給与に関

する条例のほかに制定するというようなことがご

ざいまして、そうした例規の整備のための影響調

査ですとか、例規支援のための業務委託というこ

とでございますので、ご理解いただければと思い

ます。 

  続きまして、こちらも総務管理費の需用費の中

で、職員等被服費、これは予算書の65ページを見

ていただければと思いますが、今回新たに職員等

の被服費ということで270万ほど予算計上させて

いただいております。こちらにつきましては、全

職員の作業着ということになります。宮代町につ

いては過去、しばらく職員に対して作業着等も含

めて被服費の貸与は行っておりませんでした。そ

の結果、それぞれの職員が作業着等を自前で購入
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をして対応してきたというところでございますけ

れども、災害時等にさまざまな服装の職員がいる

というような状況が、これは望ましくないだろう

ということと、それと、対外的に見ても、何かの

現場に行ったときにいろいろな服を着ている職員

がいて、職員というのがわかりにくいというとこ

ろもありまして、災害対応ですとかそういったと

ころも含めまして、まず、全職員に対して作業着

を貸与して、災害対応については同じ服装で、統

一的に活動できるようにということで、庁内的に

議論いたしまして、今年度予算計上させていただ

いているというものでございます。 

  続きまして、３点目のオフィスサポーターの賃

金でございます。オフィスサポーターの賃金につ

きましては、最低賃金の引上げ等もございまして、

平成31年度に改定をさせていただく予定でござい

ます。まず、一般事務につきましては、現在の賃

金が900円ということで行っておりますが、平成

31年度については940円ということで、40円引き

上げさせていただければというふうに考えており

ます。 

  次に、保育士でございます。保育士につきまし

ては現在1,100円ということで行っておりますが、

平成31年度からは1,200円に改定をさせていただ

きたいというふうに考えてございます。また、学

童保育の支援員につきましては、学童保育、幼稚

園ですとか保育士の資格ありの方については、現

行945円でございますが、来年度は1,050円に改定

をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。また、学童保育については資格なしで勤務を

いただておりますが、こちらにつきましては現行

900円でございますが、来年度については980円に

改定をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。また、発掘の作業員ということで、こち

らはさまざまな発掘業務に従事するという方でご

ざいますけれども、現在915円でございますが、

来年度については975円という形で改定をさせて

いただければというふうに考えておりまして、主

な賃金改定については以上でございます。 

  ４点目の広聴広報につきましては、ちょっと別

の者がお答えしますが、続きまして男女共同参画

の推進事業ということで、予算書の78、79ページ

のところでございます。こちらにつきましては、

特に事業としてはこれまでどおり男女共同参画社

会推進会議の皆さんとともに広報紙の発行ですと

か、あるいはセミナーの実施を行っていきたいと

いうふうに考えておりまして、基本的な事業につ

いては変わりません。また、女性相談ですとか、

あとは女性の方ですとか子供連れの方が町の事業

に参加しやすいようにということで、一時保育業

務ですとか、あるいは女性相談の業務についても

実施していくということで、内容は大きく変更は

ございません。 

  ただ、男女共同参画推進会議のメンバーについ

ては、例年公募をしておりまして、人数を増加す

るということを見込んでおりまして、その分が若

干予算上増加をさせていただいているというとこ

ろが主なものでございます。 

  続きまして、まちづくり交流事業でございます。

国際交流の関係でございまして、こちらも予算書

78、79ページでございます。 

  こちらについては、国際交流のつどいというこ

とで、例年12月に開催をさせていただいておりま

す。参加者の状況なんですけれども、こちらは参

加者のキャパがございまして、大体160名ぐらい

が参加できるキャパシティーということになって

おりまして、今年度の参加者については157名で

ございました。昨年度も同様に157名でございま

した。 

  外国人の参加なんですけれども、昨年度は57名
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でございましたが今年度は68名ということで、外

国人の方を優先的に参加をしていただいていると

いうことで、外国人の方については昨年度に比べ

て増加をしているという状況でございます。 

  参加国につきましては、今年度は14カ国という

ことになっておりまして、中国ですとかフィリピ

ン、ベトナムというところが多いのですけれども、

今年度につきましてはナイジェリアですとかセネ

ガルですとか、そういった方にも参加をしていた

だいているという状況でございます。 

  続きまして、選挙の関係でございます。予算書

でいきますと、98ページとか99ページに県議会議

員の選挙がございます。県議会議員の選挙につき

ましては、年度当初に選挙があるということで、

今年度もいろいろな業務を行っておりますが、来

年度行う業務としては、まさに投票所の開設です

とか、そういったものにつきましての手当関係、

あるいは、投票所の開設のための消耗品といった

ものが主なものになりますし、あとは今年度ポス

ター掲示場を設置しますが、その撤去費用ですと

かそういったものを来年度の事業で実施をさせて

いただくということでございます。 

  続きまして、参議院議員と県知事選挙の事業の

内容の違いというようなお話がございましたが、

これは大きく変わるものではございませんが、参

議院議員と県知事の、あと期日前投票の状況です

とか、投票所に配置する人数ですとか、あと、開

票につきましては参議院の場合は比例代表なんか

も入ってきますので、そこでどうしても人数が変

わってくるというようなところがございまして、

事業の内容としては大きく変わるものではござい

ませんが、そうした人口の関係で多少その予算の

違いが出てきているというものでございます。 

  続きまして、予算書の212ページから17ページ

の関係で幾つかご質問をいただいております。 

  確かにこの人数については、時点があってなか

なかわかりにくいというところがあるのかなとい

うふうに思います。 

  まず、１点目の特別職のその他の増減のところ

でございますけれども、こちらの特別職の報酬等

につきましては、いわゆる審議会ですとかそうい

った方たちの報酬ということになっておりますけ

れども、この中で若干増えているというところで

見ますと、来年度の特徴としては総合計画審議会

の委員さんが新たに予算計上されているというこ

とですとか、あとは学童保育の指導員さんが１人

増員で、今回計上させていただいているというと

ころです。また、子育て指導員さんについても報

酬改定等がございました。それと、教育委員会の

ほうでは小中適正化の配置の関係もございまして、

主な増員としては、こうした審議会ですとか非常

勤特別職の皆様の増員、そういったものがここに

あらわれてきているというものでございます。 

  それと、一般職の174人が173人になっていると

いうことと、あるいは調整手当の部分が177人に

なっていたりですとか、そういう時点の違いです

とか、そういったところもあるのですけれども、

一番大きな違いで言いますと、調整手当について

は再任用の職員の方も支給をするということがあ

りますので、再任用の方も含めた数があるものと、

再任用の職員を含めないものがあったりというよ

うなことで、数が若干異なっていくというもので

ございます。また、時点のこの計算についても、

例えば213ページでいくと１月１日時点で見たり

ですとか、４月１日時点で見たりですとか、そう

いったものもございます。 

  さらに先ほどご質問いただいた215ページの６

級の13人の内容でございますけれども、来年子育

て支援課ができるということで、来年の予算書は

ここは、14人になってくるかなと思いますが、今
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宮代町の課については12になっておりまして、１

人合わないというところがあるんですけれども、

こちらについては学校教育の学校管理幹という、

指導主事の方の先生なんですけれども、こちらに

つきましては格付が６級ということで13人になっ

ているというようなこともございますので、そう

いったところで課の数とちょっと若干、課長級、

６級の数が合わないというところが出てきており

まして、そういったところでご理解をいただけれ

ばなというふうに考えてございます。 

  それと、職員数の推移ということでございます

けれども、これは実人数、予算書とは別に一般会

計だけでなく、全ての職員数の来年度の見込みに

なるんですけれども、今年度の４月１日現在の職

員数は207名でございました。こちらは、再任用

職員を含んでという数でございます。その後、議

員さんご承知のとおり保育需要の増大ですとか、

あるいは育休代替の任期付職員の採用等もござい

まして、来年度につきましては212人、こちらに

ついては任期付職員を６名、それと再任用職員５

名を含めて212人で職員体制のほうについては考

えているというところでございますので、全会計

ということになりますけれども、そういうことで

ご理解をいただければなというふうに考えてござ

います。 

  それと、予算書の217ページのところの特殊勤

務手当の関係でございますけれども、こちらにつ

いては代表的な特殊勤務手当というふうに書いて

あって、感染症の防疫手当というふうに書いてあ

るのですが、実は代表的なとは言っても、実はこ

の手当しかございませんで、こちらの手当に該当

するのが保健センターに勤務している保健師です

とか看護師が該当になってくるということでござ

いまして、その数をこの会計で割り込んだ数が

5.19％ということになっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それと、障害者雇用の関係でございますが、ご

指摘いただいておりますとおり、宮代町について

は雇用の数が今、足りていないという状況がござ

います。本来４名雇用すべきところを３名の雇用

というところにとどまっておりまして、毎年障害

者の方も含めた採用試験という形で実施をさせて

いただいております。 

  ただ、障害者も含めて採用試験を実施している

中で、障害者枠というのを特別に設けて実施して

いるわけではございませんで、全ての受験者に対

して同じ基準で合否判定をしているということで、

ここ数年障害者の採用がないということになって

おります。たしか、最後に障害者を雇用したのが

平成26年度ぐらいだと思うんですけれども、そこ

から毎年募集をさせていただいておりまして、一

次試験を通過するというケースはあるんですけれ

ども、最終的な合格に至っていないという状況で、

ただ、その時点については３名の雇用が守られて

いれば、宮代町については障害者雇用の基準をク

リアをしていたということなんですけれども、昨

年度から基準が2.3％から2.5％になったことで４

名の雇用が必要になったというような状況が生じ

ております。 

  今回任期付職員という形で、課長のほうもお答

えをさせていただいていたということのようなん

ですけれども、実は任期付職員の登録試験という

ものを先般実施いたしまして、まだ登録の段階で

すけれども、障害者の方が１名登録をされている

という状況になっております。今後、育休が入っ

たりですとか、あるいは業務量の急な増加があっ

て、任期つきの職員を採用する際にはもちろん当

然そうした登録者の方にもお声がけをさせていた

だいて、採用を検討するということになりますけ

れども、その際に障害者雇用が現在守られていな
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いという状況を考慮した採用のあり方もあるので

はないかということで考えておりまして、これに

ついては現時点で必ずそれができるということで

お約束できるわけではないのですけれども、そう

した点も含めて考えていきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解をいただければなという

ふうに考えております。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  先ほどのご質問で、広報みやしろについて、見

やすい編集紙へのリニューアルということで予算

書の70ページ、71ページに記載されている部分に

なります。 

  ご質問ではどのようにリニューアルをされるの

かというご質問があったかと思います。リニュー

アルの内容でございますが、大きな点といたしま

して、広報紙のサイズ、大きさです、こちらの変

更がございます。これは、今現在Ａ４判の広報紙

になっております。こちらです、皆さんごらんい

ただいていると思いますけれども。町の広報紙で

ございますけれども、そもそも創刊が昭和34年と

いうことで、ちょうど今年で60周年を迎える形と

なります。大きさというのはＢ５判、今よりもっ

と一回り小さなサイズとなっておりました。その

後、平成３年、今から28年前に現在のＡ４判のサ

イズに大きさが大きくなっております。それから

約30年近く経過しているというような状況になっ

ております。 

  この間、特筆的なことといたしましてページ数

が増えているという状況が上げることができます。

ちなみになんですが、こちらのＡ４判に変更した

年が先ほど申し上げましたように平成３年なんで

すけれども、当時は年で大体平均12ページぐらい

のページ数でございました。それが今から20年前

の平成10年は、大体倍近い20ページぐらいになっ

ております。現在ですけれども、さらにページ数

が増えておりまして、今回のものですと24ページ、

月によっては26ページとかいう月もございまして、

かなりページ数が増えているというような状況が

ございます。 

  この理由なんですけれども、近年いろいろと行

政の制度の変更ですとか新しい新設、そういった

ものが数多く増えてきておりまして、そういった

ものを町からお知らせするような記事が増えてい

るとか、あとはいろいろな住民の方のグループ、

活動する団体さん、こういったものの活動がより

広く、たくさん増えてきていて、そういったお知

らせの記事、そういったものがどんどん増えてき

ているというような状況もございまして、ページ

数が増えているというような話になっております。 

  そういった記事を広報に記載するときなんです

けれども、どうしても記載すべき情報量が多いの

で、文字数が多くなってまいります。その結果、

ページ数が多くなって、結果広報の重さも重くな

るというような状況になって、当然その分の印刷

の費用も増えてしまうといった状況が近年の傾向

として挙げることができます。 

  そこで、そのページ数を少なくするにはどうす

ればいいかというところなんですけれども、一つ

の考えとしては、文字をさらに小さくしてどんど

ん詰め込んでいく。あるいは、文字間ですとか行

間をどんどん詰めていってさらに文字が入るよう

にする。さらに、ページの中でたくさんスペース

をとってしまうような写真ですとかイラスト、こ

ういったものをなるべく使わない。こういったさ

まざまなことがあるのですけれども、さらに毎回

広報では特集記事というのを掲載していまして、
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見開きで約２ページで、いろいろな内容について

さまざまな特集を組んでいることがあるのですけ

れども、本来ですと、例えばページ数も３ページ、

４ページとってより詳しく、よりイラストや写真

とかを使ってわかりやすくお知らせをするという

こともやりたいんですけれども、なかなかページ

数の制約もありますとそれもできないというよう

な状況になっております。 

  また、最近住民の方からいただく声として、近

頃の広報はどうしてもちょっと文字が多くて読み

にくいよと。写真とかイラストも少ないので、な

かなかわかりにくい。余白も少なくて文字ばかり

なので、なおさら読みにくいよという話を町民の

方から実際に聞くこともよくあります。特に高齢

者の方からは文字が小さいので読みにくいですと

いうお話は実際にいただいております。実際、昨

年平成30年の12月議会の一般質問の中でもいただ

いたのですけれども、町からいただいている通知

書などが文字が小さくて読みにくいという高齢者

の方のご意見があると。それについての今後の対

応についてというご質問をいただいたということ

もございます。 

  そういった中で、今まで以上により読みやすく

てわかりやすい、そういった内容の広報紙をつく

るためにはどうすればいいかというような検討を

内部で行ってまいりました。その結果として、一

つは文字の大きさを大きくする。そして、行間を

広げる、余白を多くとる。さらに写真とかイラス

トをたくさんとって、よりわかりやすく視覚に訴

えるような、そういった内容にするというような

改善点が案としては上げられるんですけれども、

そういった点を導入いたしますと、逆にＡ４判、

今のＡ４判の大きさのページではページ数が増え

てしまうというような結果になってしまいます。

ページ数が増えると重くなって、費用もかかって

しまう。さらに毎月この配布については区長さん

のほうに依頼をして、配布をしていただいていま

すので、その区長さんの負担も増えてしまうとい

ったことが考えられます。 

  そこで、今回広報紙のリニューアルということ

なのですが、それを解決するための策として、タ

ブロイド判を導入をしたいというふうに考えてお

ります。タブロイド判は今、掲げておりますこち

らのものになります。これは、彩の国だより、新

聞の折り込みに入ってくるものなんですけれども、

ちょっと新聞を小さくしたようなものになりまし

て、かなり大きさは今のＡ４判よりも大きな、倍

ぐらいあると思いますけれども、こちらの大きさ

に変更をするような予定でおります。かなり大き

な紙面ですので、その分文字を大きな文字を多用

したりですとか、かなり余白を使ったりとか、写

真、イラストを使ったりと、より今以上に読みや

すい広報紙にできるのではないかというように考

えております。 

  また、あわせて今までは広報は２色刷りだった

んですけれども、今回タブロイド判に変更するに

当たりましてオールカラー、４色刷りというのを

予定しております。ですので、全部どこをあけて

もカラーです、４色刷り。実際、こちらの彩の国

だよりもそうなんですけれども、これが右側のペ

ージが４色刷りカラーです。左側がちょうど１色

刷りですか、というような対比になっております

けれども、全ページ新しい広報みやしろはカラー

で変更ということで予定をいたしております。 

  また、広報紙の大きさを大きくするだけでは、

より読みやすい、わかりやすい内容にするという

ことの効果をより高めるために、内容についても

リニューアルを機にどういったものを広報に載せ

ていくべきか、レイアウトとか内容、そういった

ものも根本的なところから見直しまして、よりよ
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い広報紙にチェンジをしていくような形で考えて

おります。 

  先ほどのご質問の中で１月からということで、

３回ではないかというお話があったんですけれど

も、これは１月号から４月号までの４回を予定し

ています。４月号というのは、実際納品は３月の

末に納品される関係がございます。同じように１

月号は12月の末に納品をされますので、年度内に

納品されるのは４回分、ですから、１月号から４

月号までの４回がタブロイド判に変更という形に

なります。逆に言いますと、従来のＡ４判という

のは来年当初の４月分というのは入りませんで、

５月から12月までの８回分という形の変更という

ふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  64、65ページの総務管理事業の関係で、先ほど

再任用職員制度の導入準備に伴う業務委託という

ことで、内容についてはわかりました。 

  これは、委託ということなんですけれども、特

殊だと思うんですけれども、どこに委託するかは

まず、教えていただきたい。それから、もう大体

決まっているのだと思いますので、その点伺いた

いのと、それから職員の作業服なんですけれども、

そうしますとこれは、特に災害用の作業服という

ことで理解していいのでしょうか。そうすると、

この作業服というのは全員ということなんでしょ

うか。その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、オフィスサポーター、68、69ページ

については、そうしますとこれは、該当する職員

の一般職保育士、学童の支援員の資格なし、それ

から発掘作業員ということなんですけれども、こ

れについてどういうふうな内容になるか。特に保

育士と学童、発掘作業員についてはどの程度、職

員、どういうふうになっているのかお尋ねしたい

と思います。 

  それから、70、71ページの今、宮代広報の件、

詳しくご説明がありました。ありがとうございま

す。 

  タブロイド判にしたいということで、オールカ

ラーで何ページ立てになるんですか。そうすると、

これまでの内容等は全部入るわけですけれども、

大きくなる分見やすくなる、特にお年寄りは小さ

い字は大変ですので、改善されると思うのですけ

れども、その分、字が大きく余白もつくり、見や

すくするということだと、確かに字数に制限があ

りますので、それでも大変かと思うんですけれど

も、当面何ページ立てでいくのか。 

  そのカラー化というのがあれですか、主なこの

予算が増える要因になっていますか。今はカラー

化でもそんなに、カラー化というとそんなにしな

いと我々も聞いているんですけれども、そうでな

いとすれば、今までのは８カ月、新しいのが４カ

月なんですけれども、この200万円という増額し

た内容です。どういうところに増えた要因になる

のか、その点についてもお尋ねいたします。 

  男女共同参画は事業は変わらない、メンバーを

増やすということなんですけれども、これはメン

バーは毎回、みんな変わってしまうのですか、そ

れとも一部なのか、その点お尋ねしたいと思いま

す。何か全員だと、ある程度到達点というのもあ

ると思うんですけれども、それを踏まえてさらに

ということになると、メンバーが総取りかえでい

いのかどうかもありますので、その辺の内容につ

いてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、まちづくり交流事業で、キャパシテ

ィーが上限が160ということですので、ただ、国

のほうの参加は増えているんですか。14カ国とい
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うことなんですけれども。先ほど特に多いところ

の国を言われましたけれども、増えているのか増

えていないのか、その点もあわせてお願いしたい

と思います。 

  98、99ページの県議会議員選挙ですが、そのほ

かとの関係では、先ほどの答弁ですと人員の関係

かなと、人件費かなというふうに思いましたが、

特に県議会議員は投票になるのか無投票になるの

かちょっとわかりませんが、これは投票になって

も無投票になっても、そんなにやることは同じで

すので、ただ、当日までやはり待つわけですから、

そんなには違わないと思うんですけれども、もし、

これが無投票になった場合はどれぐらいの違いな

のか、ちょっと参考までにお尋ねいたします。 

  それから、212から217ページまでの関係ですが、

その他というのは大体わかったんですが、私は今

まで13というのを全然疑いもしませんでしたので、

今回増えるので、何でかなと思ったんですけれど

も、学校管理幹がいるということ、これはどこに

いるんですか。まず、１点。それから、課長級ク

ラスということですので。 

  それから、昨年度まで再任用を含め207人と。

ここは、再任用は何人なのかきちっとしておかな

いとあれですので、新年度が再任用と任用も含め

て212人という体制なんですけれども、子育て支

援課が、これは福祉でまたやればいいと思うんで

すけれども、特に子育て支援課ができて、職員の

増員なんていうのは課になるので、また違ってく

るのか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、217ページの地域手当ですけれども、

ここにおいては職員数が多くなっているのは再任

用も含めるということなんですけれども、これは

なんか、うまく表示していただけないでしょうか。

やはり、再任用、それからこれからは任用も。片

方は再任用を含めない数字が入っていて、この地

域手当だけ再任用を含められているということに

なると、非常にわかりづらいので、もう少しわか

りやすくしていただいたほうが私はいいのかなと

思いますけれども。 

  そうしますと、代表的な特殊勤務手当というの

はわかりました。そうすると、保健師と看護師の

この関係も比率が増えているのでどのようになっ

たのか、その点も前年度と新年度に向けてどうな

のか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  障害者雇用については、これまでの枠も持って

いない、合否の判定についても健常者と差をつけ

ていない、そうすると、私はやはり、雇用をする

という題目にもう少し考えていただいて、それに

合った職種だってあると思いますので、やはり雇

用するということが大事なのかなというふうに思

います。これは、単に2.3から2.5に変わっただけ

でなくて、加わったのは、改正は精神障害の方も

増えたわけでしょう。その辺の内容についても、

私はそういうふうに記憶しているのですけれども、

ですから、それに合ったような雇用体系も必要な

のかなと、ただ単に雇用比率を上げるというので

はなくて、そういうことも大事なのかなと。それ

は、健常者も障害者も同じといえばそうかもしれ

ませんけれども、やはり、その辺も考慮していい

のかなと思いますので、その点もあわせてお願い

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  まず、１点目の予算書の64、65から66、67にか

けての総務管理事業の会計年度任用職員の業務委

託先というようなことでご質問いただきました。

会計年度任用職員の業務委託につきましては、昨
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年度債務負担行為を設定をしておりまして、既に

委託先については株式会社ぎょうせいで決定をし

ております。 

  以上でございます。 

  それと、ちょっと１ページ戻っていただきまし

て需用費の職員等被服費の関係でございます。こ

ちらにつきましては、先ほど趣旨についてはご説

明をさせていただきましたけれども、通常宮代町

の職員については執務室内で勤務する場合は、

我々のような男性職員についてはクールビズ期間

以外についてはネクタイ、スーツ着用、女性につ

いてはスーツの着用ということで勤務をさせてい

ただいておりますけれども、現場がある職員につ

いては日常的にも作業服で勤務をして対応してい

るというところもございます。 

  今回貸与する作業服につきましては、１回貸与

したら10年間ぐらい使えるだろうということで、

10年間ぐらい今後貸与する予定はないのですけれ

ども、まず１点目としては、一般職についてはど

ういう職に異動するかわからないというところも

ありますので、当然現場対応の日常的な被服とし

て活用していただくということも考慮しつつ、災

害時に住民の方からも町の職員だということが識

別できるように統一を図るということの趣旨も加

えて、今回予算計上をさせていただいているもの

でございます。 

  なお、日常的に現場等があり、執務時間の中で

作業服を着ているような職場といいますと、主な

ものはまちづくり建設課ですとか、あるいは産業

観光課の農業振興担当ですとか、そういったとこ

ろが考えられるかなというふうに考えております。 

  それと、３点目の予算書の68、69ページのオフ

ィスサポーターの雇用事業の関係でございます。

オフィスサポーターの皆さんにつきましては、今

回時給の改定ということで、それぞれの職種につ

いて改定を図らせていただくように予算を要求さ

せていただいております。現在の登録者の数なん

ですけれども、全体としては207名おります。今

年度の雇用実績でございますが、137名というこ

とでこれは大変恐縮なんですけれども、職種別に

把握をしているものではございませんが、雇用率

としては66％という形になっております。このよ

うにさまざまな職場においてオフィスサポーター

の皆様においては、町の事業に参画をしていただ

きまして、業務を行っていただいているというこ

とで、平成32年度以降は先ほど申し上げた会計年

度任用職員というふうに制度が変わっていくので

ございますが、町の業務の中では保育業務あるい

は学童保育、発掘業務等欠かせない人材になって

おりますので、そうした方たちへの支援制度とい

うのはこれからも検討していきたいというふうに

考えておりますので、ご理解をいただければなと

考えております。 

  それと、４点目の男女共同参画の事業でござい

ますけれども、メンバーの関係でご質問いただき

ました。メンバーについては現在７名、男女共同

参画の推進会議のほうに入っております。男性が

４名、女性が３名ということでございます。任期

が２年になっておりまして、全てが一気にかわる

というわけではございませんで、それぞれのメン

バーによって任期が来る時期が順次まいりますの

で、それに合わせて募集をさせていただくという

ことになっておりますが、やはり男女共同参画に

ついては普及啓発という意味もありますので、基

本的にはメンバーを少しでも増やして、賛同者と

いうか、そういう理解者を増やしていくという努

力も町としては行っていきたいというふうに考え

てございます。 

  それと、まちづくり交流事業の中で国の参加が

増えているかというようなご質問でございました。
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実は国の参加につきましては、今年度については

14カ国になっておりますが、昨年度は16カ国でご

ざいました。したがいまして、国からいくと２カ

国減っているということになりますが、外国人に

ついては57名から68名に増加をしているというこ

とで、外国人の参加は増えているのですが、参加

国については少し入り繰りというか、そういった

もので２カ国減っているという状況でございます。 

  ちなみに昨年参加をしていただいていて、今年

参加がなくなっているのが、例えばブラジルの方

ですとか、マリの共和国の方ですとか、そういっ

た方が今年はお引越しされたのかどうかはちょっ

とわからないんですけれども、参加をされていな

いというような状況もございますので、これはそ

の状況によって参加国というのは変わってくるか

なと思いますが、国際化というのはこれからも進

展していくというふうに考えておりますので、多

様な外国人の方に参加をしていただけるように町

としても、これを実施していただいております国

際交流の団体の皆さんと協力しながら、事業を実

施していきたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただければというふうに考えてござい

ます。 

  それと、予算書の98、99ページの関係でござい

ますけれども、県議会議員の執行事業でございま

す。先ほど議員さんからのご質問の中でもござい

ましたけれども、県議会議員の選挙については、

候補者がどうなるかというところがありまして、

実は本日候補者の方を対象とした事前審査という

ものが白岡市で実施をされることになっておりま

して、その状況によって選挙が実施されるかどう

かというのはおおむね明確になってくるかなとい

うふうに思っておりますが、ただ、告示日につい

ては３月29日になりますので、それまでは対応と

いうのはしっかりしていかなければいけないとい

う状況は変わりはございません。 

  ただ、無投票になった場合については、まず、

選挙に係る人の配置というのが必要なくなります

ので、その辺については、例えば投票管理者です

とか投票の事務の従事者といった手当については、

基本的には不要になるというものでございます。

また、投票立会人ですとかそういった費用弁償に

ついても不要になるということで、主に人件費に

ついては不用額が多くなってくるかなというふう

に思っております。また、消耗品ですとかそうい

ったものについても、投票日の投票所の運営に係

るものについては必要がなくなる部分も出てくる

かなというふうに考えておりますので、これは無

投票になると大幅に、主に人件費をはじめとした

各種費用が執行しないという状況になるかなと思

います。 

  ただ、ポスターの掲示場の撤去費用ですとか、

そういったものについては必ず発生してくるとい

うものもございますので、主に人件費あるいは消

耗品だとか、そういう投票所の運営にかかわるも

のについては未執行の状況が出てくるということ

でご理解をいただければなというふうに考えてご

ざいます。 

  それと、予算書の212から17ページの関係で、

まず、215ページの６級の13人の学校管理幹につ

いては、こちらは教育推進課の学校教育の担当の

副課長が学校管理幹兼副課長ということで、６級

の職員になっております。したがいまして、教育

推進課に在籍をしているということでございます。 

  それと、昨年度の再任用を含めた職員数207名

ということでご説明をさせていただきましたけれ

ども、再任用の職員については４名でございます。 

  続きまして、子育て支援課が今回設置されるこ

とで、増員されるのかというようなお話がござい

ましたが、課の設置に伴う増員というのは、基本
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的には行う予定はございません。ただし、子育て

支援の関係については、議員さんご承知のとおり

保育需要がかなり伸びているということがあって、

宮代町については可能な限り待機児童を出さない

というような考え方でおります。そのためには、

職員の配置が必要になってくるということで、課

の設置に伴うものではございませんが、そうした

保育需要への対応については、必要な職員数につ

いては手当てをしていきたいというふうに考えて

おります。 

  それと、217ページを初めとした地域手当の支

給対象者と再任用を含む、含まないというような

ところで記述がわかりにくいというところがござ

いましたので、こちらについてはこの予算書のつ

くり自体が総務省例等に基づく様式になっており

ますけれども、その辺の工夫ができるかどうかに

ついては、今後の検討材料とさせていただければ

というふうに考えておりますので、ご理解をいた

だければと思います。 

  それと、特殊勤務手当の5.19％の割合でござい

ますけれども、こちらは町で雇用しております専

門職の保健師さんがこの一般会計の中での割合と

いうことで今回掲載をさせていただいております

ので、ちょっとすみません、昨年度のちょっと予

算書を私、今持っていなくて昨年度との比率とい

うところでうまくお答えができないで大変恐縮な

んですけれども、今年度は平成30年度に保健師さ

んを新たに雇用していたりというようなこともあ

りまして、率の変動があったというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただければと思います。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。ご質問にお答えをいたします。 

  ご質問はタブロイド判に変更した場合のページ

数についてのご質問がございました。 

  現在の広報みやしろですが、回によってばらつ

きはございますけれども、平均的なページ数とい

たしますと大体24ページぐらいというふうになっ

ております。これをタブロイド判にそのまま仮に

変更したという場合のページ数なんですけれども

単純計算といたしまして、今のＡ４判の紙面の面

積、これをタブロイド判の紙面１ページの面積で

計算してみますと、面積比で約1.4倍の面積が大

きくなるというような状況でございます。したが

いまして、24ページのページ数をその1.4で割り

込みますと16ページぐらい、タブロイド判にいた

しますと16ページを基本に変更ができるのではな

いかなというふうに考えております。 

  ただ、今入っている内容をそのまま新しいタブ

ロイド判の広報に置きかえてしまいますと、文字

の大きさや余白、そういった読みやすさについて

は余り効果がないということも考えられますので、

これを機に広報の記事の掲載の基準につきまして

も少し見直す必要があるのかなというふうに考え

ております。例えば、今、お知らせ記事なんかで

すと、例えば今月号、３月号を見ますと全部で８

ページございます。全体の24ページの中の３分の

１、８ページがお知らせ記事となっておりますの

で、かなりの分量を占めております。こういった

ものももちろん、住民の方からのお知らせという

ことで必要なものももちろん数多くあるのですけ

れども、場合によっては一部、基準の見直しをし

て、考えていく必要もあるかなというふうに考え

ております。 

  来年度予算の200万円の増でございますが、一

応ページ数の設定といたしましては16ページが３

回、それから内容によりましては、ちょっとペー

ジ数の多い月もあろうかということもございまし
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て、１回だけ20ページ、これはどうしても紙面の

都合上１枚の紙で４ページとなりますので、４の

倍数倍数でページ数がつくられますので、16ペー

ジを３回、それから20ページを１回の４回という

ふうに予定をしております。 

  それから、予算が200万円増えるその要因でご

ざいますけれども、先ほどのご質問の中で今は２

色刷りですけれども、今回の変更に当たりまして

４色刷りカラー化になります。それももちろん金

額が増える大きな理由の一つかとは思いますけれ

ども、もう一つの最も大きな理由といたしまして

は、今回この金額を積算するに当たりまして、幾

つかの業者さんにお話を聞いて、見積もりをいた

だいております。その中で出た金額をもとにこの

200万円の増という積算となっているんですけれ

ども、その増額等の理由ですけれども、やはり一

番大きなのは印刷する機械がこれまでとは違うと

いうお話をいただいております。Ａ４判の今まで

の広報を印刷する機械とは全く違う機械で今回の

タブロイド判の印刷をしなければならないという

ところが、やはり一番金額が上がる原因の一つか

なというふうに考えております。 

  それから、もう一つの理由ですけれども、これ

は金額的にはそんなに大きくないんですけれども、

今回その４回分のタブロイド判の制作に当たりま

して、実はその広報１回当たりの編集期間です。

これは約２週間ほどで全て担当のほうで原稿を組

み合わせてレイアウトを行っているのですけれど

も、非常に短い期間の中で編集をしているという

事実がございます。この中で新しいタブロイド判

の作成をするに当たっては、ちょっとそのノウハ

ウがないと最初は難しいだろうということで、そ

の４回分につきましてはデザインについても町の

職員と業者と一緒にやっていくという形での、そ

のデザイン料も込みでの金額というふうな設定に

基づきまして、今回予算額は約200万円増えてい

るというふうな積算となっているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  先ほど障害者雇用の関係で１点、答弁漏れがご

ざいましたので、お答え申し上げます。 

  ご指摘いただきましたとおり、精神障害も含め

て障害者雇用という形で国の指針のほうが取りま

とまっておりまして、宮代町においては従来から

精神障害も含めた障害者ということで募集はさせ

ていただいておりますが、ご指摘ございましたと

おり別枠というわけではございませんで、その方

も含めて適正な競争試験の中から合格者を選んで

きているというようなことで、そういう中で結果

として障害者の雇用という部分がここ数年至って

いないという状況がございます。 

  ただ、一方で法定雇用率の関係につきましては、

埼玉労働局からのご指導等もございまして、今回

は宮代町については障害者雇用が達成されていな

いということで公表の一覧には含まれているとい

う状況がございます。したがいまして、この点に

ついては重く受けとめておりまして、さまざまな

機会を通じて障害者の方の雇用というのを考えて

いかなければいけないというのは当然のことでご

ざいます。 

  したがいまして、来年度以降の話になりますけ

れども、繰り返しになりますけれども、任期つき

の職員の方の採用ですとか、あるいは正規職員の

採用に当たって障害者枠というものを設けて、障

害者雇用の法定雇用率が守れるようにしていくと

いうことも検討をしていかなければならないとい

うふうに考えておりますので、現時点においては
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十分に検討させていただくということでお答えを

させていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  ２点だけ。１点は、町の広報なんですけれども、

そうしますと、初めて聞きました業者も含めてノ

ウハウを取り入れていくためということなんです

けれども、そうすると、今までの業者とは違うん

ですか。かえるのでしょうか。その辺の関係と、

それから、最後の障害者雇用の関係については、

ぜひ、そのように検討しているということですの

で、できるかどうかというのはあるので、慎重に

答えたと思いますので、ぜひ、お願いしたいのと、

あと、後で結構ですので、この保健師と看護師の

関係も持ち合わせ、先ほどしていないということ

なので、後で結構ですので教えていただきたいと

いうのと、最後は、一般職員は173で、このほか

国保、介護、後期高齢、公共下水道、農集、下水

道というふうにありますので確認なんですけれど

も、これについても国保は一応６人、介護保険が

16人、後期高齢が２人、公共下水が２人、農集が

１人、下水道はそうすると何人ですか。その辺も

含めて、まとめてきちっとした数字を教えていた

だきたいのですが。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  引き続き総務課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。ご質問にお答えをいたします。 

  広報みやしろの印刷に当たりまして、今までの

業者からかえるのかというようなご質問でござい

ました。 

  広報みやしろの印刷に当たりましては、毎年契

約のほうは入札により行っております。先日来年

度の入札を行ったところなんですけれども、その

分につきましては、５月から12月までの８回分で

入札を行いました。ですから、今のＡ４判での印

刷のみということで入札を行いました。したがい

まして、１月号からの印刷に当たりましては、ま

たその前に、10月ごろになるかはわからないので

すけれども、改めて入札をする予定になっており

ますので、その結果によりまして業者が決まって

くるというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  まず、職員数の関係でございますけれども、予

算書の212ページですとか、あとは介護、特会も

含めての職員数ということでございますが、まず、

一般会計については173名でございます。国保会

計については６名でございます。介護保険の特別

会計については15名でございます。高齢者医療に

ついては２名でございます。下水道会計について

は２名でございます。農業集落排水については１

名でございまして、こちらで全て足すと199とい

うことになりますけれども、水道会計については

５名…… 

〔発言する人あり〕 

○総務課副課長（大場崇明君） 公共下水は２名で

す。こちらの予算外の水道会計には５名というこ
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とでございます。 

  それと、217ページにございます特殊勤務手当

の平成30年度については、全職員に占める割合が

３％ということで、今回5.19％に増えております

が、こちらについては後ほど調べさせていただい

て、ご解答させていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か確認も含めて質問させていただきたいと

思います。 

  前段者と若干重複するものがあろうかと思いま

すけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

65ページ、需用費の職員と被服費の関係でござい

ますけれども、今前段者が質問をして大筋は理解

をしているわけなんですけれども、この中でちょ

っとわからないんですけれども、対外用に今回被

服を新調するというような話なんですけれども、

対外用というのは町民に対してだというふうに私

は思うんですけれども、そこら辺の関係。例えば、

男女別はどのようなデザインと申しますか、変わ

るのか。これからもいろいろと相談をするのでし

ょうけれども、それから事務服なのか作業服なの

か、そこら辺もちょっとはっきりしないのでひと

つ確認をしておきたいと思います。私はやはり、

服装の整備は住民サービスの基準であるというふ

うに思っております。例えば、宮代町の職員服務

規程がありますよね。この中の第３条だか第４条

の中で服装はちゃんとして住民サービスに努めな

さいなんていうふうな規約になっておるんですけ

れども、これからすれば当然、やはり私は服務の

整備というのは必要なのかなというふうに思いま

すので、そこら辺をちょっと確認をしておきたい

と思います。 

  それから、大体予算書を見ると１人当たり１万

3,000円ぐらいな服なのかなという感じがするん

ですけれども、ここら辺の関係をもう一回ちょっ

と確認をさせていただきたいと思います。 

  それから、予算書の70ページですか。やはり前

段者から質問がありました広報紙のリニューアル

を進めてタブロイド判にするというふうなことな

んですけれども、現在の体制の中でも今まで広報

紙をつくってきたと思うんですけれども、例えば

タブロイド判にした場合、年４回ぐらい発行する

予定らしいんですけれども、現在の職員体制で十

分対応できるのかどうか、その点一つ、確認をし

ておきたいと思います。多分大丈夫だというふう

に答弁をするんでしょうけれども、そこら辺をひ

とつ確認をしておきたいと思います。 

  とりあえず２点、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の副課長の

大場でございます。 

  予算書の64、65ページでございました職員被服

費の関係についてお答え申し上げます。 

  まず、先ほどのご質問の、前段の議員さんのご

質問と重複する点がございますが、まず、職員の

服装につきましては、通常の勤務についてはネク

タイ着用、スーツということで男性は行っており

ますし、また、女性についてもスーツを原則とし

て華美にならないものということで、これは毎回

職員のほうに通知をさせていただいておりまして、

それを基本に執務時間中については服装のほうの

対応をするようにということで徹底をさせていた

だいているところでございます。 

  今回購入する被服については作業服でございま
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す。こちらにつきましては男女共用のデザインを

考えてございます。上下ということで考えており

まして、通常の勤務の際に、当然まちづくり建設

課ですとか産業観光課等については通常の勤務、

日常的に被服、作業服を使って現場で作業すると

いうことにもなりますけれども、何か事があった

と、例えば災害時に町民の方があそこに職員がい

るということがわかるように、統一的な形でそろ

えさせていただきたいということで、今回予算の

ほうを計上させていただきました。 

  予算上の単価の見積もりでございますが、こち

らにつきましては１万5,000円程度を考えており

まして、大体180着をつくりたいというふうに思

っております。職員が200人何がしいるんですけ

れども、既に先行してまちづくり建設課ですとか

そういったところについては新しいデザインの作

業着を着用して、今勤務を行っているというとこ

ろがございまして、来年度の予算については今年

貸与できなかった職員を中心に行っていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解をいただ

ければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。先ほどのご質問にお答えをいた

します。 

  広報の編集に当たりましての職員体制でござい

ますが、現在広報の担当の職員は２名おります。

その２名で広報の原稿の編集、レイアウト、デー

タの作成、そういったものを行っておりまして、

宮代町の特徴として一つ上げられるのは、完全な

版下提出ということで、全部役場の広報担当職員

でパソコンを使いまして編集作業を行って、デー

タとして完成されたものを印刷業者に渡している

という形でやっております。この点につきまして

はタブロイド判に変更された後も基本的に、その

やり方を変える予定はございません。 

  ただ、先ほども申し上げましたけれども、編集

期間というのが、原稿の締め切りから業者にデー

タを渡すまでが約２週間ということで、非常に短

い期間の中で作業を行っているという現状がござ

います。したがいまして、実際タブロイド判に変

更したときになかなかデータが、編集ができない、

間に合わないといったことが万が一にもないよう

に、そこは万全の対応を図るという意味も含めま

して、今回のその４回分のタブロイド判の編集に

当たりましては、町職員２名と業者のほうで一緒

にちょっとデザインをやっていただいて、業者の

アドバイスも受けながらつくっていくというよう

な作業で、その広報の編集、印刷に支障のないよ

うに考えておりますので、現状の２名体制でそれ

は対応できるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、再質問をさせていただきた

いと思います。 

  今答弁をいただきました上下で男女共用という

ことなんですけれども、例えば女性の場合、ズボ

ンというんですか、ズボンなのかスカートなのか、

そんな関係も含めてひとつお聞かせ願いたいし、

できたらデザインをどういう形で募集するのか、

専門家に頼んでデザインするのかわかりませんけ

れども、やはり宮代らしさを象徴した、そんな色

にしてもらればいいのかなという感じもしますし、

できたらば職員の声、特に若い職員、女性の声を

導入をしてデザインをしてもらいたいなと。あり

きたりの事務服、作業服ではなくて、そんなこと

を考えているのかどうか、お聞かせ願いたいと思
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います。 

  それから、私もこれは過去に一般質問でやった

と思うんですけれども、宮代町は町章というもの

がありますよね。今の職員で町章をつけている人

が残念ながらほとんどいないんですけれども、こ

の作業服に町章なりを入れる考えがあるのかどう

か。胸を張って宮代町の職員だというふうな形を、

対外的でも示すためにも、町章は当然つけるのか

なというふうに思いますけれども、そんな考えが

あるのかどうか、もう一回確認をしていきたいと

思います。 

  それから、広報の関係なんですけれども、でき

る限りやはり読んでもらいたいということで、タ

ブロイド判にもちろんするのでしょうけれども、

今までの広報を見ると、どちらかというとみんな

一方通行。町のほうから、行政から町民に呼びか

けている、そういう記事が圧倒的に多い。でも、

呼びかけ文、今先ほども前段者からも質問にいろ

いろありましたけれども、活字が小さい、いろい

ろと今宣伝されていますよね。コマーシャルでも

活字が小さいなんて言われておりますけれども、

やはり町民から逆に呼びかけるような、やはり町

民と交流できるような、そんな広報紙を目指して

もらいたいなというふうに思いますので、呼びか

けではなくて、町民から逆に声が上がるような、

そんな広報紙も目指してもらいたいなというふう

に思いますので、そんな考え、何かアイデアがあ

るのかどうか、ひとつお聞かせ願いたいと思いま

す。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  １点目の作業服の関係についてお答え申し上げ

ます。 

  男女とも同じデザインでございまして、女性に

おいてもパンツというかズボンをはくということ

になります。こちらのデザインについては、既に

今年度まちづくり建設課を中心に職員の意見を取

り入れたもので行っておりまして、色とするとベ

ージュが基本になってございます。作業服だとい

うことがすぐわかるような、そういう色合いであ

ろうかなというふうに思っています。その色が宮

代らしいかどうかという点については、ちょっと

何とも言えないところがございますけれども、作

業服だということがすぐわかり、統一感があるも

のであれば、町民の皆様から町の職員だというこ

とがすぐ見分けられるようなものになっているの

かなというふうに思います。 

  それと、町章については、ちょっと私も記憶の

中では宮代町という文言は入っておりますけれど

も、町章が入っているかどうかという点について

はちょっと今、お答えできないのですが、たしか

入っていなかったのかなというふうに思いますの

で、その点だけご報告をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。ご質問にお答えをいたします。 

  今議員ご指摘のように宮代の広報課はお知らせ

的なものの一方通行の広報になってしまっている

というご意見がございました。その点につきまし

ては、こちらの担当といたしましても実は認識を

しているところでございまして、宮代町に限らず

市町村の発行する広報紙について、今一番言われ

ているのが、議員のご指摘いただいたような行政

側からの一方通行のお知らせ型の広報になってし

まっている、単なる町からの伝えたいことを伝え
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るだけの広報になってしまっているというのが、

宮代に限らずほかの市町村でも言われている問題

点というふうになっておりまして、そこはなるべ

くこれから改善をしていきたいというふうに考え

ております。 

  町長がまちづくりのモットーとして挙げており

ます対話のまちづくりということも、この広報紙

を通じて行政と町民が対話をしていくという手段

であるというふうにも考えておりますので、町か

らのお知らせということだけではなく、例えば何

かについての町の方のご意見とか、インタビュー

とかそういったお話を載せるようにやっていきた

いと思っています。実際のところなるべくこちら

のほうでも取材に行って、いろんな方のお話を聞

いて、その方のお話、インタビューをして内容を

載せるということも現在なるべく取り入れるよう

にはしているのですけれども、今後につきまして

はそれをもっと、より多く取り入れてお互いに情

報を共有できるような形で広報紙をつくっていき

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  被服の関係なんですけれども、ベージュ色、ベ

ージュ色というのはどういう色だか私、よくわか

らないですけれども、こういう色ということです

か。明るい色ということですね。黒とか濃紺では

なくて、明るい宮代らしさを象徴とした服をつく

るということで理解するわけですけれども、町章

の関係なんですけれども、やはりできる限り町章

はつけてもらいたい。宮代町ももちろん結構です

けれども、せっかくいい、あれは町章、町制30周

年で公募した町章ですから、ぜひとも一つシンボ

ルとしての町章を入れてもらいたいなというふう

に思っております。 

  それから、もちろんデザインはいろいろと工夫

をして着やすいということが大事でしょうから、

仕事がしやすいということが大切ですから、我々

は専門的ではないですから、生地のことはよくわ

かりませんけれども、できる限り軽く、着やすい

ような、そんな作業服、事務服をつくってもらい

たいなというふうに思っていますけれども、町章

の関係をもう一回ちょっと確認をしておきたいと

思うんですけれども、ぜひひとつ、つけてもらい

たいなというふうに思っております。 

  それから、一応10年に１回くらい、目途で変え

るということなんですけれども、個人的に１着で

はなくてもう１着つくりたいなと、俺は、まだあ

と20年ぐらいは務めるから、30年ぐらい務めるか

らもう１着ぐらいつくってもいいなといった場合

は何か補助的なものがあるのかどうか、ひとつお

聞かせ願いたいと思います。 

  それから、広報の関係なんですけれども、今答

弁をいただきました。できるだけ読んでもらうよ

うに、町民の声を聞くような広報紙を目指したい

なということを言っておりましたけれども、２名

体制で現在やっているという話なんですけれども、

できたら町民から、結構退職してその道で頑張っ

た人が結構いるらしいんです。できたらボランテ

ィアで協力体制がもし、とれるのだったら、紙面

ももっと広がるのかなというような感じがするわ

けです。例えば今、町長は対話を目指すまちづく

りということで進めているんですけれども、でき

たら宮代町地区連絡会ということで４つのブロッ

クに分かれています。それぞれ今町長と地区の代

表との懇談会もやっているようですけれども、で

きたら、少なくともやはり特派員的な、４ブロッ

クから特派員みたいなものを募って、紙面に参加

できるような形になれば、もう少し紙面が広がる

のかなというような感じがするんですけれども、
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そんな考えがあるのかどうか、ひとつお聞かせ願

いたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課課長。 

○総務課長（大橋洋巳君） 総務課長の大橋でござ

います。 

  １点目の被服費の関係についてお話させていた

だきます。 

  まず、この今回当初予算のほうに計上させてい

ただいた経緯なんですけれども、４月の時点でま

ちづくり建設課から被服費がずっと貸与されてい

ないので、統一デザインを決めて、自己負担で買

いたいという話がありました。その経緯がありま

したので、課長会の中で話し合いまして、やはり

被服費を設けているのにその自己負担で買うとい

うのは、やはり違うだろうという形で、それはや

はり町がきちんと、被服費の規定ですと、２年に

１回とかそういうサイクルでかえることとなって

いるのですけれども、とてもそういったことはで

きないので、そういった形で公費で対応させてい

ただくとともに、先ほど言ったとおり、今回そう

いう機会であれば災害対応の場合でも、職員とい

うのが今、ばらばらになっているとわからないの

で、一緒に買いましょうと。 

  ただし、先ほど副課長が言ったとおり、一度買

えば頻繁にまちづくり建設課で現場に出て行く職

員以外は10年は着られるよねと。ですから、１回

買ったからすぐにまた買いかえるのではなくて、

それだったら今言ったとおり、そういう長いスパ

ンは着てもらうと。それ以外の人についてはある

程度、作業着が頻繁にそういうところに行く人に

ついては、もう少し短いサイクルにしましょうと

いうものを決めさせていただいたという経緯がご

ざいます。 

  ですので、今回予算は上がっていますけれども、

これが毎年上がるようなものではないということ

でございます。ですので、あと、金額については

今年、もう既に先行して買ってございますので、

その単価で計上させていただいておりますので、

町章についてはその辺がうまく、予算的にうまく

いけばということなんですけれども、町章以外で

も先ほど話させていただきましたとおり、わかり

やすいということで、宮代町とかというデザイン

のほうは入れさせて、住民の方がわかりやすいよ

うな形にさせていただいておりますので、ちょっ

とご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  広報についてのご質問でございます。 

  議員さんのおっしゃりますように、今広報では

宮代広報サポーター制度というのを実施いたして

おりまして、現在２名の方にサポーターになって

いただいて活動いただいております。２名の方で

町内のいろんな行事ですとかイベント、そういっ

たものを取材をしていただいて、その取材の模様

を文章、それから写真で提出いただいて町の広報

に掲載をいたしております。今月発行したばかり

の広報みやしろ３月号でも、広報サポーターの方

の記事が出ております。笠原小学校でまゆだまづ

くりということで記事を紹介させていただいてお

ります。 

  現在２名体制でこちらの制度を実施していると

ころですが、昨年、その前は１名だったんですけ

れども、新しく１名就任していただいて、現在２

名ということになっております。町の広報紙につ

きましては、職員が編集をしておりますけれども、
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市民参加による広報のまちづくりというのがこの

広報サポーター制度の趣旨でございますので、今

後につきましてはここを広げて、議員さんのおっ

しゃられるように、さらにボランティアの協力体

制を広げていってやるというようなことも検討を

してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 時間の関係がありますから、

要望になるかと思うんですけれども、被服の関係、

10年に１回、人間というのはやはり、10年という

のは体型が随分やはり変わるんですよ、普通は。

我々も正直に言って、随分変わってきているんで

すけれども、できる限り臨機応変と申しますか、

服なんかも、ズボンなんかもある程度、男女共用

するような、そんなものを一つ考えればいいのか

なという感じがしますし、やはり宮代町の職員、

服務規程の中でも、第４条の中でも載っておりま

すけれども、宮代町の職員さん、職員かどうかわ

からないという方が大分見受けられて、最近随分

課長の指導がいいのか、町長の指導がいいのかわ

かりませんけれども、大分よくなったなという感

じがするんですけれども、正直言ってなかなか職

員だかなんだかわからないという方もたくさんい

ますし、名札もどこかに行っちゃっている人も随

分いるようですし、できる限り服には、くどいよ

うですけれども、町章を入れてもらいたいし、で

きたら名前も一緒に、ユニフォームですから、作

業服に名前でも入るようにやってもらえればいい

のかなと。胸張って宮代町の職員だというふうに

言われるように、ぜひとも服務規程にのっとって、

すばらしい職員をひとつ、服を通して示してもら

いたいなというふうに思います。これは要望にな

ると思いますけれども、できる限りよろしくお願

いします。 

  それから、広報の関係なんですけれども、やは

りできる限り町民の声を吸い上げる、そんな紙面

にしてもらいたいなということを強く要望して終

わりにしたいというふうに思います。 

  ありがとうございました。要望でいいです。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  ２件ほどちょっと聞いておきたいんですけれど

も、１点は選挙の関係。投票率がよくないんです

よね、相変わらず。ほかの市町村もそうかもしれ

ないですけれども、この原因。公営掲示板が悪い

のか、投票所が少ないのか、いろいろあるかもし

れない、あと、日常の選挙の宣伝活動が少ないの

か、いろいろあると思うんですけれども、やはり

宮代町もよくて50.ちょっとか、だんだんほかの

市町村に似てきたような傾向がある。18歳以上の

投票を設けても上がらないと。これはどう対応す

るか、前も高校生については学校に行って、選挙

の大切さを宣伝するとか、そういうことを言って

いましたよね。やったのだとは思いますけれども、

それでも上がらない。それは一般の投票者が悪い

のかどうか、それはわかりませんけれども、どう

いう層が投票が悪いのかいいのか、私たちには調

べようがないんだけれども、役場は調べればわか

ると思うんです。これをまた何とか、最低でも60

何％行かないとねと思うんです。これ、何とかど

ういうふうに対応しているのか。ちょっと私が理

解できるように、まして宮代も来年２月、今度の

２月に予算にも載っているけれども、町議選があ

ります。これも投票率をがんと上げるようにしな

いといけないと思うんです。町が活性化にならな

いと思いますので、これの対応をどうやっている

のか、納得できるような答弁をお願いしたいと思

います。 



－８３－ 

  もう１点は、前段者が質問していましたけれど

も、障害者雇用、何か雇用を本当にするのかしな

いのか、はっきり私、説明ではわからない。何か、

対応を検討するとか何とか、そんな言葉を使って

いたようだけれども、やはり基準が変更になって

いますよね。宮代は４人だと、今３だと。という

ことはもう１人足らないということでしょう。そ

れもわかっているんだから、検討するとかそうい

うのではなく、もう採用しますと。こういう答弁

をするのかなと思ったら、何だか１名登録をした

とか何とか、採用を検討していくとか、その人を

ね、それはちょっと問題だと思うんです。やはり、

はっきり採用しますと。それぐらいの答弁がある

のかなと思ったら、また、何か逃げているんだよ

ね。しなくてもいいような答弁をしているわけ、

採用を。それ、問題だと思いますよ。基準がもう、

上がって４名にしなくてはならないということに

なっているんだから、４名以上でもいいですよ。

別に今３だと、今度は４にしなくてはいけない。

４名でなくても５でも６でもいいんだと思います

よ、増やすことは。そういう、１名でさえ検討す

る、どうもはっきりしない。宮代町の体質かなと

思ったんだけれども、これはやはり、はっきり採

用しますという答弁をすべきだと思います。 

  その２点、ひとつ質問をいたします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩といたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

 

再開 午後１２時５９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんお集まりのような

ので、再開いたします。 

  引き続き、総務課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  先ほど２点いただきましたご質問についてお答

え申し上げます。 

  まず、１点目の投票率の関係でございます。ご

指摘ございましたとおり、非常に今投票率が低下

をしているという状況でございまして、来年度の

予算で計上されている投票が４つほどございます

が、それの前回の投票率を見てみますと、県議会

議員の選挙については前回が36.7％、県知事選に

ついては29.8％、参議院議員の選挙については

51.5％、議会議員の選挙については48.6％という

状況でございました。それをまた４年前にさかの

ぼっても余り変わらないという状況で、その起爆

剤として18歳、19歳の投票の拡大というのも行っ

ておりますけれども、正直なところ余り効果が出

ていないというところかなというふうに思ってお

ります。 

  投票率が低い原因というのは、これはさまざま

な要因があるとは思うんですけれども、総じてや

はり政治に対する参加意欲というのが国民全体の

中で低下をしていて、これは国としても大きな課

題であるというような認識のもとに立っていると

いうふうには考えております。 

  宮代町においても、近隣の自治体で投票率が上

がった自治体に問い合わせをして、どういった取

り組みをしているかというようなことについては

調査をさせていただいているんですけれども、そ

れぞれの選挙管理委員会からの答えとすると、特

に特別なことは行っていなくて、天候ですとか、

あるいは選挙の盛り上がりですとか、そういった

ものに左右されているのではないかというような

お話でございまして、正直、特効薬がないという

のも現状ではございます。 
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  18歳、19歳の啓発としては、先ほどご指摘いた

だいたとおり、宮代高校なんかに選挙管理委員会

のほうで出向いて、模擬投票ですとか選挙の仕組

みなんかについてもお話しさせていただいたり、

あとは投票箱に実際に触れていただくということ

で、生徒会なんかの選挙にも実際の投票箱を用い

て行ったりということで、選挙を身近に感じてい

ただけるような、それがどこまで効果があるかと

いうところはあるんですけれども、そういうよう

な取り組みについては地道に行っているというと

ころでございます。 

  また、今回、ポスター掲示場についても若干見

直しをさせていただいておりまして、今度の県議

会議員選挙からにはなりますけれども、東武動物

公園の駅の西口のほうに東武鉄道様のほうと調整

がつきまして、ポスター掲示場を１カ所置かせて

いただくということで調整をしております。その

かわり、商工会のところにございます用水沿いの

ポスター掲示場については、それを移設するとい

うような形で考えておりまして、ポスター掲示場

の数については78カ所で変わらないという状況に

なっております。 

  こうした状況ですので、我々選挙管理委員会と

いたしましては、地道に投票率が上がるように訴

えていくということと、あとは国民全体の意識と

して政治への参加ですとか、投票していくという

ような意識を高めていっていただくということで

対処していくというのが現状でございまして、十

分なお答えにはちょっとならないところはあるん

ですけれども、そういうような取り組みというこ

とでご理解をいただければと思っております。 

  次に、障害者雇用についてお答え申し上げます。 

  前段の議員さんからもございましたし、今、小

河原委員さんからもございましたとおり、議会の

ほうからもそういう大きな問題意識をいただいて

いるということについては、我々のほうとしても

重く受けとめなければいけないというふうに考え

ておりますし、また、法律で定まっている法定雇

用率というものを、やはり行政が率先して守って

いかなければいけないというその意識については、

強く持っているところでございます。 

  ただ採用試験については、まだ十分な見直しと

いう点には至っていないというところもあります

けれども、これは必ず達成できるように我々とし

ても取り組んでいきたいというふうに考えており

ますので、現時点においては、その意識というこ

とを伝えさせていただきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  投票所を増やすということは考えていないわけ

ね、まず。というのは、場所によっては、もうち

ょっと近くにという意見もあると思うんですよ。

そこら辺を考えて、そういうことはないのかなと、

そういうことも必要なのかなと私は思うんですけ

れども、それは、すぐ簡単にはできないことはわ

かりますので。掲示板は何か増やさないで移動す

るだけ。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（小河原 正君） 増やしたほうがいいんじ

ゃないの、ゆっくり、多くの人の目に見えるよう

に。まして町議選のときには、ここのほとんどの

メンバーがまた立候補するんでしょうから、この

顔ぶれが町中に散乱するように、散乱と言ったら

言葉が悪いか、わかるようにしたほうがいいかな

と。そういえば投票率、先ほどの報告でも48.6％、

町議選になると幾らかよくなるんだね。町長選よ

りは悪いんだね、前回の、多分、忘れましたけれ

ども。県議選については、ちょっと宮代から出て
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いないからというのもあるのかもしれないね、悪

いのは。だから、こういう結果になるのかなと思

うんだけれども、ひとつ投票率が上がるように、

例えば有線放送は使えないのか。車でよく前は、

あしたは投票日ですとかと、よく宣伝をしていた

けれども、最近余り動かないよね。やはりそうい

うことも必要だと思うんだよね。どんどんそうい

うことで、投票をしむけると。 

  あともう１点、ちょっと聞いておきたかったの

は、期日前投票。例えば県議選、うわさだよ、無

投票になった場合、そうすると27日だっけ、告示、

今度ね。27日で終わっちゃうんだよね、無投票だ

と。そうすると、知らない人は28日から期日前投

票に行っちゃうかもしれない。その対応は大丈夫

なの。多分、明日選挙で期日前投票に行こうと、

無投票だって知らなきゃ行っちゃうもんね。その

対応はちゃんとするわけでしょう、もしそうなっ

た場合。そこら辺もそれは町民の皆さんに、その

くらいのことはやってもらったほうがいいのかな

と思いますので、ひとつ投票率が上がるように努

力をしてもらいたいと。わかりました、１点目は

そういうことで努力してもらいたいと。 

  あと障害者雇用については、私も質問のときに

申し上げましたけれども、別に４人以上だってい

いわけだからね。そういうことで、障害者雇用も

ひとつ障害者のために、最後のほうには必ず達成

できるようにすると言っていましたから、それは

１人は達成するのかなというんじゃなくて、何人

かね、もし宮代の人の中でそういう人がいたら、

どんどん採用すべきかなと私は思うんですよ。そ

こら辺はどうなのか、ちょこっとでいいですから

答えてもらいたいと。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の大場でご

ざいます。 

  まず投票率の向上に向けてということで、投票

所等の増加というようなお話をいただいたんです

けれども、現時点では11カ所設けておりますけれ

ども、確かにちょっと遠いという方はいらっしゃ

るかもしれませんが、施設等の関係もございまし

て、現時点においては、まだ増やすというような

議論は行ってはいないというところでございます。

そういった状況でございます。 

  あとポスター掲示については、今回、数を増や

さないでということで取り組ませていただいてお

りまして、その効果なんかも見ながらですね、そ

れは考えていかなきゃいけないというふうに思っ

ておりますが、現時点では数については現行のま

ま行わせていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

  それとあと、期日前投票の関係で無投票になっ

たときには、確かに入場券がお手元に届いている

可能性がありますので、無投票になったというこ

とをわからないで投票に行くというようなことが

出てくる場合も、これはゼロではないかもしれな

いというふうに思っておりますので、当然、防災

行政無線等を通じてその旨というか、そういった

ものについては周知させていただきますけれども、

当然お手元に声が届かないという方もいらっしゃ

るかもしれませんので、それは役場にお見えにな

れば、ちゃんとした対応をさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

  それと、障害者雇用については、おっしゃると

おり、別に１名増やせばいいという趣旨ではなく

て、当然、障害者の方が働けるような職場環境も

含めて構築していかなきゃいけないということに

なっておりますので、この辺については鋭意努力

をさせていただきたいというふうに思っておりま



－８６－ 

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（鈴木淳史君） 総務課主幹の鈴木と

申します。 

  ポスター掲示場の関係で補足して説明をさせて

いただきます。 

  町内78カ所ということで各種選挙で設置してお

りますけれども、基本的にこれは法で定まってい

るものということになりまして、投票区は11投票

区ありますけれども、その広さ等に応じて、あと

有権者数に応じて何カ所ということで定まってお

りまして、11カ所のうち10カ所についてポスター

掲示版は７カ所、１つの投票区内に７カ所。それ

で、１カ所については、多少広さがあるので８カ

所を設けなさいということになっておりまして、

合計78カ所ということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。今の答弁

を忘れないように、ひとつお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。何点か質問させ

ていただきます。 

  最初に、66ページの職員研修費用でございます。

職員の政策形成能力の向上などスキルアップや人

材育成を推進すると説明されております。これは

何回、何人参加で、どんな内容でやるのか、それ

をちょっと教えていただきたい。 

  また、あと女性職員で構成する庁内プロジェク

トにおいて、女性のきめ細かな感性や柔軟な発想

を生かした事業を検討、実施すると説明されてい

ます。どんな内容の事業なのか、わかれば教えて

いただきたいと思います。 

  それと同時に、女性のことを書かれているので、

ちょっと質問させていただきますけれども、宮代

町の女性の幹部というのが、小暮さん一人しかい

ないというのが現実だと思います。もし小暮さん

がやめてしまえばゼロになってしまう、そういう

状態の中で、こういう女性のきめ細かだとか何と

かと政策をしていると思いますけれども、どうな

のか、今後どうするのか、そういう女性幹部を増

やしていくのかどうか、その辺のところも詳しく

できれば教えていただきたいと思います。 

  それと、68ページです。 

  人権平和推進事業でございます。埼葛人権施策

推進協議会とか、越谷人権擁護委員協議会ですか、

杉戸部会とか書いてありますけれども、こういう

団体というのはどういう団体なのか、ちょっと私

わからないので教えていただきたいのと、どうい

う自治体が、この辺の自治体は全団体が入ってい

るのかどうか、教えていただきたい。 

  それと、70ページになります。 

  情報公開推進事業でございます。この辺のとこ

ろの昨年度までの実績とか、今年度はどういうこ

とをやっていくのか、教えていただきたいなと思

っています。それと同時に、行政不服審査会も同

じでございます。今までどういう経過があったの

か、内容があったのかないのか、それを教えてい

ただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、宮代町はいろんな事

業で委託先を決めていると思います。この委託先

の決め方というのは公開でやっていると思うんで

すけれども、結果的に、同業者がまた再度委託さ

れているというケースというのは、どれくらいあ

るのかとか、その辺のところも、わかればでいい

です、わかる先だけでもいいです、わかる範囲だ

けで教えていただきたいなと思います。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課副課長の大

場でございます。 

  まず研修の関係についてお答え申し上げます。 

  31年度予算の特徴として、今回、特に掲げさせ

ていただいているのは、職員の政策形成能力の向

上に向けた研修ということでございますけれども、

通常の研修につきましては、宮代町の単独で行っ

ている研修と、あと彩の国人づくり広域連合で行

っている研修と、あと宮代町、久喜市、蓮田市、

白岡市の３市１町で行っている研修の大きく３つ

に分かれてくるというものでございます。 

  それぞれの研修には特色があるんですけれども、

まず宮代町が単独で行っているものというと、新

採用の育成が主な研修になっておりまして、新採

用職員の研修ですとか、あとは新採用の職員の育

成塾みたいなものを行ったり、あと職場内のＯＪ

Ｔといった取り組みを行っております。 

  また、３市１町でございますが、こちらになり

ますと、階層別の研修ですとか、専門研修という

形になります。 

  また、彩の国人づくり広域連合で行っている研

修は、これも階層別ではございますが、こちらに

ついては県内の市町村と埼玉県も一緒に入ってお

りますので、県内各地の市町村の職員ですとか、

県庁の職員と一緒になって研修を受けるというと

ころが、ひとつ大きな特色になろうかなというふ

うに思っています。 

  そうした中で、31年度の政策形成の取り組みと

いたしましては、今考えておりますのは、これは

仮称でございますけれども、宮代の未来デザイン

プランみたいなものを、プロジェクトみたいなも

のを考えておりまして、宮代の未来に向けて取り

組むべき政策課題を、それぞれの職員がプレゼン

テーションをして競っていくような、そういうよ

うな取り組みができればなということで、今鋭意

検討しているというところでございます。 

  そうした中で、例えば全国の先進地に行って現

場でその状況を把握したりですとか、あるいは、

なかなか宮代町として参加していない派遣研修に

行きたいとかというような声があれば、そういっ

たものに対して、そういうプレゼンテーションに

よってすぐれた内容があれば、そういったものに

対しての支援は行っていきたいなというふうに考

えております。 

  また、宮代町の職員の中で、今、ちょっと自主

勉強会みたいなものも少しずつ行っているケース

が出てきておりまして、そうした自主勉強会なん

かが活動しやすいような、そういう支援というの

も31年度については検討していきたいなというふ

うに考えてございます。 

  続きまして、女性プロジェクトの関係について

お答え申し上げます。 

  宮代町では、女性職員活躍推進プロジェクトチ

ームというものを設置したしまして、現在９名の

メンバーが、そちらのプロジェクトに参加をして

おります。 

  年代的には30代が２名、40代が４名、50代が３

名ということでございまして、発足が平成28年度

になります。活動してちょうど２年３カ月ぐらい

経過したところでございます。テーマとしては職

場改善をテーマに行っておりまして、理想を目標

として掲げているのが、一人一人が能力を発揮し、

全職員が支え合い、尊重し合い、チームを組んで

きらきら輝く職場ということで、今いろいろな取

り組みを行っております。 

  特に女性職員プロジェクトチームの活動の特色

といいますと、よりコミュニケーションを住民の



－８８－ 

皆様と図っていきたいということで、町民祭りに

参加をしたりですとか、綱引き大会に参加をした

りというようなことも行っておりますし、あと役

場内の職員間の交流を促進したいということで、

レクリエーション的な取り組みというものも実施

をしているというところでございます。 

  また、新採用の職員に対しての育成塾で講師に

なって、自分たちのこれまで歩んできたキャリア

について説明をしたりですとか、そういうような

啓発活動というものもプロジェクトのメンバーが

中心となって行っているというところでございま

す。 

  活動は今言ったテーマに基づいて、主にコミュ

ニケーションですとか、そういう職場の中での活

性化みたいな部分を主に取り組んでいるというと

ころでございまして、その点についてはご理解を

いただければなというふうに考えております。 

  次に、女性職員の幹部の育成についてでござい

ますが、こちらも女性活躍推進プロジェクトの取

り組みと実際にリンクをしてくるということにな

るんですけれども、実は今回の主査級試験におい

て、女性活躍推進プロジェクトのメンバーが９名

おるんですけれども、そのうち主任級であった職

員が３名受験するというような効果も出てきてお

ります。自分たちがそういう責任ある役割につい

て、職員を牽引していこうという意識も高まって

きているのかなというふうに思います。女性職員

の幹部の育成については、これは町としては喫緊

の課題だというふうに思っておりますので、これ

は引き続き進めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  次に、予算書でいいますと68、69ページの人権

平和推進事業でございます。 

  埼葛人権施策推進協議会ですとか、あとは人権

擁護委員さんの部会の話、越谷人権擁護委員協議

会の話がございましたが、こちらの構成というこ

とでお答えさせていただきますと、埼葛郡市人権

施策推進協議会については、埼葛12市町、これは

三郷から久喜までの東部地域の12市町が協議会を

設定いたしまして、久喜市が会長ということで今

取り組んでいるところでございます。こちらにつ

きましては、人権の取り組みを行うための教職員

のための研修会ですとか、あるいは、人権に関す

る各種アンケートですとか、そういったものをこ

ちらの協議会の中で考えて実施をしているという

ところでございます。 

  また、越谷人権擁護委員協議会ですとか、越谷

人権擁護委員協議会杉戸部会なんですけれども、

越谷人権擁護委員会の協議会については、これは

先ほどの埼葛12市町と若干異なるんですけれども、

主に埼葛エリアの市町の人権擁護委員さんが活動

の主体になっているというところでございまして、

こちらの事業活動としては、常設の人権相談所で

すとか、あるいは小・中学校における人権教室で

すとか、あとは小・中学生がＳＯＳを発するよう

なミニレターの配布ですとか、そういったような

取り組みを行っております。 

  また、こちらの杉戸部会については、宮代町と

杉戸町の人権擁護委員さんで杉戸部会というもの

を組織して活動しているというものでございまし

て、こちらにつきましては、町のイベント時に人

権啓発品の取り組み、人権啓発の実施ですとか、

あとは小学校で行っております人権の花の運動で

すとか、人権作文、そういったような取り組みを

行っているというものでございます。 

  続きまして、情報公開の関係でございます。 

  情報公開のまず今年度の12月末までの情報公開

請求については、自己開示請求と合わせまして６

件ございます。内訳とすると、情報公開請求が５

件、開示請求が１件ということでございます。 
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  情報公開の関係で言いますと、審議会と審査会

というものがございます。すみません、予算書の

70、71ページになりますが、この中で情報公開保

護の審議会については、情報公開制度の改正に伴

う情報公開条例の改正が町で必要となった場合に

諮問して意見を伺うというようなものでございま

して、平成30年度、今年度については、活動実績

はございません。 

  また、情報公開保護審査会については、情報公

開条例に基づく情報公開の請求に対して不服申し

立てがあった場合に審査会を開催するということ

になっておりますが、こちらについても不服申し

立てが出ておりませんので、審査会の開催実績と

いうのは、現状としてはございません。 

  次に、行政不服審査会でございます。こちらも

予算書70ページ、71ページでございます。 

  こちらは行政不服審査法の改正に伴いまして、

町で設置が義務づけられている審査会でございま

すが、町が行う行政処分に対しまして不服があっ

た場合に、不服申し立てに対する審査機関という

ことになっておりますが、宮代町においては、現

時点においては行政不服審査会に諮る不服申し立

てがございませんので、審査会のほうについては

開催はしていないという状況でございます。 

  それとあと、委託の関係でご質問がございまし

た。総務課の所管分で言いますと、例えば委託業

務で行っておりますのは、ホームページの管理で

すとか、そういったものになっておりまして、現

在は株式会社ぎょうせいに一者随契という形で行

っております。 

  それと、先ほどの会計年度任用職員制度につき

ましてもお答えいたしましたとおり、株式会社ぎ

ょうせい、これは例規の関係とも絡んでくるとい

うこともあって、そういった委託をさせていただ

いておりまして、町全体の委託の決め方というこ

とになりますと、これはちょっと総務課の所管と

いう形ではなくて、企画財政課のほうで契約規則

等の所管をしておりますので、そちらのほうでご

確認をいただければありがたいなというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最初からなんですけれども、研修ですね、新入

職員の研修とか、そういうものをやるというんだ

ということなんですけれども、この女性のプロジ

ェクト、これを決めたのが総務課だと思いますけ

れども、この政策立案というのは、どなたがやっ

たんでしょうか。これは男性がやったんですか、

それとも女性がやったんですか。その辺のところ

が最初から間違っていると、やはり女性プロジェ

クトといっても男性の案でやってしまうというの

が往々にしてありますので、どうしても女性の職

員がこういうのに出ても、企画課なんかもそうな

んですけも、少ないというのが大いにあるんです

よ。その立案をやって、これをやりなさいという

ことで、そういう職員にやってしまう。やはりそ

れだと、なかなかうまくいかないというのが、現

状であるんじゃないかなと思っております。 

  その結果としては、幹部職員が少ないというの

も、その一つの例だと思います。私はこの辺のと

ころを、もう少し女性の目で、女性が立案してや

っていく能力、能力というんじゃないですけれど

も、立案させると、それが必要じゃないかなと思

っております。男性が正面切って、こういうこと

をやりましょうと言ったって、これは何の意味も

ないと私は思っております。そういう点では、や

はりそういうやり方を、やるんだというんであれ

ばですよ、女性を大々的に登用するということが

大事じゃないかなという感じがしますので、ぜひ
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その辺のところは、これは何年も前から言われて

いることだと思います。女性幹部が少ないという

ことでは。やるやると言っておきながら、今まで

になってきている。 

  確かに、上のクラスに３人挑戦したということ

では、これは評価できると思いますけれども、そ

ういう雰囲気をつくるというんですか、それが大

事かなと私は感じておりますので、ぜひその辺の

ところは強めてほしいと思っております。もう一

度、その辺のところはどういうふうに考えている

のか、まず最初に聞きたいなと思います。 

  それと、70ページの情報公開、行政不服審査会

ゼロということで、今回はどちらもなかったとい

うことで了解したしました。 

  それと、人権平和推進事業でございます。全12

市町が入っていて、今、久喜市のほうがやってい

るんだということなんですけれども、これは年に

何回ぐらい、そういう協議会というのは開かれて

いるんでしょうか。その辺のところも教えていた

だければありがたいなと思っております。 

  それと、委託先が結果的に総務課としてはぎょ

うせいということになっているということなんで

すけれども、これは公開でやっているわけですか、

それとも指名入札みたいな感じなんですか。こち

らから先に言って指名して、お宅にやってくださ

いということでやっているわけ。公開じゃないん

だ。いろんなところで申し立てて、一般入札みた

いな、ああいうことではなくて、全部こちらで、

そういうのは、総務部ではここしかやっていない

ということなんですか。１社だけということなの

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 今のご質問につい

て順次お答え申し上げます。総務課の大場でござ

います。 

  女性プロジェクトの立案については、これは女

性職員が立案をしております。女性の目線から取

り組みを進めているというふうに考えております

ので、女性らしい取り組みが今できているかなと

いうふうに思います。 

  それと、２点目の人権施策推進協議会の年間の

回数でございますが、こちらについては、人権施

策推進協議会の幹事会というのと事務研究会とい

うのがございまして、幹事会については年間15回

ぐらいの会議を行っていて、事務研究会について

は、その中でも啓発委員会ですとか、広報委員会

というのが分かれておりまして、かなりの回数実

施しているかなというふうに思いまして、それぞ

れその中で検討した結果を事業に反映させている

ということでございます。 

  それと、先ほどの例規の関係でぎょうせいのほ

うに委託をさせていただいているというお話をさ

せていただきましたが、これについては競争入札

ではなくて、例規のシステムが今ぎょうせいのほ

うで行っておりますので、現状としては一者随契

という形で、ぎょうせいのほうにお願いしている

のが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  今の最後のほうから、ぎょうせいのほうに、１

社にやっていると、これはシステム上こういうこ

とでしようがないんだということだと思いますけ

れども、これは１回入ってしまうと、その業者に

ずっと最後まで頼むということになりますよね。

その辺のところでは、やはり１社に頼るというの

はいかがなものかなと私は思っているんですけれ
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ども、その辺どう思っているのか。 

  それと、女性のプロジェクトなんですけれども、

これは考えていくということで、最初から女性で

プロジェクトと言ったんですけれども、これ大も

とのプロジェクトを発案したのは、どこの部署な

んでしょうか。これは総務課なんでしょうか、そ

れとも企画課なんでしょうか。その辺のところを

いって、どういう人材でこのプロジェクトを立ち

上げたのか、どういう発想で。ちょっと詳しいこ

とがわからないので、この２点だけお願いしたい

と思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の大場でご

ざいます。 

  まず、１点目の例規の関係の委託先がぎょうせ

い、これからも将来的にもそうなるのかというよ

うなご質問だというふうに思いますけれども、総

務課のほうでもぎょうせいだけで考えているわけ

ではございません。他の業者からの提案も実際に

は聞いておりまして、当面、これまでのところは

ぎょうせいということでお願いをしておりますけ

れども、サービス内容については、今後精査をし

ながら決めていきたいなというふうに思っており

ますので、ご理解をいただければというふうに思

います。 

  それと、女性活躍の推進プロジェクトにつきま

しては、総務課の女性職員のほうで発案をさせて

いただいております。特徴としては、参加する職

員については公募という形になっています。です

ので、指名して参加をしてくるというわけではな

くて、自分で女性活躍推進プロジェクトに参加を

して、みずから意識を変えたいですとか、女性の

視点から取り組みたいという職員が主体的に参加

をしているというものでございまして、現在９名

の職員がいます。その中には、通常こういったプ

ロジェクトをやると一般職だけになるケースもあ

るんですけれども、保育士であったり、そういっ

た現場で保育業務を担っているような職員も参加

をして、いろいろな角度から検討をさせていただ

いておりますので、単に設置しただけとかという

わけではなくて、本当に実際にいろいろな活動を

行っていて、少しずつ職場の中の雰囲気というか、

そういったものも変わってきております。 

  女性らしい取り組みとしては、一つ例を挙げる

と、昨日、おとといぐらいまで、役場のロビーに

ひな祭りのおひな様が置いてあったと思うんです

けれども、あの辺なんかも女性プロジェクトの皆

さんが市民の方と共同して設置をして、役場に来

る方にそういう季節感ですとか、そういったもの

を味わっていただこうということで、女性の目線

から取り組んでおりますので、少しずつなんです

けれども、そういう取り組みを行っているという

ことでご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  ちょっと１点だけお願いしたいんですが、私た

ちの予算書の19ページなんですが、これが総務課

の広報担当の事業だと思うんですけれども、市民

の活動をつなぐインターネット放送局総事業費78

万とありますが、この積算というか内訳をお伺い

します。 

  それから、今年度の目標ということで下に５行

で連なっていますが、庁舎ロビーに設置したモニ

ターでというのは、これは来年度初めてやるとい

うことで、ここに載せているのかなと思うんです

けれども、そうでなかったら教えてください。 



－９２－ 

  それから、その下の内容ですけれども、これも

総務課がするという認識でいいのか、お伺いしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課主査。 

○広報担当主査（新井庸一君） 総務課広報担当主

査の新井と申します。 

  今のご質問に順次お答えさせていただければと

思います。 

  まず、私たちの予算書の19ページの市民の活動

をつなぐインターネット放送局の、まずお金の78

万円の内訳の話になります。 

  こちら、下にも書いてございますが、今年度よ

り進修館の指定管理事業に含まれるという形で、

総務課のほうでは実質の予算は持っておりません

が、この分のお金を指定管理のほうに上乗せしま

して、今現在業務をしているというのが、まずご

理解いただきたいと思います。 

  その中で、実数の78万円の内訳なんですが、実

際、インターネット放送局のまずホームページと

いうものが、町のホームページとは別に開設され

ております。そちらのサーバーのメンテナンスで

すとか、借り上げ料、それとあと、実際にボラン

ティアなんですけれども、特派員さんという方が

いらっしゃいます。この方々への交通費というか、

経費という形で少し積算をさせていただきました

分、それが基本的なメインのお金になっておりま

す。基本的には自分たちの機材等を持ち寄って使

っていただいておりますので、何かを買うとか、

何かを借りるとかというものは、基本的にはこの

中では入っておりません。 

  それともう一つ、31年度の目標の中にモニター

という表記があると思うんですけれども、こちら

につきましては、昨年度購入させていただいたモ

ニターが役場庁舎に置いてございます。こちらを

活用していろいろな情報を発信していくというふ

うにご理解いただければというふうに思っており

ます。 

  そして、その下にあります特派員による撮影、

編集、ウエブサイトへの公開という、実質の実働

の部分なんですけれども、先ほどお話しさせてい

ただきましたように、今現在、進修館の指定管理

の中で行っていただいているという部分がござい

ますので、事務局ないし運営管理というものは、

進修館のほうにまずしていただいているのが現状

です。ただもちろんですが、総合計画等にも載っ

ておる事業でございますので、町とも一緒にお話

ししながら、また、特派員さんとも一緒にお話し

しながら、これからの活動をどのような形で進め

ていっていいのかというものをお話しさせていた

だいております。 

  また、総合戦略というものを位置づけておるん

ですけれども、こちらのほうにも目標としまして

年間50本、また、再生回数２万5,000回という数

字も載っておりますので、それの目標を達成する

ためにどのような形でいろんな変化を見せて、皆

さんにいかに見ていただこうかというものも踏ま

えて、その動き方だとか、考え方というものも一

緒にお話をさせていただきながら実質活動してい

るというところが現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野でございます。 

  今、特派員というのがいらっしゃるのかという

ことと、そうしますと、特派員というのは、直接

総務課が担当ではなくて、指定管理者が、じゃ、

あなた特派員ねという形で言っているということ

なんでしょうか。もし会議をしているというのは、

総務課の広報担当と進修館の指定管理者と、それ

から特派員と、ともにそういういろんなことを練
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ったりする会議というのもあるというふうなこと

でいいんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課主査。 

○広報担当主査（新井庸一君） 広報担当の新井と

申します。お答えさせていただきます。 

  まず、特派員さんの現在の数なんですけれども、

今年度、２月末現在で今11人いらっしゃいます。

これは町内にお住まいの方に手を挙げていただい

て、公募みたいな形で参加いただいているという

のが現状ございます。 

  そして、任命なんですけれども、基本的にはボ

ランティアさんですが、町の企画というか、町の

看板をしょって実際撮影等も行っていただいてい

ますので、意思確認をという意味では、申し込み

書というんですか、こちらのほうをお出しいただ

いて、こういう特派員さん、こういう方がいらっ

しゃるというものを進修館のほうに提出いただく

んですけれども、それをご報告いただいて、実際

に講座等も一緒に受けていただいて、じゃ、みん

なで一緒にやっていきましょうというような形で、

実質的な事務が済んでおりますので、把握してい

ないということは、現在はございません。 

  それともう一つ、町と特派員さんですとか、進

修館とのかかわりなんですけれども、現在、特派

員さんも踏まえて月１回定例会というものを設け

ております。これは町のほうも参加するときとし

ないときももちろんあるんですけれども、こちら

のほうに一緒に出向きまして、現状、あとは悩ん

でいることだとか、こうしていきたいというもの

も一緒に踏まえてお話しをさせていただいている

ところです。 

  ただ、指定管理で一応動いている部分もござい

ますので、町が全てここにかかわっていくという

のもちょっと考え方的にはどうかなというのもご

ざいますので、この定例会の段階の前の段階で、

進修館のスタッフと私どもの町の広報というもの

で一度打ち合わせをさせていただきまして、今度

の定例会で何を行うというものをちゃんとお話し

させていただいた上で、そこにやはり私たちが行

かなければならないのか、そうでないのか、あと

はうちとしても必要とか情報が欲しいときは出席

させていただきたいというものをお伝えしながら、

定例会のほうでお話をさせていただいて、情報共

有というのをさせていただいているのが現状でご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 大体わかりました。 

  90ページに進修館費というか、進修館の管理事

業のところに本年度の特徴というので、やはりこ

の市民の活動というのでインターネット放送局と

ありますよね。進修館だから町民生活課かなとい

うふうに思うんですけれども、このインターネッ

ト放送局に関しては、広報にかかわるから総務課

がかかわっているということで、そして、その費

用的には進修館の指定管理で、ほとんど基本はボ

ランティアでやっていて、進修館というか、指定

管理者がやっている内容のことを、内容が広報だ

から総務課がやっているという、ちょっとわかり

にくいなというふうに思っています。 

  31年度の目標の中に、今年は若い世代の視聴率

向上を目指すために宮代高校、日本工業大学の学

生目線での動画を作製しというふうにあるんです

が、これはそうしますと、進修館指定管理者がそ

ういう若い人たちに特派員というか、動画をつく

ってねという話をつけたのを、広報がそれでお願

いしますみたいな、そういう流れになっていくと

いうことなんですか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 



－９４－ 

  総務課主査。 

○広報担当主査（新井庸一君） 広報担当の新井と

申します。お答え申します。 

  議員さんがお話しいただいたとおりに、ちょっ

とわかりにくいというのは大変申しわけございま

せん。特に予算の関係も含めますと、進修館の指

定管理事業に全て入っております。ただ総合計画

の段階でインターネット放送局という事業は、こ

れは徳出しされているものですので、このような

書き方でさせていただいております。 

  先ほどお話しいただきましたとおりに、管理と

いうか運営に関しましては、進修館管理事業とい

う１本なんですけれども、事業がそこに２本入っ

ているということで、この放送局に関しましては、

私たちで広報担当のほうでお金もそうですけれど

も、運営の仕方というものに関して、少し深くか

かわらせていただいているというのが現状でござ

います。 

  それと、若い世代へということで、学生目線も

というような文言でございますが、現段階で宮代

高校と特に日本工業大学の学生さんたちにご協力

いただきながら活動しております。こちらにつき

ましては、きっかけは町のほうの学校連携ですか、

こちらのほうがきっかけになっている部分ではご

ざいますが、何で進修館に指定管理に入れたかと

いうのは、やはり市民目線で見ていただく、あと

は学生目線というところで、進修館というところ

が今指定管理を行っている中で、インターネット

放送局以外でも高校生だとか大学生とのつながり

がすごく深いというところもございますので、こ

ちらをいかに活用できるかということを考えたと

きに、進修館のほうに指定管理としてお渡しした

部分も実質はございますので、それをうまく利用

する形で一緒にやっていきましょうと。だから、

進修館からいきなり飛び込んだわけではなくて、

そのような経緯から実質やっております。 

  また、余談といってはあれなんですけれども、

今年度は日本工業大学の研究室の学生さんに、ま

ず手伝っていただいたんですけれども、今年度に

関しては町民祭りの事前のＰＲ動画ですとか、あ

とは、この間ちょっと町ではないんですけれども、

おひな様祭りというのを、ちょうど先週進修館で

開催されたんですけれども、こちらのやはりＰＲ

動画ですとかというものを一緒に作成していただ

いて、放送局のホームページで流させたりという

のをさせていただいております。 

  また、宮代高校につきましては、今年度につき

ましては、たまたまなんですけれども、埼玉県の

学校と地域をつなぐ事業でＷＩＮ－ＷＩＮ事業と

いうのが、英語でＷＩＮ－ＷＩＮですね、という

ものの採択を受けまして、何か一緒にやっていこ

うよというような取り組みの中で、宮代町歩きみ

たいな形で、宮代町と商工会さんと宮代高校で、

簡単で申しわけなんですけれども、宮代町を一筆

書きで外を全部歩いてみるというような企画で、

その歩きながら地元のレポートであったり、近所

の食べ物屋さんだったりとかいうものをレポート

しながら町をＰＲしていくという形で撮影をさせ

ていただいております。ちょっと時期的に今卒業

式なので、なかなか編集がうまく進んでいないと

いう状況ではあるんですけれども、そのような形

で高校生の目線ですね、というところで動画のほ

うを30年度につきましては作製させていただいて

おります。 

  こちらをうまくやらせていただく中で、やはり

大学生と高校生、同じ学生といっても目線も違い

ますので、さらに広い目で町のほうを、また一緒

にできるというものがあれば、いろんなところに

ちょっと挑戦したいなというふうに考えておりま

して、これからも継続させていただければという
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ふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。よろしくお願い

します。 

  まず、広報についてなんですけれども、５月か

ら新元号がスタートしますので、自然増、自然減、

社会増、社会減、その数字を毎月載せていただい

て、年１回５月１日を基準に対前年比と比べてど

のくらい増えたか減ったか、数字を載せ続けてい

ただきたい。道佛もちょうど落ちつきましたので、

これから宮代町で大きな開発がないわけですから、

平常状態での増減がはっきりわかりますので、こ

れは要望です。 

  それから、Ａ４判からタブロイド判になるとき

に、印刷業者の印刷の機械が変わるから初期投資

で200万高くなるとかと説明がありましたけれど

も、それは、その機械を持っている業者に発注す

れば逆に安くなりますので、ぜひ検討していただ

きたいというか、安いところに発注していただき

たい。 

  というのは、うちも同じような仕事をしていま

したので、当初、社長が私にかわったときに、三

十数年前ですけれども、杉戸と春日部の四、五社

印刷業者を回って、それと、浦和の業者を回りま

して、輪転機を持っている業者は半額ぐらいだっ

たような気がしました。極端に安いので、地元の

業者はとてもじゃないけれども使えないなと。 

  それとあと、価格の面だけではなくて、10万部

ぐらい刷るのに２日後ぐらいの納品になるんです。

ところが浦和の業者ですと、２時ごろ私が原稿に

オーケーを出しますと、４時にそこで待っている

と帰りにもう持って帰れるんです。２時間後には

最初の刷り出しが出てくるんです。その２時間後

ぐらいには、10万部がもう刷り終わっているんで

す。ですからスピードが物すごく違う。そうする

と、その印刷に２日間かかるのが、その日に終わ

るとなると、うちの場合で申しわけないんですけ

れども、２日間営業活動ができるわけです、余計

に。そうすると、売り上げが上がるんです。です

から、売り上げが上がるし、印刷代も安くなるし

ということで、非常に助かったんです。ですから、

印刷屋の説明ですと、うちは印刷の機械を持って

いないから新しい機械でとかというので高くなる

というのは、その印刷会社の都合の説明だと思い

ますので、ぜひとも検討していただきたいと思い

ます。 

  質問に入ります。 

  まず、もうちょっと危機感を持って予算を組ん

でいただきたいなと思ったんですけれども、町長

の方針が、はっきりと宮代町は単独で行くという

ことを述べたわけです。職員の皆さんも、それは

もう町長から伝わっていると思います。そうしま

すと、現状維持でいくということは、道佛が終わ

った後、これからは人口が減り続けるのが確定し

ているわけです。そうしますと、減り続けるとい

うことは縮小していくんです。縮小していく中で

予算を組み続けなくちゃいけない、それに対して

この予算の組み方は、平年並みではないかなと思

うんです。 

  まして、2025年問題、あと６年後には団塊の世

代が全員後期高齢者になると、これははっきりわ

かっている。しかも、宮代町は埼玉県の東部地区

の中で北部並みに高齢化が高いんですよね。です

から、より厳しくなるはずなんですよ、財政は。 

  それから、笠原小学校を除いてほかの小学校３

校と中学校３校は、あと10年以内に建て替えの時

期がやって来るというのははっきりうたっている

わけですよね、年数がわかるわけですから。１校
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当たり15億円ぐらいかかるんだ。そうすると、笠

原小以外だけでも90億近くはかかる、これがもう

はっきりわかっているんです、その準備もできて

いないわけですから。 

  そうすると、何が必要かというと、例えば地域

手当を廃止する、申しわけないですけれども。導

入していいない自治体もあるわけですからね、宮

代町が何が何でも地域手当が必要なわけではない

でしょうし。 

  それから、事務公務員の削減、現場はしようが

ないですけれども、これだけパソコンでデータ情

報で仕事がスピードアップしているわけですから、

事務公務員の人数は極限まで減らせるはずなんで

す。そういう努力をしてほしい。 

  それから、イベントも毎年毎年組んでいますけ

れども、例えば３年補助したら見直す、そういっ

た形で縮小・廃止でも検討してほしい。そういっ

たことを、総務課が全体を見渡して多分予算書を

組む前に指示を出しているんだと思うんですけれ

ども、予算書を組む場合の方向性というのは、総

務課で出しているんですか、全体に。それをすご

く聞きたい。 

  町がもしそういう厳しい予算を組み続けて、議

会も合併を望まないんだったら、議員もきっと我

慢して、議員日当制でいくとか、議員の視察も必

要なうちだけやるとか、議会も協力するはずなん

です。ですから、縮小を決定したなら縮小する覚

悟で予算を組んでいただきたい。それを総務課は

意識して予算も組んでいるのか、指示を出してい

るのか、ぜひ聞きたい。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） お答えをお願いいたしま

す。答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の副課長の

大場でございます。 

  予算編成について総務課のほうで指示を出して

いるかということについては、これは総務課のほ

うで取りまとめは特に行ってはいなくて、予算編

成の方針については、企画財政課のほうで主に取

りまとめているというのが現状でございますが、

人員の削減等のお話も今いただいております。人

員については、これまで減らしてきているという

ところではございますけれども、一方で、さまざ

まな業務が自治体のほうに移管されているという

現状もございます。そういった中で、住民サービ

スの向上を図っていくというのが我々の使命でご

ざいますので、その点から必要な人員を配置して

いるということでご理解をいただければというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○委員（合川泰治君） 合川です。１点だけ質問を

させていただきます。 

  「町長への手紙」なんですけれども、町長へ手

紙を出すと町長に直接届いて、一番最初に町長が

目にすることになるのか、ほかの担当の方が見て

町長に持っていくのか、その辺の仕組みをちょっ

とひとつ教えていただきたいという点と、決算で

聞けばいいのかもしれないですけれども、昨年、

悩みや相談って一般質問でもちょっと行わせてい

ただいたんですけれども、どういったものが多く

寄せられているかという上位ベストスリーでも何

でも、その辺を教えていただければなというふう

に思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  「町長への手紙」につきましては、もし「町長

への手紙」が届いたときには、まず町長に直接内
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容を確認いただいております。そこで、関連があ

る担当部署に、その手紙の内容を伝えたりですと

か、場合によっては回答が必要になるケースも本

人のご要望によりありますので、そういった場合

につきましては、町長がその回答の方向性を指示

いたしまして、担当のほうと協議をしながらつく

っているという状況でございますので、まずは

「町長への手紙」は、最初に見るのは町長という

形になります。 

  あと、「町長への手紙」の内容でございますが、

今年度４月以降、年度の途中でございますが、２

月末現在で60件ほどいただいております。その内

容につきましては、さまざまな内容というふうに

なっておりまして、町の施策方針にかかわること

ですとか、あとは、例えば道路、駅前といった都

市計画の関係、あるいは環境の問題、交通安全の

問題、福祉の問題、さまざまな分野にわたってお

手紙をいただいております。 

  比較的最近多いのは、やはり都市計画の関係と

かで西口、東口の関係ですとか、そういったご質

問というのをよくいただいていたという印象を受

けております。あとは、やはり医療の関係ですと

か、福祉、介護、そういったことのご質問なども

多くいただいているように感じております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  もう一つお伺いしたいのが、一般質問の中で答

弁いただいたんですけれども、職員の方が悩みや

相談があると上司の方に言って処理していただく

ような内容だったかと思うんですが、職場環境に

対する悩みや相談というものや、上司に上がって

くるそういう内容ですね。どういったものが職場

環境の中で上がってくるかというのが、言える範

囲でお答えいただければと思うんですが、お願い

をいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の大場でご

ざいます。 

  職員の悩みや相談については、基本的には所属

長がさまざまな面談の場を通じて話を聞いている

というのが実情でございまして、その内容を整理

して総務課のほうに上げてくれというような話は

していないんですけれども、ただその課だけでは

ちょっと受けとめられないような悩み、例えばご

本人の体調の面ですとか、そういったものについ

ては、何か相談できる機会がないかというような

ことで、総務課のほうに相談が上がってくるケー

スもあります。 

  やはり基本的に多いのは体調面ですとか、あと

家族の関係ですとか、そういったものがあるのか

なということで、全体的な統計はとれていないん

ですけれども、そういう中から総務課に上がって

くるというのは、そういうものもあります。なの

で、プライベートというか、仕事に影響するよう

なプライベートの問題に対して悩みを持っている

職員も少し見られるというのがあります。 

  それとあと、ストレスチェックということで、

ストレスの負荷についても調査をさせていただい

ておりまして、これは、本人とストレスチェック

との中身で高ストレスだというふうに判定された

場合については、産業医の面談等のご紹介をさせ

ていただいておりまして、今年度については、お

一人の職員が産業医との面談を希望されましたの

で、産業医のほうにつないで、その中で現状につ

いていろいろ話をしていただいているというとこ

ろがございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ
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んか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で総務課分の質疑を……ごめんなさい、すみませ

ん。 

  答弁を求めます。 

○総務課副課長（大場崇明君） 総務課の大場でご

ざいます。 

  先ほど午前中に、丸藤委員さんからいただいて

いた数字の関係についてお答え申し上げます。 

  予算書の217ページの関係で、感染症防疫手当

の支給者の対象職員の率が、平成30年度に比べて

２％ほど増加をしているんですけれども、この内

容についてのご質問だったと思います。 

  昨年度については、宮代町の保健師については、

保健センターに配属されている者と、町内の役場

に配属されている者がおりまして、昨年度までに

ついては、保健センターの配属の保健師の数で計

算をしておったんですが、今年度予算については、

役場に配属されている職員、保健師の数も含めて

ということで、感染症防疫手当のパーセントに含

んでいるということがありまして、増加をしてい

るということでございます。 

  保健師の数については、来年の採用予定も含め

て11人でございます。昨年度は保健センターの保

健師のみということで、６人で計算をしておりま

した。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑がないようですので、

以上で総務課分の質疑は終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいのような

ので、再開いたします。 

  これより町民生活課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 町民生活課長、齋

藤と申します。よろしくお願いいたします。 

  本日、出席させていただいています担当職員に

つきましては、自己紹介という形にさせていただ

きたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 同じく町民生活

課主幹の山﨑と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○環境推進担当主査（小林知弘君） 町民生活課主

査、小林と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○地域振興担当主査（富田智貴君） 同じく町民生

活課主査の富田でございます。よろしくお願いし

ます。 

○生活安全担当主査（小林賢吉君） 町民生活課生

活安全担当の主査の小林と申します。よろしくお

願いいたします。 

○生活安全担当主査（田代宇隆君） 町民生活課生

活安全担当主査、田代と申します。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた
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します。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。それで

は、何点かご質問させていただきます。 

  事項別のページ数で申し上げます。66ページ、

67ページ、総務管理費の地域コミュニティ活性化

事業の集会所整備事業補助金で、前年度比で100

万円プラスになっています。この内容等について、

ご説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、82ページ、83ページの交通安全対

策事業でございます。まず交通安全対策協議会の

委員謝金、これは何人になっているのか、確認の

上、お聞きします。 

  それから、工事請負費なんですけれども、道路

標示等工事、それから、道路照明灯整備工事、道

路反射鏡設置及び修理工事、この辺についての内

容についてお尋ねをいたします。 

  それから、86、87ページの宮代の魅力推進事業

の桜イルミネーション事業の実施をしています。

大変きれいなんですけれども、これは、桜の木は

傷めないのかどうか、大変申しわけないんですけ

れども、そういう観点では大丈夫なのかどうか、

そういうふうに心配する町民もおりますので、そ

の辺どうなのかということでお尋ねいたします。 

  それから、同じく防犯対策費の防犯活動事業で、

これも防犯灯設置検討委員謝金があります。これ

は、確認で何人なのか。 

  それから、15節の工事請負費、防犯灯設置及び

修繕工事、前年度比8,000円増えておりますけれ

ども、これについての内容もお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、88、89ページの防災コミュニティ促

進事業なんですけれども、前年度比30万5,000円

減っています。これの減った内容と同時に新年度

の事業についての内容はどのようになっています

か、お尋ねいたします。 

  それから、90、91ページの進修館費、これもや

はり198万4,000円減っております。この内容等に

ついてもお尋ねいたします。 

  それから、飛びますけれども、170、171、消防

費、内容については次のページですよね。昨日現

地を見てきました。第３分団の委託料はこの分だ

と思います。測量設計委託料380万、それと17節

公有財産購入費、第３分団詰所敷地取得費用がご

ざいますが、昨日も説明を伺っておりますけれど

も、これの土地の面積と、それから、なぜここを

選定したのか、その辺の経緯についてもお尋ねし

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  それでは、お答えのほうをさせていただきます。 

  まず、集会所の100万増額の内容でございます

けれども、こちらにつきましては、今までは、集

会所本体のそのものの修繕とかそういうものに対

して、補助を出していたところでございますが、

近年、自治会でコミュニティ広場、自治会で使う

広場の整備を要望されるお話を聞くことが多くな

ってまいりました関係から、コミュニティ広場の

整備の費用として100万円を計上させていただい

たものでございます。 

  続きまして、２点目の桜イルミの関係でござい

ます。桜の木を傷めないかということでございま

すが、今、桜イルミの取りつけに当たりましては、

無理に縛るとか、そういうものをしておらず、桜

の枝に沿って、イルミネーションのケーブルを沿

わしてつけているような状況でつけさせていただ
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いておりますので、桜の木を傷めるようなことは

ございません。 

  続きまして、進修館の関係で減額の理由はとい

うことでございますが、今年度は工事関係が発生

しておりませんで、工事の請負費が発生していな

いことから、減額となっているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  それでは、順次お答え申し上げます。 

  まず、１点目の予算書の82ページ、83ページの

委員謝金の関係でございますが、委員は何名かと

いうご質問でございましたが、委員につきまして

は20名でございます。 

  続きまして、工事請負費の道路標示等工事、照

明灯整備工事、反射鏡設置工事、こちらの内容は

というご質問でございましたが、まず、路面標示

工事につきましては、薄くなった区画線の修繕工

事、それから、学校のほうから交通安全上の要望

が上がってきたりしますので、そういったときに

対応するための路面標示工事の代金になります。 

  それから、照明灯工事のほうにつきましては、

道路照明灯の主に修繕工事になります。来年度予

定している箇所としましては、町道の252号線、

字東地内で、交通死亡事故があった関係で、そち

らの照明灯のほうの修繕を考えております。 

  続きまして、道路反射鏡設置及び修理工事でご

ざいますが、こちらについては、道路反射鏡の検

討委員会の中で、要望に基づいて設置箇所が決ま

るわけでございますが、今のところ、予算計上と

しましては、新設で反射鏡の大きさが800のもの

を２面、それを４基、それから、800のものの１

面を１基で計上をさせていただいているところで

ございます。 

  続きまして、防犯対策費の関係でございますが、

防犯灯設置検討委員謝金、こちらもこの検討委員

の人数はということでご質問がございました。防

犯のまちづくり推進協議会、こちら20名でござい

ます。 

  続きまして、工事請負費の関係でございますが、

防犯灯設置費及び修繕工事でございますけれども、

こちらにつきましても、要望に基づいて、防犯灯

の設置検討委員会のメンバーが現場のほうを確認

させていただきまして、設置のほうをするわけで

ございますが、予算の計上としましては、新設電

柱共架型の新設、それを12カ所、それから、小柱

建て込み独立柱でございますが、こちらを３カ所、

それから、移設について４カ所、ほか防犯灯の修

繕料として計上のほうをさせていただいておりま

す。 

  それから、予算書の89、90ページの防災コミュ

ニティ促進事業の関係でございますが、予算のほ

うが、昨年度比30万5,000円の減ということで、

その内容をというご質問でございました。こちら

につきましては、主に、安心安全まちづくり推進

事業補助金というのがございますが、こちらの補

助金の交付団体が、組織率100％になってきたこ

とから、それぞれ今までの補助金の申請をしてお

りまして、申請団体が減るという見込みから、30

万5,000円の減とさせていただいているところで

ございます。 

  今年度の予定でございますが、引き続き上がっ

てくる資材の整備だとか、訓練等の補助金として、

交付する予定でございます。 

  最後に、消防団の関係でございますが、昨日現

地のほうの視察のほうをしていただいた第３分団

の詰所の関係でございますけれども、予定地とし
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ましては、字道佛の55番地、敷地面積のほうが

601平米でございます。こちらにつきましては、

土地開発公社の所有の土地でございまして、そち

らからの買い戻しということになるわけでござい

ますけれども、平米単価が８万8,000円、土地の

購入費としては5,288万8,000円のほうを計上させ

ていただいております。 

  こちらの予定地の選定経緯でございますけれど

も、第３分団の区域内から詰所用地のほうを選定

しなくてはいけなかったんですけれども、その中

で、町有地を主に探してまいりました。ほかにも

町有地は幾つかありましたが、面積が狭く、何か

あった際に、団員が集まったときに駐車場が確保

できないとか、そういった理由から、今回の土地

であれば、集まったときにも駐車場のほうは十分

確保できるとして、土地のほうを選定させていた

だきました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  66、67ページの地域コミュニティ活性化事業で

答弁いただきました。従来の補助金と違って、コ

ミュニティ広場の整備という内容なんですけれど

も、これは、こういう補助金となればまた申請が

来ますよね、多分あちこちから。ちょっとわかり

ませんが。これは、そうしますと、どこのコミュ

ニティなのか、場所も限定されますよね。これに

ついては、コミュニティ広場の整備というと、い

ろいろあると思うんですけれども、主にどういっ

た内容の補助金になりますか。大枠はわかります

けれども、さらに、コミュニティ広場の整備の中

身ですよね、どういう内容に使われるのか。 

  それから、これは１カ所の補助金なのか、それ

とも、どういうのか。二、三カ所なのか、いろい

ろ考えられますので、その点お尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、関連なんですけれども、道仏土地区

画整理事業で、もうほとんど完成に近いというこ

とでなんですけれども、ここにおいても、やはり

公民館だとかという話もあったんですけれども、

当然集会所も要望等があると思うんですけれども、

その辺の関係ではどういうふうな状況になってい

ますか。道佛といってもありますけれども、集会

所ありますけれども、また、違うのかなというふ

うに思うんですけれども、そういった既存と、新

しい土地区画整理事業ができての、新しい住民と

の関係で、集会所の建設等についてはどういうふ

うな状況になっているのかあわせてお伺いをした

いと思います。 

  それから、交通安全対策事業、82、83ページの

関係で、まず、謝金なんですけれども、交通安全

対策のほうも20名、それから、防犯灯設置検討委

員会も20名、金額が３倍違うんですね。この辺の

違いはどうなっているのか、すみません。交通安

全対策協議会のほうが高いわけですよね。その辺

の違いはどうしてなのかもあわせて。 

  それから、道路標示等工事なんですけれども、

ここで何回も議論してきましたけれども、ここの

ところ少しは、カーブミラーについても設置して

きているのかなと。今まで事故があって初めて設

置するというような状況だったんですけれども、

うちの地元の自治会のカーブミラーも３年越しで

つきました。事故があったからではないです。だ

から、少しは効いてきているのかなと思うんです

けれども、やはり、まだまだ設置の状況はよくな

ったとはいえ、先ほども学校等のもあるんですけ

れども、これで十分なんでしょうか、予算づけと

して。 

  道路標示等、道路照明灯、道路反射鏡、あわせ



－１０２－ 

て次のページの防犯灯についてもあるんですけれ

ども、確かに、設置数は物すごく減ってきている

んですよ。こういう質問するからかわからないん

ですけれども、防犯灯については、資料にあるよ

うに、平成26年は、要望が38件あって設置数が18

で、20も違うわけですよ。27年が26あって７件と、

19件ですよね。これらというのは、地域から要望

が出しているんであれば、当然28年度も22件とい

うことで、９件しか設置されていません。13件残

っている。次の要望が８件、９件と、こういうふ

うになっているんですが、これはどうしてなんで

すか。普通、要望が累積されるだけなのかなとい

うふうに思うんですけれども、それとも、要望し

ても設置されないから、あきらめちゃっているの

か、その辺の内容はどうなっているんでしょうか。

道路標示等もしかり、照明灯もしかりなんですけ

れども。 

  どうも、町民から聞くと、ここは事故がありま

せんので、まだ大丈夫です。事故があっては困る

から設置してほしいと要望しているのに、聞いて

もらえないと、事故があったらそら見ろというこ

とになってしまうと思うんですけれども。どうも、

町民の声もそういうふうになっているんですよ。

その辺どうしてそうなっているのか、お尋ねした

いと思います。 

  それから、88、89ページの防災コミュニティ促

進事業で、この減になった理由は、安心安全まち

づくりの組織率が減っているのでということなん

ですけれども、どういうことなんですか。すみま

せん、その点についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、空き家の関係は、空き地は出ている

んですけれども、それなりに、定期的に処理はさ

れているんだと思うんですけれども、空き家のほ

うはまちづくりか……。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） じゃ、わかりました。そう

だね、向こうに変わった。 

  空き地については、どうなんですか、状況なん

ですけれども、必要な時期というのがありますよ

ね、繁茂して。そういう時期に的確に要望に沿っ

てやられているのか。これは、繁茂と、それから、

秋口も非常に枯れて危なくなる状況があるんです

けれども、それはきちっと要望に応えておられる

のかどうか。その辺も確認しながら、そういった

予算になっているのかどうかもお願いしたいと思

います。 

  それから、90、91ページの進修館管理事業なん

ですけれども、前年度としては、工事が発生しな

いということなんですけれども、内容はそうしま

すと、その分の減というだけで変わっていないで

すね、特にというふうに理解するんですけれども、

それでよろしいのか。 

  それから、消防費、173に消防団の詰所の関係

なんですけれども、経緯は今話されたんですけれ

ども、これは601平米で、平米当たり８万8,000円。

土地開発公社ということなんですけれども、これ

はどうなんですか、評価額は、どういうふうに算

定されているのか。本来なら第３分団区域内とい

うことなんですけれども、道佛ですよね。大きく

言えば、それは近いといえば近いんでしょうけれ

ども、昨日も、ほかの委員からも言われたように、

出入り口が非常に危険なところ、わざわざ危険な

ところに、しかも、高いと言っていいのかわかり

ませんけれども、こういうところにわざわざ探し

て、5,288万8,000円で測量設計委託料が380万で

すけれども、これに上乗せ施設をつくっちゃうと、

どれぐらいの。これは、この間第６分団もその前

に前年度やっていますし、やはり同じぐらいの上

物の費用かかりますよね。そうすると、えらい土

地代、5,200万ですよ、約5,300万。これ、６分団
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とも全然土地がなくて、こういう土地にしたら、

これだけで何億もいっちゃうじゃないですか。こ

の辺のいきさつですよね。わざわざ危険な場所に、

しかも、町有地を探していたというのはわかるん

ですが、私は決して第３分団の詰所をもちろん反

対しているわけでもないし、現状ではあんなに狭

いところで、長年苦労して使っていたということ

を考えれば、こういうことはあって当然だと思う

んですけれども、やはりいかんせん、財政のこと

も考えなければいけないと思うんですよ。そうい

った点ではどうなんでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目のコミュニティ広場の関係でござ

います。 

  こちらにつきましては、地区のほうから、いろ

いろな地区として事業をやるに当たりまして、で

きるような広場等もないことから、広場の整備を

行いたいんだというお話をいただいております。

こちらの整備に当たりましては、造成に係る費用

とか、そういうものがメインの補助となってくる

だろうと思っているところでございます。簡易的

な外構の工事についても発生するかなと思うとこ

ろでございまして、その年の状況によって、補助

額の金額も変化することから、現時点では金額の

設定ということでさせていただいておりまして、

箇所数の制限のほうは現在のところ考えておりま

せん。100万円の補助ができるところで考えのほ

うをさせていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

  続きまして、２点目の道佛地区の新しい集会所

の考え方でございますが、集会所の整備に当たり

ましては、地区のほうでご負担をいただく費用も

ございます。実際、具体的に、地区のほうから集

会所の整備に当たりまして、要望、相談は現時点

ではございませんので、今後、具体的な相談が発

生する中で、そちらのほうの整備につきましては

考えていきたいと思うところでございます。 

  続きまして、空き地の管理でございます。お配

りをさせていただいております資料のほうの29ペ

ージに、雑草等除去の処理状況ということで、平

成30年度の状況、29年度と比較させていただいて、

載せさせていただいておるところでございます。 

  まず、上段の指導対象とか、処理済みの記載が

あるところでございますが、こちらにつきまして

は、春に町内全域を確認させていただきます。環

境推進担当のほうで空き地の台帳のほうを持って

おりまして、その台帳の確認をするのはもちろん

でございますが、新たな対象地が発生していない

かどうか確認をさせていただいて、不適正管理の

土地につきましては、通知のほうをさせていただ

いているところでございます。その中で、自己処

理をされる方、委託処理を町のほうにされる方が

おりまして、その中での処理率がここに記載のほ

うをさせていただいているところでございます。 

  また、秋には、火災予防の観点から、宮代消防

署と共同で現場確認のほうをさせていただいて、

不適正管理の土地につきましては、宮代消防署と

連名で、適正管理を促す文書のほうを送付させて

いただいているところでございます。適時そのよ

うな形で実施させていただいております。 

  また、個別にお話しいただくことも多分にござ

います。その場合は、現場を確認させていただい

て、適時指導通知のほうをさせていただいている

ところでございます。 

  続きまして、４つ目の進修館の管理事業の費用

について、変化は工事請負費がないだけかという
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ことでございますが、消費税の税率が変わる予定

がございますので、その分の消費税額の増分につ

きましては、この中で見込みをさせていただいて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  初めに交通安全対策協議会の委員謝金と、それ

から、防犯灯設置検討委員会の謝金、こちらに同

じ人数でありながら差があるのではというご質問

のほうをいただきました。 

  交通安全対策協議会の委員の謝金については、

協議会20名の委員の方にそれぞれ謝金のほうをお

渡しするよう計上のほうをさせていただいており

ます。また、防犯灯設置検討委員会謝金につきま

しては、検討部会の母体となる推進協議会につき

ましては20名でございますが、防犯灯を設置する

かどうか検討する検討部会のほうにつきましては

４名でございます。こちらの４名の方に、現場の

ほうの確認等に行っていただいて、その後会議を

する等の謝金ということで、４名分の謝金で２万

4,000円のほうを計上させていただいております。 

  それから、カーブミラー、防犯灯の要望に対し

て、設置数が昔、平成26年度は38件要望があった

ところ、設置数が18件ということで、20件落とさ

れていると。その後、要望件数が減ってきたこと

について、どういった理由かというご質問だとい

うことでございますが、こちらで設置できないと

ころにつきましては、各区長さんに見送りの理由

のほうを付して回答のほうをさせていただいてお

ります。見送りの理由につきましては、防犯灯に

つきましては、50メーターに１カ所という条件が

ございますので、そういった理由。それから、近

くに明るい施設があったり、いろいろと条件を満

たさない理由から設置できないということで回答

してございますので、そういったことから、周辺

環境が変わらない限り、やはり防犯灯はつかない

んではないかということで、要望のほうが出され

ていないのかなというふうには感じております。 

  予算のほうはこれで大丈夫かというご質問もご

ざいましたが、予算につきましては、カーブミラ

ー、防犯灯とも検討部会のほうで検討した結果、

ここは必要だよということで予算をオーバーした

としても、そちらについては危険箇所ということ

で、予算のほうは例えば補正とかで計上させてい

ただくというご用意はするつもりでございます。 

  続きまして、防災コミュニティ事業で、組織率

が減っているから補助金が減ったという理由はと

いうご質問でございましたが、先ほど私のほうで

お答えさせていただいたときに、組織率は100％、

補助金については、既に100％自主防災組織がご

ざいますので、今まで補助金を利用して資機材の

ほうの充足率が上がってきているのではないかと、

そういったことから、補助金の申請が減っている

のではということで、お答えのほうをさせていた

だいたところでございます。 

  ですので、組織率が減っているから予算のほう

を30万5,000円減額したわけではなくて、それぞ

れの組織において資機材の整備が充足してきてい

ることから、補助金の申請が少なくなってきてい

ると見込みまして、減額のほうをさせていただい

ているところでございます。 

  それから、最後に詰所の関係でございますが、

単価の８万8,000円の評価額につきましては、申

しわけございません、企画財政課のほうになりま

すので、ちょっとこちらのほうでは申しわけござ

いませんが、お答えはできないところでございま

す。 
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  それから、どうしてあんな危険な箇所にという

ことで、ご質問のほうをいただきましたが、確か

に県道に接している土地ではございますが、昨日、

視察でもごらんになっていただいたとおり、ちょ

うどカーブのところで、過去にはあの近くで死亡

事故も発生しております。交通安全対策もあわせ

て検討のほうをしていきたいと考えております。

消防団が出動する際に、もう事故に遭っては本末

転倒でございますので、安全に出入りできるよう

に、検討のほうをさせていただきたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問させて

いただきます。 

  66、67の地域コミュニティ活性化事業なんです

けれども、特にコミュニティ広場の整備というこ

とで、これはいろんな条件はあるんですか。例え

ば、うちの自治会もそうなんですけれども、今ま

で借りていた借地のところが、所有者から返して

ほしいということで、児童公園をそっくりもとの

ままに返しました。しかし、それは地権者の事情

ですから返しますが、自治会としましては、引き

続き防災訓練だとか、地域のコミュニティを図る

という意味では必要な場所なんですよ、引き続き。 

  そういう意味では、ほかを当たって、貸してい

ただけると、売るというのではなくて貸していた

だけるというそういう条件のもとで、町のほうに

相談したら却下されたということなんですけれど

も、こういうコミュニティ広場の、例えばそうい

うところに、全く、ここはコミュニティ広場です

よ、だからフェンスが必要だとか、例えばそうい

うのがあった場合、それは自治会とかによっては

必要だと思うんで、こういうのは必要だと思うん

ですけれども、そういう意味では、こういう整備

をする前提になる規則とか、整備する条件という

のはあるでしょう。借地じゃだめだとかあると思

うんですよ。こういった条件はどういうふうにな

っているんですか。これから増えると思うんです

よ。もしこういうコミュニティ広場の整備でやっ

てほしいという、補助金がつくと。その辺の状況

はどういうふうになっているのか。 

  それと、これはプラス100万なんですけれども、

従来の延長線でもあるんでしょう。それ以外にと

いう話ですよね。ですから、そういった意味では、

どうなのかということで、お示しいただきたいと

思います。 

  それから、交通安全対策で、防犯灯については、

特にそういった50メートルとか、従来のあれはあ

るんですけれども、それにそぐわないからという

ことで、じゃ、無理なんだというようなそういう

説明はあったんですけれども、カーブミラーとか

これについてはどうなんですか。資料にも載って

おりますけれども、これは理解されているんでし

ょうか、設置要望したところにおいては。30年度

というのは今年度ですから、17カ所のうち、12カ

所で設置されたと。急に改善されているんですけ

れども、今まだ30年度の最後ですけれども、これ

で大体終わりだとすれば、29年度、28年度という

のは随分少なくて推移しているんですけれども、

この点では、30年度は多くなっていますけれども、

たまたま、どうなんでしょうか、状況としては。

状況というのは、理解されているんでしょうか、

そういう意味です。それらも含めてご答弁願いた

いと思います。 

  それから、この防犯灯設置検討委員会、４名と

いうことなんですけれども、これはもう必要なん

でしょうか。今までの経緯からすれば、どうなの

か、急に切ることはできないにしても。私は、町

の職員がいて、町の職員がちゃんと見に行って、
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これは必要なのかどうか。 

  私は何回も言うようだけれども、検討委員会の、

例えばカーブミラーなんか設置すると、そのカー

ブミラーを100％信じ切って、肝心な目で左右見

ないであくまでもカーブミラーを見るような状況

があるって言われれば、もうカーブミラーを設置

する必要はないんですから、防犯灯だって、ちゃ

んと昼間も、特に夜も見て検討すれば十分だと思

うんですけれども、これ、私は設置しないための

検討委員会みたいな、そんな感じがするんですよ、

言いわけのために。 

  だから、これは要らないですよ、そんなつけな

いための理由にするための検討委員会じゃない。

要らないですよ、極端な話。事故のないように最

善どうしたらいいかという観点から考えてくれれ

ばいいですけれども、私は、これはそれこそ必要

ないと、職員で十分だというふうに思いますけれ

ども、もう一度お願いしたいと思います。 

  消防費の172、173の第３分団詰所の関係ですけ

れども、これの5,288万8,000円については、企画

財政で聞いてくれ。やはりここにこの町有地を探

してきた経緯もあるわけでしょう。それが、価格、

私は何でもかんでもいいとは、そういうふうには

思わないので、やはりそれなりの理由が必要でし

ょう。だから、それも加味して、町民生活課でこ

こに至ったんでしょう。ですから、それらも含め

てどうなのかということをお聞きしているんです

よ。金額についてはそちらと言えばそれでおしま

いですけれども、それでいいんですか。しかも、

事故のあったところですよ。 

  しかも、土地柄河川に近いから、桜の木を切っ

てまで、桜があるから平屋にすると。従来２階建

てを平屋にする。平屋はいいんですよ、ぱっと行

動できるから。でもそういう意味では、ちょっと

ちぐはぐな感じしませんか。これがやはり前例に

なるでしょう。そういう意味でお聞きしました。 

  私は最初に質問しているので、私は３回と思っ

ているんですよ。ですから、最後ですので、明快

な答えをお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  集会所の整備、あるいは、コミュニティ広場の

整備でございますが、コミュニティ広場の整備の

条件ということでございますが、借地がだめだと

か、そういうものでは今のところ考えてはおりま

せん。ただ、その地区で、コミュニティ広場を整

備するに当たりまして、管理するための規約とか、

そういうものは当然定めていただく必要があるな

とは感じております。そのような一応の条件を今

後整理させていただいて、個々に相談させていた

だく中で、最終的には判断のほうをさせていただ

きたいと思うところでございます。 

  また、それ以外の補助の内容でございますが、

従前の集会所の整備の修繕の補助金、あるいは集

会所の借地でお借りしている部分につきましては、

固定資産税分の補助、都市計画税分の補助は、こ

れは従前どおり盛らしていただいた中で、プラス

100万円を上乗せさせていただいて、予算とさせ

ていただいているということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  初めに、カーブミラーのほうのご質問でござい

ますが、防犯灯と同じように、町民の方に理解さ

れているのかというご質問のほうをいただきまし
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た。カーブミラーのほうにつきましても、設置で

きなかった場所につきましては、設置理由を付し

た上で、区長さんのほうに回答のほうをさせてい

ただいておりますので、何でできなかったのかと

いうのは、ご理解をいただいているというふうに

は考えております。 

  続きまして、防犯灯の設置検討部会というのは

不要なのではというご質問のほうをいただきまし

た。こちらにつきましては、平成17年度までは、

年間を通じて随時申請の受け付けをしておりまし

た。その結果、早いもの順で効果性がなく無秩序

な設置傾向になってしまいまして、町全体の公平

性や必要性といった視点から設置を検討すべきで

はないかと、課題のほうが同時に出てきたところ

でございます。 

  そこで、平成18年度から、年度１回の申請にし

まして、職員が新設の可否について審査しており

ましたが、職員が新設の可否を判断することにつ

きましては、公平性や妥当性が十分に保たれてい

るのかという誤解や問題が生じたことから、この

防犯灯設置検討部会のほうを立ち上げたところで

ございまして、今後につきましても、市民参加の

視点からも、設置検討部会のほうにつきましては

必要だと感じているところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課課長。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 町民生活課長、齋

藤でございます。 

  詰所の関係につきましては、私のほうからご答

弁をさせていただきたいと存じます。ただいま丸

藤委員さんのほうからご指摘いただきました詰所

の関係でございます。これにつきましては、まず、

今現在の詰所の老朽化というのがまず第１点でご

ざいます。ご存じのとおり、第６分団、第２分団、

第３分団ということで、町内の６つの詰所のうち

３つにつきましては木造であり、また耐震等がさ

れていないという状況がございます。その中で、

今順次詰所の建て替え等を実施させていただいて

いるというのは、ご理解いただいていると存じま

す。 

  ３つ目、今回第３の詰所につきましては、木造

の最後の施設ということになりました。これにつ

きましては、ご存じのとおり町内にあります。本

来であれば、その場所に建て替えというのがベス

トかなということもございますが、見てのとおり、

面積が、昨日説明があったとおり、本当に敷地い

っぱいに建っていると。じゃ、団員さんは何で来

るんだと、申しわけないですけれども、路駐なり

一部集会所の駐車場に置かせていただいていると、

そのような状況がございます。そういうものを含

めまして、先ほど言ったように、１つは木造とい

うことで、耐震もされていないと、まして、今震

災というのが非常に大きな問題になってございま

すので、やはり早くなるべく建て替えをしたいと

いうところで、なかなか土地の確保、また、もち

ろん土地を確保するには、交渉であったりとかそ

ういうものがあったと、そういう中で、それでは、

町有地をということで、方向転換というか、町有

地のある程度確保できるところ、それから区域外

にならないように、極力区域内というところで検

討させていただいたというような状況でございま

す。 

  昨日も施設の場所を委員にはごらんになってい

ただきました。指摘いただいたことはもちろん生

かすというふうに考えております。もちろん、出

庫の際には安全確認と、また何かしらの表示、そ

ういうもので絶対にあってはいけない事故対策は

させていただきたいということも重々承知してお

ります。 

  設計につきましては、新年度に設計費がござい
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ますので、その中に、その辺も全部含めて安全対

策、それから自然の環境、これについても、到底

設定の中に組み入れていきまして、桜等、また実

はそこは姫宮落でございますので、多少の河川改

修もあるというのは聞いてございますが、この河

川で当たってしまう桜については、私どもではど

うにもなりませんが、詰所で建て替える桜につい

ては十分に生かすような。ですので、平屋という

一つの方法であったり、建て位置というのも考え

ていきたいというふうには思っておりますので、

それについては十分に配慮することは可能でござ

いますので、その辺はご理解をいただきたいと存

じております。 

  そのよう状況を踏まえて、今回あちらの町有地

という場所での選定というようになった経緯でご

ざいますので、いろいろご意見等はいただきまし

た、十分に反映させていただいて、詰所の設計に

当たりたいというふうに考えておりますので、申

しわけございませんけれども、ご理解をいただき

たいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  実は、歳出関係でいただいた資料があるんです

けれども、これを中心にして、ひとつ質問したい

と思います。 

  まず、予算書の66ページ、地域コミュニティ活

動事業ということで、この中で、19の負担金と補

助金関係でございますけれども、前段者からも質

問があったと思うんですけれども、集会所の補助

の補助項目追加による増となっておりますけれど

も、この中で、具体的にどういう項目が追加にな

っているのか、ひとつお聞かせ願いたいと思いま

す。 

  それから、予算書の82ページのほうなんですけ

れども、11の需用費の関係で、クリーン宮代等直

営実施による増となっておりますけれども、具体

的に直営実施ということは、どういう中身なのか、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、88ページのほうなんですけれども、

事業名防災活動事業となっておりまして、この中

の14節なんですけれども、使用料、賃借料という

ことで、ＡＥＤの増設ということで、子供広場に

設置をするということになっておるんですけれど

も、例えばこのＡＥＤなんですけれども、町内に

何カ所ぐらい現在設置をされているのか、ひとつ

お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の90ページなんですけれども、

事業名が進修館管理事業ということで載っておる

んですけれども、この中で、15の工事請負費が本

年度ゼロとなっております。主な理由としては、

修繕予定箇所がないからゼロだということなんで

すけれども、ご存じのとおり、進修館については、

今までもいろんな改良、改善を要望していたとい

う経緯があると思います。特に、利用者からは、

大ホールの関係なんかも含めて、いろんな要望が

あったと思うんですけれども、こういうものは全

く無にするのかどうか、どうして、工事請負費が

ゼロになっているのか、ちょっとうなずけないの

で、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の142ページなんですけれど

も、事業名が広域利根斎場組合の負担金というこ

とで載っております。前年度が880万でしたから、

若干の増になっておるんですけれども、具体的に

増になった経緯をひとつお聞かせをいただきたい

と思います。 

  それから、予算書の172ページ、消防総務事業

ということで、前段者からいろいろとやはり質問

が出ておりました。私のほうからも、ちょっと質
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問させていただきたいと思います。 

  特に、今回大きな土地を確保して、そこに平屋

の消防小屋をつくるということで、今までにない

消防小屋を何かつくるのかなというふうに思って

おります。確かに現在の第３分団は、あそこの建

っているところが23坪、全く消防小屋いっぱいい

っぱいで、集会所の脇で建っておりまして、駐車

場もなくて、早くあそこを何とかしてくれという

ことで、地域の人からも、消防団員からもいろい

ろ声があったところで、ようやくいい消防小屋が

できるのかなとそういう期待はあるんですけれど

も、やはり前段で、もう少し消防団員の声なり、

また地域の人の声を聞いてもらいたかったなと。

確かに市街地ですから、場所がなかなかないんで

すよね。苦肉の策であそこになったのかなという

ふうに私は理解しておるんですけれども、少なく

とも、もう少し地域の人、例えば自治会の区長さ

ん、特に西口周辺は14自治会があるんですけれど

も、この区長の地区連絡会というのがありますよ

ね。そういうところでもう少し事前に説明的なも

のが欲しかったなというふうに思います。一面で

は、ようやく新しい消防小屋ができてよかったな

という一面、もう少しそういう前段の経緯、話し

合い、説明会が欲しかったのかなという感じはす

るんですけれども、そういうものを踏んでの今回

の計画なのかどうか、ひとつお聞かせいただきた

いと思います。 

  以上よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  初めに、予算書88ページ、防災活動事業のＡＥ

Ｄの関係につきまして、お答え申し上げます。 

  現在、ＡＥＤにつきましては、役場に１台、そ

れから町内の全小・中学校計７校ございますが、

こちらに各１台の７台、それから、ぐるる、進修

館、社会福祉協議会、保健センター、図書館、い

きがい活動センター、資料館、はらっパークにご

ざいまして、計16台設置のほうをさせていただい

てございます。 

  続きまして、消防総務事業の詰所の関係でござ

いますが、予定地を選定するに当たりまして、地

区の皆様に説明会をしたほうがよかったのではな

いかというご質問でございましたが、大変申しわ

けございません、確かにおっしゃるとおり、皆さ

んと話し合う時間がありましたら、そういった機

会を設けてもよかったのかなというふうには感じ

てございますが、先ほど課長のほうからも答弁ご

ざいましたように、やはり耐震基準を満たしてい

ないことから、早く建て替えたいということもご

ざいましたので、予定地につきましては、申しわ

けございません、土地開発公社の予定地のほうで、

計画のほうをさせていただいているところでござ

います。 

  一方、現在地なんですけれども、現在地につき

ましては、もちろん取り壊しまして更地にする予

定でございます。その際には、その更地の有効利

用を図らないといけないと思いますが、そちらに

つきましては、地元の皆様も交えて、どういう形

で使っていったらいいのかというのは、協議のほ

うをさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目の負担金の関係でございます。コ

ミュニティの、豊かな地域づくり推進事業費補助

金の内容でございますけれども、こちら、追加項
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目ということでございますが、まず１点は、先ほ

どお話をさせていただきましたコミュニティ広場

の整備に係る費用を追加のほうをさせていただい

ております。そのほかに、補助項目の中で、地域

力ステップアップ事業というのがあるんですか、

この事業の中に、花いっぱい運動の活動費がある

んですけれども、こちらの活動費を増額のほうを

させていただいたり、あるいは、そのコミュニテ

ィ掲示板の新設の要望が多いことから、そちらの

新設の基数を追加させていただいたりしていると

ころでございます。 

  続きまして、２点目のクリーン宮代直営の中身

ということでございますが、クリーン宮代、ある

いはクリーン古利根につきましては、従前コミュ

ニティ協議会のほうで実施のほうをさせていただ

いたところでございます。コミュニティ協議会が

現時点ではないような状況から、町のほうで直営

のほうをさせていただいておりまして、軍手とか

ごみ袋、あるいは保険代とか、そういうもので、

直営のほうで対応のほうをさせていただいている

ところでございます。 

  続きまして、３点目の進修館の工事請負費の関

係でございます。こちら、担当のほうでは、進修

館、大ホールのエアコンの関係とか、２階ロビー

のエアコンの関係とか、あるいはもろもろの工事

が必要なことは理解しておりまして、財政当局と

毎年、調整のほうをさせていただいているところ

でございます。 

  ただ、財政のほうでもかなり厳しい関係から、

緊急性があるものを優先して工事請負費につける

という話がありまして、どうしてもなかなか進修

館の工事のほうに予算がつけていただけないとい

う現状がございます。そのような関係から、平成

31年度の予算につきましては、工事請負費がゼロ

ということとなっているところでございます。 

  続きまして、メモリアルトネの負担金の増額の

理由でございます。事前にお配りをさせていただ

ております、資料集の31ページをご確認いただけ

ればと思います。トネの負担金につきましては、

負担金が変化する理由としましては、総人口と利

用件数、こちらで負担金の算出をしております。

宮代町につきましては、従前より人口のほうが

214人増えていると。また利用件数が52件増えて

いるということから、算出させていただく中で、

負担金が増額になっているというところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課課長。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） すみません、進修

館の管理事業の関係で、工事請負費の関係の中で、

今回修繕がないということで、実際に今は指定管

理で進修館のほうは委託料を出してございますが、

その中の一部に修繕費がございまして、以前から

出ております、例えば大ホールのステージに上が

る階段の手すりとか、そういう細かいものは今修

繕として実施をするということで予定させていた

だいておりますので、ここに、小さい大きいとい

う言い方も失礼なんですけれども、幾つか以前か

ら出されています、あと大ホールの階段席を上が

っていきますと、急に１段、２段高くなって、歩

幅が合わなくなるところありますよね。そういう

のを、ですから音響を下に持ってくるとか、ここ

にあらわれている工事ではないんですけれども、

修繕といったらよろしいんですか、そういうもの

は実施をさせていただきます。もちろん進修館の

指定管理の修繕費の一部で改善をさせていただい

たとか、そういうものは、実際、ここには工事で

はございませんけれども、一応利用者からの要望

については、できる限り要望に応えられるように、
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小さな修理修繕でございますけれども、そういう

ものは実施をさせていただくということでござい

ますので、ご理解のほうをいただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  若干確認も含めて、再質問をさせてもらいたい

と思うんですけれども、例えば、ＡＥＤ、今、町

内16カ所設営しているというふうな話を聞きまし

た。ＡＥＤを、できましたら今後、要望もあると

思うんですけれども、１台今どのくらいかかるか

わかりませんけれども、できたら各集会所……公

民館はないよね。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○委員（唐沢捷一君） できる限り公民館、集会所、

町民がある程度集まるようなところは、お金もも

ちろんかかりますから、すぐというわけにもいか

ない面もあると思うんですけれども、計画的にそ

ういうところにやはりＡＥＤ、ぜひひとつ増設を

してもらいたいなというふうに思います。これか

ら高齢化を迎えるわけなので、また、いつ何時、

何があるかわかりませんので、そんなことをひと

つこの中で、現在16台ということなので、できる

限りくどいようですけれども、集会所、公民館に、

ぜひひとつＡＥＤを増設してもらいたいなという

ふうに思っております。 

  それから、進修館の関係、今わかりました。小

さいところはなるたけ修理をする、改良するとい

うことでいただきました。まさに今、大ホールな

んかは、高齢者が結構使っているんですよね。年

間、恐らく稼働率、大分高齢者が使っていると思

うんで、今の段差の関係、手すりがない関係、そ

れから出入り口の関係、もろもろもう少し早く、

高齢者に対応できるようなそういうひとつ進修館

にしてもらいたいし、特に大ホールを改良を望み

たいということをお願いをしておきたいなという

ふうに思います。 

  それから、広域利根の関係なんですけれども、

わかりました。若干、利用者が272人から324人に

増えたということで、一面では喜ばしいというと

怒られちゃうかもしれませんけれども、いい方向

に行っているのかなというような感じがするんで

すけれども、やはり利用率からいうと大変低いで

すよね。40％台。せっかくあそこは巨費を投じて、

当時３億4,000万、宮代町は負担していると思う

んですけれども、建設費を。毎年、今800万以上

負担金を出しておるんで、できる限り、宮代町の

地形から言うと、２キロの８キロで細長いですか

ら、姫宮、川端のほうの人がなかなかやはり使う

面はしんどいかもしれませんけれども、町がこれ

だけ負担しているんで、余りこんなことを言うと

怒られちゃうかもしれない、ご利用くださいと言

うと怒られちゃうかもしれませんけれども、でき

る限りあそこを利用してもらえるように、今後こ

れだけのお金を出しているんで、もう少し一面で

は頑張ってもらいたいなというふうに思っていま

すけれども、そういう考えがありやなしや、ひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、消防の関係なんですけれども、理解

は、私も同じ地域に住んでいますから、ようやく

消防小屋が新しくなるなということで、一面では

ほっともしていますし、喜んでもいるんですけれ

ども、ただ、やはりこれだけのお金を、随分かか

るなというふうにちょっと今感じているんですけ

れども、例えば委託料の関係、設計料ですよね。

今までの消防団、大体平面図を見ても、言葉が大

変きつくなると思いますけれども、金太郎飴みた

いで、消防小屋ほとんど同じような間取りでなっ

ていますよね。消防小屋をせっかくつくるんだか

ら、特に現場で頑張っている消防団員の声を聞い
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てもらいたいなと。せっかく消防小屋と言っても、

団員のミーティングをする場所、それから、いろ

んな相談をする場所、そんなことで、やはり使い

やすいような消防団小屋を、ぜひひとつ目指して

もらいたいというふうに思っています。 

  今回何か土地があるから、ある程度広いですか

ら、平屋で、駐車場も何台確保できるかわかりま

せんけれども、一面では、駐車場、現在の第３分

団、ご存じのとおり車の置き場所もない、そうい

う状況ですから、できたら駐車場も十分確保し、

あそこは場所的には問題点があるようかもしれま

せんけれども、使いようによってはいいのかなと

いう感じもしますし、安全対策、そういうものも

十分注意してつくってもらいたいなというふうに

思いますけれども、ここでひとつ消防団員の、現

場で頑張っている人たちの声を、どのように取り

入れていくのか、声を聞くのか、ひとつお聞かせ

願いたい。特に平屋ということですから、十分そ

こらを現場の声を聞いて計画していってもらいた

いというふうに思いますけれども、そういう考え

があるのかどうかひとつ改めてお聞かせを願いた

いと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩を15分入れま

す。 

 

休憩 午後 ３時３１分 

 

再開 午後 ３時４４分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き町民生活課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、ＡＥＤの関係でございますが、公民館に

つきましては、教育委員会のほうに確認をいたし

ましたところ、公民館にもＡＥＤのほうは設置済

みとのことでございました。 

  それから、ＡＥＤの普及につきましてでござい

ますが、防災のほうの補助金でＡＥＤを購入する

補助につきましても設けてございます。既に、何

地区かでＡＥＤのほうを備えているところではご

ざいますが、やはりいざというときには、必要な

ものだと思いますので、自主防災組織の連絡協議

会などを通して、ＡＥＤの普及啓発に努めてまい

りたいと考えてございます。 

  それから、消防団の詰所の関係でございますけ

れども、第３分団予定地につきましては、平屋で

決定したということではございませんで、平屋も

考えられるということで、平屋も含め、２階建て

も含め、今後設計の中で検討はしていきたいと考

えております。 

  団員の声をどう聞くかというお話でございます

が、現在第２分団の詰所のほうの建て替えを実施

しております。第２分団につきましても、団員に

集まっていただいて、図面を見ながらここをこう

してほしいとかという要望を聞いております。第

３分団につきましても、同じように団員の方に集

まっていただいて、図面を見ながら要望を聞き、

よりよいものにしていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  トネの利用率の関係でございます。従前から、

利用率が50％程度ということで、お話をいただい

ているところでございまして、トネの利用の促進
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のために、転入者へのパンフレットの配付を考え

させていただいているところでございます。転入

手続をしたときに、こちらのパンフレットも転入

のセットの中に入れさせていただいて、啓発のほ

うをさせていただくということで考えております。

なお、そちらのほうには、自治会の加入促進のそ

ちらのほうのパンフレットも含めて配付のほうを

させていただく予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  確認をしたいと思うんですけれども、大体理解

をしました。消防小屋の関係ですね。今ある第３

分団の跡地の関係なんですけれども、更地にもち

ろんするんでしょうけれども、更地についての、

先ほど課長のほうから確約をしていただきました

けれども、地域の人の声をぜひひとつ聞いて、あ

そこ、地域の人が有効利用できるようにご配慮し

ていただきたいと思います。 

  そこで、もう一回ちょっと確認したいんですけ

れども、あそこに火の見やぐらがありますよね。

あそこの火の見やぐらはもちろん移設をするんだ

というふうに思いますけれども、どうなのかちょ

っとお聞かせ願いたい。ぜひとも消防小屋と同時

に移設してもらえれば、あそこちょっと広くなり

ますので、それをひとつ確認しておきたいと思い

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  火の見やぐらでございますが、火の見やぐらと

一緒に、あそこはホースを乾燥するホース乾燥塔

として利用のほうをさせていただいております。

もちろん詰所の移設の際には、ホース乾燥塔につ

いても移設のほうはいたします。ですが、電信柱

みたいなものが、同じ場所に建っているかと思う

んですけれども、そちらについては、一番頭に防

災無線のスピーカーがついているんです。あちら

のほうにつきましては、その場所に残させていた

だいて、その手前のホース乾燥塔につきましては、

一緒に移設ということで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、確認し

ておきたいんですけれども、電柱はそのまま残す

と、あれは防災無線がありますから。あの塔は残

すということですか。火の見やぐらだけ一緒に移

設するのか。半鐘が乗っている。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  半鐘のついている塔のことだと存じますが、あ

ちらにつきましては、一緒に移設のほうさせてい

ただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点か質問させていただき

ます。山下です。 

  最初に交通安全対策費、82ページになります。

これは県の仕事なんで、ちょっと町民生活課に言

っていいのかどうかわかりませんけれども、ただ、

町民の交通安全という立場から質問させていただ

きます。県道春日部久喜線、宮代郵便局の近くに

広い道路がまた町でつくりましたね。ここからま

っすぐ行ったところ。そこの歩道と広く今改修し

ている道路と区割りがあるんですよ。そこに、町

民が、これは年配者の町民なんだけれども、歩道
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に沿って自転車で行くと、夕方区割りが見えなく

なってしまう。そこに衝突してしまったというこ

とで、私のところに相談に来ていたことがあるん

ですよ。ちょっと胸をけがしちゃったんだけれど

もと言っていたんだけれども、そんなものでも動

くから大丈夫だみたいなことを言っていましたん

だけれども、そういう町民の交通安全に対して、

ちょっと心配事が私あるなという感じはするんで

す。 

  これ実は、県のほうの歩道の整備の問題になる

んで言えないんですけれども、しかし、町民の交

通安全対策ということになると、これ町民がみん

なあそこを利用しているわけで、ぜひその辺のと

ころは、部署とか所管を超えて、交通安全対策と

いうことで、県のほうとか、そういうところと協

議してもらえないかなと感じる。私の一番の安全

対策は、その歩道を完成させることが、一番の安

全対策かなとも思っているんですけれども、その

辺のところが所管は違うのかもしれませんけれど

も、交通安全という観点からできないものか。そ

の辺のところをお答えをお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それは、歩道のことだって

重々わかっています。県の歩道ということで重々

わかっているんだけれども、交通安全対策という

ことで、どうなのかということなんです。 

  それと、84ページになります。公害防止対策事

業です。これは、不法投棄、資料の27ページにあ

ります、不法投棄が。これ摘発者数が３件しかな

いんですよね、この中で。ほかのところがみんな

摘発されてて、自主的に回収しているということ

なんですけれども、この辺のところを、もう少し

何か対策か何かないのかなというふうに感じるん

ですけれども。 

  よく、用水だとか、そういうところにごみが捨

てられるんですよ、生活ごみが。これは町中見て

もわかると思います。それで、年に１回か２回の

町の清掃のとき、きれいにしているんですけれど

も、なかなか追いつかない、それが。そういう対

策か何かあるのかないのか、ここの中では摘発さ

れたのが３件しかないよということなんです。 

  二、三年前にも言ったんですけれども、古利根

川に宮代分ですよね。その中に不法投棄がかなり

あって、この人は大体わかっていたんです、私。

周りの人から聞いても。町の人も言って、警察も

行って指導したということなんですけれども、な

かなかそれも、舌が乾かないうちに別の場所に捨

てているというのが、私ちょっと耳にしているん

ですよね。その辺のところもあるんで、対策みた

いなのがあれば、聞かせていただきたいなと思っ

ております。 

  それと、138ページです。狂犬病の予防事業。

これは、犬ばかり狂犬病と言っていますけれども、

これは猫とかその辺のところの狂犬病の予防注射

というのはどうなっているのか。あと、犬の頭数

は何頭ぐらい、狂犬病を実施しているのか。日本

における狂犬病の発生件数なんかあるんですか、

これ。 

  それで、もう一つのことなんですけれども、災

害時、こういう狂犬病に登録していない犬とか、

大型のほかの動物とか、それが逃げた場合の対策

というのはあるんでしょうか。その辺のところも

教えていただきたいなと思っております。 

  それと、最後に142ページの環境衛生事業、空

き地や放置耕作地が多く見られています。周りの

人では、資料のＰ29にも載っていますけれども、

虫や火災などを心配する人がいます。なかなか指

導しても、その所有者が草を刈ってくれない、地

権者は本当に困っています。夏場になると虫が家

の中に入ってくるということで、冬場になると今
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度は枯草になって、それが火災の原因になるんじ

ゃないかということで心配しております。ここら

辺のところの対策というのを、町ではやっている

んですけれども、具体的な対策というのはどうな

んでしょうか。その辺のところも答えていただき

たいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  ご質問の郵便局前の県道というとこでございま

して、県道春日部久喜線の歩道の拡幅整備にかか

わる交通安全対策の質問というふうに理解をいた

しますが、県道の歩道整備につきましては、ご存

じのとおり県のほうでやっているわけですが、町

民の交通安全対策の視点からというご質問でござ

いましたので、そういった危険な箇所が県道でも

ございましたら、我々のほうから県のほうに情報

提供をするとともに、私どものほうで、注意喚起

看板の設置等、できる対策につきましては講じて

まいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず１点目の不法投棄の対策でございます。不

法投棄、投棄されているごみの中身を担当のほう

で適時確認をしまして、所有者がわかるものがそ

この中から出てきましたら、警察のほうを必ず入

れて、対応のほうをさせていただいているところ

でございます。しかしながら、捨てられているご

みの中には、本当に空き缶とか、そのようなもの

だったり、生活ごみのなかでも所有がわからない

ものも多分にございます。そういうものは、残念

ながら、町のほう、あるいは管理者のほうで対応

のほうをさせていただいているところでございま

す。 

  今お話がありました、その投棄者が限定される

ような場合であれば、警察を含め、適時個別に指

導ということも考えられますので、それは別途ご

相談いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、２点目の狂犬病予防の関係でござ

います。昨年から、予防注射の実施率を上げるた

めに、11月に再通知のほうをさせていただいてい

るところでございます。 

  昨年の実績でございます。従前は66％程度の実

施率でございましたが、昨年再通知をした結果

72.4％程度にまで上昇のほうをしているところで

ございます。 

  このような効果を上げるために、今年度も同じ

ように再通知のほうをさせていただいて、接種率

を上げるために努力のほうをさせていただいてい

るところでございます。 

  なお、狂犬病予防の注射につきましては、犬だ

けを対象に実施のほうをさせていただいておりま

す。 

  日本での発生につきましては、狂犬病のほうは、

ここ何十年と発生はしていないということで聞い

ておるところでございます。 

  また、災害時の大型犬への対応でございますが、

現時点では、その災害時の対応ということで、い

ろんな対応考えられるところでございますが、具

体的な計画等は持っておらず、その発生時に対応

させていただくような考えでおるとところでござ

います。 

  続きまして、空き地の対応でございます。先ほ

どお話しをさせていただいたとおり、資料のほう
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にも上げさせていただいております。実施率が確

かに低い状況がございまして、まだまだ未対応の

土地も多いところでございますが、町といたしま

しては、未対応の土地について、近隣の住民の方

からお話をいただく中で、何度もその土地の所有

者に対して、通知のほうをさせていただいており

ます。場合によっては写真つきで通知のほうをさ

せていただいて、適正管理を促す対応のほうをと

っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  交通安全対策なんですけれども、これは本当に

県のほうの仕事だと思います、私も。ただ、町民

が利用してそこを走っているわけですから、町民

の安全をまず優先して、その対策事業を考えてい

くべきじゃないかなと私は思っております。ぜひ、

そんなに所管が違ったとしても協働してやってい

ただきたいというのが私の要望でございます。 

  それと、この公害防止の対策、不法投棄ですね。

今回は３件摘発したということなんですけれども、

これがもう掃除しても掃除しても同じ場所に、捨

てる場所が決まっているんですよ、皆さん捨てる

人は。夜だか朝だかわからないですけれども、通

勤の帰りだか知らないけれども、大体スーパーの、

個人だという証拠を残さずに捨てていく。缶とか、

中には瓶を田んぼの中に捨てるやつもいます。本

当に危険だなという感じがするんで、この辺のと

ころの摘発というんですか、そういう方法という

のはないんですかね。夜、例えばひどいところに

は無人のカメラを置いておくとか、そういう方法

というのはないものかどうか。本当にけが人が出

てからじゃ遅いなという感じはするんで、ぜひ、

対策を強めてほしいと私は思っております。その

辺のところも、もう一度あったら答えてほしいし、

どういうふうになっているのか。 

  それから、防犯活動なんだけれども、16ページ

にあるんですけれども、資料の16ページ、本当に

主要の合計だけで今回は152件、侵入窃盗で10件

が起きている。犯罪、刑法犯は264件ある。こう

いう中で宮代町というのは、こういう防犯活動、

新たな防犯活動やっているんですけれども、新た

な防犯活動というか、今年度の主要なあれという

のはありますか。そういうなくすための防犯活動

という、新たな事業というか、政策というか、あ

ったら教えてほしいと思います。侵入強盗なんて

いうのは、窃盗というのは、万が一、人がいたら

重大犯罪になりかねないというのが、今までの流

れです。人に見つかると、そのままおもいっきり、

殺人が起きたとか、まだまだ宮代町は殺人が今の

ところありませんけれども、あってからでは遅い

なという感じはするんで、警察と一緒になって、

この辺のところは、皆さんの家の安全です。泥棒

が多くなってきたとか、車上狙いだとか、いろん

なあります。犯罪を少なくするためには、やはり

啓発活動、無線なんかでは、オレオレ詐欺とかそ

ういうのをやっていますけれども、防犯活動はや

っていますけれども、やはりそういう重大犯罪に

つながる犯罪も、町としてもやっていく必要があ

るんじゃないかなと私は感じております。ぜひ、

その辺のところもあるのかないのか、今後どうし

ていくのか、お願いしたいと思います。 

  狂犬病については、大型犬には万が一災害のと

きは逃げたときの対策はやっていないということ

なんですけれども、犬に限らず、これ対策やって

いるところの自治体というのはいっぱいあります

よね、たしか。やはり普通のときだけやっている

わけじゃないんで、大型犬とかそういうのが逃げ

て、人に危害を加えた場合、どうするのかなとい

う感じはするんで、その辺のところも検討する必
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要があるんじゃないかなという感じは私はするん

です。そのためには、やはりふだんから把握して

おくというか、必要じゃないかなと思うんです。

狂犬病やった人は把握できているんですよ。狂犬

病の注射とかそういうのをしていない人が把握で

きないというのが多いんで、犬でも何でも。やは

り全頭を把握できるように、ふだんからしておく

必要があるんじゃないかなと思っております。そ

の辺のところの対策というのはやらないんですか。

全頭把握というか、その辺のところ、もう一度お

願いします。 

  空き地については、所有者に通知しているんだ

ということなんですけれども、実行となるとなか

なか空き地の所有者がやらないというのが、私の

地域にもいます。何回言っても、そのまま草ぼう

ぼうです。その辺のところが、近隣住民からはや

はり心配な声が出ています。これは民有地ですか

ら、町が手をつけるわけにもいかないと思うんで

すけれども、この解消するためにはどうしたらい

いのかということで、何か方法というのはあるの

かないか、ほかの町はどうしているのか、その辺

のところあったら、お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  防犯の関係でございますが、来年度新たな対策

はということでございますが、新たな対策という

のは今のところ予定はしてございませんが、今で

も、職員による青色の回転灯を使った防犯パトロ

ールというのを週２回実施をしております。12月

から１月の日没が早まる時期につきましては、週

３回実施しております。週２回の時期につきまし

ては、火曜日と金曜日、15時から17時。12月から

１月の週３回になりますと、あわせて木曜日が追

加されまして、同じく15時から17時に防犯パトロ

ールのほうを実施しております。平成29年度の実

績でございますが、防犯パトロールのほうを86回

実施しております。こういった活動を今後につき

ましても継続してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず１点目の不法投棄の対策でございます。防

犯カメラを設置する等の対応につきましては、カ

メラの購入費用が非常に高額になることもあり、

あるいはその管理する方法、設置場所の関係とか、

非常に難しい関係から、そのような方法での監視

のほうは今のところ考えておりません。ただ、場

所が限定されるようであれば、不法投棄禁止の看

板は設置することは対応させていただきますので、

その具体的な場所を後でお示しいただければと思

います。 

  続きまして、２点目の大型犬への対応でござい

ます。幸手保健所管内で狂犬病予防連絡協議会と

いう協議会がございます。その中でほかの市町で

この辺の対応をどのように考えているか、確認の

ほうをさせていただきたいと思います。そういう

形の中で、今後の対応を考えていきたいなと思っ

たところでございます。 

  また、登録していない犬の把握についてでござ

いますが、狂犬病予防注射の集合注射のご案内を、

広報等で出させていただくんですが、このときに

登録が必要だということで、広報上には載せさせ

ていただいて、登録を促しておりますので、今後

もそのような活動を続けさせていただければなと

思うところでございます。 
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  空き地の対策でございます。こちらにつきまし

ては、うちのほうも未対応の場所につきましては、

非常に頭を悩ませているところでございます。近

隣の市町に確認をさせていただいたところは、や

はり宮代町と同じような通知を何度も行うという

ところにとどまっているようでございます。今後

も、このようなほかの市町で話すような機会がご

ざいましたら、この対策につきまして考えていき

たいなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 空き地の雑草対策について

は、ぜひ強めていただきたいと思っております。 

  それと、狂犬病の登録なんですけれども、これ

は、飼っていても登録していない人がいっぱいい

るんですよ、本当に実際には。小型犬でも大型犬

でも、それはいっぱいいます。どのくらいの接種

率なのか、ちょっと宮代町でどのくらい把握して

いるのかわかりませんけれども、ぜひ、その辺の

ところは近隣と力を合わせて、災害のときにけが

をされたら何にもなりませんので、ぜひその辺の

ところはよろしくお願いします。 

  不法投棄についてはカメラが高い、看板が設置

されている。看板が設置されていても、なおかつ

その上からやってくる人がいるんですよ。本当に

困ったなという感じがするんです。須賀中学校の

プール前の来たところなんか、用水路にいっぱい

落ちています。何度も何度もやっても本当にやら

れている。看板も設置されています。本当に近隣

の人が困っているなという感じがするんです。１

回の用水来る前に掃除するんだなんていうんで、

近隣の人はあきらめてそういうこと言っています

けれども。缶とか、あそこ通る人なんです。缶と

かジュース、あとはスーパーで買った袋ごと捨て

ていきます。本当に困りましたという感じです。

ですから、カメラつけて対策を強化してください

ということで、私は願っているんですけれども、

そういうところもいっぱいあると思います、宮代

じゅうには。ぜひ、検討して強化をお願いしたい

なと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  何点か教えてもらいたいことと、今までの質問

者と重複することでの再質問をしたいと思います。 

  １点目は、教えてもらいたいのは、コミュニテ

ィ活性化の集会所の補助金、何か固定資産税分を

どうのという説明をいつもしますよね。集会所を

貸しているところが固定資産を払っていないとき

はどうしたらいいんですか。そういうのは。ただ、

そのかわり使用料が莫大に高いの。ただ、払って

いるんだけれども、固定資産を払っていないと思

います。そういうのはどういうふうにしたらいい

のかちょっと教えてもらいたい。 

  あとは、簡単なほうからいきます。反射鏡や信

号機については前段者が説明していましたけれど

も、大体区長さんに頼んでどうのこうの、それで

設置をすると。信号機については警察の関係でな

かなかつかない。実は反射鏡については、交通安

全を守る仕事の人がここはつけてもらえなくちゃ

だめだと言っているんですよ、何年か前に。それ

を役場に言ったら、知らんぷりしているんですね。

安全だということなんでしょうね。ところが、そ

ういう仕事に携わっている人がこれはつけてもら

わなくちゃ危ないよと言ったところが一向につか

ない。区長を通してやったこともある。一向につ

かない。 

  あと、信号機については、この間人身事故があ

ったですけれども、やはり私はあそこの問題につ
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いて手押しでいいからつけてもらいたいと一般質

問か何かでやったことがあるんですけれども、あ

そこは絶対、そのうち危ない場所ですよというわ

けで強く訴えたところです。というのは、あそこ

は車椅子で横切る方もいるわけ、これがまた危な

い。また宮代高校の生徒が物すごく通るの。これ

も危ない、見ていて。それを主張したわけです。

あと一般の人も、全然暗いわけじゃないけれども、

ほとんど暗くて突っ切るのに危ない。それを主張

しましたよね。それでも知らんぷり。やはり事故

があったですよね。これから、下手やると高校生

だって物すごい数の人が突っ切りますよ、あれ。

それも左右を確認して、それは確かに車が来ない

からあそこを渡るんでしょうけれども、本当に危

ない。そんな主張をしたところ、事故が起きてし

まった。本当に先を私は見て言っているわけです

よ。それも、警察が知らんぷりしているのかどう

か、この間見たそうですね、警察も。立ち会った

そうですね。何て言ったかどうかは知らんけれど

も、教えてもらいたいぐらいですよ、設置します

とか。何か街灯をつけかえるとかそんな話でごま

かそうなんて言ったって、あそこ危ないですよ。

そのうち高校生が絶対事故を起こすような場所だ

と思います。それでは遅いですよ。宮代高校は宮

代町が誘致した高校ですよね。そういう高校の生

徒が人身事故でも起きたら大変ですよ。それは本

気になって役場も考えるべきですよ。それでも一

向に知らんぷり。ついに事故が起きてしまった。

事故が起きたら調査をした。本当に私たちが言っ

ていることなんですよ。それでも耳を貸してくれ

ない宮代町。 

  次には、側溝の問題。今前段者もいろいろ違う

ことで、高齢者の問題が若干出ていましたよね。

今の側溝は蓋が開かない、高齢者には。そしたら、

何か宮代町には側溝を上げる何とかがあると。今

使っているのかどうか知らないけれども。多分余

り借りに来ていないと思う。それで、地区によっ

ては、私なんかが若いほうなんですよ。あと、旦

那がいないところ。奥さん、なお開かない。こん

な厚いんだからね、ぴたっとふさがっちゃってい

て、側溝清掃しようなんて言ったってどうにもな

らない。じゃ、どうしているかというと、業者を

頼んで、それも、今確かに金さえ出せば業者はい

い機械を持ってくるんだよね。高圧機でガーッと

掃除してみんな吸いとってくれるの。蓋も開けて

くれるの。全部開けない、何カ所か開けて。その

かわり、１軒3,000円なり4,000円かかるわけです

よ。 

  そこで、なぜ私がこれを質問するかというと、

カマス代はいらなくなっているんです。今まで自

分たちの手作業で清掃しているときは、カマス代

をもらって、カマスの中に入れて、道路の端へ置

いておいて、町が業者に頼んで運んでいた。それ

は金がかかっていたわけ。だから、そのぐらいの

補助をしたらどうだと言っているんですよ。それ

もしない。本当に高齢者対策には冷たい宮代町と、

私そういうことも言うんですよ。本当に、何考え

ているんだって。開かないんですよ、蓋が。今度

町の職員が開けてくれますか、言えば。そんな開

けないでしょう。若いんだから皆さんは。私が若

いほうだもの、開くなんてことは大変なことなん

ですよ。こんな厚くって、隙間があいていなくっ

て。そういうところを、私が何回、同じ質問をし

ていたって知らんぷり、宮代町は。それが２点目。 

  ３点目、公社の問題。消防署の移設するの、第

３分団が。それは反対とかそういうんじゃなくて、

平米８万8,000円、それはいいですよ、買うのは。

公社ですよ。この金、公社というのは、杉戸町に

あるのか。どこへ入るんですか、この金。どこへ。

何で買うんですか。宮代町の公社でしょう。何で
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買うんですか。だから私は前、公社を解散したほ

うがいいと言ったことがあるんです。何年か前、

おととしあたりか、解散。そうすれば買う必要な

いんですよ。じゃ、公社がこの金が入ったら、何

に使うんですか。おかしいじゃないですか。宮代

町の税金で公社に入れて、その公社は宮代町なん

ですよ。私は理屈に合わない。公社なぜ解散しな

い、理由を聞いたけれども、忘れたけれども、今

持っている公社の土地は、立派な土地ありますか。

みんな開発ができないような田畑とか、田が多い

のかな。そんなんで何で公社なんか設置して、公

社にこの平米８万8,000円を払うんですか。それ

はわからない、私は、頭悪いせいだね、わからな

い。宮代町の公社でしょう。宮代町の税金で宮代

町の公社に払って、宮代町の公社はただ、１年に

１回２回会議をやるだけ、その手当を300円だか

400円払うだけ。そんな公社でしょう。今まで、

公社で売り買いやったことありますか。ないでし

ょう。私も長い間議員やっているけれども、ほと

んどない。そんな公社になんか、何で金払うんで

すか。その公社誰が金使うんですか。それを聞き

たい。副町長はすぐ笑ってごまかすけれども、本

当ですよ、宮代の公社なんですよ。副町長の公社、

笑っていたけれども。それでいいですよ。副町長

が笑っていたと、公社の問題を言ったらと、私は

宣伝するからいいですけれども。本当ですよ、公

社に何で税金を払うんですか。それを教えてもら

いたい。 

  ちょっとまた言い過ぎた部分もあるかもしれな

いけれども、答弁によって再質問します。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、反射鏡の話でございますが、交通安全を

守る仕事の方が、要望されても一向につかないと

いう問題があったということでございますが、い

つごろ、どの場所でというのが、ちょっとわから

ないので申しわけないんですけれども、ルールに

基づいて要望をいただいて、また我々と、それか

ら設置検討部会のほうで現場を見た結果、条件に

合わずに設置見送りになったということと理解は

しますが、どうしてつかなかったのかということ

につきましては、条件に見合わなかったのかなと

いうふうには考えております。 

  それから、死亡事故のあった現場の関係でござ

いますけれども、死亡事故につきましては、去年

の12月15日、午後９時15分ごろにあったわけなん

ですが、こちらにつきましては、その後、１月９

日に、警察、杉戸署と、それから県警本部、それ

から我々交通安全担当、それから道路の担当と一

緒に現場のほう立ち会わせていただきました。道

路診断ということで立ち会わせていただきました。

現場のほうで聞いた話によりますと、姫宮駅方面

から宮代高校方面に、49歳の男性が横断歩道を渡

っていたときに引かれたということなんですけれ

ども、運転者の前方不注意ということらしいんで

す。原因につきましてはそういうことというふう

にお聞きをしております。 

  現場のほうにつきましては、道路診断をした結

果、路面標示を追加というお話がありましたので、

横断者注意という路面標示を、上下線に１つずつ

ですが、我々のほうで業者に発注してつけていた

だきました。あわせて、横断歩道近くの街路樹が

死角になるというご指摘もありましたので、そち

らの伐採についても、これから道路の担当のほう

で発注するものと思います。 

  一番、信号機のお話でございますが。信号機に

つきましては、この道路診断の後、すぐに町のほ

うから要望のほうはさせていただきましたが、委



－１２１－ 

員おっしゃるように、警察のほうで信号機の設置

については公安委員会に諮って検討するというお

話は聞いておりますが、もうしばらく時間はかか

るということは聞いております。設置が可能かど

うかについても、今警察のほうからの回答を待っ

ているところでございます。 

  それから、第３分団の用地の公社の関係でござ

いますが、公社につきましては、宮代町の土地開

発公社になります。宮代町の土地開発公社のほう

に、町の一般会計のほうから5,288万8,000円とい

うお金を支払いするわけですが、委員おっしゃる

ように町の組織でございますので、5,288万8,000

円をお支払いはするんですが、町の会計に戻って

くるというシステムにはなっております。公社の

存続については、すみません、申しわけないです

けれども、私のほうではその辺はわからないとい

うところでございます。申しわけございません。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目の集会所の補助の関係でございま

す。こちら、借地料を払っている地区自治会のお

持ちの集会所、なおかつ固定資産・都市計画税が

発生している集会所が17カ所あるんですが、こち

らに対しては、固定資産・都市計画税の相当額の

補助のほうをさせていただいております。今、委

員のほうからご質問がありました固定資産税とか、

都市計画税が発生していなくて、借地料が高いと

ころ、借地料を払っているところにつきましては、

豊かな地域づくりの推進事業費補助金というのが

ございまして、こちらのほうでご対応いただいて

いる地区が多く確認させていただいているところ

でございます。こちら額が限定されるんですけれ

ども、そちらの補助金を有効にお使いいただいて、

ご対応いただければなと思うところです。ほかの

地区も同じようにやらせていただいているところ

でございます。 

  続きまして、側溝の問題でございます。いろい

ろお話をいただいておりまして、毎回同じような

回答で大変申しわけないんですが、町民生活課と

しては、地区が清掃をすると、そういう意思を示

したときに、地区清掃に必要なカマスと汚泥の回

収、地区清掃の支援として町民生活課のほうでや

らせていただいております。どうしても側溝清掃

をしてくださいとか、そういうお話を地区のほう

お話しすることもございません、町民生活課のほ

うでは。ですので、地区がご意向としてやられる

ということで、こちらのほうに申請がある地区清

掃の対応としてやらせていただいておりますので、

今お話しいただいたような状況であれば、地区の

ほうのご対応、あるいは蓋が開かないとか、そう

いう構造上の問題であれば、また別箇、管理担当

のほうにご相談いただければなと思うところでご

ざいますが。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 結論が出たやつからちょ

っと再質問していきたいと思います。 

  公社については、また戻るというんだね、予算

へ。だったら予算に載せることないじゃない。五

千幾ら。俺わからない、これが。一般会計戻すん

だったら、この数字を載せることないんじゃない

ですか。何だかわからないね。何で載せるんです

か。やっていることが全然わからないよ。 

  あと、信号機や何かは時間かかるようだけれど

も、つくようだね。時間かかるようだけれども、

だけれども、早くつけたほうがいいですよ。あそ

こ危ないから、もう高校生が本当に間一髪がある

んですから。車椅子の人は、あそこを町の循環バ
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スに乗るらしいんだけれども、そこへ乗るのに渡

らないと乗れないんですと言ったら、東の信号、

でなければ姫宮の信号、あそこに行ってターンし

てこいだって、ひどいね。車椅子の人が東のほう、

ぐるっと回ってまた戻ってくるわけだ、循環バス

に乗るのには。言うことがひどいね。冷たいね、

これも。高齢者にも冷たいけれども、障害者にも

冷たい。その話を聞いて、俺、嫌になりましたよ。

だから、手押しでもいいから信号、高校生のため

でもあるし、一般の人だって今まで危ないんだか

ら、一般の人もそうだし、そういう人たちのため

にも、手押しでいいからつけたらどうだと散々言

ったんですよ、そのたびに。事故があったからそ

のうち今度はつけますということになったのかも

しれないけれども、それはなる前から危ないんで

すよ、あそこはもう。高校生が何人通りますか、

勘定したことありますか。ほとんど電車で利用す

る人はあそこを通るから、もう一回、一日も早く

つけてもらったほうがいいですよ。 

  あと、反射鏡については、もう移動したから話、

はっきり言いますけれども、姫宮の駐在所が言っ

たんですよ。お巡りさんが私たちがあそこでいた

ら、これはカーブミラーつけてもらうべきだよと。

宮代はつけないんかいと言われたんですよ。駐在

所が言ったんだよ、ここは危ないと。場所ばれち

ゃうから言わないけれども、踏切を渡ったちょっ

と先なんだけれども、今なかなか見にくいんです

よ、確かに。丁字路になっているけれども、そう

いう状況があっても知らんぷり。 

  きょうはそのぐらいにしといて、集会所につい

ては、何課に言えば補助してくれるの。 

〔「豊かな地域づくり推進事業費補助金の

窓口は町民生活課の窓口でございます」

と言う人あり〕 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

○委員長（丸山妙子君） 委員長を通して答弁して

くれるようお願いいたします。 

○委員（小河原 正君） 補助はどこで出るんです

か言ったら、答えようとしたから黙ったわけ。 

○委員長（丸山妙子君） まとめて今までの質問全

部答えていただきます。 

  答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  豊かな地域づくり推進事業補助金につきまして

は、町民生活課の地域振興担当のほうでお受けし

ておりますので、そちらのほうでご相談いただけ

ればと思います。ただ、先ほどもお話しをさせて

いただきましたが、各地区への補助額が限度額が

決まっておりますので、それ以上は出せませんの

で、その中でのやりくりということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、反射鏡の話でございますが、場所のほう

がはっきりしない中、ヒントというかいただきま

して、踏切の近くであり、丁字路ということでご

ざいますので、我々もちょっと確定はできない中、

ちょっと現地のほうは再確認のほうをさせていた

だきたいと思います。 

  それから、信号機につきましては、つくという

ふうに決まったわけではございませんで、信号機

の設置要望をしている段階でございます。最終的

には公安委員会のほうで設置の可否が判断される

わけでございますが、一応町のほうで担当職員が

現地のほうに行きまして、朝の８時半から９時半

の間で、歩行者、車、自転車の通行量については
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数えた上で、これだけの通行量があるということ

で、警察のほうにも要望をしておりますので、ぜ

ひ、信号機のほう設置してもらえるように、こち

らからもまた話をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございます。 

  だんだん回答がいい回答になってきたんで、あ

りがたいですね。 

  まず、信号機から話をしますけれども、本当に

しつこいようだけれども、早くつけないと必ず私

は高校生がそのうち事故やると思いますよ。あの

突っ切り方を見たほうがいいですよ。また、まず

いんだ、はすなんだよね、あれちょっと。だから、

あれはよく考えたほうがいいと思いますよ。本当

に危ないなと思って見ているんですけれども、私

なんてものは。あと、あそこら辺に住んでいる人

も言っているわけ。知っている人何人かいるから。

やはりあれ危ないよねと。宮代議会は何にも言わ

ないのとも言われたことありますよ。いや、言っ

ても聞かないよと言ったけれども。そういう周り

の人も言っているんですから、危ないって、前々

から。多分今度は最近行き会えば、ほらやったで

しょうとなるわね。誰がなったか不幸だったけれ

ども、かわいそうだったけれども。やったほうも

やられたほうもかわいそうだよね。本当にあれは

信号機をつけるべきだと思います。強くもう一回

言っておきますから、忘れないように。 

  あと、集会所はわかりました。豊かな推進づく

り行けば、ある程度補助がもらえるんだろうと。

１銭も払っていないところなんですよ。集会所、

固定資産。わかるでしょう、もう。自治会が払っ

て、皆、丸々入っちゃうところ。 

  あと、公社についてもう一回答えてもらえるか

な。予算載せることないんじゃないかと思うんで

すよ。五千幾ら。だから、予算上に載せることな

いんじゃないかと言っているわけ。それがわから

ないんだ。 

○委員長（丸山妙子君） 質問は以上でしょうか。 

  答弁を求めます。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 町民生活課長の齋

藤でございます。 

  公社、詰所の関係の予算でございますが、先ほ

ど来、すみません、所管しているのは企画財政課

でございますが、開発公社の予算につきまして、

今回計上させていただいているものは、先ほどう

ちの副課長が申し上げましたとおり、町から町へ

という出と入りがあるわけではございますが、基

本的には土地開発公社と言っても、１つの公社で

ございますので、もちろん町との関連は一緒では

ございますが、うまく表現、私はできませんが、

基本的なものは別なお財布から入れるところ、入

るところという考え方である関係で、実際には１

つのお財布になってしまいますが、やはり、一つ

の予算ということであるとなると、予算のほうに

は計上せざるを得ないと。またこれに伴いまして、

開発公社は開発公社のほうの予算として、その分

が今度は歳入として上げられると、そのような形

に開発公社と町の関連は、申しわけございません、

私からは細かくはちょっと説明できませんが、流

れ的にはそのような形になってしまう関係で、当

初予算のほうに金額を記載させていただいている

ということで、私どもでは大変申しわけございま

せんけれども、細かくは説明できませんが、もし

ご理解いただけないようだしたら、再度ちょっと

財政なりと確認をしまして、お答えをさせていた

だければというように思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 
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○委員（小河原 正君） わかりました。 

  私、どうも頭のぐあいが悪いからわからないだ

けで聞いたので、町の予算なんかに行ったり来た

りで、同じ予算の中で公社になぜこういうことす

るのかなと不思議に思うわけですよ。私はまた、

何か機会があったら、公社は解散すべきだとまた

申し上げますけれども。そうすれば、こんなやや

こしいことやる必要ないもの。 

  それとあと、ミラーの問題は、場所を言ってお

かないと、場所言っていないからやりませんと言

われると思うから言っておきます。355号踏切か、

俺の家の側は。あれを渡って姫宮のほうへ。そう

すると、あそこは昔県道で、県道から町道に移管

するとき、あそこの踏切をまっすぐ直すようにと

県に要望して、町の人はやってくれなかった場所、

あの踏切。くにゃくにゃと曲がるところ。あるで

しょう、姫宮の駅の２つ目。この動物公園のほう

へ向かって。あそこの道路が変なところ。あれを

渡って、今、光っている家ができたよね、右方。

それのちょっと先に言って左に曲がるところ、あ

そこが見えないんですよ。あそこはミラーはつけ

るべき。最近は落っこちなくなったからいいけれ

ども、田んぼへさ。家ができたから、あっちのほ

うへ。前はよく田んぼに落っこちていたの。今は

落ちなくなったけれども、あそこが危ないんです

よ。あの家が光っていて、こっちから丁字路のほ

うへ向かってくると、光って見えない。垣根があ

って見えない。 

  あそこは警察官が、ここは小河原さん、議員だ

ろう、そうだよと言ったら、なぜミラーをつけて

もらえないんだと、あの日、言ったんだから。そ

れですぐ区長に言って、申請したらカット食っち

ゃったの。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員、地域のこと

詳しく、後で地図で言っていただければと思いま

す。 

○委員（小河原 正君） いや、今言っておかない

と、証拠にならないから。だから言っておきます。

すぐ曲がった左側の丁字路のところ、わかりまし

たね。そこ教えときましたから。これ証拠だから

ね。聞いてないと言われるのが嫌だから。そのこ

とをよく申し上げて、きょうはこの関係は、質問

は終わります。きょうはね。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で町民生活課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月８日金曜日、午前10時から委員会を開

き、産業観光課分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時４２分 
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第 ３ 日 
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        野  原  洋  子  君            丸  藤  栄  一  君 
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        伊  草  弘  之  君            合  川  泰  治  君 

        金  子  正  志  君            小 河 原     正  君 

  （議 長  中  野  松  夫  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 産業観光課長 長  堀  康  雄  君 

産業観光課 
副 課 長 

秋  谷  裕  章  君 
産業観光課 
副 課 長 

吉  永  吉  正  君 

産業観光課 
主 幹 

菅  原  隆  行  君 
農業振興担当 
主 査 

鈴  木     功  君 

農地調整担当 
主 査 

長  瀬  昇  之  君 
商工観光担当 
主 査 

山  内  一  生  君 

福 祉 課 長 渡  辺  和  夫  君 福祉課副課長 宮  野  輝  彦  君 

福 祉 課 
こども未来室長兼 
子育て応援室長 

門  井  義  則  君 福祉課主幹 伊  東  浩  二  君 

福祉課主幹 横  内  宏  巳  君 
社会福祉担当
主 査 

関  根  雅  治  君 

子育て推進 
担 当 主 査 

石  井     栄  君 保育担当主査 小  野  美  保  君 

子育てひろば 
担 当 主 査 

市  川  玲  子  君 
みやしろ保育園 
所 長 

吉  田  直  子  君 

みやしろ保育園 
主 査 

松  岡  祥  哲  君 
国納保育園 
所 長 

伊  東  文  子  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 佐  藤  賢  治 主 査 折  原     淳 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより３月６日に引き続き、予算特別委員会

を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２９号の審査（産業観光

課・福祉課） 

○委員長（丸山妙子君） 本日は、議案第29号 平

成31年度宮代町一般会計予算についてのうち、産

業観光課、福祉課分の順に質疑を行います。 

  これより産業観光課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 皆さん、おはよう

ございます。本日はよろしくお願いします。 

  改めまして、産業観光課長の長堀でございます。 

  以下、きょう、出席している職員について自己

紹介をさせますが、その前に、委員会が始まる前

に、皆様のお手元のほうにふるさとレシピの冊子

と、それからメイドインみやしろのすごろくマッ

プのほうを配らせていただきました。 

  ふるさとレシピにつきましては、２年間にわた

りまして、郷土料理の調査等を行いまして、それ

をレシピとしてまとめさせていただいて、既に新

聞報道もされているところでございます。 

  それから、メイドインみやしろのほうのすごろ

くマップにつきましては、まだできたばかりで、

各機関のほうに配布をしているところでございま

すので、後ほどごらんいただければと思います。

よろしくお願いします。 

  では、職員について紹介させますので、よろし

くお願いします。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 産業観光課副

課長の秋谷です。よろしくお願いします。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） おはようござい

ます。産業観光課主幹の菅原です。よろしくお願

いします。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） おはようござ

います。産業観光課商工担当の副課長、吉永です。

よろしくお願いいたします。 

○商工観光担当主査（山内一生君） おはようござ

います。商工観光担当の山内です。よろしくお願

いします。 

○農業振興担当主査（鈴木 功君） おはようござ

います。農業振興担当主査の鈴木と申します。よ

ろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（長瀬昇之君） おはようござ

います。農地調整担当、長瀬と申します。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 改めて、おはようございま

す。山下です。 

  それでは、産業福祉課について、ちょっと何問

か質問させていただきます。 

  産業観光課ですね。失礼いたしました。 

  質問させていただきます。 
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  最初に、144ページ、労働事業でございます。

労働事業を縮小したということなんですけれども、

これ借りる人がもういなくなったということなん

ですけれども、まず最初に、宮代町は、このパー

セントを何％で設定しているんですか、貸し借り

のあれは。それを一つ教えていただきたいことと、

「宮代で働こっ」を商工費より労働事業に移され

たということであるんですけれども、この経過と

いうのはどういうふうに、何でこういうことにさ

れたのか、一つ、まず最初にお伺いします。 

  それから、150ページになります。水田農業構

造改革対策事業。説明では、農地の利用集積及び

合理的な活用を推進すると説明されましたが、実

績などあるのかどうか。特に、新しい村による利

用設定農地は増えているのでしょうか。その辺の

ところも教えていただきたい。 

  それと、152ページです。新しい村管理運営事

業でございます。資料11ページを見ると、新しい

村、森の市場「結」の生産者の登録状況及び生産

販売実績が年々落ちています。大きな原因という

のはどこにあるのか、産業観光課としてどう見て

いるのか、ちょっと教えていただきたいと思って

おり 

  同ページなんですけれども、明日の農業担い手

支援事業でございます。本事業が始まってから10

年目になろうかと思います。31年度予算では、

441万円減額されています。減額説明によると、

青年就農給付金、新たな塾生受け入れを１名減と

なっていますが、この辺のところの詳しい説明を

お願いしたいと思います。 

  あと、154ページです。農地費でございます。

説明では、基幹水利ストックマネジメント事業の

進捗により負担金額が増額と説明されましたが、

詳しい内容、この辺のところもお願いしたいと思

います。 

  最後に、資料Ｐ15、16の農家組合長の要望でご

ざいます。これらの要望等の達成率はどうなって

いるのか。全部要望を受け入れているのかどうか。 

  それと、156ページの商工費です。商工振興費

でございます。昨年度より385万円の減額予算と

なりましたが、私は、今回の商工費予算を見ると、

整理と廃止が目立つような感じがするんですけれ

ども、何か特徴的なものがあるかどうか、その辺

のところもお願いします。 

  それと、160ページになります。消費者対策事

業になります。予算編成で、昨年度の実績などを

考慮してやっているんだと思うんですけれども、

幾らか減額されていますね。14万5,000円ばかり。

この辺の実績のほどをお願いしたいというのと、

相談による解決された主な事例というのはあるか

どうか。何件ぐらい相談に来ているのか。資料に

載っていると思うんですけれども、その辺のとこ

ろも詳しく内容を教えていただきたいと。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、労働事業の勤労者住宅資金貸し付けの宮

代町の利率ですが、年1.8％でございます。 

  それから、「宮代で働こっ」を労働事業に移し

た経緯、理由でございますが、「宮代で働こっ」

は、当初から、起業創業の情報提供という面と、

働くということをキーワードにしました情報の二

面性を持って情報提供するサイトとしてスタート

しております。 

  今回、町内の求人情報ですとか、また町内で働

いている人の紹介、それからハローワークとの連

携情報といった働く部分の情報を厚くして発信し

ていこうというふうに考えまして、労働事業のほ



－１２８－ 

うに移させていただこうと考えたものです。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。お答えします。 

  まず、利用権設定の割合というところで、利用

権設定して拡大している農家が増えているかどう

かという趣旨のご質問だったかと思います。 

  まず、担い手への集積の状況という形でお答え

させていただきますと、平成30年度担い手経営体、

35経営体における集積の面積は120.7ヘクタール

となっております。 

  平成29年度公表されております宮代町の耕地面

積594ヘクタールに占める割合といいますと、利

用集積をされている割合といいますと20.32％。

昨年度が19.61％ですので、１％弱、利用権設定

の割合は増えているということでございます。 

  また、その中で特出しとして、新しい村の利用

集積の割合というご質問がございましたが、そち

らにつきましては、委員会でお配りをさせていた

だいております委員会資料の６ページの中に、新

しい村の利用権設定農地ということで記載をさせ

ていただいております。 

  平成31年２月１日現在でございますが、18万

3,131平方メートルというふうになっておりまし

て、その後、２月の後半、３月の頭にかけて、多

少増えております。そこから１ヘクタールほど、

今、さらに増えているような状況でございます。 

  続きまして、委員会資料の11ページ、年々と申

しますか、29年度、30年度と、新しい村、森の市

場「結」に野菜をおさめていただいている生産者、

農業者の数が減っていると。これの原因と、それ

に対して町としてどう考えているかというご質問

でございます。 

  こちらにつきましては、やはり一番大きな理由

については、農業者の高齢化です。今、町内の農

家さんの平均年齢は約70歳前後ということもござ

いまして、やはりなかなか出荷できる、生産でき

る農家さんが減っているというのが現状でござい

ます。 

  それに対しまして、町といたしましては、新規

就農者の就農支援ということで取り組んでいるわ

けでございますが、やめるのは、すぐやめること

はできましても、育てるとなりますと、やはり３

年かかるということで、継続して町としては以前

から取り組んでいるところでございます。 

  地道にこういった取り組みを続けていくのとあ

わせて、今、新しい村のほうでも、アグリ部門の

中に野菜生産部門ということで、今年、２名、野

菜の生産ができる従業員のほうの雇用をさせてい

ただいております。 

  こちらにつきましては、新しい村周辺の農地を

借り受けまして、農家さんと出荷の時期がかぶら

ないような形で、農家さんに余り影響の出ないよ

うな形で、直売所の中に農産物の出荷を行ってい

るところでございます。農家さんと競合するとい

うのではなくて、いずれ農家さんに指導できるよ

うな従業員になっていただきたいと、そういう思

いで雇用しているところでございます。 

  続きまして、明日の農業担い手支援事業で予算

額が大きく減っているというところについてのご

質問でございますが、こちらにつきましては、国、

県を通して入ってきております新規就農の総合支

援事業、新規就農者が働いてすぐにはなかなか所

得を得られないということで、５年間は年間150

万円の補助金が出るんですけれども、そういった

補助金の対象となる新規就農者の数が、もう５年

もらった方が２名おりますので、そういった方が

いまして、今年については１名減るといったとこ

ろで、まず150万円ほど事業費が減っております。 
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  それ以外については、ちょっと、少々お待ちく

ださい。 

  それと、もう一つ、今年度から町独自の取り組

みとして始めました、本来ですと、国からの新規

就農を目指す方への補助金というのは２年間、国

のほうから出るんですけれども、宮代町の農業担

い手塾は３年間となっております。 

  そうすると、そこで１年間のギャップが生じる

ことになりまして、なかなか二の足を踏んでしま

うということもありましたし、生活が非常に厳し

いという現実もございましたので、最初の１年間

は、町独自で150万円の補助をするという取り組

みを今年度から行っております。 

  今年度の予算では、それを２名分用意しておい

たんですけれども、今年度、年齢等の要件で合致

する方が１人もおりませんでしたので、来年度の

予算につきましては、現状を鑑みまして、２名か

ら１名分と、そこでさらに150万円ほどの削減を

行っております。 

  ですので、合わせて300万、まずそこで削減を

しております。それ以外につきましては、需用費

等の削減が主となってございます。 

  続きまして、基幹水利ストックマネジメントの

負担額が増加しているということについてでござ

いますが、こちらは、県のほうで進めております

利根大堰から宮代に向かって流れております各用

水路、こちらの中には、堰ですとか、そういった

揚水機場の管理するような設備等が多々あるんで

ございますが、国では、今、それの長寿命化の更

新作業というのを行っております。 

  ただ、国のほうの予算もなかなかつかないとい

うところもございまして、また年々、設計変更、

設計変更ということで、今、人件費等が高騰して

いるということもございますので、事業計画とい

うのが変わってきているのと、あと、事業がおく

れていて、最終年度は決まっておりますので、負

担が少し寄っているというところがございます。 

  そういったところで、各市町村の負担割合とい

うのが今、増えているような状況でございます。 

  それと、委員会資料の16ページでございます。

農家組合長等から出ております除草ですとか水路

敷きの修繕、改修等の補修に当たって、その要望

を全て達成しているかということでございます。 

  まず、30年度の要望の内容につきましては、16

ページをごらんいただいたとおり18件となってご

ざいます。この18件につきましては、対応したも

のでございます。 

  全て対応したかということでございますが、細

かいところとかもありますが、今、大きなところ

では、予算の関係等もございまして、２件ほど、

来年度に回さなくてはいけない大きな木が、水路

沿いに木が植わってしまって邪魔になるというこ

とで、伐採の案件が２件ほど保留になっているも

のがございますが、それにつきましては、来年度

予算がつき次第、来年度当初にやらせていただき

たいというふうに考えております。今、保留にな

ってございますのは、その２件でございます。 

  農業振興担当は以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。引

き続きお答えさせていただきます。 

  まず、予算書の156ページの商工振興費、こち

らの減額の理由と特徴でございますが、主なもの、

大きなものとしましては、中小企業の融資制度の

預託金を減額してございます。 

  それから、にぎわいづくりプロジェクトという

ことで行ってまいりましたコスプレの事業、それ

から、日工大生の寄り道マップの事業を行わない

こととしたものが減額の主な大きな理由でござい
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ます。 

  反対に特徴としましては、商工業者の支援とし

まして、既存の補助金を再編しまして、また新た

なメニューを加えた（仮称）商工業の活性化補助

金を新たに一つの総合的な補助制度としてつくっ

ていこうと考えてございます。それが大きな特徴

でございます。 

  続きまして、予算書の160ページ、消費者対策

事業の関係でございます。こちらの減額理由でご

ざいますが、商品テストの関係で放射線の検査を

行う機器がございまして、こちらの定期検査委託

料というものを盛ってございましたが、こちらも

利用がしばらくございませんことから、来年度は

こちらの検査という機器を国民生活センターにお

返しします予定でございますので、定期検査の委

託料を減額してございます。 

  それから、消費者相談の関係でございます。今

年度は、まだ年度途中でございますが、１月末ま

でに72件の相談をいただいております。その中で

は未解決という件数はございませんで、ご助言で

すとか、あるいは相談をして、相手と解決にみん

な導けてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁、全部済みましたか。 

  答弁を求めます。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  委員会資料の11ページの中の森の市場「結」の

販売実績における売り上げの減少ということでよ

ろしいですか。 

〔「実績」と言う人あり〕 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 売り上げの実績

ということでございますが、こちらにつきまして

は、30年度につきましては、31年１月末現在とい

うことで、２月、３月の売り上げについては、ま

だ計上されておりません。ですので、売り上げ自

体につきましては、28年度、29年度、30年度とも

ほぼ横ばいというふうに現在は見込んでいるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 先ほど、質問を１問だけ忘

れました。150ページの水田農業改革対策事業で

ございます。新成人に対するお祝いというのはわ

かるんですけれども、構造改革対策というもの、

特に経営所得の安定化対策での成果はどのくらい

の目標なのか。 

  これは経営所得というんですから、全農家を対

象にするのか、それとも一部の農家を対象にして

いるのか、ちょっとわからないと点があるんです

けれども、その辺のところも述べていただければ

ありがたいなと思います。 

  それと、先ほど言いました…… 

  最初に、それだけ答えていただけますか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  151ページ、水田農業構造改革対策事業におけ

ます経営所得安定対策推進事業についてでござい

ますが、まずこちらにつきましては、この経営所

得の安定対策といいますと、農家さんの主に米づ

くりにはなるんですけれども、年間の経営所得を

なるべく安定させましょうと、そういった推進事

業になってございます。 

  内容といたしましては、国のほうで、その翌年、

その年になるんですけれども、どれぐらい米が消

費をされるかという試算を行いまして、その中で、

ある程度これぐらいの見込みがあるということを

県、それから町のほうに示されます。 
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  そうしますと、県、町は、それに伴いまして、

じゃ、町の中では、どれぐらいの米をつくれば値

崩れが起きないかと、そういった取り組みを今度

行うことになるわけでございます。 

  それ以上をつくっても構わないんですけれども、

それ以上つくるということは米の値崩れにもつな

がりますので、共倒れになってしまうというとこ

ろもございます。ですので、生産調整を図って米

の適正な生産量というものを見きわめるものでご

ざいます。 

  ただ、一方、そうしますと、つくらない、つく

れない土地という、農地というのが非常に増えて

きてしまいます。そこで、国のほうでは、かわり

に戦略的作物ということで、麦ですとか野菜に転

換をするですとか、飼料用米をつくるですとか、

そういった代替のものをつくることに対して補助

金というものを出しております。 

  そういったことで、荒れない、荒らさない農地

を増やしながら、要するに耕作する農地を増やし

ながら、農家さんの所得、米がつくれなくなって

所得が落ちるところもカバーすると、そういった

ところの取り組みを行っておりまして、そういっ

た中で経営所得の安定対策を図っているところで

ございます。 

  事業の趣旨としては以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最初に、労働事業なんですけれども、この勤労

者に貸し出す金利が1.8％と今言いますけれども、

普通どうなんですかね。普通の銀行では今。私は、

町でやるんだったらば、やっぱり勤労者に対して

のサービスということで低くする、じゃなくちゃ、

借りる人はいませんよ、はっきり言って。 

  だから、縮小してしまう。そうしたら、何でも

そうですよね。私は、その辺のところを大いに宣

伝して、町がこういうふうに勤労者に対してサー

ビスするんだということでやるべきじゃないかな

と。町は、普通の銀行より高く貸したら、これは

何でも同じですよ。町民は飛びつきません、はっ

きり言って。 

  その辺のところはどういうふうに考えているの

か。ただ借りる人がいないからやめさせてしまう、

これは誰だってできることですよ。私はそう思う

んですけれども、どうなんですか、その辺のとこ

ろは。 

  それと、今の水田農業なんですけれども、米を

調整するということになると、農家の人は、水田

では、じゃ、麦がつくれるのか。これはできませ

んよ、はっきり言って。あんな水辺の低い耕地の

ところに麦をつくれといったって、これは無理な

ことです。畑だったら、それはわかりますよ。陸

田とか。要は、つくるなということを意味してい

るのと同じじゃないんですか、それは。 

  経営の安定化と国が言っているからそういうこ

とを指導するんだと言っていても、結局、農家の

収入を減らすだけですよ。ですから、畑が、田ん

ぼが今、荒れ地になってきている、喜んで水田を

つくる人がいなくなってきている・それが現実じ

ゃないんですか。 

  それは農家のほうで経営が安定してつくられる

んであれば、誰だってやりますよ、それは。そう

いうつくる場所があるんですから。 

  今、米30キロで幾らですか。5,000円ですか、

7,000円ですか。それで生活できると思いますか。

ガソリン代もあります、機械代もあります。無理

ですよ、それは。 

  やっぱり安定化といえば、これは米を政策的、

これは国の問題ですから、町の問題じゃありませ

んけれども、やっぱり農家の人が安定して国民に

食料を配れるような、逆ざやじゃないんですけれ
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ども、やるべきではないかなと私は思っておりま

す。 

  その辺のところは、もう一度詳しく、どうなの

か、耕作地が、確かに第三者に渡して増えていま

す。それも認めます。ただ、町を歩いていると、

必ず不耕作地が多くなってきている。その辺のと

ころはどういうふうに考えているのか、対策とし

て。 

  草が生えていて、その草も刈ってくれといって

も、なかなか刈れない。隣近所の人は、困った、

困ったあげくに、本当に自分の家の農地に草が生

えてしまうので、１メートルぐらい刈っている家

もあります。その辺のところの事情を、ただ単に

言葉上ではなくて、現実的に動けるようにやるべ

きじゃないかなと思っております。その辺のとこ

ろをもう一度お願いします。 

  あと、この150ページの農業経営基盤安定化な

んですけれども、農地流動化補助金、利用度、何

件ぐらいの補助対象となったのか。これは普通の

農家も含めてなんですか。それとも、新しい村み

たいな大きなところだけなんでしょうか。その辺

のところも、ちょっともう一度お願いします。 

  新しい村管理運営事業、資料11ページです。新

しい村です。私、販売所の意図を考えたほうがい

いんじゃないかなという感じはするんですけれど

も、これは個人的な思いですから、答えなくても

いいんですけれども、私は、やっぱり人通りの多

い県道とか、例えば動物公園の前とか…… 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、答えなくてい

い質問は…… 

○委員（山下秋夫君） じゃ、ただ、個人的にそう

思っているということだけで。だた、そのことに

ついては、町はどう思っているかということです。

質問です、それは。これは、意図というのは個人

案だということで言っておきます、最初から。 

  あと、担い手事業なんですけれども、10年前に

事業が継続されて、今までの人数と現在残ってい

る人数というのは、今は何人ぐらい残っているん

ですか。10年前から比べて何人ぐらいそういう勉

強を、塾生の勉強をして、今現在、何人残ってい

るのか。 

  頑張っている人もいます。確かにいます。私も、

よく散歩の途中で、頑張って朝早くからやってい

ます。そのことについて、先ほど新しい村で野菜

もつくるんだということを言っているんですけれ

ども、この塾生やっていた人たちで何人がこの宮

代町の新しい村に野菜をおさめているのか、今後、

おさめようとしているのか、今つくっている野菜

をおさめているのかどうか、その辺のところもお

聞きしたいと思います。 

  154ページの農地費で、基幹ストックマネジメ

ント、これはいろいろと設計変更だとか、そうい

うふうに変わってきているんだということで説明

あったんで、了解したいと思います。 

  それから、農家組合長の要望です。資料の15、

16ページ、２件だけ残っているんだということな

んですけれども、これ来年度やるんだということ

を言っています。あと、この説明の中で18件とい

うことなんですけれども、ここに書いてあるのは

18件ですけれども、数々の要望というのは、その

ほかにもあったんでしょうか。なかったらないで

いいですけれども、その辺のところをお願いしま

す。 

  水路は、まず一つは、農業やるのうち、水は入

ってこないと大変だということで、最大の要望に

応えるべきじゃないかなという感じはするんで、

特に水路なんかはね。水路、道路は、やっぱり要

望に応じるべきじゃないかなという感じはしま

す。 

  あと、156ページです。商工費の問題です。今
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回は、コスプレとかそういうのをやめて、そのほ

かには、特徴的には、再編して総合的な補助体制

にするんだということを言っていますけれども、

この特徴的って、どういうところに今年度は考え

ているのか、どういう補助をしたいということは

あるんだか、具体的にどうしたいのか、その説明

がないんで。 

  あと、そういうことはなんですけれども、それ

と同時に、商工会員の現状は増えているのかどう

か。職種の増減というのは、例えば食堂が減って

いるとかそういうのがあるのか、特徴的なことが

あるのか、従業員は何名入って、使っているのか、

使っていないのか、宮代町のこの商工会員の、そ

の辺のところも教えていただきたいなと思ってお

ります。 

  最後になりますけれども、60ページの消費者対

策事業です。本年度の目標として、消費者の利益

擁護、被害救済、被害の未然防止を掲げています

が、この被害救済というのはどういうふうなこと

を救済といっているのか、ちょっとわからないと

ころがあるんですけれども、町の相談ではできな

いことをやるというので、弁護士に相談するとか

そういうことなのか。それとも、だました相手の

ところへ行って交渉するのかどうか。 

  ちょっと被害救済といっても、てっぺんからき

りまであるんで、ちょっとわからないなという感

じがするんですよ。その辺のところはどのように

やっていくのか。ただ相談に乗っているだけなの

かどうか。その辺のところも教えていただきたい

なと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  最初のご質問です。勤労者住宅資金の貸し付け

制度の関係です。こちらは、現在、今年度、年利

1.8％の制度でございますが、この金利は、中央

労働金庫さんが一律に決められておりまして、市

町村ごとにお話し合いでという制度ではないもの

ですから、こちらは固定されるんですけれども、

ただ、制度の中で預託金の何倍まで融資枠を持て

ますよというのがございまして、７倍、５倍とご

ざいます。 

  以前は、宮代町は７倍でしたが、現在は５倍型

ということで、融資枠を絞りまして利率を下げる

という、低い利率のほうの選択をして運用してま

いったところでございます。 

  それに対しまして、他の金融機関でございます

が、町内の金融機関で参考にさせていただきます

と、大体1.3％から1.45％ほどの住宅ローンが一

般的なものとなっております。 

  こうしたことから、町内の金融機関も、もちろ

ん地元の商工業者さんでございます。地域経済を

支えていただく大切な事業者でもございますので、

そういう金融機関さんと町が競合してということ

ではなくて、違った方法で中小企業、商工業者の

支援をしたいというふうに考えたところでござい

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  まず、経営所得安定対策といたしまして、米農

家さんの、それで生活が成り立つのかというご質

問かと思います。 

  まず、町といたしましては、やはり生産量につ

きましては、値崩れを防ぐためにも、ある程度目

安は参考にするべきかなというところはございま

すが、確かに農家さんのために、じゃ、何ができ

るのかといいますと、やはりより利用の集積を図
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るという部分では、効率化を図るというところ、

それから町独自でも有効な補助がございますので、

そういったものをＰＲあるいは相談に応じながら、

なるべく合理化、効率化を図って、やりやすいよ

うな環境をつくっていく必要があるというふうに

考えております。 

  また、一方で、先ほどしゅんせつですとか草刈

り等の負担も大きくなっているというお話もござ

いましたが、そういったものに対応するために、

多面的の地域でそういった作業をする取り組みで

すとか、あるいは町独自におきましても、水田管

理作業補助金ということで、利用権を設定するも

のの、地主さんの方に草刈りだけはちょっとお手

伝いをいただきたいですとか、そのかわり謝金の

ほうはお支払いしますと、そういったような町の

独自の補助の取り組み等も行っているところでご

ざいます。 

  なお、参考までに、町のほうでは、そういった

目安に対しまして、現在、農地、生産率が

84.06％ということで、生産調整を図って減らせ

というような指導はしていないところでございま

す。 

  続きまして、農地流動化の補助金の実績という

ことでございますが、こちらにつきましては、今

年度支払った分につきまして、まだ１月末の段階

ではございますが、今年度分につきましては、法

人が１件、それから個人で１件、それと昨年度分

から引き続き今年度お支払いしているものにつき

ましては、法人が１件、個人が６件ございます。

トータルでいいますと、50万強の支出を今してい

るところでございます。 

  それから、続きまして、新しい村の直売所を人

通りのあるところに移転したほうがいいのではな

いかというご質問です。こちらにつきましては、

すべきか、すべきじゃないかとは、はっきりお答

えするところではなくて、一つの案としては、そ

ういった案もございます。 

  ただ、現状は、あの風景の中にあの直売所があ

って、現状は新しい村として成り立っている、交

流の拠点として成り立っているという部分もござ

いますので、そうした中で、今後、どうやってい

けるのかというところは、いま一度検討が必要か

なというふうに考えております。 

  つきましては、来年度、新しい村周辺の農地の

耕作者、所有者の方に、今後、この農地をどうし

ていくかという利用の意向についても確認をさせ

ていただきまして、そうした中で、町が借り受け

ることができる土地というのがある程度規模が固

まって見受けられるようでしたら、そういったと

ころを収穫体験用の農場にするですとか、そうい

った付加価値をつけることについても、ちょっと

検討していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

  続きまして、明日の農業担い手支援事業につき

ましては、制度発足以来、まず12人の方が入塾を

しております。今現在、卒塾をして、町内で農業

をやっておられる方は８名でございます。この８

名につきましては、いずれも新しい村、森の市場

「結」あるいは学校給食のほうに出荷をしていた

だいております。もう主力として、今、ご活躍い

ただいているところでございます。 

  現在、入塾中の生徒、塾生につきましては、２

名でございます。 

  それから、水路等の要望等はほかにはなかった

のかというご質問と、どう対応しているかという

ところについてでございますが、こちらにつきま

しては、現地パトロール等の際に、そこを耕作し

ている農家の方に、この草、何とかしてくれよと

か、そういった細かいお話というのは多々ござい

ますが、大きな形で要望を、あるいは担当が見て、
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ああ、これは早く何とかしないとというものにつ

いては全て対応してきているところ、先ほどお答

えさせていただきましたとおり、新規、先月来た

２件以外は全て対応しているところでございまし

て、また、要望がありましたら、その日のうちに、

電話、直接窓口へご来庁される方を含めまして、

その日のうちに、担当は現場に駆けつけるように

はしているところでございます。また、緊急性の

高いものについては、即時対応しているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  予算書の156ページ、商工振興費の関係でお答

えさせていただきます。 

  まず、新しくつくります補助制度の特徴でござ

いますが、これまで今年度新しく補助制度として

スタートさせていただきましたのは、商店街の活

性化事業がございました。こちらは商店会という

団体を補助する補助制度でございましたが、来年

度考えてございますのは、個店、事業者個人とい

いますか、個店を支援するような制度を考えてご

ざいます。 

  中身でございますが、まず、個店の販売促進を

応援するようなメニューが１つ、それから創業促

進、新しく始めたいという方を応援するメニュー

が１つ、それから商品開発の研究開発を応援する

メニューが１つということで、個人を、個店を応

援するようなメニューを３つつくりまして、総合

的な支援をしてまいりたいというふうに考えてい

るところです。 

  それから、商工会員の増減の関係でございます

が、平成30年４月現在の商工会員が549でござい

ました。ちょうど１年前、平成29年４月が558で

ございましたので、マイナス９でございます。９

件の減少傾向でございます。 

  その中身といいますか、特徴でございますが、

工業系、一つの特徴としまして、求人を出しても

なかなか人が集まらないという声を聞いておりま

す。 

  特に工業系、中でも建設系では、求人を出して

もなかなか応募が来ないんだというお話を伺って

おりますので、そうしたことからも、「宮代で働

こっ」では、無料で求人の情報を出せますので、

ぜひ活用してほしいということで商工会さんにも

そのお話をしまして、チラシをつくりまして、ぜ

ひ会員の方にも周知してくださいというようなお

願いをしているところでございます。 

  それから、消費者相談の関係でございます。こ

ちらは相談内容も多岐、ケース・バイ・ケースの

ところはございますけれども、相談者に助言をし

て終わるものもありますし、あるいは相談員の先

生が実際に相談者とトラブルといいますか、相談

の対象となっている事業者に電話をして事実を確

認してということを行っている場合もございます。 

  事実を確認した後に、物によっては内容証明の

やり方を助言させていただいたり、あるいは警察

に連絡が必要だという場合には、そういった助言

をする等の、そこで終わる場合と、次のステップ

に行く必要がある場合には、次のステップをご紹

介して引き継いでさしあげるという、そういうよ

うな相談を行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでは、再々質問させて

いただきます。 

  労働事業なんですけれども、これは町の、ほか

の銀行といっても大手の銀行ですよね。そこと競

合したくないからみたいなことを今言いましたけ
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れども、競合じゃなくて、やっぱり労働者が、こ

の宮代町で働いている人たちが有利に借りられる

ように、それを町があっせんするのが当然じゃな

いかなと私は思っているんですけれども、その辺

のところが何か曖昧な感じがするんですよね。 

  町のほうでは、りそなとかそういったところだ

と思いますけれども、町よりかは、1.3から1.5％、

町は1.8％、0.5％も違ったら、これはだめですよ、

やっぱり。誰も借りませんよ。なくすのが当然で

す。なくすために、そういうふうにしているよう

な感じが私はしてならないというのがあります。 

  やっぱりそれを勤労者のためにというんだった

ら、やはり同等か、それ以下に町の保障をつけて

貸し出すというのが当然じゃないかなと思って、

これは中央労働金庫はそうしたいんだということ

を言っていますけれども、それだと補助としては

できると思いますよ、やれば。 

  それが町のサービスじゃないかなという感じが

するんですけれども、なくすのは簡単です。簡単

で終わりますよ、それは。この労働事業がなくな

ってしまうんで、それを無理やりに何か商工会か

らこの制度を引っ張り出してきたというのが、私、

何かそんな感じがしてたまらないんですよ。 

  同じ商工会ということで、求人とかそういうの

が入っているから引っ張り出してきたんだという

ことで言っていますけれども、やっぱり根本的に

は、労働事業といったら労働者の安定ですよね、

そういう。それが主じゃないかなという感じがす

るんですよ。 

  この労働事業でずっと何十年もやってきたわけ

です。昔は金利が高かったから、それだと喜んで

これに飛びついてきた人もいます。今は逆ですか

らね。金利安くなってきて、その競争ですから、

今、飛びつく人いませんよ、はっきり言って。ぜ

ひ、働く人たちの有利になるような金利にしてほ

しいというのが私の願いです。また、再度やって

いただきたいというのが私の願いです。これは要

望です。 

  水田の農業の構造改革安定化ということなんで

すけれども、いろいろと言われていますけれども、

結局、米の調整ですよね、これは。無言の調整を

しなさいということと同じですよ。 

  私、お祝いは渡す、これは新しい村だと思うん

ですけれども、お祝いを新成人に渡すという、そ

ういう政策は大賛成ですよ。やっぱり新しく生ま

れたお子さんにお祝いをする、若い子育て世代を

育てるということでも、それは大賛成です。 

  所得安定化ということで言っていますけれども、

その辺のところも、もう少し考えたほうがいいん

じゃないかなという感じはします。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、質疑なので簡

潔にお願いいたします。 

○委員（山下秋夫君） はい。 

  それと、明日の農業の担い手事業です。12名塾

生がいて、現在８名になって、４名というのが、

これは当然やめたんだと思いますけれども、宮代

町から農業をやめたんですか。それとも、まだ残

っていて、こういう関係から独立したという意味

なんですか。 

  12名いて、現在、この継続の中に入っているの

は８名だということなんですけれども、ちょっと

その辺のところがわからないんですけれども、完

全にこの塾生からやめてしまって、農業からもう

撤退してしまったのかどうか。その辺のところを

もう一度お願いします。 

  農家組合長の要望とかそういうのは、完全にや

っているということで、私もこれは大賛成です。

やっぱり要望にすぐに応えると言っていましたけ

れども、すぐに応えてほしいなという感じがしま

す。農業というのは、一日一日が当然、作物つく
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っているときとか、そういうときというのは一日

一日が勝負なもんですから、ぜひすぐに解決して

ほしいというのがあります。 

  あと、商工会員が９名減ったということなんで

すけれども、建築関係で主に減ってしまったんで

すか。その辺のところは、さっき建築関係のこと

を、人が集まらないから入ったんだということで

言っていますけれども、この辺のところは、建築

関係が主な減った理由なんでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原でございます。 

  まず、明日の農業担い手支援事業の12人のうち

の４人ということでございますが、ちょっと説明

が足らずに申しわけございません。４人のうちの

２名は、まだ入塾中ということでございますので、

卒塾ができなかった方が１人、それから自己都合

で農業から離れた方が１人の計２名が入塾後にそ

ういった事情で農業を離れたということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  商工会員の９件の減でございますが、こちらは

業種としてはちょっと把握をしてございませんで、

総合計で９件の会員減ということでございます。

ちょっと説明が足らずに、すみませんでした。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、何点か

質問をさせていただきたいと思います。 

  細かくなると思いますけれども、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

152ページ、新しい村管理運営事業の中で共済費

の関係なんですけれども、この共済費の減った理

由について、ここに載っておるんですけれども、

具体的に減った人数をひとつお聞かせ願いたいと

思います。 

  それから、その下になるんですけれども、同じ

く152ページのほうの報償費の関係なんですけれ

ども、新しい村の取締役会や理事会で、経営者の

会議の中で、要するに専門家を呼んで勉強会をす

るということになっておるんですけれども、具体

的にこの経営会議の中のメンバーはどういうメン

バーで構成をされているのか。それから、専門家

を呼んで勉強するということなんですけれども、

具体的にどういう方を呼んで勉強するのか、ひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の156ページの19負担金補助

及び交付金ということで、この中に載っておるん

ですけれども、説明欄に載っておるんですけれど

も、利益のある構成各市町の負担金が増額になっ

たということで、若干、本年度の予算が増額にな

っているんですけれども、具体的に各市町のどこ

の町なのか、市なのか、また市、町の単位の中で

も負担金がどのぐらい違ってきているのか、ひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書のほうの156ページのほうな

んですけれども、(2)の農業生産基盤整備推進事

業の中なんですけれども、現地視察もしてきまし

たけれども、西原地内、水路の改修工事が順次進

んでおるんですけれども、具体的にこの水路の整

備は何年計画的なもので進めているのか、ひとつ

お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の158ページのほうなんです

けれども、委託料の関係なんですけれども、今年
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度、大幅に減額になっております。一応、この増

減の理由については、コスプレのイベントの関係、

それから日工大の立ち寄りマップの関係で減にな

っているということなんですけれども、具体的に

どのようなことを取り組んできたのか、その結果、

このような減額になったのか、その経緯について、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、予算書の158ページ、宮代型観光推

進事業ということで載っておるんですけれども、

私たちの予算書のほうの16ページのほうにも載っ

ておるんですけれども、具体的に、勉強会を開催

するわけなんですけれども、何名ぐらい今、参加

するのか、その中身についてお聞かせ願いたいと

思います。 

  同じく私たちの予算書のほうの72ページ、宮代

町をＰＲするということで、一応、総事業費93万

円ということで計上されておるんですけれども、

ＰＲする割には大変額が少ないなというふうに思

っております。 

  特に、市民モニター制度の実施２万円、宮代町

外交官による町のＰＲということで３万円という

ことでここに載っておるんですけれども、少なく

とも宮代町をＰＲするなら、もう少し時間とお金

をかけてもらいたいなというふうに思っておるん

ですけれども、この額、町民１人当たり26円ぐら

いな、一応、予算関係になっておるんですけれど

も、もう少し宮代町をＰＲするなら、お金と時間

をかけてもらいたいなというふうに思っています

けれども、この取り組みについてひとつお聞かせ

いただきたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  新しい村の共済費の関係でございます。今年度、

２名で予算をいただいておりまして、来年度は１

名になりまして、１名の減となります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原でございます。 

  続きましては、予算書の153ページ、報償費の

経営アドバイザー謝金ということでございますが、

こちらにつきましては、株式会社新しい村の取締

役会、それから毎月定例に行っております経営会

議の中で、アドバイザーをお呼びしたいというこ

とでございます。 

  取締役会のメンバーでございますが、株式会社

新しい村の代表取締役、それから副町長、それと

大学の経営学の教授、それから６次化等のアドバ

イザー、専門家ですね。それと、生産者組合の組

合長が取締役となっておりまして、そのほかに税

理士の会計参与、それから農協の理事と商工会長

の監査の８名が取締役会のメンバーとなってござ

います。 

  経営会議のほうにつきましては、毎月定例的に

町の産業観光課の職員と株式会社新しい村の職員

で経営運営についての検討を、議論を定例的に行

っているものでございます。 

  直売所アドバイザーでございますが、現在、全

国直売所研究会というのがございまして、そこの

事務局のほうとやりとりをさせていただいており

ます。 

  直売所のセミナーが何回かございまして、そこ

に行ったときに、講師として講義をされていた方

に直接アポイントをとらせていただきまして、そ

の中で、直売所を今後運営していく方向性ですと

か、あるいは担う人材、具体的に申しますと、社

長を担えるような人材というのがいないか、そう
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いったアドバイス等についても、今、求めている

ところでございます。 

  それと、西原の県単事業、県の補助を使った水

路の整備事業についてでございますが、こちらに

つきましては、来年度１年間で、秋口にやって１

年間で終わる事業となってございます。 

  それから、負担金についてでございますが、こ

ちらの負担金につきましては、155ページ、増額

の主なものにつきましては、先ほど山下委員から

ご質問がありました基幹水利ストックマネジメン

ト事業の負担金の部分が非常に大きくなってござ

います。 

  こちらにつきましては、構成市町ということで

ございましたが、６市１町ということになってご

ざいまして、さいたま市、加須市、春日部市、久

喜市、蓮田市、白岡市、宮代町、その他、見沼代

用水の土地改良区の全部で８団体となってござい

ます。 

  負担割合についてでございますが、こちらにつ

きましては、受益面積割、各市町村ごとに受益面

積割というふうになってございまして、宮代町の

受益面積が423.261ヘクタールということで、面

積比率が27.87％、そういったことで、この関係

市町の中で案分をして町の負担金が決まっている

と、そういったことでございます。 

  すみません、１つ戻りまして、西原地内の水路

整備の全体の計画でございますが、確かに土水路

となっているところというのがまだ数カ所残って

おります。ただ、県単の事業が以前は年に２カ所

ほどついていたんですけれども、今は１カ所しか

つかないことがほとんどでございます。 

  そういった中で、西原以外にも水路整備が必要

な、改修が必要な場所というのがほかの箇所でも

何カ所かございますので、そういったものを考え

ていきますと、順を追ってやっていかざるを得な

いのかなというように考えておりまして、何年と

いうことは、今、検討はしていないところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、商工費の委託料の減の関係でございます。

にぎわいづくりプロジェクトということで、日工

大の立ち寄りマップと、それからラブコスみやし

ろという事業を行ってまいりました。こちら両事

業とも、平成26年に行いました町の活性化、にぎ

わいづくりのために町民の皆さんにお集まりいた

だいて、アイデアを出してスタートした事業でご

ざいます。 

  まず、日工大の立ち寄りマップでございますが、

これまでに４回発行をしてまいりました。実行委

員組織で作成するんですが、大学生が中心となっ

て、ほかに大人の町民の方も加わってつくってま

いりました。 

  ただ、今年度の作業の途中で、学生の皆さんか

ら、制作はとても勉強になるんだけれども、多く

の時間がかかって学業との両立が難しいというお

話をいただきまして、実行委員会の中でも相談し

まして、結果、それでは終了にしましょうという

ことになりまして、来年度は予算を要求させては

いただかないという結論でございます。 

  それから、ラブコスみやしろでございます。こ

ちらも平成27年から30年、今年度まで４回開催し

てまいりました。アイデアをつくりました26年当

時は、進修館に町外、遠くは県外からもコスプレ

イヤーの方がたくさん集まって、その方たちに、

進修館の外に出て町の商店街を歩いてもらってに

ぎわいに結びつけようということでスタートした
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事業でございますが、その後、宮代町以外でもコ

スプレが楽しめる自治体というのが増えてきたと

いうこともあるのだと思いますけれども、コスプ

レイヤー自体の来町というのも徐々に少なくなっ

てきた現状がございます。 

  そうした関係で、大体毎年100名前後のコスプ

レイヤーに来町いただいて、町なか、商店街を歩

きながら写真を撮っていただいて、それをＳＮＳ

で皆さん、発信していただくということで、宮代

町のＰＲ、それからイメージアップに効果がある

というふうに考えてまいりました。 

  ただ、ここに来まして進修館で開催される民間

のコスプレのイベントというのも徐々に少なくな

ってまいったこともあるのだと思いますが、今年

は参加者が76名ということで、これまでで一番少

なくなっております。 

  このことは実行委員会でも検討課題になりまし

て、今後についてというのを実行委員会の中でお

話し合いをしていただきまして、今後、続けても、

当初、平成26年に実行委員会の皆さんが目指した

ような町のにぎわいづくりに大きな成果を結びつ

けていくというのは難しいだろうという結論に至

りまして、こちらも来年度予算では計上させてい

ただかないということで減額といいますか、要求

していないということでございます。 

  続きまして、観光の勉強会の関係でございます。

こちらですけれども、こちらちょっと宮代町の観

光について、少し長い目で見て、今後、町の観光

政策といいますか、観光事業をどういう方向でい

くのかまでちょっと遠い、遠いといいますか、長

い目で見て考えなければならないということで、

宮代町の観光についての現状を学んで、課題を抽

出してという勉強会を考えております。 

  こちらは全５回の勉強会を考えておりまして、

参加者でございますけれども、町内の観光事業を

行っている主体ということで、東武動物公園さん、

それから新しい村、それから市民ガイドクラブの

皆さん、宮代町商工会の皆さん等を考えておりま

す。それから、公募の町民の方にも参加いただき

まして、大体10名から12名程度の勉強会を考えて

おります。 

  座長としましては、共栄大学に国際経営学部と

いうのがございまして、ここで観光コースがござ

いまして、そちらの先生に座長の労をお願いしよ

うというふうに今、考えておるところでございま

す。 

  今後でございますけれども、現在、町には観光

協会というものはございませんけれども、ＤＭＯ

という観光協会にかわる、少しもっと柔軟に動け

るような組織が県内、県外でもできつつあるよう

な状況もありますので、そうしたこともちょっと

学ばせていただいて、今後、町が観光に対してど

ういうアプローチをしていけばいいのかというよ

うなことを考える場にさせていただければという

ふうに思っております。 

  続きまして、私たちの予算書の72ページ、宮代

町をＰＲの関係でございます。この中ほどの市民

モニター制度でございますが、こちら、すみませ

ん、ちょっと書き方がわかりにくかったです。 

  上のメイドインみやしろ推奨品の認定とセット

になっておりまして、メイドインみやしろ推奨品

をこれまで町民の方からなかなかご意見を伺うと

いう機会がなかったものですから、町民市民モニ

ターを募集しまして、実際に食べ物は食べていた

だいて、それ以外のものは、見て、触れていただ

いて、感想をいただいて、それを生産者の方にご

意見をお返ししまして、お伝えしまして、その後

の商品研究・開発に役立てていただこうというふ

うに思っております。そのモニター制度の謝金が

２万円ということでございます。 
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  それから、その下の段、宮代町外交官のＰＲと

いうことで３万円を計上させていただいておりま

す。宮代町外交官は、活動自体、無償でお願いし

ているものですから、謝金ですとかそういった経

費が発生しておりませんで、この３万円は、連絡

調整の費用と、それから宮代町外交官という名刺

をつくらせていただいております。これを外交官

の方にお持ちいただきまして、いろんなところで

配っていただいて町をＰＲしていただくと、そう

いう費用として計上させていただいているもので

ございます。 

  ですので、３万円が総予算というとちょっと小

さいですけれども、活動自体はもっと大きな活動

をしていただいているというものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） すみません、先ほ

ど商工観光の副課長のちょっと答弁に補足をさせ

ていただきたいのですが、最後の委員ご質問の、

私たちの予算書の72ページの総額の予算がそもそ

も少ないんじゃないかというご趣旨だと思うんで

すが、ごもっともだと思うんですけれども、この

事業につきましては、予算は少な目なんですが、

やはり宮代の特産といいますか、こういうメイド

インみやしろのものを町内の町民の方だけではな

くて、やはり町外にも地産外消といいますか、そ

ういうことにも目を向けていかないと、やはり地

域経済は活性化しないかなと思っておりまして、

来年度につきましては、埼玉県が主催で行ったり、

あるいは民間でも行っているのがあるんですが、

いろんな物産展がございますよね。埼玉スタジア

ムとかそういうところで。 

  そういうところに出て、宮代でつくられるメイ

ドインみやしろの商品の位置というのはどういう

もんだろうとか、何が売れるんだろうとか、そう

いうものを、最初からうまくいくとは思っており

ませんが、まずは、やはりそういうところに打っ

て出るといいますか、出ていっていろんな情報を

得る中で、それが地域の特産といいますか、個々

の商品の開発等に結びつけられればいいかなと思

っておりまして、そういう実績を積み重ねていく

中で、町の全体予算でございますから、なかなか

難しい面はございますが、そういう予算要求なん

かにつきましても、そういう点でも生かしていけ

ればというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か、確認も含めて再質問をさせていただき

たいと思います。 

  まず最初でございますけれども、予算書の152

ページの関係、報償費の関係、新しい村の取締役

会や経営会議の中でアドバイスを受けるような、

そういう場をつくるということで、ここに予算が

新しく計上されたわけなんですけれども、もう少

し具体的にお聞かせ願いたいんですけれども、ど

ういうアドバイスを受けるような形でこの費用を

設けたのか、また同時に、もう少し拡大するよう

な考えはなかったのかどうか、その点をひとつ、

再度お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の156ページの農業生産基盤

整備推進事業の中なんですけれども、先ほどの答

弁で理解はしているわけなんですけれども、予算

の関係が絡むわけで、特に県単の関係もあるでし

ょうけれども、もう少し計画的に取り組みができ

ないものなのか、特に農家の人たちの声をどのよ

うに聞いているのか、把握しているのか、その点

も含めてひとつ、再度お聞かせをいただきたいと

思います。 
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  それから、ちょっと前後しましたけれども、

156ページのほうの19の負担金補助及び交付金の

関係ですけれども、先ほどの答弁で８団体、大体

わかりました。この市町村別の負担金はどのぐら

いになるのか、ひとつ参考までにお聞かせ願いた

いと思います。 

  それから、続きまして予算書の158ページの関

係なんですけれども、委託料の関係、日工大への

立ち寄りマップの関係なんかで減になったという

ことなんですけれども、ちょっとよく説明を聞い

てわからなかったんですけれども、理解にちょっ

と苦しんだんですけれども、もう少し具体的に、

このような形で取り組んだけれどもだめでしたと

いうふうな話をもう少しちょっと具体的に説明が

できないものかどうか、ひとつお聞かせ願いたい。 

  特に日工大の関係については、今の学食の関係

で随分充実をしてきて、地元の商店会で、飲食店

で食事をする、そういう何か場が少なくなったと

いうふうなことも聞いておるんですけれども、そ

んな関係でこの減になったのかどうか、その点を

ひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、私たちの予算書の関係、72ページな

んですけれども、今、課長のほうから、井の中の

蛙じゃだめだと、町外にもっと出ていって大いに

宣伝したいというような答弁をいただきました。 

  少ない額で最大の効果を生むために、やはりも

う少し県のほうとのパイプを密にしてもらって、

いろんな物産展だとか、いろいろな形で今やって

いますよね。 

  特に地方のほうの関係のほうが熱心なので、宮

代町は首都圏40キロ圏内ですから、余りそういう

努力はしなかったのかな、しなかったのかという

ふうな感じはするんですけれども、もう少し町外

へ打って出て、積極的にひとつ宮代町をＰＲして

もらいたいなというふうに思っています。 

  何か来年は県のほうの物産展なんかにも出てチ

ャレンジしたいというふうなことなんですけれど

も、もう少しちょっと、こういうもので取り組ん

でいきたいというものがあったらひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２３分 

 

再開 午前１１時３５分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き、産業観光課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  まず、経営アドバイザーの役割についてでござ

いますが、こちらにつきましては、全国直売所研

究会の事務局ということで、毎日のように全国の

直売所を回っておりまして、経営アドバイスをさ

れている方でございます。また、現在は、御殿場

の道の駅の立ち上げ等にもかかわっておりまして、

昨日も農業新聞に掲載をされていた方でございま

す。 

  当初は、町としても、経営改善の計画、業務委

託という形で予算をつけて、経営改善の計画をつ

くっていただきたいということで依頼をかけたん

ですけれども、その方いわく、直売所は、今、い

ろいろと問題が多様化しているために、行って現

場を見てやはり確認をした上でないと、そういっ

たものが対応できるかどうかというのもわからな

いということで、まずは、そういったアドバイス

から入らせてほしいという話が向こうの相手方の
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ほうからございました。 

  そういったことがございましたので、今、新し

い村の社長ももう70歳になりますので、そのかわ

りになり得るような人材を見つけていただきたい

という依頼と、それが可能かどうかというのはま

た別ですけれども、そういう依頼と、あとは、経

営の課題に対して先進的な事例を紹介していただ

いたりですとか、その課題解決に向けた提案をし

ていただくと、そういったところでアドバイスを

していただきたいというような依頼をしたところ

でございます。 

  それと、西原地区の県単の事業についてでござ

いますが、確かに委員さんご指摘のとおり、全部

をくまなく回る、基幹の水路につきましては、全

て水路整備は完了したんですけれども、支線の部

分についても、担当のほうで現場を全て回って計

画づくりができれば、本来はそれがよろしいんで

すが、なかなかちょっとそこまでは至らないとこ

ろがございまして、現状といたしましては、農業

委員さん、あるいは農業組合長さんのほうから出

た要望と照らし合わせて、最も集積性が高いです

とか、効果が見込める、さらに県単の事業となり

ますと、受益面積が２ヘクタール以上ということ

がございますので、そういった中で対応ができる

場所を優先的に進めているところでございます。 

  また、負担金についてでございますが、そもそ

も負担金の考え方がですが、全体の事業費に対し

て国が50％、それから県が25％、地元負担という

ことで、土地改良区が15％、市町村が10％、事業

費の10％を負担することというふうになってござ

います。 

  そして、その10％を先ほどお話をいたしました

さいたま市、加須市、春日部市、久喜市、蓮田市、

白岡市、宮代町で案分するというようなルールに

なってございます。 

  ご質問にございました各市町村の負担金でござ

いますが、市町村の大きさではなくて、河川、用

水の受益面積に応じております。ですので、市町

村が大きいから大きいということではございませ

ん。 

  さいたま市が、来年度につきましては、約で申

します。54万円です。それから、加須市が129万

円、春日部市が98万円、久喜市が590万円、蓮田

市が49万円、白岡市が450万円、宮代町が今回の

予算の約530万円ということになってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、日工大生の立ち寄りマップの関係です。

こちら実行委員会形式でございますが、主に参加

しておりますのが町民の方が３名、それから大学

生が３名の６名で制作をしてまいりました。 

  実際に町内の店舗を回りまして、日工大生向け

のサービスというのを交渉して、例えば30円引き

ですとか、大盛り無料ですとか、そういったサー

ビスをお店の方と交渉して引き出しまして、毎回

20店舗程度が載っているマップを作成してまいり

ました。 

  大学生３名と申しました。このうちの２名が実

は大学院に進学することになりまして、この作業、

お店を回るですとか、それから、その後が大変で

して、これは印刷を業者に制作は頼まないで、大

学生が自分でパソコンでつくってまいったもんで

すから、そちらのほうが大変ちょっと時間がかか

って、実は難しいんですというお話を実行委員会

にいただきまして、実行委員会の中で相談しまし

て、それではもうここまでといたしましょうとい

う結論に至ったというのが経緯でございます。 
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  それから、メイドインみやしろのＰＲの関係で

ございます。こちらメイドインみやしろ推奨品の

ＰＲということで、来年度、町外に出て、ぜひ町

の物産ということでＰＲしたいというふうに考え

ておりまして、現在想定しておりますのが、全国

町村会が来年の11月末と12月１日と２日間、物産

展を開催する予定でおります。 

  町イチ！村イチ！という物産展ですけれども、

こちらにぜひメイドインみやしろの品物を持って

いってＰＲしてきたいというふうに考えておりま

す。 

  それから、同じく秋ですけれども、埼玉県がス

ーパーアリーナでやはり物産、これは県内だけで

すけれども、物産展を開催する予定というふうに

聞いておりますので、ぜひこちらでも、メイドイ

ンみやしろの産品を持っていきましてＰＲしてま

いりたいというように考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  すみません、１点だけ補足をさせていただきま

す。 

  先ほど経営アドバイザーのところで、社長のか

わりとなり得る人材を探してもらいたいというお

話をさせていただいたんですけれども、ちょっと

誤解を招いてしまうと、社長がかわったほうがい

いとか、そういうことで捉われて外に出てしまう

といけないので、ちょっと補足をさせていただき

ます。 

  ようやく生産者の信頼も得たところですので、

そういったことではなくて、社長ももう70歳にな

りますので、その下について、何年かやはり修行

できるような人材がいないかということで、今、

探させていただいているところでございまして、

そういった人材を見つけたいと、そういう趣旨で

ございます。 

  以上、すみません、補足でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  再度、何点か確認も含めて質問をするわけです

けれども、新しい村の関係なんですけれども、今、

質疑の中でわかりました。 

  現在の新しい村、多くの皆さん方の努力によっ

て、少し上向きになったのかなというふうな感じ

もするわけなんですけれども、今、いみじくも社

長が70になったからどうのこうのと、今、誤解を

訂正するようなまた答弁もありましたけれども、

年齢ではなくして、やる気のある人、頑張る人、

そういう人を、ぜひひとつリーダーでやってもら

いたいなと。今の人がいい、悪いじゃなくして、

そういう人を、熱い思いを持っている人をひとつ

新しい村に登用してもらいたいなというふうに思

っています。 

  そこでお聞きをするわけなんですけれども、現

在の新しい村、もう今、前段で言いましたけれど

も、随分よくなった面もあるし、まだ課題もたく

さんあるなというふうな感じがするんですけれど

も、率直に言って、担当課として、新しい村の現

在のよい点、また課題、どのような課題を現在持

っているのか、そんなことをひとつ率直にお聞か

せ願いたいというふうに思います。 

  それから、宮代町をＰＲするために、来年は何

としても町外へ打って出てチャレンジしたいと、

特に来年は全国市町村の物産展あり、またスーパ

ーアリーナで県内のそういう物産展もあるんで、

ぜひともひとつメイドインみやしろを大いに宣伝

したいというような答弁をいただきました。ぜひ

ひとつ宮代町、お金がない、お金がないと言うん
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ですけれども、お金がないときは、ひとつぜひ知

恵を使って大いに宮代町をＰＲしていただきたい

なというふうに思います。 

  若干、要望も入りましたけれども、新しい村の

関係だけひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  ご質問にございました、新しい村を担当課とし

て、今、どういったところがよくて、どういった

ところが課題かというところでございますが、ま

ずよいところといたしましては、細かい話になっ

てしまうんですけれども、従業員、それから生産

者、商業者、消費者の方、消費者モニター等も行

っておりますし、組合会議等も丁寧に開催をさせ

ていただいておりますので、そういった意味で、

「農」のあるまちづくりの理念に基づいてまちづ

くりを進めている、そういった拠点だよと、エリ

アだよというところを皆さんが共通意識を持つよ

うになった、同じ方向を向くようになって今進ん

できたかなというふうに感じているところではご

ざいます。 

  また、新しい村自体がそういったまちづくり、

宮代町の拠点ということで、シンボル、象徴でも

あると思うんです。町長の公約にもございました

ように、自慢できる新しい村というのは、人によ

ってそれぞれかとは思うんですけれども、日々、

散歩等で通る方にとっては過ごしやすい風景であ

ったり、あるいは生産者さん等にとっては、そこ

で消費者と会話ができるような場所であったり、

あるいは商業者さん、加工業者さんにとっては、

地場産の食べ物を使っていろいろなものをつくっ

て、それを消費者の食卓に届ける、そういったモ

チベーションであったり、あるいは農家さんにし

てみれば、確かに耕作放棄地が増えていく中で、

新しい村があってよかったと、そうやって言って

もらえるような場所であること、そういう方向に

向かってみんなが進み始めたというところがよい

ところだなというふうには思っています。 

  一方で、課題なんですけれども、そういった事

業を継続してやっていくためには、やはり人が必

要でありまして、その人というのも、働く人が１

人いるだけではだめで、長く続けていくためには、

それを跡を継ぐ職員、従業員というのも必要なん

ですが、新しい村は株式会社ということで、そう

いった市場原理、マーケットにさらされているに

もかかわらず、やはりなかなか収益を得づらい会

社というのもございまして、そういった人、若い

人をなるべく多く入れたいんですが、どうしても

損益分岐点等を考えますと、そういった育成がし

づらい環境には今ございます。 

  そういったところで、ちょっとぎりぎりの人員

確保等を図っているところというのがございます

ので、そういった点が課題。 

  それと、もう一つは、観光農園ですとか収穫体

験等を拡大していきたいという考えはあるんです

が、そういった圃場をやはり探していかなくては

いけない、あるいは新規就農者が新しい村の目の

届く範囲で勉強するような場所も確保していきた

いというふうに考えている中で、そういった土地

がないということもございますので、来年度につ

いては、周辺農地の利用意向調査、貸していただ

けるような方というのを少しずつ確保していきた

いと、そういったところが課題であるというふう

に考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  野原委員。 
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○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の158ページ、メイドインみやしろＰＲ

事業、宮代型観光推進事業、まちなか起業創業支

援事業についてお聞かせいただきたいと思います。 

  まず、１点目が資料のほうの10ページですが、

新しい村の主なイベント入場者数についてお聞き

したいのですが、こちらのホタルの夕べ、あっそ

んでフェスタあたりが参加人数が減っているんで

すけれども、天候なのかなとは思うんですが、こ

ちらが何でこれだけ減ってしまったのかと、あと

は、２月23日のみやしろマルシェが2,400名で出

ているんですが、こちらトウブコフェスティバル

とそのマルシェがどういう関係なのか、ちょっと

あれなんですけれども、トウブコフェスティバル

のほうの参加人数というものが出ていれば教えて

いただきたいです。 

  あと、もう一点、こちらは歳出関係のほうの資

料の５ページで、推奨品カタログ印刷経費のコス

ト削減となっているんですが、今、こちらにある

ものが一番新しいんだと思うんですが、こちらか

なりいいものになって、すごくいいなと思うんで

すけれども、こちらすごくコスト削減しているん

ですが、どのように削減したのかお聞かせくださ

い。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、新しい村のイベントの参加者の関係です。

６月16日のホタルの夕べは、ちょっと前年よりも

当日、寒かったんですね。お天気も晴れではなく

て、ちょっと寒かったもんですから、人手が少し

少なかったというふうに思います。 

  それから、あっそんでフェスタは、これ逆に暑

かった、この日はとても暑かったんだと思います。

その関係かと思いますが、参加者1,500人という

数字でございます。 

  それから、みやしろマルシェとトウブコフェス

ティバルの関係でございます。両方ともみやしろ

マルシェ実行委員会という組織で企画運営してお

りますが、進修館を使う催しについては、ちょっ

と町外、県外からもたくさんの人に来てほしいと

いうことで、ちょっとわかりやすい名称というふ

うに実行委員会で考えまして、東武動物公園駅で

おりてすぐということで、トウブコフェスティバ

ルという名前を使わせていただいているものです。 

  逆に、ここに載っています２月23日のみやしろ

マルシェは、新しい村を会場にしておりますので、

新しい村マルシェでもよろしいんですけれども、

本来の自分たちの名称で、みやしろマルシェ実行

委員会なものですからみやしろマルシェ、新しい

村なので、里山というキーワードを入れていまし

て、みやしろマルシェ里山バージョンというふう

に、ちょっと長いのでここには入れませんでした

が、そういう名称になっております。そういった

関係です。 

  トウブコフェスティバル、昨年９月に開催した

フェスティバルは、大変大勢のお客様に来ていた

だきまして、推計で１万7,000人というふうに考

えさせていただいております。 

  それから、メイドインみやしろのカタログのコ

ストでございます。今回、初めてつくりましたも

んですから、企画から全体の構成というもの、そ

れから写真も撮りましたので、ちょっと初期費用

といいますか、最初の経費がかかっております。 

  次回から出すものにつきましては、何品かは変

わる想定でおりますけれども、ほぼ大きな変更な

しにつくりたいというふうに考えておりまして、

そのために安くできるということで減額となって
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おります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

した。よくわかりました。 

  それで、再質問なんですけれども、今、このト

ウブコフェスティバルもすごく、１万7,000人、

すごくたくさん来ていただいて、私も行ってみた

んですが、すごくもう若い方もたくさんいらして

いましたし、多分、町外からも来ていらしたと思

いますが、そこに出店していたお店、あと世界の

すうぷ屋さんも今回初めてですけれども、すごく

にぎわっていたので、こちらに出店していたお店

の、この出店された方の町外、町内の割合はわか

りますでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  トウブコフェスティバル、昨年９月24日の開催

でございました。こちらでは、お店の数としまし

ては、82出店いただきました。町内、町外という

のがちょっと厳密に分けていないんですけれども、

みやしろマルシェの部分と、それから進修館の館

内の部分というふうに分けておりまして、町外の

お店が中心になっていますのが進修館の館内の出

店です。 

  宮代町内の方あるいは将来、宮代町で出店した

いというような希望を持たれている方というグル

ープを集めまして、みやしろマルシェとしてスキ

ップ広場で、外でお店を出している、そういった

やり方です。 

  割合ですけれども、進修館内が56、率にします

と67％です。外、スキップ広場のほうのみやしろ

マルシェが26店で、率にしまして33％でございま

した。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  世界のすうぷ屋さんの町内、町外割合について

お答えします。 

  まず、すうぷ屋さん、６次化イベントというこ

とで、生産者さんと商業者さんと消費者が結びつ

いた形で商品を開発してイベントで披露すると、

そういったイベントになっておりますが、このス

ープは全部で10品出させていただいておりまして、

世界のすうぷ屋さんということですので、スペイ

ンですとかイタリアですとか、日本は呉汁を出さ

せていただいたんですけれども、そういった形で

やらせていただいた中で、１点、メキシコだけ、

どうしても宮代の料理人さんのほうで用意ができ

ないということで、10スープのうちの１つだけが

町外というふうになっております。 

  また、宮代のデザート、それからおにぎり、パ

ンについては、全て町内です。 

  それと、テント村のほうで14店舗テントが出た

んですけれども、そちらについては、町内の店舗

というのは３店舗でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。

よくわかりました。 

  特にすうぷ屋さんは、９店舗町内ということで、

とてもすばらしいなと思う。すごくにぎわってい

たので、私も行きたかったんですけれども、入れ

なかったぐらいにぎわっていて、やっぱりちょっ

と駐車場の確保があったらいいなと思ったんです

けれども。 

  その駐車場なんですが、ちょっと離れますけれ
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ども、東武動物公園の駐車場があるわけで、例え

ばこちら、大体１日400円とか500円でされている

と思うんですが、例えばこちらに来ていただいて

お買い物をしていただけたらサービスで、その駐

車場代サービスみたいな形、幾らか負担できるよ

うな形にすると、駐車場の確保も大分できるのか

なと。 

  今回、駐車場の修繕費のほうも計上されていた

と思うんですが、自前で持っている駐車場でもか

なり、毎年毎年、何かしら金額がかかるのであれ

ば、駐車場を委託して、トウブコフェスティバル

のときは、たしか外部の駐車場を私も借りました

けれども、１日500円でやって、それでもあれだ

け人が集まってくるので、駐車場、多少有料であ

っても、来られる方は来られるのかなとも思いま

すので、駐車場ありますよということを事前に言

っておいたほうがいいのかなとちょっと思いまし

た。 

  あとは、こちらのチラシというか、これすごく

いいと思うんですけれども、これはどちらのほう

に置かれる予定でしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  まず、駐車場の件についてお答えをさせていた

だきます。 

  駐車場は、確かに東武動物公園の駐車場がござ

いますが、有料ということもございますので、イ

ベントの際は、警備員あるいは町職員、新しい村

の職員が、混雑したときにはそちらのほうをご案

内するような形でおります。 

  ホタルの夕べ等の夕方等の、あるいはあっそん

でフェスタ等の夕方、夜やるイベントにつきまし

ては、そのときに駐車場案内図もお渡しをしてい

るところです。 

  ただ、一方、その駐車場の料金を新しい村のほ

うで負担というふうになりますと、以前、ちょっ

と試算をさせていただいたんですけれども、新し

い村で購入されるお客様は、大体１組1,000円と

いうふうになっております。1,000円で新しい村

のほうに入るものにつきましては、85％が生産者、

15％が新しい村ということになりますので、150

円しか入ってこないんですね。 

  そういった部分を考えますと、なかなかそこで

駐車場を100円にしてもらったからそれをカバー

できるかというと、ちょっと難しいところがござ

いまして、現在は有料のままご案内をしていると

いうような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  メイドインみやしろのこのカタログでございま

す。このカタログをつくりました理由が、ぜひお

店に足を運んでいただきたいという、そこからス

タートを実はしております。その関係で、お店に

行くともらえるという、そういう仕組みを考えて

おります。 

  スタンプラリーの判こを最初のお店で１つ押し

ていただいて、次のお店に回っていただきたいと

いう、そういう願いでつくりましたものでござい

ます。 

  ですので、このメイドインみやしろ推奨品を取

り扱っているお店、これとは別にのぼり旗も今年

度はつくらせていただきまして、取扱店で立てて

いただいておりますので、これを目印にお店を回

っていただきたいと、そういうことでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  こちらのカタログ、できれば町外のほうにも置

いていただけたほうがいいかなとちょっと思いま

したので、ありがとうございます。 

  あと何点かなんですけれども、メイドインみや

しろのＰＲ事業、私たちの予算書の72ページなん

ですけれども、先ほど前段委員さんからも出まし

た市民モニターの２万円のところですね。 

  市民モニターというのは、これ推奨品の感想を

伺うということですけれども、受け身ではなくて、

例えばこういう商品をつくったらどうだとか、こ

の前、邑南町のほうに行かせていただきましたけ

れども、高齢の方が自慢の料理があって、それを

食べてほしいみたいな感覚で、皆さん、どんどん

起業までされているというお話を聞いたんですけ

れども、まちなか起業創業支援にもつながると思

うんですが、そういう感じで皆さんから公募とい

うか、新しい村に置いてもらいたい自慢の料理と

か製品を、そういうものを公募したりするお考え

はないかというのと、あと、今、新しい村、桜が

たくさんあると思うんですけれども、こちら夜は、

全くこう照明とか、私も見には行ったんですが、

照明とか全然ない感じでしょうか、桜に対する。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、メイドインみやしろのモニターさんの関

係です。モニターさん、幾つか、今年度初めての

開催でしたんですけれども、食べていただいて、

触れていただいて、感想をいただくということと、

それから、消費者目線でこれはいいというものを

選んでいただくということで、モニター賞を、金

賞、銀賞をお決めいただきました。 

  もちろん終了後、皆さんの話し合いといいます

か、アイデアの出し合いみたいな時間も持ってお

りますので、今ご提案いただきましたようなアイ

デアを出していただいて、それをまとめて生産者

の皆様にお伝えするというふうなこともちょっと

力を入れてまいりたいと思います。 

  品物の改善ですとか、あるいは全く新しいアイ

デア、そういったものが商品化につながれば大変

ありがたいことですので、ぜひ努力させていただ

きます。 

  それから、桜のライトアップですね。これは桜

市を今月の30日に開催を予定しておりまして、そ

の前、１週間前か10日前か、ちょっと時間、期間

を設けまして、花がいいころ合いになったらライ

トアップをさせていただきますので、ぜひ、ちょ

っと事前からごらんいただければというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  新しい村での桜、夜桜ということなんですが、

新しい村のコンセプトの一つに、農産物ですとか

昆虫の生態系をなるべく損なわないようにという

ことで、自然のまま扱うというのも一つございま

して、なるべく夜は電気をつけないというのがご

ざいまして、なかなかやりづらいところもござい

ますので、今はそういった状況になってございま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  ぜひいろんな方のご意見とか改善点を生かして

いただけたらと思いますし、それで事業などを起
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こしていただけたらとてもいいかと思うので、ぜ

ひやっていただきたいと思います。 

  あと、夜桜に関しては、ぜひ期間が短いので、

この間だけでも、今、言っていただきましたけれ

ども、やっていただいて、例えばそこでお花見と

かできるような形にできたら、また皆さん、来て

いただけるのではないかと思いますので、これは

要望ですが。 

  以上とさせていただきます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑のある方はい

らっしゃいますか。 

  じゃ、ここで休憩といたします。 

 

休憩 午後１２時０８分 

 

再開 午後 １時０８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいですので、

再開いたします。 

  引き続き、産業観光課分の質疑を行います。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤です。 

  何点かご質問しますので、よろしくお願いいた

します。 

  まず、事項別明細の146、147ページの労働費の

労働事業で伺います。 

  まず、１点は勤労者住宅資金貸し付け制度の利

用者が長期にわたっていないということで、160

ページの中小企業融資事業と同じように休止する

ということなんですけれども、休止するんですが、

中小企業融資事業のほうは、300万ばっさりなん

ですけれども、預託金が減らしているだけという

ことで、260万減なんですけれども、40万残って

います。その辺の理由ですね。 

  それから、ここでは求人情報の提供などによる

雇用機会の拡充というふうにあるんですけれども、

これはどこから情報を得て、情報を提供していく

のかということで、情報を提供するには、やはり

いろんな情報を持っていなければいけないと思い

ますので、その辺のことについても伺いたいと思

います。 

  それから、「宮代で働こっ」なんですけれども、

商工費にありました。この「宮代で働こっ」の運

営費を労働事業に計上されました。この「宮代で

働こっ」という位置づけなんですよね。 

  そうすると、商工費のときには、まちなか起業

創業支援事業ということであったんですけれども、

労働事業というと、中身は同じなのかどうか。起

業創業支援特設ウエブサイトによる情報発信なん

ですけれども、この位置づけですよね。商工費か

ら労働事業に移った位置づけがいまいちわからな

いんですけれども、その点、お願いをしたいと思

います。 

  続きまして、152ページ、153ページの新しい村

管理運営事業なんですけれども、このハーブ園リ

ニューアル検討委託料ということで、これは私た

ちの予算書にも、71ページにも載っていますが、

市民参加により新しい村にふさわしいハーブ園の

あり方を検討します、新しい村にふさわしいハー

ブ園ということなんで、この辺のあり方、具体的

に新しい村にふさわしいというのはどういうこと

なのかお尋ねをしたいと思います。 

  それから、その下の工事請負費、森の市場「結」

裏側駐車場整備工事、それから芝生広場水道設備

増設工事、これについても私たちの予算書にも説

明されておりますけれども、これらも含めてお願

いしたいと。 

  あと、森の市場「結」の空調設備更新工事、こ

の更新しなければいけないに至った経緯なども含
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めてお尋ねしたいと思います。 

  それから、154、155ページの農地費の農地費一

般管理事業で、これは一番下の基幹水利ストック

マネジメント事業負担金とあります。これは約

160万円増えていますが、この増えた理由、お尋

ねしたいと思います。 

  それから、申しわけありません。ちょっと152

ページ、153ページの明日の農業担い手支援事業

で、これは前段の山下委員のところでも説明があ

りましたが、農業担い手塾塾生の実践研修を通じ

てということで、独立就農に向けた支援を行うと

いうことなんですが、先ほど数字も示されました

が、例年、どういう状況になっているのか。新た

な農業の担い手は着実に進んでいる、進んでいる

んだったら進んでいると言っていただきたいんで

すが、その辺の状況なんかはどうなっているのか、

マクロ的な話になりますけれども、その点、お尋

ねをしたいと思います。 

  それから、156、157ページの農業生産基盤整備

推進事業、これも担い手農家の農地利用集積を進

めるということなんですけれども、実際、農地利

用のための集積が行われていると思うんですけれ

ども、もう一方では、荒れた農地はどういうふう

になっているのか、その辺の流れについても、宮

代の状況についてももう一方気になりますので、

その点、お尋ねをしたいと思います。 

  それから、156、157の商工振興費、それぞれ増

減があります。それは158ページ、159ページに前

年度と比較して出ておりますけれども、まず商工

業振興事業ですけれども、156万5,000円、前年比

で増えていますね。これはどういう理由なのか、

ご説明をお願いしたいと思います。 

  それと、昨年度、住宅店舗利用補助金が新設さ

れました。新年度は、店舗、住宅で変わっていま

すけれども、言い方が、この辺の補助金の状況な

んかは、新年度は、去年はどういうふうな状況だ

ったのかお尋ねをしたいと思います。 

  それから、メイドインみやしろＰＲ事業につい

て、これも41万4,000円減額になっています。先

ほどの説明では、物産展にもこれから積極的に出

ていってＰＲしていくということなんですが、一

方では、そういうふうに活性化するための事業の

推進もあるんですけれども、もう一方では、この

41万4,000円と減額になっていますが、その辺の

減額の理由、お尋ねいたします。 

  それから、(3)の宮代型観光推進事業、これも

説明があったんですけれども、いろいろ勉強会も

やっていくということなんですけれども、これは、

昨年は全然、報償費はなかったんですよね。その

辺でやはり力を入れていくということなんでしょ

うけれども、この辺の状況、それから、もう一方

で事業費が、印刷製本なんですけれども、約30万、

29万9,000円減額になっています。その辺の状況

等についてもご説明いただければと思います。 

  それから、まちなか起業創業支援事業、これも

264万8,000円減となっています。これは大きなの

は中小企業融資だと思うんですけれども、この辺

についても、特にみやしろマルシェ開催委託料な

んですけれども、これはにぎわいづくりのプロジ

ェクトということなんですけれども、具体的にど

ういうことが行われているのか。 

  やはり町内外からの起業を志す人材を呼び込む

ということなんですけれども、そういうふうにな

っているのかどうか、その辺も含めて予算化され

ておりますので、どういうふうなのかあわせてお

尋ねします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お
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答えさせていただきます。 

  まず、予算書の147ページの労働事業について

でございます。労働事業の勤労者住宅資金の預託

金です。これが40万円残っております理由でござ

いますが、現在、勤労者住宅資金の貸し付けは、

返済中のお客様がいらっしゃいます。３件で、３

件合計しまして百八十数万円の残がございます。 

  宮代町の、まだ来年度以降も返済してまいりま

すので、その方の分ということで、全部を減する

のではなくて、40万円は残しまして、返済が進ん

でいくと、またそれが減っていくということで、

全部返済が終わりましたら預託金がゼロになると、

そういう考え方でございます。40万円残してござ

います。 

  続きまして、「宮代で働こっ」の関係です。求

人情報の関係でございますけれども、これは「宮

代で働こっ」のページ上に事業者さんからの求人

情報を申し込める仕組みになっておりまして、事

業者さんがこのページを使いまして、うちのお店

で何人募集したいという、そういう内容を入れて

いただきますと、ここで求人情報としてアップさ

れると、そういう仕組みになってございます。 

  続きまして、「宮代で働こっ」を労働費へ移行

した理由でございますが、「宮代で働こっ」につ

きましては、これまでも起業創業の情報、それか

ら、同時に求人情報ですとか、宮代で働く場の情

報、それから働いている人の紹介ということで、

労働関係と両方の側面を持つ情報サイトでござい

ました。 

  今後、町内の労働情報を発信していく機会とい

いますか、場として、どんどん活用していこうと

いうことで、求人情報、それから春日部ハローワ

ークさんの情報なども厚くしまして、労働情報を

外に出していく、そういうことで労働事業の中で

運用をさせていただきたいというふうに考えまし

て移行したものでございます。 

  起業創業の情報でございますけれども、こちら

のほうも落とすということではなくて、マルシェ

の情報ですとか、空き店舗の関係の情報も継続し

て発信させていただく予定でございます。 

  続きまして、予算書153ページのハーブ園のリ

ニューアル検討事業についてでございます。こち

らは新しい村にふさわしいハーブ園をつくりたい

ということで始める事業でございますが、実際、

市民参加で行いまして、新しい村の状況も見てい

ただき、現在のハーブ園も見ていただき、そこの

中で実際に簡単な植栽作業なども体験していただ

く、それから、実際にハーブの育ったものを使っ

て売れる商品などの勉強もしていただきたいとい

うふうに考えています。 

  そうした中で、宮代町、それから新しい村も理

解していただいて、その中でハーブを提供してい

く。新しい村に新たなお客様に来ていただきたい

ということでございますが、実際に町民目線とい

いますか、消費者目線で、どのようなハーブ園な

らば行こうと思うのか、それから、宮代町にこう

いうハーブ園があったらいいなというふうに思う

のか、そんなところも町民の皆さんから講座を通

じて意見を求めていって、新しい村に、宮代町に

どんなハーブ園があったらいいのかというのを導

き出すといいますか、そのヒントをいただきたい

というふうに考えておりますので、市民の皆様の

意見、そこからどんなハーブ園がふさわしいとい

いますか、新しい村にあったらいいのかと、そう

いうことを引き出していきたいと、そういう事業

として考えてございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 



－１５３－ 

  まず、予算書152ページ、153ページ、工事請負

費についてご説明をさせていただきます。 

  森の市場「結」裏側駐車場の整備工事262万

4,000円でございますが、こちらにつきましては、

新しい村、森の市場「結」の裏側の生産者用の駐

車場のところで、築山になっていたところを少し

生産者用駐車場を広げる部分と、あとは荷さばき

場を設置した部分で削らせていただきまして、今

は砂利敷きをして仮に落ちつかせているような状

況でございます。 

  ですので、来年度、そこにつきましては、一部

築山については土どめを行い、砂利敷きの駐車場

の部分について舗装を行う工事となってございま

す。 

  また、芝生広場水道設備増設工事120万9,000円

についてでございますが、こちらにつきましては、

バーベキューを昨年８月より再開したということ、

さらには、親子連れでの来場あるいはイベントが

増えているということから、利用者の皆様からも

外水道の要望が非常に多くなってきてございます。 

  そうしたところもございますので、芝生広場の

端の一角のスペースに２口の外用手洗い場を設け

る工事となってございます。 

  また、森の市場「結」空調設備の更新工事でご

ざいますが、こちらにつきましては、空調、業務

用のエアコンが設置から17年、18年を迎えようと

しておりまして、ここを昨今の猛暑で、直売所も

夜はエアコンを今までとめていたんですが、商品

が、保存できる商品につきましても少し傷みを気

にせざるを得ない状況にもなってきておりますし、

また冷蔵庫もインバーターが誤作動して、余りの

暑さで夜とまってしまうというようなことも何度

かございました。 

  といったところで、夜も少し空調をつけておか

なくてはいけないような状況がございましたので、

町内のエアコン業者の方に、まだそれが稼働が可

能かどうかというのを調査していただいたところ、

ガス自体がもう弱くなってきていて、そのガスの

規格についても、もう今年度限りで交換ができな

くなるガスの種類だということ、それから機械自

体が老朽化していて、夜とかも回すのであればこ

のタイミングで切りかえたほうが望ましいという

ことで、今回更新をさせていただくこととしたと

ころでございます。 

  続きまして、154ページ、155ページの基幹水利

ストックマネジメント事業負担金についてでござ

いますが、こちら先ほどご説明をさせていただき

ましたとおり、かんがい排水設備、具体的には堰

のゲート、それからごみをかき集める機械、そう

いったものが水路の中で20年以上たっているもの

が非常に多くて、埼玉県のほうが国の補助を受け

て、当初の予定では平成27年度から平成31年度に

かけて約４億4,000万円の事業計画を立てていた

ものでございます。 

  そのうちの費用を国、県、市町村、土地改良組

合のほうで案分して負担をするという仕組みにな

ってございますが、国の補助がなかなかつかない

ということがございまして、事業が後ろにどんど

ん詰まってきているような状況となっておりまし

て、今年度の負担金が各市町村増額となってしま

ったものでございます。 

  以上でございます。 

  すみません、続きまして、152ページ、153ペー

ジ、明日の農業担い手支援事業についてでござい

ますが、担い手は着実に育っているのかといった

ご質問かと思います。 

  一応、来年度、１人卒塾して就農に向けた取り

組みを行う予定となっております。改めて卒塾の

審査等はございますが、来年度、１人は就農して

いただきたいというふうに期待を持って今進めて
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いるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。 

  荒れた農地、遊休農地対策についてお答えしま

す。 

  まず、対策といたしましては、新規就農者の受

け入れを推進して遊休農地の活用を図ることが挙

げられます。 

  今現在、字中地区で新規就農の塾生が圃場で研

修しているわけなんですが、その圃場の隣に遊休

農地、約2,700平方メートルがございます。地権

者は、相続で取得した東京にお住まいの方でござ

いました。担当のほうで、その所有者の方とコン

タクトをとりまして、塾生に圃場として貸してい

ただけるということになりましたので、遊休農地

の解消が図られることとなりました。 

  また、次に民間企業の参入で遊休農地を解消す

る対策がございます。 

  現在、杉戸町の丸源アグリ、春日部市の関田農

園、あと東京のモンテローザファーム、あと、現

在、また新たに今、竹内園芸という会社が東地内

に進出する計画がございますことから、民間企業

を積極的に、県と協力しながら進めていくことが

大切と考えております。 

  また、宮東、中島地区の農地集約で先日、圃場

整備準備委員会が設立いたしました。このエリア

には約100名ほどの農家の方がいらっしゃるんで

すが、区画を拡大して担い手に多くの農地を耕作

していただくことが遊休農地の発生の抑制になる

ものと考えております。 

  また、農業委員会では、平成16年の埼玉国体の

誘致から解消活動を行っておりまして、今までで

約８ヘクタールの遊休農地を解消しております。

今後においても、これらの対策を継続することが

重要と考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、予算書の158ページ、159ページですか、

商工振興費の156万円の増減の理由でございます

が、これは商工業活性化補助金というものを、こ

れまでの補助金を再編しまして、新しいメニュー

を加えまして再編して創設するということで、そ

の分の増でございます。 

  続きまして、リフォーム補助制度の状況でござ

います。こちら先月、２月末までの状況で報告さ

せていただきます。ご利用ございましたのが店舗

と住宅と両方使える制度でございまして、店舗の

申し込みが２件、それから住宅の申し込みが15件

で、合計で17件のご利用申請をいただいておりま

す。 

  予算が200万円の予算を見てございまして、17

件の利用ということで119万8,000円の支出になる

見込みでございます。 

  リフォーム補助の関係は以上でございます。 

  続きまして、同じく予算書159ページのメイド

インみやしろの関係でございます。41万円の減で

ございますが、これは今年度、カタログをつくら

せていただきまして、来年度は２年目ということ

になりますので、全部をつくり直すことではない

ことからお安く、多少の更新があるのを見込んで

おりますけれども、安価でカタログがつくれると

いうことで減させていただいております。 

  それから、観光事業の印刷製本費の関係でござ

いますが、こちらは観光情報誌の宮代ｉＩｉｎ
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ｅ！、年２回発行してございますが、そちらの費

用と、それから来年度、ぶらり宮代というウオー

キングマップがございまして、２年に１回発行し

てまいりましたが、実は、現在まで第６版までつ

くっているんですけれども、１版、２版という最

も最初につくった部数がなくなりまして、増刷と

いうことになるんですけれども、ただ、一方で、

全部をまとめて見たいというお声もいただくもの

ですから、１版から６版までを集約した総集編的

につくりまして、今後は、それをなくなったらつ

くっていこうということで考えております。 

  ぶらり宮代、ウオーキングマップの総集編とい

いますか、それの発行費が入ってございます。 

  それから、起業創業支援事業、159ページのみ

やしろマルシェの関係でございます。160万円の

内容でございますが、これはトウブコフェスティ

バルと、それから今年度、新しい村で２月に開催

しましたみやしろマルシェと、その２つ。大きな

トウブコフェスティバルというマルシェと、それ

から新しい村で行っています小さなマルシェとい

うふうに呼んでいますが、その２つの開催経費で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  まず、146、147ページの労働事業の関係で、求

人情報の提供などによる雇用機会の拡充というこ

とで、先ほどどこから情報を得てということなん

ですけれども、そうしますと、春日部のハローワ

ークの情報を得て、これはどういうふうにそれを

形というかにして、ウエブサイトにしていくんで

しょうけれども、それは事務的にはどういうふう

に情報を新しい情報に変えていくのか。また、ど

ういうふうにその春日部ハローワークの情報を見

直していっているのか。その辺の実務というか、

どういうふうにされているのか、その点、お尋ね

したいと思います。 

  それから、新しい村管理運営事業、152、153ペ

ージなんですけれども、まず委託料のハーブ園リ

ニューアル検討委託料なんですけれども、先ほど

答弁されました。 

  そうしますと、こういうハーブ園があったらい

いなとか、どういうふうにしていったらいいのか

ということで検討していくんでしょうけれども、

これはハーブ園というのは、何も教訓的な話だと、

いろんなところからの情報も入りますよね。 

  これは町民なんでしょうけれども、対象はね。

こういうふうなハーブ園があったらいいなとか、

そういった意見だとか要望だとか、それはどうい

うふうに把握するのか。委託料になっていますけ

れども、当然、町民が対象になるとは思うんです

けれども、それらを把握するには、どういうふう

にそういう意見、要望等を聞いてされるのか、そ

の点について、もう一度お願いしたいと思います。 

  それから、森の市場「結」裏側駐車場なんです

けれども、築山って、大体場所はわかるんですけ

れども、あそこの駐車場の沼のほうは高くなって

いますけれども、向こうは全然関係ないんですね。

そこの、丘になっているというか、先ほど築山と

言うからちょっと気になって、もう少し、すみま

せん、わかるように説明していただけますか。 

  それから、芝生広場なんですけれども、これは

前からバーベキューもできるようにということも

町民の要望の中にはあったと思うんですけれども、

これはそうしますと、昨年の８月からということ

なんですけれども、これはそういった要望をかな

えるための設置工事だと思うんですけれども、そ

れでいいのかどうか。 

  また、設置されて、何か条件はあるんでしょう
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か。特にこういった点で気をつけなければいけな

いというのはあると思うんですけれども、それも

あわせてお願いしたいと思います。 

  あと、空調はわかりました。 

  それから、152ページの明日の農業担い手支援

事業、先ほど答弁があったんですけれども、なか

なか厳しいんでしょうかね。来年は、１人は就農

するという、本当にぽつん、点のように感じるん

ですけれども、線にならない、点にしか聞こえな

いんですけれども、それは大変だとは思うんです

けれども、なかなか厳しいのかなというふうに思

うんですけれども、この辺はそれが実態だという

ことなんですけれども、なかなか厳しいなと。 

  これをもっと点から線になるような、そういう

ふうな状況にならないといけないと思うんですけ

れども、その辺についてもさらに進めていかなけ

ればいけないと思うんですけれども、かといって

時間もかかるとは思うんですけれども、その辺の

厳しい状況ですよね。なぜそういうふうになって

いるのかという意味も含めて、お尋ねをしたいと

思います。 

  それから、156、157ページの、やはりこれも担

い手農家への農地利用、遊休農地の関係なんです

けれども、先ほど民間の話、それから字中地区の

話も、相続の関係で話されましたけれども、実際、

これも厳しいとは思うんですけれども、荒れた農

地、私らは、中島、字宮東とか見ていると、本当

にきれいなんですよ。 

  でも、実態は大変な思いでああいうふうになっ

ているとは思うんですけれども、また意識的にし

ているところは、外見上、そういうふうになって

いるんですけれども、実際、荒れた農地もあると

思うんですよ。 

  日工大の裏あたりなんかを通ると、ああ、ここ

は昔は田んぼが随分多かったんだけれども、少な

くなっている状況もあるんですけれども、そうい

った意味で、この農地利用集積を進めて、意識的

にされているところはいいんですけれども、そう

でない、先ほど聞いた理由は、荒れた農地は、も

う一方ではあるとは思うんですけれども、そうい

った状況はどうなのかということでお尋ねしたん

ですけれども、そういった点ではどういうふうに

なっているのかお尋ねをしたいと思います。 

  以上の点、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  まず、「宮代で働こっ」の情報についてです。

ハローワーク春日部さんの情報は、宮代町の情報

が何も加工することなく見せていただけるという、

そういう仕組みになっております。ハローワーク

さんの情報です。 

  もう一方、力を入れて重視していきたいという

のが宮代町内の生の情報といいますか、町内の小

さなお店であっても人手がいるというような声を

発信していきたいということが大きな主眼でもご

ざいまして、こちらのほうなんですけれども、先

ほどホームページから、この働こっのサイトから

申し込めるというふうに説明させていただきまし

たが、情報を集めるということでは、今回、２月

に宮代町の商工会さんにもご協力をお願いしまし

て、求人情報が発信できますというチラシをつく

りまして、商工会員さんに周知をお願いしてまい

ったところです。 

  ですので、町内の本当に新しい情報といいます

か、小さな情報でも公的なホームページから発信

できますという仕組みですので、ぜひいろんな情

報を発信してまいりたいというふうに考えており

ます。 
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  続きまして、新しい村のハーブ園の関係でござ

います。こちら５回の講座で、講座といいますか、

体験で考えてございまして、生活の木さんに講師

あるいはアドバイザーということで参加していた

だこうというふうに考えておるんですけれども、

その５回の中でハーブの基礎を学び、それから町

外のハーブ園の事例も生活の木さんに情報提供い

ただいて、人気のハーブ園ですとか、いろいろ自

治体のハーブ園ですとか、そういった関係の情報

も学んでいく予定です。 

  最後に、５回目…… 

  ４回目ですね。すみません、４回講座です。失

礼しました。訂正します。 

  ４回連続なんですけれども、この最後の回で、

参加者の方からアイデア出しをしていただく、こ

れはワールドカフェという手法で、テーブルをグ

ループ、小さなグループをつくっていただいてア

イデアを出していただこうというふうに考えてい

ます。 

  今、まだちょっと素案の段階なんですけれども、

１問は、こんなハーブガーデンがあったらいいな

という希望といいますか、夢を伺いたいと思って

います。 

  ２問目が、それを実際、新しい村が舞台になる

ことですので、新しい村に整えるならという設問

も聞きたいというふうに考えております。 

  そうしたことで、いろいろ町民の皆様の声を引

き出させていただいて、宮代町にどういうハーブ

ガーデンを求めているのか、新しい村にどういう

ハーブガーデンがあったらいいというふうに思わ

れるのかというのを引き出してまいりたいと、そ

ういうふうに考えています。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  予算書152ページ、153ページ、新しい村管理運

営事業の工事請負費でございますが、森の市場

「結」の裏側駐車場整備工事、こちらにつきまし

ては、築山と申しましたが、おっしゃるとおり丘

の部分でございまして、今、生産者用の駐車場を

多少拡張した関係で、丘を一部削り取ったために、

そこの削った部分の角度が非常に急なこともござ

いまして、そこを少しなだらかなにするとともに

土どめをして、今、砂利敷き、拡張した部分がま

だ舗装されていませんので、そこを舗装するとい

ったところでございます。 

  そもそもなぜ駐車場を少し広げたかと申します

と、昨年、私が見ている中でも生産者さん同士の

事故が４件ございまして、いずれもやはりバック

したときとかに、狭かったので切り返しが何度も

必要だったということで、そうした事故が多発し

ておりましたので、その切り返しができる部分を

少し拡張しようといったところで始めさせていた

だいたものでございます。 

  それと、芝生広場の水道設備でございますが、

こちら、まずバーベキューに特化した水道ではご

ざいませんが、まずバーベキューにつきましては、

新しい村のこの自然を楽しんでいただく、あるい

は新しい村、地場産の農産物を食べていただくき

っかけの一つとして再開をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  水道につきましては、新しい村の丸くなってい

るデッキの隣の部分に、工事だけで言いますと蛇

口を２つつけるだけですので、本当に手洗い場と

いうふうに考えていただければと思います。 

  最近、親子連れの方も非常に多くなってきてお

りまして、今はトイレの水道を使うしかないよう

な状況でございますので、そういったイベントに

も対応できるように蛇口を２つ外に設けるといっ
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たところでございます。 

  それと、あわせて152ページ、153ページ、明日

の農業担い手支援事業、新規就農者が点になって

いるところを、これを線にできないかというとこ

ろでございますが、昨日も新規就農者支援委員会

を開かせていただきまして、担い手塾、農家を目

指す方のために何人、十何人もの農家さんの方が

一つずつ丁寧にアドバイスをしていただいており

ます。 

  そういった取り組みの中で、３年かけて新しい

宮代町の将来を担う農家さんが生まれてくるわけ

でございますが、こうした農家さんも、そういっ

た新規就農支援委員会の３年間に感謝をして、新

しい村を中心に出荷をしていただいて、本当にい

い担い手に今、育っていただいているところです。 

  一方、新しく野菜農家さんになりたいという方

は、町も、都内の農業人フェアとか、そういった

イベント等にも参加しておりますので、そういっ

た中から何人、あるいは10人近くが相談には来ら

れます。 

  ただ、現状ですと、やはり農家の厳しさもござ

いますし、あとは、現在は、ほかの建設業等の業

種も、やはりそういったところの賃金も非常に高

騰、上がってきているようなところでもございま

して、そういったてんびんにかけられる方もござ

います。 

  また、一方で、最近のニーズとしては、個人の

農家に教わるよりも法人等に入って、その中で農

家を学びたいとかというニーズも非常に高くなっ

てきております。 

  町としても、今行っている取り組みは、先ほど

申しましたように、非常に効果もありますし、意

義のあるものだとは思いますが、一方で、そうし

た法人に一度入りたいという、そういった期待、

希望も今後増えていくというふうに想定されてお

りますので、そういったこともありまして、新し

い村に野菜部門、こちらを強化、今年度からさせ

ていただきまして、すぐにはこちらもできません。 

  ただ、近いうちに、そういったゼロから農業を

学びたいという方がまず取りかかれるような、新

しい村にかかわることで取りかかれるような、そ

ういった仕組みを数年のうちにつくっていきたい

と、そういうふうに考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。お答えします。 

  遊休農地対策につきましては、先ほど答弁させ

ていただいたとおりでございまして、また、その

ほかに農業委員と農地利用最適化推進委員さんに

よる農地を荒らしているお宅への戸別訪問という

のを実施しております。 

  中には何年も草ぼうぼうで放置していた土地を、

訪問して話し合った結果、草刈りをしてくれたと

いう家もありますが、やってくれないところもご

ざいますが、訪問することによって、農家さんに

荒れた農地の状態にしていてはよくないというこ

との啓発にもなると思いますので、今後とも実施

していきたいと考えております。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 産業観光課長の長

堀でございます。 

  先ほどの答弁にちょっと補足をさせていただき

たいのですが、まずハーブの関係でございますけ

れども、これは副課長が答弁したとおりなんです

が、単にワークショップをやるということだけで

はなくて、やっぱり新しい村の中に新しい付加価
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値をつけていくということがまず大事だと考えて

おります。 

  特にハーブ園につきましては、今はどちらかと

いいますと見るハーブ園になっているわけなんで

す。しかしながら、もともとハーブは使って何ぼ

の世界でございますので、西洋では薬草として使

われているものですから、それをやはり日常生活

の中に取り込んでいっていただけるためにはどう

したらいいかという視点でのハーブの考え方、捉

え方がございます。 

  現在では、少しパン工房のパンのほうに使われ

たりとか、生地のほうで使われたりしております

けれども、それをもっと広げていって健康面から

もアプローチできればなというふうに思っている

ことが１つはございます。 

  あと、それともう一つは、これも過去の議会に

おいて、何人かの議員さんからも観光の視点から

ご質問をいただいているかと思うんですが、やは

り新しい村のあの一帯を、これから観光の視点か

ら捉えた場合に、やはりポテンシャルが高いとい

うふうに考えてございますので、あるいはハーブ

園を観光の視点からもバージョンアップさせてい

って、町外からも人を多く呼び込むと、そういう

観点からも今回のワークショップといいますか、

市民参加も入れてバージョンアップしていくと、

そういうことを考えております。 

  現場に行ってみていただければわかると思うん

ですが、ちょっとハーブ園自体が景観的にも、後

ろの山林との間でちょっと今邪魔なものもありま

して、非常にあの辺がよろしくないなと思ってい

まして、長期的にどういうふうに整備していくの

かということを含めて、町民の方のご意見も伺い

たいというふうに考えているところでございます。 

  それから、もう一点が新規就農の関係でござい

ますが、確かに委員ご指摘のとおり、点から線へ

というのは大変重要なことだと思っております。 

  ただ、一つ一つの点で捉えますと、新規就農者

の中で、ちょっと固有名詞は申し上げられないん

ですけれども、今年の実績ですと、1,000万を超

える新規就農者がお一人、これ普通の農家さんで

も1,000万を超えるって、なかなか宮代にいない

と思うんですけれども、新規就農者で１人います。 

  その新規就農者は、これからまた法人とかを目

指していくんだと思うんですけれども、そういう

話も聞いています。 

  あとは、何百万を売ったからそれでやれるとい

うんじゃないんですけれども、700万以上売って

いる新規就農者が３名ほどいます。 

  ほかのやっぱり自治体でも同様な事業をやって

おりますが、なかなかこれだけ売り上げを上げて

いる新規就農者というのは少ないのかなと思いま

す。 

  そういうのを逆にＰＲして、先ほどの、東京に

行って人材を確保するとかということもやってお

りますが、総合的にみんなで教えて、支えて、助

けてというやり方で宮代はやっているもんですか

ら、非常に経済がこういう状況の中で農業の世界

に飛び込むという人は難しいのは事実ではあるん

ですが、そういう宮代型新規就農支援制度みたい

なものを売りにして継続していくしかないかなと

いうふうに思っておりますので、今後ともそちら

と、それから面的に、やはり農地を使うという点

では、民間企業の誘致というのの２本を大きな柱

として事業のほうをやっていきたいというふうに

考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  すみません、先ほど再質問で聞き漏らしたんで

すが、154、155ページの基幹水利ストックマネジ



－１６０－ 

メント事業負担金なんですけれども、これ理由は

先ほど聞いたんですが、そうするとこの負担金と

いうのは、金額については農家さんのあれですか、

人口割ですかね。どういうふうになっているのか、

すみません、参考まで。 

  それから、158、159ページの商工業振興事業で

商工業活性化補助金、これは説明もあったんです

けれども、これは何と何を統合してこういうふう

になったのか。前回までは商店会活性化補助金で

した。これを既存の補助金を統合してということ

なんですけれども、起業者支援、個人商店の販売

促進等のメニューを加えたということなんですけ

れども、これは何と何を統合したのか、具体的に、

これまでのものの名称が変わったんですけれども、

統合したということですので、すみません、その

点、お尋ねするのを忘れました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  予算書154ページ、155ページ、負担金補助金及

び交付金、基幹水利ストックマネジメント事業負

担金の負担割合についてでございますが、こちら

につきましては、用水にかかわる農地の各市町の

受益面積がどれぐらいあるかによって案分をされ

ております。 

  宮代町につきましては、受益面積が423.261ヘ

クタールというふうに試算をされておりまして、

関係市町の構成の中では面積比率が27.87％とい

うことで、事業費のうち国費が50％、県が25％、

土地改良区が15％ですので、各市町村は10％だけ

負担するんですけれども、その10％の中の

27.87％を宮代町が負担すると、そういう形にな

ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  商工業の活性化補助金でございますが、既存の

補助制度というのが２つです。商店街の活性化事

業補助金、それから、もう一つが空き店舗活用補

助金の２本でございます。 

  そこに今度新しくメニューとして加えますのが

個店の販売促進を支援する、ちょっと名称は本当

に仮称なんですが、繁盛店の支援事業、それから

新しく始める関係で創業支援の事業、それから新

商品の研究開発事業という新しく３つの切り口と

いいますかを加えまして、予算でございますが、

既存の予算を足しまして240万円でございます。 

  そこに60万円ほど上乗せさせていただきまして、

300万円という形で新しい支援補助制度をスター

トさせたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  前段者がいろいろ項目について質問しておりま

すので、私は、違った角度から３点ほどお聞きし

たいと思います。 

  １点目です。159ページの商工会の補助の問題

なんですけれども…… 

  失礼しました。152ページの新しい村からいき

ます。ごめんなさい。 

  予算が管理運営事業として7,737万7,000円載っ

ておりますけれども、それはそれでいいんですけ

れども、たしか宮代町は町経営ですよね。そうす

ると、以前と、委託した当時の金額と、私は何か

変わらないような気がするんですよ。そうすると、
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何か数字のごまかしだけでやっているような感じ

が、ちょっと理解に苦しむんです。 

  委託しながら、いろんな営業等やっております

けれども、町経営でしたら、町職員の誰かが常時

いないといけないですよね。経営側なんだから。 

  遠隔操作しているような感じをとっているわけ

です。遠隔操作を認めるんだったら、全て遠隔操

作でやるんだねということになりますので、それ

でいいのかどうか。運営、経営をする以上、そん

な会社ないですよね。遠隔操作の経営なんていう

のは。そこら辺はどう考えているのか、１点目。

答弁によって再質問いたします。 

  ２点目、159ページの商工会の補助、1,100万の

補助金を商工会に何年かずっと出していますけれ

ども、それはそれでいけないというんじゃないん

です。いつも町の予算を組むときの、各議員さん

も多分心配しているとは思いますけれども、宮代

町の商店はシャッター街が多いということもあり

ますよね。 

  これはなぜかというと、ものが売れなければ商

売は成り立たないと。ただ、まだ自分の建物と土

地を持っている人なら、そんなに売り上げがなく

ても経営はできる。借りていた場合、これ相当の

売り上げがなかったら経営は成り立たないですよ

ね。その対策が全然載っていないんですよね。 

  だから、例えば店舗を借りる人に対しての補助

を、貸している人に対して、ある程度金を出して

やるとか、いろいろそれは方策はあると思うんで

すけれども、そういうものが、ばしっとしたもの

がない。 

  これじゃ、宮代町の経営、商工会は育たないと

思いますよ。幾らやったって、個人が、それは何

人かは、ゼロになることはあり得ないけれども、

なかなか新しい人がお店を持って運営するなんて

ことは難しいことですよね。と思うんですよ。 

  じゃ、そんなことありませんと言うんなら、そ

れで結構です。商工会にそれ説明しますから。町

は、そんなの構わないんだというような感じだよ

と。そんなことないでしょう。それは何とかこれ

で、今度の予算でなるほどというものが欲しいん

ですよね。それが２点目。 

  ３点目が、ちょっとまた先へ飛んでしまうんで

すけれども、157ページの農業生産、戻るわけだ。

ごめんなさい。 

  農業生産基盤整備の関係です。今の農業をやっ

ている人は、ほとんど機械化ですよね。それもだ

んだん大型化。今の農業をやっている道路、町道

になるよね。満足に大型が通れないようなところ

があるでしょう。 

  それで農業基盤を何とかどうのといったって、

それは土地は減らないけれども、農業やっている、

ただ、そこまで行く道路が、本当にこれでよく農

家の人は黙っているなというようなところがあり

ますよね、幾つかね。そういうのは、なぜちゃん

としてやらないんですか。崩れちゃったり、雨が

降るともう通れなくなる、ぐにゃぐにゃで、道路

が。 

  問題は、崩れているところが結構ありますよね。

だんだんこう、あれどういうんだろうね。ちょっ

と道路の形が悪いんだかどうかわかりませんけれ

ども、そういうところがありますよね。だから、

大型が通れない。 

  そういうことを真剣に考えてやらないんだなと

思っています。それで口だけは農業生産がどうの

こうのと言ったって、そういうところもちゃんと

してやるべきだと思っています。なぜやらないか、

それが３点目。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 
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○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  まず、予算書152ページ、153ページ、新しい村

管理運営事業についてお答えをさせていただきま

す。 

  まず、予算額についてでございますが、指定管

理者制度のときにつきましては、新しい村、森の

市場「結」に入ってきたお金というものは利用料

金制ということで、そのまま新しい村の会社が使

用できるというルールになってございましたが、

現在、直営ということで、そこの部分につきまし

ては、一度町に歳入として入れ、その歳入額と同

額を委託料として支払うということで、プラスマ

イナス、ここの部分につきましてはゼロとなって

おりますので、事業費については、まず、ほぼ同

様の事業費となってございます。 

  ただし、直営となってございますので、その分

の人件費が非常に膨らんでいるところでございま

して、予算書上は153ページの共済費、賃金、こ

ちらにつきましては、農の家に常駐する宮代町の

臨時職員の賃金、ここの部分が増えているところ

でございます。 

  それとまた、町の農業振興担当、それから商工

担当の職員が増員となってございますので、こち

らの人件費、私なんですけれども、私が毎日行き

来をしておりますので、そこの部分の人件費、そ

れだけをやっているわけではないんですけれども、

の人件費はかさんでいる部分でございます。 

  誰かが、職員が常駐していないとということで

ございますが、町の正規職員ではございませんが、

管理要員ということで、臨時職員につきましては

常駐しているような状況でして、それのマネジメ

ントをするということで、私のほうが毎日行って

いるところでございます。組織上はそういった体

制となってございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  予算書の159ページ、商工会補助の関係でござ

います。こちら商工会補助といいますか、商工業

者への支援、そういった形でございますが、今年

度、30年度ですね。新しくリフォーム補助制度を

スタートさせていただきまして、その中で店舗の、

お店の改装というものを補助させていただくこと

がスタートしました。 

  来年度、31年度なんですけれども、商工業の活

性化補助金ということで、新しい総合的な補助制

度を考えてございまして、その中で個店、一つ一

つのお店の販売促進活動事業も補助の対象として

ご支援させていただこうというふうに考えていま

す。 

  例えば、町で新しくホームページをつくるです

とか、あるいは広告宣伝をするですとか、あるい

は販売促進の事業を行うときに、それにかかわる

経費を補助させていただくですとか、また、今、

商工会さんとお話をさせていただく中でも、少し

困っているというか、課題になっているのが事業

承継という、次の世代に渡していくということが

なかなか難しくて、お金もかかってということを

伺いましたもんですから、そちらの事業承継の経

費、これは例えば弁護士さんの費用ですとか、そ

ういったものも対象にしていければよいなという

ふうに今のところ考えておるところです。 

  こういった補助制度を31年度は新たにスタート

して、ご支援してまいりたいというふうに考えて

いるところです。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 
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○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  まず、１点訂正なんですけれども、新しい村に

日々行っている職員については、私以外にも、各

部門ごとに担当の職員も行っておりますので、そ

この訂正はさせていただきます。 

  それと、あと農業基盤整備のところで、道路の

拡張につきましては、確かに委員ご指摘のとおり、

個人の敷地という部分もございますので、拡張に

対する補助等はご用意はしていないところではご

ざいますが、面的整備の一環で、現在、宮東、中

島地区で準備委員会を立ち上げて進めております

埼玉型圃場整備につきましては、道路を広げるこ

と、これはあくまでもそこの個人、その土地を所

有している方から寄附していただくことが前提に

はなってしまうのでございますが、そういった形

で道路を広げることに対しても、国、県のほうか

ら補助金等が出ますので、そういった形で準備委

員会のほうでは説明をさせていただいておりまし

て、面的な整備、集約、自己負担、地元負担、金

額、お金的な地元負担のないような形で面整備、

拡張ができないかということで、今、地元と取り

込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 誰かはいないと、私は、

経営はパートに頼んでいるような感じもするし、

それじゃ、経営する責任者が常時いなかったら、

町の経営じゃないですよね。そんなやり方してい

るから、いろんな要望やいろんな問題が耳に入る

んですよ。私、きょうはその質問はしませんけれ

ども、いろんな話が入りますよ。それ知っている

んでしょうから。 

  本来は、経営が町だったら、誰か常時いなかっ

たら、それは副町長が何か今度は役員、副何とか

について、偉い人がついたらしいけれども、あの

人、常時こっちに座っているんですよ。ねえ。課

長だってほとんどいるよね。副課長もね。 

  職員が、誰が行っているか知らんけれども、誰

か１人、町の責任者がいなかったら、それは町の

経営にならないと思いますよ。何かあったとき、

どうするんですか。 

  それが経営者ですよ。それで、常時、いろんな

職員に対していろんな意見を聞きながら、よりよ

い経営をするのが経営者ですよね。そうでない経

営だったら、本当にこれ、新しい村、また一から

考え直したほうがいいですよ。 

  口だけだから、町の経営なんていうのは。やっ

ていることは違う、遠隔操作。遠隔操作、それで

いいんですか。たまには行っていますと。たまに

じゃだめですよ。誰か１人いなきゃ、常時。それ

が責任のある経営なんです。 

  また顔色を変えるかもしれませんけれども、私

は強いことを言っておきます。 

  ２点目の商工会の問題、確かにこれから新しい

補助制度を考えていくと、どういう補助制度をし

てくるか知らんけれども、実際に新しい商売やろ

うという人がどんどん入っているののですか。そ

れが問題。それをどう入ってもらうかなんで、そ

れには、経営がうまくいくかどうかなんですよね。

幾ら、どういう補助をしてくれるかどうかは、そ

んなことよりも、いかに経営がうまくいくか。 

  それで、私が言うのは、先ほども申し上げまし

たけれども、家賃が安いということよ、まずね。

それをしなかったら、新しい人なんか入らないで

すよ。月10万も20万も払ってみなさい。１日幾ら

売り上げしなかったら、経営なんか成り立つんで

すか。成り立たないですよ。だから、すぐやって、

もうすぐやめちゃう。そういう対策じゃ、町はよ

く伸びないと思いますよ。 
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  口だけ、補助を増やします、そんな甘い考えじ

ゃ、絶対よくならない。それでよく町の商店の活

性化のためにやります、やっていますなんて、私

に言わせれば、何言っているんだと思いますよ。 

  また憎まれ口言いましたけれども、いや、私は

真剣なんですよ。町の活性化のために、商店をど

んどん増やしてもらいたい。そのために、そのこ

とはやるべきだと思いますよ。少しの補助で商店

の人が入るわけないですよ。いかに生活ができる

かだから、商店の人は。ある程度はもうけもない

とできないけれどもね。 

  もう一つ、農業の問題、何か宮東の例を出した

けれども、私は宮東のことを言っているんじゃな

いんです。ほかにあるんですよ。さあ、どんどん

崩れていって、ちっとも手直ししない。毎年、ど

んどん崩れていく。耕運機なんか通れないで、人

間と自転車が通れるぐらいの幅しかなくなってし

まうのがあると。それで何が農道ですか。町道で

すか。 

  農家の人が困っているわけですよ。どんどん崩

れていっちゃう。それをほっぽってあるんだから。

それを個人がやれとか何とか言っていましたけれ

ども、やるわけないですよ。１軒の人がずっと周

りを持っているわけじゃないから、何軒かの人が

道路の横に持っているんですからね。そういう人

たちだってやらないもんね。 

  それで農業基盤をよくするなんて、私に言わせ

れば、これも本当に言っていることとやることは

違うなと思っています。全然やっていないとは言

わないですよ。一部そういうやっているところも

あるけれども、問題のところもあるということ。

それを知らんぷりしていますよと。 

  それで、今度は新しく宮東の三反の農業基盤を

広くしてどうのこうの、どうも格好いいことだけ

言って、裏の問題のあるところは目をつぶってい

るんだよね、宮代町は。それでいいんですか。ま

たこれも憎まれ口言ったけれどもね。 

  いつもそこに座っているからいけない。毎日出

て歩いたほうがいいですよ、これから。みんな、

困っていますから。そういうところありますから

ね。 

  副町長は、前、常時歩くと言っていたよね。あ

の人が外を歩いているのを最近見たことない。ナ

ンバー２がね。いないからこれを言うけれども、

いても私、言いますけれどもね。それじゃ、よく

ならないですよ。 

  我々が何か言うと、検討します、金がありませ

んで、みんな今まで逃げているんでしょう。区長

に言ってくださいとかで、これで逃げちゃうんだ

からね。私たちは、そういうのを本当に見て、聞

いて、役場へ来て言っているんですからね。それ

に耳を貸してくれない。 

  また私は憎まれ口言いましたけれども、それを

どうするのか。それ本当ですよ。そういうところ

あるんですから、考えてください。 

  以上です、質問は。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） それでは、１点目

の新しい村についてでございますが、委員ご指摘

のとおり、職員が常時１人という考え方もあるか

とは思うんですが、職員１人がいて全部見るとい

うのもなかなか難しい面もあると思います。 

  したがって、今現在、先ほど主幹のほうが毎日

行っているというお話があったと思いますが、そ

れは確かに毎日行っています。社長といろいろと

毎日、日々起こる出来事であるとか、問題点だと

かというのについては連絡調整をしておりますが、

もちろん主幹も全部見られませので、現在、実情

をお話ししますと、産業観光課の職員13名おるん
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ですが、そのうち新しい村の支援といいますか、

経営全般、新しい村を回すことに関与している職

員は８名体制でやっています。 

  それはそれぞれ得意、不得意もありますので、

例えば市民農園であるとか、ハーブ園であるとか、

そういう農園交流関係の分野では商工担当のほう

で３名が携わっております。それから、アグリ担

当は、主幹ではなくて別に担当主査がかかわって

おります。それと、工房だとか加工部門について

は、また別に１人おります。 

  そのほかに、また私のほうも現場のほうは、担

当職員のほうではちょっと間に合わないといいま

すか、ちょっと問題が解決できないような問題と

か、そういうものは私のほうも現場に行って直接

指導したりとか、こういうふうにしてくれという

話もさせてもらったり、社長と直接話したりとい

うのも行っております。 

  そのほかに、副町長が、これは副町長のことを

全部、手前どものほうでも把握しているわけでは

ありませんが、副町長のほうでも、足しげく新し

い村のほうには通って、問題点のチェックである

とか、社長の相談に乗ったりだとか、今、そうい

う形で、総合的な形でかかわる形をとらせていた

だいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  商工業の支援の関係でございますが、新しい商

工業の活性化補助制度をスタートさせますが、家

賃の関係も助成が必要だというお話でございます。

今回、既存の補助制度を２つここの中に入れさせ

ていただくんですが、その中で空き店舗の活用補

助制度というものがございまして、こちらのほう

で新しく開業する方については、一定期間、家賃

の補助をさせていただく制度がございます。 

  それ以外の方につきましては、現在のところ、

家賃の補助という仕組みは今持ってございません

が、今回、この補助制度をつくるに当たりまして

も、商工会さんともいろいろ課題等、お話し合い

をさせていただいてつくり上げてまいりましたの

で、31年度、スタートの年になりますので、これ

をちょっとスタートさせていただきながら、また、

今ご指摘ありましたようなお話も伺いましたので、

商工会さんともまたいろいろ情報交換、相談等さ

せていただきながら、よりよい制度に少しずつで

も直していくということがございますので、ちょ

っとお時間をいただいて研究させていただきたい

と思います。 

  これでこの制度がもうでき上がりという、そう

いうことではなくて、またできるだけ利用しやす

い制度をつくっていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原でございます。 

  農地費の町道部分の崩れ落ちている部分等につ

いてのご質問でございますが、予算書154ページ、

155ページの中に、農地費一般管理事業の中に施

設修繕料、それからまた金額の張るものにつきま

しては、工事請負費の中で農業用施設修繕費とい

うことで予算は確保しておりますが、いずれもや

はり危険なところの修繕だけでオーバーしてしま

うような今、状況となってございます。 

  ですので、またあるいは156ページ、157ページ

の中で多面的な補助金もございますが、こちらに

つきましては、地域で道路部分に砂利敷き等をす
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るための補助等でございます。 

  今、町で用意しているものについては、確かに

これだけしかないのも事実でございます。ですの

で、町道等について危険なところ等がありました

ら、まちづくり建設課等と協議しながら、順番に

見ていかせていただきたいというふうには考えて

おりますが、現状、町で持ち合わせている補助対

策といたしましては、以上となってしまっている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  これ以上言うと、またあそこの廊下歩くと嫌な

顔されますので申し上げたくないんだけれども、

今、答弁された内容は、一つ、答弁したやつの半

分でもいいから守ってもらいたい。 

  なぜ言うかというと、新しい村については、管

理をしているわけだからね。町が運営するという

ことは、町が管理することですからね。職員を何

人置けとは言っていないですよ。管理者が誰か１

人常時いなかったら、それは経営をすることがお

かしいと思いますよ。何かあったときに管理者が

いないんだから。 

  ただ、連絡はあるんだろうけれども、たまに行

っていますとか、ちょくちょく行っています、そ

れじゃ、だめなんだ。そういうやり方だと、私は、

新しい村はうまくいかないなと思っていますよ。 

  今日は偉い人はいないなって、大体みんな見る

んだよね。私はサラリーマンの経験で、ああ、今

日は、おお、偉いのいねえぞと、そんな話、よく

するんだから、その先は言いませんよ。わかるで

しょう。 

  何かあった場合、おい、どうするんだといった

て、いないんだよ、管理者がって。ほっぽってお

けとなるの。大体そんな職員はいないと思います

けれどもね。ふだん、日常、ちゃんと教育してい

るからいないとは思いますけれども、長い間には

そういうことあるんですよね。 

  あそこ、職員、この間、誰か質問していて、あ

そこの新しい村、何人いると言ったっけ。あれだ

けの数がいれば、幅広くいろんな仕事やっている

と、いろんなことがあると思いますよ。そのこと

を私は、一言言っておきたいと思います。問題起

きないように。町経営ですからね、あくまでも。

今のところはね。 

  あと、商工会の関係は、何か利用しやすい制度

を考えていくと、その言葉は信用しますよ。利用

したい、利用しやすいということは、経営が可能

だということだよね、私に言わせれば。経営がで

きなきゃ、利用しやすくないんだから。そういう

ことでいいわけですよね。経営ができる。 

  あんな宣伝、いろんなちょっとした宣伝ぐらい

じゃ、経営は成り立たないですよ。そりゃ、宣伝

しないよりいいかもしれないけれども、借りる人

は、そんな甘いもんじゃないですから。 

  あと、農業基盤は、何かやるというから、農業

の道路の関係は。そんな答弁のようだったから、

何しろ耕運機が通れないところがあるんだから、

だんだん、どんどん道路が崩れてきちゃう。それ

ほっぽってあるんだからね。そういうところも目

をつけてやったほうがいいと思いますよ。 

  遠回りすれば行けるよと言われれば、話は終わ

り。遠回りすれば入れるよと、大体そう言うと思

っているんだ。そうしたら、１キロも500メータ

ーも、ずーっと回ってこなくちゃならないよね。

そんな指導はしたくないよね。 

  そのことをちゃんと農業の人が喜ぶように、そ

うじゃなくたって、米が安いと騒いでいるような

時代ですから、なお手間はうんと払わないように、
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どんどん農業のために頑張ってくださいよ。「農」

のある宮代町ですから。一つそのことを言って終

わります。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔「はい」と挙手する人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） では、ここで15分休憩し

ます。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時５４分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き、産業観光課分の質疑を行います。 

  質疑はございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問をさせてい

ただきます。 

  今質問する内容は、直接幾らになって事業とし

てのっかっているというわけじゃないんですけれ

ども、来年度の取り組みとしてちょっとお伺いし

ておきたいのが、まず１点は、企業を取り込む取

り組みというんですか、過去にはモンテローザさ

んとか入っていただいたりしてきているんですけ

れども、そういう取り組みは大変すばらしいこと

だと思っているんですけれども、来年度に関して、

そういったまた農業系に限らず企業と連携して何

かこうやっていくような方向であったり、考えで

あったり、そういったものがあるのかどうかお伺

いしたいという点と、あと１点は、今ある企業が

出ていかない取り組み。例えばなんですけれども、

今個別名を言っていいのか、役場すぐ近くのスー

パーマーケットなんかも一時期買収されて、これ

は公表されているので、武蔵産業さんが倒産して

買収されて、さらにその買収したところも今回買

収されて、半年間様子を見るという話がもう現実

にありますけれども、そうすると、そこがどうな

るか、また半年後わからないというような話にも

なってきますので、呼び込もうというところと、

あとはやっぱりこの町から出ていかない、潰れな

い、こうしないと数がなかなか増えていかないわ

けですので、企業が出ていかない取り組みとして

考えていること、行っていこうとしていること、

そういった点があればお伺いしたいという点と、

もう一点は、現在いる農家さんで企業との契約農

家になっていて、特定の企業さんの作物をつくっ

てそちらに専売して売っているとか、そういった

農家さんというのがあれば教えていただきたいと

いのと、どの程度の、何名ぐらいいるのかという

点がわかればお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  企業が出ていかない取り組みということでござ

いますが、宮代町内で企業活動といいますか、商

売といいますか、を続けやすい環境をどうつくっ

ていくかということだと思います。これは少し大

きなお話ですので、今回、今年度予算では少し、

そんな大きくはないんですが、商工業の補助制度

というのも１つ、活性化補助制度を設けさせてい

ただこうと思っています。 

  今ご指摘いただきました、ちょっと大きな話に

なりますので、こちらにつきましては、やはりこ

れまでもそうなんですけれども、宮代町の商工会

さんとやっぱり連携して、いい環境を整える工夫

をしていくといいますか、情報を共有して当たっ

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） それでは、２点目

のご質問についてなんですが、町としまして正確

に情報を把握しているわけではないんですが、一

部の新規就農者では、珍しいというか、そういう

野菜をつくっておりまして、それがイタリアンレ

ストランだとか、そういうところと直接取引をし

ているという話は伺っております。 

  そういう個店のそういうレストランなんかとの

契約については、町がどういうふうにかかわれる

のかというのはあるとは思うんですが、さいたま

市の若手の青年就農者等は、そういう組織化して

やっているというお話も聞いておりますし、そう

いうことにも町のほうでも今後何かできるのかと

いうのは、あぐりねっとみやしろという組織もご

ざいますので、意見交換をしてまいりたいなと思

っております。 

  それと、町外の企業ではないんですが、これは

できるかどうかわからないんですけれども、来年

度の事業の中で、メイドインみやしろの店という

ことではやっているんですけれども、今、地産地

消の店というのを来年ちょっと募集しまして、新

しい村は農のあるまちづくりの拠点なんですけれ

ども、何でも新しい村に集中させるということで

はなくて、ここの農家さんでやっぱりすぐれた野

菜とか、珍しい野菜をつくっているんだけれども、

ちょっと森の市場じゃ売れないよとか、そういう

ものがあると思うんですね。そういうものを、新

しい村とかも飛ばしちゃって、直接生産者とお店

で結びついていく、それは町内の話なんですけれ

ども、そういう仕組みができないかなということ

を考えています。これは実現できるかどうかわか

らないですが、そういうお店も商工会と連携して

募集して、すぐにはできなくても、話し合いの場

ができれば設けられればいいかなと。その中で、

うちの店はこういう野菜が欲しいんだよって、で

も量が足りないとか、そもそもないのでそういう

メニューはつくれないとか、そういう話し合いも

できるのかなと思っております。そういうふうに

すれば地域内循環もできるのかなと考えていまし

て、その両方があるかなというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） あと、答弁いただきたいの

は、その企業を取り込む取り組みの点では、今お

答えいただいた中に入っていたのかちょっとわか

らなかったんですけれども、モンテローザはしか

り、小さなお店を呼び込むという取り組みも、こ

れもあっていいものだとは思いますけれども、こ

の町が本当に生き残っていくということを考える

と、やっぱり資本力のある企業と、やっぱり提携

した事業というものを立ち上げていかないと、な

かなか本当の足腰の強い財政的なものはつくって

いけないと思いますので、その取り込みの取り組

みですよね。前がモンテローザというところが入

っていただきましたけれども、それにも当然経緯

があったかと思いますけれども、その流れの中で

さらに呼び込んでいくという方向で、何か動くこ

とがあるのかという点を、いま一度お伺いしたい

のと、あと、先ほど１点だけ聞き忘れてしまった

ので、もう一回１つだけ質問させていただきたい

んですが、メイドインみやしろを昨年聞いたら、

いつものメイドインみやしろじゃなくて、少しレ

ベルアップしたものを新しく制度としてやってい

きますよという昨年お話だったんですけれども、

ちょっとそれがどうなったのかわからないので、

どうなったのかという点と、来年度、このメイド

インみやしろは今までどおりなのかどうかという

点をお伺いしたいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  企業誘致という部分で、農業法人モンテローザ

さんのお話がありましたので、農業法人に限定し

てのちょっとお話になってしまうんですけれども、

町のほうといたしましては、埼玉県の農業支援課

というところと連携を図っておりまして、農業支

援課のほうには、全国の法人で埼玉県の中に、そ

ういった農産物の流通拠点を持ちたいという法人

さんからの問い合わせが多数来ております。そう

いった問い合わせに対して、意見交換等をされる

市町村はありますかというような問い合わせが農

業支援課から来ますので、そういった場合には、

町のほうも内容を確認して対応できそうであれば

手を挙げて、意見交換をさせいただいているとこ

ろです。 

  今、町のほうに来ていただいて相談に乗ってい

る企業さんというのが、東地区で進めております

竹内園芸さん、それから、もうほかにも２社ほど

今相談に乗っているところです。ただ、いずれも

その入る土地というものは、全てが個人の土地に

なってございまして、３ヘクタール、４ヘクター

ルの規模となりますと、そこだけで30人からの地

権者がいるものでございます。また、その中には

耕作放棄地もあれば、耕作をされている方もいら

っしゃいますので、そういった個人、個々の財産

と向き合いながらやることですので、すんなりい

くものではございません。ですので、地道に説明

会ですとか、個別交渉等を行いながら現在進めて

いるような状況でございます。 

  それから、町独自の支援制度といたしましては、

例えばモンテローザハウスにおきましては、ビニ

ールハウスを建設するときのハウスの建設費の２

分の１を補助、あるいは、井戸を設置する際の設

備費の２分の１を補助という形を行っておりまし

て、モンテローザさんが来た部分につきましては、

そういったところも大きな決め手だったというよ

うにお話を伺っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  メイドインみやしろの制度を見直しまして、新

しい制度としてスタートいたしました。これには、

見直しに当たりまして、ちょっとグレードアップ

といいますか、研究してほしいということで、そ

れまでの推奨品という枠の中で、さらにちょっと

厳しい枠を設けまして、特選品という二段構成に

してございます。 

  ただ、これまでメイドインみやしろ制度は長い

歴史がございまして、長く推奨品だったものは殿

堂という形で、殿堂入りというふうに言っていま

したが、そういう制度がございました。今回、新

しい制度に移行するに当たりまして、過去にとい

いますか、これまで殿堂入りしていた商品という

のは、２年間だけ特選というマークをつけていい

ですよという移行期間を設けさせていただきまし

た。それが終わりますと、みんな同じ推奨品の競

争の中に入りまして、そこからは年に５品程度だ

けが特選というマークをつけて、それを目指して

研究を続けてくださいと、そういう仕組みに改め

たところでございます。 

  また、さらに研究を促すという意味で、モニタ

ーの方に金賞、銀賞を選んでもらいまして、消費

者に好評を博す商品を目指してもらいたいと、そ

ういう仕組みに変えさせていただきました。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） ただいまのメイド

インみやしろにつきまして、補足をさせていただ

きたいんですが、バージョンアップという点で言

えば、今副課長が申した点もそうなんですが、今

までのメイドインみやしろは、ただ何かパンフレ

ットをつくってＰＲして、何かＰＲやっていまし

たみたいな感じだったと思うんですけれども、そ

れだとある意味、行政の自己満足みたいなものに

もなってしまうんではないかなと思いまして、そ

れがやっぱり１点。 

  それから、もう一点は、審査会がメンバーいる

んですけれども、実際に商店の方から、その審査

会の審査がどうなのみたいな意見もございまして、

誰でもみんな自分でつくる商品は、俺のほうが一

番だと思ってつくっているわけなんですけれども、

その際に、一般のいわゆる買い手というか、お客

様はどう思っているんだという視点を入れないと

本当に商品力がアップしないんじゃないかと、そ

ういう意味でモニター制度というのを入れました。

それはやっぱりバージョンアップの一つだと思い

ます。 

  それから、もう一つは、やはりただＰＲするだ

けじゃなくて、今、田島委員もごらんになってい

ますけれども、ああいうパンフレットを見ていた

だいて、そのお店に個々のお客様が足を運んでい

ただくことで、今まで行っていなかった店を知る、

そういうものが場合によってはインスタグラムに

載ったりだとか、そういうもので情報が拡散して

いく、そういう形でのバージョンアップというの

を考えて、今回の改善を行ったということでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  メイドインみやしろについては、消費者の観点

を入れようということでモニター制度というもの

を導入するということで、大変いい方向にいった

すばらしい取り組みだなと感じております。 

  もう一点の農業支援課さんから通して数件相談

いただいているということなので、そういった企

業さんもやっぱりそういうところに相談に来ると

いうのは、同じように20人、30人、そういった地

権者の方がいるという点とかいろんなことがあっ

てやっぱり相談に来ているかと思いますので、こ

の点をほかの自治体よりもスムーズに素早く行え

られるかどうかが、やっぱりこちらにしていただ

ける一つの鍵になるかと思いますので、鋭意努力

を続けていただきたいというふうに思いますので、

本当に産業観光課の長堀課長はじめ大きな期待を

寄せておりますので、ぜひ本気の改革をお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  ４点質問いたします。 

  予算書の10ページなんですけれども、農林水産

業費、大変恵まれた予算が組んでおります。しか

も昨年よりさらに増えています。商工費も同じよ

うに手厚くしていただきたい。春日部市は、たし

か農業水産費よりも商工費のほうが多かったと思

います、去年。今年は確認していませんけれども。

近隣の杉戸も白岡もこれほどの差はない。商工費

もある程度組んであります。なぜこれほど商工予

算が少ないのかを聞きたい。 

  要望としては、最低でも農林水産業の半分の１

億2,000万ぐらい組んでいただきたい。やってい
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ただきたいことは、公営駐車場。春日部の東口、

武里の駅前、30分無料の駐車場があります。これ

大変便利です。ちょっと銀行に行くとか、本屋さ

んに行くとか、用足しができるんです。30分を過

ぎると、30分ごとに100円です。それから、公営

のトイレもあります。商店街に必要なのが、駐車

場とトイレ。ちなみに流灯祭のときに、私の店に

トイレを借りにくる人は、２日間で200人ぐらい

いるんです。うちはまさしく公衆トイレになっち

ゃっています。余りにも多いので、杉戸町に要望

して、きちんとトイレを設置してくれと、うちは

もう貸せませんということで、去年お断りしたん

ですけれども、それほどトイレは大事なんです。 

  それから、街路灯の整備。これは商店街の負担

でやっていますけれども、できたらあれだけ明る

くなるんですから、全額町の費用で整備、電気代

も全額持っていただきたい。ちなみに私のところ

なんですけれども、５灯街路灯を負担しているん

ですけれども、5,000円で30年かけて200万ぐらい

負担したんです。これ個人の商店が負担する金額

じゃないと思うんですけれども、ぜひ来年一応

2,000万組んだらできるんじゃないかと思います

ので、お願いいたします。 

  それから、プレミアム商品券。大変人気があり

ましたので、10％の還元率でもいいから、毎年や

っていただきたい。５年に１回ぐらいは30％とか

やっていただければ、さらにいいと思います。 

  それから、空きテナント。この空きテナントが

できたときに、大家さんは大変なんです。その固

定資産税を減免する。これもぜひやっていただき

たい。 

  それから、出店者に賃料の補助。これも大体テ

ナントの場合は３年契約ですので、３年間30％か

ら50％ぐらい補助する。そのぐらい手厚くしてい

ただければ、お店も出てくるんじゃないかなと思

います。１億数千万あれば、これは毎年できると

思いますので、農業と同じように商店の皆様方に

も手厚い補助をお願いいたします。なぜこれほど

少ないのかというのは、質問ね。 

  次の質問です。 

  福祉産業委員会の資料の３ページ、農地転用面

積の推移とあります。市街化区域内の農地転用届

出、これは毎年ある程度一定に推移していますけ

れども、転用した場合、その後、どのように地主

さんは活用して利用しているのか。わかる範囲で

教えてください。 

  それから、毎年転用が進んでいるわけですから、

市街化区域内の農地がどんどん面積が減っている

んだと思いますけれども、今現在、市街化区域内

の農地はどのぐらいあるのか。何アール、あるい

は何ヘクタール。概数でいいですけれども、教え

てください。 

  次、同じページの11ページ。 

  新しい村、生産者の登録及び販売実績。ここで

過去５年間の農業者、商業者、クラフトの登録者

数が載っていますけれども、生産者売り上げは、

この３者一括で１億3,200万と載っていますけれ

ども、これは農業者が何千万、商業者が何千万、

クラフトが何百万と、登録者別に金額を出してい

ただきたい。 

  それから、新しい村としては、販売したら販売

手数料をいただくんだと思うんですけれども、そ

れは農業者が何％で商業者が何％でクラフトの業

者は何％なのか。それと、その販売手数料の十数

年ずっと一定なのか、それとも途中で変更があっ

たのかも教えてください。 

  同じところで３点目の質問なんですけれども、

新しい村全体の売り上げに対して、生産者の売り

上げの割合の推移を教えていただきたい。 

  この表にある５年間だけ見ますと、26年度は
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71％、27年度は79.5％、これをピークに下がり続

けまして28年度が65％、29年度が62％、30年度１

月末現在で61％と、生産者の売上割合がどんどん

減り続けているんです。 

  私の質問は、どこまで減ったら、この事業をや

めるかということを聞きたい。つまり、生産者の

売り上げ以外は仕入れて売っているものだと思う

んですけれども、仕入れて売るもののほうが多く

なりましたら、これはもうスーパーです。町がス

ーパーをやることはない。ですから、そういう目

安をきちんと決めて取り組んでいただきたい。 

  次の質問は、４点目の質問です。 

  イベントです。いろんな課でイベントをやって

いるわけなんですね。例えば地域敬老会、平和パ

ネル展、ｉｌｉｎｅ！、和ｅ輪ｅ、グリーンツー

リズム、里山体験、東北フェス、マルシェ、農業

体験、体育祭、成人式、ホタルの夕べ、これいろ

んな課でやっていますけれども、これをまとめて

産業観光課とか、あるいは商工会にイベント課み

たいな感じで一括して任すという発想がないでし

ょうか。これ課別にいろいろイベントをやってい

ると、イベントがどんどん増えちゃう。やめずに

何年もやるから増え続けて、イベント関係の予算

がどんどん増える。これはまずいんですよ。とい

うのは、今、公共改革マネジメントをやっていま

すでしょう。公共施設も全部維持するのは難しい

から、どうしましょうということで、３割減らそ

う、２割減らそうとやっているわけですね。10年

間でどれだけお金がかかるかと計算しているわけ

です。同じようにイベントも、イベントのマネジ

メントをやるべきなんです、全体で。これ合計す

ると、結構行っちゃうんですよね。農業体験だけ

で1,800万とか、東北フェスも何百万、マルシェ

もそういう金額で、敬老会448万。そのイベント

課を一括して商工会に任すことができないか、こ

れが４点目の質問です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  １点目のご質問です。商工費の予算の関係でご

ざいます。宮代町の商工予算と、それから農業予

算の関係でございますが、これは宮代町の地域特

性といいますか、町の成り立ちが大きく関係して

いるんだろうというふうに考えています。 

  例にいただきました、例えば春日部市さんです

とか、杉戸町さんですと、古くから宿場町として

商工業も発達して栄えてこられたという経緯があ

ると思います。人の行き来も多く、したがいまし

て商業施設、それから量販店、レストラン等も発

展の過程で整っていらしたんだというふうに思い

ます。 

  一方、宮代町でございますが、こちらは宿場町

ではございませんで、主な産業としましては、古

くから農業が主な産業ということでまいった町で

ございます。そうした関係もありまして、それが

現在のまちづくりといいますか、予算の構成にも

大きくかかわっているんではないかというふうに

考えております。 

  ちなみに、例でいただきました杉戸町さん、そ

れから春日部市さんは、商工費のほうが多うござ

いました。実は宮代町と同様ということで、ちょ

っと調べさせていただきまして、一般会計に占め

る商工費の割合なんですけれども、宮代町の場合

には、平成30年度で0.71％でございました。これ

に対しまして、近隣ですが蓮田市さんが0.43％、

松伏町さんが0.52％、久喜市さんが、実は宮代町

とほぼ同じで0.72％でございました。お隣、春日

部市さんが0.81％、杉戸町さんが1.35％というふ
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うになっております。やはり旧宿場でありました

ところは、商工費の割合が高いという傾向があろ

うというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。お答えします。 

  委員会資料３ページの農地転用面積についてお

答えいたします。 

  まず、農地法第４条の許可の農地転用の主な用

途でございますが、農家用住宅の敷地が主なもの

でございます。 

  次に、４条の届出につきましては、住宅やアパ

ートなどでございます。 

  次に、５条の許可の主な用途といたしましては、

自己用住宅や、あと農業資材置き場、あと平成30

年の括弧内の130アールにつきましては、農地の

一時転用、農地改良でございますので、改良が終

わった後は、また農地に戻るものでございます。 

  続きまして、５条の届出につきましては、やは

り４条の届出と同様に、住宅やアパートなどが主

な用途でございます。 

  次に、市街化区域内の農地の面積につきまして

は、大変申しわけありませんが、現在は資料を持

っておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原です。 

  福祉産業委員会の資料11ページの農業者、商業

者、クラフトの人数147人に対して売り上げの割

合はというご質問でございますが、こちらは申し

わけございませんが、その内訳の数字については、

ちょっと持ち合わせていないところでございます

が、商業者の割合が確かに年々増えてきているの

は事実でございます。また、農業者の手数料、テ

ナント料は15％、商業者、クラフトは20％でござ

います。 

  新しい村の地場産率の割合、確かに減ってきて

いるところは事実でございます。仕入れが増えて

おりまして、仕入れだけになったらスーパーと変

わらない、おっしゃることはもっともだと思いま

す。町がスーパーを応援することはないという考

え方ももっともかと思います。ただ、やはり商業

者の皆さんにつきましては、自分のお店を閉まっ

てでも新しい村に今出していただいている方もお

りますし、農家さんもまだ新しい村に生きがいを

持って取り組んでいらっしゃいます農業者の方も

多数いらっしゃいます。また、消費者におきまし

ても、農家さんですとか、その商売人さんと会話

をすることを非常に楽しみにしていらっしゃる方

もおりますので、そういった方々の期待に、今後

も応えてはいく必要があるかなというふうには考

えているところでございます。 

  手数料につきましては、平成13年の当初から生

産者あるいは近隣状況等を照らし合わせて決めた

ものから動いてはおりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。４

点目、お答えさせていただきます。イベントの関

係でございます。 

  現在、町で行っておりますイベント、さまざま

ございます。福祉的なもの、あるいは教育的なも

のとありますが、産業観光課で所管しているもの

につきましても、例えば商工振興の関係のもの、

あるいは交流人口を得るための観光的なイベント
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等もございます。全部を一まとめにというのは、

ちょっと研究しなければわからないんですけれど

も、こと商工、産業観光課のものにつきましては、

ご指摘いただきましたように、少し整理のことを

考えてもいいんではないかというふうに思います。

これはすぐにということではないんですが、将来

的には、ご質問の中で商工会さんのお名前も出て

まいりましたが、あるいは観光的なＤＭＯという

ような組織が将来できた場合には、やはり町のＰ

Ｒ、あるいは交流人口を目指すということで、ま

た、そこで収益が上がるというようなイベントを

工夫していくという形にも発展する可能性がござ

いますので、そういう可能性については、一括と

いいますか、一部まとめる、あるいはお任せする

と、そういうことは研究してまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） １点目から再質問いたしま

す。 

  近隣の商工予算を何％と教えていただきました

ので、できましたら同じ宮代、蓮田、松伏の順番

で、農林予算も何％かわかりましたらお願いしま

す。 

  それから、転用の話です。届けの場合、住宅と

アパートということでしたけれども、アパートは

非常に増えました、宮代。人口はほとんど増えな

いのに世帯数だけどんどん増えている状態という

ことは、多分アパートの部屋数が相当増えたんだ

と思うんです。空き室が非常に増えているのも、

アパートの空き数が多いのではないのかなと、想

像ですけれども思います。その個人の土地ですけ

れども、ある程度アパートの建築の制限、規制が

必要じゃないかなと思いますけれども、それはい

かがでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員、その質問は産

業観光課ではございませんので。 

○委員（金子正志君） はい。じゃ、アパートの規

制が必要だと思います。 

  11ページ、生産者のところですけれども、この

新しい村の森の市場「結」の販売、ここで販管費

の中で人件費は、29年度でいうと、総額幾らだっ

たんですか。売り上げに対して何％ぐらいなんで

しょうか。 

  例えば人件費が20％、あるいは25％だったら、

販売手数料も人件費相当額ぐらいはいただいてい

いんじゃないかなという気がするんですけれども、

その数字を教えてください。 

  ４点目の再質問は要望です。 

  このイベントを各課でやっているのは、課の人

たちも大変だと思いますので、ぜひイベント課を

まとめて、町でイベントは全部でも5,000万だと

かという上限を決めておかないと、歯どめがきか

なくなるんでないかと思いますので、心配して要

望いたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  一般会計予算に占める農林水産業費の割合でご

ざいます。先ほど商工費の割合を申しました順に

申し上げます。 

  蓮田市さんが2.06％、松伏町さんが1.60％、宮

代町が2.54％、久喜市さんが1.83％、春日部市さ

んが0.42％、杉戸町さんが1.30％でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  産業観光課主幹。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 産業観光課主幹

の菅原でございます。 

  昨年度の直売場におけます人件費の金額が、す
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みません、ちょっと今ざっとの計算でございます

が、2,500万円前後となってございます。29年度

の販売実績が１億7,000万円でございますので、

販売手数料としましては2,900万円ぐらいかと思

います。これが適正かどうかというのはまた別で

はございますが、現状の数字としては以上でござ

います。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） よくわかりました。勉強に

なりました。ありがとうございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で産業観光課分の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３２分 

 

再開 午後 ３時４３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  これより、福祉課分の質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課長、渡辺でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  出席者につきましては、各自自己紹介をさせて

いただきます。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○福祉課主幹（伊東浩二君） 福祉課の主幹をして

います伊東でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） 福祉課こども未来室長兼子育て応援室長

の門井です。よろしくお願いいたします。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） 福祉課こども未来室

の主幹をしております横内と申します。よろしく

お願いいたします。 

○社会福祉担当主査（関根雅治君） 福祉課社会福

祉担当主査の関根と申します。よろしくお願いし

ます。 

○子育て推進担当主査（石井 栄君） 同じく福祉

課子育て推進担当の石井と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○保育担当主査（小野美保君） 同じく福祉課の保

育担当の小野と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○子育てひろば担当主査（市川玲子君） 福祉課子

育てひろばを担当しております市川と申します。

よろしくお願いします。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） 福祉課みや

しろ保育園で所長をしております吉田と申します。

よろしくお願いいたします。 

○みやしろ保育園主査（松岡祥哲君） 福祉課みや

しろ保育園で一時保育と病後児保育、それから障

害児デイサービスの事業を担当しております主査

の松岡です。よろしくお願いします。 

○国納保育園所長（伊東文子君） 福祉課国納保育

園で所長をしております伊東と申します。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 
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  予算書の51ページと120、121ページ、124、125

ページ、こちらの一時保育についてと障害児デイ

サービスと緊急サポート、あと126ページ、ファ

ミリーサポートセンター運営事業についてお聞か

せいただきたいと思います。 

  まず、51ページのほうにございます一時保育の

保護者負担金のところで、１日当たり2,000円と

ございますけれども、こちらが資料のほうの19ペ

ージの一時保育の利用状況と合わせまして、まず

お聞きしたいのが、こちらの一時保育の区分で指

定型保育と緊急保育と私的保育とございますが、

こちらの違いを教えていただきたいのと、あと、

私の聞いたところによると、病後児保育は無料と

お聞きしております。この病後児保育というのが、

この中に入るのかということと、８番の障害児デ

イサービス事業においての本年度の特徴のところ

がございますが、これが昨年度と何が違うのかと、

121ページの11番の緊急サポート応援事業におい

て、こちらも本年度の特徴として、病児、早朝、

夜間等緊急時の一時預かりということが、これは

病児保育ができるのか。それで、どこまで対応で

きるのかを知りたいのと、あと、ファミリーサポ

ートについては、私たちの予算書の58ページにも

あるんですけれども、この場合、料金設定はどの

ようになっているのか、そして、会員の身元確認

であるとか、プロフィールなどは、どのように告

知されるのか。そして、マッチングをするという

ことでございますが、例えばこれは指名などでき

るのか、以上、教えていただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  みやしろ保育園主査。 

○みやしろ保育園主査（松岡祥哲君） 福祉課みや

しろ保育園、一時保育、障害児デイサービス事業

担当の主査、松岡です。ご質問にお答えします。 

  一時保育の保護者負担金についてですけれども、

１日2,000円いただいておりますが、サービスの

利用として非定型サービス、それから緊急サービ

ス、私的利用のサービスと３種類ございますが、

これの違いについては、非定型的サービスといい

ますのは、保護者の方の就労を理由としてご利用

なさるときに使われるサービスとなります。 

  それから、緊急サービス、緊急保育ということ

については、保護者の方の急な病気ですとか、冠

婚葬祭等社会的にやむを得ない状況でご利用なさ

る場合において、それに対応するサービスとして

実施しています。 

  私的利用によるサービスというのは、そのほか

の理由によるサービスですね。保護者の方のリフ

レッシュ等による利用に対応しています。 

  料金については、３種類どちらも変わらず、基

本が2,000円となっています。 

  あわせてお答えするんですけれども、この

2,000円が基本の料金になっていまして、８時半

から16時半の基本の保育時間に対する利用料にな

っています。その前後、朝８時から８時半までと、

後ろの16時半から17時まで、延長保育として30分

間ずつ対応していまして、そこの料金が各400円

ずつ頂戴しています。 

  それから、障害児デイサービスのほうの今年度

の特徴としまして、お答えいたします。 

  今年度の特徴としては、まず今年度は利用児３

名。定員は６名なんですけれども利用児は３名お

預かりしていて、心身に障害のあるお子さんをお

預かりしています。基本は保育士による日常生活

の身辺自立を目標として、保護者の方と保育につ

いて一緒に計画を立てて、それで保育を実施して

います。 

  それから、毎月１回、言語聴覚士さんによる言

葉の教室というものがありまして、そこで個別に

指導をしています。各３カ月に一回で、今年度は
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３名なので、２カ月に一遍のペースで個別指導を

実施して、保護者の方の養育相談ですとか、そう

いったところにお応えしています。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  まず、緊急サポート運営事業についてお答えい

たします。 

  本年度の特徴で、病児をお預かりできるのかど

うかというご質問ですけれども、お預かりするこ

とは可能です。ただし、お子様に事前に医療機関

に受診していただいて、その症状ですとか、既往

歴とか、そういった詳しい情報提供をセンターの

ほうでいただいた上で、お預かりできるかどうか、

実際に受ける提供会員との相談ということになっ

てきますので、制度的には病後児ということでな

くて、病児もお預かりすることは可能となってお

ります。 

  ただ、お預かりしていただく方が、特に看護師

とか、そういった資格が必須となっているわけで

はありませんので、そういったこともあって、お

子様の症状とかというのも事前に詳しく把握させ

ていただくというところはあるんですけれども、

ただそのお預かりする提供会員様には、規定の講

習、１日６時間の４日間の講習というのが必須と

なっていますので、そういった講習を、それを提

供会員になる時点で、そういった講習をされてい

る方ということになっております。 

  続きまして、ファミリーサポートセンターの運

営事業で、こちら利用料金につきましては、平日

の朝７時から夜９時まで、そちらが基本時間とな

りますけれども、そちらが30分当たり350円で、

土日だったり平日の19時からはみ出た部分、朝の

６時から７時、夜の19時から20時、それと土日祝

日、そちらは30分当たり450円の時間設定となっ

ております。 

  特に指名はできるかというと、希望は言うこと

はできるんですけれども、実際はその利用会員と

提供会員、その時間ですとか、場所とか、まさに

それがマッチングになるわけですけれども、結果

としては希望していた方に見ていただくことがか

なうということはありますけれども、それも結果

としてということで、希望を言うことはできると

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  みやしろ保育園主査。 

○みやしろ保育園主査（松岡祥哲君） みやしろ保

育園主査の松岡です。 

  すみません、１点お答えをし忘れたものがあり

まして、病後児保育の利用料ですね。こちらが一

時保育の保護者負担金に含まれるかどうかという

ところなんですけれども、こちらは利用料は無料

なんですけれども、なので、この一時保育の保護

者負担金のほうには含まれないということでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  今、病後児保育のことをお聞きしようと思った

んですけれども、この病後児保育というもの自体

が、これはみやしろ保育園さんでやっていると思

うんですけれども、こちらみやしろ保育園や国納

さんに入っている方であればということでよろし

いんですか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  みやしろ保育園主査。 

○みやしろ保育園主査（松岡祥哲君） みやしろ保

育園主査、松岡です。 

  こちら、病後児保育を利用するお子さんに関し

ましては、大多数においてはみやしろ保育園なり

国納保育園なりの町立の保育園に通っていらっし

ゃるお子さんがほとんどなんですけれども、中に

は、ほかの認可保育所なり幼稚園なり、初期保育

施設ですとか、そちらの保育園等に通っていらっ

しゃる園児さんの利用も数名なんですけれども、

実績としてございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） わかりました。 

  一応、病後児保育が無料ということで、この普

通の一時保育であると１日2,000円かかってしま

うということで、あえて病後児保育のほうに預け

られる方がいると、ちょっと聞いたことがありま

して、そのあたりが何かチェックとかはされてい

るのかなとは思うのですが、そのあたりはどうで

しょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  みやしろ保育園主査。 

○みやしろ保育園主査（松岡祥哲君） みやしろ保

育園主査、松岡です。 

  病後児保育の利用につきましては、病後という

ことなので、まず利用に際しては、一度病院を受

診しているというところが前提になっていまして、

そこで担当のお医者さんから病後児保育の利用に

ついてという意見を、意見書などは求めては現在

はいなんですけれども、そういったところでの利

用になりますので、元気なお子さんが病後児保育

を利用するとかというようなケースはございませ

ん。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。こ

ちらのほうは大丈夫です。 

  あと、こちらの緊急サポートのほうですね。こ

ちらが新しく病児保育などもされるということな

んですけれども、例えばお子さんが一度普通の保

育園に行っていたときに、保育園のほうから熱が

上がったのでお迎えにきてくださいというような、

保護者に対して連絡があったときに、その保護者

からこちらの緊急サポートのほうに連絡をしたら、

そのままお迎えにいっていただいたりとか、そう

いうことは可能ですか。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員、一問一答では

なく、まとめた質問でお願いしたいので、ほかの

質疑に対しては、もう大丈夫ですか。 

○委員（野原洋子君） わかりました。 

  じゃ、以上で大丈夫です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  子育てひろば担当主査。 

○子育てひろば担当主査（市川玲子君） 子育てひ

ろば担当、市川です。よろしくお願いします。 

  先ほどの緊急サポートのほうで、お子さんが保

育園に行っているときの急に熱が出た場合のお迎

えは大丈夫なのかというご質問にお答えします。 

  それは大丈夫です。一応、緊急サポートを使う

場合も、ファミサポと同じで登録が事前に必要な

んですけれども、一応登録のほうをしていただい

ていれば、緊急サポートのほうに連絡して、その

マッチング、相手を探していただいてのお迎えに

なります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、何点か

簡単な質問をしますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
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  まず、予算書の108ページ、社会福祉事業の中

の節19なんですけれども、負担金補助金というこ

とで、社会福祉協議会の補助金の減額となってお

るんですけれども、この減額の理由をひとつお聞

かせいただきたいと思います。それがまず第１点。 

  第２点目は、予算書の112ページ、11の障害者

更生援護事業ということで、19の負担金の補助金

の関係ですけれども、前年度より大幅に増額をさ

れているわけでございます。中身については、重

症心身障害児等のレスパイトケア事業補助金とい

うことで載っておるんですけれども、それの対象

者が増えたということで、この額になっておるん

ですけれども、例えばレスパイトケアというのは、

俗に言う休息という訳で理解しているんですけれ

ども、この拡大した具体的な人数は、どのような

人数を見込んでいるのか、ひとつお聞かせ願いた

いと思います。 

  それから、予算書の118ページ、事業名につい

ては、墓地埋葬等取扱事業ということで、前年度

まで予備費のほうで対応していたわけなんですけ

れども、この中身についてひとつお聞かせ願いた

いと思います。例えば何回分を考えているのか、

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、あわせて、これにつけ加えて、例え

ば埋葬の場所については、何か宗派的なもの、宗

派とはいろんなお寺の関係ですけれども、何かそ

んな関係のほうと提携をしているのかどうか、ひ

とつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、私たちの予算書ということで、別冊

のほうに載っておるんですけれども、この中で56

ページのほうの学童保育所運営事業、学童保育所

整備事業ということで載ってるんですけれども、

例えば先日、現地を見てきました笠原小学校のふ

じ児童クラブを新しく整備するということで、今

準備をしているということで、中身は大体わかっ

ておるんですけれども、あそこのふじ児童クラブ

の、例えば出入り口はどこにセットをしているの

か、特に夜間はあそこは暗いわけなので、出入り

口の関係、どのように考えているのか、ひとつお

聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、同じく、今前段者からも若干質問が

ありました私たちの予算書の58ページのほうなん

ですけれども、緊急サポート事業ということで、

今前段者から質問がありましたものと若干重複す

ると思いますけれども、この中でちょっと確認し

ておきたいんですけれども、例えばファミリーサ

ポートセンターが中心にあって、子育ての手伝い

をしたい任せて会員、子育ての手助けをしてほし

いお願い会員、それから、どっちも会員、援助育

児サポートということで、センターを中心にして

緊急サポート事業をするわけなんですけれども、

この区分けと申しますか、何だかよくわからない

んですけれども、この区分けはどのように理解し

ていいのか、ちょっと勉強不足のためにひとつ教

えてもらいたいなというふうに思います。 

  それから、この中で、例えば緊急サポート事業

の中で、病気または病気の快復期、早朝、夜間、

宿泊を要する場合等の緊急を伴う児童の預かりと

なっておりますけれども、例えば具体的に宿泊と

か、夜間とか、この時間の関係、先ほど答弁の中

で額の関係、時間の関係の答弁をいただいておる

んですけれども、これをもう少しちょっと具体的

にお聞かせ願いたい。 

  また、宿泊については、講習会を実施して、そ

れを講習をした方が、要するにこれに当たるとな

っておりますけれども、もう少し詳しく中身をお

聞かせをいただきたいというふうに思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 
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○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、１点目の社会福祉協議会の補助金の減額

の理由というところでございますけれども、こち

らにつきましては、平成26年当時に、社会福祉協

議会では毎年余剰金が発生していることなどから、

また、町の財政状況を勘案すると、今後継続して

いくことが困難であるとかというようなことを踏

まえて、平成27年から５カ年プランということで、

５カ年を置いて減額を図っていくというような形

で社会福祉協議会とお話がついているものでござ

います。 

  具体的には、社会福祉協議会みずからが経営的

な観点での事業展開を促し、自立運営を促すこと

を目的に、当時の補助金の５％ずつ、これ150万

円なんですが、年間150万円ずつ５カ年ずつ減額

していくというような形で社会福祉協議会と町と

の間で話し合いで合意というんでしょうか、そう

いったものが取り交わしがありまして、そのよう

な形で平成31年度、来年度が最終年度という形に

なります。で、平成31年度の予算といたしまして

は、150万円を減額しているというところでござ

います。 

  続きまして、レスパイト事業の内容、それから

対象人数等でございますけれども、こちらにつき

ましては、唐沢委員さんおっしゃったとおり、保

護者の方とかが休息をするということで、そうい

ったことを補うというんでしょうかね、そういっ

たことをサポートするということで、まず重症心

身障害とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由

が重複した状況です。その中でも、人工呼吸器と

か、あとは医学的管理下に置かなければ呼吸する

ことも難しいとか、栄養をとることも困難な人、

こういった方で、かなり重い方を超重症心身障害

者という形でなっています。こちらにつきまして

は、今まで制度があったわけでございます。こち

らについて、さらに県のほうで、今年度、平成30

年から要綱を改正いたしまして、制度を改正いた

しまして、超がなくて重度の方でも、その辺のサ

ポートをしていこうということで拡大をしてござ

います。それに町といたしましても準じてという

ことでしょうか、ということで平成31年度より町

のほうとしても制度を改正して幅を広げるという

ような形で予算を拡大してございます。 

  内容といたしましては、対象の人数としまして

は、今年度は、超重症の方が１名いらっしゃいま

す。平成31年につきましては、予定ではその方が

１名継続、それから拡大することによって、さら

に５名の方が、さらに弱い方、超じゃない方でも

５名の方を想定しているところでございます。 

  ただし、これはあくまでも想定でございますの

で、今後変更が生じる可能性があるかとは思うん

ですが、それはそのときに対応等をさせていただ

ければと思っております。初めての年でございま

すので、まずは予算といたしましては、そのよう

な形で今回見積もりをさせていただいているとこ

ろでございます。 

  それから、墓地埋葬の内容でございますが、墓

地埋葬につきましては、住所居住のある身元の判

明のある方で、自宅や病院などで死亡し、死体の

埋葬や火葬を行うものがないとき、または、判明

しないときに、町がかわって葬祭のほうを代行す

るというような形でございます。 

  特に宗派とか、骨とか、そういったものは、特

に町のほうではないというか、無縁仏として行っ

ておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課主幹。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） こども未来室主幹
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の横内でございます。 

  ふじ児童クラブの建設の関係についてお答え

申し上げます。 

  現在、ふじ児童クラブの新たな児童クラブを

建設する予定でございますが、こちらの出入り口

につきましては、保護者の送迎用となりますが、

東武動物公園側の町道に面したところに出入り口

を設置する予定でございます。委員おっしゃると

おり、冬などは帰りの時間が暗くなることが予想

されますので、外灯などを設置して、危険な箇所

がないように十分考慮した構造にしたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  緊急サポート事業、ファミリーサポートセンタ

ー運営事業、こちらについてお答えさせていただ

きます。 

  私たちの予算書の58ページということでお話い

ただきましたので、そちらの絵をもとに説明させ

ていただきます。 

  真ん中の上のほうにファミリーサポートセンタ

ー、こちらがマッチングを行うところ、わかりや

すく言えば、事務局的な運営事務局というところ

になります。左側のお願い会員、こちらが私ども

として利用会員、子供を見てほしいとお願い会員

で利用会員で、右側の任せて会員となっていると

ころが、育児しますよ、お預かりしますよと提供

会員というところで、双方の都合がかなったとき

に、そこでお預かりということになるわけですけ

れども、下のどっちも会員というのは、自分が都

合がつかないときに、うちの子供を見てほしいと、

ただ、うちが都合がつくときは、うちの子供もい

るのでお子様もお預かりできますよと、どちらも

やれますと、需要もあるし供給もという形になる

んですけれども、そういった方は、どっちも会員

ということで登録していただいてということにな

ります。このどっちも会員の方については、です

から、時として利用会員として、また提供会員と

して、そういった形でこのファミリーサポートセ

ンターの運営にかかわっていくという形になって

おります。 

  料金区分について、先ほど野原委員のご質問で、

ファミリーサポートセンターの利用料金について

はお話しさせていただきましたけれども、緊急サ

ポートセンターにつきましては、ファミリーサポ

ートセンターの運営事業より若干というか割高に

はなっているんですけれども、日中の設定、朝８

時から夜８時まで、こちらは１時間1,000円、さ

きほどのは30分単価でしたけれども、こちらは１

時間単価となっておりまして、朝８時から夜８時

までが1,000円。夜間もお預かりできますので、

夜８時から朝８時までは１時間1,200円という設

定となっているんですけれども、ただ宿泊を伴う

場合は、１泊１万円というところになっておりま

す。１泊１万円ですね。 

  宿泊を伴う場合、どういったケースがあるのか

と、例えば検査入院する場合とかで、子供をどう

しても預けなくちゃならないとか、そういった場

合が考えられるのかなというところでございます。 

  それと、規定の４日間の講習について詳しくと

いうお話でしたので、こちらについてご説明させ

ていただきます。 

  １日６時間の４日間、24時間の講習となります

けれども、その講習内容といたしましては、緊急

サポートの全体的な活動を、こんな感じでやって

いますという内容の説明、それと、新生児の保育
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と昨今のお母さん事情、お母さんが抱えるそうい

ったさまざまな事情、あとは子供の体と心の発達。

あと、お子様を見るに当たっての子供の世話とい

うことで最近の保育グッズ、おもちゃとかですね、

最近のはやりのものとか、あとは子供との触れ合

い、遊び。それと、お子様の病気の特性、病児の

観察とケアですとか、あと感染予防についても項

目が入っています。あとは、緊急時というか子供

の事故安全管理とか応急処置。あとは、そういっ

た場合がもちろんなければいいんですけれども、

心肺蘇生法ですとか、誤飲した場合の除去法とか、

そういった内容の研修を受講していただくという

ことになっています。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課長の渡辺でござ

います。 

  ちょっとファミリーサポートセンター、それか

ら緊急サポートセンターの事業がちょっとわかり

にくいものですから、補足させていただきます。 

  ファミリーサポートセンターというのは、これ

は宮代町のファミリーサポートセンターとして町

から委託しまして、きらりびとみやしろに運営し

ていただいております。ですから、原則として会

員さんというのは、町内の方に限られているわけ

でございます。それから、緊急サポートセンター

というのは、これは緊急サポートセンター埼玉と

いう全県を網羅するＮＰＯ法人が実施していただ

いております。 

  ですから、主体がまず違いますので、運営主体

が、その関係をご理解いただきたいと思います。

ちょっと図では一緒のように、すみません、見ら

れてしまうような図で申しわけなかったんですけ

れども、システム的には一緒なんですけれども、

運営主体は別になります。緊急サポートセンター

につきましては、ただいま室長のほうで申し上げ

ましたとおり、ファミリーサポートセンターがカ

バーできないところを、緊急サポートセンターが

カバーすると、そういうようなシステムになって

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 先ほど墓地埋葬の

予算の人数分ということで、ちょっと回答が漏れ

がございましたので補足させていただきます。 

  予算上は１人分ということで計上させていただ

いているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。唐

沢ですけれども、何点か確認も含めて再質問させ

ていただきたいと思います。 

  まず、第１点目のほうの予算書の108ページの

負担金補助金の関係で、社協の関係ですけれども、

５カ年計画で毎年150万円ずつ減額をしてきたと、

来年が最終年度だという話なんですけれども、今、

社協の位置づけというのは、大変重要な地位にい

るのかなと感じがしますよね。いろんな事業を展

開して頑張っている社協なので、もちろん社協と

相談をして減額をしていくというふうなことなん

ですけれども、今後、社協とのいろんな面でやっ

ぱり連携というものが必要なわけなので、今後も

この減額をするような方向で取り組んでいくのか、

やっぱり少なくとも今の社協というものは、私は

重要な地位だというふうに思いますので、お金の

関係ばかりじゃなくして、やはり本町のほうと、

特に福祉課のほうと連携というのは結構重要だと

思いますので、お金の関係ばかりではなくして、
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社協との関係はどういうふうに取り組んでいくの

か、ひとつお聞かせ願いたいというふうに思いま

す。 

  それから、予算書の112ページのほうなんです

けれども、障害者更生援助事業ということで、県

のほうの若干改正も含めて拡大をすると、支援に

ついて拡大するというふうなお話をいただきまし

た。現在、超重症者１名を支援しているわけなん

ですけれども、今後５名ぐらいに拡大するような

予定があるというふうなことなんですけれども、

例えばこの超重症者、例えばこれに該当する人の、

人と申しますか難病の子供、または高齢者などの

介護を要する、そんな介護支援なんでしょうけれ

ども、これを決めると申しますかね、超重症者、

それから、これに該当する人は、どこでどのよう

な形で選定をしていくのか、専門家がやるのかど

うかわかりませんけれども、どういう形で選定を

していくのか、ひとつお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

  それから、予算書の118ページの関係、墓地と

埋葬の関係で１名を予定しているということなん

ですけれども、もちろん未明者ということで町が

代行するということで理解をしているんですけれ

ども、例えばこういう人たちをどこに埋葬するの

か、ひとつお聞かせをいただきたいというふうに

思います。参考までにひとつ、どこにどのような

形で埋葬するのか、ひとつお聞かせをいただきた

いというふうに思います。大変言葉が悪いんです

けれども、人を埋葬するわけですから、どういう

ような形で埋葬するのか、ひとつお聞かせ願いた

いと思います。そこらにというわけにはいかない

んでしょうから、その点ひとつお聞かせ願いたい

と思います。 

  それから、私たちの予算書の関係、56ページ、

笠原小学校のふじ児童クラブなんですけれども、

もちろん東武動物公園側の道路を送迎の出入り口

ということで、想定はしていましたけれども、現

在のふじ児童クラブの送迎は、どこでやっていま

すか。例えばあそこの池のあるほう、新しい村の

池のほうの全く暗いところを、よく学童が帰って

いく姿を見るので、おい、大丈夫かなというふう

に私は個人的に思っているんですけれども、そう

いう意味で送迎の関係だけはきちっと、ちょっと

心配なもので確認します、現在はどうなっている

のか。今後はやっぱり車だけでなくして、人が迎

えにくる場合もありますよね。そうすると出入り

口だけはちゃんとしてもらいたいなということで

質問したんですけれども、どうするのか、ひとつ

お聞かせ願いたいと思います、再度。 

  それから、やはり私たちの予算書のほうで、く

どいようですけれども58ページ、今、課長のほう

からあれっと思ったんですけれども、なるほど、

そこがやっているのかというふうにちょっと初め

て気がついたんですけれども、例えばこれの資格

を取る話は今伺いました。何回かの講習を受けて

認証するということなんですけれども、例えば登

録者数は何名ぐらいなのか、ひとつお聞かせ願い

たいと思います。 

  それと、この講習を受けた場合、何か認証的な

ものがあるのかどうか、講習を受ければもうそれ

でいいんだということで処理をしているのかどう

か、これもひとつ再度お聞かせ願いたいと思いま

す。 

  それから、宿泊の関係なんですけれども、宿泊

を利用する場合云々とこのサポート事業の中に載

っておりますけれども、この宿泊とはどういうこ

とを意味するのか、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 



－１８４－ 

休憩 午後 ４時２９分 

 

再開 午後 ４時４３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんお集まりになりま

したので、再開いたします。 

  引き続き、福祉課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、１点目の社協との今後の連携というとこ

ろでございますが、社会福祉協議会等におきまし

ては、他市町でも補助のところがございます。自

立を促すということは先ほどご説明させていただ

いたんですが、今後につきましては、その事業内

容に対応してそれぞれ今後は社協との連携をかか

わっていきたいと。 

  お金の面でありますけれども、例えば今年度で

ございますが、今年度さらに、来年度もなんです

が、子ども食堂というのを社会福祉協議会が実施

してございます。そちらのところにおいては、町

のほうで進修館を利用されているわけですけれど

も、そちらの会場の使用料等についてはこれとは

別に補助をしているところでございます。新たに

150万円とは別に補助をしているというようなと

ころでございます。 

  それから、また、補助のあり方といたしまして

は、作業所の移転とかありますけれども、作業所

については、今現在、無償で貸し出しているとか、

そのような形で金額だけでなくて、そういった土

地の貸し出し等も含めて支援をしていきたいと考

えているところでございます。 

  また、町といたしましては、これから地域福祉

の増進等がございますので、そういったものを含

めて、社協とは当然、切っては事業は進めていけ

ないというところがございますので、今後も連携

を密にして、対応を進めていきたいと考えている

ところでございます。 

  続きまして、２点目のレスパイト事業、どこで

どのような形で対象者を決めるのかというところ

でございますけれども、先ほど、重症心身障がい

児者とは知的障害及び重度の肢体不自由が重複し

ている方というような形でご説明させていただい

たところでございますけれども、超重症心身障が

いの方につきましては、要綱の中でこういったそ

れぞれ医療的ケアするに当たってスコアがありま

す。そちらのスコアによって、現在であればその

スコアの加算点が25点以上ある場合については超

重症心身障がい児というような形で現在取り扱っ

ているところでございます。 

  こちらの点数がいずれかに該当するような場合

について、今度は「超」がとれて重症心身障がい

児ということで、今回拡大する部分というよう形

なってございますので、このような形で要綱等に

定められた内容で決めているところでございます。 

  それから、３点目の墓地埋葬の埋葬の関係でご

ざいますけれども、埋葬につきましては、町のほ

うで葬祭業者のほうに委託をして、葬祭のほうを

やっているところでございます。 

  そちらの葬祭の事業者のほうで、そこでいつも

埋葬しているお寺がございまして、そこのところ

で無縁仏としておさめているというようなところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課主幹。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） 福祉課こども未来室

主幹の横内でございます。笠原小ふじ児童クラブ

の関係でお答え申し上げます。 
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  現在の笠原小ふじ児童クラブの送迎用の駐車場

といたしましては、笠原小学校の体育館の入り口

の前あたりに８台程度とめられる駐車場がござい

まして、こちらを使っていただくことにはなって

おりますが、委員からお話がありましたとおり、

新しい村側の木戸があるちょっと狭いところから、

徒歩で出入りしている方もいらっしゃいます。や

はりこちらの場所は暗いので、現在、簡易な電灯

を設置しているところではございます。 

  今回の新たな整備におきましては、見学してい

ただいた区画の中になるべく多くの駐車場を確保

するとともに、また新しい村側から徒歩で出入り

する方の安全も確保できるよう十分な外灯設備を

設置したいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。ファミリーサポートセンターの登録者数に

ついてお答え申し上げます。 

  ２月末の情報で、利用会員ですので、先ほどの

私たちの予算書の58ページの絵の左側、お願い会

員となっているところです。利用会員、こちらが

28人、子供を見てほしいという方が28人の登録、

提供会員、絵の右側の、こちらですと任せて会員

となっていますけれども、お子様お預かりします

よ、お預かりできますよという方の登録が38人、

合わせて66人の会員によって運営されているとい

う状況でございます。 

  先ほどの規定の講習を受講した場合に認証等出

るのかというご質問でございますが、こちらは特

に認証、そういったものが発行されるわけではご

ざいません。ただし、その講習自体は、緊急サポ

ートを運営している埼玉緊急サポートセンター、

そして、宮代町がファミリーサポートセンター事

業を委託している「きらりびとみやしろ」、そち

らの共同開催により受講というか研修を行ってお

りますので、受講済みの方の情報は双方が承知し

ていると、そういう状況でございます。 

  緊急サポート事業において、宿泊を要する、伴

う場合ということで、先ほど例示として検査入院

等というお話をさせていただきましたけれども、

そのほかにも、例えばお仕事をされている人でど

うしても泊まりの出張とか、外せない仕事があっ

て、ただ子供が小さいので連れていけないといっ

た場合なども想定されるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  唐沢ですけれども、時間の関係ありますから、

１点だけちょっと確認しておきたいんですけれど

も、例えば、今、緊急サポートの事業の関係なん

ですけれども、きらりびとに委託をしているとい

うことなんですけれども、例えばこのきらりびと

との契約的なものは何か残っているのか、あるの

か、ひとつその点をお聞かせ願いたいと思います。

もし契約書あれば、ひとつ見せてもらいたいなと

いうふうに思います。以上、よろしく。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  きらりびとみやしろさんと業務委託契約を結ん

でおりまして、事業を開始したのが今年度の６月

からで、実際運営が始まったのが７月からという

ところでございますけれども、今年度、平成30年

度業務委託契約を締結しておりまして、31年度も

引き続きその予定でございます。 
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  契約書について、今、この場にお持ちしていな

いので、ごらんいただくことはできませんけれど

も、委託契約にて事業を行っているというところ

でございます。 

  後ほど用意させていただきます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  前段の人と同じようなところがありますけれど

も、違った言葉でちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

  108ページです。社会福祉事業でございます。 

  今年度、社会福祉協議会の自立の観点からとい

うことで、補助金が先ほど150万円、５カ年計画、

今年で終わりだということで言っていましたけれ

ども、この補助金をカットした影響というのです

か、どういうふうになっているのか。社会福祉事

務所、この５年間で利用者の負担というのが多く

なったのか、少なくなったのか。 

  社会福祉事業で、借りてやっていると思うんで

すけれども、この協議会に補助金を渡したお金で

この社会福祉協議会利用している人たちですよね、

そういう人たちの負担がどうなっているのか、５

年たって。その辺のところもおっしゃってくださ

い。 

  それと、福祉作業所はそういうのが町でという

ことで言っていましたけれども、この福祉作業所

は老朽化しているということで聞いているんです

けれども、その辺のところを今後どうするのか、

町としては。これ、社会福祉協議会にお任せする

のか、それとも町としても監督として、やってい

くのかどうか、その辺のところもお聞きしたいな

と思っています。 

  それと、108ページの、資料では６ページにな

ると思います。 

  障がい者の医療費状況ということといろいろ書

いてあるんですけれども、これらの問題と、あと

111ページ、障害者総合支援事業でございます。

この辺のこの観点でどういうふうに仕分けしてい

るのかなと思っています。 

  特に障がい者の医療費状況ということで、利用

人数が38人とか20人とか、受給者数が489人とか

と書いてありますけれども、この辺のところの登

録者というんですか、これだけ登録しておいて、

これだけの人にやっているのかどうか、その辺の

利用状況というんですか、ちょっとわからないん

で、その辺のところも教えていただければありが

たいなと思っております。 

  それとあと、先ほど言いました障害者総合支援

事業でございます。資料９ページによると、訓練

給付費、利用件数とも30年度は減となっています

が、恐らく３月で同じぐらいになると思いますけ

れども、そういう中でも就労移行支援、継続Ａ型

とＢ型の利用人数が減っているということなんで

すけれども、その辺のところの理由をちょっと教

えていただきたいなと思います。 

  それから、112ページで、障害者更生援護事業、

本年度の特徴として、先ほど言いましたレスパイ

トケア事業を実施されているということで、１人

の方を今回は対象なんだということで言っていま

したけれども、対象としているんですけれども、

この施設というのは自宅でケアをするんでしょう

か、それとも宮代町以外の施設、どこかの施設で

ケアするのかどうか、その辺のところも教えてい

ただきたいと思います。 

  それと、あと、112ページです。 

  福祉タクシー券利用料金助成制度なんですけれ

ども、皆さん使っているということで、ただ、こ

の辺ところのあれというのは、利用条件というの

が何かあるのかないのか、なければないで結構で
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す。申し込み者全員にやっているんだよというこ

とであれば、それはいいです。あるのかないのか、

ちょっと教えていただきたいなと思っています。 

  あと、先ほど前段者も言っていましたけれども、

基地埋葬等取扱事業と墓地埋葬取扱費でございま

す。30年度でこれを取り扱ったケースというの宮

代町はあるんですか。その辺のところも。 

  もしあったとしたら、これは身元不明とかいろ

んなことあると思うんですけれども、宮代町民だ

ったのかどうか。これ、病院で亡くなったのか、

それとも自宅で亡くなったのか、その辺のところ

も教えていただきたいと思います。 

  それから、福祉課の子ども子育て支援です。 

  資料の15ページを見ると、待機児童が平成30年

度では、定義に基づく公表値が16人、10月１日時

点で保留通知を発行数が63人ということになって

います。この保留通知発行数というのは、多分申

し込んでも自分の意に合わないということで、こ

こはちょっと場所的に悪いということで保留され

ていると思うんですけれども、万が一、この63人

が入った場合、当然足りなくなりますよね。その

辺のところの対策というのはどういうふうになっ

ているのか。確かに公表値では16人で新しい保育

園をつくるということで言っていますけれども、

小さな保育園をつくるということを言っています

けれども、保育所つくると言っていますけれども、

この10月時点の人が入るということになったら当

然足りなくなると思います。先を見込んでいるの

かどうか、ひとつお願いします。 

  あと、120ページになります。 

  学童保育所運営事業と学童保育指導員の賃金が

上がったんですけれども、私はこの学童保育指導

員の仕事は大変きついと思っています。自分の孫

が家に帰ってきても、その子を一日面倒見る、ま

してや30人先生として見るんじゃ大変きつい、私

なんか早く帰ってほしいと思うときがあります。

大変きついと思っております。 

  私は、1,000幾らというんじゃそれは最低賃金

ですよ、本当に。私は1,500円にするべきじゃな

いかなと思っております。その辺のところをどう

いうふうに考えているのか。 

  近くの自治体では、あともう一つ、学童保育を

民間委託に動きが強まっている。たしか白岡とか

春日部あたりがそうだと思います。 

  宮代町はその辺のところ、どういうふうに考え

ているのか、将来的に民間委託にするのかどうか。

指定管理にするのかどうか、その辺のところをお

聞きしたいと思います。 

  あと、122ページです。 

  児童福祉対策事業、ニーズ調査をすると説明し

ていますが、内容はどんな調査をするのでしょう

か。また、どこに委託するのか。その辺のところ

も聞きたいなと思います。 

  それと、子供の医療費の支給事業、資料では１

ページ、２ページになるのかな。見ますと、埼玉

県では全ての自治体で中学卒業まで窓口払いは廃

止になっていることと思うんです。そして、新た

な制度として18歳まで入院、通院の助成制度があ

ります。なっていると思います。これ、20ぐらい

なっていますよね、もう。60、40、何件でしたか、

埼玉県で。そういうふうに多くなってきていると

いうことなんですけれども、これは子供の医療費、

町として18歳までやるのかどうか。 

  これは宮代町では人口を増やす政策があると思

います。若い子育て世帯の人たちというのは、い

ろんなスマホだとか情報交換をやり、どんなサイ

トがあるのか、対策してこの自治体に入るか入ら

ないかということでやっていると思います。 

  本当に子育て中の世代というんですか、有利な

まちを選ぶということで、やっていると思います。



－１８８－ 

この辺のところを町としてどう考えるのか、子育

ての観点から、ひとつお願いします。 

  最後になりますけれども、保育園の料金でござ

います。資料12ページを見ると、宮代町では平均

保育料が上限、平均保育料を見ても埼玉県平均よ

り上回っています。 

  資料９ページを見ますと、階層による減額者が

127人ですか、３人目は保育料０となっています

けれども、０の人が23人。あと２人の人が50％値

引きで76人いる。３人目以降は保育料が無料とな

っています。圧倒的に子供の数が、一人っ子が多

くなってきている。 

  私、この子育て世代を応援するために保育料を

下げるべきじゃないかなという感じがするんです

けれども、その辺のところはどう考えているのか

質問したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質問の中に１点ありまし

た、山下委員、作業所の関連がありましたけれど

も、こちら福祉協議会のほうに移管されています

ので。 

  町の事業ではない…… 

○委員（山下秋夫君） わかっているんだけれども、

結局、町のほうで支援とかそういうのしないとだ

めじゃないかということで。 

○委員長（丸山妙子君） わかりました。じゃ、そ

のような質問ということで受けとめます。 

  答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、１点目の社会福祉協議会への補助金が減

額されたことによる利用者の負担の影響は出てい

るのかというようなご質問でございますけれども、

こちらにつきましては、あくまでも町のほうとし

ては社会福祉協議会のほうの人件費に充てるため

の補助金というものを補助しているところでござ

います。 

  また、社会福祉協議会におきましては、県の補

助金とか、あとは会員さんの会費とかそういった

さまざまな収入があるかと思います。そういった

ところで事業に関して町のほうが補助金を削減し

たことによりまして、利用者への負担が増えてい

るのかということに関しては増えていないという

ように考えているところでございます。 

  それから、作業所の老朽化の問題でございます

けれども、今、当然老朽化しているということで、

早急に町のほうでも新たな福祉作業所のほうを新

設なり、そういった何か対応しなくちゃいけない

というところは当然考えているところでございま

して、現段階でも社会福祉協議会と連携して、現

在の老朽化している、手狭であるというようなと

ころでございますので、新たな建設をめどに作業

所のほうにつきましては、調整を図っているとこ

ろでございます。 

  こちらにつきましては、埼玉県の補助金等を活

用しながら行っていくというようなことが不可欠

であると考えておりますので、その辺の県との調

整も踏まえて、現在、社会福祉協議会のほうと調

整をしているところでございます。 

  町のほうといたしましては、その関連で町のほ

うの土地、町で所有している土地のほうを、でき

ればその施設の建設の用地として貸し出しできれ

ばというような形で考えているところでございま

す。 

  それから、２点目の資料６ページの障がい者医

療の件でございますけれども、こちらにつきまし

ては、障がい者の自立支援医療ということで、予

算書の111ページの上段のほうに19節負担金補助

及び交付金、こちらの自立支援医療費に中に含ま
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れているものでございます。 

  こちらにつきましては、当然登録というか、申

請をしていただいて、こちらの町のほうで窓口で

受給者証を発行して、利用していただいていると

いうようなところでございます。 

  それから、資料の一番下段の重度心身障害者医

療費支給事業につきましては、予算書の108ペー

ジ、109ページの(3)重度心身障害者医療費支給事

業、こちらの事業でございます。こちらの資料の

３項目めの自立支援医療、こちらの精神通院に関

しては、こちらのほうは米印で下に書いてあると

おり、医療費のほうは埼玉県のほうで負担してい

るというようなことで、町のほうで先ほど説明さ

せていただいた負担については更生医療と、２点

目の育成医療というような形になっているところ

でございます。 

  それから、３点目の資料９ページの障害者総合

支援事業の就労継続Ａ，Ｂが減っているというよ

うな、こちらの理由でございますけれども、現在、

こちらの30年度の数値につきましては、１月末の

数値でございますので、まだ確定した数字ではご

ざいませんので、若干少な目には出ているところ

ではございますが、途中経過ということでまだ数

値が変わるところがございますので、現段階では

下がっているというように見えるかもしれません

が、一概に減っているというような、現段階では

言えるところではないかと思います。 

  ただ、減る理由といたしましては、その方が就

労Ａというのは雇用契約を結んで行うもの、それ

で就労Ｂというのは結ばないで就労を行うという

ような形でなっているわけでございますけれども、

こちらにつきまして、就労のほうをやめてしまう

というようなケースにおいて、こちらの件数が民

間に移行したり、就労移行、また一般の企業への

就職のほうに行くとかそういたケースにおいて利

用者の数が減るというようなことがあるかと思い

ます。 

  それから、予算書の112ページ、レスパイト事

業の件でございますが、こちらについては、当然

在宅で医療的ケアとかを行っていただく両親とか

が、出かけるときとかに利用するものでございま

すので、施設のほうで預かって行うというような

お答えでございます。 

  こちらについては、現在、今年の対象者につい

ては町外の施設のほうの施設に行って預かってい

ただいているというところでございます。 

  それから、同じく112ページの福祉タクシー等

利用料金助成事業のこちらに利用条件はあるかと

いうところでございますが、対象者につきまして

は、まず、身体障害者手帳の１級、２級、３級、

４級は下肢障がいのみの対象となってございます。 

  それから、療育手帳の場合は丸Ａ、Ａ、Ｂ所持

者、それから、精神障害者保健福祉手帳所持者に

ついては１級、２級、それから、指定難病医療受

給者証所持者、または特定疾病医療受給者証所持

者、こちらが福祉タクシーの利用対象者となって

いるところでございます。 

  この中で申請があった方に交付を行っていると

いうところでございます。 

  それから、先ほどの予算書の118ページ、119ペ

ージの墓地埋葬等取扱事業、こちらの30年度の実

績というご質問ですが、こちらについては平成30

年度においては１件ございます。こちらの方につ

いてはご自宅で亡くなっているところでございま

す。身元の引き受けのほう、町のほうでも当然お

願いしたわけでございますが、引き受けられない

ということで、やむを得ず、今回、町のほうで対

応させていただいたというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  山下委員のご質問に順次お答えさせていただき

ます。 

  まず１点目、児童福祉子育て支援関係、１点目

の保育所の待機児童数に関してご質問へのお答え

です。 

  資料15ページの上段の表、保育所の待機児童数、

直近５年度分の情報が掲載してありますけれども、

こちらの31年度４月１日の見込みの数字、確定で

はないんですけれども見込みの数字がありまして、

そちら申し上げますと、４月１日時点での保留通

知発行数が20となる予定でございます。その隣の

欄、定義に基づく公表値、定義上の待機児童数が

３人となる見込みです。 

  保留通知の20人につきましては、そのうち９人

につきましては、みずからが保留通知を希望しま

すと、育児休暇取得のための保留通知、入れなく

ていいので、保留通知を出してくださいとそうい

う状況もございます。 

  ですので、山下委員おっしゃられた昨年10月１

日の63人ということではなくて、現状では20人と

いう児童が対象になってくるのかと思いますけれ

ども、町の考え方といたしまして、この４月に小

規模保育施設が１つ開所の予定があるというとこ

ろと、そこでは０歳から２歳までの受け入れとな

りますので、それよりも上のクラス年齢、３歳か

ら５歳の子供を受け入れるいわゆる認可園が必要

というところもありますので、民間事業者と確認

の上、民間事業者主導で認可園が１園整備できれ

ばということで、話を進めている状況がございま

す。認可園１園できることによりまして、当面は

待機児童を生じさせなくて済むというところで考

えている状況でございます。 

  ２点目の学童保育所、予算書の120ページとい

うことでお話ありました。 

  120ページ、学童保育指導員の賃金を上げたこ

とは理解できるということで、1,500円ぐらいが

妥当ではないかという内容のお話だったかと思い

ますけれども、学童保育指導員、現状宮代町では

月額報酬の非常勤職員、それとオフィスサポータ

ー、こちらは時間単価での賃金の給付というとこ

ろになっていますけれども、それぞれ月額の非常

勤職員につきましては、町の非常勤職員全体のバ

ランスの中での報酬設定というところもこれまで

ありまして、ただ30年度におきましては、所管す

る総務課と関係課の調整によりまして、全体的な

バランスの中でも特に需要が高い職種につきまし

ては、政策的にその額を変えていくというところ

で決定が行われまして、学童保育の非常勤職員に

ついてはそれが反映された経緯がございます。 

  あわせてオフィスサポーターにつきましても、

いわゆる資格あり資格なしそれぞれ賃金単価の設

定がありましたけれども、それぞれやはり政策的

にということで、資格ありのオフィスサポーター

につきましても、またこれまで一般事務職と同じ

単価であった資格なしの学童保育指導員につきま

しても一般事務とはそこで差異を設けるというこ

とで、そのような形で政策決定されて、この４月

１日以降の勤務分から賃金や報酬にはね返ってく

るというところでございます。 

  なかなか山下委員のおっしゃられる1,500円と

いうのは、それが妥当かどうかというところある

んですけれども、現状ではなかなか難しい状況が

あるのではないかなと考えるところであります。 

  あと、学童保育に関しまして、今後の民間委託

ということありましたけれども、指定管理への意

向につきましては、実際近隣で指定管理に移行し
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ている自治体があるのは承知しているところです。

ただ、それにはこれまでの自治体の直営からは費

用負担が多く出ているというお話も聞いていまし

て、今後、１年後のそこで働く学童保育指導員を

町で雇用するには公務員制度改革によって、会計

年度任用職員としての位置づけ、そういったこと

も出てきますので、それによるコスト、あとはそ

れを指定管理に切りかえた場合のコスト、その辺

のバランスを見た上で町として学童保育所を運営

していくには、どう考えていったらいいのかとい

うところは今後整理する課題として承知している

ところでございます。 

  申しわけありません、先ほど学童保育指導員の

報酬の関係、この４月１日からと説明いたしまし

たが、申しわけありません、本議会で上程中とい

うところでございまして、ご審議をお願いしてい

るところですので、先ほどの私のそこの部分の発

言に関しましては、おわびして訂正させていただ

きます。失礼いたしました。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課主幹。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） こども未来室主幹の

横内でございます。 

  予算書122、123ページの子ども子育て支援事業

計画策定委託料につきましてお答え申し上げます。 

  今年度計画策定のためのニーズ調査、アンケー

ト形式の調査でございます。こちらを実施してお

りまして、業務委託先は株式会社サーベイリサー

チセンターでございます。 

  来年度はこのニーズ調査の結果などをもとに事

業計画を策定するため、今回予算要求させていた

だいているものでございます。 

  業務委託先につきましては、来年度計画策定を

適切に行える業者を慎重に選定してまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  こども医療費に関するご質問にお答えさせてい

ただきます。 

  資料の１ページ目、２ページ目ということでご

質問ございました。 

  ２ページに県内のこども医療費助成制度の実施

状況一覧というか掲載させていただいております。 

  こども医療費の18歳までの拡大につきましては、

これまで町議会の一般質問でも福祉課長がお答え

させていただいたという経緯がございますけれど

も、そもそもこの18歳までというのは、全県的に

実施ということに関しまして、町村会を通して要

望していたのは……、私の勘違いでして、18歳ま

での引き上げではなくて窓口払いの廃止で、それ

を全県的にできればということです。申しわけあ

りません、訂正させていただきます。 

  18歳までの通院、入院、これを年齢引き上げま

すと、町の財源的にも1,300万程度新たな費用負

担が出るというところもありまして、子育て政策

を含む町全体の政策の中で、何を優先するのかと

いったところもありますけれども、現状では、も

ちろん近隣の状況も引き続き確認した上でという

ところはあるんですけれども、現状では18歳まで

の引き上げは行う状況にはないというふうに考え

ているところでございます。 

  続きまして、保育料に関するご質問にお答えい

たします。 

  資料の12ページということでご質問いただきま

した。 

  宮代町の保育料が県平均からすると高くなって
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いるのではないかというところからのご質問でご

ざいますけれども、保育料の考え方につきまして

は、昨年５月、町の経営会議におきまして、前回

の保育料改定から５年を経過するというところも

ありまして、見直しの時期に来ているというとこ

ろのもとに、それと、2020年からの無償化の流れ、

当時はそうなっていました。この10月から無償化

という形にはなってきますけれども、無償化を目

前にして保育料を改定する、しない、そういった

ところを経営会議に諮ったところでありますけれ

ども、現状では３歳から５歳、そういった幼児教

育の無償化もあるということもありますので、現

状では保育料の改定は行わないという決定を得た

ところでございます。 

  県平均では、宮代町の保育料、若干上回ってい

るところはありますけれども、埼葛12市町でそれ

を捉えた場合には、12市町平均よりも若干下回っ

ているという現実があることはお話として添えさ

せていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 社会福祉事業でございます。

社会福祉協議会のほうの自立の観点から毎年150

万を５カ年で、今年で終わりだと思います。利用

者の負担がないということでそれを信じて私、受

けとめました。 

  それと、作業所ですが、福祉作業所、土地の提

供だとかそういうのもやっていくんだということ

で、今後、進めていくということで、これはいつ

ごろまでにやるつもりでいるんでしょうか。まず

最初にこれは聞きたいと思います。 

  あと、障害者総合支援事業でございます。雇用

の問題なんですけれども、一般の就労した方が減

っているんではないかなというのが支援と継続Ａ

型とＢ型ですね、利用人数が減っているというの

が、雇用したからということなんですけれども、

その辺のところの把握というのはしていないでし

ょうか。何人雇用したとか、どこに行ったかとか。 

  やっぱりこういう障がい者に対して、最後まで

責任を持つというのが、町の福祉の関係じゃない

んですか、ここら辺のところは。やはり最後まで

面倒を見る。その辺のところやっていないんでし

ょうか。 

  あと、このレスパイトケアですか、これは町外

でやるんだと言っているんですが、これは救急車

か何かで運ばれるんですか、それとも自分で運ん

でいくんですか、それともそこの職員が来て、や

ってくれるんですか。その辺のところが観点とし

てはどうなっているのかなと思いまして、ちょっ

とわからないので、その辺のところも教えていた

だければありがたいなと思っています。 

  それと、福祉タクシー券のことはわかりました、

細かくなっているということでは。 

  それと、１件あったということなんですけれど

も、この１件というのは自宅で発見されたという

ことなんですけれども、これは発見されたんです

か、それとも何か死んだということをその日でわ

かったわけですか。発見なんですか、それとも

……、わからないその辺のところは。20日か１カ

月ぐらいして通報されて、発見されたのか、ちょ

っとわからないんで、その辺のところの状況とい

うのを教えていただきたいと思います。 

  そして、この発見された人は保険証を持ってい

たのかどうか。万が一発見だとすればですよ。通

院中だったのか、その辺のところもちょっと教え

ていただきたいと思います。 

  現在、学童保育所と保育園の先生の賃金が上が

るということで、きちんとやっているということ

なんですけれども、その後指導員では私も反対を

しません。賛成です。やっぱり指導員の、また後
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やるんですけれども、最低賃金と私は同じじゃな

いかなという感じがするんですよね。本当にこれ

で御飯を食べている人だったら、食べていけませ

んよ、はっきり言いますと。 

  やはり最低賃金というのは最低ですから、それ

に毛が生えたぐらいで本当にこれでいいのかどう

か、やっぱり指導員の資格を持ったり、保育所の

先生の資格を持ったりした人たちが資格を持って

いても最低賃金と同等ぐらいの賃金しかもらえな

い。ちょっと私は納得いかないなと感じる。 

  それと、この近隣の状況というのはどうなんで

すか。何か、指導員の奪い合いもあるということ

で、学童保育だけでなく保育所の先生の奪い合い

もあるということも聞いているんですけれども、

その辺のところはどうなっているのか。学童保育

が民間がやると高くなるからということで、今、

答えられていましたけれども、その辺のところの

調査というのはしているのかなと思って。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） いやいや、やっぱりここで、

委員会ですから聞きたなと思います。 

  それと、子供の医療費です。ここに資料にも載

っております。もう18歳まで17団体、入院の場合

は18歳まで20団体ということで調べなくてもここ

で出ていますね。もうこれだけ全部で埼玉県63あ

るうちに20団体、もう３分の１になっています。 

  その辺の状況。本当はこれは国とか県のほうが

やるべきだと私は思っております、そりゃ。町に

負担しろということでやるんじゃないと。町のほ

うで言っている県のほうに要請しているというも

のもわかります。しかし、自治体のほうで子供の

子育て応援をするんだということで言っています

ので、その辺の観点からやるべきじゃないかなと

思うんです。もう一度、その辺のところはどうい

うふうに思っているのか、これだけの団体数がも

う18歳まで、20団体ですよ、もう。どうなんです

か、その辺のところは。 

  それと、最後になります。 

  保育料です。これ、来年度10月だか保育料がた

だになるからと。でもこれは消費税が上がるとい

うことを前提にですよ、言っているのは。上がら

なかったらどうするんですか。やらなかったら。 

  やはり町民の意見もよく聞くべきだと。高いと

言っている人もいますよ、そりゃ、確かに。高い

と言っていますよ、保育料。皆、一人っ子が多い

でしょう。 

  検討しているというんだったら、検討すればい

いんじゃないですか。検討したというんだったら。

消費税が上がるからそれまでもただになるんだか

ら。ただにならなかったら、じゃ、どうするの。

そのままですか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、１点目の作業所がいつごろまでにできる

のかというようなご質問でございますけれども、

早くてというか、最短のスケジュールで言います

と、31年度に設計等、早ければ社協のほうでやっ

ていただくと。そして32年に県の協議を行って、

33年度が補助金がつけばのお話ですけれども、本

当に最短のペースだと平成33年度が最短なのかな

というふうに考えておりますが、現在、県のほう

に確認いたしましても、なかなか補助採択が難し

い状況だと、県内、お話がありますので、ただ、

申請をしなければ、なかなか採択も難しいという

ところでございますので、町のほうとしてもでき

るだけ早くそういった施設ができるよう協力を進

めていきたいと考えているところでございます。 
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  それから、就労先の把握ということでございま

すけれども、こちらにつきましては、個人がそれ

ぞれ個々の契約ということでございますので、町

のほうで全て把握をしているというところではご

ざいません。 

  それから、次のレスパイトの施設のそちらのほ

うに行く行き方でございますけれども、こちらに

ついては、現在の方については、親がお子さんを

そちらの施設まで連れていって、施設のほうを利

用しているというような状況でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（関根雅治君） 福祉課社会福

祉担当主査の関根と申します。よろしくお願いし

ます。墓地埋葬等取扱事業の30年度の１件の状況

についてということでお答えいたします。 

  発見の状況につきましては、町としましては、

警察からの遺体引き取り依頼により確知したとこ

ろでございます。 

  発見した当時の状況というのは、自宅で亡くな

られたところを発見されたと聞いております。所

持品の中には保険証等ありまして、警察のほうで

身元を判明して、町のほうに依頼があったところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  学童保育指導員の賃金、これでいいのかという

ご質問をいただきました。 

  町で政策的にという部分も含めて、そういう方

針を出しているので、いいか悪いかという判断よ

りはこれでいくというところでございます。 

  続きまして、その処遇によって保育士や指導員

の奪い合いがあるのではないかというところです

けれども、実際、奪い合いというところまでのお

話は入ってきておりません。ただ、処遇がいいと

ころに移っていくというのは、その人がどう思う

かというところですので、それが奪い合いになる

というのであれば、そうなのかもしれません。 

  指定管理の近隣の状況につきましては、把握は

しております。現状、近隣ですと春日部市、久喜

市、幸手市、白岡市、当町も一部指定管理を行っ

ているところがあります。 

  公立で直営しているところは、近隣ですと杉戸

町ですとか、蓮田市、そのような状況は把握して

いるところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課長、渡辺でござ

います。 

  若干、今のまず１点目、学童保育の補足をさせ

ていただきますけれども、近隣の指定管理につき

ましては、社会福祉協議会にお願いしていたり、

市が学童保育協議会という任意団体をつくって実

施していたり、実質的に指定管理にはなっていま

すけれども、直営と余り差がないというような状

況もございます。 

  それから、賃金の見直しにつきましては、近隣

との比較、それから民間との比較、こういったも

のを熟慮した上で考えておりまして、その関係で

今回は大幅な引き上げの案をつくらせていただい

たというところでございます。 

  それから、ご質問のこども医療費の関係につき

ましてお答えをさせていただきます。 

  ご質問の中でもございましたけれども、本来は

国・県が少子化対策として責任を持った対応をし

ていただくべきということを常々申し上げており
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ますけれども、県が未就学児の３分の１だけ補助

するというような状況が現在の状況でございます。 

  議会の皆様にはその辺も十分ご理解いただきま

して、平成28年の６月議会でしたか、国の措置を

増やすようにという意見書も出していただいてお

りますので、皆様にはすごくご理解をいただいて

いるものというふうに考えておりますけれども、

そのとおりでございまして、国・県が責任を持っ

た対応をしていただくのが本来であるというふう

に考えてございます。 

  ただ、現状では、そういった状況がございませ

んので、町としてどう対応するかということにな

ってまいりますけれども、先ほど室長からも申し

上げましたとおり、財政負担で言いますと一般財

源で試算したところ約1,300万、そのような状況

がございます。 

  子育ての中でも保育、それから学童保育いろん

な支援の形がございます。ファミリーサポート、

緊急サポート、そういったさまざまな施策の中で

どう一般財源を生かしていくべきか、あるいは福

祉以外の分野の施策との兼ね合いはどうなってく

るのか、その辺を十分見きわめて対応していかな

くてはいけないというふうに考えております。 

  それから、18歳まで拡大ということでございま

すけれども、16歳から18歳までというのは、これ

は厚労省の統計でも男女別で若干差があるんです

けれども、赤ちゃんからお年寄りまでの全世代の

中で最も医療費が少ない世代でございます。そう

いった点で、やはり負担を考えますと、先ほど申

し上げたほかの施策とのどこに町として比重をか

けていくことが効果的なのか、子育て支援という

ことを考えました際にも、そういったものをよく

考えていかないといけないというふうに考えてお

ります。そういった中での選択というふうに考え

ております。 

  それから、保育料の無償化の問題でございます

けれども、今現在、国が無償化をするということ

を前面に出して進めておりますので、現状として

は町にもその情報が入ってきておりますので、そ

の情報を実施されるものというふうに受けとめる

しかないというふうに考えております。 

  これは、消費税の引き上げが中止されたらとい

うご質問ございましたけれども、実際に中止があ

り、無償化がされないというようなことが、もし

出たときにはそれはまた検討させていただきたい

と思いますけれども、現在の流れといたしまして

はもう10月には無償化がされるということでござ

いますので、今、町として特に変更する必要性、

メリットが小さいのではないかという判断をして

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  簡単に数字的なことじゃなくて、簡単に２点ほ

どお聞きいたします。 

  １点は保育園の関係で、今いじめがないのかど

うか。もしあったら、どういう対応をするのか、

それを聞かせてもらいたいと思います。 

  もう一点は、いちょうの木の施設改修予定図面

が来ましたけれども、まず、階段、「児童が容易

に通行できない」というこの「容易」とはどうい

う内容なのか。完全に通行できないというのなら

わかるんだけれども、容易に通行できないという

のはちょっと文章的に理解に苦しむんだけれども。 

  もう一点は、保育室の垂直降下方式避難袋、こ

れ、何分ぐらいで全員がおりられるのか、それを

教えてもらいたい。というのは安全を、子供のた

めを考えて私は聞いているんですから、よろしく

お願いしたいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園で所長をしております吉田です。保育園内で

いじめが起こった場合にどのような対応をするの

かというご質問にお答えさせていただきます。 

  保育園内で言いますと、いじめ、昨今ニュース

で取り上げられているような、対象が小さいお子

さんなので、そこまで大きなものというのはなく、

それでもやはり子供たち本能で動く、まだ善悪の

分別とかがまだ未熟なもので、そういう何げない

一言ですとかというときには、それを見つけた場

合、やはり人数も少人数で比較的20名弱で四、五

歳児に限っては保育はできておりますので、そう

いう場合にはその都度、その都度言われたときの

その子の気持ちを考えるですとか、言ったあなた

の気持ちとはどうかなとかというところを言って

保育をしております。 

  余りにも身に余るという行為は正直ありません

が、あった場合にはやはり保護者の方も交えて事

実をお話しして、おうちで変わった何か家庭環境

ですとかないかということを伺っていくというふ

うにはする保育をしております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  当初予算で……。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員、この質問は

補正予算のほうで。こっちは予算のほうなので、

違うそうです。 

○委員（小河原 正君） せっかく、これ配られて

きたから、だったらきょう配らなければよかった

んだよ、こんな大事なこと。答えられないんなら、

答えられないと言ってよ。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） お答え申し上げます。 

  小河原委員おっしゃるように、「容易」という

表現、容易でも困難でも通行できてはうまくない

わけですので、実際は所有者に確認して、鍵を取

りつけるというところは確認しております。文章

上、好ましい表現でなかったというところはその

とおりですので、おわびして訂正させていただき

ます。 

  避難袋、こちらを使って実際、災害があったと

きに脱出するに当たって、所要時間がどれくらい

なのかというご質問につきましては、そこまでの

情報を持ち合わせていませんので、確認の上、改

めてご報告させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 当初予算だから、再質問

するとまた怒られそうですけれども、子供のこと

だから、配られた以上は本気で考えないわけには

いかないですよね。ただ、一番の通路の問題は理

解しました。鍵をかけるということだからね。 

  避難袋について、これからというのはちょっと

遅いよね。これは何かあったとき、30分も40分も

かかったら意味がないんですよ、全員おりるのに。

それをちゃんと何分ぐらいで全部避難できますと

いうのぐらい教えてもらいたいですよね。じゃな

いと子供をあそこに預けるのに、あのうちが悪い

とかそういうんじゃないよ、預けることが決まっ

た以上、本当に真剣に考えないといけないでしょ

う。何かあった場合、何があるかわからないから、

今の時代は。 

  ただ、こうやっているだけじゃわからないです。
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そういうことで、後で、もし答えられなかったら

結構ですから、入所者何人で何分で避難できます

というの教えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 垂直降下方式の避難袋

とは、皆様がよくご存じの斜めにおりていく避難

袋、滑っていくやつございますよね。あれじゃな

くて、縦型の避難袋で、らせん階段の中をらせん

階段みたいに中を回りながらおりていく避難袋で

あります。滑っておりていくのには変わりはない

んで、比較的速いものであります。 

  これは、実際つけてから、訓練もしたいという

ふうに思いますけれども、普通にやれば１人が１

分ぐらいの時間でどんどんおりていける器具とい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 必ず何分というのが、

ちょっと申し上げにくいので、それ子供たちのな

れぐあいにもよりますので、訓練をしてより短く

できるようにしていきたいというふうに思います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑は。 

  丸藤委員。 

  質問、ほかの方いらっしゃいますか。 

  じゃ、続けて丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  では、民生費の事項別明細書で順次質問させて

いただきます。 

  まず、108、109ページの社会福祉事業でござい

ます。 

  この中の社会福祉推進事業補助金、これは社会

福祉協議会の自立などの観点から社会福祉協議会

への補助金を減額するということなんですけれど

も、これはどこまで減額するんでしょうか。町の

財政もあるのでという説明がありましたが、これ

はどこまで計画的に減額されるのか、その点１点。 

  それから、前段の議員ともう大体話、答弁があ

りましたので、ダブらないところでお願いしたい

んですが、確認です。 

  122、123ページの特に委託料。 

  児童福祉対策事業の委託料の関係でございます

が、今、子供の貧困、子供の７人に１人が相対的

貧困と言われて、平均所得の半分以下の水準で暮

らしているというふうに言われておりますが、こ

ういった意味でも子ども子育て支援事業計画策定

が必要だということで、昨年はニーズを、子供の

実態をきちんと把握して、それで、その把握した

ものをベースにして事業計画を策定するというこ

となんですが、これは31年度内にできるというこ

となんですけれども、これは今のところ、いつご

ろ計画ができるのか、その点、確認をさせていた

だきたいと思います。 

  それから、126、127ページの保育園費なんです

けれども、先ほど山下委員も待機児童の件を質問

されておりましたが、そうしますと、私はこの資

料を見ると待機児童はなくなるのかなというふう

に思ったんですけれども、実際、４月１日時点で

３人、定義に基づく公表値３人ということなんで

すが、これ、ゼロにならないんですね。 

  そうすると、10月１日時点でもさらにこれまで

も増えておりますから、この点では、町長も保育

所待機児童はゼロにするというふうに公約を掲げ

ていると思うんですけれども、こういった点から、

もう既に４月１日で保留通知発行数が20人、それ

で定義に基づく公表値が３人ということなんでけ

れども、これはどういうふうに解消されるのか、

そのための保育所の受け入れ最大人数だとか、資

料にも出ていると思うんですけれども、この点に

ついてどのように待機児童ゼロに向けていくのか、
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その点お尋ねをしたいと思います。 

  それから、131ページ、国納保育所運営事業と

いうことで、一部拡大工事を実施して、駐車場の

関係ということなんですけれども、この内容につ

いてもどうなるのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、最後ですけれども、先ほどから保育

料の無償化ということで、課長からも答弁があり

ました。国では確かに今年の10月から幼児教育の

無償化を計画しています。これは、この発想がど

うであれ、保育料の無償化は子育て世代の負担軽

減という点は前進だと思います。 

  無償化についてはこれまでも質問してきました

が、ずっと延び延びで、この幼児教育の無償化と

いうことも国のほうで出始めるとそれを理由に国

の推移を見るということで、町独自で実施はして

こなかったんですけれども、そうすると、今のと

ころ無償化は国のほうでやるということなんです

が、もう一面で、給食費は実費負担で無償化、前

より負担が増えるという一部ではそういう声もあ

るんですけれども、この点はどうなのかお尋ねし

たいと思います。 

  ですから、無償化を言っても、もう10月から無

償化ですから、そのことは別にしても給食費につ

いて心配ですので、その点についてもお尋ねした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  最初の社会福祉協議会への補助金がいつまでか

というようなご質問でございますが、先ほどご説

明させていただきましたが、平成27年から31年ま

での５年間という形でございますので、平成31年

度で削減は終了というような形でなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 待機児童の関係と保育

料につきましてお答えをしたいと思います。 

  待機児童の先ほどの数字の関係でございますけ

れども、３人の見込みというふうに室長のほうで

申し上げましたけれども、これは今求職中でいら

っしゃる方で園が決まっていない方が３人いらっ

しゃるということでございまして、この方々がそ

のまま求職を続けられる、あるいは職が見つかっ

た状態でなおかつ入れなければということでの見

込みでございますので、ちょっとまだ変動の余地

がございます。 

  それから、今後、待機児童をどのようにゼロに

向けて進めていくのかということでございますけ

れども、本会議の中でも若干触れさせていただい

ておりますけれども、今年小規模保育所を実は２

カ所公募いたしまして、３社ほどいろいろご相談

をいただいたんですけれども、実現したのは１社

だけということで、もう１カ所実は欲しいという

考え方を持っておりまして、これは31年度引き続

き確保に努めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

  それから、認可園につきましては、やはりこれ、

無償化によるニーズ拡大というのも想定しておか

なければいけませんので、ぜひとも確保したいと

いうふうに考えておりまして、民間の福祉法人と

も検討を進めているところでございます。 

  ただ、実現できますのが平成32年４月は厳しい

というふうに見込んでおりまして、33年４月を目

指しているのが実情でございますので、引き続き

既存園の柔軟な受け入れをする形で３歳児、４歳

児、５歳児の受け入れを図っていきたいというふ

うに考えております。 
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  それから、保育料の無償化に伴う給食費負担の

関係のご質問をいただきましたけれども、正直申

し上げまして、この負担のあり方について具体的

な情報がまだ国からいただけていない状況でござ

います。 

  小学校、中学校のように総菜分を負担していた

だくのかどうなのか、そういった具体的なあり方

が今後出てまいると思いますので、それを見て対

応させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課主幹。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） こども未来室主幹の

横内でございます。 

  予算書122、123ページの子ども子育て支援事業

計画策定委託料についてご回答申し上げます。 

  こちらの計画につきましては、子供の貧困対策

も含めて、平成31年度中に事業計画を策定する予

定となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  国納保育園の駐車場拡張工事についてお答え申

し上げます。 

  現状、国納保育園10区画の駐車場がございます。

利用者からはもう少し区画数を増やしてほしい、

そういった声もいただいております。 

  31年度の予算におきまして、今の区画はそのま

ま、ただし区画を広げるわけではないんですけれ

ども、西側の縁石部分を削って、切り返しが今よ

りも切り返しやすくという意味で、縦の区画が若

干広がることとなります。 

  それとは別に拡張につきましては、国納保育園

のエントランス、実際、正面の部分使っておりま

せん。エントランスに入って左側のところ、ベン

チがあるところ、実際今もう活用がないところで

すけれども、そちらを整備しまして車を４台、５

台入れられればというところで考えているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございます。 

  じゃ、再質問させていただきます。 

  108、109ページ。 

  すみません、私、先ほど答弁したのちょっと記

憶に残っていなかったものですから、じゃ、新年

度の前年度比で148万3,000円で最後ということで

確認いたします。わかりました。 

  それから、122、123ページの子ども子育て支援

事業計画策定ということで、31年度中に策定する

と貧困対策も含めて答弁ありました。 

  予算書ですから、新年度中にやるというのわか

るんですが、そうしますと、30年度はニーズの把

握ということでなっていますが、この辺の調査は

もう終わっているんでしょうか、もう３月ですか

らもうとっくに終わっていると思うんですが。そ

れは終わっているのかどうか、ご答弁願いたいと

思います。 

  それから、126ページ、127ページの関係、要す

るに待機児童の関係でありますけれども、先ほど

の課長の答弁ですと、これが完全にゼロになるの

は平成33年４月１日ということですか。小規模保

育所、できればきちんと確保したいということは

わかるんですけれども、今のところ本田のところ

にあります今工事やっているようなんですけれど
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も、これは急いで整備していると思うんですが、

これは時間的には大丈夫すねということを確認し

たいのと、この待機児童ですけれども、こんなに

かかってしまうんでしょうか。その点、もう一度

お尋ねしたいと思います。 

  それから、130、131ページの国納保育園の駐車

場の関係なんですが、そうしますと現状の駐車場

から奥に少し拡幅されると、広がるというのと、

もう１カ所四、五台分というのは園の入り口を挟

んでですか、ちょっとイメージが湧かないんです

が、どの辺にどういうふうになるのか、ちょっと

もう少しわかりやすくご説明していただきたいと

思います。 

  それから、国納保育園も非常に駐車場が狭いな

というふうには思っていましたが、みやしろ保育

園は大丈夫ですか。そうなると、みやしろ保育園

のほうも気になりますので、大丈夫であれば大丈

夫で結構なんですが、その点大丈夫なのかどうか。 

  それから、前段でもいろいろ保育所、保育園に

しても学童保育にしても今、職員の確保が大変だ

と思うんですけれども、すみません、保育所の職

員の配置、これは、資料は要求しないとなかなか

出てこないんですけれども、各保育所の職員の体

系、どうなっているのか、それもあわせて口頭で

結構です。お知らせいただきたいと思います。 

  以上です。 

  すみません、保育料の無償化に関連して、給食

の負担のほうなんですけれども、具体的に国のほ

うから来ていないということなんですけれども、

これは間違いなくどういうふうになるかは別にし

ても、保育料が無料になれば、当然町の負担も軽

減されますよね。その軽減分は少なくてもこうい

った給食費に回せると思うんですけれども、その

点での見込み、あくまでも計画ですから見込みな

んでけれども、そうした場合はそういう給食費の

ほうに回せないかどうか、無料化できないかどう

か、それもあわせてお願いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  福祉課主幹。 

○福祉課主幹（横内宏巳君） こども未来室主幹の

横内でございます。 

  計画策定のためのニーズ調査でございますが、

今年度12月に実施いたしまして、アンケート調査

のほうは既に終了しており、現在集計もほぼ終わ

りまして、報告書作成の作業に入っているところ

でございます。また、報告書ができましたら、議

会の皆様にも報告をさせていただきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  こども未来室長兼子育て応援室長。 

○福祉課こども未来室長兼子育て応援室長（門井義

則君） こども未来室長兼子育て応援室長、門井

です。 

  国納保育園の駐車場拡張について、改めてご説

明申し上げます。 

  イメージとしましては、保育園に向かって正面

入り口というのは今は使われておりませんが、そ

の右側に駐車場が10台ほど整備してあります。そ

の反対側、正面向かって左側に４台、５台そちら

を整備するという内容のものでございます。 

  既存の10台分につきましては、駐車場を特に広

げるということではなくて、縁石部分を削ること

によって、車の出し入れが若干今よりはしやすく

なるのではないかというところで考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長、吉田です。 
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  みやしろ保育園の駐車場の状況につきましてご

説明をさせていただきます。 

  みやしろ保育園にも10台ほど駐車場は用意され

ておりまして、幸いも隣接している六花とトラッ

クですとかの搬入通路が駐車場に共有しておりま

す。そちらのほうのスペースも広いことから、そ

の10台にとめられない方もそちらの共有のスペー

スに駐車することは可能となっておりまして、路

上駐車等される方はいらっしゃらない状態であり

ます。 

  それと、保育園の職員の配置というのは31年度

の状況ですか。 

  では、31年度の職員の……。 

〔発言する人あり〕 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） 30年度です

か。現行でよろしいですか。 

  30年度の状況につきましては、宮代町の保育園

では各年齢、０歳児から５歳児までの年齢に合わ

せて最低の保育士の配置ということで、最低と言

っても等しく配置ということで、今入所の園児に

は見合った数で保育をしておる状況です。 

  もちろん、なるたけ多い手で、目で見ることが

重要かと思いますので、職員の確保はまだ引き続

きしている状態ではあります。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） 人数。 

  30年度の状況のお伝えでよろしいですか。 

  みやしろ保育園につきましては保育士、所長を

含んでおりまして、これは４月１日現在になって

おります。10人です。正職員が10名、サポーター、

臨時職員ですね、保育士、看護師を含んでおりま

す。こちらが18名です。計28人となっております

が、みやしろ保育園では障がい児デイサービスを

こちらとはまた別に行っておりますので、そちら

の３名は除いております。施設としては31名職員

がいる状況です。 

  続きまして、国納保育園では保育士、所長含め

正職員が９名、臨時職員が15名、こちらは国納保

育園では支援センターが併設されておりますので、

そちらの指導員と臨時職員２名も含んでおります。

計にいたしますと24名となります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） それでは、待機児童の

ゼロになるのは大分先になるんじゃないかという

ご質問にまずお答えをしたいと思います。 

  認可保育園の整備につきましては、やはり規模

の大きさ、それから補助手続の関係、それと県の

認可の手続等ございまして、どうしても時間がか

かりますので、認可保育園については33年４月を

目指しているところでございます。 

  それに比べまして、比較的容易に確保できます

のが、実際に待機児童が多い０歳、１歳、２歳を

受け入れます小規模保育事業所ということになり

ますので、こちらを31年度中になるべく早く確保

いたしまして、０歳、１歳、２歳の受け入れを十

分な体制をとっていきたいというふうに考えてお

ります。 

  それによりまして、認可園の０歳、１歳、2歳

の負担をなるべく減らし、32年４月の時点は認可

園で３歳、４歳、５歳をできるだけ多く入れて、

受け入れまして、待機児童ゼロを目指したいとい

うふうに考えております。 

  そういったことでございますので、32年４月が

待機児童ゼロにならないということではございま

せん。ゼロを目指してまいります。 

  それから、給食費の負担に関してでございます

けれども、無償化で負担も減るだろうから、保護
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者負担をゼロにできないかというご質問をいただ

いておりますけれども、自治体の負担、今年の10

月、31年10月からの半年間についてはこれ、国が

全額持つという扱いですけれども、32年度以降に

ついては国２分の１、県４分の１、市町村４分の

１と、そういう財源負担の予定でございます。 

  また、市町村から見た場合の入りのほうの考え

方でございますけれども、消費税、あるいは地方

消費税の交付金がどのような形で入ってくるのか、

その辺がまだはっきりわからないところでござい

ます。 

  消費税が増えることによりまして、地方交付税

の原資等も増えてまいりますので、今の保育園の

運営費は地方交付税で措置されておりますから、

その中に入ってくるのか、また交付金等の関係で

措置されるのか、歳入のほうが現状としてまだ定

かになってございませんので、必ずしも負担が減

るかどうか、これは今後ちょっと検証していかな

ければいけない問題というふうに考えております。 

  負担のあり方でございますけれども、国からど

ういったものを保護者負担でご負担いただくかと

いう指針が出てまいると考えておりますので、そ

の内容を見て対応してまいりたいというふうに考

えます。 

  以上でございます。 

  すみません、現在整備中の本田の小規模、間に

合うのかということでございますが、間に合う予

定で実施しております。認可のための書類等の事

前審査も始めておりますので、十分間に合わせて

いただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で福祉課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月11日月曜日午前10時から委員会を開き、

まちづくり建設課分の質疑から始めたいと思いま

す。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時２８分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。これよ

り３月８日に引き続き、予算特別委員会を開きま

す。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２９号の審査（まちづくり

建設課・健康介護課） 

○委員長（丸山妙子君） 本日は議案第29号 平成

31年度宮代町一般会計予算についてのうちまちづ

くり建設課、健康介護課分の順に質疑を行います。 

  これより、まちづくり建設課分についての質疑

に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上必ず

挙手をして、委員長の許可を受けてから発言をし

ていただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） おはようご

ざいます。まちづくり建設課です。きょうはよろ

しくお願いいたします。職員のほうは自己紹介で

お願いしたいと思います。 

  私はまちづくり建設課長の横溝です。よろしく

お願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 道路担

当副課長の成田です。よろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 皆様、

おはようございます。まちづくり建設課で都市計

画とそれから都市整備、それから区画整理を担当

させていただきます副課長の室田です。よろしく

お願いいたします。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） おはようございま

す。上下水道室長の高橋でございます。よろしく

お願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（花澤 勉君） おはよう

ございます。都市計画・都市整備担当の花澤です。

よろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（高橋勝己君） 同じく都

市計画・都市整備担当の高橋です。よろしくお願

いします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） おはようござ

います。上下水道室主幹の忽滑谷です。よろしく

お願いします。 

○下水道担当主査（和田光春君） 下水道担当の和

田です。よろしくお願いします。 

○都市計画・都市整備担当主査（高橋道彰君） 都

市計画・都市整備担当の高橋と申します。よろし

くお願いいたします。 

○都市計画・都市整備担当主査（島村明子君） 都

市計画・都市整備担当、島村です。よろしくお願

いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（伊東高幹君） まちづく

り建設課主幹の伊東です。よろしくお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課主幹（小島英樹君） おはよう

ございます。道路担当、小島です。よろしくお願

いします。 

○道路担当主査（冨田満晴君） おはようございま

す。道路担当、冨田です。よろしくお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 
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  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 改めておはようございます。 

  それでは、質問させていただきます。山下です。 

  最初に162ページになります道路維持費、道路

維持管理事業でございます。説明では国庫補助を

活用して老朽化した幹線道路の舗装、修繕と説明

をされました。場所と規模は資料で宮東地内270

メートルでこれはよいでしょうか。 

  それと、宮代台において水道工事舗装復旧工事

とあわせて宮代台地内の冠水対策工事を行うとい

うことを説明されているのですけれども、これは

どういう工事になるのかちょっと教えていただき

たいと思います。 

  それと、164ページです。道路新設改良費でご

ざいます。３月５日の産業福祉委員会において現

地視察を行いました。また、道路用地買収に当た

り問題があり、進んでいないということも聞いて

おります。状況説明をもう一度お願いしたいと思

います。 

  あと、同じく164ページです。地区生活道路整

備事業でございます。今回東姫宮地内と百間３丁

目地内の道路改良工事を実施するとしています。

生活道路の改良や舗装要望が宮代前では多く出さ

れていると思います。この優先順位の決め方、ま

た、これからの計画はどんな計画があるのかどう

か、それのほうの説明をお願いします。 

  それから、同164ページです。橋梁維持管理事

業、設計委託料と橋梁長寿命化修繕計画委託料で

ございます。委託に当たりどのような公募、選定

をしたのか。その選定された委託業者は宮代町で

何回ぐらい委託工事をやっているのかどうか、そ

の辺のところがわかりましたらお願いします。 

  あと、168ページです。排水道路維持管理事業

でございます。事業の概要では都市排水路を適正

管理による生活排水の水質保全と説明されていま

す。この適正管理というのはどういうことを言っ

ているのか、わかれば詳しくお願いします。 

  あと、170ページです。湛水防除対策事業でご

ざいます。概要説明で湛水による被害や局地的に

低い住宅地の浸水被害の防止及び生活環境の改善

としていますが、どこをどのように改善を語る計

画なのか、その辺のところをお願いします。 

  166ページです。一般住宅耐震対策事業でござ

います。この事業での30年度の成果と31年度の計

画を教えていただきたいと思います。 

  それと、一般住宅耐震と産業観光課でやってい

るリフォーム制度、それと一体としてなってこれ

は対応できるのかどうか。これは別々のあれだと

思うんですけれども、一緒に対応できるのかどう

か。お願いします。 

  あと、168ページ、東武動物公園西口周辺整備

事業です。中央通り線整備用地です。整備に当た

り地権者と交渉しているところですが、東京のほ

うの地権者だということで、進捗状況をもう一度

詳しくお願いします。 

  あと、168ページの空き家対策事業です。今町

では空き家が何件ぐらいあるのか、対象物件は何

件ぐらいあるのか、ちょっと教えていただきたい

と思います。それと同時にこの空き家対策事業に

おいて町として干渉していくところがあるのかど

うか、詳しくその辺ところもお願いします。 

  最後になります。公園と環境管理事業でござい

ます。施設修理費となっていますが、どこの施設

を修理するのかちょっとわからない委託料でござ

います。地区公園草刈り、樹木管理としています

が、これの中には自治会での草刈りなども含まれ

ているのかどうか、それとも業者委託だけなのか。

その辺のところもよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、１点目の道路維持管理事業でございます。

来年度の主な工事として、宮東の舗装修繕工事と

宮代台の舗装修繕工事を上げさせていただいてお

ります。福祉産業委員会資料の１ページに地図が

ございますので、そちらで確認していただきたい

のですが、宮東のほうは一番右のほうです。宮東

地内の道路維持管理事業ということで、町道18号

線、延長270メートルです。こちらにつきまして

は、国庫補助事業をいただいておりまして、

1,770万円の歳入が入ってくる予定でございます。

もう一つ、宮代台の冠水対策というか、道路維持

と兼ねての冠水対策工事なのですが、こちらも舗

装のほうが傷んでおると、それと、大雨のときに

水が上がってしまう路線でございますので、こち

らはかさ上げです。道路を少し上げる工事をいた

します。 

  あと、道路新設改良費の用地の状況というのは、

町道12号線のことだと思います。都市計画道路春

日部久喜線です。こちらなんですが、現在用地の

進捗率が72.5％になっております。権利者全体で

40人です。40人いる中で、あと購入していないの

が７件でございます。７件ございますが、そのう

ちの５件は工事着手のときに、要は用地買収面積

が少ないものですから、着手時に着手直前に購入

していただくというような考えでおります。あと

２件なんですが、未相続が２件です。あと、納税

猶予が１件ございます。納税猶予のほうは平成31

年の夏で終了するということで、こちらは土地を

譲っていただけるということで、お話をいただい

ております。未相続の件なんですが２件ございま

して、１件は最近相続が発生したのでこれから相

続のほうをしていくものと思われますが、もう１

件につきましては、なかなか相続をしていただけ

ないというか、何かの事情があるのかわからない

のですが、相続がまだ、手続が完了していないと

いう、なかなかちょっと手ごわい１件になってし

まっております。用地の状況は以上でございます。 

  工事のほうは、31年度から今地盤改良工事をや

っておりますが、そこが地盤改良、沈下が落ちつ

いたところから拡幅の改良工事のほうに入ってい

きたいと考えております。 

  続きましては、地区生活道路整備事業、東姫宮

です。東姫宮１丁目の1487号線、こちらは委員会

資料１ページの箇所図の下のほうに、右側の下の

ほうにございます。延長60メートルで、31年度に

用地買収と、あと、今田んぼと水路のような状態

ですので、少し沈下を促せるために盛り土工事の

ほうを実施していきたいと思っています。 

  あと、地区生活道路整備事業です。委員会資料

１の百間四、五丁目です。これはもう、毎年行っ

ているところでして、来年度は、ここは100号線

で延長40メートルほどです、整備をする予定でお

ります。 

  地区生活道路につきましては、優先順位基準と

いうのを設けて行っておりまして、現在32の案件

があります。その中から交通の安全性とか密集地

の防災とか公益性、あと、地元の協力体制とか費

用対効果等を見きわめながら優先順位の高い順に

整備をしていく方針でおります。 

  続いて橋梁維持管理事業でございますが、31年

度は橋梁の長寿命化保守設計です。あと、実施設

計、あと長寿命化修繕計画の策定を行う予定でご

ざいます。業者の選定方法なんですが、これは31

年度のその発注時期になったら考えていきたいと、

基本的に入札ですが、最近入札が不調になったり、

30年度もちょっと１件不調になってしまったので

すが、そういう事実もございますので、ちょっと
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いろいろ、他市町の事例とかも研究しながら、業

者等も研究しながら発注していきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課、都市計画担当の室田と申します。 

  では、お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、一般耐震の関係でございます。30年度の

実績ですけれども、耐震診断が２件、10万円の補

助をしています。また、耐震工事の関係につきま

しては２件、100万円の補助をしております。こ

ちらのほうの31年度の予定でございますけれども、

予算上のことでございますけれども、耐震診断が

18件、それから上乗せ分が５件として、耐震診断

の補助としては100万円、耐震改修工事等の補助

金につきましては、改修増築工事に５件、建て替

え工事に６件、上乗せ分が３件、400万円という

ことでトータルで500万ということで予算化させ

ていただいております。 

  また、産業観光課の商工のほうで担当していま

すリフォームとの違いなんですけれども、あくま

でこちら耐震工事というものですから、昭和56年

以前に建てられた建物を診断して、地震に対して

弱い建物の場合については耐震の改修の補助金を

出すという事業でございます。また、商工のほう

につきましては、町の業者さんを使ったリフォー

ムということなものですから、別々の申請になり

ますけれども、リフォームの申請をするのと、そ

れから耐震管の診断及び改修の工事と同時に出し

ていただくことも可能だと思います。 

  続きまして、東武動物公園の西口の関係の中央

通り線でございますけれども、現場視察のときに

お話をさせていただきましたけれども、道路部分

の中で１筆用地買収できていないところがありま

して、そちらが83.96平米です。こちらは都内で

はなくてさいたま市のほうに在住している方です。

また、交差点改良、県道との交差点の部分のとこ

ろについても１件買収したいと思って考えている

ところなんですが、こちらについては面積的には

全面買収になりますので156.99平米という形にな

ります。 

  続きまして、空き家の関係でございます。平成

25年度の総務省のデータによりますところにより

ますと、賃貸用または売却用の住宅及び二次的な

住宅を除いた空き家としては、宮代町内310件と

言われています。町内の住宅総数の約２％、県内

では50位、下から数えて少ないほうから５番目と

いう形になります。 

  町の関与ということでございますけれども、空

き家につきましては今回、31年度から事業化させ

ていただきましたけれども、30年度に埼玉県と市

町村とともに空き家の協議会というのをつくって

いまして、その中で専門部会を立ち上げていまし

て、その中で宮代の職員も参加していまして、空

き家を増やさないためにはどうしたらいいかとい

うことで研究をした中で、相続されない空き家が

多くて、そちらの相続されていないと誰にお話を

していいかわからないということで、空き家の相

続対策をするプレ講座として相続おしかけ講座と

いうのを宮代町内でも去年５回やりまして、主に

高齢者サロンに行きまして、県の埼玉司法書士会

の方と、それから埼玉県行政書士会の方を応援に

来ていただいて、そちらの方が講師になって相続

の大切さを講演しまして、そちら、アンケートを

とりまして主催者型の、そちらの高齢者サロンの

代表者の方と、それから参加者の方にアンケート

をとりまして、非常に好評だったものですから、

31年度からは町も予算をとりまして開催していこ



－２０８－ 

うということで、プレ講座ではなくて今度はおし

かけ講座として高齢者サロン等にさらにお邪魔を

して、お話をしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

  最後になりますけれども、公園の関係でござい

ますけれども、修繕費の場所はということなんで

すけれども、修繕費の場所については特定してい

ません。公園の中で一番修繕が多いというのはど

んなことがあるのかという中については、水飲み

場というのがありますけれども、水飲み場で水が

出なかったり、とまらなくなっちゃったりだとか、

それから水の関係の吸い込みが悪くなって、あふ

れちゃっているだとかということで、水飲み場改

修が一番多いです。その次に多いのが、公園灯の

玉切れです。こういった修繕の関係で予算をとっ

ておきまして、そういった苦情があったときにつ

いてすぐ対応しているという形でございます。 

  次に、草刈りの関係でございますけれども、こ

ちらのほうで上がっている草刈りの費用につきま

しては、主にシルバー人材センターに出している

お金になります。自治会さんに払っているのは、

171ページになりますけれども、報償費で公園管

理者報奨金というのがありますけれども、これが

自治会に主にお支払いしている金額になると思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、１点目が予算書168ページの排水路維持

管理事業における適正管理についてのご質問でご

ざいますけれども、こちらは都市排水路の維持管

理上最低減必要なことを行うものでございまして、

具体的には草刈りです。姥ケ谷落、あとは笠原、

東姫宮、川端、道佛、こちらにおける草刈りを行

う。あとは、こちら消毒なんですけれども、姥ケ

谷落、あとは字百間の桜の木の消毒、あとはこち

らはスクリーンにたまったごみ等をこちら東粂原

や字百間５丁目でごみをとるとか、あとはこちら

は排水路のしゅんせつ工事で笠原地区等における

しゅんせつ工事を行うものでございます。 

  次に、予算書170ページの湛水防除対策事業に

ついてでございますけれども、こちらは具体的に

は笠原排水機場の電気代１年分でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  １点１点やっていきたいと思います。 

  道路維持費、道路維持管理事業なんですけれど

も、宮代台においてかさ上げだということなんで

すけれども、これはどのくらい上げるものなんで

しょうかね。それと、その周りの周辺ではここだ

けの問題なんでしょうか。将来的にどこをまた計

画的にやっていくのか、その辺のところを教えて

いただければありがたいなと思っております。こ

こだけで終わってしまうと、全体のあれがまた変

わってくるのではないかなという感じがするので、

余り問題がある、住民からも言われていると思い

ます。問題があるところは計画的にやっていくの

かどうか、その辺のところもお願いします。 

  それと、道路建設改良費でございます。今後用

地買収に当たり、宮代町、これを１件だけがまだ、

なかなか買収ができないということで、先ほど申

していたんですけれども、これを用地買収に当た

りこの間の委員会での視察のときなんかも言って

いたんですけれども、これは冗談で言ったんだと

思いますけれども、強制的にということで話なん

かは出ていたような感じがしたんです。その辺の

ところで、町として今後どのように買収計画を、
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手ごわいとは言っていましたけれども、やってい

くのかどうか。その辺のところもお願いしたいと

思います。それだけで済むのかの問題なのか、本

当に強制的にやってしまうのかどうか。 

  それと、地区生活道路です。この優先順位でや

っていくんだということで言っていました、この

優先順位では費用対効果の問題だとか、公の利用

度だとかそういうのを考えてやっているのだと思

うんですけれども、32件の案件があるということ

で、これは毎年やっていたら32年間かかってしま

いますよね。毎年１個だと。やはり、その費用対

効果とか頻度とかそういうのではなくて、やはり

地元住民がどう考えているのか、それをやはり、

バランスよく考えていく必要があるのではないの

かなという感じがするんですけれども、残りの32

件の計画というのがあるのかないのか、いつごろ

までにやるのかどうか。やらないのならこれは、

案件ということではなくてやりませんよね。案件

ということはやるということが前提で持っている

んだと思うんですけれども、その辺のところはど

ういうふうな計画を持っているのかお願いしま

す。 

  橋梁維持管理事業なんですけれども、30年度に

不調に終わったところがあるということなんです

けれども、これを考えてまた新たに入札をするの

か、また同じようだったらまた不調に終わると思

いますよね。何で不調に終わったのか。お値段の

問題なのか、それともほかの、別な問題があった

のかどうか、多分不調に終わったのは値段のほう

だと思いますけれども、なぜ、その辺のところが

不調に終わってしまったのか、宮代町と業者との

考えが違うのだと思いますけれども、ちゃんと精

査してやったのかどうか、その辺のところもちょ

っとわからないんです。何で業者がそういう、赤

字ではやりませんよ、業者は絶対に。ぜひ、その

辺のところも町としてはどういうふうに考えてい

るのかお願いします。 

  排水道路の維持管理はわかりました。新設工事

だとか草刈りだとか。ただ、これはわかったんで

すけれども、町内各所での草刈り、樹木の消毒だ

とか、そういうものは町民の要求でやってきたの

か、それとも町で管理をしていてここはやらなく

てはいけないということで計画的にやっているの

か、町民の要望があるのだったら、町民の要望で

何件やってきたのか、今まで。町民の要望は何件

あったのかお願いします。 

  あと、湛水、これは毎年出ていますよね。湛水

だとか、170ページの湛水防除対策事業というこ

とで、局地的に低いところの水害対策ということ

でやっているんですけれども、なかなか直らない

というのが今の宮代町の現状ではないかなと思っ

ております。日工大の後ろの洪水なんかは毎年の

ように起きている。その辺のところの根本的な対

策というのはどのように考えているのか。これは

幾ら数字上で並べても、これは解決しません。や

はり、あるということを事実として本気になって

やらないと、これは解決にならないのではないか

なと思っております。その計画を町は本当に持っ

ているのかどうか、ちょっと怪しく、毎年のよう

に出ていますから、怪しいなという感じがします

ので、もう一度これ、どういうふうに考えている

のか詳しくお願いします。 

  一般住宅のことについてはわかりました。両方

に使えるということで、了解をいたしました。 

  先ほどと間違えました。東武中央通りのほうが

１件です。これも先ほどのやったやつと同じ考え

だと思いますけれども、強制的にやるのではなく

て、やはり誠意を持って町として粘り強く話し合

いを持っていく必要があるのではないかなと私は

思っております。その辺のところも町のほうとし
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ても強制的に、法律があるからそれはできること

はできます。しかし、町民との亀裂が出てきてし

まう。その辺のところも考えていったほうがいい

のではないかなと思っております。 

  最後になりますけれども、公園等の管理委託な

んですけれども、これはシルバー人材センターに

公園の委託を出しているんだということなんです

けれども、自治会のほうでは171ページのほうで

やっているということで了解をいたしました。ぜ

ひ、公園なんかは子供さんたちもよく遊ぶので、

安全な管理をお願いしたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、先ほどの排水

のところはオーケーということで、その後の草刈

りのというのは、これはどこの質問になりますか。 

  先ほどの排水のところはオーケーだけれども、

町民の要求の望みか、町からのという、草刈りと

いうのはそれは排水ではなく、違う……。 

  では、答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田です。お答えいたします。 

  まず、１点目の宮代台の舗装修繕のかさ上げな

のですが、どのくらいというのは31年度、現地に

入って、水が出る箇所というのは目視で確認して

おりますので、そこから深いところをずっと引っ

張って、レベルをとって測量してやっていくと思

うんですけれども、深さ、どのくらい高くという

のは場所場所によって違いますので、ちょっと測

量してみないとお答えすることはできません。 

  周りの状況なんですが、宮代台の冠水対策とい

うのはもう数年前からやっておりまして、宮代３

丁目地内を主にやっておりました。かさ上げして、

舗装もよくして、側溝もロングユーにかえてとい

う工事をずっと長く続けてきておりました。この

路線だけがちょっと取り残されたわけではないの

ですけれども、一応一番外側の外周道路というこ

とで、生活にはそんなに影響ないということで、

その当時の計画からは漏れていたのですが、最近

の大雨でたびたび冠水するものですから、31年度

にかさ上げ修繕を行うことにいたしました。 

  あと、宮代台ではあと１カ所、宮代２丁目あた

りで１カ所冠水する箇所がございますので、そち

らのほうもこちらが終わりましたら予算計上のほ

うをさせていただきたいなという考えでおります。 

  続きまして、道路新設改良費の町道12号線の用

地の状況の用地です、１件手ごわいのがあると先

ほど答弁いたしましたが、こちらは相続がされて

いないです。相続がされていなくて、どうしても

協力いただけない箇所というのは、最終的にはこ

の都市計画道路法にのっとってやっている整備す

る道路でございますので、行政代執行というのも

考えられます。最近、県の指導のほうで整備対効

果を早急に出すためにも、長々とずっとそういう

問題を放置しないで、そういう法的手続に入りな

さいよという考えにもなってきておりますので、

そういう手続がとれるところでしたら、そういう

方向で町としてもいかなくてはならないのかなと

思うのですが、相続していないとそういう法の手

続もとれないんです。誰と契約したらいいかとい

うのが決まらないんです。ですので、町としては

粘り強く相続をするように協力していただくよう

に、これからも交渉していく形になると思います。 

  続きまして、地区生活道路の優先順位というこ

となんですけれども、今地区の要望で上がってき

たのが32件たまっております。現在２件です、１

件、２件です。来年２件やるのですが、これは単

純に32件だから32年、１年に１件で32年ではなく

て、整備するにはまず、測量入って、設計入って、

その間用地交渉も行います。それで、整備のほう
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も単年度でできるものではありませんので、これ

を計画を立てるとなると、この32件、絵に描いた

餅になってしまいますので、確実に整備が、今回

２件上げていますけれども、それが終わりました

ら次に入る段階で、もう一度その優先順位を精査

しまして、地元とも調整して、本当に入れるのか

どうかというのも、やはり地元の協力がなくては

だめですので、そういうのを見きわめていきたい

と考えております。 

  あと、橋です、橋梁ですが30年度の不調１件、

工事ですが、不調になりました。橋の工事という

のは、工種が本当に細かいです。一つの橋を維持

するために、その傷んだところを修復していくわ

けなのですが、例えば塗装、メインになるのが塗

装工事になると思うんです。あとは、橋の断面と

いうか、断面に穴があいているところは断面修復

ということで、穴を埋めていく工事をします。あ

とは、橋と橋台というかコンクリートの基礎が乗

っかっている部分にふぐあいが生じるときはそこ

の補修をするとか、工種がたくさんあるんです。

たくさんある割にはお金がそんなにかからないと

いうのか、一つ一つの工種が安いんです。 

  また、その工事の発注時期というのも、河川で

すので河川の水が抜けてからになりますから、９

月以降です。そういう発注時期にもなります。そ

うしますと、ほかの工事がどんどん下半期になり

ますので、工事発注が増えてきますので、なかな

か業者さんのほうは橋梁補修に手を出していただ

けないという、ちょっと聞いた話ですけれども、

そういう忙しくて手を出せないという話も聞いて

おります。これは宮代だけではなくて、ほかの自

治体もそうだと思うんですけれども、ですから、

その時期に捉われずに行う工事、例えば橋面舗装

といって舗装だけです、そういうのは河川に影響

がないので６月でも７月でも発注とかはできるん

ですけれども、どうしても仮設を組む工事とかは、

塗装工事なんて仮設、足場とかを組みますので、

川に転落してしまう危険性もありますので、９月

以降にしなさいよという県のほうの指導がありま

すので、どうしてもそんな感じで工事は集中して

しまうと、こういうやりにくい工事にはなかなか

手を出していただけないという現実でございま

す。 

  とはいって、やらないとどんどん老朽化してし

まいますので、31年度につきましては、橋を１つ

を２つというか、一緒に発注すればどうだという

ものでもないのですけれども、いろいろ、ほかの

自治体の事例とかも聞きながら、研究しながら発

注のほうはしてみたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます、 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課の室田です。 

  西口の中央通り線の関係の用地の取得について

ご質問がありましたので、お答えさせていただき

ます。 

  用地の取得のほうにつきましては、主に２種類

あるというふうに考えられておりまして、１つに

は任意取得でございまして、民法上での契約取得

であるために町と土地所有者の合意によって土地

の取得の方法のほかに、収用による取得がありま

す。そちらのほうにつきましては、町と土地の所

有者の方と幾ら話し合っても合意が成立しない場

合です、そちらの場合につきましては収用委員会

の採決、こちらの場合埼玉県ですけれども、そち

らのほうの裁決によって、法的手続を経て土地を

取得する方法もございます。 

  用地の取得につきましては時間はかかりますけ

れども、粘り強く任意での土地取得を目指してま
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いりますが、都市計決定を受けた事業は町の重要

な事業であり、事業が完成しない場合の住民の皆

様や他の協力者の不利益等を勘案して、収用に対

する決断も場合によってはしなければいけないと

ころも出てくるかなというふうに考えているとこ

ろです。あくまで基本は任意取得でございますの

で、今後も粘り強く交渉を続けていきたいという

ふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書168ページの排水路維持管理事業での草

刈りについてのご質問でございますけれども、住

民からの要望というのは平成30年度で５件ほど来

ております。基本的に要望をいただいたものにつ

いては予算の中で草刈りを実施させていただいて

おりまして、来年度予算にもその辺の要望を踏ま

えて、予算計上のほうをさせていただいていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初に用地買収のことなんですけれども、両方

とも事前に地権者とよく話し合ってということ、

その反面また、公共事業ですから都市計画の中で

は強制買収もあり得るということでの回答なんで

すけれども、ぜひ、宮代町はぜひ、強制的なあれ

ではなくてよく話し合うことを前提にお願いした

いと思っております。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） まちづくり

建設課長の横溝です。 

  湛水、水のほうなんですけれども、その計画は

どうなっていますかというお話をいただきました。

これは、主に学園台というよりも笠原地区の湛水

が一番多いということがありましたので、既にご

案内のとおり平成28年度に浸水地域の解消検討基

本設計業務委託を出させていただいて、検討をし

ていますと言いましょうか、課題の整理をさせて

いただいたところです。 

  それの結果によりますと、対策の案ということ

で、一番いいのが道路を上げるのが一番いいのか

なというようなことになっておりますが、道路、

町道を上げただけで、町道を上げれば冠水はしな

いのですが、各宅地のほうに影響が当たってしま

う、要するに流れる水が宅地のほうに入ってしま

うということもありますので、できることから始

めようということで、排水路のしゅんせつ工事、

あるいは30年度に行いました笠原の交差点のとこ

ろの道路を若干上げてみました。それとあわせま

して排水機場のほうが、これはポンプのほうが老

朽化によりまして、補正予算をいただきながら直

しているというところです。実際には、先ほどの

概算で申し上げますといろいろな事業を行います

と、18億1,400万円ほどかかるということもあり

ますので、ただ、これが国庫対象事業であれば、

今後検討する余地もあるのかなというふうに考え

ておりますが、できるだけそのできることからや

っている状況でございます。ですので、今後何年

に何をやるという計画までは立っていないという

のが今の現状でございます。 

  この湛水に当たりましては、笠原地区の自治会

さんのほうとお話をさせていただいたと言いまし

ょうか、ご要望いただいたところがありますので、

試験的にと言いましょうか、台風時あるいは大雨

が降ったときに民地のほうに水が入らないように、

交差点のところにガードをするようなものを購入



－２１３－ 

しましたので、それでちょっと検証をしてみよう

というお話になっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  順次質問をさせていただきたいと思います。若

干前段者と重複する面があろうかと思いますけれ

ども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

164ページ、事業名は橋梁維持管理事業というこ

とで載っておるのですけれども、前段者からも若

干質問がありました。説明の中では１件不調に終

わったというような説明をいただきました。そこ

でちょっとお聞かせ願いたいと思うのですけれど

も、現在宮代町町内に橋は何カ所あるのか。例え

ば、古い橋は何年ごろ建築した橋があるのか、一

つ参考までにお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、橋の点検の何か基準、先ほどの説明

の中では細かく塗装だとか、それから断面の穴

等々をチェックするというような説明がありまし

たけれども、橋の点検、基準はどういうものがあ

るのかひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  続きまして、予算書の166ページ(2)の都市計画

総務事業でございますけれども、この中で委託料

800万強の予算が計上されておるんですけれども、

もう少しこの中身を具体的にお聞かせいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

  それから、166ページ、一般住宅耐震対策事業

ということで載っておるんですけれども、前段者

からも若干質問があったと思いますけれども、私

たちの予算、77ページになりますか、この中で特

に耐震のシェルターについて載っておるんですけ

れども、シェルターの具体的な中身、以前にもち

ょっと聞いたことがあろうかと思うんですけれど

も、シェルターの中身についてどういうものなの

か、ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、予算書の168ページ、やはり私たち

の予算書の78ページにも載っておるんですけれど

も、この中で講演会を実施するというような説明

があるんですけれども、例えばこの講演会の対象

者はどういう対象者をして講演会をやるのか、ひ

とつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、予算書の168ページなんですけれど

も、排水路維持管理事業ということで載っておる

んですけれども、この中で委託料、道佛の調整池

の関係だと思いますけれども、道佛の区画整理の

東側にある調整池だと思うんですけれども、あの

調整池は私が聞いているところによると２ヘクタ

ールというような調整池ということで聞いておる

んですけれども、正確な調整池の面積をひとつお

聞かせ願いたいと思います。 

  それから、予算書の170ページ、私たちの予算

書の78ページに載っておるんですけれども、委託

料の関係なんですけれども、この中で私たちの予

算書の中で、公園の維持管理等ということで載っ

ておるんですけれども、遊具の不具合の早期発見

をするというような説明があるんですけれども、

具体的にどのようなものが早期発見という形で処

理をしているのか、ひとつお聞かせ願いたいと思

います。 

  それから、公園管理委託ということで、その下

になるんですけれども、はらっパークの関係だと

思いますけれども、民間のノウハウを生かして施

設の運営を図っているということなんですけれど

も、具体的に民間のノウハウというのはどういう

中身なのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長
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の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、１点目の橋梁の関係でございますが、現

在の町の抱える橋の数ということですが、101橋

ございます。うち町道認定されているのが99橋で

す。ということになります。一番古い橋は、橋梁

を一応調査しているのは２メートル以上からの橋

梁を対象にしているんですけれども、不明なのが

多いんです。小さい橋というのはもう、架設時期

が不明がほとんどで、ちょっとお答えするのは15

メートル以上の橋にさせていただきたいと思うの

ですが、主要な橋の中では一番古いのが河原橋で

す。1957年に架設されております。こちらの河原

橋には平成27年に補修工事は完了しております。 

  あと、点検の基準なのですが、基準はもちろん

ございまして、コンクリート橋とあと鋼製ででき

ている橋と、橋というのは２つ、２種類主な構造

としてはあるのですが、まず、橋の各部材、橋と

いうのは部材、たくさんあります。支承とか伸縮

装置とか地覆だの高欄だのちょっと専門用語で難

しくなっちゃう、そういう部材部材がたくさんあ

りまして、その部材ごとに目視なりたたいたりと

か、あと、橋の下にくぐれませんので、これは業

者のほうに委託して点検しているのですけれども、

橋の上から特殊な機械で、橋の下に潜り込んで、

目視で点検して、あとは橋をたたいたりしており

ます。その程度が、橋の程度というのは４区分に

分かれまして、一番程度のよいのが健全です、こ

れは別に機能に支障が生じない状態を健全、次が

予防保全段階、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましいよという段階です。次が、早期措

置段階、次が緊急措置段階となっています。宮代

の橋は全て予防保全段階以上です。となっており

まして、この予防保全段階、点検診断の結果、予

防保全となったところから計画を立てて修繕工事

を行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） では、

ご質問に答えさせていただきます。 

  まず、都市計画総務費の委託料でございます。

都市計画マスタープランでございます。現行の都

市計画マスタープランにつきましては、都市計画

法第18条の２の規定に基づきまして、町の都市計

画に関する基本方針を定めたものであり、平成32

年度をめどとして平成13年３月に策定しています。

平成31年度に予算計上させていただきました都市

計画マスタープランの改定業務委託につきまして

は、33年度から始まる都市計画マスタープランを

31年度、32年度の２カ年で都市計画マスタープラ

ンを作成するものでございます。 

  なお、町のマスタープランである第５次総合計

画につきましても、平成33年度からスタートをさ

せるため、総合計画と整合を図りながら策定して

まいりたいというふうに考えています。また、策

定につきまして委託の関係でございますけれども、

お金で決めるのではなくてプランで決めるという

ことで、先日プロポーザルをやりまして、６社を

指名いたしまして、２社辞退でございましたので、

４社の方に提案をいただきまして、その提案の中

から今、優先交渉者を選んで今交渉しているとこ

ろでございます。 

  続きまして、シェルター、一般耐震の関係のシ

ェルターでございますけれども、一般的な耐震改

修は、建物１棟丸々地震に対して強くするという

ことなものですから、どうしてもお金がかかると。

それに対してシェルターでございますけれども、

１部屋の一部分、またはベットの部分に鉄骨等で

枠組みをつけて、建物は壊れてしまうけれども、

中にいる人は守れるということでやる部分のシェ
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ルターの関係の補助をしております。そうすれば

命だけは守れるということで、シェルターにつき

ましては平成25年度から事業を実施しております

けれども、残念ながらまだ１件も申請がないとい

う状況になっております。 

  続きまして、空き家対策事業における講演会の

対象者はということなんですけれども、やはり相

続が間近と言ったら失礼なんですけれども、どう

しても高齢者の方が多いということで、30年度に

やったのが高齢者サロンのところに行きまして、

そちらの方々に相続の大事さをお伝えして、なる

べく相続されない土地がないような形にしていた

だく準備をしていただくと。エンディングノート

や何かも含めて相続の仕方をお教えさせていただ

くような講演会を開催していると。31年度につき

ましては、みやしろ大学という大学がありますけ

れども、そちらの中でもプログラムの中に入れて、

相続の重要さを講演していただく予定でおります。 

  次に、公園の関係でございますけれども、遊具

の関係の点検でございますけれども、これは２年

に１回やっていまして、そちらのほうにつきまし

ては資格を持つ業者にやっていただきまして、点

検をしていただいて、危険というふうに思われた

ものがあった場合については、すぐ職員が行って、

そこの場所で使用禁止にする等の対策をとり、必

要によっては遊具の撤去等をしております。 

  また、日常的に定期的にやっているわけではな

いですけれども、現場に出かけたときに公園等に

寄って遊具の状態を確認したりだとかということ

を職員がやったりもしております。 

  次に、公園の関係の民間委託の関係ですけれど

も、はらっパークでございますけれども、やはり

今、日本環境マネジメントというところにお願い

しまして、もうこちらのほうの業者さん、24年か

らずっとやっていただいていますので、ノウハウ

が大分できておりまして、自主的なイベントとい

うのをやっていただきまして、例えばグラウンド

ゴルフ大会というのをやっていただいたりだとか、

あとは小さなお子さんのストライダーという関係

がありまして、ストライダーエンジョイパークと

いう大会をやったりして、こちらのほうにつきま

しては、全国にオフィシャルパークとして公認と

されているのは全国22カ所しかない中の１カ所が

はらっパークになっているという形で、星野リゾ

ートだとか軽井沢プリンスホテルだとかそういう

ところでやっていますけれども、そういうような

子供さんの大会もやっていただいています。また、

マラソン大会ですとか、それからペットボトルの

ロケットだとか、紙飛行機の大会だとか、その民

間でないとできないようなこともやっていただい

て、集客を伸ばしているということをやっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書の168ページの排水路維持管理事業につ

いてのご質問でございます。道佛の調整池の面積

ですけれども、こちらは１万7,441.9平米でござ

います。２ヘクタールちょっとを切るような面積

となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か再質問させていただきたいと思います。 

  １つは橋の関係です。予算書の164ページの橋

梁の関係なんですけれども、今答弁をいただきま

してわかりました。一番古いのが43年たっている

ということなので、随分古くなっているのかなと、
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耐震のほうは大丈夫なのかどうかということも含

めてひとつお聞かせ願いたいのですけれども、そ

れから、宮代町は101橋あるという答弁をいただ

きました。その中で不明の橋が、小さい橋が大分

あるというふうな話をいただきました。不明な橋

というのは、ちょっと私は理解できないのですけ

れども、この不明の橋はどこが管理しているのか、

ひとつお聞かせ願いたいなというふうに思います。

随分あるような答弁をいただきましたので、その

点をひとつお聞かせ願いたいと思います。それが

第１点。 

  それから、予算書の166ページ、都市計画総務

事業ということで、都市計画マスタープランの改

定に伴って約800万強の予算がここに計上されて

いるんですけれども、説明の中で６社を何か指名

するような、指名というのか準備をしているよう

な話なんですけれども、この６社というのは町外、

町内を何社なのか、全部町外なのか、全部町内な

のか、その点をひとつお聞かせいただきたいと思

います。 

  それから、予算書の168ページ、空き家対策な

んですけれども、説明で理解できますけれども、

例えば対象者、いろいろこれ、いるのでしょうけ

れども、具体的に何名ぐらいなのかひとつお聞か

せをいただきたいと思います。 

  それから、予算書の168ページ、排水路の維持

管理事業ということで道佛の調整池の関係で、詳

しい面積がわかりました。ここを例えば清掃をや

っているということなんですけれども、具体的に

清掃と調整池の整備、清掃、年何回やっているの

かひとつお聞かせ願いたい。あそこを見ますと随

分、調整池の中に草が、雑草と申しますか草が大

分入っていて、あれがいいのか悪いかわかりませ

んけれども、年に何回あそこを清掃しているのか

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  また、業者はどういう業者があそこをやってい

るのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、遊具の関係なんですけれども、予算

書の170ページ、私たちの予算書の78ページなん

ですけれども、宮代町の町内の遊具の関係で、今

まで問題があった遊具はあるのかどうか。例えば、

この遊具というのも年に何年かで基準が変わると

いうふうに聞いておりますけれども、そういう遊

具の何年たったらかえるとか、そういう何か基準

めいたものがあるのかどうか、参考までにひとつ

お聞かせ願いたいと思います。 

  とりあえずひとつよろしく。以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、橋梁維持管理事業の橋の耐震の関係なん

ですが、町には主要な橋、町でいう主要な橋と位

置づけているものが15メートル以上の橋というこ

とで19橋、その他２メートル以上から15メートル

未満というのが82橋ございます。この２メートル

以上というものは、農道にコンクリートの板がか

かっているのも橋扱いされてしまうんです。一応

町道認定されているところとか、水路にそういう

ものがかかっていると橋梁扱いされてしまいます。

そういうのはいつ架設した橋だかは、ちょっと把

握は、地元の人がやったのかもしれませんしわか

らないということで、そういうものも含めて今２

メートル以上15メートル未満の橋についても点検

をして、その修繕計画を立てていこうという町の

方針であります。 

  耐震といいますか、その橋梁の寿命というのが

コンクリート橋で50年とかよく、コンクリート構

造物は50年とかいろいろ言っているんですけれど

も、そもそもこの橋梁長寿命化修繕計画を立てた
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のは、対象橋梁の今後の50年間の維持管理費の比

較ということでかけかえをするより、少しずつ修

繕していって、何年でも長くもたせようという、

これは全国、国土交通省がそういう方針で行って

いるんですけれども、その橋梁長寿命化修繕計画

というものを立てて、立てないと国庫補助金とい

うのはもらえませんので、その計画を立てて今、

15メートル以上の橋梁については進めております。

構造的にも15メートル以上の橋は結構新しいとこ

ろもございますので、耐震的には問題ないのかな

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） では、

お答えさせていただきます。室田です。 

  まず、マスタープランの関係ですけれども、こ

ちらはコンサルタント業務になりますので、業務

委託として指名させていただいたのは全て町外６

社という形になります。 

  続きまして、空き家の関係の講演会対象者はと

いうお話だったのですが、30年度５回やったとき

につきましては、参加者は119人いまして、男性

48名、女性71名でうち70歳以上が89％というよう

な状況でございました。また、みやしろ大学で31

年度等やろうと思っていますので、みやしろ大学

は人気がありますので、そこの１カ所だけで180

人とか来ていただけるものかなと思っています。 

  また、遊具の関係の公園の関係の遊具のご質問

がありましたけれども、30年度に点検をしたとこ

ろ、よく子供さんが乗るスプリング遊具でウサギ

だとかパンダとかありますけれども、あの中で宮

代台の公園の中で、ウサギの遊具がやはり危険な

状態ということで、Ｄ判定というものをされたも

のですから、そちらをすぐ、使用停止にかけて、

その業者と相談した中で撤去という形にさせてい

ただいたりしています。 

  また、基準につきましては、結構前になります

けれども、箱ブランコですか、ああいうのが危な

いということがあったりもしましたけれども、宮

代町にそれはありませんので、そういったものが

国等の基準が変われば、それに基づいたプロの目

で見る業者の点検が必要だと思いますので、そう

いう形でしていきたいと考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書168ページ、排水路維持管理事業につい

てのご質問でございますが、道佛の区画整理地内

の調整池につきましては、今年度から下水の管理

になりました。それまでは、区画整理の組合のほ

うで定期的に除草等は行ってきたのですけれども、

今年度はうちの管理になりましたことから、清掃

業務を30年度予算のほうをさせていただきまして、

一応これは入札でやったんですけれども、安住環

境整美というさいたま市の会社のほうが請け負い

まして、約300万ぐらいのことで清掃、土砂の撤

去とか、あとはちょっと木も生えているような状

況でしたので、１回きれいにしまして、今後は様

子を見ながら、予算を立てさせていただきながら、

毎年草刈り等はやりますけれども、大規模な工事

についてはちょっと様子を見ながらやっていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  もう一回ちょっと再質問をさせていただきます

けれども、橋梁の関係なんですけれども、くどい
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ようなんですけれども、農道の橋まで入れている

というふうなことなので、そこまで管理をしてい

るというふうな答弁をいただきました。例えば、

橋の基準というものはあるのかどうか。農道の板

１枚渡しただけのものも橋なのか、町として橋と

いう位置づけはどういう基準があるのか、参考ま

でにひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、要望なんですけれども、もう一点要

望なんですけれども、道佛の調整池の関係、今度

は町が管理するということなので、できる限りあ

そこも美観のために、今まで何回か草ぼうぼうと

いうことがあったので、ぜひともひとつ管理を、

美観を含めてきれいにしてもらいたいなというこ

とを要望しておきます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  橋梁の件でございますが、橋の基準ということ

でございますが、町道、認定道路にかかっている

橋です、はそこは小さい水路であっても一応橋と

みなされてしまう。横断、かけ渡すときには橋と

みなされる。ボックスカルバートとかもそうです。

土被りの浅いやつは橋とみなされるというか、そ

の、あと延長によっても違うんですけれども、そ

ういう基準はボックスカルバートにはございます。

一応橋梁台帳に全てこれ、載っておりますので、

町が管理する台帳に、その台帳に載っております

ので、ちゃんと管理しなくてはいけないのかなと

思っております。あと、木の橋も、木でかけ渡す

やつも橋梁というふうにみなされています。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  小河原委員。 

  質問を受けてから休憩に入ります。長いですか。 

  では、小河原委員、休憩入れます。 

 

休憩 午前１１時１１分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  引き続きまちづくり建設課分の質疑を行います。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  何点か、考え方を私の質問は中心になると思い

ます。予算的な数字も若干関係しないわけでもな

いんですけれども、それ以上に考え方がほとんど

だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、相続税、大体この言葉が出ると拡幅、ま

たは道路の問題があるところはできませんと、こ

ういうことが出てきますよね。場合によっては相

続も20年、30年やらない人もいます。そうしたら

もう、道路の拡幅とか、ちょっと当然邪魔してい

るところを直してもらうということは、もうでき

ないということですね。20年も30年も。例えば、

252のあそこだってもう十何年相続の関係ででき

ませんという答えをいただいていますよね。あれ

を、相続ずっとしなかったら、ずっとあのままと

いうことだね。代執行しろとか、そういうのでは

なくて、法的にそうだったら法的にそうだと説明

しても、私たちはそれは納得できないんです。そ

れを打開するのが政治ではないですか。相続がま

だ終わりませんので、だめです。これで終わり。

20年も30年も相続がなかったら、もう本当に補修

とか開発なんかはできませんということだよね。

それではならないと思います。あと、12号線も同

じだよね。一部残っているのは相続だと。これ、

ずっと農家の土地というとまた、問題になるから
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言わないけれども、ある今までの宮代町の流れを

見ると、大体相続何十年もやらないうちはあるん

です。それでひっかかっていたら永久にできない

ということだね。永久という言葉は悪いんですけ

れども。それが１点。 

  道路補修の問題、164ページ、予算上ではなっ

ていますけれども、確かにいろいろ補修をしてい

ただいているのはわかりますけれども、補修の考

え方、ひどいなというところ、ありますよね。何

で直さないんだと。区長さんに言われないからど

うのこうの、そういう言葉がよく出てくるんです

けれども、そういうものではないと思います。結

構ありますよね、割れているところが。あれはそ

のままほっぽっておくとどんどん悪くなりますよ

ね。宮代町はこれは、おかげさまというと人口が

増えてくる、家が新しく建ってくると大体水道工

事だとか下水道工事をやると、削りますよね。そ

の後の直しだって、本当に満足な直し方はしてい

ない場合もあります。絶対していないと言うとま

た、業者に怒られるから言葉上選びますけれども、

それがだんだんまた道路を悪くしています。それ

ばかりではなく、地盤の悪いところ、また、車が

通るところはほとんど悪くなってくる。割れてい

る。道路の真ん中が割れているとかあちこちあり

ますよね。そういうところは直さないんです。金

がないということは言わないらしいから、今度は

どんどんそういうところを直さないと、車が飛ば

すと音がするんです、どかんって。たまげますよ

ね。そういう補修の仕方、ひとつどういう考えな

のか。 

  もう一点は橋の、橋梁の問題なんですけれども、

宮代町はどういうわけだか道路より橋の通路部分

が狭いんです。どういうわけだかね。道路のほう

が広いの。橋のほうが狭いの。どういう考えなん

ですか。本来は最低でも道路と同じ広さでしょ、

橋というのは。それも通路が同じでないと意味が

ないですよね。どういうわけだか狭いんです、宮

代町の橋は。新しくつくったところも見てみなさ

いよ、狭いんだから。本当にみんな、あれ、また

狭いやと騒ぎますよ、みんな。それが３点目。 

  次に藻刈り、前もさんざん口うるさく言ってい

ましたけれども、今藻刈りをやると、農家の人が

みんな、ほかの人に任せるわけ、農業やらないわ

け。そういう人たちは藻刈りに出ないそうだよね。

だから、藻刈りをやる人がどんどん少なくなって

いる。大変らしいです。それも高齢化してどうに

もならなくなっている。これも早く対策を打たな

いとならないと思います。また怒られるかもしれ

ませんけれども、新しい村、大分借りていますよ

ね。でも、相当数の面積を借りても藻刈りには１

人か２人しか出ないんです。ですから、人間も減

ってくる。これも早く何とか今から対策しないと、

農家の人は本当に困ってしまうと思います。 

  もう一つ、次。笠原の問題の、あそこは先ほど

説明がありましたけれども、さんざん私も何回か

笠原を何とかしてやるべきだと、ここで早く何と

かしてやらないと、いつ大雨が降るかわかりませ

んよね。確かに区長さんと話し合って、大雨降っ

たときに駅のほうから流れてくる水を何とかとめ

るとか何とかそういう対策もやるようですけれど

も、先ほども説明していたようですけれども、根

本的に直さないと、大雨降ったときには笠原の人

は安心していられないですよね。これも早くやっ

て、予定どおりやってやるべきだと思うのですけ

れども、これもまた、工程表では何年ぐらいであ

れがちゃんとした地域になるのかどうか、教えて

もらいたいと思います。 

  もう一点は、先ほど唐沢委員が質問した道佛の

調整池、本当にきれいになりましたよね。あそこ

を何かほかで使えないかどうか。例えば、学園台
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の貯水池は、子供が野球をやったり何かやったり

遊んでいますよね。あれだけ広いのだったら何か

こう、活用できる方法はないのかなと。法的に、

予算上、また補助の問題でできないのかどうかと

なるかもしれませんけれども、あれだけ広い土地、

もったいないよね。水があるときに使えるように

しろとは言いません。ほとんど今、ないでしょ。

そういうときに子供が入ったり、中学生なんかが

入って使えたらいいなとは思います。公園がある

と言うけれど、公園にはほとんど小さい子供さん

が遊んでいるから、いろんな遊戯とかそういうの

はできないです。あそこを何か使えるようにでき

ないのでしょうか。また法的とか補助金の問題だ

とか必ず言うとは思うけれども、それを解決して

いくのが政治だと思うんです、私。それはできな

いものか。 

  とりあえず以上、お願いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） まちづくり

建設課長の横溝です。 

  まず、相続の話なんですけれども、正直なかな

か難しいです、結論から申し上げますと。という

のは、やはり私有地を町有地にするというふうな

売買契約が必要になってきますので、やはりその

土地の所有者との町との売買契約ですので、所有

者がはっきりしていないと契約はできないという

ことは、町の土地を確保することができないとい

うことになります。 

  ただ、今回12号線もそうなんですが、地主さん

が町内にいるものですから、今後も引き続き相談

させていただきながら、協議させていただきなが

ら進めていくと。過去にも相続の関係でなかなか

相続されていない土地なんかもあったのですが、

町のほうのお願いで相続の手続をしていただいた

というところもあります。最近では市街化区域の

中にも、その土地がまだ未相続のままで残ってい

るということもありまして、町のほうも相談させ

ていただいて、相続していただいて、代表の方、

が相続を受ける方が決まったということもありま

すので、引き続きその相談をさせていただいて、

進めていこうかなと思います。 

  というのも、相続されていないところに、町の、

例えば道路をつくるわけにはいかないので、その

辺だけ確定をしていただいた後にその辺の手続を

しながらやっていく形になると思います。また、

相続されていないところというのは道路が今後、

12号線を進めるに当たりましてそこのところだけ

が抜けた状態になるということもありますので、

その辺も相談をさせていただきながらということ

で進めさせていただきたいと思います。 

  次に、道路補修の考え方なのですが、確かに担

当職員のほうも日々、道路パトロールということ

で外に出て、町内を出て巡回しています。巡回し

て気がついたところにつきましては、点々修繕、

局所的な修繕等を行っております。区長さんから

要望がされるという点も多々ありますけれども、

そういうことで個々の修繕はそのような形で進め

ているというふうに思います。 

  また、修繕、道路の関係なのですが、今まで道

路修繕ということで、今回宮東のほうの新年度の

予算のほうにも上げさせていただいたのですが、

国庫補助金が対象になるということで、広い道路

については行ってきました。今度、ほとんどその

広い道路、要するに国庫補助対象になる事業の道

路が少なくなってきております。ということにな

りますと、やはり今ある地区生活道路の中の舗装

のほうも入っていかなくてはいけないのかなと。

その辺の優先順位とするとなれば、例えば通学路

にしてあるところを優先的に行うということで、
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順位づけをしながら整備をしていくような形が必

要であると思います。 

  ただ、今地区生活道路、どこからやりましょう

というふうな順位づけはつけておりませんが、今

度修繕が必要な、例えば現場を見て、クラックが

入っているが何センチ、何メートル以上あると。

あと、舗装の断面が、舗装の断面なり側溝のふた

の状況なりが悪いところについては、そういうと

ころを優先的にやっていくような、これは補助対

象にならないので、単独費になると思いますが、

そういうことで予算のほうを確保しながら進めさ

せていただきたいなというふうに思います。 

  次に、道路より橋の幅が狭いというところもご

指摘、私も何でかなというのが正直ありますけれ

ども、例えば道路と、これは弁解になるかもしれ

ませんが、道路と橋の幅は同じかもしれませんが、

例えば橋には転落防止のための高欄みたいなのを

つけますよね。その分が狭くなっていると。ある

いは、道路のほうについては歩道をつけなくては

いけないということもありますので、そういう関

係で道路と橋の幅は同じなんだけれども、道路施

設として使う面積と言いましょうか、幅が橋のと

ころが狭くなっているのかなというところもあり

ます。 

  ただ、道路が広くなっていて橋が狭いというこ

とになると、やはり車とのすりかえというのはち

ょっと危険だなというところも実際には感じてい

るところですが、なぜ狭くなっているのかという

ことになりますと、今申し上げたような関係で狭

くなっているのかなというふうに考えております。 

  それと、藻刈りの関係なんですが、ご指摘のと

おり高齢者になっておりまして、これまでは農家

の方が皆さん協力的に自分の田んぼ、あるいは用

水を円滑に管理するために藻刈り等を年に２回ぐ

らいやられるんですかね、やられておりました。

お話を聞きますと、やはり年をとってきて、藻刈

りをするのも大変、草刈り機を使って草を取るの

は大変というお話は聞いております。これを根本

的に解決する方法というのが、道路担当といたし

ますと路肩の部分で通行に支障がある、あるいは

何かの支障が発生しているというところについて

は、今後できると思いますが、ただ、田んぼの中

の藻刈り、あるいは水路、人が余り通らない水路

等の藻刈りというのはなかなか厳しいのかなとい

うふうに考えております。また、その藻刈りのほ

うはどうするということになりますと、今の段階

でこうします、ああしますということは、すみま

せんが答弁はちょっとできない状態でございます。 

  それと、笠原の道路冠水なんですけれども、笠

原につきましてはこれまでもご案内と言いましょ

うか、ご説明したとおり、姫宮落の水路が上がっ

てしまって笠原地区からの水が流れないという状

況になっておりますので、先ほど申し上げました

とおり検討の業務委託はしたところです。また、

笠原地区につきましては、県道春日部久喜線のほ

うから地盤的に低いものですから、全部水が流れ

てきてしまうということも確認しておりますし、

ほんの30センチ、40センチ上げれば道路冠水がな

くなってしまいますが、今後については地区の方

とお話をしながら、実際の検証をさせていただく

と同時に姫宮落の改装についてもご案内のとおり

今、東武鉄道の下まで、姫宮橋から東武鉄道の下

まで工事しておりまして、今年杉戸県土事務所の

ほうでその姫宮落の東武のところから東武動物公

園の道佛の、みずほの橋、道佛地区のみずほの橋

までは設計をやられたということを聞いておりま

すので、新年度以降こちらのほうの河川の改修に

入っていくのかなということで期待しております。 

  ただ、みずほの橋までについては、道佛土地区

画整理の河川の幅までは交換金ということで用地
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が確保されておりますので、杉戸県土事務所のほ

うで事業を、工事をしていただける用地のほうは

確保しておりますので、一日でも早くそちらのほ

うを広げていただいて、また、それよりも上流の

ほうも広げていただいて、一日でも早く笠原地区

の排水のほうが円滑に進められればよろしいのか

なと思いますので、町もそうですが県のほうにも

河川改修のほうを引き続き要望していきたいとい

うふうに考えております。 

  最後に、道佛区画整理の遊水地なんですが、あ

そこの中は平らではないんです、下が。溝が掘っ

てあるんです、排水できるように。ですので、通

常のグラウンドとして使うのはちょっと難しいの

かなと思います。 

  ただ、それとあわせて定番のコンクリートもそ

んなに厚くないんです。ですので、重量車が入る

ということもできないので、その辺、今後有効に

地元の方が使えるようなことも、検討するという

ことになりますとなかなか難しいのかなと思いま

すが、利用できるような、例えばあの地区で催し

物をやる場合については、使えるようであれば使

っていただくのも結構かなと思います。ただ、常

時ではなくて、臨時的に使うことも可能かなとい

うふうに考えておりますので、その辺は地元の方

が使いたいというお話があった場合も意見を聞き

ながらできればなと考えております。 

  また、遊水地だけではなく、区画整理の中に広

い公園もありますので、そちらも有効に効率的に

使って、地元のほうで使っていただくことも可能

であるというふうに考えておりますので、安全面

等考慮しながら、お使いになれるか、あるいはな

れないかということを判断させていただければあ

りがたいなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  相続の問題は、所有者がはっきりしていないと。

でも、地主さんが持っている人が亡くなってしま

って、誰もいなくなったのならわかるけれども、

例えば家族かなんかがいれば、話をすれば話は乗

るわけです。所有者がはっきりしなくても大丈夫

な話を進めたほうがいいのではないかと思うんで

す。所有者がはっきりしないと話が進まないとい

う、根本からそこからいったら、もう、話は乗ら

ないですよね。所有者がいなくてもここにいた人

のものだから、家族の人が誰か一人返事すればい

いんですよという、こういう話の進め方か何かを

考えてやるべきだと思います。初めから所有者が

はっきりしない、死んじゃったら所有者はっきり

しないよね。亡くなっちゃっているんだから。だ

から、そうなっていくといつになったって話のら

ちが明かないという、私は思うんです。ですから、

その話の進め方だと思うんです。進め方によって

は話に乗ると思いますよね。所有者がはっきりし

なくても話は進められるということをはっきりと

申し上げて進めればいいんじゃないかなと思うん

です。ひとつ大変でしょうが努力してもらいたい

と。 

  次に、道路補修については巡回してみて歩いて

いると。ひとつひどいなというところが結構ある

よね。前、舗装の仕方、余り金がかからなくて、

舗装の補修ができるという対策を前にやりました

よね。今でもやっているのかどうかわからないん

ですけれども、そういうことでどんどん進めれば、

補修はできると思うんです。余り金をかけなくて

済むということで。１つ、結構私の目で見てあり

ますので、多分私、最近目が悪くなったと言われ

ればそうなんだけれども、多分今見たらいい悪い

ぐらいわかりますので、役場の職員が見ても同じ
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だと思うんです。私が見て、わぁ、ひどいなとい

うのがありますので、ひとつこれは大変だなと。

これをほっぽいておいたらどんどん悪くなるなと

いうところがあると思いますので、ひとつもう少

し巡回してもらって、早いうちに手を打ったほう

が後で金がかからない。悪くなって悪くなって、

本当に悪くなって直すと、相当予算も必要になる

と思いますので、早いうちに手を打つということ

をどうなのか聞きたいと思います。 

  橋の問題です。確かに欄干があるから歩道は関

係なく狭くなっています、確かに。でも、その道

路位置があって、それから橋を新設するときには

初めから狭いんです。あれがわからないんです。

あるところ、橋をかけかえたときに脇へもう一つ

歩道の橋をかけてもらったほうがいいと騒いだ人

がいますよ。道路幅より狭くなっちゃうから、車

が来ると危なくてしようがない。なぜ、道路と同

じほかの橋をつくらないんだって。宮代町はおも

しろいところだねと。私は、それが宮代町だと笑

ったんですけれども、そういう笑い話もあるんで

す。本当に危ないですよ、あれ。また、どこかか

けかえるときに、私はどうなるかわからないけれ

ども、見たいとは思いますけれども、本当におも

しろい橋のつくり方。まさか、今新しくつくった

ところは、歩道分を広げろと言ったって、できな

いです。大変でしょ。本当に橋のつくり方、設計

が悪いんですかね、宮代の設計はどこに頼むか知

らないけれども、違うと思いますよね、町のここ

の担当の指導が悪いんだと思いますよね。それは

はっきり言うべきだと思いますよ。道路幅と同じ

橋を設計してくださいというぐらい言えると思い

ますよね、それはどうなのか。 

  藻刈りについてはひとつ、早く手を打たないと

農業をやる人がどんどん大変だということだけは、

今、今回は申し上げておきたいと思います。 

  あと、笠原の問題は何か今、新しい話を聞いて、

鉄道から、今鉄道の下というのかな、姫宮橋まで

広げていますよね。相当広くなりますよね。あれ、

今年の夏までには仕上がるのかどうか、あれは２

年越しと書いてあったよね、看板にね。あれがで

きればあそこの部分はよくなる。また、その下に

ちょっと、蛇の卵を飲んだような出っ張ったとこ

ろがありますよね、あの柚の木橋のほうね。知っ

ているでしょ、柚の木橋の先、ちょっとまだ出っ

張っているところ。あれ、考えているということ

は見ていないということだな。まだありますよね。

まだ。道佛のほうへ広がるというので、期待をし

ております。確かにそっちが広がれば大分今度は

排水もよくなると思いますので。来年県がやって

くれるということですから、ひとつ絶対やっても

らうようにまた強く申し入れてもらいたいと思い

ます。 

  あと、調整池については地元の関係もいろいろ

あるようですが、話は聞きましたのでわかりまし

た。 

  以上、幾つかまた質問しましたけれども、お願

いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） まちづくり

建設課、横溝です。 

  相続の関係なんですけれども、結果だけ申し上

げて申しわけなかったです。12号線の相続なので

すが、実際にはご兄弟でその相続の該当される方

が、ご兄弟がいるんです。五、六人いまして、そ

の長男さんだけではなくて、その兄弟の方にもお

話をしたいんだということで通知を差し上げたり

して、町で折衝させていただくような手段も、そ

れと、そのお宅に行ってお話をしたいということ

も過去何度も何度もしているところなんです。た
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だ、そういうふうなお話をしても相手の兄弟の方

もそうなのですが、長男の方もなかなか話の場所

というのでしょうか、そのケースと言いましょう

か、そちらを設けていただけないということで、

苦慮しています。ですが、今後12号線を整備する

に当たりましてもその部分だけ広がらないという

ことがないように、引き続き相談をさせていただ

いて、相続ではなくて相談をさせていただきたい

というところから突破口と言いましょうか、糸口

を探っていきたいなというふうに考えております

ので、ご理解いただければと思います。よろしく

お願いします。 

  道路保守の関係ですが、先ほど申し上げました

とおり道路パトロールをしながら個々に修繕をし

ていっていると。路線のところについても一つの

路線、長い路線のところについても今後は点々修

繕ではなくて、先ほど申し上げましたとおり通学

路等を加味しながら、その条件としながら整備を

する必要があるのかなと、修繕をしていく必要が

あるのかなというふうに思っておりますので、予

算等を要望しながらやっていきたいなというふう

に考えております。 

  それと、橋なのですが今後つくる場合、ご指摘

があったように道路と橋の幅のほうを考慮しなが

ら、設計をお願いしたいと思います。 

  ただ、話はもとに戻ってしまいますが、橋の幅

が狭いというのが、どうしてそういうふうな形に

なったかというのは、ちょっとすみませんが、今

ちょっと返答しかねます。どうして道路より橋の

幅が狭くなっている場所があるのかと、どういう

設計だったのかなというのが、ちょっとその辺の

条件と言いましょうか、設計の内容について確認

しておりませんので、今後橋をつくる場合にはそ

の辺は考慮しながらつくっていきたいなと思いま

す。 

  ただ、橋が狭いのでそこに新たに歩道をという

のはなかなか厳しいのかなというふうに思います。

それは、つくるとしても河川管理者、法的なこと

を言って申しわけないですけれども、河川管理者

と協議をしながらですが、河川管理者がその必要

性、あるいは町の状況を勘案しながら考えていか

なくてはいけないかなというふうに思っておりま

す。 

  以上でよろしいですか。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  まず、162、163ページの関係です。道路新設改

良の中の次のページ、(1)の都市計画道路整備事

業なのですが、これは資料にも書いてありますけ

れども、都市計画道路整備工事、工事と道路用地

購入費がありますが、これは858メートルです、

この間の関係で一部完了しているところもあるん

ですけれども、これはきちっと分けてどのように

なっているのか、道路用地購入は何メートルで、

どれぐらいの平米数があるのか。別々にお示し願

いたいと思います。 

  それから、同じく今度橋梁費の関係ですが、こ

れは笠原のところですよね。今からちょうど８年

前に東日本大震災があったときにここの橋、すご

い段差になって、その橋の補修工事ですよね。こ

の辺についても長寿命化ということなんですけれ

ども、この件についてもどういう工事なのかご説

明をお願いしたいと思います。 

  それから、土地区画整理推進事業の関係で、

166、167ページです。48万3,000円ということで

なっています。これについて、道佛の土地区画整

理事業ですが、これはもうあとは説明があるよう
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に組合事業の清算及び解散等にかかわる事務的経

費ということなのですが、これはいつごろ予定さ

れているのでしょうか。その点についてもお尋ね

したいと思います。 

  次、168、169ページの東武動物公園駅西口周辺

整備で、これはここだけ残っているのですけれど

も、これは確証がないですよね。ずっとこのまま

だと。先ほど強制執行みたいな話も出ていたので

すけれども、実際また31年度で解決するのかどう

かというのもあるのですけれども、東武動物公園

西口前の開発が進んでいませんので、まだいいの

かもしれませんが、これはどういうふうな対策を

考えているのか、もう一度お尋ねしたいと思いま

す。このままずるずる今年もだめでした、来年も

わかりません、再来年もということになるとどう

なっているのかということになりますので、その

辺の見通しです。難しいと思うのですけれども、

お願いしたいと思います。 

  それから(6)の東武動物公園駅東口周辺整備事

業で、これにつきましても東武動物公園駅東口整

備用地費なのですけれども、これはロータリーの

関係と、それからさらに駅周辺の関係に、これは

わかりやすくきちっと分けてお示し願いたいんで

す。下の支障物件移設補償費、これについてもど

うなのか。私たちはちょっと、これだけだとわか

りづらいので、その点お示し願いたいと思います。 

  それから、この東口と西口の周辺整備の関係な

のですけれども、資料もいただきましたが、この

社会資本整備総合交付金というのは、これはあえ

て国とか県とかというふうになっていないのです

けれども、この辺の名称です。その点あわせてお

尋ねしたいと思います。 

  それから(7)の空き家対策事業なのですが、こ

れについては新規だということなのですけれども、

空き家発生の予防対策ですよね、講習会ですから。

これ自体、サロンなどのそういうところに出かけ

て、講演をするということなのですけれども、こ

れは何回ぐらい予定しているのか、それと多分続

けるんだと思うんですけれども、それとどなたに

これはお願いするのか。その点もお尋ねしたいと

思います。これはあくまでも予防対策です。先ほ

ど言われたように、これはこれとして必要だと思

うんですけれども、先ほど山下委員のときにも答

弁がありました。全てが相続の関係ではないです。

310件あるのですけれども、下から５番目という

ことで少ないほうだということで強調されており

ましたけれども、これは宮代としてこの310件で

す、じゃ、相続の関係とそうでない、全てがこれ、

そういった相続の関係で解決できないのだという

ことではないと思うんです。そういった意味でど

ういう状況なのか、その点ももう少し詳しい内容

をお願いしたいと思います。 

  それから、ちょっとここでお尋ねしたいのです

けれども、橋梁の話も出ていたのですけれども、

これまで踏切の関係は道路の幅と同じ幅で推移し

てきました。その踏切を拡幅したい場合は、既存

の道路を細くするというような論議もあったでし

ょ、今まで。拡幅するには、じゃ、もう一方のほ

うをどうするのかなと。そういう意味では今、障

害者にとって車椅子です、歩道を渡るときにすご

く狭くて、具体的に言うと川端のほうです。姫宮

駅を挟んで南のほうに１本、それから北のほうに

１、２、３本ぐらいあります。全体的に踏切の歩

道が狭くて、車椅子が非常に困難だという話も聞

いているのですが、そういった点では拡幅すると

いうよりも歩道の問題ね、そういった件でとりあ

えずそういう声に対してどう応えていくのか、そ

の点あわせてお尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 
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休憩 午後１２時０９分 

 

再開 午後 １時０８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいのような

ので、再開いたします。 

  引き続きまちづくり建設課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、都市計画道路整備事業の工事費と公有財

産購入費の内訳ということでございますが、この

町道12号線の整備に係るものなのですが、予定箇

所図では延長858メートルということで載せてい

ただいております。これは全区間の延長でござい

まして、平成31年度に施工する箇所でございます

が、工事といたしましてはまず、用地が新たに買

えた箇所の盛り土工事です、引き続き盛り土工事

のほうを行っていきたいと思います。それが延長

で約110メートルぐらいになります。面積にしま

すと290平米ぐらいになります。 

  あと、工事としまして、地盤が落ちついた箇所

です、沈下がおさまった箇所から徐々に道路改良

工事のほうを実施していこうと思っております。

31年度は姫宮の交差点の近くです、１軒宅地がご

ざいますが、役場から見ると左側です、左手のほ

うです。黒い土のう袋での、盛り土でなく、土だ

けで盛り土してある箇所がございます。そちらを、

そちら側がもう、ほぼ沈下がおさまっております

ので、約130メートルぐらいになるかと思います

が、拡幅整備のほうをしていきたいと考えており

ます。 

  用地、公有財産購入費につきましては、先ほど

も答弁させていただきましたが、残り７名の方が

いらっしゃいまして、そのうちのまだ相続されて

いない１件を除いた６名です、12筆、面積にする

と836平米になりますが、そちらの用地購入費を

計上させていただいております。 

  続きまして、橋梁維持管理事業の笠原の橋でご

ざいますが、笠原の橋というのは、事業予定箇所

で笠原人道橋です、字百間地内、商工会から笠原

小学校に行く人道橋、赤い橋でございます。こち

らの修繕工事を行います。こちらの橋は1985年に

架設された橋でございまして、平成29年度に橋梁

点検のほうを行っております。延長が24メートル

で幅員が３メートルでございます。工事の内容で

ございますが、まずメインとなるのが塗装工です。

赤い塗装をしておりますが、それを塗装の塗りか

えをいたします。あと、橋に穴が、鋼材が腐って

穴があいている箇所も何カ所かございますので、

そちらを鋼材断面修復工といたしまして、セラミ

ックパテというので３ミリくらいの厚さで穴を防

ぐような工事を行います。あとは、橋座排水溝と

いいまして、橋が橋台に、桁が橋台にちょうど設

置されている部分です、橋座というのですけれど

も、そこの勾配がとれていなくて、水がたまって

いる状態なので腐食してしまうということで、そ

この橋座に少し勾配をつけまして、水が流れるよ

うにするという内容です。あと、伸縮装置という

のが橋にはございまして、桁とあと橋台が、振動

でぶつからないようにそこに伸縮装置というのが

ついていまして、それの漏水対策です、ちょっと

漏水しているということで、その補修工事を行い

ます。あと、橋面といって通る部分の舗装を剥が

してやりかえるというような内容になっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課副課長の室田です。 

  では、質問に答えさせていただきます。 

  まず、道佛区画整理の関係でございますけれど

も、平成30年１月26日に換地処分公告を行いまし

た。現在清算業務を行っていますが、清算業務の

分割が１年間に２回ということで、５回まで可能

という形にしてありますので、組合の解散は清算

業務が完了する平成32年３月までを予定しており

ます。また、清算業務の業務が順調かということ

につきましては、交付対象人数が380人の方で、

もう378人交付をしています。残り２人につきま

しては、１人の方は相続中であり、１人の方につ

いては連絡がとれない等の状況であって、今後に

つきましてもできるだけ努力をしていまいります。

また、徴収人数につきましては、対象者104人で

あり、96人の方が徴収を完了しまして、現在分割

でお支払いされている方については８名となり、

ほぼ順調に清算が進んでおる状況でございます。 

  続きまして、東武動物公園駅西口の関係でござ

いますけれども、31年につきましてはご指摘のと

おり必ず用地が買えるという確約はいただいてい

るわけではないので、今後引き続きまして交渉し

てまいりたいというふうに考えるところでござい

ます。 

  続きまして、東武動物公園駅の東口の関係でご

ざいますけれども、予算に上げています中で19番

の負担金及び交付金150万です、こちらのお金に

つきましては、都市計画道路の東武動物公園東口

駅前通り線、これは県が施行するのですけれども、

そちらのほうの県が施行する関係で、まず調査業

務を31年度にやりますので、そちらについての負

担金でございます。残った部分につきましては、

駅前広場と駅前広場をつくるために必要な用地買

収の金額及び補償のお金を計上させていただいて

いるところでございます。 

  続きまして、空き家対策の事業でございます。

こちらの関係につきましては、先ほど310件とい

うお話をしましたけれども、住宅土地統計調査、

これ、25年にやっていますけれども、そのときに

賃貸用または売却用の住宅及び二次的住宅を除い

た家が310件、こちらのほうはただ空き家という

ことなので、これは問題になるケースではなくて、

管理されていない空き家が問題だと思うんです。

そちらの件数につきましては、うちのほうで、役

場で把握しているのは43件でございます。こちら

のほうの対策につきましては、年に２回現地を確

認して、管理が不全という判断をされたものにつ

きましては現場写真を撮って、通知文とともに写

真を同封し、さらに空き家対策の業務の関係をシ

ルバー人材センターが請け負っていますので、そ

ちらのチラシを入れて送付して管理の徹底を図る

ようにお願いをしているところでございます。ま

た、来年度の事業でございますけれども、10回ま

た高齢者サロンですか、そういうところにお邪魔

してお話をする予定でおります。講師の代金の関

係で１万5,000円掛ける10という形でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  踏切の件でございますが、委員おっしゃる踏切

は川端の姫宮の駅の浅草寄り１本目の踏切だと思

います。伊勢崎線の137号踏切といいまして、延

長が10.8メートルの幅員が5.8メートルの幅員に

なっております。委員もおっしゃったとおり、１

つの踏切を拡幅するとなると、ほかの踏切を狭く

するのではなくてなくしなさいという、これは東
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武鉄道の言い分なのですが、これはもう、昔から

変わっていない東武の言い分なんです。道佛の区

画整理でも関連して、２つ踏切があったのですが、

一つにまとめて今、ヤンマーのところの踏切をつ

くっております。あれで約１億4,000万円ぐらい

かかっております。新たに踏切を拡幅となると、

先ほど言った踏切を１つ、どこかを閉鎖するとい

う点と、あと、今現在ある踏切というのは、昔か

らある踏切というのは、人が侵入したときの察知

する方法として、線で、レーダーでそれを察知し

ているみたいなのですけれども、新設する踏切に

ついては、それを面で察知するような装置をつけ

なくてはならないということで、道佛のほうもそ

ういうふうに施工しまして、莫大な費用がかかっ

てしまいました。 

  この137号踏切というのは、私どもも十分状況

というのは把握しております。確かに車が交互通

行ですれ違いできる踏切でございまして、歩行者

の通る余地がないような形です。そういう踏切な

ので歩道が、歩道部分の拡幅ができれば安全面で

もよろしいのですけれども、まず費用、費用とい

うものはまだ、お金をかければ現実味があること

なんですけれども、もう一つの踏切をなくすとい

うと、どこの踏切をなくしたらいいのかという、

そういう問題も出てきます。近接する踏切でなく

ても東武のほうは構わないみたいなんです。でも、

それはなくされるほうの踏切を利用している方も

いらっしゃいますので、その調整がすごく難しい

ものになっておりますので、なかなかその拡幅に

ついては交通量の関係もございますが、春日部久

喜線が春日部のほうに抜けていければ、ここは町

道26号線といいますが、そこの26号線の通行量も

減っていくのかなと。今大型の車も結構入ったり

していますので、それはもう、確実に春日部のほ

うに抜けていくと思われますので、その状況も見

ながら今後、課題というか検討していきたいとは

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうも、答弁ありがとうご

ざいます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、164、165の町道12号線の関係なのですが、

盛り土のところが110メートル、沈下のおさまっ

たところ130メートルということなのですけれど

も、そうすると、これは完成はいつごろになるの

か、順次沈下していないところもあるのでしょう

けれども、これは総体的にはいつごろまでの予定

になるのか。用地買収もあるのでしょうけれども、

その辺の完成予定ですか、その辺の見通しについ

てもお尋ねしたいと思います。今、地盤沈下のと

ころに黒い袋でやっていますけれども、当初やり

始めたときに何のためにやっているのかというこ

とがいろんな、あちこちから問い合わせも、私ど

もにもあったし、町もあると思うのですけれども、

また忘れたころにあれは何のためにあるんですか

と、また最近言う町民がいるんです。やはり、前

回はきちんと張ってくれたけれども、車なんかで

行くとさっと行っちゃって、やはりわからない方

もいるのかなというふうに思いますので、その点

また工夫して、これは地盤沈下のためのですよと

いうような、そういう表示も必要なのかなと思い

ますが、その点どうなのか。 

  用地買収なのですけれども、これはどれくらい

なんですか。６名で12筆ということなのですけれ

ども、筆数はわかるのですけれども、どの程度な

のか、その点。特にここは姫宮の方が、やはりカ

スミに買い物に行く方が多くて、やはり早く歩道

設置もお願いしたいということで、町のほうはそ

ういう形で進めているとは思うのですけれども、
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やはりその点での見通しがある程度必要なのかな、

そういう思いもしますので、すみません、お願い

したいと思います。 

  それから、橋梁維持管理、164、165ページなの

ですけれども、わかりました。私の勘違いでした。

随分やはり、補修箇所が多いのかなと思いますけ

れども、これは委託先は、設計の委託先はもう、

決まっているのでしょうか。どういう形で行われ

るのか、その点だけお尋ねいたします。 

  それから、次の166、167の土地区画整理推進事

業の道佛土地区画整理事業の清算なのですけれど

も、そうしますとこれは、もちろん新年度予算で

清算するんだということですから、来年の末まで

ということに期間はなるのですけれども、これは

そうしますと清算できるのかなというふうに、心

配なのですけれども、大丈夫なのでしょうか。先

ほど相続中だとか分割だとかという話が出ました

けれども、そういった点で来年の新年度予算で全

部決着つくのかどうか、その点お尋ねしたいと思

います。 

  それから、東武動物公園の西口の関係は言いま

した。言いましたね。これは先ほども質問しまし

たけれども、新年度、来年度予算でだめで、また

次の予算でだめでしたって、そういうふうになる

と、やはりどうなっているんだろうという声が出

てきますよね、それに対する説明なんです。もち

ろん、重々我々も承知しています。担当では一生

懸命やっているとは思うのですけれども、やはり

結果がああいう状況だと、やはり町民は心配しま

すので、そういった点でどうなのかということで

お尋ねしています。もう一度お願いしたいと思い

ます。 

  それから、その下の東周辺整備事業なのですけ

れども、これはそうしますと全て広場ということ

で解釈してよろしいのですか。広場のための事業

ということで、用地費、それから補償費、それか

ら道路の関係だと杉戸との関係が出てくると思う

のですけれども、従来から杉戸には２割程度とい

うことで説明されていたのですけれども、道路の

関係はどうなんですか。ここで道路用地草刈り委

託料も入っていますので、そういった点ではどう

なのかということでお尋ねしたいと思います。 

  それから、空き家対策なのですけれども、そう

しますと冒頭説明された310件の中に43件が管理

されていないということでよろしいのでしょうか。

そうすると、43件以外についてはどういうふうに

されるのか。43件についても、やはりどこの自治

体も大変な思いをしていると思うのですけれども、

これらについてもどのように進めていかれるのか、

内容については説明されましたが、どういうふう

にされていくのか、もう一度ご説明願いたいと思

います。 

  それから、踏切の拡幅の関係なのですけれども、

今障害者に優しいまちづくりということで、公共

施設なんかは特にスロープ化して、ほとんどそう

いうふうな状況にありながら、踏切というのはま

だまだ、そういうふうになっていません。歩道も

そうですよね。みんなで歩いて、どういう状況か

というのも調べながらやっているところもあるよ

うなのですけれども、いかんせんここはそういう

声があるんです。私はこれは、町だけではできな

いと思うんですけれども、そういう東武との関係

で、東武は相手が健常者であろうが障害者であろ

うが、同じ立場で今の答弁ですと答えてくるとい

うことですから、私はまた違うと思うんです。障

害者に対する、やはり踏切を利用する方、そうい

うふうな今各自治体もそういうふうな状況になっ

ていながら、踏切については旧態依然ということ

は私はおかしいと思うんです。そういう意味で、

やはり町からもきちっとそういうふうな要望もあ
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るということを、やはり東武鉄道にも言わなけれ

ばいけないと思うのですけれども、もう一方では、

やはり国に対してもやっていただくように要請は

しなければいけないと思うのですけれども、残る

んです、こういう問題が。先ほど137号踏切のこ

とを言われましたけれども、本当に私なんかは車

ではもちろん交差するように対応するのですけれ

ども、バイクで行くともう、踏切の上で待ってい

なくてはならないというふうな状況です。先がな

いのですから。これはやはり、何とかしなければ

いけないという問題だと思うのですけれども、そ

の点、町だけにいうのは酷かもしれませんけれど

も、やはり現実そういう障害者の要求もあるし、

対応してほしいというようなこともあるんです。

もう一度その点お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、都市計画道路整備事業の町道12号線の完

成はいつごろかというご質問でございますが、町

道12号線の整備は、平成26年度からまずは５カ年

計画ということで進めておりました。今年度が最

終です、５年たちました。これは５年というのは

県の計画にあわせて、その中に町の計画を含めて

行っております。これは国の補助金の社会資本整

備総合交付金というのをもらっていまして、その

埼玉県の計画名が身近な生活道路の安心・安全を

確保する市町村道の整備という、そのメニューの

一つとして町道12号線が挙げられております。26

年度から今年度までの、とりあえずの１期の計画

ということでございます。来年度からさらに２期

目の計画が始まります。また５カ年計画になりま

す。用地のほうも先ほどから問題になっている相

続してくれない土地を除いては、何とか５年以内

にはなりそうなので、取得できそうでございます

ので、あとはその地盤の関係もございますが、地

盤のほうも着々と地盤改良をやっておりますので、

この５年の中では全部おさまっていくのかなと、

買えたところはおさまっていくのかなと思ってお

ります。地盤が沈下がおさまったところから順々

に拡幅整備のほうを行っていきますので、あとは

予算の関係もございますが、担当としては計画上

はあと５年で終わらせたいと思っております。 

  あと、次に地盤沈下対策です。黒い土のう袋が

設置されているということで、町のほうにもあれ

は汚染土ではないかとか、そういう問い合わせが

当初何回かございました。今現場のほうに、ちょ

っと見にくい、確かに車では見にくいかもしれま

せんが、看板のほうを設置して汚染土ではないこ

とを周知のほうをさせていただいているところで

ございます。確かに車では見にくいので、31年度

は何かもう少し、車でもわかりやすいような看板

というか、工夫して設置していきたいと考えてお

ります。 

  あと、用地の面積なのですが、先ほどちょっと

漏れてしましましたが、６名12筆で836平米にな

ります。 

  あと、橋梁の設計の委託先でございますが、笠

原人道橋の実施設計は前年度に補修設計を委託し

た会社がございますので、そちらが内容を把握し

ておりますので、経費のほうも安くなるというこ

とで随意契約で考えております。 

  以上でございます。 

  失礼しました。業者名なのですが、共和コンサ

ルタントというところが請け負っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 
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○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  では、道佛につきまして再質問がありましたの

でお答えしていきたいと思います。 

  先ほど清算業務の関係でございますけれども、

お金を受け取る人が380人対象で、378人に交付し

ていて、そのうち、２人の方のうち１人が相続と

いうことなので、相続があったのは最近のことな

ので、それでお金をもらっていただく方を決めて

いただくだけですので、それは心配していません。

１人の方が不明というのが心配で、そちらのほう

につきましても町のホームページ募集を含めて相

談してまいりたいと思います。連絡がとれないと

いうのは、いらっしゃらないことはないらしいの

で、これも町内のことですので、お金を払うほう

です、交付してあげる人については問題なく進む

と。逆にお金をいただくほうの方、この方につき

ましても残りはあと８人の方が分割になって残っ

ているだけですので、こちらもほぼ順調に進んで

おりますので、32年の３月には清算業務は終わる

ものというふうに考えているところでございます。 

  続きまして、西口でございますけれども、負担

金及び交付金以外のお金は先ほども説明しました

とおり駅前広場の用地買収費と、それから駅前広

場をつくるために必要な、駅前広場の外側に整備

区域がありますけれども、そちらの額なものです

から、あくまでも駅前広場をつくるために必要な

お金という考え方でよろしいかと思います。 

  続きまして、その中で草刈りの関係をお話にな

っていましたけれども、用地買収した後の土地と

いうのは、ほうっておくと草だらけになってしま

っても困りますので、そういった部分の、駅前広

場の土地も道路用地という名前になりますので、

道路用地の草刈りというふうな形で予算盛りをさ

せていただいているところでございます。 

  続きまして、空き家の関係ですけれども、土地

統計調査の中で住宅土地統計の調査については

310件というのが結果でありまして、43件の把握

は過去に町民の方から苦情等によって把握してい

る数が43件という形でやっていまして、こちらに

ついては問題があるから連絡等があったわけなも

のですから、主にうちで今把握している苦情のあ

った件数が43カ所あるので、そちらのほうについ

て管理をさせていただいているような状況です。

定期的に。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  踏切の件でございますが、確かに町内の踏切と

いうのはどこを見てもそういう障害者の方が安心

して通れるような踏切というのはほとんど数少な

いのかなと感じております。 

  国のほうで今、踏切対策として行っている事業

も自動車ボトルネック踏切といいまして、１日当

たりの踏切自動車の交通遮断量が５万以上のもの

とか、そういう交通量の多いところを重点的に行

っております。これは御成街道の立体交差もそう

なんですけれども、こういうところは法指定され

ておりますので、補助金をもらえて、指定されれ

ばすぐ、あとは住民さんの同意が得られればでき

るというところなのですが、通常の生活道路の延

長線上の踏切というのは確かにまだ未整備という

か、そういう対策、補助金のそのメニューもない

ような状況だと思います。現実本当に交互通行で

きるような６メートル程度の踏切ですと、本当に

車がすれ違えると歩行者の通行する場所がなくな

ると。歩行者は線路側に待避して待っているとか、

そういう状況も見受けられます。 
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  町としてもそういうのも何とかしていかなくて

はならないのかなと考えているところでございま

すが、東武鉄道の考えは昔から一貫して拡幅の場

合はほかの踏切を休止しなければならないとか、

そういう考えは今も変わっておりませんが、町と

して東武鉄道に行く機会もございますので、そう

いうところでこういう話もさせていただけたらと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  ぜひ、最後のほうから言いますが、踏切の拡幅

についてはそういう機会があったらぜひ、言って

いただきたいとお願いします。 

  それから、空き家対策なのですけれども、これ

はなかなか、何が難しいっていろんな相続の問題

もあるのでしょうけれども、これは人海戦術もあ

るのではないでしょうか。やはり、話し合いがで

きるところについては足を運ばないとだめですよ

ね。そういった点で、日常、仕事は仕事としてや

っているのでしょうけれども、やはりこういう交

渉というのは時間がかかるので、ぜひ、お願いを

したいと思うのですけれども、そういった点で抜

本的というと難しいかもしれないのですけれども、

やはり件数がありますので、これは少しずつでも

減らさなければいけないというふうなことになら

ないと、やはり旧態依然改善されないという、そ

ういう点がありますので、こういった予防、講演

会も必要ですけれども、ぜひ、そちらのほうも力

を入れないと難しいと思うのですけれども、その

点でもう一度お願いしたいと思います。 

  後ろのほうから言って申しわけありませんが、

あと、西口の１件です。先ほども言いましたが、

これは、ここは町長はもうじかに交渉はしている

のでしょうか。宮代では一番長ですから、長がこ

の件でぜひ、協力をということで行っているとは

思うのですけれども、行ったか行かないか、それ

だけ。町長が行ってこうであれば、それはもうや

ることはやってこういう状況だということで、あ

る程度言える面もあるのですけれども、その点だ

け、最後お尋ねします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 空き家の関

係なのですけれども、空き家が問題ではなくて、

管理不全が一番の問題なんです。先ほども申し上

げましたとおり、建物が老朽化して危ないよとい

うよりも、近所の方から例えば虫が出る、害虫が

出る、害獣が出ると。あとは、樹木の枝が伸びる

と、そういうことですので、委員さんご指摘のと

おり足を運んでということもあるでしょうが、正

直、個人の財産ですので十分に管理をしていただ

くように通知を差し上げる。年に２回現場のほう

も確認しておりますので、本当に建物が老朽化し

て本当に危ないよという空き家についてはほんの

数件なんです。ほんの数件のところにつきまして

もご連絡差し上げますと、持ち主の方は十二分に

わかっているんです。十二分にわかっていて何が

できないかということになりますと、その撤去費

が一番問題らしいのです。そういうこともありま

すので、例えばその撤去費を町で補助金を出しま

すからやってくださいよということであれば、お

話には乗ってきていただけるのでしょうけれども、

そこまで今のところやる考えもありませんので，

今までどおり現場を確認して通知を出すと。管理

不全のところが多いものですから、シルバー人材

センターのほうのその管理をしていますよという

ふうなアナウンスをさせていただいております。 

  もう一点、西口の関係なのですが用地買収につ
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いて、段階的なものがあると思うんです。交渉的

なものがありますので、交渉の中でもうひと押し

というところに来たときにはさらに交渉させてい

ただきたいと思います。なかなか事業自体を理解

していただけないと、担当のほうが説明に伺って

も理解していただけないという状況ですので、そ

れを今後も粘り強く説明をさせていただくという

形をとりたいなと思います。また、その交渉させ

ていただけない１件につきましては、役場のほう

から連絡してこないでくれという話もありますの

で、ただ、それだと話が進まないものですから、

機会あるごとに、最近その地主さんといいますか、

その地権者ではなくてその奥さんのほうから連絡

が何回も来ているようですので、奥さんのほうに

説明をさせていただきながら進めていきたいなと

いうふうに考えておりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） では、また最後のほうです

けれども、西口については段階があってというこ

とで、事業そのものについて理解されていないの

で、じゃ、まだ町長が行ってどうのこうのという

段階ではないということで理解しました。 

  それから、空き家対策なんですけれども、おっ

しゃるとおり空き家そのものも問題なんですけれ

ども、今は空き家が古くなって、下手をすると２

階建ての家に雑草がツタのように伝わって、それ

が秋場から冬に枯れ葉になって、その下のほうも

枯れているし、火がぽっとついちゃうと周辺にも

移ってしまうような、そういう怖い状態もありま

すので、はっきりしているんです。確かにうちの

自治会の事例では、地主さんももう行き先もいる

ところも全部わかっているんですけれども、なぜ

それができないのか。やはり何回も、通知はわか

るのですけれども、それは最低のことだと思うの

ですけれども、やはりそういうところというのは

納得してもらわないといけないので、やはり周辺

の住民のこうしてほしいという願いのことも、や

はり察知してもらって、口頭でもやはり、年１回

でも言っていただければ、そういうふうな改善も

必要かなというふうに。確かに課長が言うとおり、

それで応えてくれるようなところであれば、それ

はもうそういうふうに、次の段階もあるのでしょ

うけれども、そういうところもありますので、そ

うすると我々はまだこういうふうな状況だという

ので、やはり言うのですけれども、何か町の職員

も聞きおきみたいな状況もありますので、ぜひ、

そういった点で、やはり周りの住民が心配してい

る点もありますので、検討していただければと思

います。これは結構です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  ちょっと簡単なんですけれども、お伺いします。 

  55ページの歳入のほうなのですが、東武動物公

園駅西口駅前広場施設管理協力金とか、和戸駅前

広場施設管理協力金というのが入ってきています

が、それについてちょっとわからないのでお願い

いたします。 

  それから、166ページの都市計画マスタープラ

ンの策定ということなのですけれども、今年と来

年でするような予定なのですが、私も議員になっ

て総合計画が一番町の上位計画ということで、10

年間で大事な計画なのですが、マスタープランと

いうのは20年なんですよね。そうすると、それよ

り上位というか、それより直せないというか一度

決めてしまうと、もうなかなか動きがとれなくな

るというような気がするのですが、平成13年の時

点のときは宮代町を３つに分けて、須賀地区、中
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央とそれから姫宮という形でやっていったような

気がするのですが、今回のその構想というのはそ

れは委託でするようになっているようなのですが、

どんなふうに考えているのか、ちょっと様子がわ

かったらお伺いします。 

  それから、予算には入っていませんが、横町の

関係なのですが、横町の関係でまちづくり建設課

でプロジェクトチームというふうにつくっていた

かと思いますが、それは31年度もプロジェクトチ

ームというのは存続していくのか、その辺の見通

しをお伺いします。 

  それから、冠水対策というか、宮代台はありが

たいですが、学園台の、日工大との境の辺の、ち

ょっと急なゲリラ豪雨だとかそういうふうに降り

出すと、住民はもう、車をすぐに自分の自治会館

のほうに移動するくらいにすぐ冠水するとわかっ

ていて、すぐそれを、まず一番最初にやるらしい

のですけれども、あの辺の対策の進捗というのは

あるかどうかお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、歳入です。55ページの東武動物公園駅西

口駅前広場施設管理協力金と和戸駅前広場施設管

理協力金のこの２件のご質問でございますが、こ

ちらは、まず西口につきましては、その西口広場

が完成しまして、西口広場を利用している団体に

使用の協力金をいただくという、施設使用料です、

をいただくというような形で年間12万円をいただ

いております。その団体というのは、杉戸町タク

シー協和会がまず１つの団体、これは朝日自動車

株式会社杉戸営業所と太平交通株式会社、あと、

杉戸タクシー有限会社、この３社でこの杉戸町タ

クシー協和会というのを構成しておりまして、こ

の団体でまず12万ということです。あと、日本工

業大学がバスの乗り入れをしておりますので、や

はり12万円年間いただいている。あとはバスです。

東武動物公園のバス、茨城急行自動車株式会社か

らも12万円いただいて、合計36万円ということで

ございます。 

  和戸駅前広場施設管理協力金につきましては、

和戸駅前につきましては太平交通のタクシーしか

利用しておりませんのでこの１社から12万円をい

ただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課副課長の室田です。 

  では、マスタープランにつきましてお答えさせ

ていただきます。 

  マスタープランは委員さんがお尋ねのとおり平

成33年度から20年度の計画になっています。計画

をつくるに際しては、土地利用方針につきまして

は、おおむね20年後を展望しつつ、おおむね10年

後について検討を行うものとするというふうにな

っていまして、基本的に10年先が総合計画の目標

年次になりますので、それを見据えた上で10年後

を見ると。なかなか都市計画の事業の関係につい

ては時間がかかりますので、例えば駅前広場をつ

くるのも10年ぐらいすぐたってしまいますので、

そういった意味から10年ではちょっと短いという

のもありまして、20年という形の年数を入れた上

で計画を立てるという形になります。 

  また、前は土地を、宮代町を何区画かに分けて

検討したのですけれども、最近国の考え方的には

コンパクトシティ＆ネットワークという言い方を

されていて、町が駅とかを中心に小さくつくって

いくという考え方がありますので、これだけ、
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15.95キロヘクタールの中でその地区を分けて考

えると、考え方がコンパクトシティになり得なく

なってしまうのもあるので、全体で見ていこうと

いう考え方で今回については地域的な検討は計画

に反映させないで、全体構成でいこうという形に

なっております。 

  あと、横町のプロジェクトの関係ですけれども、

今年の５月くらいに都市計画の関係がめどがつき

ますので、プロジェクトについては一旦解散とい

う形で聞いております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  学園台の冠水対策の関係でのご質問なのですけ

れども、学園台につきましては、笠原と同じよう

な調査とかを入れていないので、今現況どうなっ

ているのかということがはっきりとはわからない

のですけれども、当然低いところに水がたまりま

すので、周りに比べて低いところに水がたまって

いるというような状況だというふうには認識して

いるところでございます。いずれにしても、道路

を上げれば大丈夫なのですけれども、先ほど課長

の答弁にもありましたように、道路を上げてしま

うと、今度は宅地内に水が入ってしまうという所

もありますので、道路を上げるにしても宅地をか

さ上げしていただくとか、そういったこともあわ

せてやっていかなくてはいけませんので、その辺

については地元の方にご相談しながらやっていか

なければならないのではないかなというふうに考

えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  歳入のほうの関係はわかりましたが、入り込ん

で広場を利用して駐車しているような団体という

ことなのですが、例えば、企業のバスが朝なんか、

凸版だとかそういうのが何台も来たりして待って

いたり、ほかの企業もそうなのですが、そういう

ところとの違いというのはどういうふうな違いが

あるのか、ちょっとお伺いします。 

  それから、マスタープランはコンパクトシティ

ということで、町を一つとして考えていくという

ことなのですが、そうしますとマスタープランと

第５次総合計画とのその並行してやっていく、そ

の並行してやっていくということなのだろうと思

うんですけれども、合同してやるという意味では

ないのですよねという、その確認をさせていただ

きます。 

  その２点をお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、駅前広場の施設の管理協力金について、

先ほど申し上げた団体と、あとは企業等で送迎し

ているところの違いでございますが、お金を取っ

ている団体につきましては、駐車スペースを町の

ほうからご用意させていただいております。タク

シーのスペースとかバスです。あと、日工大のス

ペースも設けております。企業側の送迎というの

は、一般の送迎車両が使う、乗用車が使うスペー

スでその時間に、朝と多分夕方だと思うのですが、

利用しているということで、施設をうちのほうで

設けていないということで、お金は取っておりま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 
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○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課の室田です。 

  マスタープランの関係ですけれども、５次総合

計画との関係というのは非常に深くて、やはり、

都市計画マスタープラン上位計画が５次総合計画

ですので、計画をつくるにおいては人口推計、こ

ういったものは当然総合計画のほうでもやります

ので、そちらのほうを利用させていただいたりだ

とか、あと、アンケート調査も５次総合計画のほ

うで予定していますので、そちらについて、やは

り町の都市計画部門の質問もあわせて一緒につく

っていただいてやっていくだとかという形での連

携をとっていて、アンケートに答える方も重複し

ない形を考えてやっていくつもりでおります。 

  以上です。 

  並行してやっていきます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） マスタープランに関して

なのですが、そうすると、平成13年から32年まで

の20年間のマスタープランに関しては、その検証

というのは行うのでしょうか、どうなのでしょう

か。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 平成13

年から今20年つくってやっていますけれども、そ

ちらの検証というのはうちのほうの都市計画のほ

うで、庁舎内の方に全て抜き出して、申告が、で

きぐあいを確認した上で、さらにそれをまとめて、

今度委託するコンサルタントについても検証作業

を一緒にした上で、それで新しい計画を立ててい

くということを考えています。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。何点か

質問させていただきます。 

  予算書170ページ、私たちの予算書78ページの

公園等環境管理事業に関して質問いたします。 

  １点目はこちらの維持管理に194万円というこ

とになっていますが、これは管理している公園の

数を教えてください。あと、こちらの公園の名前

も教えてください。 

  ２点目は、こちらの消耗品費が７万円になって

いるのですが、こちらは、この消耗品とは何でし

ょうか。 

  ３点目は、公園なので子育てのほうとかなり関

連してくると思うのですけれども、どういう形で

かかわっているのか、公園マップなど子育てのほ

うでつくっていると思うのですが、そちらはどの

ようにかかわっているか教えてください。 

  あと、こちらが街区公園草刈り樹木管理委託料

が1,255万5,000円になっておりますが、多分この

中に害虫駆除なども入っていると思うのですけれ

ども、ここ何年かヒアリだとか蚊だとかの害虫が

騒動になっていますが、そういうものも含められ

ているのか、どんな害虫対策をしているのかとそ

れに対して何か町民の方からクレームとか依頼な

どが入っているのかどうかお聞かせください。 

  あともう一点、桜の道公園の芝を去年当たりに

かなりお金を投じて、また育成していたと思うの

ですけれども、私もちょくちょく見てはいるので

すけれども、その桜のほうが順調に育成している

かどうかお聞かせください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  では、順を送りまして答えさせていただきます。 

  まず、予算書にあります報酬費ですか、公園管
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理報酬費の18万6,000円の関係につきましては、

公園の数が33カ所あります。そちらにつきまして

は、上から、自治会の協定の地区をお話をしたい

と思うのですけれども、姫宮北団地さん、それか

ら姫宮南団地さん、それから西原団地さん、ディ

アコート西原台さん、金原さん、それから川端１、

２、３、姫川１、２、それから松の木島、中須、

弁天、桜木町内会、それから新道集会所管理運営

委員会、それから宮代学園台、和戸町内会、ディ

アコート宮代、桃山台、合計で14団体で33の公園

を管理していただいています。 

  次に、消耗品でございますけれども、こちらの

蜂の防虫剤ですとか、そういったものを買うよう

な消耗品でございます。 

  続きまして、施設修繕費につきましては、あく

まで遊具ですとかそういったものが壊れたときの

修繕費でございます。また、街区公園の委託料の

関係でございますけれども、こちらのほうについ

ては草刈りだとか、それから樹木管理、宮代町に

つきましてはまちづくり建設課が管理していると

いう公園が43カ所、それから緑地が５カ所、それ

から遊水地が６カ所、それから遊水地公園が３カ

所、合計57カ所、６万9,013.8という大きさを管

理していますので、そちらの部分の草刈りですと

か、それから木が伸び過ぎてしまっている枝打ち

だとか、そういった費用の系統の予算をこちらの

ほうに予算を上げさせていただいているような状

況でございます。 

  また、桜の道公園でございますけれども、29年

度に国からも、県からですか、補助金をいただい

て張り直しましたけれども、雑草も結構出ますの

で、職員のほうで去年は２カ月に１回、または夏

場の草の生える時期に月に１回ぐらい、直接職員

が行って草を抜いて、芝が根づくように努力をさ

せていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

  消毒につきましては、公園に桜等もありますの

で、そちらのほう、公園の樹木管理として委託を

していまして、そちらの中で消毒をしています。

また、消毒するについては事前に近所の方に手紙

等を入れて、いつ消毒をしますので、洗濯物等に

注意してくれというような予告を入れますので、

直接の苦情はありません。 

  ヒアリは宮代では聞かないです。ですから、対

策はとりあえずしていないという形です。 

○委員長（丸山妙子君） １点、子育ての関係とい

うのは、子育ての関連。 

  答弁を求めます。 

  まちづくり建設課担当主査。 

○都市計画・都市整備担当主査（島村明子君） 島

村と申します。よろしくお願いします。 

  子育てとの関係なのですけれども、子育ての関

係でマップがあると思うのですけれども、そちら

に公園等の情報は提供させていただいております。

特に事業とかでまだ関連性はないのですけれども、

公園等を使いたいという要望が何件がありました

ので、それに対しては実際に行うということであ

れば、検討を行うということで調整をさせていた

だいているのですけれども、実際に申請はまだ上

がってございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  １点目です、今お答えいただいたのが公園管理

保証金のことだったのですけれども、私が聞いた

のは維持管理の194万円の中で町が管理している

公園は幾つですかということをお伺いしたのです

が、さっき、報奨金のところで言えば14団体33の

公園ということはお答えいただいたのですけれど
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も、実は、こちらは子育てのほうで配っていた公

園のマップなんですけれども、こちらのほうが42

公園の６広場になっていまして、こちらのほうが

町が全て管理しているのかと、一番新しい、みや

しろで育てよっのほうのホームページのほうには

公園広場が一応16しか書いていないですよね。こ

ちらの違いは何かということももう一度お聞かせ

願いたいのと、消耗品のほうはわかりました。 

  あと、桜の道のほうもわかりました。害虫、ヒ

アリはいないということですけれども、こちらの

害虫駆除はいわゆるアメリカシロヒトリとかその

あたりだけなのか、まだほかにも害虫駆除をやっ

ているのならそれを教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 室田と

申します。 

  公園の数なんですけれども、やはりまちづくり

建設課のほうで管理している公園数は43で、そち

らのほうに上がった数は42というのはわかりませ

んけれども、43のうち実は10の公園については遊

具のない公園という形になっていますけれども、

その中では、例えば空き地っぽくなっているだけ

で、公園ぽくなっていないところもありますので、

子供が遊ぶのにふさわしいところを選んだのかも

しれないというふうに考えているところです。 

  また、害虫駆除ですけれども、桜の関係につい

てやはり、アメリカシロヒトリというのはありま

すけれども、そのほか季節によってはクロケムシ

なんかも出ますので、時期にあわせてそういった

消毒については主に桜の木を中心とした害虫駆除

をしているような状況です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 今42が43という話だったん

ですけれども、そのことよりも、１つの違いとい

うか、こちらは全て、一応多分住宅街の空き地み

たいなところとか、例えばマンションにつくらな

ければいけない公園だとか、そういうのも多分入

っている数なのかなと思うのですが、ただ、ホー

ムページのほうには数でいうと16公園というとこ

ろで、16しか載っていないんです。それを紹介し

てあるんですけれども、なので、私としては町と

しては実は16しか管理していなくて、ほかは後は

民間というか、そちらに管理されていないのかな

とちょっと思いまして、そちらの管理のほうは指

導されているのかなというのを聞きたかったので

すが、今言われていると、その43の公園を全部町

で管理されているということなので、そこに対し

てこの194万円が使われているのか、お聞かせく

ださい。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  あくまでうちのほうは43の公園を管理している

と言いましたけれども、そちらは全てうちのほう

が管理していますので、その経費をここに載せて

あります。また、福祉課の16はどういう形で選ん

でいるのかというのは、ちょっとうちのほうで相

談を受けたわけではないと思いますので、わから

ないというのが実態です。 

  また、公園の維持管理でございますけれども、

こちらのほうについては上げている額が維持管理

費用として全体の費用として上げていると思いま

すので。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

○都市計画・都市整備担当主査（島村明子君） 島

村と申します。よろしくお願いします。 

  公園の維持管理の194万円につきましては、電
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気料、修繕料、あと害虫駆除手数料とかそちらの

日々の管理のお金を計上しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  多分こちらの消耗品費、電気料、上下水道料、

施設修繕料が入ってくるのかなとは思ったのです

が、この43あると言われた公園に対して、ちょっ

と194万円というのは少ないのかなとちょっと感

じたことと、先ほどちょっと子育てのほうに行っ

て聞いてきたのですけれども、最近都市計画のほ

うから修正が入って、ホームページのほうをちょ

っと直しに入ったということをちらっと聞きまし

たので、何か変えたことがあったのかなというこ

とを聞きたかったのと、あと、こちらの公園マッ

プ、物すごく評判がよくて、今もう在庫がないく

らい出払っているそうで、私も前にカラー版、き

れいなのをもらったことがあるのですが、すごく

きれいに載っていて行きたくなるだろうなという

のはすごくわかるんです。なので、すごく写真が

きれいに撮ってあって、実際現場を見に行くとち

ょっと塗装が剥げていたりするところもあるので

すが、多分、私も子育てしていたころに、やはり

公園めぐりを、やはりすごく楽しくやっていたこ

ともあって、こうやって載せられていると行きた

くなると思いますので、その修繕はもちろんなの

ですが、子供たちがたくさん遊んでいると雑草も

生えにくいということも聞きましたので、昔は雑

草なんか生えている間もないぐらい踏まれていた

んだよというのも聞いております。 

  なので、なるべく、小さい町なのでよく言われ

るのは姫宮地区に公園がなくて、公園をつくって

くれとか言われるのですが、小さい町ですからこ

ういうものを利用して、いろんな各地の公園に遊

びに行っていただければ、雑草関係もちょっと緩

和されるのかなとも思いましたので、管理をちょ

っと丁寧にしていただいて、あと、公園の数とか

ちょっとできれば、このホームページとの数とも

ちょっと差異があったりとかしたので、このあた

りを子育てのほうと調整していただければなと思

います。こちらは要望です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） 田島です。 

  東口の周辺整備事業ということでＰ168ページ

なのですけれども、今回減額されている理由と、

あと、この公園というか駅前広場建設に関して総

額で土地を買ったり、この支障物件等移設補償金

で、完成するのに町としては幾らの数字を計上し

ているのか、考えているのかということを教えて

ください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  では、東武動物公園の東口についてお答えさせ

ていただきます。 

  まず、金額が去年と比べて少し下がったという

理由なのですが、想定される今年31年度に用地買

収しようとしているところが、去年よりも規模が

小さいので、それで金額が下がったということで

ございます。また、全体計画的に幾らぐらいかか

るのという話がございましたけれども、駅前広場

につきましては事業総額で約17億8,000万、それ

から整備エリア内で3.3億というお金が予定をし

ている額でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 
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  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草です。何点かお願いい

たします。 

  歳入なのですけれども、道路占用料につきまし

ては、道佛の土地区画整理地内の道路が帰属され

て、占用料の増額を見込んでいるということだと

思うのですが、新しい町並みで道路の占用料が発

生するのかなと思うのですが、どのような内容を

見込んでいるのかお願いをいたします。 

  それから、予算書の30、31ページの国庫補助金

の都市計画費補助金の中の社会資本整備総合交付

金、これにつきましては中央通り線の事業費の減

に伴い減ということだと思うのですけれども、中

央通り線の事業費の減というのは進捗による減な

のか、あるいは工事のおくれの減なのかお願いを

いたします。 

  それから、諸収入の東武動物公園駅東口駅前の

整備に関します杉戸町の負担金なのですが、東口

駅前広場の事業繰り越しに伴う負担金の減という

ことで、皆減ということになっているんですけれ

ども、事業が繰り越すのであれば、負担金もその

まま繰り越すのかなというふうに思うのですけれ

ども、その辺の予算の見方をお願いいたします。 

  それから、繰り越しにかかわらず31年度の事業

があると思いますので、それに伴う杉戸町の負担

金というのはどういうふうな計算になっているの

かお願いをいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２４分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き、まちづくり建設課分の質疑を行いま

す。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） すいません、

先ほどの答弁で修正をさせていただきたいと思い

ます。 

  踏み切りの拡幅の関係なんですが、踏み切りを

拡幅する場合は、ほかの踏み切りを廃止というよ

うなお話をさせていただいたところなんですけれ

ども、こちら訂正をいたしまして、踏み切り前後

の歩道の幅が確保できれば、踏み切りも広げるこ

とは可能だそうです。 

  ただ、先ほどの答弁の中で春日部久喜線のお話

の踏み切りの中で、道佛の踏み切りの807号線の

踏み切り１億4,000万円ほどかかっておりますよ

ということを考えますと、やはりそのぐらいなお

金が１カ所必要になってくるのかなと。その場合

は町が行えばというようなお話でございました。 

  それと、もう一点なんですが、公園の関係なん

ですが、野原委員さんのほうから福祉課のほうで

出している公園の件数と町のほうで管理している

件数が違うよというお話なんですけれども、福祉

課のほうで発行しました公園の42公園につきまし

てこれ発行が二、三年前だと思うんですね。現在、

道佛のほうも公園がありますので、その公園が入

っていない点もありますので、ちょうど数字のほ

うが個数のほうが差異があったということで、ご

理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、歳入で道路使用料の道路占用料の件でご

ざいますが、道佛の区画整理が町に移管になった
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ことで、道路占用料が増えたということなんです

が、区画整理地内、電柱が道路にある場合には道

路占用料をとるところでございますが、区画整理

地内は良好な住宅街を形成する目的で、電柱のほ

うは民地のほうに入れさせていただいております。

この増えた要因はガスですね。ガスがほとんど全

路線埋設されておりますので、それの占用料でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  では、ご質問にお答えしまして、社会資本整備

総合交付金が前年度に比べて減額となった理由で

ございますけれども、東武動物公園西口周辺整備

事業では都市計画道路中央道路線の事業料の減に

よりまして交付金を減額としています。 

  また、東武動物公園東口周辺整備事業では駅前

広場の事業を進めるための毎年度用地買収に取り

組んでいますが、平成31年度の用地買収対象物件

にあわせ、減額となったものでございます。 

  次に、杉戸町の負担金でございますけれども、

杉戸町からいただく負担金につきましては、事業

が完了しました翌年に精算をしていただくことに

なっていまして、31年度には繰り越しをしていま

すのでいただきませんけれども、32年度にはまた

いただくつもりで考えていますので、よろしくお

願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 占用料と杉戸町からの負担

金はわかりました。 

  そうしますと、31年度に繰り越した分は32年度、

31年度についての事業も32年度という理解でいい

のかなと思いますけれども、確認をさせてくださ

い。 

  それから中央通り線の事業費の減ということの

ご説明ですと、物件の減少によるということなの

で、進捗をしているという理由から減になったと

いう理解でよろしいのかどうか。 

  事業が進んでいるので減になったという理解で

いいのかどうかを確認させてください。 

  それから、最初はお尋ねしなかったんですが、

同じ社会資本整備総合交付金も国庫補助金の道路

橋梁費補助金の中のこの交付金についての増は町

道252の関係の事業費の増というご説明だったと

思いますが、その分でいいかどうかということと、

補助率が100分の50と100分の55の事業についての

ご説明をお願いいたします。 

  どれが50で、どれが55かということのご説明を

お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 副課長

の室田です。 

  まず、最初に、杉戸町の負担金の関係ですけれ

ども、事業を完了した翌年に精算するということ

になっていますので、繰り越した部分についても

完了した翌年にいただくという考え方をしていま

す。 

  また、西口の関係でございますけれども、おか

げさまをもちまして、共同溝が終わったりだとか、

歩道整備も終わっていますので、31年度について

は用地買収費と補償費というのがメインでありま

すので、事業は進んでいるから減ってきていると

いう考え方になるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時４５分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、町道12号線の事業費の増なんですが、こ

れは31年度から本格的に道路改良工事を行うとい

うことで増額になっているということでございま

す。 

  歳入のほうもそれにあわせて増額になっており

ます。 

  道路橋梁費補助金の社会資本整備総合交付金

7,180万円、歳入を見込んでおります。これは県

の計画名で３つの計画の中に属しておりまして、

まず、12号線のほうなんですが、先ほどもご説明

いたしましたが、身近な生活道路の安心・安全を

確保する市町村道路等の整備ということで、

3,650万円いただく予定でございます。 

  こちらは補助率は50％になっております。 

  もう一つは埼玉県道路計画（防災安全）という

県の計画に属しております。これは町道18号線の

舗装修繕工事です。補助金が1,770万円を見込ん

でおります。こちらの補助率も50％です。 

  続きまして、埼玉県道路インフラメンテナンス

計画（防災安全）、こちらの橋梁関係ですね、長

寿命化の計画の策定やら設計、あとは補修工事で

いただいている補助金でございます。1,760万円

ですね。こちらは補助率55％になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 予算書の31ページの100分

の50と55の違いなんですが、歳入概要を見ますと、

春日部久喜線整備事業と道路舗装修繕事業及び橋

梁維持管理事業の２つがありますので、単純にこ

の前者が50で後者が55というふうな見方にはなら

ないということなんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） こちら

の歳入概要の表記の仕方なんですが、社会資本整

備総合交付金という補助金をいただいております、

道路橋梁費補助金としてですね。 

  その中で春日部久喜線と道路舗装修繕事業。道

路舗装修繕事業というのは先ほども言いましたが、

18号線の補装修繕になります。 

  あと、橋梁維持管理事業に対する交付金。こち

らが55％、これ分けて書けば、もう少しわかりや

すかったんですけれども、補助率としてはその

100分の50と100分の55がありますよというような

表記の仕方になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で、まちづくり建設課分の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５０分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○委員長（丸山妙子君） では再開いたします。 

  これより健康介護課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 
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  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。よろしくお願いいたします。 

  担当職員につきましては自己紹介ということで

させていただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課の

副課長の岡村でございます。 

  高齢者支援と介護保険を主管しております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） 健康介護課、高

齢者支援担当、主幹の齋藤と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 健康介護課、

高齢者支援担当、主査の齋藤でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（岡安英之君） こんにちは。

同じく高齢者支援担当の岡安と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康介護課、健康

増進室長の竹花と申します。よろしくお願いいた

します。 

○健康増進担当主査（野口延寿君） 健康増進担当、

野口と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康増進担当主査（浜津恵都子君） 健康増進担

当、浜津と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康増進担当主査（岡本知佳子君） 健康増進担

当、岡本と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、よろし

くお願いいたします。 

  何点か順を追って、質問させていただきます。 

  まず、最初なんですけれども、私たちの予算書

のほうなんですけれども、９ページのほうの地域

交流サロンの支援事業ということで載っておるん

ですけれども、この中で平成31年度の目標という

ことで載っておるんですけれども、サロンも年々

質・量とも充実して、30を目途にサロンを年々増

やしてきたわけなんですけれども、今年の目標の

中で具体的に今までのサロンをつくる場合に備品

購入費ということで、補助金があったと思うんで

すけれども、額は10万円の限度だったと思います

けれども、これに今年はつけ加えて、施設利用料

を新たに補助するということになっておりますけ

れども、具体的にこの利用料を新たに補助すると

いう中身はどういうものなのか、まず１つお聞か

せをいただきたいと思います。 

  それから、予算書のほうに移りますけれども、

予算書の114ページ、委託料の関係なんですけれ

ども、この中で健康づくり支援事業委託料という

ことで、若干予算書も上がっておるんですけれど

も、この中で輪投げ大会の委託料、それからグラ

ウンドゴルフ大会の委託料ということで、具体的

な数字が載っておるんですけれども、この委託料

の中身をお聞かせいただきたいと思います。 

  それから予算書の116ページのほうに移るわけ

ですけれども、私たちの予算書の中では10ページ

になるわけですけれども、若干、両面に分かれて

質問するんですけれども、敬老会も今年で何回に

なりますか、５回、６回目になるのかな。年々や

はり質・量とも充実をし、地域敬老会も各地域で

開催をされているわけなんですけれども、今年も
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目標は38カ所開催ということで、目標を掲げてい

るんですけれども、例えば、敬老会が開催できな

い地域も正直言って、現実にあると思うんですけ

れども、この敬老会が開催できない。やりたくて

もなかなかできないという自治会、地域はどうい

う理由で開催ができないのかどうか、お聞かせ願

いたいと思います。 

  同時に、予算書の額を見ると、目標を掲げてい

る割には額が前年度と同じになっているんですけ

れども、この関係どうなのか、お聞かせ願いたい

と思います。 

  それから予算書のほうの116ページ、委託料の

関係なんですけれども、みやしろ健康福祉プラン

高齢者編実態調査委託料ということで載っておる

んですけれども、これの一応、額が275万円とい

うことで委託料が載っているわけなんですけれど

も、その中で実態調査をする委託料ということで、

具体的にここに載っておるんですけれども、調査

の内容はどういう内容なのか、また、対象者はど

ういう方を対象者にしているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。 

  それから、予算書のほうの116ページ、老人福

祉総務事業ということで載っておるんですけれど

も、この中でシルバー人材センター補助金という

ことで前年度と同じく548万円の額が載っておる

んですけれども、例えば、福祉産業委員会の資料

を７ページのほうにシルバー人材センターの実績

が載っているわけなんですけれども、例えば、こ

のシルバー人材センター、ここ数年の実績の数字

を見ると横ばい、ないしは減少の数字が出ている

んですけれども、この横ばい、ないしは減少にな

っている理由とはどういうものがあるのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

  具体的には会員数、受託件数、契約実績、金額

等々なんですけれども、その点をお聞かせいただ

きたいと思います。 

  それから、シルバー人材センターの下に載って

おります老人クラブ活動費助成金ということで載

っております。この額も前年度と同額で載ってお

るんですけれども、これも実績の９ページ、福祉

産業委員会の９ページのほうにやはり実績の数字

が載っておるんですけれども、このさわやか連合

会、数年、会員の減少が出ているという数字にな

っておるんですけれども、このさわやか連合会の

現状をどれだけ把握しているのか、会員数がどの

ぐらい減っているのか、また、活動の状況等をぜ

ひ聞かせていただければありがたいなというふう

に思います。 

  それから、予算書の118ページ、アクティブシ

ニア社会参加支援事業ということで、予算が前年

度とやはり同額で300万円の額が載っておるんで

すけれども、この中で消耗品ということで、事務

用品が300万のところに載っておるんですけれど

も、この委託料、委託先どこなのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

  また、事務用品とはどういうものを指している

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、予算書の144ページ、事業名(1)の福

祉医療センターの運営状況なんですけれども、私

たちの予算書の64ページを見ていただきたいと思

いますけれども、何点か具体的に質問したいと思

いますけれども、確かに六花もスタートしまして、

何年たちましたかね。大分質・量ともにやはり充

実をしてきたなというふうに町民の方も評価をし

ているわけなんですけれども、その中でこの医療

センターの中身の現状をお聞かせいただきたいと

思います。 

  まず、１つには診療所の関係ですけれども、現

在、診療科目が内科、小児科、整形外科、外科と

載っておりますけれども、特にこの診療科目のド
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クター、この４科あるわけでございますけれども、

ドクターの常駐体制はどうなっているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。 

  それから、この中で施設の修繕費ということで、

エレベーターの工事200万ほど載っておるんです

けれども、エレベーターはどこのエレベーターな

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

  とりあえず以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課、

副課長の岡村でございます。 

  ただいまの唐沢委員さんからの質問にお答えを

申し上げます。 

  まず、１点目の地域交流サロン支援事業でござ

いますけれども、こちらにつきましては介護保険

特別会計の事業でございますので、後ほど介護保

険特別会計の予算の委員会の際に答弁をさせてい

ただきます。 

  続きまして、予算書の114ページ、115ページの

高齢者健康づくり支援事業についてでございます。 

  こちらにつきましては、平成30年度まではゲー

トボール大会とグラウンドゴルフ大会を開催して

いたわけでございますけれども、31年度からゲー

トボール大会につきましては参加者が年々減って

きておりまして、今、２チームないし３チームを

構成するのが限界という状況になっておりますこ

とから、さわやかクラブ連合会、委託をして、実

施をしているさわやかクラブ連合会と話し合いを

いたしまして今、輪投げ大会というのがさわやか

クラブ連合会のほうでも今力を入れてやっており

まして、去年はゲートボール大会、あいにく雨天

のため中止になってしまったんですけれども、輪

投げ大会であれば、室内でもできるというメリッ

トもございます関係から話し合いを行った結果、

輪投げ大会とグラウンドゴルフ大会を開催させて

いただくことになりました。 

  その実施の方法なんですけれども、これまでと

変わりなく、輪投げ大会についてはさわやかクラ

ブ連合会に委託をしまして実施をいたします。 

  また、グラウンドゴルフ大会につきましては、

町のグラウンドゴルフ協会のほうに委託をしまし

て、実施を行うわけでございます。 

  委託料の中身でございますけれども、こちらに

つきましては当日の商品代と参加賞、また、高齢

者の方、輪投げ大会についてはこれまでゲートボ

ール大会として功労賞ということで80歳以上の参

加者について功労賞というのを贈呈していたんで

すけれども、同じように高齢の方について功労賞

を贈呈しようということで、それが委託料の内訳

でございます。 

  また、そのほかに、委託料のほか事務費で傷害

保険とあと、事業費で消耗品として賞状等の事務

用品を予算で積算をさせていただいております。 

  続きまして、地域敬老会支援事業でございます

けれども、こちらにつきまして、平成30年度は77

の自治会のうち67の自治会で地域敬老会を実施し

ていただきました。開催率は87％ということで、

単独で実施したところが25自治会、合同で実施し

たところが42自治会でございます。20地区の自治

会があったわけでございますけれども、そちらに

つきまして、全部の自治会の自治会長さんを対象

にアンケート調査をさせていただきました。 

  その結果、開催できなかった自治会について、

これは昨年度11あった２開催の地区で開催できな

かった理由を記入していただいたんですけれども、

ほとんどの自治会が開催したいんだけれども開催

できないというような内容の回答はなかったんで

すね。ほとんどのところが高齢者の方の希望がな
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いというのと、役員の負担が多いということで役

員で話し合った結果、もうちょっと開催を見送ろ

うというようなところ、あと、地区独自で敬老祝

い金を配付しているので、開催する意向は今のと

ころないというのと、総会等で話し合いの結果、

開催しないという決議がなされたためと、あと、

ほかの地区の会合が年に３回しかないので敬老会

を開催する余裕がないというような回答をいただ

いているところもありました。 

  あと、対象の高齢者が８人しかいなくて、参加

が見込まれるのが二、三人ということで、自治会

内で話し合った結果、もうちょっと見送ろうとい

うような回答をいただいております。 

  特に、開催を希望しているんだけれども、ちょ

っと開催する場所がないとか、そういう理由で開

催できなかった自治会がある場合にはこちらのほ

うでもどんどん役場のほうに相談をしていただい

て、なるべく開催していけるような状況に持って

いきたいということでお話を差し上げているんで

すけれども、今のところそういう相談は来ていな

いという状況でございます。 

  続きまして、予算書の116ページ、117ページの

みやしろ健康福祉プラン策定事業でございますけ

れども、こちらの委託料の275万円、みやしろ健

康福祉プラン高齢者編の策定のための実態調査の

委託料でございますけれども、こちらにつきまし

てはプランを策定する前年度、これまでも日常生

活圏域の高齢者のニーズ調査というのと、前回の

プランから在宅介護の実態調査という２種類の調

査を行っております。 

  こちらにつきまして、その内容でございますけ

れども、まず、日常生活圏域の高齢者ニーズ調査

につきましては、これまで宮代町の場合は日常生

活圏域１つでございますので、町内にお住まいの

高齢者の方、元気な高齢者の方から支援が必要な

高齢者の方々まで含めて、広く調査をしていると

ころでございますけれども、どういうニーズが潜

在しているのかということで、質問項目を設定し

まして、ニーズ調査を行っております。 

  もう一方の在宅介護実態調査につきましては、

前回のプラン策定から実施しておりますもので、

次回が２回目になりますけれども、こちらは在宅

で暮らす介護が必要とする高齢者の方を対象に在

宅での生活状況についての調査とそちらの方々の

ニーズ調査、もしくは在宅介護のために介護者の

方がなかなか就労できないとか社会参加できない

というようなことがあるかどうかというような調

査を行っておるものでございます。 

  こちらにつきましては基本的に介護認定申請の

更新の際に認定調査員が自宅を訪問したときに回

収をしてきています。今のところですね。在宅で

暮らす介護が必要な高齢者の方々の調査というこ

とでございます。 

  続きまして、同じページの老人福祉総務事業で

ございます。こちらの補助金、負担金補助及び交

付金で、まずシルバー人材センターの補助金のと

ころについての質問でございますけれども、こち

らは提出いたしました資料の７ページから８ペー

ジにシルバー人材センターの年度別の登録者数と

利用状況、または職種別の賃金を掲載させていた

だきましたけれども、こちらの実績につきまして

若干登録者数につきましては、28年度174人だっ

たものが30年度12月末現在で183人と９人の方が

増えております。 

  また、受託件数につきましても28年度は1,813

件で２万3,707人の方が就労をしたわけでござい

ますけれども、30年度は12月末現在で2,276件、

２万949人と、若干でございますけれども、伸び

を示しております。 

  契約実績額につきましても28年度の9,600万か
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ら30年度12月現在では9,100万と、やはり１億円

を超える契約の実績額というふうにこちらにつき

ましては増えてきております。 

  なかなか急激に増えないというのは、やっぱり

会員の登録が２年間で９人程度しか増えていない

ということもございまして、なかなかその請け負

うための体制というか、基盤がまだ整え切れてい

ないという状況がございまして、今はお仕事の話

をいただいても中にはちょっと待っていただくと

か、仕方ない場合にはどうしても請け負えないと

いう場合は断って、ほかのところを紹介するとい

うような措置もとっているようでございます。 

  なるべく会員の増強も図って、町の広報に掲載

して、入会説明会を毎月実施していたり、いろい

ろな取り組みはしているわけでございますけれど

も、なかなかそれが直接会員の増強に今つながっ

ていないというところがあるかというふうに考え

ています。 

  続きまして、同じくその補助金の老人クラブ活

動費の助成金でございます。 

  こちらも提出いたしました資料の９ページにな

りますけれども、こちらは老人クラブの連合会と

単位クラブの数を示しておりますけれども、連合

会につきましては、同じくここ３カ年は58万

8,000円ということで、同額の補助を行っており

ます。 

  また、単位クラブにつきましては、50人以上の

団体につきましては10団体ということで変わって

いないんですけれども、35人から49人が２団体が

あったものが１団体ずつ減ってきていると、また、

20人から34人のところは同じ３団体、５人から19

人というところは１団体あったわけですけれども、

それがなくなっております。 

  こちらにつきましては、１団体は解散したとこ

ろと、あとは２団体で統合で合併になった団体が

ございました。 

  なかなか老人クラブ、各単位クラブにつきまし

ても地区の高齢者の方々の次の世代の方々の入会

がここのところ難しくなってきておりまして、そ

ういう関係から老人クラブの運営ができなくなっ

てきたというところもあるようで、ほかの隣の地

区と合併するというようなところも幾つか出てき

ております。 

  続きまして、予算書の118ページ、119ページの

アクティブシニアの社会参加支援事業でございま

す。 

  こちらにつきましては委託料の300万円の予算

でございますけれども、こちらは予算の増減表で

議会のほうに提出をさせていただきました一般会

計の老人福祉費の一般会計健康介護課所管のとこ

ろの先ほど委員さんの質問の中にありましたけれ

ども、事務用品ということでお話ありまして、こ

ちらのほう今確認しましたところ、コピーアンド

ペーストしたもので間違って印刷をしてしまいま

した。こちらにつきまして正確には委託料でござ

います。すいません、おわびして訂正をさせてい

ただければというふうに思います。 

  こちらにつきまして300万円の委託料でござい

まして、委託先は宮代町社会福祉協議会でござい

ます。社会福祉協議会にアクティブシニア社会参

加支援、町と共同でアクティブシニアの方々たち

の社会参加をバックアップするということで、イ

ベントを開催したり、もしくはその社会参加のた

めの情報誌を定期的に登録者の方に送付して、社

会参加を支援するという内容の事業をやっていた

だくというものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長の竹
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花でございます。 

  先ほどの質問にお答え申し上げます。 

  まず、予算書144ページ、私たちの予算書64ペ

ージのところでございますけれども、まず、診療

４科目の医師の常駐の状況ということであったか

と思いますけれども、こちらにつきましては今、

常勤の医師が内科医が２名、小児科医が１名、あ

と、非常勤で整形外科、外科の先生が１名、あと、

内科医の先生が１名の合計５名の体制で診療のほ

うを行っていただいております。 

  私たちの予算書の64ページの施設修繕費エレベ

ーターはどこかの修繕というところで、エレベー

ターはどこのものかというご質問だったかと思う

んですけれども、今、六花にエレベーターが３基

ございます。１基の一番使用頻度が多いものにつ

きましては、今年度修繕のほうをさせていただい

たんですけれども、残りの２基についてが、まだ

実施していないところでございまして、こちらに

ついては設置時期が同じなので、なるべく同じ時

期にというところで、設置業者のほうにも言われ

ていたんですけれども、とりあえず今年度はまだ

大丈夫ということでしたので、来年度に予算計上

させていただいたという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か確認も含めて、再質問をしたいと思いま

す。 

  まず、予算書の116ページ、敬老会の関係なん

ですけれども、開催できない自治会が現実にある

わけなんですけれども、もうご存じのとおり地域

敬老会、敬老会といっても高齢者が高齢者を祝う

老々敬老会、そんな話も聞かれるわけなんですけ

れども、もう少し町が違った形で支援をできない

のか、お金を出せばいいのでなくして、例えば、

場所を確保するのも現実大変なわけなんです。 

  例えば、大きな人を集めて敬老会をやるところ

なんか場所がない、どうしても進修館の大ホール

ということで、大ホールを押さえるのに大変な四

苦八苦をするわけです。そういう現実。 

  あと、もう一つは集会所がない自治会があるわ

けです。集会所がなくてどこでやったらいいのか。

だから、人的にもそういう開催する環境もなかな

かやっぱり整っていない地域があるわけなんです。

それをどう町がフォローするか。金を出せばいい

のでなくして、お金プラスアルファ、もう少し心

のこもった支援はできないものかどうか。 

  そんなことで今後の敬老会のあり方として、現

状のままでいくのか、もっと知恵を出してこうい

う敬老会があるというものがあったら、ぜひひと

つお聞かせをいただきたいなというふうに思いま

す。 

  それから、シルバー人材センター、先ほども言

いましたとおり、実質的には横ばいの状況がある

わけなんですけれども、例えば、会員の数なんで

すけれども、現在、男女合わせて30年度が183名

となっておりますけれども、圧倒的に男性が多い

んですよね、134名、女性が49名となっておりま

すけれども、今、女性のほうが元気がいいので、

女性が逆じゃないかと思ったら、女性のほうが少

ないというふうな現状があるんですけれども、例

えば、この会員の平均年齢は何歳なのか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

  そして、特に女性の働くと申しますかね、この

シルバーセンターの中でどういう仕事が主なもの

なのか、お聞かせいただきたいなというふうに思

います。 

  これだけ女性が元気なのに、何でこの数字かな

というふうに思いますので、そこら辺をお聞かせ

いただきたいと思います。 
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  それから、予算書の116ページ、老人クラブの

関係なんですけれども、やはり若干の会員の減少

が見込まれるわけなんです。中にはもう団体を解

散するという、そういう会もできているわけなん

ですけれども、この解散しなくてはならないよう

な現状はどのように町は捉えているのか。一時は

さわやか連合会は1,000名以上の会員があったん

ですけれども、現実的にはもう800の会員を切っ

ているというふうに思うんですけれども、この減

少の現実をどう町は見ているのか。お金もここの

ところ何年か予算の関係はほとんどやはり同じ額

ですよね。 

  これも敬老会と若干つながるんですけれども、

もう少し町は温かい手を差し伸べることはできな

いのかなというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  それから、アクティブシニアの関係、何かミス

プリということなので、ミスプリじゃなかったら

これはどういう項目になるんですか。できました

らもう少し確認の意味でお聞かせをいただきたい

と思います。 

  それから、予算書の144ページ、福祉医療セン

ター運営事業なんですけれども、私たちの予算書

の先ほどの前段で質問しましたけれども、運営が

順調にいっているというふうな、ここに載ってお

るんですけれども、負担金、補助金の関係で、公

設宮代福祉医療センター運営健全化に交付金が減

ったということなんですけれども、六花は本当に

運営が順調にいっているのかどうか、確認の意味

でお聞かせ願いたいと思います。 

  特に、今５名のドクター、常勤、非常勤含めて

いるわけなんですけれども、メインはやはり内科

が２名ということなんですけれども、この中でち

ょっと確認したいんですけれども、整形外科のド

クターは月に何回来ているのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

  やはり今、魅力あるまちづくり、特に子育てが

しやすい町ということで、小児科、実は議会とし

て、昨年秋に島根県の邑南町のほうに視察をいた

しました。その中で邑南町は人口が１万ちょっと

ですよ。宮代町の３分の１の人口ですよ。その中

でドクターが11名常駐している。その中で小児科

含めて、充実したドクター体制ですね 

  やっぱり魅力あるまちづくりというと、ここら

がキーポイントになるのかなと思います。現実的

に小児科、整形外科、少なくてもやっぱり常勤体

制をとるべきなのかなと、まして、高齢者なんて

いうのは整形外科ですよ、大体。腰が痛い、膝が

痛い、肩が痛いということで、大体行くのが整形

外科なんですけれども、この六花の整形外科の現

状をお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、診療の数字も若干減少気味かなと、

先ほど順調にいっている割には診療している人が

若干減っているなというふうに思いますので、そ

こら辺をどのように捉えているのか、再度お聞か

せいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、地域敬老会支援事業でございますけれど

も、これまでの地域敬老会の運営と支援について

でございますけれども、やはりそのアンケート調

査を実施した際に、そのアンケートの中に今回の

敬老会開催に当たって苦労した点なども聞いてお

ります。やはりなかなか地域の役員さん、スタッ

フの方が１年で入れかえになってしまうというよ

うなことで、なかなか引き継ぎ等がスムーズにで
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きないとか、もしくは運営マニュアルというのを

町から配布しておりますけれども、そこの掲載内

容について、まだ不足があるんじゃないかという

ような意見もいただいております。そのような意

見、また、このアンケート以外にも例えば、進修

館の予約について、今、一般の方予約開始と同時

の６カ月前の予約が必要だということで、一般の

方に予約をされてしまうと、なかなか敬老会の開

催ができなくなったり、日程を変えたりしなくち

ゃいけないというようなことで苦慮しているとい

うようなお話をいただいております。 

  なかなか地区の役員さんの入れかえということ

につきましては、地区の役員さん、地区で決めた

ことですので、なかなかそこのところは変えられ

ないんですけれども、１年交代でも運営がスムー

ズにできるようにもう少し運営マニュアルなども

改善を図って、引き継ぎがスムーズにできるよう

にしていきたいというふうに考えております。 

  また、進修館等の予約につきましても進修館運

営所管課と話し合いをして、改善ができるところ

があれば、改善をしていただければということで

働きかけをしていこうというふうに考えておりま

す。 

  また、集会所がない地区などもございますので、

ほかの地区の集会所の調整をさせていただくとか、

もしくは、近くの公共施設で使えるようなところ

があれば、そういうところとも調整をして、案内

をしていきたいというふうに考えております。 

  次に、シルバー人材センターの活動の内容でご

ざいますけれども、こちらにつきまして、会員数

は提出資料に掲載させていただいたところでござ

いますけれども、こちらの平均年齢ということに

ついては町のほうでは把握してございません。恐

らくシルバーのほうでも集計をすれば出ると思う

んですけれども、ふだんから集計をしているとい

うことはないと思うんですけれども、そういう資

料があればちょっと確認をさせていただきますけ

れども、今のところ町のほうには資料がございま

せん。 

  それと、女性会員数が男性に比べて少ないとい

うことでございますけれども、やはりその請負の

事業の内容が、多くが除草や植木の剪定とか、屋

外の作業が中心なものですから、なかなか女性の

活動の場が少なくっているのかなというふうに考

えますけれども、この中の女性の仕事としては今

のところ、この８ページに職群が掲載されており

ますけれども、女性の方は屋内作業の清掃や家事

援助が中心でございます。施設の清掃や一般家庭

での家事の援助ですね。 

  あと、総合事業で介護予防日常生活支援事業の

第１号の訪問事業所の指定にもなっているんです

けれども、今のところ活動実績は上がってきてい

ないんですが、そういう訪問での家事援助という

ような内容のお仕事が女性の中心的な会員さんの

仕事というふうに捉えております。 

  続いて、老人クラブの会員数の減少でございま

すけれども、こちらについては以前の会員数に比

べて、今は６分の１ぐらいに減っちゃっているん

ですかね。以前はゲートボール大会なんかも開催

しても、老人クラブから30を超えるようなチーム

が出てきたわけですけれども、先ほど健康づくり

のところでお話をさせていただいたように３チー

ムを構成するのがもう限界というような人数にま

で減ってきております。 

  そういうことから町としては老人クラブの支援

をしておりまして、先日のアクティブシニアの社

会参加のイベントにエンジョイフェスティバルと

いうのを開催させていただいたんですけれども、

そちらのほうで壇上に登壇されて新会員の方が入

会をできれば希望していただきたいということで、
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９団体の方が登壇していただいて、自分の団体の

ＰＲをしていただいて、それで、ぜひ老人クラブ

に加入したいと、興味があるというような方たち

には記載したカードを投函していただいたんです

けれども、その中に老人クラブにちょっと興味を

持ったという方も結構いらっしゃったようで、そ

ういう方たちが気軽に老人クラブのイベントに参

加してみようかなというような気持ちを持ってい

ただけるように、そういうイベント等で支援をし

ております。 

  また、健康づくり事業などでも老人クラブの

方々たちがなじみのあるスポーツを取り入れて、

今回も輪投げ大会をやって、できればそれに参加

した人たちがまた老人クラブに入会していただい

て活動をしていただけるように、そういう場を設

けるなどの支援もこれから引き続きやっていきた

いというふうに考えております。 

  続いて、アクティブシニアの社会参加の支援事

業でございますけれども、こちら提出資料の誤り

について、アクティブシニアの社会参加支援事業

で需用費、消耗品費、事務用品となっているもの

が、正確には社会参加支援事業で委託料でござい

ます。委託料で細細節がアクティブシニアの社会

参加支援事業委託料というふうに訂正をさせてい

ただければというふうに思います。恐れ入ります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、交付金が減っているというところのご指

摘だったかと思います。 

  こちらについては六花の経営がうまくいってい

るとかいっていないとかということではなくて、

地方交付税の中で係数を掛けて算出しているもの

でございますので、たまたまその係数が減ってき

ているので、健全化交付金が減っているというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

  また、２つ目の整形外科の医師は何回来ている

のかということだったんですけれども、こちらに

つきましては隔週で１回ずつしか来ていただいて

おりませんので、月に２回しか来ていただいてい

ないという状況でございます。 

  こちらについては六花でもちょっと増やしてほ

しいというお願いをしているようなんけれども、

何せ先生方が手術ができるような医療機関をやは

り希望されている方が多くて、なかなか六花には

来ていただける先生が見つからなくて苦慮してい

るという報告は受けているところでございます。 

  診療の数字というところで、先ほど委員さんの

ほうからうまくいっているのかどうかというとこ

ろのご質問があって、そちらの判断につきまして

ですけれども、ちょっと今年度の分が30年度ない

んですけれども、過去３年間で見ますと、平成27

年度が外来の診療所が３万111名、28年度が３万

3,501名、29年度におきましては３万5,694名とい

うことで、順調に増えてはきているところでござ

います。 

  また、今年度も多くなっているという報告は受

けているところでございますけれども、今、申し

わけございません、手持ちに資料がないので、今

年度、今現在何名というところはちょっと報告で

きないというところで、ご理解いただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 時間の関係もありますので、

確認の意味でもう二、三点ちょっと再質問させて

もらいたいと思います。 

  繰り返しになるんですけれども、ぜひとも高齢
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者に優しいまちづくり、ぜひ町長のほうにも言っ

ておいてもらいたいんですけれども、町長、町民

との対話を深めていきたい、コミュニケーション

を深めていきたいというふうな、そういう政治姿

勢で今、町政に臨んでいるわけでございますので、

できましたら、こういう高齢者、今65歳以上の人

が１万人突破、75歳以上の人が4,400人ですか、

まさに高齢化社会の中でぜひとも高齢者との対話

集会とか高齢者の話を聞くとか、そういう場をつ

くっていただければありがたいなと要望しておき

たいと思います。 

  それから医療福祉センターの関係、わかりまし

た。 

  実はこういう話があるんです。 

  整形外科、月に２回、隔週で来ているという話

をいただきました。 

  例えば、隔週でそのドクターが来ていなかった

といった場合は丸々あいちゃいますよね。３月９

日の土曜日、その前の隔週だから、実はこの３月

９日久しぶりに整形外科のドクターがみえたとい

うことで、診療した数は物すごい数だったという

ふうに私はある人からそういう情報を聞かせてい

ただきました。 

  高齢者が朝行って、２時間診療を待った。それ

で薬剤で約三、四十分待たされた。高齢者、足の

不自由な方が歩いてやって来たと。やったら診療

時間２時間以上待たされたと、ようやく診療終わ

って、今度は薬剤のほうに行ったらまた混んでい

て、座る場所がないぐらいにあふれていて、そこ

でまた待たされた。こういう現実が今起きている

んですよね。隔週で来ている、まさに今、宮代町

は先ほど言ったとおり、高齢者がどんどん増えて

いる中で整形外科の医師というのは非常に重要な

わけなんです。 

  この整形外科が月に１回か２回しか来ていなか

ったら、いや応なしに次はいっぱい来ますよ。 

  ３月９日のそういう状況をつかんでいるのかど

うか。再度お聞かせ願いたいなと、そういうもの

をぜひとも一日も早く解消してもらいたい。宮代

町で生活していてよかったなというような医療セ

ンター六花をつくるため、こういう現状をどのよ

うにつかんでいるのか、再度お聞かせいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  先ほどの３月９日の整形外科の診療の患者様が

非常に多くいらっしゃって、待ち時間も非常にあ

ったというところで、町のほうで把握しているの

かというご質問だったかと思うんですけれども、

こちらについては、大変申しわけございません。

何かトラブルがあったときには速やかに報告があ

るんですけれども、そこが町のほうとしても危機

感を持って、こういうときにはどういうふうな状

況だったかというところを把握していなかったと

いうところに問題もあると思いますので、今後に

つきましては、週を追うごとにどういった状況か、

トラブル等がないかというところを重ねて、確認

をできるような体制を整えていきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 最後になりますけれども、

くどいようですけれども、六花の関係なんですけ

れども、公設民営、宮代町からも巨費を投じたわ

けなので、町民大いに期待しているんですよ。 

  特にやっぱり高齢者の中では整形外科という位

置づけは大変強いので、町内にできた六花が本当

に多くの人に診療されるように、そういう六花に
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なってもらいたいなということを強く要望して、

質問を終わらせていただきます。ひとつよろしく

お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでは何点か質疑させて

いただきます、山下です。 

  まず、最初に114ページ、老人福祉施設措置委

託事業です。 

  これは居宅で介護が困難になったとき、措置入

院をするということなんですけれども、これは昨

年度は何人くらいあったのかどうか。それと同時

にこれ介護度はどのくらいの人が入ったのかどう

か。 

  例えば、介護３以上ということなんですけれど

も、原則なんですけれども、これは１とか２の人

も入っているのかどうか。措置入院は何人で入っ

ているのか、ちょっと教えていただきたいなと思

っております。 

  それと、116ページ、これ前段の人も質問した

んですけれども、敬老会です。 

  確かに、予算が減っています。同じです。同じ

ということは高齢者が増えているのに同じだとい

うことはこれ以上人数が見込めないということで

町はこの予算をとったのかどうか。その辺のとこ

ろどうなのかなと思っています。 

  私、いつも言っているんですけれども、参加も    

祝い金の贈呈となっているんですけれども、これ

は祝い金というのはやっぱり高齢者をいたわる祝

いの品だと思うんです。参加した人だけそういう

町の予算を組むというのは、ちょっといかがなも

のかなと思っております。 

  ぜひ、この辺のところは町としても検討する必

要があるんじゃないかなと、やり直して検討する。

参加したくてもできない人いますよね。 

  例えば、病気で入院して、それを介護に行かな

くちゃいけないとか、結婚式だとか、いろいろあ

ると思います。そういう人たちを平等に扱ってい

かないと、まずいんじゃないかなという感じはす

るんです。 

  ぜひ、その辺のところはどう思っているのか、

回答をお願いします。 

  それと、同じく116ページです。 

  高齢者日常生活用具支給事業。この概要を見る

と、いろんな電子レンジだとか、そういうのを貸

し出していますけれども、これに希望は全部

100％かなうのかどうか。 

  それと、この貸し出しの条件というのがあるの

かないのか。 

  その辺のところもお願いしたいと思います。 

  同じく116ページです。 

  低所得者利用者負担対策事業でございます。 

  低所得者の介護の助成という説明されたんです

けれども、この低所得者の対象というのは何人ぐ

らいいるのか。また、その辺のところもお願いし

たいと思います。増えているのか、減っているの

か、何人対象なのか、ちょっと詳しくお願いしま

す。 

  それと、同じ介護保険の特別会計ですか、特別

会計のときにやります。 

  118ページです。 

  災害時要援護者見守り支援事業です。 

  この間、テレビなんかで災害時の要援護者の避

難をさせるために準備とか担当を決めているなど

報道されていたんですけれども、災害時、宮代町

では要援護者の手助けを具体的に誰が、どなたを

安全なところに避難させるのか、プランができて

いるのかどうか。その辺のところもお願いします。 

  あと、134ページ、保健衛生予防事業でござい

ます。 
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  町の担当医、以前は２名ということで聞いてい

るんですけれども、今現在１名だということで、

何か説明の中にあったというような感じはしたん

ですけれども、その辺のところの事情というんで

すか、お願いします。 

  あと、136ページです。 

  資料１ページにも載っているんですけれども、

保健予防事業でございます。 

  各種の予防のためのワクチン対象者の減と説明

されていますが、この辺のところの説明をお願い

します。 

  あと、資料の２ページに載っているんですけれ

ども、乳幼児の訪問ですよね、健診の。それが

年々下がってきているような感じはするんだけれ

ども、全員が対象になるわけですよね。 

  ３年ぐらい前は100％の達成率なんですけれど

も、今では減ってきている。この辺の減った理由、

なぜ減ってきているのか。残った対象者は必ず訪

問しているのかどうか。その辺のところもわかっ

たらお願いします。 

  これはテレビなんかで、よく報道されていると

思うんです。子供の虐待とか、それを見るために

はやっぱり訪問して、直接子供の様子を見るとい

うことは大事じゃないかなと思っております。 

  それも含めて回答をお願いします。 

  それから、136ページです。 

  母子保健事業でございます。 

  これは先ほども言った健康診断のことと同じで

す。これ対象は全員だということだと思うんです

けれども、それと一緒に先ほどの問題と一緒に回

答をお願いします。 

  あと、140ページになります。 

  不妊治療の助成事業でございます。 

  宮代町はこの不妊治療の事業費、これは全額県

のほうの事業に沿って、やっているのか。宮代町

独自の不妊事業の制度なのかどうか。制度の中身

をお願いします。 

  それから最後になります。 

  最後は先ほどの前段者の質問になるので、終わ

りたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

  再開は４時10分といたします。 

 

休憩 午後 ３時５５分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからの質問にお答えを申し上げま

す。 

  まず初めに、予算書の114ページ、115ページの

老人福祉施設措置委託事業でございますけれども、

こちらにつきましては事業概要にございますとお

り、居宅において養護を受けることが困難な場合

における高齢者等の入所の措置でございます。こ

の養護というのは、こちらにつきましては、老人

福祉法の第11条に基づいて65歳以上であって環境

上の理由及び経済的理由、生活保護や市町村民税

の所得割がない方が居宅において養護を受けるこ

とが困難な場合に養護老人ホーム等への入所の措

置を行うというものでございます。 

  こちらの実績につきましては、介護保険制度開

始の平成12年度には４人の方が対象としていたわ

けでございますけれども、その後平成16年度に１

名、23年度に１名という実績がありまして、その
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後は実績はございません。 

  次に、地域敬老会の支援事業の予算が昨年と同

額ということでございますけれども、こちらはこ

れ以上伸びないということではなくて、現在平成

30年度は参加者が1,894人いたわけでございます。

来年度ももう少し伸びるというふうに予測はして

ございますけれども、30年度の実績を勘案しまし

て不用額が出ていることから同額の予算積算を行

ったところでございます。 

  また、予算書に記載しております祝い品、商品

券の贈呈でございますけれどもこちらにつきまし

ては、地域敬老会に参加をした方だけの祝い品の

贈呈ではなくて、こちらは節目の年齢77歳、88歳、

99歳、100歳と101歳以上の方々にそれぞれの金額

5,000円、また１万円、100歳の方には５万円とい

う商品券を贈呈しております。 

  続きまして、日常生活用具の給付事業でござい

ます。こちらにつきましては、日常生活の便宜を

図るために要援護、独居の高齢者の方へ日常生活

用具の給付または貸与を行うという事業でござい

ますけれども、こちらの実績につきましては、過

去４年の実績は、平成27年度に火災警報器が１件、

平成28年度は電磁調理器が１件、29年度は実績が

ございません。30年度は１月末現在で電磁調理器

の給付が１件ございました。 

  続きまして、低所得者利用者負担対策事業でご

ざいます。こちらにつきましては、現在対象にな

る方は、こちらにつきましては、負担限度額認定

を受けている方、介護保険制度の負担限度額認定

を受けている方でございまして、平成31年１月末

現在では1,810人が対象になっているわけでござ

いますけれども、給付実績といたしましては平成

28年度が施設利用料の１割が助成された方が185

人、在宅利用の利用料の２割を助成された方が93

人でございます。また、29年度は施設利用料の１

割が160人、在宅利用料の２割が82人という実績

になっております。 

  続きまして、災害時要援護者見守り事業でござ

います。こちら災害時要援護者の登録制度のこと

だと思いますけれども、こちらにつきまして現在

災害時要援護者制度に登録をされている方が30年

度698人でございます。災害時要援護者名簿を町

から地区の自主防災組織等へ提供をしているのが

36地区ございまして、そのうちの半分の18地区で

先ほど委員さんおっしゃられました、誰が誰を助

けるのかというような個別支援プラン、個別計画

を策定している地区が半数の18地区でございます。

その策定されている方々の人数が140人というふ

うになっております。いざ、災害があった場合に

は、この避難行動要支援者制度の避難支援プラン、

個別計画に基づいてその方たちのお宅へ行って避

難行動の支援をしていただくというような制度に

なっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきましたご質問に順次お答え申し上げま

す。 

  まず、134ページ、保健衛生総務事業の中の報

酬のところだったかと思います、担当医が１名に

なったということの経緯というところでございま

すけれども、こちらにつきましては町の乳幼児健

診にお手伝いいただいている先生方、こちらにつ

きまして過去においては医師会の先生方全ての先

生方で町の乳幼児健診に来ていただける先生方に

お願いしていたんですけれども、診療の合間を見

て来ていただくということでなかなか来ていただ

くのが難しい状況になったりとかということもご
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ざいましたので、公設宮代福祉センターのセンタ

ー長にもし１名でお願いできるような状況でほか

の先生方が大丈夫ということであれば、そのまま

一人で進めたいというお話をさせていただき、医

師会の中でも了承が得られたということで１名の

報酬ということで落ち着いたところでございます。 

  ２点目、136ページ、保健予防事業の中の対象

者の減というところでございますけれども、こち

らにつきましては委員さんもご存じだと思うんで

すけれども、予防接種につきましては対象年齢が

全ての予防接種と言っていいほど違ってきますの

で、その対象の年齢となる方々のその年の人口ピ

ラミッド等から確認をさせていただいて、来年度

この予防接種についてはこの方々が対象となるの

で何名ということで得て、過去の実績に基づいた

接種率というのを掛けて算出しておりますので、

こちらが減ったというのはある意味人口ピラミッ

ドのほうの変化というところでご理解いただきた

いと思います。 

  あと、母子の検診が受診率が減っているけれど

もというご指摘だったかと思います。こちらにつ

きましては、受診していただく、保健センターに

来所していただく方はそのときによって100％の

ときとそうでないときもありますけれども、もし

そうでないときにもその方を放置することではな

くてきちんと状況の確認をさせて100％把握して

いるというところでご理解いただきたいと思いま

す。 

  また、こんにちは赤ちゃん事業というところで

もあるんですけれども、こちらについても同じよ

うな状況で、100％状況は把握しているというと

ころでご理解いただきたいと思います。 

  次に、不妊治療についてだったかと思います。

こちらの不妊治療については、県の行っている事

業と同じものなのかというご質問だったかと思う

んですけれども、こちらは県の事業については県

の定められた要綱に沿ってきちんと認められた方

が20万円の補助をもらえるということなんですけ

れども、町に関してはこちらにさらに５万円の上

乗せをするということで、この事業につきまして

は町の単独事業というところでご理解いただきた

いと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  先ほどの答弁に１点漏れと誤りがありましたの

で、訂正をさせていただきます。 

  低所得者利用者負担対策事業でございますけれ

ども、現在の認定者につきましては平成30年８月

現在で1,810人と申し上げたんですけれども、260

人の間違いでございます。すみません。260人で

平成30年の２月末算定では、施設介護サービス利

用者１割利用料助成でございますけれども、これ

が175人で、在宅の利用料助成２割の方が80人、

合わせて255人でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最初の老人福祉施設の措置入院ということなん

ですけれども、これは実績にあわせてということ

なんですけれども、ここがかなり低いなと思って

いるんですけれども、これ要望に希望した人は何

人くらいいたんですかね。例えば、自宅で養護が

できないからちょっと措置入院させてくださいと

いうことで、町の人から要望があった人数という

のは何人ぐらい、そのうち要望入院がこれだけ入

ったということなんだと思いますけれども、何人

ぐらい希望があったのか、まず最初にお聞きしま
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す。 

  あと、地域敬老会なんですけれども、77歳節目

節目ごとのあれはわかるんですよ。ただ75歳以上

の参加者、参加した人と参加していない人、町の

ほうでは全体で参加した人数しかやらない。自治

会によっては独自に参加できない方にも記念品み

たいなものを贈っているという話も聞いています。

町でどうしてできないのか。小さいところまでで

きませんよ、そんな財政的余裕があるわけじゃな

いですから。自治会ではできていて、町のほうで

はできない理由というんですか、町の人もこれは

かなり言っている人もいます。ちょっと不公平だ

よねというんで。その辺のところをどういうふう

に思っているのか、もう一度再度答弁をお願いし

ます。 

  あとこの、高齢者の日常生活用具支給事業なん

ですけれども、これは希望者100％なんですか。

それとも限定されて何かあるんでしょうか。貸し

出しは１件だとかそういうのなっていますけれど

も、例えば希望したんだけれども受けられなかっ

たよというんで、そういう制限みたいのはあるん

ですか。あったらお願いします。なければないで

いいです。 

  先ほど、116ページの低所得者利用者負担対策

事業なんですけれども、最初1,810人と言ったん

ですけれども、260人ということで、低所得者と

いうことは対象者が260人ということなんですか。

それともっといるんですか。希望した人が260人

なんですか。対象者なんですかこれは、そういう

ことでよろしいですか。 

  低所得者の定義というんですか、どのくらいの

方が低所得者と言えるのか、収入別でもしわかれ

ばお願いします。 

  あと、118ページの見守りですよね。36地区中

18地区でやっている、その中で140人が今現在で

きているということなんですが、残りの人たちは

698人ですか、その中で残りの人のプランという

のはできていないということですよね。この辺の

ところも町としてどういうふうに考えているのか。

全然昨年と進んでいるのか、進んでいないのか。

減ってきているのか、増えているのか、ちょっと

わからないところがいっぱいあるんです。やはり

先ほどどなたか言っていました老老介護が行って

きたということで、老人が老人を助けに行く、そ

ういう計画、そういうふうになってきているのか

どうか。だから一向に進まないというのが出てい

るのか、その辺のところが全然わからないという

状況。 

  36のうち18地区というんですから、半分ですか

ら、これは大きな団地だけなんでしょうね。恐ら

く。その辺のところもちょっと様子がわからない。

総合的に考えてどういうふうに進めているのか、

ちょっともう一度お考えを述べてください。 

  保健衛生予防事業ですけれども、これは町の担

当医は公設の先生が１人いるということで、これ

は町医師会でも了承している論議なんだというこ

とで回答がありましたので、そういうことであれ

ば１名ということで了解をいたします。 

  あと、予防接種、ピラミッドのあれで今年の予

算上はこういうふうになっているんだということ

なんですけれども、例えばインフルエンザなんか

はそういうのとはまた別な問題でないかなと思っ

ているんですよ。やはりインフルエンザは自分で

やるかやらないか、町のそういう予防接種に対す

る宣伝とかそういうのがどうなっているのか。 

  中にはこういう人もいます。予防接種をしたっ

て効き目ないよという、そういう人もいますよ。

いや、何が当たるかわからないからやらないんだ

という人もいます。やはり宣伝が足らなければ予

防接種する人も足らないんじゃないかなという感
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じ、少なくなってくるんじゃないかなと思ってお

ります。 

  それと、母子の健康のことなんですけれども、

100％やっていると言っても、資料によると年々

減ってきているというのが資料の中には書いてあ

るんですよね。３年前には100％なのが今は98％

くらいですか。何％ですか。これで100％なんで

しょうか。どうやって100％と言えるのか。状況

は電話だけで済ませているのかどうか。やはり状

況というのは、いじめの問題もあります。現場に

行って100％なんですよ。自分たちで確かめて。

それがなければやはり100％とは言えません。ど

んな100％なのか、もう一度お願いします。 

  あと、不妊治療ですよね。これはお金がかかる

ということで、治療を受けた人から聞いているん

ですよ。町でも同等くらいの不妊治療、ほかの自

治体ではどうなっているのか。休んでつらい思い

をして病院に通って、それでも子供を産みたいと

いう人がいっぱいいます。やはり子供のあれを考

えたらそういう希望者に対して厚くするのが当然

じゃあないかなという感じはするんだけれども、

宮代町は少ないということでその本人からは聞い

ています。そんなところがほかの自治体ではどう

なっているのか、わかる範囲でお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、老人福祉設措置委託事業でございますけ

れども、ここのところ何年か実績はないのですけ

れども、要望はということでございますけれども、

こちらについては要望されてくるケースというの

が、これまでも特に要望という形ではございませ

ん。基本的には在宅で家族の方の養護を受けて生

活をしていた方が、家族の方が何らかの理由で不

在になってしまう、もしくは経済的な理由で、経

済的な虐待を受けているとかということで措置が

必要だというようなケースが出てきた場合には、

町のほうとして養護老人ホーム等への措置を行う

というものでございまして、特に要望として上が

ってくるようなものではございません。 

  続きまして、地域敬老会支援事業で、参加でき

る人と参加できない人、参加しない人との補助金

の交付等について不公平ではないかというお話で

ございますけれども、地域敬老会のそもそもの目

的が、地域ごとに地域単位で敬老会を開催してい

ただいて１カ所に集っていただくと、元気な高齢

者もしくは介護支援が必要な高齢者の方も含めて

集会所なりに集っていただいて、働き盛りの世代

や子供たちと触れ合いをしていただいて、顔の見

える関係づくりをしていただくと。それによって

地域コミュニティの醸成や、いざ災害時に備えて、

顔の見える関係づくりをしていっていただこうと

いうのが大きな目的の一つでございます。 

  そういうことから、できる限り地域敬老会に参

加をしていただいてそういうところからつながり

を深めていただくということで支援をしている事

業でございますので、参加していただいた方につ

いてはその費用について助成をしているというも

のでございます。参加できない方については、こ

れは一律なんですけれども、ほかの祝い品のほう

で節目の年齢の際に参加できない方についてもそ

の節目の年齢にはまとまった金額の商品券を贈呈

させていただいて、敬老を祝うということで事業

を実施しているものでございます。 

  続きまして、日常生活用具の給付事業でござい

ますけれども、こちらにつきましては給付品目が

４品目ございます。まず給付のものが、電磁調理



－２５９－ 

器と火災報知機、自動消火器が給付でございます。

貸し出しが、貸与が１品目でございまして、こち

ら高齢者用電話でございますけれども、まず電磁

調理器の対象はおおむね65歳以上であって心身機

能の低下に伴い防火等の配慮が必要な低所得者が

対象になります。 

  火災報知機につきましては、おおむね65歳以上

の低所得者の高齢者世帯でございます。 

  自動消火器につきましても、おおむね65歳以上

の低所得者の高齢者世帯でございます。 

  貸与の高齢者電話につきましては、おおむね65

歳以上のひとり暮らしの生活保護法による被保護

世帯の方に貸与するということになってございま

す。 

  こちらの方々について、希望があって申請をし

ていただいてこれに該当するということであれば

給付もしくは貸与の対象になるというものでござ

います。 

  続きまして、低所得者の利用者負担対策事業で

ございます。 

  こちらにつきましては、先ほど申し上げました

訂正をさせていただいた対象者が260人でござい

ます。こちらの対象要件につきましては、非課税

世帯に属する資産要件が一定の額以下の方々が対

象になります。住民税非課税世帯に属する単身で

銀行預金等が1,000万円以下で、高齢者夫婦につ

いてはあわせて2,000万円以下の方が対象になり

ます。 

  次に、災害時要援護者見守り支援事業の個別支

援プランでございますけれども、36地区のうち18

地区で140人ということですから、まだ558人につ

いては個別支援プランが策定されていない状況で

ございますけれども、町といたしましてもできる

だけ多くの方、できれば全員の方の個別支援プラ

ンを策定していただきたいということで自主防災

会の連絡会議等に出席をいたしまして自主防災会

の代表の方々等にお願いをしているところでござ

います。また機会がある都度お願いをしてなるべ

く多くの方の個別支援プランを策定していただき

たいということでお願いをしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた再質問にお答え申し上げます。 

  まず、予防事業のところ、インフルエンザの予

防接種等につきましてのご指摘だったかと思いま

す。 

  委員さんご存じのように高齢者インフルエンザ

につきましては４種類の型が入ったものでござい

ますので、その住民の方から聞いたという打って

も効かないというのがある意味当たっているとき

とかもあって、今年度のようにＡ型とＢ型が混在

して流行していて、それを医療機関の先生方から

今回は当たっているから今年は予防接種を受けた

ほうがいいからねとかというのを直接住民の方々

が聞いたりとかすると、さらにそのときは接種率

が上がったりとかという状況もあるかと思うんで

すけれども、そういう医療機関の先生方からの情

報というのもかなり大きく接種率には影響するの

ではないかなと思います。 

  ただ、町としましては誤った情報は流さないよ

うな形で広報等で周知のほうは引き続き図ってい

きたいと思います。 

  また、乳幼児健診の健診率100％ということは

どういうことなんだという再質問だったかと思い

ます。こちらにつきましては、先ほども申し上げ

ましたとおり状況把握が100％ということでござ

いまして、当然ご存じのように町のほうの健診と
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いうのは４カ月児健診から始まって３歳児健診ま

でございますけれども、各健診が100％把握して

いればそれでいいのかという議論にもなると思い

ます。町としましては、継続して育児支援をして

いきたいというところが念頭にございますので、

その時期になんとかあってもそのあとは知らない

ということではなくて、継続して信頼していただ

けるような関係づくりをつくっていきたいという

状況がございますので、強引に入っていけないと

きがあるときには、100％にいかないというとこ

ろでご理解いただきたいと思います。 

  また、不妊治療につきまして、町の金額が少な

いのではないかというご質問だったと思いますけ

れども、こちらについてはほかの自治体さんでも

やっているところとやっていないところもござい

ますので、大変申しわけございません、今手持ち

資料がございませんのでどこの自治体が幾らとい

うのはちょっと申し上げられない状況ではあるん

ですけれども、今後についてそれが今の状況が適

正なのか、適正でないのかという部分も踏まえて

検証していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 118ページの災害時要援護

者見守り事業なんですけれども、これは自治会と

か自主防災会、これは義務ではないですよね、は

っきり言って。義務でやっているんですか、それ

とも。任意でやっているんですよね、自治防災会

というのは。その人たちが協力してやっているだ

けであって、私はそういうふうに感じているんで

すけれども、これは任務として義務として町とし

てお金を出してきちんとやりなさいということで、

義務的にやらせているのかどうか。任意だとすれ

ばこれはこれ以上は伸びないなという感じがする

んですけれども、その辺の町の関与というのはや

はりどうやったらそういう援護者を災害のとき助

け出すことが町としての関与をどうするのか。こ

ういう自治防災会だけに任せるのかどうか、その

辺のところがやはり弱い人たちの援護という、温

かい町政の見るところというんですか、そういう

施策の言葉が確かめられるんじゃあないかなとい

う感じがするんですけれども、この辺のところを

どう考えているのか、もう一度お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  災害時要援護者見守り支援事業の自主防災会へ

のお願いでございますけれども、自主防災会組織

につきましてはあくまでも任意の団体でございま

すので、町として避難支援プランをつくってくれ

というような強制もできないことから、できる限

り多くの方の支援プランをつくっていただけるよ

うにお願いを申し上げているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 私は、町の対応はどうする

のかということなんですよ。自主的な防災組織に

任せるのではなくて、町としてそういう防災のプ

ランがあるのかどうかということなんです。それ

だけなんですよ。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  災害時要援護者、特に今高齢者と障害等お持ち

の方についてのいわゆる災害弱者に対する支援計

画の全体計画というのはございます。そちらに基
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づいて自主防災会にできるだけ多くの方の支援プ

ランを策定していただけるようにお願いをしてい

るところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  何点か、簡単なことだけ聞いておきたいと思い

ます。 

  敬老会の問題は先ほどから大分熱心に不参加の

人について、私も前々からこの不参加は何とかし

てやらなくちゃならないと思っている一人です。

どうしても参加できない人が残念だと涙を流して

いたという話を聞いたことがあるんです。どう思

いますか。じゃあ出たくても出られないので。そ

のことを聞くと、1,800人から参加があるからと

自慢してはいられないですよね。困っている人が

１人でも２人でもいれば何とかしてやるのが政治

だと思うんですよ。出られなくて悔しくて、出た

いんだけど涙を流していたと、そういう話を聞く

と真剣に考えるべきです。そのことを申し上げて

おきたいと思います。 

  それで、大体敬老会をやっているのはここら辺

の地区の人は進修館を使っているようです。大体

ほかの地区は集会所です。集会所がバリアフリー

化になっている集会所が幾つあるか教えてもらい

たいと思います。車椅子でも上がれない、そうい

う人もいるんです。そういう困った人をどう参加

してもらうかです。そのことも忘れないほうがい

いです。1,800人から出ているから私たちのやっ

ていることは大したもんでしょうと言いたげだよ

ね、聞いていると。そういうもんじゃあないでし

ょう。福祉というのはそういうもんじゃないです。

困っている人をどう参加してもらうとか、面倒見

ると、面倒というのはまずいかもしれないけれど

も、するかです。それが福祉。忘れないでくださ

いね。 

  どう思っているか、もし答えられたら答えても

らいたいです。 

  次に、この歳出関係の資料をもらいましたけれ

ども、118ページの郵便料。意向調査郵便料、こ

れ出すほうともらうほうは郵便料が違うんですか、

値段が。初めて聞いたんです。52円だか、82円だ

か知りませんけれども、私の計算の仕方が悪いん

ですか。67円掛ける5,100が答えが違うんです。

だから、返事をもらうのが高くなるんだなと思っ

て、郵便屋さんから。これはどうしてだか教えて

もらいたい。116ページか、役務費の中の郵便料

というのがあるでしょう。これね、どう郵便屋さ

んが往復返信これ値段が郵便屋さんが違うなんて

初めて聞いた。もしこれがいつ変わったんだか知

りませんけれども、これが変わったんなら郵便屋

さんに私が言おうと思っているんですよ。郵便屋

ってそういうのかって。それが２点目。 

  あと、シルバー人材。補助が相当出ていますよ

ね。いいんですけれども、草刈りとかいろんなや

る内容ありますよね。これも基準が決まっている

んでしょうから、値段。頼むと。それはそれでし

ようがないのかなと。本来なら私異論があるとこ

ろなんだけれども、だいたいこれシルバー人材を

頼むのは困った人が多いんです。身体が不自由だ

とか、高齢になってしまって草も取れないとか、

家庭の内容いろいろできないと、こういう人たち

の対策はやはり少し値段を下げてやるとかそうい

うことだと思うんです。そういうやはりこれも福

祉ですよね。温かい目で見るように考えるべきで

す。何でも金取ればいいやという問題じゃあない

です。困った人いるでしょう。それで頼む人が。

それも考えていないようだよね。それが３つ目。 

  あと、最後、保健予防。何か忘れていることな

いですか。大事なこと。高齢者対策で。ないです

か。この私たちの予算書に31年度の目標、60ペー
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ジにいろんな予防の内容が載っています。何か抜

けていないですか。一番今ちょっといろいろ問題

があると思われるのって載ってないですよね。情

けないです。私は多分一般質問か何かでもやった

ことあると思いますけれども、大事なことですよ

ね。忘れているというなら考え直しますけれども、

忘れていないと言ったら、町は何を聞いているん

ですかと言いたいんです。もうわかってくれると

思いますけれども。その４点聞きたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  小河原委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、地域敬老会支援事業でございますけれど

も、こちらの参加したくてもできない人への配慮

でございますけれども、こちらにつきましてはで

きる限り参加していただけるようにお願いしてい

るところでございますけれども、どうしても参加

できない方というのは中には大勢の方いらっしゃ

ると思いますけれども、今の制度では参加をして

いただいた方に対して１人当たり幾らという補助

制度になっていることから、それ以上に補助金を

交付することができないということがございます

ので、その分につきましては先ほど来申し上げて

いるとおりほかの祝い品、節目の年齢に交付をし

ております祝い品等のほうでその分を受け取って

いただくということで今のところは了承をしてい

ただければというふうに思います。 

  続いて、集会所のバリアフリーでございますけ

れども、集会所のバリアフリーがされている集会

所の数でございますけれども、健康介護課として

はその数は把握してございません。 

  次に、郵便料でございます。 

  予算の比較増減表の郵便料、往信用の封筒の郵

便料と意向確認の返信用の郵便料について、67円

と97円ということで30円の違いがございますけれ

ども、往信につきましては町のほうで封入封函作

業を行ったものを郵便局に出して市内特別の郵便

で送っておりますけれども、返信については各家

庭から返信されるものでございまして、市内特別

が採用されないということと、町の敬老会用の返

信の郵便物だということで取りまとめを行ってい

ただいております。番号を郵便局のほうからいた

だいて取りまとめを行っていただいている関係上

30円の差が出てくるということでございます。 

  これにつきましては、災害時要援護者見守り支

援の名簿の提供についての意向確認につきまして

もやはり同じように67円と97円ということで差が

出ているように、同様の作業を行っていただいて

いるという関係と、市内特別、区内特別の郵便の

割引ということで差が発生しているということで

ございます。 

  続きまして、総務事業のシルバー人材センター

についてでございますけれども、提出させていた

だきました委員会資料の８ページにございます就

業別の配分金をこちらに掲載させていただいてお

ります。職種によって単価が違いまして、860円

から1,150円。また、障子張りやふすま張りなど

だと１枚幾らという単価設定がございます。この

ほかに、欄外に書いてありますけれども、事務費

として配分金の10％をいただいております。こち

らの料金につきましては、その家庭がどういう事

情にあるかということは特に加味していない料金

でございます。経済的に困窮するような家庭につ

きましては、町の制度、福祉を補完するような形

で社会福祉協議会などで部屋の片づけやごみ処理

等について援助を行っているというそういう制度

がございますので、そちらのほうの制度を町とし
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ても案内をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  先ほどいただいたご質問にお答え申し上げます。 

  60ページの保健予防事業のところの事業を見て

何か気づく点がないかというご質問だったかと思

いますけれども、もし間違っていたら大変失礼で

ございますけれども、高齢者の方々に対する支援

といいますか対策というところでもし考えていら

っしゃるようであれば、そちらにつきましては大

変申しわけないんですけれども、健康増進室が単

独でやるということではなくて健康介護課として、

今回健康増進計画というのも策定はしているとこ

ろではあるんですけれども、そちらの中に住民課

とか健康介護課でそちらに取り組んでいくという

ところは一応掲載はさせていただいているんです

けれども、そちらにもしそれが当たっているよう

であれば今回の予算書、私たちの予算書には載っ

ていないというところになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

  まず、敬老会について。今の制度が祝い金だと。

毎年くれないんだよね。年齢が来ないと。私前元

気なうちにもらいたいと言った記憶があるんだ。

もう大体100歳以上になったり何かすると、例え

ば一人でなかなか買い物に行けないようになる前

に、自分で買い物に行けるようなまだ60ぐらい時

代からもらったほうがいいよと私はよく笑うんだ

けれども、そういう制度にしたほうが私はいいと

思っているんだけれども、この祝い金を渡してい

るからもう満足していることはないと思います。 

  不参加の人は、今の制度がそうだからと。それ

で泣いている人がいるわけです。今の制度がそう

だからと、何だか国の答弁と同じだよ。国なんて

言うとまた怒られちゃうけれども、冷たいよ。今

の制度がそうだと、そういうことは高齢者には言

わないほうがいいです。 

  あと、集会所のバリアフリー化は把握していな

いと。ちゃんとしてください。参加できないわけ、

車椅子なんかじゃ。車椅子の人も出たいと言った

ら車椅子で入れるような集会所に直してもらうよ

うに、ほかの担当に言って。そのくらいの配慮が

必要ですよ。ただ1,800人出ているからと満足し

ては困りますよ。確かにこの進修館を使う人はで

きるんだな。車椅子でも来られるんだね。ほかは

まず見て歩いたけれども、来られるところは余り

ないのかな。公民館を使っているところはあるの

かな。大丈夫なのかな。公民館は使えるのかな、

車椅子。でも集会所では使えないよ、まず。 

  それを把握して対応を考えるべきです。それで

気持ちよく参加してもらいますどうのと言っても、

参加できない人はそういう人もいるわけだよ。そ

ういうのをちゃんとしてやるのが福祉ですからね。

福祉。皆さん頭いいんだから福祉というのをよく

わかっていると思います。私みたいな単純なばか

な人間でもわかるんです。福祉はどういうものだ

か。とにかく困っている人の話を聞いて、意見を

聞いて、ちゃんとそういう人たちが世の中楽しく

暮らせるようにするのが福祉でしょう。そのくら

いのことは私もわかるんですよ。ちゃんとやって

くださいよ。近々に聞きますから。 

  まだ、そうだな、最終日がまだ日にちがあるか

らその間誰かに調べさせてもらったほうがいいで

すよ。課長は調べられないだろうけれども、職員

の人何人か、これだけいるんだから、あしたから

だっと散らばって調べたほうがいいですよ。本当
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ですよ。それで調べて教えてください。 

  あと、シルバー人材。 

  値段は前も聞いたことあるよね。これはやむを

得ないかなというのはあるにしても、本当に家庭

的な状況は考えるべきだと思いますよ。本当に。

それも一言言っておきます。 

  あとこの保健予防について。 

  警察の免許証を変えるときのあれで間に合わせ

ているんじゃあないでしょうね。免許、我々75歳

以上とかそういうのは免許を書きかえるとき調べ

られるんだよ。それをやっているからいいと思っ

ているんじゃあないでしょうね。どうもそんな気

がする。そういうところで問題が起きないために

予防をしてもらいたいと言っているわけです。値

段が変わってしまうんだから、ひっかかると。免

許書きかえに。変わってしまうんです。やってい

ることはこれ、これ、これ、覚えさせて幾つか答

えられなかったら値段が変わってしまうんです。

免許書きかえに。そういう制度になっているんで

す。また何か変えるらしいけれども、もっと厳し

くするらしいけれども、それに充当しないように

宮代の人は何とか、前にも考えてくださいと言っ

た記憶があるんだけれども、考えてくださいよ。

高齢対策の何だかこうのと答弁していたようだけ

れども、そういうことじゃあなくて、この予防対

策ちゃんとやりますと、そのくらいのことが必要

だと思います。まあどう思うか。それでもやんな

いか、やるんだかわかりませんけれども。 

  あと、郵便料というのはこういうことになって

いるんですか。初めて、私は勉強不足で大変申し

わけないです。これ計算すると、どう計算したっ

て67円掛ける5,100は合わないんだよね。34万

1,700円、38万3,150円。どうやって計算しても合

わないんです。どっちが正しいんだか。 

  ただ、出すのが67円で帰ってくるのには97円、

何か30円違うのか、これ初めて聞いたんだけれど

も、ちょっと具体的にあとでこう文書で教えても

らえますか。こういうことで郵便料が違うんです

というのを。本当に教えてもらいたい。安いの。

それ教えてもらいたい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  地域敬老会支援事業で参加できない方への配慮

でございますけれども、先ほど申し上げましたけ

れども、以前は敬老祝い品の商品券につきまして

は一律、100歳ちょうどの人以外は、75歳以上の

方について1,000円の商品券を全員に送付させて

いただいておりました。ただ、どうしても換金率

が悪いということがあってアンケート調査をした

ところ、何ですぐに使わないのかという質問に対

して、まとまった金額にしてから使いたいという

ような意見が数多く寄せられたことから、それで

あればということで77歳、88歳、99歳、100歳、

101歳以上という形でまとまった金額で贈呈をす

ることになったわけでございますけれども、なか

なかそこから地域敬老会、同じ時期に始めた関係

もございまして、地域敬老会に参加できない方に

ついては参加した人との不公平があるんじゃあな

いかということで、そういう意見も寄せられるよ

うになってきました。そういうこともございます

ので、これから参加できない方について何らかの

支援ができることがあるかどうか、探っていきた

いというふうに考えます。 

  続いて、集会所の把握でございますけれども、

集会所のバリアフリー化ができているところと、

できていないところが把握が今現在していなかっ

たということで、申しわけございませんでした。
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大至急、把握をして、担当課とも調整をしてこち

らからも何らかの改修等できないかどうか働きか

けをしていきたいというふうに思います。 

  続いて、シルバー人材センターにつきましては、

やはり配分金の単価設定につきましては、やはり

一つの独立した団体の単価設定ということもござ

いますので、それについて町のほうから単価の改

定について意見を言うことはちょっとできないの

かなというふうに思いますけれども、なるべく経

済的に困窮するような方の利用については、先ほ

ども申し上げたように社会福祉協議会等でやって

いるサービスのほうのご利用をしていただくなり

の案内をさせていただければというふうに思いま

す。 

  あと、保健事業で何か忘れてはいないかという

ことで、先ほど健康増進のほうで答えましたけれ

ども、もし認知症予防のことであれば介護保険特

別会計のほうで介護予防事業として認知症予防対

策についてもとり行っておりますので、そちら介

護保険特別会計の予算の際にまた説明をさせてい

ただければというふうに思います。 

  あと、郵便料についてなんですけれども、先ほ

どその区内特別と返信用については取りまとめの

作業ということで料金の設定が違うというお話を

したんですけれども、それはそれで間違いないん

ですが、こちらの提出させていただいた比較増減

表で、往信用が5,100通で67円で34万1,700円とい

うお話をしまして、これは正しいです。で、意向

確認の返信の97円が5,100通となっているのが、

ミスプリントでございます。こちらにつきまして

は、返信用は数が減りまして、正しくは3,950通

で97円で38万3,150円ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

  ただ、１点だけ。集会所のバリアフリーを調査

してもらうには、集会所へ行くまでもちょっと調

べておいてもらいたい。なかなか車椅子では行け

ない集会所ありますよ。それもついでに調べてお

いてもらいたいと思います。 

  以上です。 

  どうせ調べるなら。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ答弁求めます。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課の

岡村でございます。 

  あの、集会所を調べると同時に、集会所へ行く、

集会所の駐車場や集会所へ行く途中の道につきま

してもある程度のところまでは調べたいというふ

うに思いますけれども、ちょっとお時間を頂戴で

きればというふうに思います。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  138ページです。138、139、事業概要のところ

で、母子保健事業です。 

  妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の

実施というふうに書いていただくようになりまし

て、これ大変ありがたいなと思うんですが、それ

に伴いましてこれまで産後ケアの報償費だったの

が改めて委託料として産後ケア事業委託料という

ふうに書かれていますので、これについてお伺い

します。 

  それからそのあとの健康診査事業のほうですが、

受診勧奨からそのあとに再勧奨というので、私も

そうなんですが再勧奨が来て初めてああというふ

うに思って動き出すんですが、これ最初に受診勧

奨してから再勧奨するのはまだ受けていないと言

う人を確認してからやると、そういうことで、確

認なんですが、そういうふうにされているという

ことで、その割合というかその辺をちょっと効果

というか割合というか、その辺をちょっとお伺い
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します。 

  それから、１つ前、134ページなんですが、先

ほど町医が１人になったとそういう話で報酬が大

分削減されています。これと、これ南埼医師会が

許してくれたみたいなそんな感じの答弁今聞いた

ような気がするんですが、これで私たちの予算書

の59ページにありますが健康増進室のまとめの中

の下から４行目なんですが、福祉医療センター運

営事業で医療と介護の環境を調査の結果を踏まえ

今後の医療センターのあり方を示しますというこ

とで、これと何か関係があるのか、全然関係なか

ったらこれは去年30年度予算で調査をしたのかな

というふうに思いますが、それをまだ続けるとい

うことなのか、この辺ちょっとお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、母子保健事業のところなんですけれども、

やっている事業は今年度と同じでございますけれ

ども、実際にお願いする方に支払うといったとき

の費目について財政当局の担当と話をさせていた

だいたところ、やはり今のままよりもきちんと変

えたほうがいいというところで変えたので、こう

いうところで変えたので、こういう結果になった

ということでご理解いただきたいと思います。 

  あと、健康診査の受診のお知らせから再勧奨ま

でのところというのは、受診をされた方たちを除

いているのかというところはそのとおりでござい

ます。ただ地域的な部分というのがあるので、そ

の割合というところまでは大変申しわけございま

せん、今こちらに資料を持ちあわせておりません

ので必要があれば後ほどお示しさせていただきた

いと思います。 

  134ページの報償費のところでございます。 

  報償費のところ、町の医師会の先生方にご了解

をいただいた、町医師会としてご了解いただいた

ということでございますので、あくまでも町医師

会の先生方のローテーションの中でセンター長だ

けが入っていただくことになったというところで

ございます。 

  私たちの予算書59ページというところでは、先

ほど委員さんのほうがおっしゃられたところでは、

実際にその報償費というところでは関係なく動い

ているものでございまして、こちらにつきまして

は今年度いろいろ調査をしていただいて今後その

方向性というのが幾つか示された中でそれを今後

どうしていくかというところで検討していくとい

う意味で記載させていただいたというところでご

理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ご答弁があったほうから

お伺いします。 

  じゃあ、私たちの予算書の59ページは、これも

まだ来年度31年度も継続しているということで確

認します。 

  それから町医の話なんですが、地域医療振興協

会というのは南埼郡市医師会に入っているという

ことなんでしょうか。そこもちょっと確認させて

いただきます。 

  それから、母子保健事業のほうなんですが、私

たちの予算書にもあります、61ページ、子育て世

代包括支援センターという中に、産後ケア事業と

しっかり書かれるようになっていて、この具体的

な内容ということをちょっとお示ししていただき

たいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 



－２６７－ 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました再質問にお答え申し上げます。 

  まず１点目、私たちの予算書の59ページのとこ

ろでございますけれども、委員さんご指摘のとお

り継続というところでご理解をいただきたいと思

います。 

  あと２点目、地域医療振興協会が南埼の医師会

に入っているということではなくて、医師が入る

かどうかということでございまして、センター長、

前の藤来センター長のときからそうなんですけれ

ども、センター長が町医師会に入られたという段

階で、南埼の会員さんであるという形になってい

ます。藤来氏が退職されたことによって石井セン

ター長に引き継がれてセンター長が南埼玉郡市の

医師会の会員でもあり、町医師会の会員でもある

というところでございます。 

  あと最後ですけれども、母子保健事業のところ

で、産後ケア事業というところで出産された方々

がいろいろな悩み等があったりとかするケースが

ありますので、そういったときに助産師の方に実

際に訪問をしていただいてそれに対するお支払い

というところで費目のほうが間違えていたという

ところでご理解いただきたい。実際には委託料で

お支払いしたほうがというところで整理ができた

ので、費目を変更したということでご理解いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  産後ケア事業はいろいろ全国のいろいろケア事

業いろんな１泊旅館に泊めてあげたりだとか、支

援センターで赤ちゃん連れて産後の方々がみんな

で話をしたりとかといういろんなサポートの仕方

があるかと思いますが、宮代町は助産師さんが訪

問するということでこれについてこんにちは赤ち

ゃん事業がありますよね。それとの絡みで、期間

的にはいつごろ訪問するというふうな決まりにな

っているんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  産後ケア事業の町で行っている事業につきまし

ては、４点項目がございまして、お子さんの住民

登録がまず宮代町にあって、産後の体調とか育児

に不安があって、ご家族などから産後の援助が受

けられない方、医療行為が必要ない方ということ

で、こちらの４点を満たす方々で産後４カ月未満。

お母さん方が非常に不安にいろいろなことを思わ

れる時期に、赤ちゃん事業とは別の助産師さんに

なるんですけれども、そちらの方に行っていただ

けるということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ４点についてご質問させていただきます。 

  １点は、先ほど来、山下委員、小河原委員から

言われている、ページ数で言うと116、117の地域

敬老会支援事業、しつこいと言われるんで要望に

したいと思いますけれども、参加できない方への

配慮についてですよね。確かに私もこれについて

は初めて祝うほうに昨年回ってやりました。やは

り参加したくてもできない引きこもりの方とか、

耳が聞こえなくて、その祝い事自体参加しても聞

こえないから何をやっているかわからない、楽し

くないんですね。それとあと病気の方もいらっし

ゃいます。 

  そういうことに対して、これは決算のときも議
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員からの意見要望が出ました。これだけ議員から

出て、何で改善できないのかなということで思っ

ていたんですけれども、先ほど副課長が何らかの

支援があるかどうか検討するということで、期待

したいんですけれども、ぜひそういう立場から何

らかの気持ちだと思いますので、ぜひお願いした

いということで。 

  それ以上の答弁出るのであれば聞くんですけれ

ども、多分出ないかと思うんですけれども、課長

どうですか。 

  それから２点目は、118、119ページのアクティ

ブシニアの社会参加支援事業。 

  これはいろいろなジャンルがあると思うんです

けれども、一応３年を経てどうするのかというの

もあるんですけれども、これは当初の計画どおり

定年退職を迎える世代というのがこれからどんど

ん出てくるわけですよ。これは３カ年計画の３年

目といっても４年目も５年目もあるわけなんです

けれども、一応この事業としてはどういうふうに

31年度を経てどうなるのかということと、あと昨

年に引き続いて30名以上地域活動デビューにつな

げますということなんですけれども、これは推移

状況はどうなんでしょうか。順調にいっているの

かどうか、それらについてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、138、139ページの健康診査事業につ

いてでありますが、これは予算は全体では増額と

なっていますが、これ個々に調べてみますと増減

があります。どのように予算を見積もったのか、

その点お伺いしたいと思います。 

  それから最後ですが、144、145ページの医療対

策費福祉医療センターの運営事業なんですけれど

も、全身用ＣＴなど医療機器のリース料を検証し

たということなんですが、これは具体的にどうい

った医療機器のリース料なのか伺いたいと思いま

す。それから、委託料に医療介護環境調査業務委

託料がございますが、これは上程説明のときに医

療介護を取り巻く環境にふさわしい施設運営を行

うためということなのですが、もう少し具体的に

何を調査するのかお示し願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２４分 

 

再開 午後 ５時３７分 

 

○委員長（丸山妙子君） では再開いたします。 

  引き続き健康介護課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず先に、すみません、また資料の訂正をさせ

ていただきます。提出資料の比較増減表の地域敬

老会支援事業の中段の印刷製本費11万3,000円の

ところなんですけれども、封筒の往信用10円掛け

る5,100人掛ける1.08で５万5,080円となっていま

すけれども、1.08と５万5,080円の間にイコール

が抜けておりました。こちらでイコールを追加さ

せていただければというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

  それでは答弁をいたします。 

  まず、地域敬老会支援事業につきましては、丸

藤委員さんの要望を承って参加できない人への配

慮について検討をさせていただきます。 

  続きまして、アクティブシニアの社会参加支援

事業でございますけれども、こちら申しわけござ

いませんけれども、私たちの予算書の66ページを
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ごらんいただきたいというふうに思います。 

  アクティブシニアの社会参加支援事業につきま

しては、31年度の目標にもあるとおり、定年退職

前後のシニア世代の地域活動への社会参加の支援

として、地域活動に興味のある方、これを縁じょ

いメンバーというふうに名づけておりますけれど

も、興味のある方に向けて地域活動に関する情報

を集めた情報誌縁じょい通信の発行や、社会参加

促進のための講座の企画や実施、開催を行って、

また地域活動実践者との交流を行うことによって

昨年度に引き続き30人以上の地域活動のデビュー

につなげるという目標を掲げております。 

  こちらで実績を先に申し上げますと、29年度か

ら事業実施をいたしまして、縁じょいメンバーの

登録者数でございますけれども、29年度は167人

の方に登録をいただきました。縁じょい通信を29

年度に１回発行をしております。これが30年度、

今年度は１月末現在で縁じょいメンバーの登録者

数は315人、約倍に増加をいたしました。また、

縁じょい通信の発行回数につきましても１月まで

に４回発行させていただいて登録メンバーのとこ

ろに郵送をさせていただいております。また窓口

等でも配布を行いました。 

  こちらの事業につきましては、埼玉県のアクテ

ィブシニアの社会参加支援の補助金10分の10の補

助金を活用して３カ年の事業として行っておるも

のでございますけれども、これ３カ年限りで委員

さんさっきおっしゃいましたように、３カ年限り

でやめるような事業ではございません。４年、５

年と続けてやっていかなければいけないものとい

うふうに考えております。 

  まず、１年目は社会参加につなげるためのきっ

かけづくりということでイベントを開催して、そ

こへスポーツキャスターの青島健太さんを呼んで

社会参加のための後押しということで、とにかく

みんなはみ出してみようよということで講演、ま

たその後のトークセッションを行っていただいた

ところでございます。社会参加ということにつき

ましては、私たちの予算書の66ページの下のほう

にございますように、みんないろいろ興味がある

ことが違いまして、地域に貢献したいとか、働き

たいとか、楽しみたいとか、人の役に立ちたいと

か、体を動かしたといろんな希望があります。そ

ういう人たちが何らかの形で社会参加ができるよ

うに、そのきっかけをつくるために後押しをして

いただくということで青島さんからはとにかくみ

んなはみ出してみようよということで講演を実施

したところでございます。 

  本年度もそれに続いて今度はもっと１歩踏み出

して、そのきっかけはどんなところにあったのか

というところから探っていって、今回３月３日に

縁じょいフェスティバルということでやったわけ

でございますけれども、そこはテーマとしてはと

にかく一歩踏み出すきっかけはみなさんどんなと

ころにあったんですかという、これまでの実践を

している人たちにも登壇をしていただいて、何か

のきっかけ、誰かに誘われて興味を持って参加を

したんだと、それがきっかけになっているという

ようなお話を登壇者の方たちからいただきました。

みんなに活動へ一歩踏み出す気持ちを醸成したと

ころでございます。 

  ３年目の来年度は、実践をしている人たちとの

交流なども行って、なかなかこれまで一歩踏み出

せなかった人たちもどんどん身近なところから活

動ができるように実践者と交流をしていって、社

会参加を引き続き後押しをしていこうというふう

に考えております。 

  展望としては、そういうシステムができ上がる

ように引き続きＰＲ活動やイベントを行っていき

たいというふうに考えております。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきましたご質問に順次お答え申し上げま

す。 

  まず１点目、健康診査事業、事業の見積もりの

ほうを示していただきたいというお話だったかと

思うんですけれども、こちらにつきまして各費目

について説明申し上げます。 

  まず、７節の賃金でございますけれども、こち

らにつきましては、子宮頸がん、乳がん検診等の

入力分についてＯＳ雇用事業に移行したための減

でございます。８万4,000円の減でございます。 

  報償費につきましては、２万5,000円、新規事

業として歯科衛生士さんへの謝礼をお支払いする

予定でございますので２万5,000円の増。 

  需用費につきましては、各医療機関からの返信

用の封筒及び精密検査結果封筒作成済みのため３

万8,000円の減。 

  役務費につきましては、対象者数が増となった

ことにより１万5,186名が、１万5,850人に増えた

ことによりまして役務費が６万8,000円の増とな

っているところでございます。 

  そのほか各委託料につきましてですけれども、

まず健康診査委託料につきましては対象者数が増

えたことにより20万5,000円の増。胃がん検診に

つきましては、対象者数の減により36万7,000円

の減。子宮頸がん検診の委託料につきましては、

80万4,000円の増。乳がん検診につきましては、

72万3,000円の減。あと、肺がん検診につきまし

ては、６万1,000円の増。大腸がん検診におきま

しては、112万4,000円の増額を見込んでおるとこ

ろでございます。骨粗鬆症の委託料については、

同額でございます。 

  備品購入費につきましては、同額に検診用のベ

ンチを待ち時間のときに住民の方々がゆっくり待

っていただけるようにということで検診用ベンチ

の購入というところで同額となっております。 

  次に、リース料の公設宮代福祉医療センターの

リース料の内訳だったかと思います。 

  31年度におきましては、現在超音波のリース料

が５年目を迎えて残り17万942円残っております

のでこちらを。あと、デジタルＣＲ読み取り機が

まだ４年目というところもございまして、87万

8,688円残っております。また、全身用ＣＴにお

きましては３年目ということで、354万8,448円。

合計が459万8,078円というところで使用料を支払

う予定になっております。 

  最後、委託料でございます。 

  こちらにつきましては、前段の角野委員さんの

ときにも申し上げましたんですけれども、今年度

と同じ継続というような状況でございます。今年

度３月、今月いっぱいですけれども、今までの六

花が建設された時代と今現在の介護保険、介護施

設ですとか医療機関の状況等を踏まえて、国保デ

ータではあるんですけれども、国保の加入者の

方々がどういう医療機関に行っているのかという

ところを調査させていただきまして、今後六花に

どういうふうなものが求められているかというと

ころを、方向性を示していただく予定になってお

ります。そちらの資料をもとに今後じゃ実際にど

この部分ができて、どこの部分ができないのかと

いうのをさらに進めたいというところで委託料と

して計上したというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  116、117については、ぜひこれは何らかの支援、
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不公平のないようにお願いしたいと思います。 

  それから、118、119ページのアクティブシニア

の社会参加事業ということで、これは３カ年計画

だけれども引き続き実施していくということなん

ですが、確かに定年退職して何らかの社会参加を

したいという方いっぱいいると思うし、話を聞い

ただけでも確かに縁じょいメンバーに登録はした

くなるような感じにはなるんですけれども、実際

登録はしたもののこういうイベントに参加しない

とやはり参加していかないのかなというふうにも

思いますので、その辺が一番大事なのかなという

ふうに思うんですけれども、とりあえずこれを成

功させる、事業として成功させるのはその辺だと

いうふうには私なりには感じるんですけれども、

そういった点ではどうなのか、もう一度お願いし

たいと思います。 

  それから、138、139ページの健康診査事業につ

いてであります。 

  詳しい答弁ありがとうございました。私は特に

委託料の関係で受診率の向上を目指すということ

なんですけれども、宮代では若干上向きにはなっ

ているものの、県の全体の自治体の状況からいく

とまだまだ受診率が低いのかなというふうに思っ

ているんですけれども、これさらなる受診率の向

上ということで何が必要なのか、どうすれば受診

率が向上するのか、その点の考えについてお示し

願いたいと思います。 

  福祉医療センターの運営事業については、わか

りました。 

  その２点についてお尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、アクティブシニアの社会参加支援事業で

ございますけれども、やはり１月末現在で登録さ

れている方が315人、今現在はもう少し増えてお

りますけれども、この方たちがすぐに社会活動に

参加するというのはなかなか難しいと思いますけ

れども、先日の３月３日のイベントの際には交流

会まで、最後まで参加をいただいた方が234人お

りました。ですから登録メンバーの３分の２くら

いの方たちが最後まで参加をしていただいたわけ

でございますけれども、その中で交流会の中で１

団体10分くらいで団体の活動内容やＰＲをしてい

ただいたわけでございますけれども、そこに興味

を持った方については自分のネームプレートと連

絡先を記入して投函をしていただいたんですが、

その投函をしていただいた方が約40人くらいの方

に投函をしていただきました。その人たちは一歩

踏み出そうと勇気をもっていただいた方かなとい

うふうに考えております。ほかの方については、

ほとんどの方がもう既に何らかの活動をしている、

実践をしているという方も多くいました関係から、

これから新たに参加をしようと興味を持った方が

40人いたということは一応の成果ではないかなと

いうふうに考えております。 

  これからも、イベントもそうですけれども、縁

じょい通信や出前講座等を積極的に行ってどんど

ん社会参加をする人たちの後押しをしていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問にお答え申し上げます。 

  まず、がん検診の受診率が上がらないというと
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ころでございますけれども、確かに国のほうでも

二、三年ごとの周期でいろいろながん検診に対す

る受診者に対する通知方法等の変更がございます。

で、そちらにつきましても、国も受診率50％まで

目指したいというところでいろんな手だてをして

いるところで町としましても同様にやってはいる

んですけれども、なかなか上がらない。集団検診

においても枠をなるべく多めにとったりとかとい

うところとか、あと胃がん検診、肺がん検診でも

土日に受診できるような体制を整えたりとかして

いるところですけれどもなかなかやはり上がって

こない。やはり個別検診でもう少しいろいろなと

ころができるところが増えてくるとまた状況が変

わってくるのではないかなというところまでは何

となく把握はしているところではあるんですけれ

ども、ただ近隣でお願いできるところもちょっと

医師会の絡み等ございましてまだ難しい状況にあ

りますので、今後は委員ご指摘のとおり受診率が

少しでも上がるような働きかけを継続してまいり

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で健康介護課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月12日火曜日、午前10時から委員会を開

き、教育推進課分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ５時５６分 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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開会 午前１０時０８分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） ただいまの出席委員は12

名であります。 

  これより、３月11日に引き続き、予算特別委員

会を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２９号の審査（教育推進

課・住民課） 

○委員長（丸山妙子君） 本日は、議案第29号 平

成31年度宮代町一般会計予算についてのうち、教

育推進課、住民課分の質疑を行い、終了後、議案

第29号の討論、採決を行います。 

  これより、教育推進課分についての質疑に入り

ます。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） おはようございま

す。教育推進課長の渋谷と申します。よろしくお

願い申し上げます。 

  順次自己紹介を申し上げます。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） おはようござ

います。教育推進課副課長、高橋です。よろしく

お願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 おはようございます。学校教育担当、学校管理幹

兼副課長の小山と申します。よろしくお願いいた

します。 

○主幹兼指導主事（塚越健一君） おはようござい

ます。学校教育担当、主幹兼指導主事の塚越と申

します。よろしくお願いします。 

○文化財保護担当主幹（青木 豊君） 文化財保護

担当の青木と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） おはようご

ざいます。文化財保護担当主査の横内と申します。

よろしくお願いいたします。 

○生涯学習担当主査（島村 剛君） おはようござ

います。生涯学習担当主査の島村と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○指導主事（竹内知子君） おはようございます。

学校教育担当、指導主事の竹内と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○指導主事（平原隆範君） おはようございます。

学校教育担当の指導主事、平原と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○教育総務担当主査（加藤正久君） 教育総務担当

主査の加藤です。よろしくお願いします。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） おはようござ

います。生涯学習担当主査の田中と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○スポーツ振興担当主査（河井伸一君） おはよう

ございます。スポーツ振興担当主査の河井と言い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めておはようございます。

丸藤でございます。 

  それでは、教育費の関係で何点かご質問させて

いただきます。 

  まず、事項別明細の174、176ページの小中学校



－２７５－ 

適正配置事業でございます。 

  この件につきましては、もう課長からも何回も

これまで説明もされ、そのたびに住民から提出さ

れた請願を重く受けとめてというふうなことも言

われてきたんですけれども、それは別にしても、

小中学校適正配置事業については、将来予測され

る少子化や、それに対する学校施設の規模や適正

配置を検証するため、審議会を再設置するとか、

それから、先進地事例の視察等を行うという説明

もありましたが、まず、審議会はどういった規模

でどういうふうな人員で再編成されるのか、まず

その点をお尋ねします。 

  それから、先進地事例の視察ということなんで

すけれども、これは、視察に行く対象者、審議会

の方々ももちろん行くのか、それから、役場職員

も一緒に行くのか、その点についても。 

  それから、行く先進地というのは、もう決まっ

ているのか。今後の話し合いで決めていくのか。

その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、178、179ページの関係でございます。

不登校対策事業です。まず、不登校児童・生徒に

対する居場所の確保と心のケアを実施、学業支援

や適応指導ということで言われておりますが、ま

ず、不登校の状況はどうなっているかということ

ですね。それに対し、どのように対応しているの

か。対応の中にもいろいろあると思うんですけれ

ども、さわやか相談員もいます。それから、ボラ

ンティア相談員もいます。それから、教育相談員

もいます。それぞれの役割と配置についてはどの

ようになっているのかお尋ねします。 

  それから、教育相談、不登校対策相談の充実と

いうことで、週３回開設するとありますけれども、

これらについては、どのように行われていたのか。

その点お示し願いたいと思います。 

  それから、不登校対策ということで、関連でお

尋ねしたいんですけれども、この間痛ましい事故

が連続してありました。虐待の件なんですけれど

も、これは、目黒の５歳の女の子の虐待死事件な

んですけれども、許してくださいお願いしますと、

これは、私の中にもすごく突き刺さった言葉だっ

たんですけれども、５歳の子供にこんなことをノ

ートに書かせてしまう虐待なんですが、そういっ

た事件があるうちに、また次の事件が起きました。

これはもう皆さんご承知のように、千葉県野田市

の小学４年生の心愛ちゃんの虐待死亡事件です。

こういう事件を聞いて、私もいろいろ調べてみた

んですけれども、虐待の定義そのものも非常に難

しくて、じゃ、しつけと虐待はどう違うのかとい

うことからもぶつかってしまったんですけれども、

いずれにしても、事の発端は、やはりこの心愛ち

ゃんが、学校がとにかく内緒だからということで

アンケートを書かせて、それで虐待があったとい

うことがわかったんですけれども、それを子供だ

って守らなければ、子供の言ったことだけれども、

学校としても守らなければいけないことというの

はあると思うんですけれども、それを親に知らせ

てしまったという、その辺から違っているんじゃ

ないかなというふうに思いますけれども、これは、

こういう事件があって、我々もニュースを見て、

ニュースの過程で、何でこんなことしてしまった

というふうに思いがちなんですけれども、こうい

ったことは、何も学校だけじゃなくて、一般の

我々の身近にもあるということで、これは、学校

とかそういうところだけというわけではないんで

すけれども、やはりこういう事件があるので、こ

の点については、それなりに教育委員会としても、

この事件の推移を見ながら、また文科省のほうの

指導もいろいろあるのかもしれませんが、どうい

うふうにこの事件について、宮代町の教育委員会

として受けとめ、どういうふうにして対応してい
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くのか。これは宮代だからあるないとかじゃなく

て、調べてみると虐待致死というのは、年間60人

も死んでいるということなんで、やはりこれの対

応も大事かと思うんですけれども、これは予算に

関係ないと言えば関係ないかもしれないんですけ

れども、ここは宮代のいいところで、やはり予算

の審議ですから、そういう点についてもちょっと

触れていただければと思うんです。よろしくお願

いいたします。 

  それから、続いて伺います。181ページの関係

ですが、英語教育推進事業。まず、教育課程特例

校指定事業から事業名を変更したということなん

ですけれども、これは何という事業に変わったの

か、まず、その点第１点伺いたいと思います。 

  それから、英語検定受検料の助成を実施すると

いうことなんですけれども、この英語検定受検料

の助成額、また対象はどのようになっているのか、

お尋ねします。 

  それから、引き続いて英語指導助手の配置を継

続して行うということなんですけれども、これと、

この英語指導助手というんですけれども、活動補

助員と言ったかな、この補助員との関係はイコー

ルなのか違うのか、その点もお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、181ページの３目の教育振興費の(1）

奨学資金事業についてでありますけれども、これ

は入学準備金が利子補給ということで支給される

ことになりました。これも大きな成果だと思うん

ですけれども、これは、去年、おととしから始ま

ったんでしたか、ちょっと交付された時期、最初

の時期をお示し願いたいと思います。 

  それから、これは新年度予算ですから、この入

学準備金というのは、実務的には来年の２月ごろ、

入学前ですから支給されているのはいつごろかと

いうことで、これは確認なんですけれどもお願い

したいと思います。両方とも確認でお願いいたし

ます。 

  それから、182ページ、183ページの小学校管理

事業なんですけれども、1,224万6,000円の増とな

っています。これの主な増額の理由をお尋ねいた

します。 

  続きまして、184ページ、185ページの児童教職

員の健康管理等対策事業についてでございます。

今教育に悪影響を及ぼす教員の長時間労働が行わ

れているというふうに聞くわけなんですけれども、

そういった長時間労働の状況について、宮代町で

はどうなっているのか、その点まずお伺いしたい

と思います。 

  それから、同じく(3)の小学校施設管理事業な

んですけれども、パソコン、プリンター等のＯＡ

機器を更新すると、それとタブレット端末を導入

してＩＣＴ教育を推進すると。これは小・中とも

同じなんですけれども、例えばタブレット端末は

借り上げ料になっているんで、リースなんでしょ

うか。これはそうすると全生徒に導入されるとい

うことというふうに理解するんですけれども、こ

れは小・中学校あるんですけれども、どういうふ

うにこれが導入されるのか、その点も詳しくお示

しいただきたいと思います。 

  それから、適正配置と同時に、各小学校校舎等

の劣化診断を実施するということなんですけれど

も、これは、前回もたしか住民説明会でも、こう

いった診断をやった上での説明会があったと思う

んですけれども、これはどういうふうに内容が違

ってくるんでしょうか。より実施するために、そ

のための劣化診断なのか。その辺の前回、それか

ら、これまで言ってきた診断結果の内容とどうい

うふうに違ってくるのか、その点、また、こうい

う違いがあるんだということを示していただけれ

ばいいのかなと思います。その点伺います。 
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  それから、先生方の駐車場の移転工事、これは、

笠原小で、仕様を見ると、先生方の車は体育館の

ほうに駐車されるのかなと思います。ふじ児童ク

ラブとの建設の関係でこうなるんですけれども、

これは、体育館のほうへ何台分置かれるのか。移

転工事というのは、今はアスファルトで駐車場は

あるんですけれども、そうすると先生方のほうも

移転工事というふうになっていますので、その辺

はどういうふうになるのか、ご説明お願いしたい

と思います。 

  これは、先ほどの192、193ページのタブレット、

パソコン、プリンターの関係で、中学校費につい

ても同じようにお願いしたいと思います。 

  その前に、186、187ページの小学校要準特別支

援教育就学援助事業ということで、子供の貧困と

いうふうに言われていますけれども、その格差拡

大で、広がりつつあるということで、また、この

就学援助も随分多くなっているというふうにも聞

くんですけれども、宮代の場合は前年度と同じと

いうことで、変わりないのかどうか、その点につ

いてもよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、190ページ、191ページの(2)生徒教

職員の健康管理等対策事業ということでのってい

ます。この点につきましては、子供たちの日常の

健康維持も大事なんですけれども、私はここでは、

教職員の健康管理がどうなっているのかというこ

とでお伺いしたいんですけれども、先ほども言い

ましたように、教員の長時間労働があるというこ

とで、私も以前にも、前原中学校が遅くまで職員

室の電気がついていると、これはどうしてかと聞

いたことがあるんですけれども、やはり即座、周

りの周辺の住民が見ているんで、どうしたんだろ

うというふうに思うんでしょうけれども、実態は

やっぱり家庭に仕事を持って帰れない、学校にい

るうちに仕事を解消しなければいけない。そうい

う面でやっぱり住民からは言われる、学校で仕事

ができない。そうすると、家に持っていかなくち

ゃいけないのか。やっぱり長時間労働になってし

まっている実態も、そういうことからもあるのか

なというふうに思うんですけれども、やはり、こ

の長時間労働を解消していく。まず、実態がある

のかどうかということを伺いたいんですけれども、

今、かなり社会問題にもなっていますので、宮代

だけはないというふうにはちょっと考えにくいん

ですけれども、その辺どうなっているのか。もし

あれば、どういうふうな対策を講じていくのか、

その点についても伺いたいと思います。 

  それから、198、199ページの公民館費です。特

に和戸公民館もエアコンが改善されます。壁など

も改善され、それから、駐車場もきちっと確保さ

れました。川端公民館もそれなりに敷地も広さも

ありますし、私は従来から言っているのは、あと

はやはり障害者のためにも、またお年寄りのため

にも、エレベーターの設置というのを言ってきま

したが、特に百間公民館は非常に駐車場も狭く、

そういった点ではほかの２館とはえらい違いだな

というふうに思います。やはり、こういった百間

公民館の状況についても解消していただければな

と。でも、すぐにいくわけにはいかないので、や

はりこの辺の、少なくとも百間公民館の駐車場に

ついてはどうなのかなと、対策をとっていくべき

ではないかなというふうに思うんですけれども、

その点についてもあわせてお願いしたいと思いま

す。 

  続きまして、202ページ、203ページの資料館、

その前の文化財保護費とも関係するんですけれど

も、新年度予算はこれといった予算措置はないん

です。あるのは西原自然の森用地と隣接する民地

の境にフェンスを設置するという測量費はのって

おりますけれども、私は、やっぱりこうした文化
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財だとか資料館というのは、積極的に町民にアピ

ールしていかないと、なかなか資料館の存在とか、

見に行く人が多くいないと、やはり浮かばれない

なというと言葉は悪いんですけれども、私はたま

に行く機会があるので、本当によく展示もしてい

るし、頑張っているなというふうに思うんですけ

れども、それをもっともっと住民にアピールして

いただきたいと、もっともっと資料館を使っても

らいたいと、そういうふうに思っているんですけ

れども、そういった点では、アピール、知らせる

というのが一番大事なのかなと思うんですけれど

も、予算がちょっとここのところ、空調機器も更

新されて、特に予算化されていないということで、

そういったことへの事業の展開も必要かなという

ふうに思うんですけれども、その点について伺い

たいと思います。 

  それから、最後206、207ページの学校給食の関

係で、789万5,000円と予算が増額されるんですけ

れども、確かに給食センターのトイレ改修工事の

実施も入っているんですけれども、これは、どう

して増えた増額の要因、それについて伺います。 

  それと、これも予算にはないんですけれども、

考えていただきたいということで、やはり学校給

食費の無償化ですよね。やれるところからという

ことで、私は一遍にというと大変なんで、少なく

とも第２子、第３子はもう無料化にしてもそんな

に財政的に厳しくなるとは思えないので、どうか

なというふうに思うんですけれども、その辺につ

いての考え方について伺いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育推進課の

副課長、高橋です。よろしくお願いします。 

  教育総務担当の関係のほうからお答え申し上げ

ます。 

  適正配置の関係でお答えを申し上げます。まず、

適正配置につきましては、先ほど委員がおっしゃ

られたように、将来予測される少子化などに対応

するために、小・中学校の適正配置計画を平成28

年３月に策定いたしました。その後、住民説明会、

議会において、小・中学校の統廃合について慎重

な取り組みを求める請願等をいただきまして、そ

の後、平成31年度には検証するために審議会を再

設置するところでございます。先ほどご質問いた

だきました審議会の規模につきましては、前回同

様、１号委員から５号委員までの各代表の方にお

集まりいただきまして、20人以内をもって構成で

進めさせていただく予定でございます。 

  また、先進地視察の件でお尋ねいただきました

が、先進地視察につきましては、もちろん審議会

委員の皆様と町職員のほうで、先進地のほうにお

伺いして見させていただければと思います。訪問

先につきましては、前回は茨城県のほうにご訪問、

視察させていただきましたが、それにつきまして

は、今後話し合いの中で決めさせていただく予定

でございますので、よろしくお願いいたします。 

  ２点目、予算書でいう180ページからのもので

す。奨学資金事業の中で、入学準備金のお尋ねを

いただいております。入学準備金補助制度でござ

いますが、高等学校等の入学に際しまして、金融

機関等から融資を受け返済している方に対して借

入金に係る返済利子について５年間を限度として

所得に応じて補助させていただくものでございま

して、こちらにつきましては、申請の期間が６月

から12月末日の間でご申請をいただくものでござ

います。この制度につきましては、かなり前から

やらせていただいておりまして、上限が３万円と

いうことで、そういった制度でございますので、

よろしくお願いいたします。 
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  続きまして、パソコン教室のリプレイスの関係

でございます。小学校施設管理事業184ページか

ら、中学校施設管理事業192ページからの関係で

ございます。両方に小・中学校にかかわるもので

ございますが、先ほど議員のおっしゃられたよう

に、ＩＣＴ教室の推進ということで、タブレット

のリースを考えております。パソコン教室自体の

パソコンにつきましては、40台、40人分のパソコ

ンを用意いたしまして、その他別に予定としてタ

ブレット10台を予定させていただきます。パソコ

ン教室をメインといたしまして、校外学習、あと

は体育等の実習で動画を撮影するなど、多様な目

的で使用できるものと考えておりまして、平成31

年度は10台を一応予定しておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

  続きまして、小学校施設管理事業186ページか

らの劣化診断のほうでお尋ねをいただいておりま

す。劣化診断につきましては、今年度は中学校を

対象とした劣化診断を実施いたしたところでござ

いまして、31年度はこちらにつきましても小学校

の劣化診断につきましても、構造躯体の健全性の

把握であるとか、躯体外の機械設備等の状況の把

握を行いまして、こちらも適正配置計画の検証の

資料とさせていただく予定でございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  また、小学校施設管理の関係で、駐車場の移転

の関係でございます。現在教職員の駐車場につき

ましては、新しい村寄りの集会室の隣の砂利の駐

車場を用意させていただいております。それを、

先ほど委員のほうでおっしゃられた体育館脇のと

ころに移転をいたす予定でございます。台数的に

は20台少しとれるということで考えておりまして、

ただいまの体育館脇には数台あるんですが、それ

ではまだ足りないということで、二十数台の移転、

学童、ふじ児童クラブの建設に伴いまして、二十

数台を移設新設という形になるかと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  最後に、206ページからの学校給食運営管理事

業に関しましてご説明申し上げます。780万、790

万近く増額になっておるところでございますが、

先ほどおっしゃられたように、トイレ５カ所、和

式から洋式に改造するものが380万強及びただい

ま給食のほうは全て全農のほうに委託しておりま

すので、その委託料の値上げ分ということで、ト

ータル789万5,000円ということでなっております

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課の渋谷

でございます。 

  １点補足といいますか、ちょっと私の勘違いだ

ったら申しわけないですが、委員ご指摘の181ペ

ージの奨学資金の事業でございますが、これにつ

きましては、今、副課長のほうで申し上げたとお

り、高校への入学等準備資金を例えば銀行のほう

からお借りした場合と、利息分についての補給で

すとか補助の事業でございます。 

  先ほど、委員のほうからご指摘があった、多分

私の勘違いだったら恐縮なんですが、恐らく就学

援助の新入学の用品費の事前の支給のご質問かと

思うんですが、これにつきましては、平成30年の

４月に小学校１年生に入学する児童及び中学１年

に進学する生徒に対して支給しておりますので、

今回が２年目ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 
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  初めに、不登校対策についてお答えさせていた

だきます。 

  まず、各中学校におきましては、さわやか相談

員、それから、ボランティア相談員、そして、不

登校対策学習支援員、この３者を配置しておりま

す。それぞれの役割につきましては、さわやか相

談員につきましては、心の悩みを抱えた生徒、あ

るいはなかなか教室で授業を受けるのが難しいと

言った場合に、この相談室で心の悩みを打ち明け、

場合によっては保護者もともに相談をしながら、

その悩みの改善、あるいは相談のケア等を行って

おります。このさわやか相談員が、例えば保護者

対応している、あるいは校外で家庭訪問をしなけ

ればならないといったときには、ボランティア相

談員がこの相談業務の補助をしているという形で

ございます。また、学習支援につきましては、欠

席等により、やはり学習のつまずきによってなか

なか教室に戻って授業を受けることが、勉強が苦

手なので教室にちょっと戻るのに不安があるとい

った子供に対しては、基礎基本の学習について、

学習支援員のほうが丁寧に学習をしまして、本人

が自信を持って教室に戻れるようにということで、

支援をしております。 

  また、週３回の教育相談員、こちらは町の教育

委員会に配置をしておりますが、各学校、小・中

学校に月に１回訪問をしておりまして、校長ある

いは教頭等から各学校の欠席の多い児童・生徒、

あるいは何か最近の生活の変化等で心配がある児

童・生徒の状況を聞き取りまして、例えば急に欠

席が増えてしまった生徒に対して、何か学校と原

因を探りながら、長期のお休みになる前に早期の

対応ができないかということで、解決策等を確認、

あるいは指導しているといった状況でございます。 

  また、虐待に関してでございますが、こちら事

務局としましては、保護者からの強い、例えばア

ンケートの開示ですとか要望については、やはり

法に基づいた毅然とした対応をする必要があるか

なということで、しなければならないということ

で、認識を新たにしております。 

  また、各学校におきましても、こうした新聞で

の事件等を踏まえまして、日常的な子供たちへの

体の変化、あるいは衣服や髪の汚れ等、何か悩み

を抱えた生徒がいないかということで、例えば保

健室での健康診断のときの見取りですとか、ある

いは悩み等について担任、あるいは養護教諭等含

め女性の先生等も配慮しながら、子供たちの個別

の状況を丁寧に見取るように努力をしております。 

  続いて、英語教育について申し上げます。教育

課程特例校という文科省の研究指定を本年度、そ

れから来年度と、町内の全小学校において指定を

受けております。こちらは、教育課程を柔軟に変

更することによって、小学校の３、４年生では本

来15時間である英語の授業を35時間に、また小学

校５、６年生では50時間である授業を70時間に増

やしまして、英語教育の充実といったことで、特

別な教育課程を編成して各４校の全小学校におい

て実施をしております。ただ、こちらの教育課程

の特例校指定は本年度、それから来年度と２カ年

にわたる指定を受けておりまして、この指定にか

かわらず、宮代町で進めている英語の教育全体に

かかわる事業ということで、名称のほう英語教育

推進事業ということで、この後申し上げます英語

指導助手、あるいは外国語指導補助員、こういっ

た人員の配置等も含めまして、英語教育推進事業

ということで、名称の変更をさせていただきたい

と思っております。 

  また、英検の助成額についてでございます。こ

ちらは、小学校につきましては、小学校６年生の

全員の児童を対象にしまして、ジュニア英検ブロ

ンズという、約700円という受検相当額を助成す
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るというものでございます。今年度も既に２月に

受検をしております。 

  また、中学校につきましては、中学生１年生か

ら３年生までの３年間の間に、３級の受検相当額、

3,900円という額なんですが、こちらの額を３年

間のうちで１回ということで、助成をする。これ

は、会場が学校での会場という形に限定はします

けれども、そういったところで助成を今、計画し

ております。 

  続きまして、英語指導助手、それから外国語活

動補助員、これそれぞれの違い、役割なんですけ

れども、英語指導助手につきましては、今回の資

料にも載せさせていただきましたが、ＲＣＳとい

う業務委託をしている会社から派遣されているネ

イティブの外国指導ができる指導員でございます。

それぞれ、中学校に各１名ずつ、それから、小学

校には須賀小学校と笠原小学校で１名、それから、

百間小学校と東小学校で１名ということで、小学

校には計２名ということで配置をしております。 

  そして、外国語活動補助員、こちらは、いわゆ

る我々はＪＥＴと呼んでおりまして、日本人の指

導助手でございます。こちらは、担任が中心にな

って授業を行う上で、いろんな授業の進め方です

とか、あるいは教材づくり、そういったことの補

助も含めまして、英語指導助手との間に入ってい

ろんな授業のプランをつくったりですとか、ある

いは実際の授業の中でも、この英語指導助手と連

携しながら、授業のほう進めております。 

  小学校管理運営事業のほうで、約1,200万の増

という先ほどご指摘がございました。こちらにつ

きましては、４年に一度教科書の改訂採択を進め

ております。本年度は小学校の教科書の採択、そ

れから、中学校の道徳の教科書も採択の年となっ

ておりました。子供たちの教科書につきましては、

国からの支給というふうになっておりますが、教

職員についての教科書、それから、子供たちに授

業を指導する上での指導書につきましては、各自

治体での購入ということになりますので、その主

な理由としましては、教師用の図書、それから、

指導書の購入額ということで、増額というふうに

なっております。 

  続きまして、教職員の長時間労働の状況でござ

います。こちらにつきましては、各学校長がそれ

ぞれ勤務時間簿、あるいは、町内で現段階では２

校がＩＣカードによって、教員の勤務時間、在校

時間の把握をして、適切な在校時間についての声

かけですとか、月ごとの勤務時間が長い教諭につ

いては、無理しないようにということで、声かけ、

フォロー等をしている状況ですが、何分、朝の約

７時半からの登校指導、あるいは中学校でいきま

すと、放課後の部活動指導等を考えますと、例え

ば８時15分から４時半ぐらいの勤務時間内で勤務

をするというのは、非常に現実的に難しい状況が

ございます。 

  ですので、長時間労働があるかないかというご

質問については、何をもって長時間労働とするの

かというのが、なかなかお答えするのが難しい状

況ではありますが、勤務時間内で、なかなか勤務

するのは、やはり宮代町内の小・中学校において

も、当然難しい状況ではございます。各学校長、

あるいは管理職が、適正に教職員の在校時間、勤

務時間を把握して、声かけあるいは風通しのよい

職場づくりを進めまして、帰れるときには早く帰

る、あるいは無理のない校務分掌等、校長のほう

で考えて教職員に指導しております。 

  また、各学校には、Ｃ４ｔｈ、校務支援ソフト、

あるいは、これまで蓄積しました教育財産となる

いろんなデータを、共有フォルダを通していろん

な先生方が共有して使えるように、あるいは管理

職の指導のもと、各先生方が課題に対して連携し
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て対応しておりまして、こういった各学校での取

り組み、あるいは支援ソフト等による業務改善等

によって、負担軽減等を図るように、教育委員会

としても努力をしております。 

  また、現段階ではでありますけれども、今後は

各学校へのＩＣカード等による勤務時間等の把握

等も検討しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育推進課副

課長、高橋です。 

  先ほど委員からご質問いただきました給食費の

無償化のお話を、答弁忘れまして申しわけござい

ません。給食費の無償化に関してでございますが、

給食費の無償化につきましては、少子化対策であ

るとか、子育て支援、また、さらには定住人口の

促進などいろいろ狙いがあるということで理解し

ておるところでございますが、ただ、無償化に伴

う財政負担が出ております。また、当町の学校給

食は、国が定める栄養価を満たすことはもちろん

ですが、新しい村との連携等で地場産食材の活用

促進であるとか、アレルギーのお子さんに対する

実施であるとか、そういったことで、こういった

ものを含めて埼玉県の学校給食調理コンクールに

も出展させていただいて、上位に入賞するなど、

児童・生徒や保護者ばかりでなく、各方面からも

一定の評価をいただいているところでございまし

て、引き続き保護者の皆様からご負担していただ

きました給食費を有効に活用しまして、皆さんの

アレルギー対応であるとか、地場産活用を通しま

して、安定的に安全な給食の提供に努めていきた

いと考えておるところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  失礼いたします。就学援助の支給状況の変化と

いうことで、資料の６ページにも載せさせていた

だいておりますが、昨年度から、例えば中学校で

いきますと、29年度から30年度にかけて、若干人

数が減少ということがございますが、例年と比べ

て大きな変動はないのかなというふうに教育委員

会としては認識しております。 

  また、２番の要保護児童・生徒については、30

年度が10名ずつということで、こちらは福祉のほ

うから援助のほうが出ているということですが、

こちらが増えている状況です。 

  先ほどご質問いただきました入学準備金等につ

いては、29年度が35名というふうに実績がござい

ますが、今年度、30年度につきましては、現段階

で42名という児童、新小学１年生、それから、現

小学６年生の児童を対象にということで、42名と

いうことで昨年度より増加ということで見込んで

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  私のほうからは、川端公民館のエレベーター設

置と、百間公民館の駐車場の関係について答弁さ

せていただきます。 

  川端公民館のエレベーター設置の関係なんです

けれども、近年公民館利用者の皆さんも高齢化が

進んでおりまして、エレベーターを設置してほし

いとのご意見、ご要望もいただいているところで

して、川端公民館に限らず、全公民館のバリアフ
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リー化ということについては、考えていかないと

いけないということで、認識しております。ただ、

エレベーター設置となりますと、多額の費用もか

かってくるという課題もありまして、川端公民館

については平成11年度に耐震補強工事をして、ほ

ぼ建て替えに近いような工事をしたんですけれど

も、その際に設置したエアコン含め、今年和戸公

民館で更新工事ということで、エアコンの更新工

事、補正予算でいただいたんですけれども、ほか

の公民館についても、エアコンについても更新の

時期をほぼ同じように迎えているという問題。そ

れ以外にも結構老朽化に伴う修繕がしょっちゅう

発生しているという状況もございます。こうした

中でエレベーターをすぐにということは現実的に

なかなか難しいのかなと、担当としては考えてお

りますけれども、冒頭申し上げましたとおり、利

用者の高齢化も進んでいる中で、これからの検討

課題ということで、検討をさせていただきたいと

考えております。 

  続きまして、百間公民館の駐車場の関係なんで

すけれども、百間公民館、現在普通車が２台、障

害者１台分のスペースがございまして、実際に利

用者の皆様には、詰めて結構ご利用いただいて、

７台から８台をぎゅうぎゅう詰めでとめていただ

いてご利用いただいているときもございます。駐

車場を増やしていけないかというご要望も利用者

の方からいただいているところなんですけれども、

町の公共会館プログラムを作成したときの基本方

針として、新たな借地は増やしていかないという

のがございまして、さらに、百間公民館、市街地

の中にありますので、なかなか用地の確保も難し

いというところもあるのかなと思うんですけれど

も、実際これから高齢化、先ほどのお話じゃない

ですけれども、高齢化が進んでいく中で、車じゃ

ないと来られない方というのも出てくるという状

況もありますので、よい条件で貸していただける

ような土地、確保できるような土地があれば検討

を進めていきたいと、そのように考えているとこ

ろです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 答弁させて

いただきます。教育推進課文化財保護担当の横内

です。 

  先ほど、文化財資料館の存在を、広く町民にア

ピールしていく必要があるということでご指摘を

いただきました。その事業の展開についての方向

性ということで、答弁させていただきたいと思い

ます。 

  資料館開館以来25年が過ぎまして、開館当初か

ら比べますと、収蔵している資料ははるかに多く

なり、皆様の要望にようやく応えられるような状

況になってきた状態になっております。開館当初

と比較しますと、住民の皆様個人個人のご質問で、

例えばご先祖のことを調べたいとか、地域のこと

を調べたいという要望に対して、回答ができるよ

うにようやくなってきた状態になっております。

また、文化財の発掘の調査などでも、地域におい

て大変貴重な遺物が出たりということで、その成

果も上げられております。こういったことは、資

料館の企画展、特別展で取り上げて、広く皆様に

情報を周知できるような状況をつくるとともに、

広報や新聞を使ってアピールしているというのが

現状です。 

  また、今もやっておりますが、道仏遺跡の発掘

出土品展につきましては、特に道仏地区の方々が

興味を持たれる内容になるかと思いますので、こ

ういった場合には地元に回覧をさせていただきま

して、こういった展示をしていますということで
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周知を図るようにしております。 

  また、ＳＮＳなどの活用で、今後やったりとい

うことで、いろいろとやっていきたいと考えてい

るところです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  各学校の不登校の状況と対策についてというこ

とで、答弁させていただきます。 

  まず、１ページの資料にも載せさせていただき

ましたが、不登校の児童・生徒の推移につきまし

ては、大きな変動等はない状況です。県の不登校

児童・生徒の割合と比べれば、宮代町はそれを下

回っている状況ではあります。ただ、それが低け

ればいいということで、認識はしてございません。

不登校につきましては、やはり、まずは出さない

ということが大事だと思いますので、子供たちの

変化、あるいは欠席を２日、３日とし始めたとき

に、やはり最初のケアが一番大切だと思っており

ますので、これは、先ほど申し上げたことと重な

りますが、教育委員会の教育相談員のほうが、毎

月各学校を訪問して、個別に児童・生徒の状況を

把握して指導をしております。 

  また、各学校におきましても、これも先ほど申

し上げましたが、さわやか相談員、それから不登

校対策学習支援員、ボランティア相談員、それぞ

れの立場や視点で、児童・生徒の悩みが生じたと

きにいつでも気軽に相談に応じられるためにとい

うことで、教室に出られない、あるいは行けない

生徒をケアするということで、総合的にカバーす

るものとして配置をしております。 

  また、宮代町としましては、積極的な心の育成

ということで、道徳教育を推進しております。

「いいとくのひ」ということで、11月19日を宮代

道徳の日ということに設定しておりまして、各学

校では地域の資料等を活用しました道徳教育、あ

るいは授業公開等を通しまして、日常での道徳の

指導はもちろんですが、積極的に地域にもこうし

た道徳の授業、あるいは子供たちに地域教材を生

かした道徳、心の育成をしまして、積極的に子供

たちの豊かな心の育成、あるいは感性を育てると

いったところからも、子供たちの心の教育を推進

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  それでは、再質問させていただきます 

  まず、小中学校適正配置事業なんですが、審議

会を再設置するということなんですけれども、20

人以内ということで、わかりました。これは前回

と変わっていないですよね。視察地もこれからと

いうことで、わかりました。これについては結構

です。 

  それから、178、179ページの不登校対策事業に

ついてでありますが、今、先生のほうからも大き

な変動はないということ、でも出さないというこ

とが大事だということで、初期の段階で対応して

いるということで、理解はするんですけれども、

多分少ないからいいんだと言われるとまた再質問

されるから、そういう答弁でいるんですが、そう

しますと、さわやか相談員、ボランティア相談員、

教育相談員、これは、ベテランの先生方がなって

いますので、子供たちも、私は相談しやすいし、

行きやすいのかなというふうには思うんですけれ

ども、これは、それぞれもう一度確認なんですけ

れども、どこにどれだけ何人いるのかということ

で、まず確認をしたいと思います。それから、役
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割等配置については答弁がありましたので、その

点お願いしたいと思います。 

  それから、教育相談、不登校対策相談の充実と

いうことで、先ほど週３回それぞれの学校に出向

いていくということなんですけれども、これは、

回数は増えたんですか。その辺が新年度予算の特

徴となっているんでしょうか。その辺についても

お尋ねしたいと思います。 

  それから、180ページ、181ページの英語教育推

進事業なんですけれども、わかりました。これは、

教育課程特例校指定事業から、英語教育推進事業

に変わったということなんですけれども、これは、

従来もモデル校みたいになって、それから、県の

英語教育強化地域の指定も受けているということ

なんですけれども、これは、埼玉ではほかにこう

した指定を受けたりしながらの英語教育推進事業

というのは、ほかの自治体でも何校か自治体でや

られているんでしょうか。その辺の状況はどうな

のか。 

  私が聞きたいのは、この英語教育推進事業で、

これが宮代の一部教育の特徴とも言えると思うん

ですけれども、これはどうなんでしょうか、当然

英語教育に成果として、子供たちの英語教育の推

進になっていないとおかしい話になるんですけれ

ども、これは、極めて英語教育が進んでいる、身

についているという実証というか、先ほど英語検

定受検料の助成、英検も受けているしということ

なんですけれども、こういった状況で、子供たち

の英語の水準というんですか、それはどの程度な

のか。どの程度というと失礼なんですけれども、

どういうレベルまでいっているのか。その点につ

いても、お示し願いたいと思います。これは、宮

代ならではの特色のある教育を推進しているとい

う、豪語しているわけですから、そのような成果

があると思うんですが、その点もお願いしたいと

思います。 

  それから、先ほどの入学準備金、失礼しました。

私も奨学資金事業と言ってしまったものですから、

課長が言ったとおりです。 

  すみません、先ほど平成30年の４月からという

のとあるんですけれども、これで、間に合うと言

えば間に合うのかもしれないんですけれども、も

っと前でなくても大丈夫なのかどうか、その点１

点お願いしたいと思います。それと、金額、小学

校の準備金と中学校の準備金、１人当たり幾らか

というのもお願いしたいと思います。 

  それから、184ページ、185ページの児童教職員

の健康管理等対策事業についてでありますけれど

も、確かに８時15分から４時半の時間内に終える

ことは現実的には難しいということで、わかるん

ですけれども、先ほど、ＩＣカードで把握の検討

というふうに言われたんですけれども、俗に言う、

一般会社で言うタイムカードというのは、いいか

どうかというのはあるんですけれども、やはり今、

先生方にもやはり、全ての学校にタイムカードを

設置するそういった動きもあるんですけれども、

これについては、今風に言うとＩＣカードなのか

もしれませんけれども、これで時間なんかきちっ

と把握できるわけですから、これは進めていくべ

きではないかなと思うんですけれども、その点ど

うなのかお願いしたいと思います。 

  あとの内容については、時間内に終わらすこと

は難しいということで、いろいろ先生方同士の連

携とか負担軽減のためにやっているという努力と

いうのはわかるんですけれども、やはり現実的に

はそういうタイムカードは必要なのかなというふ

うに思いますので、その点もう一度お伺いしたい

と思います。 

  それから、公民館の関係なんですけれども、私

もただ川端公民館にエレベーターというんじゃな
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くて、障害者、高齢者のことを考えれば、入り口

まではちゃんとしながら、実際入ったら２階に行

くのはみんなで背負わなくちゃいけないとか、そ

ういう大変さもありますので、これは全館にお願

いしたいと思っているんですけれども、検討課題

ということで、今すぐというわけにはいかないに

しても、ぜひ次期、一連のエアコンとか、そうい

った修繕とか終わりましたら、検討をお願いした

いと思います。 

  それで、百間公民館の駐車場の関係なんですけ

れども、よい条件であればというのはどういうこ

となんでしょうか。それは、漠然とはわかります

けれども、単なる借地じゃいけなくて、よい条件

というのはどういうことなのか、すみません、そ

の点。これはなぜかというと、やっぱり狭いから

ですよ。おっしゃるとおり、みんなが願っている

ことですので、ぜひ進めていただきたいというそ

ういう願いもあるんですけれども、ぜひその点、

よい条件というのはどういうことなのか、すみま

せん、お願いしたいと思います。 

  それから、学校給食の関係なんですけれども、

トイレだけだとこういうふうにならないと思った

んですけれども、すみません、委託料の関係なん

ですけれども、前年と比べればいいんですけれど

も、委託料はどれくらいの値上げになっているん

でしょうか。これは、いつごろこういうふうな値

上げの状況になってきたのか、その点、それらの

背景ですよね。材料費がいろいろ高くなってとか、

条件があると思うんですけれども、これは、どう

いったことで委託料が上がっているのか、その点、

給食センターの人件費等もあるでしょうけれども、

その辺の経過についても、もう少し詳しくお願い

したいと思います。 

  それから、すみません、ちょっと戻るんですけ

れども、先ほどのパソコン、タブレットの関係な

んですけれども、そうしますと、パソコンにして

も、タブレットにしても、一部だと思うんですよ。

これは、子供たちにどういうふうに使わすんでし

ょうか。例えば、児童にも全員に当たるようだっ

たら簡単だと思うんですけれども、限られた数の

リースということなんで、どういうふうにこれは

利用されるのか。その点もう一度お願いしたいと

思います。 

  それから、先ほど虐待の関係でお聞きしたんで

すけれども、毅然とした対応が必要だということ

で、それはもう誰もがそのとおりだと思うんです

けれども、これはこういうふうな状況になってき

たんで、そういうふうな毅然とした態度をとるべ

きだというふうになると思うんですけれども、こ

れは先ほどこういった事件を通じて、どういうふ

うに教育委員会を通じて各学校に徹底しているの

か、教育委員会として指導しているのか、その点

についてもお尋ねしたと思うんですけれども、よ

ろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） さっきの質問の中で準備

金とおっしゃっていた中は、就学援助金ですね。

わかりました。 

  では、ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  引き続き、教育推進課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 
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  初めに、先ほどご質問いただいた中で、私のほ

うで回答が不十分でした新入学学用品費の就学前

支給の額、それから、給付の時期について申し上

げたいと思います。まず、新小学校１年につきま

しては４万600円。そして、小学校６年生の児童

につきましては４万7,400円。こちらの支給につ

いては、やはり４月に入ってからですと、学用品

費の準備に間に合わないということで、３月25日

ということで予定をしております。 

  続きまして、ご質問いただきました相談員関係

について、それから、英語教育について、それか

ら、タイムカードについて、虐待についてという

ことで、順に申し上げさせていただきます。 

  初めに、各学校に配置している相談員関係でご

ざいますが、これは、中学校のほうにさわやか相

談員、ボランティア相談員、不登校対策学習支援

員、それぞれ１名ずつ配置をしております。特に

さわやか相談員等については、管理職等を経験し

た人生経験もある、そういった教員が主に担当を

しております。また、宮代町教育委員会のほうに

教育相談員、この相談員につきましては、週３日

窓口、あるいは電話等での相談業務をしておりま

す。また、各学校の訪問につきましては、月に１

回ということで、回数等については、特に変更は

ございません。学校の訪問は月１回ということで、

それぞれの学校を訪問しております。その他は通

常の相談業務を、役場の中で窓口、あるいは電話

等での対応で相談業務を進めております。また、

先ほど申し上げませんでしたが、そのほかに、百

間小学校を拠点校としまして、スクールソーシャ

ルワーカー、こちらはいろいろな不登校ですとか、

心の悩みの児童・生徒がおりますけれども、その

中で特に家庭環境等に起因して、何か学校になか

なか足が向かないといった児童・生徒に対して、

特に家庭訪問、あるいは保護者等の対話を通して

家庭環境の改善等を主な狙いとした訪問活動、相

談活動をこのスクールソーシャルワーカーが進め

ております。 

  続きまして、英語教育についてでございますけ

れども、本町と同様に、平成26年から29年までの

４年間、鴻巣市で英語教育強化拠点事業の文部科

学省の指定を受けて研究を進めた自治体がござい

ます。鴻巣市でございます。埼玉県内では、宮代

町とこの鴻巣市の２つの自治体がこの研究に当た

っておりました。この鴻巣市とも連携をして、お

互いの研究内容ですとか、状況等を視察を通して

これまで共有をしてまいりましたし、また、従来

型の文法やあるいは読み取り等を中心とした指導

から、言語の習得、どのような英語を聞かせて、

言語の習得等を踏まえた英語の指導、その指導方

法の改善、どう進めていけばよいのかといったと

ころから、宮代町では特に研究を進めてきた次第

でございます。 

  また、その成果としましては、目に見えるもの

とないものがきっとあるかと思うんですけれども、

その一つとしまして、小学校では、昨年度英検ジ

ュニアブロンズを、当時は英語教育拠点事業の中

で実施をしておりましたので、笠原小学校と東小

学校の６年生の児童が受検をしております。この

両校約100名ちょっとの児童が受けているんです

が、94.13％、94％の正答率で112名の生徒が上の

段階、シルバーの段階へと進んでいる状況でござ

います。 

  また、中学校ですと、中学校３年生で昨年度の

データでございますけれども、宮代町では３級以

上の英語力がある生徒の割合が51.5％ということ

で、この割合については、例えば東京都が51.6％、

よく学力で有名な福井県のほうが62.8％というよ

うなことで、埼玉県の平均が41.9％というような

データがございまして、こういった英検３級程度
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の中学生の英語力といった視点から考えますと、

宮代町は上のほうにあるのかなといったふうに認

識しております。 

  また、教職員の業務改善ということで、タイム

カードというご指摘がございましたけれども、現

段階でも各学校では出勤時間退勤時間等を出退勤

簿によって手書きのもの、あるいはパソコンに入

力するもの等で、それぞれの学校で工夫して取り

組んでおりまして、適正な教員の在校時間等の管

理は各学校で進めております。ただ、先生方が手

軽に勤務時間、在校時間を把握する。あるいはご

自身の月ごとの勤務状況等をやはり振り返って、

今月はちょっと無理しちゃったかな。もうちょっ

と来月はこんなふうにちょっと自分で生活勤務状

況を改善しようといったことが、手軽に振り返れ

るといった意味では、先ほどご指摘いただきまし

たやはりタイムカード等を有効に活用していくこ

とが望ましいかなということで、こちらは検討さ

せていただきたいというふうに考えております。 

  また、児童・生徒の虐待につきましては、こち

らは新聞報道等がありまして、その数日後にすぐ

に校長会を通して、各学校長のほうに、こういっ

た高圧的な言動をする外部の方に対しても法に基

づいた対応ということで、圧力に屈しない、適正

な法に基づいた対応ということで、教育委員会の

ほうとして指導をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  お尋ねいただいた順番が変わりますが、184ペ

ージからの小学校施設管理事業及び192ページか

らの中学校施設管理事業の関係でパソコン教室の

リプレイスに合わせてのご質問をいただいており

ます。タブレットの利用につきましては、昨年の

８月に小学校、中学校の先生を対象に展示会、タ

ブレットといろいろなプログラムの展示会をさせ

ていただいた中で、自由意見の中で、タブレット

の導入に際しては、体育であるとか理科で活用で

きるのではないかといったご意見等をいただいて

おりますので、こちらのほうにつきましては、現

場での意見を尊重しながらタブレットの利活用方

法については検討していく考えでございます。よ

ろしくお願いします。 

  また、給食費の関係で、206ページからの学校

給食運営管理事業の関係で、委託料の値上げ分に

つきましては、約400万円の値上げでございます。

内容につきましては、今年後半からの消費税の値

上げ及びパートさん、学校給食センターのほうで、

全農のほうでパートを雇っておりますので、パー

トさんの最低賃金の値上げ、支払いは当然最低賃

金に基づいて支払いしていたんですが、その分の

全農の分の負担がかなりあるというということで、

そこの内訳のほうの値上げということで、ご理解

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  百間公民館の駐車場の確保に当たってのよい条

件についての詳細についてご説明させていただき

ます。 

  １つ目としましては、場所、近い場所というと

ころ、もう一つが面積、大き過ぎず小さ過ぎず適

当な面積が確保できるかどうか。あとは期間、長

期的に安定的に貸していただけるか、利用できる

かどうかというところ、そしてもう一つが借地料

ですね。なるべく安く貸していただけるかどうか

というところも、大事なところだと考えておりま
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す。最後にもう一つは、駐車場として利用するた

めの初期投資、駐車場を整備するための投資費用

がどのくらいかかるかどうかといったところも、

重要な要素かなと考えております。いずれにいた

しましても、待っているだけではなかなかそうい

う情報は来ないと思いますので、積極的にと言え

るかどうかわからないんですけれども、情報収集

にも努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうも答弁ありがとうござ

いました。 

  再々質問は、就学援助の関係で、入学準備金な

んですが、それぞれ小学校１年に上がる前、４万

600円、それから、中学校に上がる前の６年生に

４万7,400円、これ、資料でもあれですけれども、

３月25日に予定しているということで、４月前で

すので、これで大丈夫ですねということで。入学

前でいろいろ大きさも違ってくるかと思うし、手

直しもあると思うし、そういった点では既成で済

む子はいいんでしょうけれども、多少の直しとか

ある場合は、時間がかかるかもしれませんので、

そういった点では声としては大丈夫なのかどうか、

その点だけ。 

  あと、児童教職員の健康管理の教職員の健康管

理で、特にタイムカードについては、設置は望ま

しいので検討するということで、検討なんですけ

れども、これは、設置するほうの検討で、ぜひ。

パソコンとか出退名簿でつけているということな

んでしょうけれども、これは一番簡単に勤務時間

等がわかりやすいと思いますので、ぜひ、設置す

る方向でお願いしたいということでお願いします。

これは要望です。 

  それから、給食費の委託料の関係は、そうしま

すと消費税とパートさんの賃金の値上げ分にかえ

るということで、特に食材料とかそういうふうで

はないということで、理解してよろしいですね。

ということでお願いしたいと思います。 

  あと、先ほどすみません、聞き忘れたんですけ

れども、笠原小の教員の駐車場の関係なんですけ

れども、これが体育館のほうに行くと、体育館で

すから下がやわらかくなりますね。でも、運動場

との延長でその辺のぐあいも大変だと思うんです

けれども、現状のままだと駐車しづらくなるし、

かといってしないわけにはいかないと思いますし、

その辺大変だと思うんですが、中学校みたいにボ

ールとか、高校みたいに高校野球みたいなああい

うのが運動場と連動すると、先生方の車にも影響

すると思うんですが、そういった点での車への防

除というか、それは大丈夫なのかどうか、その辺

も検討されていると思うんですけれども、ぜひ、

その点お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 失礼いたします。入学準備金の就学前支給につい

てでございますけれども、３月25日で、これから

入学する子供たちへのいろんなランドセルとか学

用品費ということを考えると、一日でも早くとい

うのが当然のことかなというふうには考えており

ます。この事務処理等が果たして可能なのかどう

かも含めまして、子供たちにとって、やはり、あ

るいは保護者の皆様にとって、少しでも早くとい

うことを念頭に、また事務処理等作業等をこの後

確認させていただきたいと思っておりますので、

詳細については、現段階では申し上げられません

が、いま一度確認をさせていただきたいと思いま

す。 

  また、タイムカードにつきましては、先ほどご
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要望ということでまたいただきましたが、今年度

中に何とかつける方向でということで、今、積極

的に前向きに検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  笠原小学校の職員用の駐車場の関係では、体育

館脇に設置するわけでございますが、水はけにも

もちろん配慮して、排水機能をどちらにしても持

たせなくてはいけないと考えております。 

  また、車に対する防除というお話でしたけれど

も、通常の駐車場の場所であれば問題はないと思

うんですが、一番問題になるのは、多分週末の少

年団の野球とかサッカーだと思うんです。そうい

ったところは、その施設利用者に対して、そうい

ったところもあるということでご理解いただいて、

駐車場設置していく方向で進めてまいります。よ

ろしくお願いします。 

  給食のほうは、先ほど言われたようなパートさ

んの賃金の値上げに伴う増でございます。よろし

くお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  まず最初に、抽象的な質問にちょっとなると思

うんですけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。宮代町の教育委員会は「憧れを未来につな

ぎ、生きる力をはぐくむ宮代教育」を目指すとい

う大きなテーマを掲げて、教育行政に取り組んで

きたというふうに思っているわけでございます。

そこでお聞きをするわけなんですけれども、宮代

町教育振興基本計画、これが平成28年から32年に

かけて基本計画が組まれております。また、その

後、去年、宮代町の教育ということで、やはり小

冊子をつくって具体的な教育行政に取り組んでお

ります。また、同時に毎年宮代町教育委員会の事

務に関する点検評価報告書なるものが毎年出てい

るわけでございます。昨年の８月、この報告書が

出されてきたと思うんですけれども、それらを踏

まえて、今回平成の最後に当たる教育行政に当た

って、これらの計画なり、取り決めなり、報告な

りをどのような形で今年度の予算に取り組んでき

たのか。ひとつまず１点お聞かせを願いたいと思

います。 

  それから、予算書のほうに移らせていただきた

いんですけれども、まず第１点でございます。予

算書の174ページ、前段者からも若干質問があり

ました。小中学校適正配置事業ということで、審

議会を再設置するというような予算書が組まれて

いるわけでございます。そこでお聞きをするわけ

ですけれども、前回平成24年12月17日付で、審議

会条例なるものをつくったと思います。条例第21

号、第１条から第８条までの条例をつくっている

わけでございますけれども、その後、平成25年６

月21日に、当時の宮代町教育委員会の委員長、中

村昭雄さんの名前で、宮代町立小・中学校の適正

規模と適正配置についてということで、諮問が出

されているわけです。 

  また、そのあと、条例の中で、前段者からも若

干質問がございました。この条例の中身は、特に

審議会のメンバーは、前年度のこの条例によると

20名という審議会が選ばれたというふうに思いま

す。その中で、メンバーにつきましては、ＰＴＡ

の代表が７名、１号委員ということで、２号委員

ということで、自治会等の代表が４名、小・中学

校の校長が第３号委員ということで２名、識見を

有する者、これ４号委員だと思いますけれども、

３名。そして、公募から３名ということで、全部
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で19名の審議会のメンバーが選ばれて審議会をや

ってきたと思うんですけれども、今回のこの審議

会の再設置に当たり、この当時の平成24年、25年、

そして、条例関係、全く同じ状況の中で、これと

同じような形で準備を進めていくのかどうか。そ

の取り組みについてひとつお聞かせをいただきた

いと思います。 

  それから、予算書のほうの198ページ、事業別、

図書館の管理運営事業ということで載っておりま

す。私たちの予算書の91ページ、図書館ビジョン

の改定ということで、この中に載っておりますけ

れども、具体的にこの図書館ビジョンの改定に当

たって、中身を見ますと、指定管理導入によって

の成果と課題、そして、図書館を取り巻く社会状

況の変化を踏まえて、今回、図書館のビジョンを

改定したいという中身になっておりますけれども、

その中身について、ひとつお聞かせをいただきた

いと思います。 

  それから、予算書の202ページ、若干前段者か

らも質問がありました。資料館の関係ですけれど

も、あの中で、この予算書の中にも載っておりま

す。節15の工事請負費ということで、加藤家の中

身が載っておりますけれども、貴重な町の文化財

であるわけですけれども、加藤家の保険内容はど

うなっているのか、特に木造ですから、スプリン

クラーは当然ついていると思いますけれども、そ

れがあるのかどうかお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、総務文教委員会の資料をいただいて

おりますけれども、この中で、教育推進課が出さ

れました主なものを１つ確認させていただきたい

と思います。まず１点は、教育推進課からいただ

いた資料、通学路危険箇所の把握状況、これは７

ページに載っておりますけれども、この点の状況

はどのように把握をしているのか、また対策はと

っているのか、お聞かせ願いたい。 

  それから、11の各学校からの改善要望、これは

14ページに載っておりますけれども、この各学校

からの改善要望はどのように把握をし、改善に取

り組んでいくのか、お聞かせ願いたい。 

  それから、14の審議会等委員の出欠状況及び欠

席理由の一覧ということで、18ページに載ってお

ります。この出欠の状況を見ますと、平成29年は

１年間を通して欠席者がゼロでした。平成30年度

の欠席者を見ると９名という、こういう状況があ

るわけなんですけれども、極めて教育委員会とい

うのは、重要なポジションであるし、また、同時

に教育行政にとっては大切なメンバーだと思いま

すけれども、この欠席者、理由についてここに、

いろいろ一律に勤務先の業務都合等によるという

ことで載っておりますけれども、この欠席者は同

じ人なのか、それぞれ違うのか、ひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０３分 

 

再開 午後１２時５８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいになりま

したので、再開いたします。 

  引き続き教育推進課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  社会教育課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  ご質問にお答えさせていただきます。先ほど委

員からご質問のあった宮代町教育振興基本計画に

ついては、２つの方針と５個の目標から成り立っ

ているものでございまして、そういったものをど
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ういうふうに予算のほうに反映させているかとい

うことでお尋ねいただいたと思うんですけれども、

その中で、基本目標１の中では、外国語活動、英

語教育の推進ということで、平成31年度について

は、英検検定料の助成、あとは、基本目標３では、

主なものなんですが、学校の施設整備であるとか、

あとは基本目標の３である、また生涯学習の充実

とありまして、今年については、パソコン教室の

リプレイスであるとか、先ほど申し上げました英

語のほうの検定料の助成であるとか、あと、図書

館ビジョンについては、ビジョンなので協議委員

さんの報酬の増ということで上げておりますので、

それについては振興計画をもとに、毎年重点施策

を町の教育委員会のほうで決めまして、それをま

た評価、前年のものを評価委員さんのほうで事業

評価していただくという流れの中で、毎年度目標

を立てて、それを翌年度の予算に反映させるよう

な形で進めておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

  ２点目の適正配置の関係でございますが、先ほ

どご質問いただきましたように、平成28年３月に

小中学校適正配置計画を策定いたしたところでご

ざいます。その後、28年10月に各中学校区ごとに

６回の説明会、その後、12月に議会において小・

中学校の統廃合について、慎重な取り組みを求め

る請願が採択になったところでございまして、そ

れに基づきまして、平成31年度におきましては、

議会における請願を重く受けとめまして、審議会

を再設置いたしまして、フォーラム、またはワー

クショップ等市民参加による議論や、前段の委員

さんのほうでもお答え申し上げましたが、先進地

視察等も行いながら、現行の適正配置計画を継承

していく予定でございますので、よろしくお願い

いたします。 

  あとは議会提出資料の関係でお答え申し上げま

す。資料名につきましては、11番各学校からの改

善要望ということで、資料で言いますと14ページ

がございます。１番の教育活動の充実、発展のた

めの人的措置から、その他の４番まで、大項目で

４つ挙げられております。各項目細かいところは

載っておりますが、これにつきましては、昨年10

月に宮代町の学校の校長会から出された要望を簡

潔にしてまとめたものでございます。そういった

ものに対しまして、質問、要望に対しましては、

このような答えでお答えをお戻しする予定という

ことでこちらのほうで記載させていただいており

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  通学路の防犯対策、点検等について申し上げさ

せていただきます。まず、通学路の安全点検につ

きましては、日常的には、特に小学校におきまし

ては、登下校の見守り、あるいは下校指導等、各

班ごとに、あるいは危険箇所等に教員が立って、

安全の見守り、子供たちの見守り活動を実施して

おります。また、定期のものとしましては、毎年

５月から６月にかけまして、各学校に通学路の危

険箇所のチェック、あるいは改善要望書等の提出

を求めております。チェックした内容が、教育委

員会のほうに提出がありまして、それを受けまし

て、教育委員会の担当、それから杉戸警察、それ

から、町の生活安全や道路担当等と、実際に上が

ってきた危険箇所を目視で確認し、状況を確認し

た上で、どんな改善がベストなのかということで、

検討の上、改善を進めているところでございます。

今年度につきましては、27件の要望がありまして、

そのうちの15件について、危険防止のための道路

標示ですとか、あるいは看板設置ですとか、そう
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いったことで状況に応じた対応をさせていただい

ております。 

  また、今年度につきましては、過日大阪のブロ

ック塀の倒壊等がありましたので、こちらは７月

に各学校にやはり通学路のブロック塀等の安全点

検、それから、新潟のほうで幼児の連れ去り事件

等がありましたので、９月には教育委員会担当と、

それから、杉戸警察と各校の教頭が一緒に、これ

は交通安全の目的ではなくて防犯的な視点から、

今年度は特別に、木の陰になって帰り道暗い場所

がないかですとか、防犯的な視点から危険箇所が

ないかということで通学路の点検を実施した次第

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  先ほど、火災保険の関係を質問いただきました

ので、答弁させていただきます。 

  まず、そもそもで、旧加藤家住宅や旧斎藤家住

宅といった文化財につきましては、建築基準法に

よる適用の除外になっております。理由としまし

ては、まず国宝、重要文化財等に関しましては、

文化財保護法によって、その現状変更の規制など

がかかることで、自動的に適用除外、県指定です

とか、市町村指定、いわゆる自治体が指定する文

化財においても、それぞれの条例等によりまして、

現状保存を制約しているということから、同じく

適用除外ということになっております。そのため、

町の指定文化財である旧加藤家住宅や旧斎藤家住

宅等の指定文化財については、スプリンクラー等

の新しい設備は設けないということで、展示が可

能となっております。 

  ２番目といたしまして、資料館の敷地の中は、

屋外展示物という表現になっておりますことから、

旧加藤家住宅、斎藤家住宅等は展示物という扱い

になっております。本来であれば、中に人等がず

っといるということはふさわしいことではないん

ですが、住民の皆様の力をかりて、一緒に保存し

ていただくという観点から、中の見学も可として

おります。ただし、その場合は学芸員と職員の指

導に基づいて、中の見学をしていただくという大

前提を持っております。 

  それから、火災の関係ですが、敷地全体が火気

厳禁となっておりますので、基本的には管理され

ない火については、扱いをしないと。ただし、旧

加藤家住宅のカヤ屋根については、かまどの火燃

しによりまして、カヤ屋根の保存が図れるという

ことから、専門の職員を配置しまして、火を扱う

ときは必ずそばにいていただいて、管理をすると

いう処置をしております。 

  それから、旧加藤家住宅等の火災保険の関係で

すけれども、掛けてあります。一応、建物と什器

という形で掛けてありまして、それぞれ掛けてお

る状態です。金額も申し上げたほうがよろしいで

しょうか。建物に評価額を設けまして掛けている

という状態になっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  図書館ビジョンの改定について答弁させていた

だきます。現行の図書館ビジョンにつきましては、

私たちの予算書にも記載してありますとおり、平

成21年の12月に、当初指定管理者の導入をしてい

る際に策定したものでございます。その策定から

10年間経過しまして、状況変化等踏まえたものと

して、見直しを行うのが図書館ビジョンの改定で
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ございますけれども、新しい図書館ビジョン改定

につきましては、計画期間をおおむね10年間とす

る、第２次図書館ビジョンという形で策定したい

と考えておりまして、中身につきましては、具体

的には、おおむね５年以内に実現するべき取り組

みと、おおむね10年以内に実現するべき取り組み、

大きく２つに整理していきまして、これらを平成

33年度から第３期の指定管理者の導入になるんで

すけれども、その第３期の指定管理者を選考する

際の選考の基準、判断基準とさせていただきたい

と考えております。 

  具体的にどんなことを盛り込んでいくのかとい

うことにつきましては、私たちの予算書にも書か

せていただいているとおり、これから利用者アン

ケートとかワークショップ、図書館協議会からの

意見聴取を踏まえながら整理をしていくことにな

るんですけれども、担当といたしましては、これ

から高齢化社会が進んでいく中で、いかに多くの

方々に図書館を使っていただけるか、資料の収集

方針、あるいは図書館に来ることが困難な方への

サービスのあり方といった問題、あるいは、サー

ビスの基本になってくる開館時間のあり方、そう

いったところがポイントになってくると考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 課長の渋谷でござ

います。 

  委員会資料の18ページの審議会等委員の出欠状

況でございますけれども、こちらにつきましては、

教育委員会への出欠状況でございまして、教育委

員につきましては、教育長を含めまして５人おり

ます。29年につきましては、毎月定例会を行って

おりまして、欠席はゼロという状況でございまし

た。ところが、19ページをごらんいただきたいと

思いますけれども、30年につきましては、理由と

いたしましては、勤務先の業務都合等によりとい

うことで、欠席の定例会が数多くございます。延

べ９人の方が欠席しておりますけれども、こちら

につきましては、ほとんど欠席された委員につき

ましては、田中教育委員でございまして、実は共

栄大学に在職をしておりましたけれども、昨年か

ら静岡産業大学のほうに勤務になってございます。

静岡ということで、遠方でありますことから、出

席のほうが難しくなった状況でございます。しか

し、教育委員としての職務はきちんと遂行しても

らわないといけないというふうなことから、本人

と話し合いの場を２回ほど設定いたしました。教

育長と田中委員と私で、３人で話し合いの場を２

回設定いたしました。正直申し上げまして、辞職

という選択肢も含めましていろいろと話し合った

結果、田中委員といたしましては、任命された以

上、責任を果たしていきたいという本人の強い意

志があって、継続していくこととなっております。

その後、１月以降につきましては、欠席はないと

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か確認をさせていただきたいと思います。 

  まず最初に、予算書のほうで、174ページのほ

うの小中学校適正配置事業の関係なんですけれど

も、ただいま答弁をいただきました。そこでちょ

っと確認をしておきたいんですけれども、例えば

今回審議会を再設置するということで、例えば前

段で、条例が平成24年にできました。諮問が平成

25年に行われました。結構時間をかけてたくさん

の資料をつくって審議を進めた、この前段での審

議会の中身については、参考にするのかしないの
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か、全く白紙でゼロからの審議会を再設置するの

かどうか、その点をひとつお聞かせ願いたいと思

います。 

  また、同時に、審議会のメンバーなんですけれ

ども、全く１号委員から５号委員まで同じような

またスタイルで審議会を設置するのか、ひとつそ

の点を再確認させていただきたいと思います。 

  それから、ちょっと前後して恐縮なんですけれ

ども、総務文教委員会の資料から、今答弁をいた

だきました通学路の関係、それから、各学校から

の改善要望、審議会の出欠の関係、答弁いただき

ました。この中でちょっと聞き漏らしたんですけ

れども、12のほうの町内小・中学校施設の修繕要

望というものが16ページにあると思うんですけれ

ども、やはり各小・中学校から修繕要望が具体的

にここに上がっておりますけれども、この要望に

ついては、既に取り組みが行われているのかどう

か。あわせて、やはり前段者のほうからも若干似

たような質問があったと思いますけれども、各

小・中学校の駐車場の関係なんですけれども、笠

原については、新たに体育館の西側につくるとい

うような話がありましたけれども、各小・中学校

の駐車場の現状はどうなっているのか、ひとつお

聞かせいただきたい。現状はどうなっているかと

いうと、収容、駐車量、何台ぐらい各小・中学校

確保できているのか、その点をひとつお聞きした

いと思います。 

  それから、資料館の関係です。予算書の202ペ

ージのほうの、今ご答弁いただきました。展示物

扱いということで、正直言ってスプリンクラーも

ない、そんな話をいただきましたけれども、少な

くともやっぱり管理上、今、夜間特にどのような

形で管理をしているのかどうか、今こういう世の

中ですから、貴重な国宝なんかをいたずらされた

り、今、そういう状況が各所で起きているわけで

ございますので、町の重要な指定文化財なので、

果たしてこれで管理ができているのかどうか、私

一町民として心配なために、改めて管理面をどう

いうふうに取り組んでいるのか。ひとつ再度お聞

きしたいと思います。 

  それから、前段で宮代町の教育方針、ちょっと

抽象的な質問になったんで十分に理解されたのか

なというふうに思うんですけれども、例えば、宮

代町の教育委員会の、毎年夏に出している宮代町

教育委員会の事務に関する点検評価報告書という

のがありますよね。これは、先ほども言ったとお

り、29年度の事務事業ということで、それぞれ、

自己評価、外部評価ということでなっております。

特にこの外部評価については、一般有識者から募

って外部評価をされているんですけれども、これ

らの中身をどのように把握をし、またチェックを

し、今後の教育行政に生かしていくのか。特に平

成最後の教育行政の予算の中に、具体的にどのよ

うな形で生かされたのかということを質問したわ

けでございますので、できましたらもう少しひと

つわかりやすくしてもらいたいなと。特に教育関

係ですから、教育的見地からわかりやすくひとつ

説明をいただきたいなというふうに思っているわ

けでございます。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  順番にお答えします。 

  予算174ページからの小中学校適正配置事業に

関するご質問にまずお答えいたします。今回審議

会の再設置ということで、最初にご説明申し上げ

ました。それで、今回再設置ということで、内容

につきましてはゼロから考えるのかとか、参考に
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するのかとかいうご質問をいただいていると思い

ます。これにつきましては、あくまでも小中学校

適正配置計画の検証ということで、今回は市民参

加、例えばフォーラムであるとか、ワークショッ

プを利用して、市民参加による検証、皆さんのア

ンケート等もとりながら検証していくという形で

進めさせていただければと考えております。 

  また、審議会委員のメンバーの構成につきまし

ては、前回と同様に、当然代表の方変わってきて

いますので、ＰＴＡ代表から、自治会等の代表、

町立小・中学校の校長、識見を有する方、公募に

よる市民ということで、スタイルは特に変更はご

ざいませんので、ただメンバーの内容が変わると

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 

  あとは教育委員会のほうから提出させていただ

いた資料の関係でご説明申し上げます。16ページ

になろうかと思いますが、項目で12番、町内小・

中学校施設の修繕要望ということで、各校からい

ろんな要望というか、例年継続して上がっている

ものもございます。各小学校の中で、インターホ

ン設置という、学校が継ぎ足しでつくってあるも

のに対してインターホンをつけてくださいとか、

正門までが遠いのでというお話があると思うんで

すね。なかなかこういったものについては、でき

るものとできないものがありまして、継続して要

望いただいているものもあるんですが、それをで

きるところの範囲内で予算化していくものでござ

います。 

  また、先ほど駐車場の関係でお尋ねいただいた

と思うんですが、かなり各学校によって、駐車場

の大きさ、ままあるんですが、須賀小学校で言え

ば、とめる場所にもよると思うんですが15台程度。

百間小学校で言えば30台程度、東小学校は狭いの

で15台程度、笠原小学校で25台程度、須賀中学校

で15台程度、百間中学校で20台程度、前原中学校

で30台程度ということで、宮代町の学校は比較的

小・中学校は駅から近いところにあるということ

で、全て先生方の要求に対して応えられているか

どうかわかりませんが、今の現状のままでご対応

いただいているところでございます。ご理解いた

だきたいと思います。 

  あと、最後にお尋ねいただきました点検評価に

関するものでございます。点検評価につきまして

は、年度が終わって６月から８月までの間に、２

回から３回の中で、点検評価を外部の有識者、Ｐ

ＴＡの代表であるとか、元学校の校長先生である

方にご確認をいただきまして、そのものについて

は点検評価ということで、前年度のものに対して

評価をいただいております。ただ、その評価をい

ただくだけではなくて、翌年度こうしたほうがい

いですねとかいう改善点や意見をいただく場合が

ございますので、そういったものを、８月にもし

点検評価のほうを終わって、９月議会の中で議員

さん皆さんにお配りしているものですから、うま

く予算のほうに反映させることができるものにつ

いては、反映させていくところで進めているとこ

ろでございますので、ご理解賜りたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  夜間の管理についてご説明申し上げさせていた

だきます。まず、各施設におきましては、機械警

備が入っておりまして、資料館の本館を施錠し、

警備をかけたときに、全ての警備が入るという形

になっております。このセンサーにつきましては、

熱感知になっておりまして、かなりちょっとした

大きいクモでも動くとセンサーが反応するという、

非常に感知しやすいセンサーがついております。
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そのために、熱源が発生したときには、即警備会

社のほうに通報がいきまして、同時に火災通報が

行われるというシステムになっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  もう一回ちょっと確認をさせていただきたいと

思うんですけれども、例えば、前後して恐縮なん

ですけれども、各小・中学校の駐車場の関係なん

ですけれども、正確な台数の確保だけは、把握し

てもらいたいなというふうに思っています。特に

学校の先生、やっぱり駅から遠い学校については

やっぱり通学は車で来ている先生が圧倒的に多い

というふうに思いますから、そういう意味で、や

っぱりこの駐車場というのは、先生の駐車場なん

ですか。来校する来賓に対しての駐車場なのか、

その点ひとつはっきりしてもらいたいんですけれ

ども、各学校の先生の駐車場ならそれで結構です

けれども、少なくとも学校へ行く来賓の方、来校

する方、たくさんいると思いますので、どちらの

駐車場ということで理解していいのか、ひとつそ

の点をお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、予算書の174ページのほうの小中学

校適正配置事業ということで、大体ワークショッ

プ、市民参加のアンケート、いろんな意味で今ま

でとちょっと違った市民の声を聞いて一応準備を

進めるというふうな話なんですけれども、例えば、

審議会のメンバーなんですけれども、１号委員に

ついては、やっぱりＰＴＡの代表ということで、

各ＰＴＡの会長さんが入っておるんですけれども、

ＰＴＡの会長さんというと、基本的には１年交代

のＰＴＡの会長なのかなというふうに思っていま

すので、できたらこれは要望なんですけれども、

女性がやっぱり全体を見て極めて少ない。19名の

メンバーの中で女性が４人、前回の審議会は４人

しかいなかったというふうに思いますので、やっ

ぱり女性、特に若い女性、保護者、そういう人た

ちをできる限り登用してもらいたいなと、特に各

学校について、もちろんＰＴＡの代表というふう

な枠をはめないで、保護者の代表みたいな形で、

幅広くひとつ代表を募ってもらったほうがいいの

かなというふうに思います。選ぶのは、確かにＰ

ＴＡの会長さんならピンポイントで選べるわけな

んですけれども、少なくとも各学校の代表として

１号委員に選んでいただければありがたいなと、

これは要望なんですけれども、そういう形が可能

かどうか、ひとつお聞かせ願いたい。できる限り

幅広い声を集めてもらいたい、そんな審議会にし

てもらいたいということでございます。 

  とりあえず、時間の関係もございますので、と

りあえずその点よろしく願いいたします、再度。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  先ほど駐車場の関係でお尋ねいただいたのは、

基本的に先生の駐車場ということでご理解いただ

きたいと思います。基本的にＰＴＡの方が学校に

来られるときは、徒歩または自転車で来られるよ

うに多分お願いしてあると思うんです。もともと

キャパシティーがないので、路上駐車等の問題も

あると思いますので、ＰＴＡの方が見えられる場

合は、自転車・徒歩ということが基本になると思

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

  適正配置の審議会の関係で、第１号委員、町立

小・中学校のＰＴＡの代表ということで、どうし

てもこちらのほうからお願いさせていただくとき

に、ＰＴＡ連絡協議会の場をおかりしてお願いし

ているものですから、なかなか、代表の方が出て

いただくのが、どうしてもそういった流れになっ



－２９８－ 

てしまうと思います。ということでご理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 確認したいんですけれども、

各小・中学校の駐車場の関係、くどいようですけ

れども、これ、学校へ先生が車で来る場合は、何

か所属長と申しますか、校長か、ないしは教育委

員会のほうに何か届けを出して来ているのかどう

か、その点をひとつお聞かせ願いたい。各学校に

よって、やっぱり車で来る先生、若干やっぱりメ

リハリがあろうと思うんですけれども、そこら辺

をどういうふうにやっているのか、ひとつくどい

ようですけれども、お願いしたいというふうに思

います。 

  これから各学校は、地域とのやっぱり連携をい

ろんな面でとるというふうに思います。例えば地

域の人が行ったら駐車場がなかったと。自転車で

来る人が多いというふうな話がありましたけれど

も、少なくともやっぱり一般の人が気楽に行ける

ような、そんな環境をつくってもらいたいなと。

学校の先生だけの駐車場というのはちょっと、や

っぱりこれからの学校は門戸を広げてもらう、い

ろいろな方に来てもらう、交流するということな

ので、そんな意味で、学校に来るんなら自転車で

来てください、学校の先生はいや、駐車場確保し

てありますよ、これはちょっとどうなのかなとい

うふうに思います。宮代らしいやっぱり教育を目

指すんなら、もう少しそういう気楽に車ででも何

でも来てくださいというような環境を、ぜひひと

つつくってもらいたいなと。我々が行ったら駐車

場がなくて、帰ってきちゃったということも何回

かあるものですから、そこら辺をひとつ、くどい

ようですけれども、気楽に学校に行けるような環

境をつくってもらいたいなというふうに思います。 

  あと、それから、これも大変くどいようですけ

れども、審議会のメンバー、やっぱり幅広く公募

してもらいたい。一般公募の枠が３名ありますけ

れども、ともすればやっぱり同じようなメンバー

が上がってくる可能性もあるんで、そこら辺もひ

とつ、女性にこだわるとちょっと誤解を受けます

けれども、できる限り若いお母さんたち、若い保

護者さんを入れてもらって、やっぱり幅広いこれ

も審議会にしてもらいたいなというふうに思いま

す。これは要望でいいです。答弁は変わらないで

しょうね。わかりました。じゃ、ひとつよろしく

お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 要望ということで、１点

目で答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  教員の自家用車での通勤につきましては、免許

証の写しと、それから、任意保険等の写しとあわ

せて学校長のほうに提出をしまして、その申請登

録の上での使用ということで、場合によっては、

出張等でも自家用車を使うことがございますので、

そういったこともありまして、登録の上で、許可

のもとに使用しているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  先ほどのお車の関係で、教員用の駐車場ではな

いということで、近所の人が気軽に来られる環境

づくりということでお話しいただいていると思う

んですけれども、比較的学校は市街地の中にあっ

て、これ以上広げたりすることはなかなか難しい

と思いますけれども、ただ学校に見えた方が、と

められなくてそのままお家に帰るというのは、そ
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のほうもかなり問題があると思いますので、その

あり方、とめ方、行事に対するものとか、イベン

トに対するものというのは、運動会であれば、校

庭の一部を利用して、大規模な行事であればそう

いった対応もできると思いますので、そういった

いろんな方向性とか、イベントによっても変わっ

てくるので、あわせて検討させていただければと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の188、189ページの小学校費の小学校環

境教育推進事業の中の、町内の教育環境を生かし

た実践的環境教育の推進で、本年度の特徴である

キッズエコサミット2019の実施とありますが、こ

ちらはどこから皆さん集まってどんなことをする

のか、お聞かせください。 

  ２点目が、200ページ、201ページで、こちらの

文化財保護事業の中の、文化財案内板設置工事の

43万円というのがあるんですけれども、こちらの

私たちの予算書でいうと92ページに当たりますが、

こちらの案内板のところに、文化財のネットワー

クを図るために町内の文化財案内板を設置します

とありますが、こちらの文化財のネットワークと

いうことの意味と、こちらの案内板が幾つあって

どこにあるのか。そして、こちらの43万円という

のは、１つの案内板に使うのか、それをお聞かせ

ください。 

  ちょっと戻りますが、予算書の198、199ページ

で、前段委員と重複するところもあると思います

が、図書館費のところなんですけれども、こちら

の私たちの予算書は91ページで、先ほど図書館ビ

ジョンの改定ということをお答えいただいたと思

うのですが、ちょうどタイミングで、去年お隣の

白岡に新しく図書館ができたことによって、それ

によってどんな影響が出ているか。それに対する

対策があれば教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  小学校の環境教育に関してということで、本年

度キッズエコサミットのほうを、町の進修館のほ

うで開催をさせていただきました。こちらにつき

ましては、本年度食品ロスをテーマに、各小学校

では、５、６年生の児童、それから、中学校のほ

うは代表の主に生徒会等で、あるいは環境委員と

して活動している代表の生徒が出席をいたしまし

た。学校によっては、ちょっとインフルエンザ等

で欠席した学校もあるんですが、中心となるのは

５、６年生児童、そして、中学生の代表生徒でご

ざいます。 

  各学校では、食品ロスをなくすための給食の残

飯を残さないための、残さないコンクールといい

ますか、そういった委員会活動ですとか、あるい

は、環境に優しい取り組みの活動を各学校ごとに

パネルプレゼンテーション等を用いて発表しまし

て、その後パネルディスカッションと、講師の方

をお招きしてご指導していただきました。 

  予算のほうは、主に会場のパネルを周りに、食

品ロスや環境保護にかかわるパネルを掲示するた

めの借用や郵送等に使わせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  答弁させていただきます。ネットワークの意味
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ということでしたが、こちらは、今は事業として

は使われてはいないんですが、全町博物館構想と

いうものが昔ございました。これは、町域にある

いろいろな文化財を、全て町全体が博物館という

構想のもとにつないでいこうということで考えら

れたものでございまして、最初の文化財案内板が

立てられたのが、この構想をもとに立てられ始め

たものになります。最初が平成８年の西方院に立

てられたものが最初ということで、当初は須賀地

区を中心にだんだんと東のほうに来るように立て

ていたということで、向こうのほうが多いんです

が、現在のところ、38基立てられておりまして、

今まさに立てる準備をしてこれから立てるという

ことがありますので、今年度の終わりをもって39

基立てられます。それから、計画としては、全

113カ所計画しておりますので、また、今後74基

立てていく方向で１年度１基を目安に立てていく

予定でおります。 

  それから、値段の関係なんですが、昨年度まで

は、実用新案を伴った長期の展示に耐える文化財

案内板を立てていたんですけれども、残念ながら

今年度の始まりのときに、その業者さんが廃業し

てしまったという形になりまして、今、業者さん

が別のものに変わりました。そのことから、現況

の43万円の予算よりは安い金額で立てる状況にな

っております。予算は１基分です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  図書館の関係で、白岡に新しい図書館がオープ

ンしたことの影響について答弁させていただきま

す。 

  宮代町立図書館の近年の統計では、白岡市民の

方の利用割合というのが約15％、全体のというこ

とで、近隣の自治体の中で一番大きな利用割合を

占めておりまして、白岡の図書館のオープンによ

る影響というようなものは、大きなものが実際ご

ざいます。 

  実際の影響といたしましては、昨年10月のオー

プン以降、白岡市民の方の毎月の利用者数は前年

度の半数程度になっておりまして、３月までの６

カ月間で見込みになるんですけれども、前年度比

で3,000人程度の減、貸し出し冊数だと１万5,000

冊程度の減になると見込んでいます。この数字は、

10月のオープンから６カ月間なので、来年度その

まま同じように推移していけば、その倍程度の減

になっていくということが予想されます。具体的

な対策につきましては、白岡市民の方が白岡に新

しい図書館ができれば、そこを利用するようにな

ることは、ある意味当然のことでございますので、

宮代町立図書館として、白岡市民の方に帰って来

ていただくようなキャンペーンを打ったりだとか、

そういったことは考えておりませんけれども、ま

ずは町民の方々にもっと使い勝手がよく、自慢の

図書館と言ってもらえるような、そういったサー

ビスの充実、先ほど答弁させていただいた図書館

ビジョンの改定の中でも、そういったことについ

て、町民の皆様と一緒に検討していきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  キッズエコサミット2019が食品ロスということ

はよくわかりました。もしよければ、こちら2018

がどういうものだったか、ちょっとまた教えてい

ただきたいのと、今の案内板、今聞いただけでも、

果てしない数がまだ先にあるなというのと、こん
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なにつくる必要があるのかなとちょっと思ってし

まって、１基が43万円しないとしても、かなり高

額だというのと、以前、今なくなってしまったと

いう全町博物館構想というものをまだ続けるのか

ということと、あと以前に、町民の方から、こち

らの案内板のところまで、私連れていかれまして、

これ意味あるのかと言われてしまったこともあり

まして、これだけの金額を投じて、当初の計画の

とおりにまだつくり続けていくのか、ちょっとそ

れをお聞かせいただきたいです。 

  あと、次が、図書館のほうなんですけれども、

やっぱり白岡の方に帰っていただくというのは難

しいと思うんですけれども、逆に宮代らしさとい

うか、そういうものを打ち出していくことで、白

岡の方にもやっぱり宮代いいよねと言って、また

両方使っていただけるようになるといいかなと思

うんですけれども、前からいろいろ比べられてい

ると思うんですけれども、埼玉の三芳町の図書館、

私先日ちょっと見に行ってきたんですけれども、

規模ですとか新しさとかを見ても、宮代のほうが

きれいだなと思ったり、三芳の図書館そんなに取

り立ててどうということは、図書館だけ見させて

いただいた限りでは余り感じなかったんですね。

でも、何でそんなに皆さん来ていただいているの

かなとちょっといろいろ聞いていたんですけれど

も、やはり催し物がすごくあるのと、あと、今宮

代でもやっているんだなとは思うんですが、あと、

三芳町に特化した絵本なんかをつくっていたんで

すね。それで、三芳町に対して愛情が深まるよう

な取り組みをされていたということでしたので、

こういう取り組みをしていくのもいいのかなと思

ったりしたので、そちらなども検討をして、これ

は要望なんですけれども、宮代の町民の方が愛情

を持てるような図書館になったらいいかなと思い

ます。 

  以上です。聞きたいことをよろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  まず、キッズエコサミットのテーマにつきまし

ては、実は昨年も食品ロスということで、同じテ

ーマを今年度も続けております。本年度につきま

しては、いろいろな活動を準備する段階で、学校

栄養士の方等にもご協力いただいて、より学習を

深めるということで、その食品ロスについて、専

門的な立場から助言をいただいたりして、活動を

進めてまいりました。 

  過去には、本町では、１月の第２土曜日を冬の

江戸の日ということで、これは、江戸の暮らしの

人たちを真似して、無駄な電気を使わないように

しようとかということの取り組みの一つなんです

が、そういった過去のテーマとしては、冬の江戸

の日などをテーマにして、無駄な電気をどんなふ

うに削減したらいいんだろうなんていうようなこ

とで活動しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。答弁させていただきま

す。 

  まず初めに、ちょっと誤解があって申しわけな

かったんですが、全町博物館構想というのは、な

くなってしまったというよりは、文化財保護事業

に統合させていただいたという考え方になります。

そのため、考え方自体はずっと持ち続けていて、

実際に事業も進めさせていただいているという状

態になります。 
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  それから、この文化財案内板につきましては、

ふるさと納税を活用して立てさせていただいてい

るということで、寄附をくださった方々のお力添

えをいただいて立てさせていただいているものに

なります。 

  それから、この文化財案内板の意味なんですけ

れども、地元にある文化財について知らない方が

増えてきている現状を、こういったものを立てさ

せていただくことによって、個々のアイデンティ

ティーの育成にもつながるということで、資料館

としては大事だというふうに思っています。 

  また、事業といたしましては、平成21年度の企

画展で、「みやしろ 歩け歩け！」という実際に

町を歩いてもらうような展示を行っておりまして、

このときにつくった企画展のパンフレットを手に、

いまだに歩いてくださっているという方がいたり

ですとか、文化財案内板をご自身で歩いて回られ

て、写真におさめられているということで、非常

に楽しんでいらっしゃる方のお話も聞いておりま

すので、そういった話を聞くと、大変意味がある

のかなというふうに思っているところでございま

す。 

  また、平成29年の７月から、夏休みの期間にぶ

つけまして、文化財案内板で巡る宮代町という企

画展も実施しております。こちらの展示の中では、

既存の文化財案内板のほかに、これから立てる案

内板も紹介しておりまして、まだまだ宮代町には

これだけ文化財があるんだということを紹介させ

ていただいているものになります。宮代、とかく

何もないと言われがちなんですが、実はこれだけ

あるよということを、ぜひ皆さんに知っていただ

きたいので、この事業を続けさせていただければ、

大変ありがたく存じます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  キッズエコサミットについては、2018はやはり

食品ロスだったということで、私、江戸の日とい

うのをちょっと覚えていたので、これじゃなかっ

たのかなと思って聞いてみたんですが、やっぱり

冬の江戸の日だったんですね。私、去年の暑かっ

た夏に、資料館のこちらの加藤家のほうにちょっ

と行かせていただいたんですが、めちゃくちゃ暑

い日だったんですけれども、中を見学させてもら

ったら物すごく涼しくて、エアコンも何にもない

のにこんなに涼しいんだとちょっと感じたことが

あって、こういうのをお子さんとかに体験しても

らうのもいいかなとか思ったときに、たしか江戸

の日というのがあったなというのを思い出しまし

て、このキッズエコサミット、聞いていると冬に

やっていらっしゃるみたいなんですけれども、夏

に、せっかくですからこの加藤家などを利用して、

そういう体験をするのもちょっといいかなと思わ

せていただきました。 

  あと、案内板に関しては、楽しみにしていらっ

しゃる方もいるということで、今のところ続いて

いるということで理解いたしました。 

  あと、もう一つ、すみません、先ほどちょっと

聞きはぐってしまったんですが、資料館管理運営

事業のところで、私、多分以前に資料をいただい

ていたかと思うんですが、こちらの資料館の来館

の年間の人数、ここ３年ぐらいを、わかったらお

聞かせいただけますでしょうか。すみません、つ

け足しになっちゃって。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  ３年分ということですので、27、28、29年度の

回答をさせていただきたいと思います。 
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  まず、27年度が１万4,867名でございました。

28年度が１万4,953名でございました。29年度が

１万3,959名でございます。あと、今年度ですけ

れども、２月末１万1,670名の方にお越しいただ

いております。工事等がちょっと入りまして、お

越しいただける日数が昨年度より20日ほど減って

おりますことを申し添えさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。

この３年間を見ると、特に減っても増えてもいな

いような状況だと思うんですけれども、こちらの

私たちの予算書の93ページに、体験講座として小

学生の郷土資料館に行こうとかというのをされて

いるそうなんですが、これのほかにも、資料館で

こういう催し物を年にどのくらいやってらっしゃ

るんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  郷土資料館へ行こうというのは、夏休み中の小

学生、中学生に向けた講座となっておりまして、

これ以外に、同じ時期に行われる土器づくり教室、

それから、大人向けの講座として、歴史講座、郷

土史講座、それから、音楽を楽しんでいただくと

いうことで、郷土芸能を楽しむための琵琶の調べ

を開催しております。また、移築民家と「アタラ

シイ」ゲキという、加藤家を舞台にいたしまして

劇を上演していただくという試みも行っておりま

して、こういったイベントをさせていただいてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  私もお知らせで琵琶の会のことを、ちょっと終

わった後に知っちゃったので見に行けなくて残念

だったんですが、本当にこちら、せっかく外部展

示してあって、中に入ってもいいこういう文化財

があるのでぜひ、できれば、保管も大変だとは思

うんですが、こういう催しをどんどんやっていっ

ていただけたらと思います。これは要望です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  197ページなんですが、来年度の新しい事業で、

放課後子ども教室というのがやっと動き出してく

れたのかなというふうに思いますが、これで、青

少年健全育成事業の報償費、子ども教室スタッフ

謝金というのについてお伺いします。基本ボラン

ティアなのかなと思うんですが、これについてち

ょっと、また、放課後子ども教室について、具体

的にお伺いします。 

  それから、193ページの中学校施設管理事業、

需用費の施設修繕費が600万ありますが、これも

小学校もそうですが、この修繕料というのは、内

容が決まっているのかどうかということをお伺い

します。 

  それから、タブレットの、私たちの予算書でも

ありますが、小・中学校ＩＣＴ教育の推進という

ことで、教育推進課として取り組む一つの事業と

いうふうにして書かれてあります。それを見ます

と、パソコンのリプレイスということと、タブレ

ット端末の導入ということで、パソコンは40人リ

ースということなんですが、タブレット10台とい

うふうなことだったんですが、これは、今前段者

のところで、体育の授業と理科の授業とかという、

そんなふうな話だったんですが、もう今少人数制

になっているので、クラス全員ということは考え
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なかったのかどうか。10台でいいと、予算はちょ

っと限られていますが、その辺断念したというか、

10台でここの事業として載せられる内容ですかと

いうちょっと疑問があります。 

  それから、先ほどの修繕費に絡んでなんですが、

資料の、前段者もありましたが、小・中学校の校

長からの改善要望だとか修繕要望というのがござ

います。改善要望のほうですが、30年度も同じよ

うな内容で書かれておりますが、ちょっと心配な

のが、その他の要望のところで、(6)のＡＥＤの

設置で校外等のときの使用のＡＥＤの設置が欲し

いというのが２年続けてありまして、その中で、

配当予算内での対応というふうに書かれています

が、これについてどんなふうにされているのかお

伺いします。 

  それから、その次のほうの、施設修繕要望とい

うことで、１カ月以内だったかどうかちょっと忘

れちゃったんですが、埼玉県内のニュースになっ

ていたかと思うんですけれども、床に転んで刺さ

ってしまうみたいな、そんなのがニュースになっ

ていたかと思うんです。須賀中学校の体育館の床

の補修というのも２年続けてこんなふうに書かれ

ていまして、やっぱり体育したときにそういうあ

ってはならない事故が起きてはいけないので、そ

の辺は点検をしっかりしているのかどうか。私も

あのニュース見たときに、ちょっと心配になった

んですが、その辺についてお伺いします。 

  それから、英語教育推進も当町の取り組みの一

つなんですが、ＡＬＴが５名配置されているとい

うことで、前はＡＬＴを採用するのには大変お金

がかかったんですが、５名で1,550万ということ

は、結構割安というかその辺をちょっと詳しくお

伺いします。割安過ぎるなみたいな気がするので、

ちょっと。 

  それから、一番大事な小中学校適正配置事業で

す。私も、前段者もおっしゃっていたように、審

議会の条例をつくったときから知っていますので、

審議会の条例で、１号委員はこういう人、２号委

員はこういう人で条例をつくりたいという、そう

いう条例設置のときにも、地域の方々と学校の代

表の方と、また、学識者と合わせて20人という定

員でやっていきますということで、２年間の任期

ということで一生懸命されていたという条例設置

からそれを私も知っていますので、今年度の特徴、

審議会の再設置というふうに書かれてありますが、

前回の審議会は逐一全員協議会でその進行状況も

そうですし、図書館でやった市民が集まるフォー

ラムもそうですし、全て見てまいりました。そう

いう中で、町の教育委員会がこういう方針でしま

すということで、公共施設再編成の計画として審

議会を通して出された答申という一つの結果が出

ているわけです。それについて、今回は適正配置

計画の検証という言葉で事業概要に書かれている

から、もう目をつぶったほうがいいのか、検証と

いう言葉を信じてというふうに思っているんです

けれども、その辺行政の継続性という意味から、

執行者として継続性という意味から、その辺の検

証という言葉、継続性という意味でちょっとどん

なふうに考えているかだけお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  私のほうからは、放課後子ども教室の報償費に

ついて答弁させていただきます。放課後子ども教

室につきましては、先ほど全員協議会の際に事業

概要を説明させていただいたとおりですけれども、

放課後子ども教室は保護者や地域住民の方に運営

を担っていただいて、運営をしていくということ

で、これについては、有償ボランティアという形
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でご協力をいただく方向で考えておるところです。

その有償ボランティアの謝金ということで、報償

費を計上させていただいております。 

  具体的な中身、積算根拠につきましては、コー

ディネーターという、運営の中核を担う総括者と

してのコーディネーターの謝礼として、１回当た

り6,000円を見込んでおります。 

  続いて、運営スタッフということで、子供たち

の見守りとか活動をサポートする役割の運営スタ

ッフさん、１回当たり５人から６人ぐらい配置で

きたらなと、少なくともということで考えており

ます。こちらについては、１回当たり2,000円を

見込んでおります。 

  あとは、プログラムの講師ということで、スポ

ーツ体験とかレクリエーション体験の指導者を、

地域の活動団体の方々にお願いできたらなと考え

ておりまして、そうした方々への団体さんへの謝

礼ということで、それを１回当たり3,000円とい

う積算根拠で積み上げた金額が、こちらの金額に

なります。 

  具体的にどういう体制でといったところを、今

担い手になっていただく保護者の方と、いろいろ、

こうあったらいいよね、あああったらいいよねと

いったところも検討しているところですので、実

際にこの金額で行くのかどうかというところも、

この上限という形で設定させていただいた上で、

これから具体化していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  ＡＬＴについて申し上げさせていただきます。

まずは、本町のＡＬＴにつきましては、プロポー

ザルという業者選定の会議を開催しまして、その

中でその指導員となる講師の指導力、よい人材を

確保できる業者なのか、それから、当然雇用の価

格面、それから、その後の研修体制とか、アフタ

ーケア等、そういったさまざまな観点から、プロ

ポーザルによってＲＣＳという業者に委託をして

おります。市町によっては、直接雇用ということ

で、各自治体ごとに直接指導に携わる外国籍の指

導員を雇用して、住居の手当てから、授業の進め

方についても指導しているという市町がありまし

て、そういったところはさらに高い雇用額が必要

になるかなと思います。本町では、その価格面だ

けではなくて、そういった研修、指導力、人材、

それから、アフターケア等も含めてということで、

複数の会議への出席者によって厳正なる審査の結

果、ＲＣＳという業者に委託をしている状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  まず、１点目の予算書192、193ページの中学校

施設管理事業の需用費の中の施設修繕料600万で

ございますが、小学校もなんですが、各校200万

円ずつ予算化させていただいておりまして、中学

校は３校なので600万ということで、特に箇所づ

けはしておりませんので、この予算の範囲で修繕

をさせていただければと思っております。 

  続きまして、タブレットの10台ということで、

10台だけではというお話でございますが、タブレ

ットの持ち運びの点とかいろいろ検討しなくては

いけない点も多分、充電の方式であるとか、子供

がどうやって運ぶんだとかというのがあると思い

ますので、まずは、来年度は10台導入いたしまし

て、校外学習なり共同学習で使うために、そうい
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った運用の方法も含めて確認するために、まず10

台を導入できればなということで考えております。 

  続きまして、予算特別委員会資料の15ページの

４のその他の要望、(6)のＡＥＤの設置というこ

とでございますが、各学校にＡＥＤのほうはもち

ろん配置はさせていただいております。余計にも

う１台追加ということで要望が出ておりまして、

今は１台のＡＥＤのほうをこちらのほうで設置さ

せていただいておりますので、各学校で配当予算

をお配りさせていただいている中で、ご検討くだ

さいということで、こちらのほうに上げさせてい

ただいております。 

  同じく、資料16ページの須賀中学校の体育館床

の補修ということで、体育館の床につきましては、

毎日学校のほうでご確認いただいていまして、特

に新聞等で問題になっているささくれではないほ

うの劣化というんですか、そういうところの補修

の要望ということで、こちらにつきましても、予

算の範囲内で、今後検討していかなくてはいけな

いと考えております。 

  適正配置の関係で、いろいろ今回来年度につき

ましては、検証ということでございますが、検証

の内容につきましては、当初こちらのほうで、各

中学校において説明会をさせていただきまして、

28年11月に請願のほう議会からお出しいただいて、

その中で、町民の方に詳しい説明がなされず、突

然ということで回覧板等で説明会があった。戸惑

いや不安、周知が十分でなかったといういろんな

ご意見が地元のほうから寄せられてきております

ので、今回のフォーラム、あとはワークショップ、

アンケート等々ありますが、そういったものを含

めて、計画の検証ということで、特に、前段の委

員の方のご質問からありましたように、計画をゼ

ロから見直すということでございませんが、慎重

な取り組みということで、こちらのほうも審議会

の委員さんを通じて検証を進めていきたいという

ことで考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今、ご答弁いただきまし

たが、小中学校適正配置事業については、私は検

証という言葉が入っているから、それを信じると

いうか、ちょっと執行の継続というところからい

くと、ちょっとはてなマークがつきますが、その

辺今、町民の皆様にわかるような形で表に出して

いきたいというその言葉を信じて、目をつぶるし

かないのかなというふうに思います。 

  それから、あと、ＩＣＴ教育については、タブ

レットは校外学習等のプレ導入というような位置

づけで、今年度は10台ですよというそういうこと

で理解しました。 

  それから、放課後子ども教室というのは、全国

的に設置するようにということで、成功している

隣の久喜市でも、東小学校なんかはそういう地域

の方々の人材が、一生懸命やってくださっている

というのは、私も聞いていますが、そういう成功

しているところをしっかりと研究しながら、モデ

ル事業ですので、地域の方々とそれから学童と学

童でない方、そのひとつ昔の放課後遊んでいると

いう、そういう理想的な姿が描けるような形で、

これも今年は一生懸命やっていただいて、お願い

いたしたいと思います。 

  それから、床はああいう、まさかささくれであ

んなふうになるという、ニュースになったからな

んですが、やはりああいう日常点検というか、あ

あいう事故が起きて初めてというよりも、点検を

しっかりとやっていただいて、毎年こんなふうに

出されているところや、インターホンだって、イ

ンターホンくらいつけてやってよと、毎年出てい
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る、そんなふうにこれも見ています。 

  あと、校外学習のＡＥＤですが、マラソン大会

だとかそういうときに、これもニュースになりま

すが、そばに置いておけば間に合ったかもみたい

なそういうこともあるかと思いますので、やっぱ

り安心な、事故が起こってはいけないけれども、

起こりそうなときの危機管理というか、そういう

のをきっちりやっておいてもらいたいなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  すみません、タブレットの関係で、先ほど来委

員の皆様からご質問をいただいているんですけれ

ども、10台というのは、各校10台というというこ

とで、大丈夫でしょうか。それでご答弁させてい

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草ですけれども、お願い

します。 

  社会教育費と保健体育費関係についてお尋ねを

いたします。 

  予算書の197ページの上段にあります成人式の

開催の事業ですが、説明欄を見ますと、成人式に

係る予算というのがちょっと計算できないんで、

どの項目に入って幾らなのかお願いをいたします。 

  それから、社会教育活動事業費の19節の負担金

補助及び交付金ですけれども、20万円、文化講演

会出演料負担金というふうになっておりますが、

講演会の出演料といいますと謝金になるのかなと

思うんですが、負担金に入っているんですけれど

も、理由をお願いいたします。 

  それから、予算書の204ページの総合運動公園

管理事業ですが、指定管理者との事業計画に伴う

基本協定による減ということで、委託料が減にな

っているようですが、指定管理制度からしますと、

施設の維持管理を任せるのが指定管理の制度だと

思います。その中で、事業については町の事業と

して指定管理するものもあれば、指定管理者が独

自事業として事業をやっているものもあると思い

ますが、協定に伴う減ということになりますと、

町がお願いする事業について減になっているとい

うふうに理解をするんですが、この内容について、

お尋ねをいたします。 

  以上３点お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、ここで休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  引き続き教育推進課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  まず初めに、予算書194、195ページの下のほう

ですね、社会教育活動事業の中にございます、成

人式関係の予算の詳細について説明をさせていた

だきます。 

  上から順々になるんですけれども、需用費の消

耗品費の中にございます、成人式の消耗品という

ことで、主に記念写真の費用ということで、成人

式出席者、恩師と一緒の記念撮影、写真撮影をす

るんですけれども、その撮影と現像と郵送にかか
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る費用で24万8,000円。その他壇上に飾る花、生

花ですね、含めまして26万3,000円になります。 

  続きまして、需用費の中の食糧費ということで、

こちら着付けボランティア謝礼ということで、女

性の着物のお直しをボランティアさんにお願いし

ておるんですけれども、そのボランティアさんに

商工会のありがとう券をお礼でお渡ししておりま

して、それが3,000円分になります。3,000円です。 

  続いて、印刷製本費なんですけれども、こちら

成人式の記念冊子の印刷費ということで４万

7,000円、記念冊子の印刷費が４万7,000円。 

  委託料になるんですけれども、こちら成人式の

案内はがきの電算抽出委託費用ということで１万

7,000円になります。 

  以上が社会教育活動事業の中の成人式にかかる

費用の詳細になります。 

  続きまして、同じく社会教育活動事業の町民文

化財の出演者負担金の関係なんですけれども、文

化講演会出演料なんですけれども、なぜ負担金な

のかというご質問につきましてお答えさせていた

だきます。昨年度までは、文化協会との役割分担

により、文化講演会の出演料は町が直接負担する

と、町の予算で町が出演者にお支払いするという

形で町の報償費予算で計上させていただいて執行

させていただいていたんですけれども、今年度か

ら出演料については町予算と文化協会で持ってい

る予算を合算して文化協会のほうから支払うとい

うことで、ちょっと見直しをさせていただきまし

て、町から文化協会に負担金という形で文化協会

のお財布にお金を入れて、文化協会から出演者に

謝金を払うという形にさせていただいたので、町

から文化協会への負担金という形で支出するとい

う形になったので、負担金のほうに品目を変えさ

せていただいているというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○スポーツ振興担当主査（河井伸一君） スポーツ

振興担当、河井です。よろしくお願いします。 

  総合運動公園の指定管理に係る基本協定委託料

の減についての説明ということなんですけれども、

まず、総合運動公園は平成20年度から指定管理と

いう形になっております。平成20から24年度まで

が第１期指定管理、平成25年度から29年度までが

第２期の指定管理という形になっております。そ

して、今年度から、平成30年度から第３期の指定

管理という形になりました。そして平成29年です

ね、この時第２期が終わるということで、第３期

の指定管理者を募集するということで、指定管理

者の選定会議というのが開かれまして、４社の

方々から提案をされたという形になります。その

ときに今回平成30年度から34年度にかけての指定

管理者がミズノに決まったという形で、そのミズ

ノのほうからの提案ですね、まず町としてもちろ

ん宮代町総合運動公園指定管理者業務要求水準書

というのが出されます。それに基づいて各社から

事業計画というのが出されて、その事業計画の一

番よかったところが今回はミズノという形になり

ました。そのミズノが出してきた収支基本計画が

第２期よりも安価な額で出してきたという形にな

ります。これは、もちろんミズノ側の自主事業の

拡大、あるいはＬＥＤ照明化をすることによって

電気料の削減、節水対策などそういうようなコス

ト削減、そういうものを加味して指定管理料がこ

れぐらいの額で前期よりも安い額でできますよと

いう提案に基づいて、そして町とミズノ側で基本

協定を結んだという形になりますので、額が変わ

ってきているというような形になります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 
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○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  すいません、先ほど社会教育活動事業の中の成

人式に係る費用で１点漏れがございました。申し

わけありません、１個追加させていただきます。 

  需用費の消耗品費の中で引き出物になるんです

けれども、成人式実行委員に成人式実行委員とし

て協力していただいたお礼に巨峰ワインを贈呈し

ておりまして、その巨峰ワイン代ということで２

万3,000円消耗品費の中で入っております。失礼

しました。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草ですけれども、再質問

させていただきます。 

  そうしますと、成人式の予算としてはトータル

で幾らになるのか、トータル金額をお示しいただ

きたいと思います。 

  それから、文化講演会の出演料ですけれども、

出演料といえば謝金になるんだと思うんですけれ

ども、19節の負担金補助金であれば、今のご説明

ですと、文化協会にお願いして出演者を決めると

いうことになるようなご説明だったんで、文化協

会負担金というふうに普通はなるんじゃないんで

しょうか。そこで、そういう内容になるんだと思

いますけれども、文化協会に出演者の料金を負担

金として出すのであれば、出演者のどなたにする

か、そういう決定も文化協会にお願いをして、依

頼も全て文化協会にお願いをするというふうな事

業になるんでしょうか。合算して20万というお話

だったんですが、合算というよりも30万円から20

万円に減額されていますよね。予算としては31年

度の予算のほうが減額ではないかと思うんですが、

その辺の確認と、それからもう少しわからないの

は文化協会に出演者を決めていただいてお金も払

ってくださいという内容にした経緯がよくわから

ないんで、もう一度お願いをいたします。 

  あと、総合運動公園の指定管理なんですが、第

３期というのは、平成30年度から34年度、そうす

ると31年度は３期目の２年目ですよね、２年目で

指定管理料を変えるということは、毎年その見直

しをして、事業も含めてやられるのか、そういう

予定なのかということと、事業計画の減によって

減額ということなので、事業そのものは何が指定

管理が減額になった分縮小になるという理解でい

いんでしょうか。その分指定管理料は減るけれど

も、ミズノの独自事業として存続して、なおかつ

拡大をしていくのか、その辺の違いがちょっとよ

くわからないのでお願いをいたします。 

  以上をお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  まず初めに、成人式にかかる費用トータルで幾

らぐらいかということなんですけれども、こちら

約35万円になります。 

  続きまして、文化協会文化講演会の負担金の関

係なんですけれども、予算書の備考欄の書き方が

ちょっと紛らわしかったのかなというところは、

今後見直しのほうさせていただきたいと思います。

そもそも文化講演会どういうふうにやっているの

かというところの前に、失礼しました、30万円か

ら20万円に減っているというところなんですけれ

ども、実は平成30年度は40周年記念ということで、

それまで20万円だったのを10万円上乗せしていた

ものをもとに戻させていただいたというもので、

減額と言ったら減額なんですけれども、そういう

背景がございます。文化講演会の実態、どういう

形で運営しているのかというところなんですけれ

ども、そもそも町民文化祭の一事業という形で文
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化講演会をやっておりまして、町民文化祭、文化

講演会も含めまして、宮代町と宮代町教育委員会

と宮代町文化協会の共催という形でやっておりま

して、当事業の企画運営についても自治体の文化

協会と町教育委員会、我々、事務局的な役割を担

っているんですけれども、一緒に文化祭の企画、

立案、運営を行っております。文化講演会のほう

どういう形で進んでいくのかということなんです

けれども、まだ実は31年度にどんな方を呼ぶかと

いうことは決まっておりませんで、４月に入って

から幹事会理事会等で候補を出していって、文化

協会の中で文化協会理事会でどなたを呼ぶかとい

うことが決まります。それを受けて、出演者の方

との交渉、謝金の交渉も含めてそういったところ

は、実態としましては我々職員のほうで間に入っ

たりとかしながら、調整をさせていただいており

ます。今年度青島広志さんをお招きしてのコンサ

ートについては、アポイントとったりするのが

我々のほうでやっておりましたけれども、実際に

打ち合わせに行くときには文化協会の理事さんと

我々一緒に打ち合わせに行って、内容とか出演料

とかその辺のお話、相談をさせていただいておる

ところです。という形で文化講演会のほう運営を

しております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○スポーツ振興担当主査（河井伸一君） スポーツ

振興担当の河井です。 

  町がぐるる宮代に求めているものとしましては、

まずは宮代町総合運動公園指定管理業務要求水準

書によりますと、まず供用日ですとか、供用時間、

あとは施設の管理に係る点検ですとかそういうも

のが全部書かれていまして、それに基づいて指定

管理をやろうと思う業者さんが出してきたという

形なんですね。今ぐるるでやっている事業ですね、

総合運動公園で行っている例えば水泳教室だとか、

バスケットボール教室だとか、そういうものとい

うのは全て自主事業ということで、ミズノがやっ

ている事業になります。町が例えば遊びと運動と

か、チャレンジとかトライとかってやっている場

合は町が直接やっていますので、ミズノとは関係

なくやっていると、幾ら運動公園でやる事業に関

してもそういう形になっております。そういう中

で、ミズノのほうが独自の事業の拡大ですとか、

あるいは、節電ですとかＬＥＤにするとかという

ことによって、今提案した段階で削減できるだろ

うということで出してきているのが、年度別収支

計画書というのを30年度から34年度までもう既に

契約する段階で出しているわけです。ちなみにち

ょっとこれ消費税８％の段階でやっていますので、

もちろんこれ上がったりした場合はその分補うと

いうことは町は後でやるんですが、ちょっと言い

ますと、指定管理料ですね、ミズノが出してきた

指定管理料平成30年は、今年度ですね、5,724万

円、平成31年度5,670万円、平成32年度5,616万円、

平成33年度5,562万円、平成34年度5,508万円とい

うことで、毎年下がるような形で計画を出してき

ております。それは自主事業の拡大で、まだ何と

いったらいいんですかね、自主事業でもっと人が

来たりとか収入が増えるという予想のもとで出し

てきている計画という形になっております。それ

に基づいて、毎年だから単年度で別にお金を変え

たりしているわけではなくて、基本協定を結ぶ段

階で、平成30から34年度までの計画が全部出てお

りまして、それに基づいて単年度契約をしている

と、単年度で契約すると、もちろん今回みたいな

消費税が上がったときには、その分10月以降の６

カ月間は消費税分増の形で年度契約するといった

ような形になっております。 
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○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草です。 

  ちょっと再質問させていただきますが、成人式

につきましては、必要経費わかりました。トータ

ルとして35万円程度ということですね。個人的な

感覚かもしれないんですけれども、気になるのが

当日会場に掲げられる屋外の看板、何年度宮代町

成人式ですという看板ありますよね。何年使って

いるかわからないんですけれども、年度だけ張り

かえてお使いになっているようなんですけれども、

使いまわしが悪いということではないんですが、

余りにもその年度の張り紙をつけましたよという

張り紙なので、何年かに１度は新しくして、きれ

いなものにしてもらいたいなという希望はありま

す。開催している町としては毎年の事業かもしれ

ませんけれども、対象者は一生に一回の成人式で

すので、30年度が余りにも張り紙しましたよとい

うものはちょっとどうかなというふうに思います。

経費のかけ方にもあるんでしょうけれども、もう

少しきれいにお祝いをしてあげたいという、そう

いう気持ちが欲しいなというのは思います。 

  それから文化祭の件なんですが、文化協会とい

うのがどこにも出てこないんで、予算上の説明と

しては文化協会に負担金を出すのかなという記述

だと思います。そこでお伺いしますが、そもそも

文化協会というのはちょっとどういうものなのか

よくわからないんですけれども、町の補助金が入

っているのか、あるいは団体数ですとか、29年度

か30年度のときの文化祭においては、文化協会か

ら脱退する団体もいらっしゃったということで、

展示物が一部減った時期がありましたよね。今年

度だったか29年度だったかちょっと記憶が曖昧な

んですが、実態として、文化協会の組織が負担金

を受領する責任を持った組織になっているのかど

うかというのも含めて、補助金を受ける受け皿と

してどういう組織なのかお伺いをします。 

  それから、ご説明ですと、町の職員と文化協会

の方が協議しながら共同で事業をやっているとい

うことなんですけれども、ことこの出演料に限っ

ては、全てお任せするんだったらその負担金とし

て出して、お任せするというのは方法としてはあ

るんだと思いますけれども、町が今と同じような

かかわり方をしていて、なおかつその負担金とし

て支出するという行為が、余りメリットがないよ

うに思うんですけれども、その辺の考え方ももう

少しご説明いただければと思います。 

  以上です。 

  総合運動公園の指定管理についてはわかりまし

た。毎年見直すということではなくて、30年度か

ら34年度の５年間の指定管理の中の一環として金

額が決まっているということはわかりました。そ

の都度何か町の出している事業が変わって、指定

管理料が変わるということは普通あり得ないので

お伺いをしました。わかりましたので結構です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  成人式の看板については見直しを検討させてい

ただきます。新しい形で。 

  続きまして、文化協会の関係なんですけれども、

文化協会、宮代町の文化振興、文化芸術振興を担

う団体ということで、宮代町民文化祭、今年度で

第40回になるんですけれども、その第１回からそ

の企画運営を担っている組織でございます。先ほ

ども委員さんからご指摘いただいたんですけれど

も、29年度から30年度にまたがる時期に１団体団

体数が減少しまして、16あったのが15団体に、具

体的には、宮代書道クラブさんが脱会されている
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と。 

  脱会された理由なんですけれども、文化協会の

活動なんですけれども、大体月に１回幹事会と理

事会を開催しまして、その議事の内容は主に町民

文化祭に向けての企画運営の準備になってくるん

ですけれども、各団体から理事さんを２名ずつ出

していただく、幹事になるんですけれども、輪番

表があって、15団体のうちの五、六団体から幹事

さんを出していただいてという形で、主に、運営

の中核を担っているのは会長、副会長以下幹事の

皆さんが運営の中核を担っているということなん

ですけれども、宮代書道クラブさんが脱会された

一番の理由というのは、書道クラブさん、ほかの

団体さんもそうなんですけれども、高齢化でなか

なか役員のなり手、自分たちの団体の活動を続け

ていくだけでも手いっぱいなのに、文化協会ある

いは文化祭の手伝いまでやっていくゆとりがない

というところが正直なところだということで、ど

うしても人を出すゆとりがないということで、脱

会、退会となったという経緯がございます。 

  そうはいいましても、文化協会の各団体からの

負担金を集めまして、町民文化祭のほかに、県の

文団連とかの研修会に参加したりとか、そういっ

た活動をしておりまして、会計担当もしっかりお

いて会計事務もしていただいておるところですの

で、団体としては問題がある団体とは運営上含め

て思っておりません。文化講演会のほうなんです

けれども、昨年度まで文化講演会のやり方なんで

すけれども、町が出演料を報償費で持っていて、

直接出演者に払う一方で、入場券を販売して、そ

の売り上げ、入場券の販売と売り上げの入ってく

るところが、文化協会とちょっといびつな形で、

町が出演料を払っているのに、出演料自体の売り

上げは文化協会に入っていると、そのかわり文化

協会の入場券、チケットをつくる紙代を負担した

りとかそういったのはあるんですけれども、また、

お金が出ていく部分と入ってくる部分が別だった

というのもありまして、これを機会にちょっと整

理をしていきたいなというところで、じゃ、文化

協会さんのほうでもお金を出してもらって、町か

ら20万円は継続して出しますけれども、文化協会

さんも自分のお金でさせてもらって、出演料を出

してもらうという、入場券収入が自分たちで入っ

てくるんだったら、出演料も自分たちで払う形に

しましょうということでそうさせていただいたん

ですけれども、なかなか文化協会本体の事業の会

計にプラスアルファでそっちもきっちりやらなき

ゃいけなくなってきたというのが負担が大きいと

いうというのがありまして、将来的には、自分た

ちで文化講演会のほうの収支、細々とした調整も

含めてやってもらいたいというのはあるんですけ

れども、今はサポートさせていただいていると。

その過渡期ということで、理想としては文化協会

さんがどんどん自立してやっていただいたらとい

うのはあるんですけれども、過渡期というかサポ

ートとして、実際に文化協会全体も先ほど高齢化

というところもあって、実際にそのサポートがい

つ切り離していけるのかという、文化祭そのもの

をどうやって継続していくのかというところも問

題としてこれは出てくるのかなという状況もござ

いますので、自立だけじゃなくて継続していくた

めの新しいつき合い方というか、そういったとこ

ろもこれから模索していかなきゃいけないのかな

という、すごくアバウトというか、まとまりがな

くて申しわけない、そういう状況にございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草ですけれども。 

  出演料の科目についての疑問から、文化協会と

いうのが出てきて、答弁を聞きながら、また疑問
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に思うところが出てくるんですけれども、一つは

出演料として負担金を払っちゃうと、例えば20万

円じゃなくてもいいよという考え方ですと、超え

た分は文化協会の負担になる。逆に20万円余っち

ゃったよということになったときに、じゃこれど

うするのかという問題にもなってきますし、出演

料だけではなく、文化協会を育成するんであれば、

ひとくくりにした負担金ということで、育成する

ような負担金のほうがこうしろという話はできま

せんけれども、目的に沿うのかなという気はしま

す。このままの予算で例えば20万余っちゃったよ

と言ったらどういうふうになるのか、それからこ

れ以外に文化協会とのつき合いとして別な負担金、

予算上多分ないんで、ないんだと思うんですけれ

ども、あるのかないのか。それから共催というこ

との開催であれば進修館の使用料については減額

になっているのか免除になっているのか、その辺

もあわせて追加でお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  まず初めに、20万円未満だったときはどうする

のかというところなんですけれども、これまで20

万円というのが一つのラインになっていて、20万

円未満になったことがないので、それが具体的に

そのことについて確認をしていないんですけれど

も、20万円以下だった場合、20万はあくまでも上

限額として考えておりますので、出演料が仮に15

万円だった場合には、15万円までしか負担金とし

て支出しないというようにしなきゃいけないと思

っています。 

  飛んじゃうんですけれども、進修館の使用料等

につきましては、町民文化祭自体が町、教育委員

会、文化協会共催ですので、町事業という側面が

ございますので使用料は一切支払っておりません。 

  文化協会に支払っているそれ以外のお金につき

ましては、予算書の196、197ページの真ん中です。

社会教育総務事業の特定分野総括助成金というの

がございます。こちらトータルで63万6,000円な

んですけれども、その中の特定分野総括助成金ト

ータルで63万6,000円なんですけれども、そのう

ちの40万5,000円が文化協会の活動支援に相当す

る補助金として支出しております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  １点だけお願いします。 

  198ページ、公民館管理運営事業についてです。

なぜこの質問するかということなんですけれども、

つい最近さいたま市で公民館の利用等について裁

判が結審をしました。そこで、どういう内容かと

いうと、公民館で詩だか歌だかわかりませんけれ

ども、掲示をしていたところ、憲法９条について

の歌を出品したところ掲示を拒否されたそうです。

これ、つい最近なんですけれども、裁判所で結審

をしたということで、さいたま市のほうが敗訴し

たということで、表現の自由が守られたと私は感

じております。そういう中で、この公民館活動に

おいて、宮代町いろいろ３つの公民館があります。

そのほか進修館とか、図書館、あと体育館などが

あります。この利用に当たって、宮代町はそうい

う表現の自由とかそういうので利用制限はあるの

かないのか、また、あるとすればどういうことで

利用ができないのか、そういう制限みたいなのが

あるかないか、まず最初にお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  公民館の利用制限の質問なんですけれども、利

用目的、活動内容が政治、宗教、営利目的といっ

たところでは使用できないというのが基本的なル

ールになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 政治、宗教ではできないと

いうことなんですけれども、これは法律で決まっ

ているんですか。それとも宮代町の条例なんです

か。まず最初にお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  社会教育法を受けて、宮代町の公民館管理運営

条例でも規定されているところです。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 規制されていると言われま

したけれども、私、春日部だとか、越谷とか幸手、

久喜、いろいろなところの公民館を利用していま

す。そこで、例えば、私たち共産党入っています

けれども、共産党の演説会じゃないんですけれど

も、個人の選挙に出ていたときの立候補の挨拶を

したりなんかしています。これは政治的ですよね、

言っちゃ悪いですけれども、そういうのに一切貸

さないという意味なんでしょうか。それとも町で

やっている選挙、何人か集めて説明会だとかそう

いうのも政治活動なんでしょうか。私はこの公民

館と表現の自由ということで、さいたま市は敗訴

したんですけれども、この利用制限というのは宮

代町の条例で決まっている中身も私ちょっと調べ

てないんですけれども、申しわけないんですけれ

ども、あったらそれを後で、制限というのがあっ

たらきちんと示してほしいんですけれども、私個

人名で借りたのと、政党名で借りた政治活動、ど

う違うのかなと思いましてね。個人名だと貸す、

政党名だと貸さないとか、いろいろな制限がある

と思うんですけれども、例えば私個人で日本共産

党宮代町議会議員山下秋夫で借りますと言ったら

貸してくれるんですよね。日本共産党と言うだけ

じゃ貸してくれない。どう違うのか、その辺のと

ころちょっとわからないところがあるんですよ。

その条例の決めたことというんですか、中身とい

うか、そんなところもちょっとおっしゃってくれ

ればありがたいなと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  私も申しわけないんですが、手元に条例を今用

意していないのであれなんで、運用としてという

ところになってしまうんですけれども、誰が使う

じゃなくて、何に使うという利用目的で政治、宗

教目的は使えるか使えないかという判断を一番初

めにさせていただいております。誰にじゃなくて

何に使う、何をやるのかという。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に戻りますけれども、

さいたま市ではその表現の自由ということで敗北

したわけなんですけれども、宮代町はそういう制

限というのはどうなんですか。例えば個人が出品

したやつなんかの形で、これはだめだというとき

はそういうのを管理事業の中でやっているわけで

すか、やっていないわけですか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 
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  公民館の利用制限は３つございまして、１つが

営利を目的とするもの、２点目が特定の候補者ま

たは政党を支持する選挙活動、３つ目が特定の宗

派の宗教活動ということで、この３点については

申しわけないんですが利用制限をさせていただい

ておりますので、その申請の段階で、この利用制

限に該当するかどうかということにつきましては、

そこで慎重に判断をさせていただいておりますの

で、ご理解をいただければと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ３つの制限があるというこ

とで、慎重に、それと国の法律、町の条例がある

と思うんですが、後で町のほうの条例を見させて

いただきますけれども、ぜひこの作品、幾ら政治

的だといっても表現の自由というものがあります。

それだけは守ってほしいなと思っておりますので、

その辺のことを履き違えないように、政党と履き

違えないように宮代町はしてほしいというのがあ

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次にいきます。 

  質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  校舎の劣化診断についてお尋ねいたします。 

  診断というのはどのようなことをするのか、項

目がわかりましたら何点か挙げていただきたい。

２つ目として、その診断結果に基づいて補修工事

をするのかどうか。３つ目は、工事をする場合、

何年ぐらい寿命が延びるのか。４つ目は、繰り返

し診断して、繰り返し工事をすると、永遠と建物

を使い続けることができるのか、それともマック

スで何年までなのか。 

  以上４点お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  劣化診断の関係でお答え申し上げます。 

  劣化診断につきましては、目視による部分と現

場の躯体状況であるとか、電気、機械、防水、躯

体の状況等判断するものでございまして、今、以

前に比べて長寿命化といいますか、長く使えると

いうことは確かに補修修繕をかければ長く使える

ものについては部分的なものについてはあるとい

うことでございますが、ただ、その修繕を重ねて

いく中では、修繕というのは建て替えより高い場

合もありますので、そういった判断をするために

劣化診断をするものでございます。あとは、最高

でもって何年とかという判断は想定ではできると

思うんですが、先ほど申し上げましたとおり、コ

ストとその建て替えと修繕のコストの比較で検討

する形になると思います。 

  なお、劣化診断等につきましては、文部科学省

のほうで出されている学校施設の長寿命化計画策

定に係る解説書に基づき、劣化診断を行っていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） なぜこの質問したかといい

ますと、マスタープラン、20年計画で立てるとい

うことですので、小中学校は全部四十数年たって

いますから、あと10年以内に建て替えなくちゃい

けない。それで、劣化診断して長寿命化補修をし

たとして20年もつのか、多分もたない。そうする

ともたないとなると、そのマスタープランの中に

どこの学校をいつ建て替えるということを織り込

む必要があると思うんです。そうするとそのため

には、あと２年以内に適正配置の問題を解決しな
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くちゃいけない。そのスケジュールにのっとって

進めるんでしょうか。小中学校の適正配置。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。 

  劣化診断につきましては、平成30年度今年度に

つきましては、中学校を対象として劣化診断、平

成31年度来年につきましては小学校の施設につい

ても劣化診断ということで、構造躯体の健全性の

把握とか、劣化状況のほうの把握を行いまして、

適正配置計画の検証基礎資料とするものでござい

ます。また、平成32年度までに国から求められて

いる個別施設計画の基礎資料とするもので合わせ

てそういったものを基礎資料として行うもので、

個別施設計画については、ある程度施設の修繕計

画的なものも入ってくると思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 具体的にマスタープランに

載るということですか。適正配置の計画が、中学

校は例えば２校にする、あるいは１校にする。小

学校は２校にするとか３校にするとか。それでい

つごろまでに統合して学校を建てるとか。それと

もその計画には載らないんですか、雰囲気的な言

葉だけで。マスタープランというんで、ちょっと

話がそれますけれども、そこのＴＭＯ、あそこを

つくるときに宮代町はたしかマスタープランで３

万ちょっとだった人口が４万人に増えるとかって

マスタープランをもとに長期10年計画に載せたん

です。それをもとに引き受けた人は、俺は被害者

だって言っているわけですよ。人口が４万人に増

えるんだったらここは成功するだろうと思った。

ところが人口が減り続けているということで、で

すからマスタープランは間違っちゃいけない、間

違ったら町民不幸にするでしょう。ですから今回

も、そのマスタープランにきちんと載せていただ

きたいんですよ。2025年には中学校１校にすると

か２校にする、決めてほしいの。審議中ですとい

うのはあり得ないんですから。 

  予算を見ていると思うんですけれども、将来の

リスクに対して感覚が甘過ぎるんですよ。リスク

をきちんと理解すれば正しい選択ができるという

言葉があるんですけれども、正しい選択ができて

いないような気がするんです。マスタープランに

小中学校の適正配置、何年に中学校は何校どこに

つくる、小学校は何校どこにつくるというものが

載るのか載らないのか、お尋ねいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  適正配置につきましては、今年度は中学校の劣

化診断、来年度につきましては、予算が通れば小

学校の劣化診断を行いまして、そういった劣化診

断の結果に基づき、現在の適正配置計画がござい

ますので、これは中学校１校、小学校３校が適正

であるというふうな計画でございますので、この

計画につきまして請願が出まして、慎重に市民参

加で検討していきなさいというふうな請願が出て

おりますので、この請願を重く受けとめまして、

今回そういった劣化診断を結果に基づきながら中

学校１校、小学校３校という現行の計画が果たし

て適正かどうかという検証を行うための手段とし

て劣化診断を行っております。 

  また、前回と違う点といたしましては、前回の

新規の際には、例えば義務教育学校で小学校中学

校の義務教育を９年間の一貫したカリキュラムで

運営する新たな制度、義務教育学校というものも

創設されておりますし、あるいは前回と違う点と
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いたしましては、道仏地区の子供たちが増えてい

るというふうなこともありますので、そういった

劣化診断の結果や、義務教育学校という新しい制

度、あるいは児童・生徒の最新の推移、そういっ

たものを総合的に勘案しながら、現行の中学校１

校、小学校３校という適正配置計画の検証を市民

参加でさせていただくというのが今後の予定でご

ざいます。したがいまして、マスタープランとい

うお話でございますけれども、まずはこの現行の

適正配置計画の検証といったものを31年度から審

議会のほうを再設置させていただいて行っていく

という予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） マスタープランの作成は33

年だったと思うんですけれども、そうするとあと

２年で適正配置のことをまとめて、そこに盛り込

んでいただきたい。要望として終わりにいたしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  何点か質問というか、考え方が中心になると思

いますけれど聞きたいと思います。 

  前段者が幾つか細かいことは質問しております

が、それに関連することもあるかもしれませんが

お許し願いたいと思います。 

  まず１点は、教育というのは全てやることは教

育以外も大事ですけれども、特に教育というのは

大切な事業だと思いますよね。人間形成ができ上

がってくるのも教育だと思います。そういう点を

考えて、教育長も今度３年の任期が切れようとし

て新しく人事案件が載っているようですけれども、

教育長のこの３年間の活動の中で、今後の教育の

教育方針というのはどうなっていくのか、理解が

できるように説明を願いたいと思います。 

  もう一点は、オリンピックが498日ですか、あ

と、東京オリンピックが開催されます。今度の教

育予算の中にオリンピックのことが一切載ってい

ません。宮代町は知らんぷりしているわけですね。

大事な日本の大きな大会です、世界の大会です。

やはり何かしらあるかなと思って期待して見てい

たらどこにも載っていない。オリンピックはサラ

サラですね。関係ないよという気持ちですね。ス

ポーツ愛好者は残念がっていますよ。宮代町はど

うしたんだいって。しようがないよ、載っていな

いんだと言う以外ないよね。宮代町はオリンピッ

クはサラサラですよって。どうして載せないのか。 

  次に、細かいことからいきます。 

  予算書の174ページの教育委員会の活動内容に

ついて、我々教育委員会というのはなかなか首の

突っ込めない中でありますので、どういう活動し

ているのか、前にも聞いたことがある記憶はある

んですけれども、今回も具体的に教えてもらいた

い。答弁によってまた質問します。 

  次に、181ページの先ほどから英語教育の問題

が出ておりまして、大体内容的にはわかってきた

んですが、宮代町も英語、島村盛助さんの関係か

ら英語には大分力を入れているというのはわかり

ます。生徒のためにも当然英語に力を入れるとい

うのはわかります。そこで、先ほど前段者の答弁

で、３級程度がどうのこうのという答弁がありま

したね、一つ３級程度というのは英語でどのぐら

いしゃべれるか見本を見せてもらいたいです。私、

その３級程度というのがわからないんです。どの

程度だって、ちょっと見本を英語で見せてもらい

たいと思います。それが３点目。 

  図書館の問題、198ページ、図書購入の関係な

んですけれども、町民の方からいろいろ購入図書

の希望があると思いますけれども、これはどのぐ
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らい希望率は通っているのかどうか。何冊ぐらい

買っているのかどうかお願いしたいと思います。

というのは、埼玉県で第２位でしたっけ、図書の

利用者は、トップになったらいいと思いますので、

やはりいい本を購入すればそれだけのまた価値が

あって利用者も増えると思いますので、教えても

らいたいと思います。 

  その次ですね、198ページの青少年育成事業、

これ言葉上はいい言葉なんで、昔からよく青少年

育成事業というのは、よく言葉上は出ますよね。

宮代町はどういう活動をしているのか教えてもら

いたい。 

  あと、町民運動会、205ページの。私もスポー

ツ嫌いじゃないほうですので、ちょっと耳の痛く

なることをしゃべるかもしれませんが、年々減っ

ていますよね。昨年の運動会のあの集まりぐあい、

一時の３分の１ぐらいだよね、グラウンドに集ま

っている人数は。もう少し減っているかな。あと

各地区の参加も少なくなっている。テントがどん

どん増えていったのがどんどん減っている。これ

はなぜでしょうね。スポーツ好きな人として、宮

代町の一大大会じゃありませんけれども、あれだ

け人が昔みたく集まるというのはそうあるもので

はないので、なぜああなってしまったのか教えて

もらいたいと思います。 

  あとは、通学路の危険の問題だとか、学校の修

繕の問題、先ほど前段者の答弁で25件中15件が解

決済みだと説明があったようですけれども、そう

すると27件中か、15件が解決済みだとすると12件

がまだ未解決。これは学校や生徒の危険な場所で

ありますんで、残りはどうするのか、今度の予算

で完全にこれは解決するのかどうか心配でありま

すので、聞いておきたいと思います。 

  とりあえず以上です。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（中村敏明君） 教育長の中村でございま

す。 

  委員がお話しのとおり、教育というのは人間形

成をするところだということでございますけれど

も、私としましては、今後の日本を担っていくと

いう、子供たちを育てていくということが教育に

ついて大事なことだと思っています。これから世

の中がどんなふうに変わっていくのかということ

は予想でしかないわけですが、今のところの話で

すと、まずロボット化であるとか、コンピュータ

ーが発展してＡＩ化が進んで、まず職業がどんど

んなくなっていくということが言われております。

じゃ、人間にしかできない職業というのは何かと

いうと、やはり人と人のつき合いがあるものであ

ったり、ロボットだけでは判断できないものであ

るという、そういう意味では、例えば挙げられて

いるのは幼稚園の先生であるとか、小学校の先生

であるとか、予想ができないような動きをするよ

うなものについて人間が対応せざるを得ないもの

というものは残っていくんだということは言われ

ているわけです。そういった意味では、人とのつ

き合い方であるとか、コミュニケーションという

ことがすごく大事になるんだというふうに私は考

えています。そういう意味で宮代でも行われてい

るとおり、縦割りだったり横割りだったり、いろ

んな集団で人とつき合う中でやっていく教育活動

であるとか、そういったものがすごく大事になっ

ていくだろうというふうに思っています。一方、

これからオリンピックもあるわけですけれども、

日本にもたくさんの外国人の方がどうやら労働者

として入ってきたりとか、国際結婚が進んだり、

ボーダレスという言葉で言われておりますけれど

も、国境がどんどんなくなっていくという、そう

いった意味でコミュニケーションをとっていくた
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めに何が必要かということでは、今は英語だとい

うふうに言われているわけでございます。そうい

った意味では、おかげさまで私が着任する前から

宮代町では英語教育について文部科学省の指定を

受けて、委嘱を受けて研究を進めてきたところで

ありますので、また、委員さんおっしゃるとおり、

島村盛助さんという偉人がおりまして、宮代出身

だということで前々から宮代は英語についてやら

れていたわけで、そういったことについては力を

入れて、国際的にもというか一般のここら辺に住

んでいてもそういった英語でも対応できるような

子供たちに育っていけばいいなというふうに思っ

ているところでございます。 

  もう一つは、現在ささやかれているいわゆるゆ

とり世代に対する批判というのが出てきておりま

す。ゆとり世代の批判というのはどういうことか

というと、教えられたことについてはやるけれど

も、それ以外のことはやらないということが問題

なんだというふうに現在は言われていると。私の

感覚では、ゆとり世代についてはもう二極化して

いると、例えば今日本の中ですごく活躍している

若者、こういう人たちはやはりゆとり世代の子た

ちがスポーツや文化面でたくさん活躍しています。

一方、そうでない部分の子たちも出てきている。

また、責任感という意味では、例えば今ＳＮＳ、

要するに画像というか動画をコンビニなんかで適

当なふざけをして出すことで問題になっていると、

つまり倫理観であるとか、そういったものが育っ

ていないということも言われているわけです。私

はそういったふざけというのは昔からあっただろ

うというふうに思っているんですね。そういった

ものが逆に世界に発信できる今状況ができちゃっ

たので、逆に注目されちゃっていると、そういう

意味では倫理観は昔と変わらなかったかもしれな

いけれども、世の中が変わったがために、もっと

昔よりも強い倫理観を持たなくてはこれからはだ

めなんだというふうに思っているわけです。そう

いう意味では、各学校の中でその倫理観を持たせ

るような指導ということではさまざまな道徳もそ

うですし、人権教育もそうですし、福祉教育もそ

うですし、どんなふうにして人とつき合っていか

なくちゃいけないかとか、そういうことも含めて、

もちろんいわゆるスマホをどういうふうに使うの

かというような教育もそうですけれども、そんな

ことを通して子供たちの倫理観それから道徳観を

育てていかなければいけないというふうに考えて

おります。 

  もう一つは、先ほど言ったように、言われたこ

としかできないということではいけないので、こ

れは国のほうの施策にもなっておりますけれども、

いわゆる生きる力という言葉で一くくりで言われ

ておりますけれども、やはり自分で解決するため

には何をしたらいいんだろうという、そういう解

決をしていくような力がないと、自分はできない

なあで諦めてしまってはなかなかこれからの世の

中生き抜いていくことはできないと思うので、や

はり粘り強くやれるような体制をつくるとか、自

分が知っていることを利用して何かできないかと

いう、今どう学ぶかじゃなくて学んだことをどう

使うかということに力を入れろということを国も

言っているわけですけれども、そういった意味で

は自分が学校の中で学んできたことについてどう

いうふうに物事に対して利用すれば物事が解決で

きるのかというようなことも事業の中やさまざま

な活動の中で教育をしていかなくちゃいけないな

というふうに考えております。 

  そして、これらの基礎となるのは、やはり基礎

学力と言われるものです。算数で言えば、昔で言

えば読み書きそろばんと言われたわけですけれど

も、そういったことについてはしっかりと基礎学
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力がつくように学校で手当てをしていかなければ

いけないと。そういう意味ではちょっと言葉が悪

いですけれども、低位の子たちについて手当てを

しながら、基礎学力をきちっと確保できるように

していくことが宮代出身の子供たちがこれからの

世の中で生きていくためには大変大事なことだな

というふうに考えております。 

  まとまりませんが、以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  ご質問にありました教育委員会活動事業の関係

で、教育委員の方の動きの関係で説明申し上げま

す。教育委員会につきましては、定例教育委員会

ということで、毎月定例教育委員会のほう開催し

ておりまして、その中身につきましては、各種教

育委員会に関係する委員の委嘱であったり、今年

度30年度であれば、教科書採択方法の選定、また

は人事異動方針の承認、あとは学校のお子様の調

整区域、通学区域外の就学の承認であるとか、あ

とは教職員の人事異動が定例教育委員会で審議さ

れているものです。その他、入学式、卒業式への

参加、文化祭、体育祭、運動会、人権の研修会で

あるとか、そういったものに教育委員さんのほう

にはご参加いただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  私のほうからは英検３級程度の英語力、そして

通学路安全点検についてという２つについて申し

上げさせていただきます。 

  まず、英検３級程度の英語力についてでござい

ますが、大きく聞くこと、話すこと、読むこと、

書くこと、こういった観点から１次試験のペーパ

ーテスト、それから２次試験の面談による、実際

のコミュニケーション能力、そういったことで３

級に合格できる能力があるかどうかといったこと

を試験の中で試されているかと思います。特に会

話の中では、私も以前中学時代にも先生にご指導

いただいたことを覚えているんですが、基本的な

日常会話ができる、そんな英語力、例えば道を聞

かれたときに何かこういうふうにこの道を通って、

右へ曲がって何かが見えるからそこを目印にして

行きなさいとか、あるいは自分が趣味としてやっ

ている何か好きなスポーツがあるかとか、あるい

は今度の休みの日に何をしますかといったことが

基本的な会話としてたどたどしくも成り立つレベ

ルが３級程度ということで、中学校３年生の英語

力がその基準であるというふうに考えております。

ただすいません、私が今英語でそれを説明する力

はかつてはあったかもしれませんが、現在はもう

それが消失してしまいまして、申しわけございま

せん。 

  それから、通学路の危険箇所についての要望で

すけれども、先ほど27件ありまして、15件それに

ついて対応というふうに申し上げさせていただき

ました。これにつきましては、既に対応している

ものや、あるいはかわりの対応をしているものが

あるということで、例えば降雪時における融雪剤

の散布、これについては既に道路担当で実施をし

ているので、そういった雪が降ったときにはもう

既に対応していますと。あるいは、道路標識に

「止まれ」の表示をしてほしい、これは、「止ま

れ」はないんですがそのストップのマークの線が

道路上に引いてあって、そこに重ねて何か表示を

することが逆に効果的かどうかということで、協

議の結果、そのストップマークが代用している、
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あるいは防犯灯の設置、この照明等についてはま

た管轄が違うという課題もございまして、協議の

中では上がったんですが、残念ながら今回は対応

外ということがありまして、あるいは信号機の増

設、こちらは一緒に参加している杉戸警察のほう

が設置済み、設置要望のほうの担当ということで、

そちらに要望書の提出ということで対応しており

まして、何らかの形で対応済み、あるいは要望中

ということで、申し上げさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  私のほうからは、まず図書館の蔵書、資料収集

の関係からお答えさせていただきます。 

  利用者の方からのリクエスト、希望をどのぐら

いとっているかという話なんですけれども、ご質

問なんですけれども、図書館の本の購入でご希望

がある場合、リクエストカードというのを出して

いただいて、それを見ながら図書館のほうで購入

するかどうか判断させていただいているんですけ

れども、リクエストカードの対応としては買うと

いうのが１つあって、もう一つが買わないという

のがあるんですけれども、ほかの館から取り寄せ

て対応させていただくというのもございまして、

トータル的には大体９割ぐらいのリクエスト、ご

希望には対応できていると。児童書、子供たちの

本についてはほぼ100％リクエストに対応できて

いるというように聞いております。年間の資料購

入費が平成29年度で約1,200万ぐらいあるんです

けれども、それで本を実際どれぐらい買っている

かといいますと6,000冊から7,000冊ぐらいの図書

を購入しているという状況でございます。 

  続きまして、県内第２位、１位になれないのか

という委員のご質問なんですけれども、昨年の新

聞報道でもありましたけれども、県内の公立図書

館での人口１人当たりの貸し出し冊数が三芳町に

次いで第２位だったということで、第１位が近い

状態というか、ずっと２位が続いているという状

況でございます。あわせて公表されている資料で、

人口１人当たりの蔵書冊数、蔵書、本の数ですね、

蔵書は県内ですと第５位になっております。蔵書

のもとになる図書購入費の予算も県内の人口１人

当たりの図書購入費の割合になりますと県内第５

位ということで、図書購入費を人口の割には大目

に持っていて、図書、蔵書の魅力、蔵書があると

いうこと自体が図書館の魅力と考えておりますの

で、それを維持しているというのが県内第２位、

人口１人当たりの貸し出し冊数が２位という状況

を維持しているものと思われます。今後も引き続

き図書購入予算というのはしっかり確保させてい

ただきながら図書館の魅力づくり、それだけじゃ

なくて、先ほどもありましたけれども、多くの

方々に魅力ある図書館だと思っていただけるよう

に、宮代町ならではの宮代図書館ならではの特徴

みたいなものも持たせていきながら、結果的に１

位になるかどうかというのはあるんですけれども、

まずは町民の皆さんに気持ちよく愛着を持って使

っていただけるように運営のほう、指定管理者と

ともにやっていきたいと考えております。 

  続きまして、予算、青少年健全育成事業は実際

何をやっているのかというご質問、こちらにつき

ましては、私たちの予算書の89ページにその青少

年育成事業の概要を記載させていただいておりま

すけれども、具体的に申し上げますと、子ども大

学みやしろという事業、こちら日本工業大学等と

連携いたしまして、主に９月から11月に小学校４

年生から６年生を対象に日工大、大学の先生に講

師になっていただいて、小学校では学べないよう
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な専門的な分野の講義ですね、日工大ならではと

いった講義、あるいは東武動物公園と連携して、

東武動物公園の裏側を見学、社会科実習的なそう

いったことをやったり、今年度は、地元の商工業

者、和菓子屋さんと連携しまして、和菓子づくり

講座、和菓子づくりのお仕事ってこういうことだ

よというようなことを子供たちに学んでもらった

りと、そういった事業をやっているのが子ども大

学みやしろになります。 

  その下、私たちの予算書のその下にありますの

は、かるた大会ということで、新みやしろ郷土か

るたと彩の国21世紀郷土かるたの大会それぞれ７

月と１月に開催しております。あとは、31年度新

規事業として上げさせていただきました放課後子

ども教室。１番下にありますけれども、青少年育

成活動ということで、青少年育成推進員さんや、

青少年相談員さんと連携した青少年の健全育成の

啓発活動等の活動ということで、青少年育成パト

ロール、あるいは、青少年相談員のサマーキャン

プの委託等を実施しているところです。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○スポーツ振興担当主査（河井伸一君） スポーツ

振興担当、河井です。 

  町民体育祭が年々減っているということで、な

ぜ減ってしまったのかということなんですけれど

も、過去15年ぐらいの変遷の状況はどうかという

ふうに言いますと、平成15年では32チーム62地区

です。ですから77地区ありますので80％が平成15

年、わずか15年前では参加していたという状態で

す。それが平成25年になりますと、21チーム42地

区、54％です。この平成15年から25年の間という

のは、町民体育祭が中止になったことが非常に多

かったということもありまして、それで80％から

54％にまで下がっている状況という形です。直近

の平成30年です。平成30年は16チーム41地区です。

地区にしてみますと25年とさほど変わっていませ

ん。全地区の割合の53％というような形になって

おります。平成15年から30年の15年においてほぼ

半分近く、半分ぐらいになってしまっているとい

ったような状態です。 

  そういうこともありまして、去年の12月から今

年の１月にかけまして、地区長や自治会長宛てに

町民体育祭についてアンケートをとりました。実

は平成28年だと思うんですけれども、町民体育祭

活性化委員会というのをつくりまして、体育協会、

レクリエーション協会、スポーツ少年団、スポー

ツ推進員、それに公募の町民という形で町民体育

祭活性化委員会をやりました。それで、いろいろ

平成29年度からスポーツ少年団リレーですとか、

宮代で一番速い人競争ですとか、そういう形で何

個か変えさせてもらって、平成30年度には予備日

の設定というのを行いました。そういうのがあっ

たんですけれども、予備日につきましては抽せん

会とかで16チームしかいないのに３チームが予備

日になった場合は出場しませんというふうに言わ

れたことがありまして、これはちょっと問題だな

というような形でアンケート調査を行ったという

次第です。アンケート調査の結果、どういうよう

な声が上がっていたかといいますと、まず、地区

の悩みですね、少子高齢化が進んできていると、

あと参加者が全然集まらないと、前の年に出てく

れた人に声をかけてどうにか集めている状態だと、

あと予備日がある、これも結構ありました、予備

日を何でこんなのつくったんだと、机上の空論だ

というような意見もありました。あと会場が遠い、

会場へのアクセスが悪い。こういうような意見が

ありましたので、こういうものもちょっと踏まえ

ながら町と体育協会とでいろいろ話して、できる
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ことからちょっと対処していきたいなというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  オリンピックの関係でございますが、委員ご指

摘のとおり、今回の31年度予算には具体的なオリ

ンピックに関する教育委員会としての予算は計上

していないのが現状でございます。委員ご指摘の

とおり、オリンピックまであと500日ということ

でなったわけでございますけれども、県内ではゴ

ルフですとか、バスケとか射撃とかそういった種

目が予定されているようでございますけれども、

当町につきましては直接そういった会場でもござ

いませんので、目に見えた形の予算計上はしてい

ないのが事実でございます。 

  一方、去年でございますけれども、聖火リレー

をぜひ宮代町内に誘致したいというふうなことで、

県のほうにも要望をしてございますし、また、学

校教育の中におきましても、オリンピックをテー

マとした授業などを行うことで子供たちに対する

そういったオリンピックの目的、意義などにつき

ましてはお伝えして機運の醸成などを今後も引き

続き図っていければと思っておりまして、直接、

会場でもないこともございまして、目に見えた形

での予算というのは計上していないのが現状でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  オリンピック・パラリンピック教育につきまし

て、私のほうからもお話しさせていただければと

思います。 

  県や国の指導を受けまして、学校教育としまし

ても、各学校への適切な情報提供、あるいは、連

携した取り組みを進めるように指導をしておりま

す。例えば、オリンピックを進める上で、キャラ

クターマスコットの選考の投票が３種類のキャラ

クターからということで、小学生の投げかけがご

ざいました。宮代町は全小学校がそのキャラクタ

ーマスコットの投票に参加をしております。 

  また、オリンピックの記念のマークがあるんで

すけれども、そのマークにつきましては、その協

力校に申請した学校が、ネットには載せることは

できないけれども、その協力校はいろんな文章の

中に使うことができるということがありまして、

宮代町では全ての小・中学校が何らかの形でその

教育活動にオリンピック・パラリンピック教育を

積極的に進めていくということに協力しますとい

う申請を行いまして、そのマークを使用する許可

を全ての小・中学校がいただいているというそう

いった状況です。 

  また、過日ですけれども、百間小学校におきま

して、これもオリンピック・パラリンピックの一

環としまして、元400メートル陸上選手の高野進

さんがオリンピック出場経験ということで、百間

小学校が申請したものが通りまして、小学校５年

生を対象として、あるいは、先生方への指導方法

も踏まえまして、実際に走り方の指導を、子供た

ちの授業の中でご指導していただいて、こんなふ

うな腕の振り方や、あるいは足の踏み方をすれば

速く走れるといったことを体験を交えて指導する

など、授業の中でも進めているところです。 

  選手の育成ですとか、予算ということでは特別

なものはございませんが、国や県の動向を踏まえ

まして、町内の学校教育、教育の中でもこういっ

た教育をぜひ進めていきたいというふうに考えて
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おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  まず、教育長の立派な方針を聞きまして、これ

にどうのこうの言える立場じゃありません。感心

をする以外ありません。ただ３年前とどう変わっ

たというのをもしあったら。 

  その後、順番があっちこっち行って申しわけな

いんですけれども、教育委員会の活動についてで

す、やはり先生方に私ら一町民がどうのこうの言

える立場じゃありません、教育委員会という先生

方ですから。みんな優秀な。だけれども、もう少

し教育についての議論をしているのかなと思った

ら、していないんだね。人事異動だとか何かそう

いう話だとか、ちょこっと先ほど説明していまし

たけれども、こういう教育の話もしていますとか、

そういうのを期待していたんですよ。先生方だか

ら。まして教育長は立派な方針を持っているんだ

から教育委員会を指導しているんでしょうから、

本当に期待したんだけれども、何か期待された活

動内容をやってないようですね。これはまたこん

な下手なこと言うと私怒られますけれども、みん

な立派な先生だから。だけれども、教育委員が来

たら逃げて歩きますけれども、もうちょっとどう

いう内容だか教育のことをどのぐらいやっている

のか教えてもらいたいと思います。 

  あと、英語教育は確かに読むこと書くこととか

って説明がありましたけれども、また日常会話が

できる、力としては３年生の英語力、昔の３年生

と今の３年生では格差があるんですかね。特に私

たちが英語を教わったのはたしか中学に入ってか

ら。小学校時代はローマ字。今は小学生からやっ

ているから、相当力があるんでしょうけれども、

この中学生の英語力というのは見本を見せてもら

いたいとさっき言ったんだけれども、英語をしゃ

べってもらいたいんです。このぐらいだっていう

の、参考にしたいんですよ、私も。それをお願い

したいと思います。 

  図書館も大分買ってくれていると、これからも

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  青少年育成についても大分活動はしているよう

ですから、わかりました。 

  １つ質問が漏れたんですけれども、公民館の問

題、前、私、月曜日使用できるようにしてもらえ

ないと、あのとき課長が立派な答弁したんですよ。

今度の予算でそれらしいことがあるのかなと。公

民館が余り利用するのが場所がないので、たしか

答弁の中ではそれは昼間ほとんど使っているとい

うことはないのはわかりますよ。借りるほうも時

間によっては借りない時間がありますから、あい

ている時間があるのはわかるけれども、でも借り

るのは集中するんですよね。だから月曜日も借り

られないのかと言ったんだけれども、その考え方

をもう一回聞いておきたいと思います。 

  町民運動会、確かに高齢化、参加者が集まらな

い、わかりますよね。ただ何か説明の中で、15年

度は80％だったと、地区の80％だと、そんなほと

んど変わらないと言うけれども、あの開会式の実

態を見てくださいよ。人数。地区は集まっている

かもしれない。10人集まったって地区だよね。開

会式のグラウンドに集まった数、あの出だしの当

時はグラウンドいっぱいだったんですよ。今違う

でしょう、半分以下、３分の１以下、それを言っ

ているんですよ。あと、テントも減っている。あ

れは確かに参加が減っているんですよ。私毎回町

民運動会を参加しています。選手では出たのはお

ととしまで。去年からもう年で見ているだけ、ち

ょっと手伝うぐらい。それでもあれあれってみん
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な言っているんですよ。すごく減ったなと。それ

を心配しているんですよ。だから、私はいつも運

動会の近くになると今度どのぐらい参加チーム出

たって聞くんですよ。確かに参加チームは去年よ

り今年のほうが２チーム減ったとかってそういう

説明しますよね。参加する数も少ないでしょう、

ほとんど。開会式を見てみなさいよ、昔は出だし

に、開会入場行進なんかで旗を持ってやった記憶

があるんですよ、オリンピックみたく、旗持って。

今そんなことないじゃない、パラパラだからでき

ない。それがどうなんだと言っているんですよ。

行ったってごみ袋しかくれないからって、これは

余計かな、これは余計だな、これは失礼、取り消

します。 

  いろいろ意見があるんですよね。あと、地区に

よっては、大会に出るために地区費がえらい金が

かかるんだそうです。えらく、何十万とかかるん

ですよ、参加するために、20万30万と、地区費が。

そこら辺の対応も必要なのかなと私は思うんです

よ。だけれども地区で勝手にやっているんだから

それはある程度盛大にやらなくちゃ、なお集まら

ないよね。それも必要。ただ、集める工夫が足り

ないと思いますよ役場、教育委員会は。ここへき

て広報を出して、一律抽せん会があるから集まっ

てください、そんなやり方じゃわさわさ集まって、

誰がやったって楽でしようがないですよ。そんな

もんじゃない、今は。それだけで済むんでしょう、

広報に出して抽せん会いつやるから集まってくだ

さい、それだけ。何カ所か、去年出たけれども今

年出ないところは電話はしているようだね、何で

出ないんですか。それだけじゃ増えないですよね。

それだけじゃ。それは、何か考えないと。種目も

ちょっと考える必要があるかもしれないけれども、

それは体協とかそういう人たちが決めるから私か

らは言いませんけれども、何かうまいこと考えた

ほうがいいと思いますよ。これ今までと同じよう

な運営だったら運動会もおじゃんになるよね、な

ると思います、多分。そのことを私は心配してい

るわけです。それ何とか対策を今から考える必要

があると思いますよ。 

  あと、オリンピック。確かにこの間何か高野さ

んが来て教えたというのを広報だか何だかで見ま

したよね。あの優秀な選手ね、宮代にもいるんだ

よね、オリンピックに出た人ね、知らないんだ、

これじゃだめだな。アーチェリーで出たんじゃな

かったっけ、アーチェリーで。あの人まだ健在な

のかな。そういうの教育委員会は忘れちゃったん

ですか。これじゃオリンピックどころじゃないで

すよね。宮代だっていたんだからね。そういう人

も呼んで、ちょっとした話でもしてもらえば。情

けないと思う。今元気なんでしょう、あの人、元

気だそうですよ。そういうのまで忘れるようでは、

宮代町は本当にオリンピックのこと考えてないと

思いますよ。 

  とりあえずそんなところ、また再質問です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５５分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き、教育推進課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（中村敏明君） 教育長の中村でございま

す。 

  ３年前との違いということでお話をいただきま

したので、私がちょっと思いつく限りということ

で。具体的には、子供の教育については先ほど申
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し上げたようなことを中心に行ってまいりました

が、英語教育につきましては、宮代が既にやられ

ていたことが昨年度終わりましたので、文科省の

ほうに申請をして特例区ということで先立ってや

ったということでございます。これについては、

実は去年までの研究が終わると平常に戻さなきゃ

いけない。そうすると週に２時間、５、６年生は

やっていて、３、４年生も週に１時間の授業をや

っていたものが、今年、来年とこの２年間、５、

６年生は週１時間、３、４年制は年に15時間しか

授業ができなくなっちゃうんですね。ですから、

それはもう避けなきゃいけないということで、文

科省のほうに申請をして、そのままやり続けられ

るようにしたということでございます。 

  それから、日工大と提携をしてプログラミング

教育のほうも導入いたしまして、教授と学生が各

小学校に来て、授業を一緒に行っていただいてい

るということがございます。 

  また、先ほど申し上げたとおり、基礎学力につ

いては、これは必ず定着させるという思いがあり

ましたので、各小学校の校長にはそういったこと

で指導しましたので、各学校では校長が検定試験

じゃないですけれども、掛け算を目の前で言わせ

たり、そういったようなことをしながら、定着に

向けて各学校努力してもらっているところです。 

  それから、読書についてもやはり、本好きとい

うことは大事なことですので、これも伝統的に宮

代は読書してきたところですけれども、各学校児

童数には差がありますけれども、年間を通して１

万冊前後の本を読むということを目標に掲げて、

各学校で取り組んで読書はやっているところでご

ざいます。 

  また、施設、設備としては各学校に特別支援学

級は全て配置いたしました。また、ご理解をいた

だいて予算をいただきましたので、言語、言葉が

なかなか吃音とか、いろいろなことで問題がある

子たちをどうにか指導できないかということで、

百間小学校のほうに通級指導教室を開設いたしま

して、現在人が足りないんですけれども、人が足

りないって指導者ですね、１人しかいないんです

けれども、週に30人近くの子供を指導していると

いうところでございます。 

  もう一つは、ちょっとこういう言い方がいいか

どうかわかりませんけれども、私も県とのつなが

りがありましたので、基本的に宮代町の中では、

恐らく前よりは加配といって、特別な教員をいた

だいて学校に配置するということが制度としてあ

ります。そういう意味では毎年１人ないし２人宮

代のほうは余計にもらうことができていると思い

ます。そういう意味では経済効果で言えば、１人

当たり700万から1,000万ぐらいかかりますので、

それぐらいの教員を雇っているということになる

ということでございます。通級言語の教室につい

ても、宮代の現状を県のほうに訴えまして、おか

げさまで来年はそこの加配が２人になると、つま

り今30人前後しか指導できないんですけれども、

来年は50ぐらいから60人近い児童をそこで指導で

きるような状況になるということでなっておりま

す。 

  あとは、教える教職員が力がなくてはいけませ

んので、教職員の研修というのを各学校の中でも

始めていただきましたけれども、私も月に１回算

数教育についての指導を先生方を集めて大体６時

から８時までですね、私ともう１人毛塚先生が教

育委員会でおりますけれども、２人で算数の指導

について職員研修を行っていると。そういった機

運も、学ぶ教員でなくてはいけないと思いますの

で、そういうことを高めながら、教育活動を行っ

ているというところでございます。 

  あと、社会教育関係では、かるたが新しくでき
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たということも、前々からやってきたことでござ

いますけれども、高齢化等も問題になっているの

で、そういったことをどう解決していくかという

ことも課題であると思いますけれども、念頭に置

きながらこれからも進めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育総務担当、

高橋です。よろしくお願いします。 

  先ほど教育委員会活動の関係で、先ほど主に定

例的なものでお話をさせていただきましたが、教

育委員会の中では、翌年度に向けての教育重点施

策の審議であるとか、年度が変わったところでは、

年度末の授業評価であるとか、各年度の重点施策

を検討、または、評価をいただいているところで

す。来年度の終盤では、平成32年度、平成ではな

いんですが、平成32年度からの教育振興基本計画

のまた審議、ご検討に入っていただく予定でござ

います。また、夏休み、長期休業中では、若手教

職員との意見交換会ということで、教育委員さん

から若手教職員の方へアドバイス等もいただいて

いる機会もあります。また、今年度は実施できな

かったんですが、ＰＴＡとの意見交換ということ

で、ＰＴＡ役員さんとのフランクな意見交換等も

しておりますのでご報告させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） 生涯学習担当

の田中です。 

  私のほうからは、公民館の月曜日の開館につい

ての質問についてお答えさせていただきます。こ

ちらについては以前にもご質問いただいておりま

して、その都度答弁させていただいているんです

けれども、現在の検討状況ということで、前提と

なる課題も含めてなんですけれども、説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  公民館は無人管理になっておりますことから、

基本的に毎週月曜日に管内の清掃と館内設備の安

全点検や動作確認を行っております。具体的には、

午前中おおむね９時から12時ごろまで、委託業者

がそれぞれの公民館の清掃作業を行います。午後

に町職員、オフィスサポーターなども含めてです

けれども、３館、３つの公民館を巡回しまして、

建物内外の清掃状況、清掃作業のチェック、ある

いは館内設備の点検ということで、３館に設置し

ておりますＡＥＤとか、蛍光灯、トイレ、水道、

エアコン、卓球台等の点検。その際に、蛍光管球

切れがあれば交換したりとか、あとは、トイレッ

トペーパーとか洗剤等の消耗品の補充交換も行っ

ております。それ以外にも、展示ポスターの張り

かえといった作業をしておりまして、所要時間は

３館全て回り切るのに午後１時から４時ぐらいま

でかかっていると、３つ周るのにですね、それぞ

れ１館１館チェックをして消耗品の交換等の確認

をしている、４時ぐらいまでかかっているという

状況です。また、その際に設備のふぐあいとかが

発見された場合には、その対応もあるので、４時

過ぎてしまうこともたびたびあるような状況です。

年間を通しまして、このほかに、専門業者による

消防設備の点検とか、エアコンの定期点検、ある

いはピアノの調律みたいな作業も年に１回から２

回ではございますけれども月曜日に実施しており

ます。それ以外にも、軽微な修繕工事といったも

のも、なるべく利用者の皆さんに影響がない月曜

日に実施するようにしているところです。こうし

た状況がありますことから、月曜日開館の検討に

当たりましては、ほかの曜日と同じように午前９

時からマックスでの開館というのは、現時点では
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難しいかなというように考えておりますけれども、

もし、可能であるとしたら午後３時以降であれば

現実的なのかなと、不可能ではないのかなという

ような検討を行っている状況です。ただ、午後３

時以降とした場合でも、全体的な作業時間の前倒

しが必要になってくるといったこともありますし、

年間を通して行っている修繕とか点検、そういっ

たものの調整等も必要になってくるといったこと

もありますので、実際にできるかどうかといった

ところについては検討を行っているところです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課担当主査。 

○スポーツ振興担当主査（河井伸一君） スポーツ

振興担当の河井です。 

  町民体育祭の人数、委員言うとおり、以前に比

べると２分の１、あるいは３分の１にもなってし

まったかなというふうに思っております。先ほど

お話ししましたけれども、地区長あるいは自治会

長に対しまして町民体育祭のアンケート調査を行

いまして、そこでもそうですし、今小河原委員お

っしゃったとおりお金も結構かかるんだみたいな

お話がありましたけれども、いろいろ検討してい

く必要があるかなというふうに思っております。

特に予備日につきましては、昨年度の町民体育祭

に出場してくれたチームのうち、多くのところが

予備日をやめてほしいといったようなアンケート

結果が出てきています。確かに予備日があります

とお弁当の手配、あるいは参加者の確保、２日間

確保しなくちゃいけないということもありますし、

体協におきましても役員が全部予備日の日は手配

できないといった話もあります。まず予備日につ

きましては廃止も含めて体育協会と話し合ってい

く必要、検討していく必要があると思っています。

それ以外のことにつきましても、種目ですとかい

ろんなことですね、そういうようなことも今後検

討していく必要があるというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  私のほうからは、英語教育についてお話を申し

上げます。 

  これは、英語教育に限らずですけれども、各教

科の指導につきましては学習指導要領の改訂に基

づきましてそれぞれの学校で教育課程を作成しま

して、指導をしております。一昔前の英語の指導

と比べますと、やはり昔は読んで訳すといったそ

ういう訳読重視の指導が中心だったかなというふ

うに記憶はしておるんですけれども、近年ですと

やはり、音声でのコミュニケーションを重視した

そういった授業がやはり重きを置かれているのか

なというふうに認識をしております。 

  宮代町では先ほどから英語教育に力を入れてい

るということで、各中学校区では10月から11月に

かけて、英語教育の発表会を実施をしております。

この中では、中学校２年生の生徒と、それから小

学校６年生の児童が各中学校区で集まりまして、

日ごろの英語の授業で培った力を生かしまして、

中学生と小学生が交流の活動をしたり、あるいは

歌の発表をしたり、あるいはスピーチコンテスト

に代表として大会に出席をしましたその生徒の発

表がありまして、参加した小学生からはあんな風

に私も英語が話せるようになりたいといったよう

な、そういった憧れを抱くような先輩の姿を見ら

れるということも、主体的に英語を学びたいとい

うそういった意識づけの一つになっているのかな

というふうに認識をしております。議員の皆様も

本当にお忙しい中かとは思うんですが、ぜひ機会
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がありましたら、この英語発表会等にご出席等い

ただいて、私はすいません、中３の英語をしゃべ

れる能力がもう既に欠如をしておりまして、そう

いったところでまたごらんになっていただいて、

かえさせていただければということで、お願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  オリンピックの関係でございますけれども、ア

ーチェリーの選手として宮代出身の方が出場され

ているというのは、私は記憶してございます。こ

の中で私一番古いんですけれども、たしかロサン

ゼルスオリンピックのときに島村一郎さんという

方が出場したと記憶しておりまして、私が採用に

なったのは昭和58年ですので、多分翌年に出場さ

れて結構町が盛り上がっていたことを今記憶が戻

ってきておりますので、決して忘れてはいないと

いうことでございます。 

  また、一方去年でございますけれども、ぐるる

のほうのミズノのほうで、星奈津美さんを呼びま

して、バタフライの水泳のリオとかロンドンオリ

ンピックの銅メダリストの方をお呼びいたしまし

て、水泳教室なども開催しておりますので、今後

につきましても、今回の予算のほうには盛ってお

りませんけれども、こういったオリンピックの関

係につきまして、意識しながら事業展開をすると

か、あるいは学校教育におきましてもオリンピッ

クをテーマとしたそういった授業を取り入れなが

ら推進していきたいと思っておりますので、ご理

解いただければと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） もうちょっと５分ぐらい

大丈夫ですね。５時までやっていいって言われた

から、休憩中言っていたから。 

  わかりました。余りしつこく質問すると嫌がら

れるので、ただ一つだけ。英語の指導ですけれど

も、学校の教室では指導教員はどういうふうにや

っているのかね。それを聞きたいわけですよ。３

級程度の英語をしゃべってくれというのは嫌がら

せだよね。そういうことじゃなくて、どういう指

導をしているのかなと、外国人なりなんかね、そ

れ見に行かないのもいけないけれども、そこら辺

をどういうふうに指導しているのか具体的に聞き

たかったんですが。 

  余計な話だけれども、これ新たな質問なんだけ

れども、近々卒業式がありますよね。これにはほ

とんどの議員さんがみんな出ていると思うんです

けれども、生徒が卒業するとき、案内してくるの

に２人先生がいるクラスと１人しかいない先生と、

あれはどういうんでしょうかね。卒業式が、生徒

を案内してくるの、講堂の中で。あれはどういう

のかなって、あれは片方の先生は力がないから２

人にしたのかなんて悪く思えば、あれは何でああ

いうふうにしているのかちょっと教えてもらいた

いんですけれども。２人の場合と１人の場合いる

よね、あれはどういう関係なのか、ちょっと教え

てもらいたいんですけれども。それだけです。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹兼副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

 学校教育担当、小山でございます。 

  初めに、卒業式の子供たちを引率といいますか、

列の先頭に教員が立つということにつきましては、

主には学年の副担任、中学校ですと副担任ですと

か学年主任が、例えば１組の担任と一緒に２人に

なって列の先頭にという場合がございます。それ
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から、特別支援学級に在籍しているお子さんにつ

きましては、親学級の中に入ってということも当

然ありますので、通常学級の担任とそれから特別

支援学級の担任とが２人がといったことで、単独

の１人の教員の場合もあれば、そういったことで

学年主任ですとか、あるいは副担任ですとか、特

別支援学級の担任もということで２人になってい

る場合があるかなというふうに認識しております。 

  それから、英語教育につきましては、宮代町で

はＡＬＴと小学校の本当に１、２年生の段階から

触れ合える機会がＡＬＴの配置等で可能になって

いる状況があるかと思います。正直私、外国の方

と面と向かって話をすると、それだけでもちょっ

とまだ自分で緊張してしまって、日本語でしゃべ

るのも少し片言になりがちという、自分なんかは

そういう認識があるんですが、宮代町の小学生な

んかは、本当に外国籍のＡＬＴの先生方と話すこ

とが当たり前になっていまして、本当に自然にそ

ういった会話がコミュニケーションをとろうとす

ることができる。何かＡＬＴの方ももちろん片言

で日本語を使うことができますので、そういった

ところから異文化に触れたりですとか、人とのコ

ミュニケーションをつくる上での本当にきっかけ

づくり、これは国籍を超えた何かそういうかかわ

りあいというのが、単なる英語の学習というもの

を超えてできる機会なのかなと思っております。

ですので、英語教育の言語能力としての技能をつ

けることはもちろんですが、自己表現ですとか、

自分の伝えたいことや話したいことを手振り身振

りも交えて表現するといったところでも、こうい

った英語教育の推進の成果の一つかなというふう

には認識をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で教育推進課分の質疑は終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２８分 

 

再開 午後 ４時３２分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  これより、住民課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、出席している職員の自己紹介をいた

させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当、中村と申します。よろしくお願いいたします。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） 国保年金担当、

山﨑と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 福祉産業委員会の資料の人

口ピラミッドから予想できる宮代町の姿をお尋ね

いたします。 

  ピラミッドが70歳の団塊の世代のボリュームと

団塊ジュニアの四十四、五歳のところのボリュー
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ム、２つありまして、その後は先細りです。これ

から想定しますと、わずか10年後には77歳から88

歳が宮代町のピークになります。さらに10年後、

つまり今から20年後には団塊ジュニアが全員リタ

イアします。つまり、宮代町は、縮小する一方で

す。このまま小さな町で頑張り続けたら、破綻す

るのが目に見えています。住民課としては予算を

組むに当たりましてどう思っているんでしょうか。 

  総務課、企画財政課にどのようなアドバイスを

しているんでしょうか。お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課、小暮でござい

ます。 

  それでは、ただいまのご質問にお答え申し上げ

ます。 

  まさに委員おっしゃられたとおり、人口ピラミ

ッドが示す宮代町の人口でございますけれども、

道仏土地区画整理事業におきまして、若干人口は

増加傾向にございましたが、ここ数カ月、その増

加した人口もとまっておりまして、今また減少に

転じているような状況でございます。高齢化率で

ございますけれども、住民課のほうで正式な高齢

化率を出しているだけではございませんが、委員

おっしゃられているとおり、70歳以上の人口が増

加傾向にある、これは私ども住民課が抱えている

後期高齢者医療保険制度の被保険者が増加してい

る傾向からもうかがえるところでございまして、

非常に宮代町につきましては、やはり高齢化率が

高い町というふうに言えると思います。住民課に

つきましては、こういった統計表を月１ではござ

いませんけれども、必要に応じて総務課または企

画財政課のほうに提供しているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでは、山下です。 

  何点か質問させていただきます。 

  最初に96ページです。旅券事務事業でございま

す。この事業費、ＩＣ端末の更新と説明されてい

ます。この更新をするに当たって県のほうから

132万ですか、支出金がくるんですけれども、こ

れ町の持ち出し分というのは幾らぐらいになるん

でしょうかね。ちょっとわからないんですけれど

も、その辺のところ一つお願いします。 

  それと、同ページなんですけれども、戸籍住民

基本台帳管理事業ですね。96ページですね。これ

で、マイナンバーを利用してコンビニで住民票な

んかを交付するということをいっているんですけ

れども、この数ですよね、マイナンバーの利用し

た数、どのくらいになるのか、交付する枚数です

ね、何枚で。それと、本町の中で交付した枚数は

どのくらいなのか、これパーセントと数を教えて

いただきたいかなと思っております。 

  それと、140ページになります。 

  後期高齢者健康診査事業と予防事業のほうです。

これ見ていると、まず最初に健康診査事業なんで

すけれども、これは後期高齢者加入者全員が対象

となるのか、それとも任意なのか、ちょっとわか

らないんですけれども、その辺のところ、任意で

あればこれは有料なのか無料なのか、また、どう

いうふうになっているのかちょっとわからないな

という感じがするので、多分任意でやるんだと思

いますけれども、そのとき個人負担というのは幾

らぐらいになるのか。一つお願いします。 

  それと、疾病予防事業ですね。このことなんで

すけれども、この総合健診受診補助金が出ていま

すね、378万円。これも多分個人で申し込んでや
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るんだと思うんですけれども、それの助成金だと

思いますけれども、この受けている人数ですね、

何人ぐらい受けているのか、また、あとできれば

この受けた階層、収入別でいうとどのくらいの人

が受けているのか。例えば、生活困窮者が受けて

いるのか、それとも高額の人たちが受けているの

か、階層別に大体わかれば何人ぐらい受けて、こ

れぐらいの階層の人がこれだけ受けているんです

よということでわかればいいんですけれども。一

つその辺のところのあれを実態はどうなっている

のか教えていただきたいなと思っております。 

  それと、110ページになるんですけれども、国

民健康保険特別会計繰出事業になります。30年度

の財政運営の都道府県化により、国保財政の安定

化を図るため、今年度の課税から税率改正を行っ

たと説明をされました。私は国民健康保険税審議

のときに、保険税は幾らになるのかと聞いたんで

すけれども、宮代町では65歳未満４人世帯で所得

300万円で46万9,200円になると説明をされていま

す。今回は幾らになるのでしょうか。 

  あと、今回激変緩和措置の減少及び被保険者数

の減少により、法定内法定外含め984万円増額し

たと説明されました。今回の激変緩和措置で幾ら

ぐらいの影響が出ているのか。それと法定外法定

内の増額された金額は幾らぐらいなのか。それを

お願いします。 

  それと、後期高齢者については特別会計のとき

にやります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 住民課戸籍

住民担当主幹、中村でございます。 

  まず１点目の、旅券事務事業のパスポートのＩ

Ｃカードの読み取り機器につきましてご説明申し

上げます。 

  読み取り機自体は、56万2,000円ということで、

備品購入費で予算化をさせていただいておりまし

て、こちらに対します補助金は、補助率は２分の

１でございますが、上限額が20万に設定されてお

りますので、歳入的には20万円でございます。 

  それから２点目のコンビニ交付の来年度の見込

み数でございますが、一応500件ということで見

込ませていただいております。ちなみに、今月の

２月の１日から今年のコンビニ交付のほうを開始

したわけでございますが、昨日現在の状況を申し

上げますと、発行件数が62件、発行場所につきま

しては町内のいわゆるコンビニエンスストアで42

件、町外で20件となっております。町外の中でも、

さらに内訳が県内14件、県外が６件となっており

ます。一番遠いところでおとりになった方は大阪

のほうでおとりになっているという状況でござい

ます。 

  マイナンバーカードなどの交付率でございます

が、交付件数といたしましては、宮代町で現在所

管しているカード、いわゆる転出入等もございま

すので、発行というよりも所管しているカードと

いうことで申しますと、一昨日現在で4,800枚所

管しております。率にして14.01％の方がマイナ

ンバーカードをお持ちになっているということで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  ３点目の、140ページの後期の健診についてで

すけれども、まず対象者につきましては、後期高

齢者医療の被保険者のうち、介護の施設に入所し

ている方等を除いた後期高齢の被保険者全員にな
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ります。それから、無料化、有料化につきまして

は、無料で行っております。 

  次のご質問の、その対象者の所得の階層別です

けれども、こちらにつきましては資料が特にござ

いませんので出せない状況でございます。 

  続きまして、疾病予防についてですけれども、

まず、ドッグの助成金につきまして、何人受けて

いるかということなんですが、29年度の実績で申

しますと、76名の方が受けております。 

  続きまして、110ページの国保の繰り出しの関

係でございます。こちらの、国保特会の繰出事業

の内訳でございますが、増減でございますけれど

も、保険基盤安定繰入金が878万円の増となって

おります。それから、出産育児一時金の繰入金の

ほうが140万円の減。続きまして、財政安定化支

援事業の繰入金のほうが158万4,000円の減となっ

ております。それから、その他一般会計繰入、法

定外繰入金ですけれども。こちらが322万3,000円

の増となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この中で、一番最後110ペ

ージの国民健康保険繰出事業から始めたいと思い

ます。 

  法定外で382万円をやっているということなん

ですけれども、今回激変緩和措置の減少によりと

いうことで、その答えがなかったんですけれども、

これはどのくらいになるんでしょうかね。影響と

いうのは。どのくらいの激変緩和措置のあれにな

って、総額幾らぐらいになったのか、去年と比べ

てどうなんでしょうか。減っているんですか、増

えているんですか。その辺のところをまず最初に

お願いします。 

  それと、マイナンバーカードなんですけれども、

この利用数、コンビニでやったのが62件、宮代の

発行部数が4,800、この交付枚数なんですけれど

も、本町のほうでやった交付枚数というのはどの

ぐらいなんですかね。これによって、本町のほう

とパーセンテージを教えてもらいたいんですけれ

ども、なかなかカードを使って交付するというこ

とをためらっているのかどうなのか、その辺のと

ころはどうなんでしょうかね。62枚しか使ってい

ないということは、やはりためらいがあるのか、

それともふだんどおりなのか、それが、ちょっと

わからないんですけれども、これまだ様子が２月

１日から始めたということですから、まだまだち

ょっと様子がわからないと思うんですけれども、

どういうふうに見ているのかお願いします。 

  それと、この健康診査は全員無料でやるという

ことなんですけれども、人間ドックだとかそうい

うのが今29年度で76名やったということなんです

けれども、この資料によると、ちょっと今見当た

りませんけれども、比較的これは収入の高い人が

人間ドックを受けていて、また助成もなんか増や

したということなんですけれども、この助成の増

やした金額というのはどのぐらいになるんですか。

また、どのくらいの階層の人が人間ドックを受け

て、助成を受けているのか、その辺のところわか

りますか。例えば収入ゼロの人が何人ぐらい受け

ているのかとか、おおよそのところで構いません。

そういう階層別に特徴があるのかどうかお願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、激変緩和の額の状況でございますけれど

も、まず、30年度ですが、国と県を合わせまして

約8,000万ぐらい激変緩和の額をいただいており
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ますが、31年度につきましては、それが約600万

くらいになりまして、7,400万ぐらいの激変緩和

の減になっております。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） それでは２点目のコン

ビニ交付をどのように見ているかということでご

ざいますけれども、先ほど主幹のほうで申し上げ

ましたとおり、１カ月62件という結果でございま

す。実はコンビニ交付を導入したときの他市の状

況をお話し申し上げますと、例えば幸手市では、

導入した１年間では月平均33.7件というふうにお

伺いしています。吉川市は導入後４カ月、月平均

46件というところでございますので、他市の導入

時から比較いたしますと、利用率は高いのかなと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、後期高齢者の人間ドックの助成金の上限

の額が今幾らぐらいということでございますが、

今回上限を２万5,000円から２万7,000円、2,000

円引き上げさせていただきまして、この引き上げ

による増ですけれども、約140万円ぐらいと見込

んでおります。それは、受診率が大変伸びており

ます関係もありまして、2,000円の上乗せ分プラ

ス伸び率を合わせまして140万円ぐらいと見込ん

でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  先ほど１点目で副課長のほうの激変緩和措置額

についてご説明させていただきましたが、この激

変緩和には実は国分と県繰入分というのがありま

して、先ほど副課長のほうで30年度約8,000万円

というのはそうなんですけれども、31年度は県分

また県繰入分を入れますと2,300万円程度でござ

いますので、増減は5,500万円の減ということで

訂正させていただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当、中村でございます。 

  先ほど、山下委員の質問の中で、宮代町の交付

枚数はどのぐらいかということで、お話があった

かと思うんですが、町のほうで交付した枚数は

4,729枚、ほぼ同じ同数でございます。転出入あ

りましてもやはり同じぐらいの数が実際に出入り

しているという形で考えております。ご存じのと

おり、申請時来庁方式ということで、今役場の窓

口のほうでカードの作成のお手伝いしていますと

ころですね、毎日ここのところでも、１カ月以上

たちますが、15件から20件程度の申請がございま

して、申請時来庁方式のほうで率にして約もう

２％以上、700件以上の方にご申請いただいてお

りますので、今後またこちらのほうのマイナンバ

ーカードを利用しての証明書の発行のほうが増え

ていくんじゃないかというふうに考えております。 

  マイナンバーカードのほうは、発行につきまし

てはコンビニのみになりますので、役場の庁舎の

ほうでは発行はできませんので、マイナンバーカ

ードでは。一応時間外の利用、いわゆる土日と、

あとはいわゆる役場の閉庁以外の利用と、通常の

開庁時間内の利用とほぼ同数でございますので、

かなり時間外のご利用をいただいているかという

ふうに考えております。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） その中で、後期高齢者の任

意で人間ドック補助金が２万5,000円から２万

7,000円でという、私はそれを聞いているわけじ

ゃなかったので、どのくらいの階層の人が人間ド

ックを受けているのかということで聞いたわけで、

収入別でいったら特徴的なことがあるんですかと

いうこと聞いているわけです。例えば収入別に言

えば０円の人から結構書いてありますよね。そう

いう人たちの中で比較的高額の人が受けているの

かどうなのかということを聞いたわけです。その

辺の特徴があるのかどうか。それを回答お願いし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  受診者の階層別のデータというのはとっており

ませんので、その辺のところはちょっとわからな

いところですので、ご了承いただきたいと思いま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 戸籍住民台帳の住民票のと

かのところとコンビニでは62件ということなんで

すけれども、4,700のうち62件、何かまだまだ宣

伝が足りないのかどうなのかわかりませんけれど

も、利用率が少ないなという感じがします。その

辺のところは、住民課として今後どうするのか、

また、毎回とっている人が4,800件あるのに62件

ということですから、本当に利用率が少ないなと

いう感じがします。やはり、利用率が低いという

ことは何か住民が危惧を持っているのかどうか、

その辺のところは住民課としては把握しています

か。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当の中村でございます。 

  ただいまのご質問でございますが、実際に

4,800枚所管しているカードございますが、いわ

ゆるコンビニ交付を利用することだけを目的にお

つくりになっている方ばかりではございませんで、

特に高齢者の方につきましては、ご本人様の確認

書類、いわゆる身分証明書のかわりとしてお写真

つきのものが欲しいという方もいらっしゃいまし

て、実際にご申請いただきましても、コンビニ交

付とかはやらなくて役場に行くから、いわゆる電

子証明書という証明書の暗証番号をお入れするん

ですが、そちらも必要ないよという方もいらっし

ゃいますので、必ずしも4,800枚所管しているカ

ードが皆様がコンビニを使えるという方ではござ

いませんので、ご了承いただきます。ただ、町と

いたしましても、実際に今年の４月30日をもちま

して、庁舎に設置しております自動交付機のほう

が稼働停止するということになっておりますので、

なるべく皆様方が休みの日でも住民票、印鑑証明

書がとれるように、こちらからも周知をしていか

なくてはいけないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ２点だけご質問させていただきます。 

  まず、96、97ページの旅券事務事業なんですけ

れども、ＩＣ旅券データ確認端末の更新というこ

となんですけれども、まず基本的になぜ更新が必

要なのかということでお尋ねしたいと思います。 

  それから、もう一つは、110、111ページの国民

健康保険特別会計繰出事業で、激変緩和措置につ
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いては前段の山下委員でわかりましたが、もう一

方、被保険者数が減少しているという傾向にある

ということなんですけれども、これはどれぐらい

の保険者数が減っての見込みなのか、その点お示

し願いたいと思います。 

  ３点目は、140、141ページの後期高齢者疾病予

防事業で、先ほど聞いてなかったということなん

ですけれども、人間ドック助成金の上限額の引き

上げ、2,000円引き上げられました。これは、い

いことだと思うんですけれども、先ほどその理由

の一つに利用者が多いということだったんですけ

れども、その辺の上限額を引き上げた経緯ですね、

それについてお尋ねしたいと思います。 

  以上３点。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） では、１点

目の旅券のＩＣカードの読み取り端末についてご

説明申し上げます。 

  こちらのＩＣカードの端末につきましては、宮

代町で旅券の事業、いわゆるパスポートの事業を

始めまして今年度の新年度の９月で５年が経過い

たします。そのときに導入したＩＣカード読み取

り機のほうが、５年間でいわゆる保守契約が切れ

るということで、再度保守契約ができないかとい

うことで、お話し申し上げたんですが、製造メー

カーのほうで保守は無理であるということの話が

ございまして、今回入れかえという形になったも

のでございまして、必ずこちらのほうですね、パ

スポートのほうにＩＣチップが入っております。

そちらのほうにお写真ですとかお名前とかのいろ

いろな情報が入っております。そちらを読み取り

ができませんと交付に支障を来しますので、今回

新たに入れかえて、導入ということになった次第

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  ２点目の、国保の被保険者数をどれぐらいに見

込んでいるかということなんですが、31年度につ

きましては、8,238人で見込んでございます。30

年度と比較いたしますと約８％の減でございます。 

  それから３点目の、後期の人間ドックの上限額

の増減の理由でございますが、これにつきまして

は、前々から監査委員さんそれから被保険者の方

から国民健康保険の人間ドックが２万7,000円と

いうことでございまして、ぜひ後期のドックも同

じ額にしていただきたいという要望をいただいて

おりました。その関係でいろいろ調べさせていた

だいたんですが、まず埼玉県内で国保と後期の上

限額を変わっている団体が４市町村しかなくて、

この近隣も全て国保と後期の人間ドックの上限に

ついては一緒だということで、それにやはり健診

内容もほぼ一緒なものですから、同等の上限額に

しようということで、今回させていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  まず、再質問は、旅券事務事業の関係なんです

けれども、５年間で保守契約をしなければいけな

いということで、これは契約は同じになるんです

か、もちろん同じところにというふうになるかと

思うんですけれども、その点お尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、２点目はわかりました。３点目もわ

かりました。わかるんだけれども、これは私もこ

れまで要求してきましたし、近隣でも杉戸でも国

保と同じような上限額になっていたのでぜひお願



－３３７－ 

いということで言いましたが、これが実ったので、

一定程度評価したいと思います。ありがとうござ

います。 

  じゃ、その１点だけお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当、中村でございます。 

  メーカーは実際に数社つくっておりますので、

見積もり合わせのような形になるかと考えており

ます。やはり同じように５年間の保守契約という

形で、初年度は実際にメーカー保証で無料でござ

いますので、保守契約的には32年度からの後半か

らの４年間という形で考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） わかりました。 

  そうすると、業者、メーカーは何社ぐらいでや

るんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当、中村でございます。 

  前回の現行の機種を導入したときには２社でご

ざいましたので、同等に２社、３社ぐらいだと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 資料の64ページなんですけ

れども、宮代町から転出する人の人数、宮代町に

入ってくる人の人数の表があります。町から出て

いく人が1,232人、入ってきた人が1,363人、余り

変わらない人数ですので、先日広報に自然増、社

会増を載せてくれと言ったのは、この社会増です

ね、入ってくる人出ていく人の話なんですけれど

も、きょうはこの年齢がわかれば、つまり想定で

きるのは宮代町から出ていく人は大学を受かって

下宿する、あるいは大学は通学していたけれども、

会社に受かってやはり都内、あるいは地方都市に

出ていく、意外と若い人が出ていって、入ってく

るのは家を買う人ですから40代の人、あるいは春

日部の人、マンションを売却してリタイアするの

に静かな宮代町で暮らしたいとかという、どちら

かというと出ていく人は若くて、入ってくる人は

ご年配なんじゃないのかなと想像するんですけれ

ども、転入転出者の年齢がわかるんでしたら、教

えていただきたい。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課主幹。 

○戸籍住民担当主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担

当、中村でございます。 

  こちらの転出につきましては、年齢ごとの統計

というのはとれておりません、申しわけございま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で住民課分の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして議案第29号 平成31年度宮代

町一般会計予算についてに対する質疑は全て終了

いたしました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時０５分 

 

再開 午後 ５時１９分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 
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  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  2019年度、平成31年度一般会計予算について、

反対の立場をとりたいと思います。 

  討論につきましては、きょう教育推進所管、そ

れから住民課所管の議論が終わったばかりですの

で、それらも含めて、改めて本会議の中で討論を

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

  賛成討論。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  宮代町の縮小を続ける人口を見ますと、同じよ

うに予算を組み続けることが非常に心配です。人

口が減る、学校も減っていく、体育祭は半分の参

加者、文化祭も今後続くかどうかわかないぐらい

出展が減り続ける、町の商店街の会員数も半減し

ています。まだ人口は５％ぐらいしか減っていな

いんです。たった５％減ってこの状態。これから

20％30％減っていくんです。正念場を迎えるに当

たって、余りにものんびりした予算の組み方、組

み続けられるはずがない。反対とします。 

  なお、議長にお願いがあります。 

  議会での反対討論は少し長くなりますので、お

時間をいただくようよろしくお願いいたします。

議会での反対討論は長くなりますので、途中で遮

らないでいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 金子さんは反対だけれど

も、私は賛成します。というのは、本来なら消費

税の問題が組み込まれておりますので、反対をし

たいところです。ちょっとしゃべらせてもらうと、

2013年から17年にかけて物価は4.3％上昇してお

ります。生活に欠かせない日用品の上昇が暮らし

を圧迫していると言われて、厳しい生活を強いら

れている現状です。ですので、本来なら、消費税

反対したいと、なぜ反対かというと、消費税が一

部組み込まれておりますので、反対したいところ

なんですが、私は高齢者で、いろいろふれあいセ

ンターの問題、あれを何とか高齢者が喜ぶような

方法をとってもらいたい。絶対にとってもらいた

い。まだ、そのほかに、高齢者対策では前年より

大分進んだ答弁をしておりました。それを期待し

ております。あと、学童保育の問題だとかいろい

ろ私はぜひ予算を通しておかないと困る問題が幾

つかあると思います。ですので、本会議の討論の

ときには時間をもう少しかけて私も討論の内容を

申し上げたいと思います。ただ、しつこいようで

すけれども、高齢者を絶対大事にしてもらう予算、

これは守ってもらいたい。そのことを強く言って

きょうは賛成をしておきます。なお、詳しいこと

は討論で私なりに述べたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 本件に対する反対討論の

発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 
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  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第29号 平成31年度宮代町一般会

計予算についての件は原案のとおり可決されまし

た。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月19日火曜日、午前10時から委員会を開

き、国民健康保険特別会計予算の審議から始めた

いと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ５時２５分 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ６ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより、３月12日に引き続き、予算特別委員

会を開きます。 

  本日は、議案第30号 平成31年度宮代町国民健

康保険特別会計予算について、議案第32号 平成

31年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、議案第31号 平成31年度宮代町介護保険特別

会計予算について、議案第33号 平成31年度宮代

町公共下水道事業特別会計予算について、議案第

34号 平成31年度宮代町農業集落排水事業特別会

計予算について、議案第35号 平成31年度宮代町

水道事業会計予算についての順に、それぞれ質疑、

討論、採決を行います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３０号の審査（住民課） 

○委員長（丸山妙子君） それでは、議案第30号 

平成31年度宮代町国民健康保険特別会計予算につ

いての件を議題といたします。 

  これより、質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○住民課長（小暮正代君） おはようございます。 

  住民課長の小暮でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

  それでは、順次出席職員の自己紹介をいたさせ

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） おはようございま

す。 

  同じく住民課の草野と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

○国保年金担当主査（村山善博君） おはようござ

います。 

  同じく住民課、国保担当主査の村山と申します。

よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） おはようございます。山下

です。 

  それでは、何点か質問をさせていただきます。 

  まず、最初に232ページでございます。保険税

でございます。 

  被保険者減で、前年度と比較して2,299万5,000

円減少と説明をされました。一方、平成30年度か

ら条例改正により、改正前と改正後では賦課調定

額で3,900万円、保険基盤安定制度で1,000万円の

改正効果があったと説明されました。被保険者数

が減ったのにもかかわらず、改正効果があるとい

うことは、保険税改正により増額なのでしょうか。

まず最初にお聞きします。 

  それと、激変緩和措置が30年度では8,100万円

から、31年度予算では2,300万円となりました。

説明では5,500万円の減額と説明をされました。 

これらによって、本年度は加入者１人当たりは保

険税に賦課の影響は出ているのか、お示しくださ

い。 

  資料69ページ、所得階層別世帯人員被保険者数

を見ると、所得115万5,000円以内で、加入全体で
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51.77％に及んでおります。253万円以内では実に

80％に及びます。これでは払いたくても保険税を

払えない人たちが出てきても不思議ではありませ

ん。 

  資料72ページ、資格者証、短期保険者証を見て

も、10月末現在で97人、資格者証で５人となって

おります。これだけの人数です。国保の平均保険

料は確認の上幾らになりますか、お尋ねします。 

  それと、宮代町では、31年度予算では、所得

300万円４人家族とした場合、保険税は幾らにな

るか。これも確認の上、お示しください。 

  保険税増額と合わせて、窓口で払う負担割合も

増えました。どのくらい増えたんでしょうか。全

体額と利用者１人当たりの平均は幾らになります

か、お示しください。 

  それと、資料73ページになります。 

  国保税の未収、滞納、収納額を見ますと、年々

収納率が上がっております。滞納世帯数も減って

きていますが、国民健康保険喪失者の数がわかり

ません。資料73ページを見ると、30年度は平成31

年１月末で、滞納金額が資格喪失者も含んで１億

182万円となっております。宮代町では、繰り越

し分まで含め、現在までの保険喪失者は何人なの

でしょうか。わかる範囲で教えてください。 

  現在までの保険喪失者数、このような保険喪失

対象者は緊急で医療機関に運ばれた場合、町の対

応は保険対象にするのでしょうか。また、徴収対

策では、一部の悪質な滞納者を除き、生活困窮者

まで徴収対策に努めているのではありませんか。

どんな方法で徴収対策をしているのでしょうか、

お尋ねします。 

  資料74ページになります。 

  高額医療費が29年度で下がっています。30年度

の予想高額医療費の予想合計金額はどのくらいに

なるんでしょうか。この高額医療費が下がった理

由は、制度改正によって高額医療費対象件数が減

ったためでしょうか。お答えください。 

  それから、235ページです。 

  県の支出金、２の特別交付金でございます。説

明ではまだ流動的でわからないということを言っ

ていましたけれども、本来国の制度ですが、保険

者努力支援分でございます。昨年と比べてどのく

らいの額ですか、予想があったら教えてください。

どのようなことが県に評価されているのか、これ

もわかる範囲でお示しください。去年はどうだっ

たのか、今年はどうだったのか、わかる範囲でお

示しください。 

  それから、252ページです。 

  特定健康診査等実施事業でございます。資料の

76ページを見ますと、受診率が宮代町の場合

43.4％です。埼玉県自治体の中でも平均以上です。

説明の中で、積極的な受診勧奨や地区別受診勧奨

等を実施するとされています。事業概要の中でも

目標を48％に定めています。失礼ですけれども、

言葉では受診率の向上を述べていますが、どのよ

うな計画なんでしょうか。 

  埼玉県伊奈町では54.9％の受診率です。言葉で

は受診向上を叫ばれていますが、予算を29年度は

4,360万円、30年度では4,270万円、そして31年度

予算では4,268万円、３年連続で減額した理由を

お示しください。 

  最後になります。252ページです。 

  疾病予防事業でございます。説明では、被保険

者の疾病予防及び早期発見によって、重症化を防

止する各種がん検診などの実施とされております。

資料の77ページを見ますと、がん検診の受診率と

早期発見者は何名でしたでしょうか。また、埼玉

県健康マイレージに登録されたポイントを定期的

につけている参加者は何人いるんでしょうか、お

示しください。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、１問目の232ページの保険税の改正の効

果についてでございますが、もちろん保険税の改

正によりまして効果はあったというふうに考えて

おります。予算では、対前年度比2,299万5,000円

となっておりますが、もし税率を改正しなかった

ら、これにさらに減額となっていたということで

ございまして、これはまさに税率改正の効果でご

ざいます。 

  それから、基盤安定制度の1,000万円につきま

しては、これも税率改正の効果で、今回の均等割

を引き上げたことによりまして、それに比例をし

て、県の負担金も1,000万円ほど増えております

ので、効果があったというふうに考えております。 

  ２点目の激変緩和の１人当たりの保険税への影

響でございますが、激変緩和による税への影響は

ございません。では、どうなるかといいますと、

激変緩和が少なくなることによって、その少なく

なった額を、法定外の繰入金で町のほうが補塡を

するということになりますので、法定外繰入金の

増加につながるということでございます。 

  続きまして、３点目の国保税の平均の保険料に

ついてでございますが、まず１人当たりの平均保

険税ですけれども、こちらは当初になりますが８

万7,102円でございます。 

  続きまして、４点目の所得300万円４人家族の

保険税額でございますが、こちらは年間で46万

9,200円ということで、これまで税率改正の説明

の中でも資料でお示しをさせていただきましたが、

同じでございます。 

  続きまして、５点目の税率改正によって、医療

機関の窓口負担の割合が変更するのではないかと

いうご質問ですが、保険税の増額によって窓口負

担割合が変更することはございませんので、もし

変更するとすれば、その方の所得が変わって変更

することはあるかと思いますので、税による変更

はなしということでご理解いただきたいと思いま

す。 

  続きまして、６点目の保険の喪失者は何人かと

いうご質問でございますが、まず保険の資格の喪

失者の内容でございますが、資格の喪失者は国保

から社会保険へ加入した方とか、あと後期高齢者

医療へ移行した方、それから転出をした方、それ

から亡くなられた方とか、あと生活保護の受給を

開始した方等となっておりまして、それらの方を

資格の喪失者と言っております。一応、人数です

けれども、29年度が年間で2,087件ございました。

それから、平成30年度につきましては、２月末現

在で1,776件となっております。ですので、その

喪失者に対する町の対応と、あと徴収対策はどう

なっているのかということですが、特に町で対応

しているということはございませんで、徴収対策

につきましては、もしその喪失者の方で国保税の

滞納があれば、税務課の徴収担当のほうで通常の

徴収対策を実施させていただいているということ

でございます。特に滞納がなければ何もしていな

いということでご理解いただきたいと思います。 

  次に、７点目の30年度の高額の予想額について

でございますが、現在年度途中でございますので、

あくまでも予定ということでご理解いただきたい

と思いますけれども、おおむね３億2,000万円前

後になるかというふうに考えておりますので、29

年度の決算並みというふうに考えていただきたい

というふうに思います。 

  それから、次に高額療養費が３年間で下がった

理由でございますが、一番大きいのが被保険者数
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の減少でございます。それから、あと29年度、30

年度で制度改正がございまして、そちらの減少も

影響しているというふうに考えております。 

  次に、235ページの県の特別交付金の額と、あ

と評価についてでございますが、こちらの額につ

きましては、埼玉県のほうで試算をした額を計上

してございます。評価の内容ですけれども、こち

ら保険者努力支援制度になっておりまして、保険

者で行っております医療費の適正化とか、徴収率

のこととか12項目の評価がございまして、それに

基づいて評価をいただいております。現在、今回

の31年度の内容では、30年度の努力支援の評価が

反映されますので、具体的にはこれから示される

ということでご理解いただきたいと思います。 

  それから、続きまして、252ページの特定健診

の関係でございますが、まず予算が年々減少して

いる理由でございますが、まず被保険者数の減少

が大きくなっております。被保険者が減少するこ

とによりまして、特定健診の対象者数も減少して

いると。それから、もう一点、毎年決算を出して、

その決算額になるべく決算ベースに合わせるよう

に、少しずつ減少させていただいております。 

  次に、２点目の受診率向上の計画の内容でござ

いますが、町では平成30年から35年の６年間を計

画といたします第３期の宮代町特定健康診査等実

施計画を策定しております。こちらは国の法定計

画でございまして、中身については特定健診と特

定保健指導を計画的に実施していくということで

策定させていただいております。 

  計画の中身ですけれども、効果的な特定健診と

受診勧奨、それから特定健診の受診環境の整備、

それから新たな保健指導の形、健康意識の向上に

向けた取り組みという４項目を町の施策として掲

げておりまして、その中で特定健診と特定保健指

導の受診率の目標を年度ごとに示しておりまして、

それに基づいて、毎年実施をしております。 

  続きまして、がん検診の受診率及び早期発見者

の数字でございますが、まず各がん検診の受診率

ですけれども、30年度は今実施中でございますの

で、29年度の数字とさせていただきたいと思いま

す。まず、胃がん検診については12.3％、肺がん

については15.7％、大腸がんについては26.2％、

子宮頸がんについては23.1％、乳がんについては

24％となっております。 

  早期発見者の数字につきましては、一番最近の

データが28年度データになりますので、そちらの

ほうで報告させていただきます。なお、国保とい

うことではなくて、こちらについては町民の方の

データということでご理解いただきたいと思いま

す。まず、胃がんについては１名、それから肺が

んについても１名、大腸がんについては３名、乳

がんについては２名の方となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、次の質問ですけれども、健康マイ

レージの定期的な参加者数ということですが、こ

ちらも今、年度途中でございますので、国保だけ

のデータではなくて、町民全体のデータというこ

とでご理解いただきたいと思います。定期的な参

加者数ということなんですけれども、どの程度で

定期的かというそういうものもありますけれども、

一応昨年の11月にキャンペーンを実施しましたの

で、そのキャンペーン期間中に歩数の送信が１回

以上でもあった方を対象とさせていただきます。

その11月中のキャンペーン中に歩数の送信が１回

以上あった方ですけれども1,038名ございました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  保険者数が減ったから、いろいろと税額が減っ
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ているというのはわかります。ただ、ここに書い

てあるように税金が改正されて、その改正された

金額がこれだけの効果があったんだということに

なります。確かに、それは改正されて金額は増え

ると思います。その分やっぱり被保険者のほうに

負担がかかっているんではないかな、私はそう思

っております。 

  それで、今年の保険税額は幾ら上がったのか、

まず最初にお聞きしたいなと思っております。こ

れは参考資料の中には書いてあると思いますけれ

ども、確認の上もう一度お願いします。 

  それと、31年度予算で所得300万円４人家族と

した場合、これは概算だと思いますけれども、46

万9,200円ですか、それだけの金額になります。

これは所得300万円で10％以上ですよね。４人家

族で、まるまる１カ月分ぐらいを保険税に持って

いかれる。本当に私は高いなと思っております。

共済組合だとか、協会けんぽとかいろいろあると

思いますけれども、相当差があるんじゃないかな

と思っておりますけれども、町のほうはその辺の

ところはどういうふうに考えておりますか。何パ

ーセントぐらい、どのくらいの差があると思って

おりますか、同じぐらいの協会けんぽと比べたら。

私は本当に相当の差があるんじゃないかなという

感じがします。これは町のほうに言ってもしよう

がないかなという感じはしますけれども、国の制

度そのものですから。しかし、それはあと町民の

ほうに覆いかぶさってくる、これは間違いないと

思います。やはり、町のほうでも、県に、国に保

険税の引き下げを求めるべきじゃないかなと私は

思っております。その辺のところをもう一度町の

ほうではどういうふうな考えを持っているのか、

お願いします。 

  それと、未収金の人です。 

  春日部で前にも話したんですけれども、保険に

入っていなくて病院に運ばれた、そういう人がい

ます。市の方では保険に入ってくれということで

入ったみたいなんですけれども、一時しのぎでそ

の人はまたやめたしまったと、払わなくなったと。

こういう場合は滞納になっていますよね、町のほ

うにも。多分滞納だと思います。そういう人たち

が救急で入った場合、これはどういうふうな扱い

になるのか。本当にこれを徴収するのか、どうな

のか。私はちょっとその辺のところが心配なんで

す。お金がない人は死ねということなのかなとい

う感じで、本当にどういうふうな対応をしている

のかちょっとわからないというのか、普通の徴収

対策をしているんだと言っていますけれども、悪

質な人は仕方ないと思います。お金があるのに払

わないという人はそれは悪質だと思いますけれど

も、本来お金がない人です。お金がなくて払えな

い、保険税も先ほども言いました。これだけ高い

ということで払えませんよ。年収はゼロの人が半

数近くいるという話も聞いています。いろいろ払

ったらゼロになってしまったという人が。そうい

う人たちに払えと言っても、これは払えないと思

います。そういう人たちが救急で運ばれた場合は

どうするのか。もう一度詳しくお願いします、こ

の辺のところ。 

  高額医療費、昨年並みだといいますけれども、

制度改正もあって下がった部分もあるということ

なんですけれども、その辺のところは何名ぐらい

の対象者が下がってしまったんでしょうか。前回

の制度の中ではもらえたのに、今回の制度改正に

よってもらえなかったと。高額医療費の対象者に

ならないという人は何名ぐらいになったんでしょ

うか。 

  特別交付金です。これは本来は国が査定して県

のほうに出しているんだと思いますけれども、町

のほうはそれを積極的に交付金をもらうのか、そ
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れとも町民のために我慢して、これは町民のほう

に回そうというふうに考えているのか。もらうの

をやめて。ただ、もらうとなれば、やっぱり町民

のそういう健康保険を少なく見せたり、何かそう

いうことをやるわけですよね。そうしないと交付

金はもらえないわけですから、査定ということで

県とか国がつけるわけですから、町が勝手につけ

るわけにはいかないんです。そうすると、やっぱ

り県のほうか国のほうにいい目でもらいたいと。

悪い目で見るといい目で見てもらいたいから保険

税を高くするとか、受診を低くするとかしないと

これはもらえないわけです。そういうことを積極

的にやっているのかどうか、その辺のところをも

う少し詳しくお願いします。 

  それから、特定健康診査です。伊奈町では

54.9％と先ほど私が言いましたけれども、54.9％

の受診率ということで、まだまだそこから比べた

ら宮代町は48％、計画的にやっていくんだと言っ

ていますけれども、具体的な計画というのはどう

いうことなのか、受診率を上げるために。言葉だ

けではわかるんです。受診率を上げましょうと言

っても、これはどうやって計画的に上げるのか。

その辺のところを。 

〔「宮代町の受診率は48ではなく43ではな

いか」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 48％じゃなかったですか、

宮代町は。資料の中では。見間違いかもしれませ

んけれども。その辺のところをもう一度お願いし

ます。 

  疾病予防については各種がん検診、わかりまし

た。８人の早期発見者がいたということで、これ

をもう少しやっていってほしいなと、これは要望

でございます。これだけの人たちが早期発見で社

会復帰ができたということになれば、やったかい

があるなという感じがしますので、ぜひいろんな

意味で。できれば各種がんということですから、

いろいろながんもあります。また、この中にも入

っていないがん検診もあります。これを増やすな

り何かをしてほしいなという感じがします。例え

ば、議員の中にも白血病、骨髄ですか、何かそう

いうので血液のがんになったということもありま

す。ぜひ、そういうところも含めて増やしていく

ということの考えをお願いしたいと思います。 

  以上です。もう一度お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の保険税額がどれぐらい上がった

のかというご質問でございますが、まず30年度の

税率と比較いたしまして、ご説明させていただき

ます。 

  まず、医療分の所得割ですけれども、30年度が

6.1％が6.17％で、0.07％の増となっております。

それから、均等割については２万8,200円が３万

1,800円で3,600円の増となっております。後期高

齢者支援分ですけれども、所得割が1.9が2.05で、

0.15％の増となっております。均等割につきまし

ては9,600円が１万1,000円で1,400円の増。介護

分ですけれども、所得割が1.3から1.89％、

0.59％の増。均等割につきましては１万1,000円

から１万4,100円で3,100円の増となっております。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） ２点目につきましては、

住民課小暮でございますが、私のほうからご回答

申し上げたいと存じます。 

  まず、先ほど300万で４人世帯の負担率が高い

と、被用者保険と比較しても高いということをど

う受けとめているのかというご質問かと存じます
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けれども、委員ご指摘のとおり、やはり一般的に

制度の違いがあるものでございまして、例えば協

会けんぽさんと比較すると、例えば協会けんぽさ

んが一般的には七、八％の負担率、国保が10％以

上というような負担率になっているわけでござい

ます。 

  先ほどの300万円の４人世帯というところでい

きますと46万9,200円、これは改正する前が42万

1,400円でございますので、４万7,800円、月

3,983円の増と、１人当たり996円の増というとこ

ろでございまして、こちら東部地区の中では大体

６番目ぐらいの位置にあるものでございます。 

  この負担率でございますけれども、例えばよく

30年度の平均所得が宮代町は120万というふうに

お話しさせていただいておりますが、例えば高齢

者２人世帯でこの120万円だった場合、負担率は

宮代町は改正後11.7％になりますが、東部地区で

は実は上から８番目というところで、一番高いと

ころでも12.4％というところでございまして、宮

代町が一概には他市町と比較して高いというとこ

ろではないということはご理解いただきたいなと

考えているところでございます。 

  しかしながら、議員ご指摘のとおり、国民健康

保険につきましては、加入者の多くがやはり高齢

者や所得の低い方で占められているわけでござい

ますので、やはり保険税の負担というのは非常に

厳しいものであるというふうな認識をしていると

ころではございます。そのため、やはり委員がお

っしゃっておりましたとおり、町といたしまして

も、やはり安心して医療を受けていただくために

は、国が責任を持って財政負担を図っていただき

たいという気持ちは一緒でございまして、今後も

国保財政基盤の強化のために、一層の財政措置を

国に講じるよう要望してまいりたいと考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ３点目の滞納者に対しましての医療機関への受

診の件でございますが、滞納者であっても保険証

のほうは交付しておりますので、普通に医療機関

のほうは受診できます。この資料の中でも、短期

証と資格者証明書がございますけれども、短期証

の方も保険証の期間は短いんですけれども、普通

に医療機関のほうは受診できるようになってござ

います。 

  資格者証につきましては、受診をしていただい

て、後で精算をしていただくような形になります

が、決して受診の機会を奪うということはござい

ません。当町につきましては、そういった医療と

税の扱いにつきましては別だというふうに考えて

おりますので、あくまでも受診の機会を損なわな

いように今後も運営していきたいというふうに考

えております。 

  それから、４点目の高額改正の対象者の影響の

件でございますけれども、昨年の８月に高額療養

費の引き上げがございまして、高額療養費につき

ましては毎月同じように受診をするというわけで

はございませんので、簡単に比較ができないよう

な状況になっておりますが、一応７月に受診され

た方が、８月にも改正後に同じ条件で、同じ医療

費で、また所得で影響を受けたという前提で説明

させていただきたいと思いますけれども、その７

月と８月を比較した場合に、影響のあった件数が

105名おりました。影響額につきましては92万

6,140円あったというふうに考えております。 

  続きまして、県の交付金への取り組みについて

ですけれども、先ほどもご説明がありましたよう
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に、国保税につきましては、被保険者の方には大

変厳しいという認識はございますので、今後とも

県の交付金の獲得に向けて、努力していきたいな

というふうに思っております。 

  一応、昨日、平成30年度の県の交付金の評価が

まいりまして、7,800万円ぐらいの交付金をいた

だけるということで、当初よりも5,000万ぐらい

多くいただけることが昨日県から連絡が来ました

ので、こういったことも含めて、町ではしっかり

保険者努力支援制度の獲得に向けて、全て努力し

ていきたいというふうに考えております。 

  それから、特定健診の具体的な内容でございま

すが、受診率をやはり上げるために、積極的な受

診勧奨をまずやっていくことを掲げております。

計画の中で掲げていますのが、町内を地区別に分

けまして、地区ごとにやはり受診率のばらつきが

ございまして、特に受診率の低い地区をちょっと

調べて、そこに積極的にアプローチしようかなと

いうようなことも書かれておりますし、あとは未

受診の方が受診しやすい環境を整えるために健康

セミナーを開催していくとか、そういったことも

書かれておりまして、30年度に取り組ませていた

だきました。 

  もう一つは、広域的な乗り入れということで、

町内の受診者の方が、非常に春日部とか久喜とか

近隣の医療機関をかかりつけ医にしていることが

多いことがわかりまして、そういった春日部がか

かりつけ医の方が春日部の医療機関で特定健診を

受けられるような環境整備も、今後していったら

どうかというようなこともこの計画でうたわせて

いただいておりまして、今進めているところでご

ざいます。そういった内容を具体的に進めて、受

診率の向上につなげていきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  １点だけ補足というか、先ほど副課長が答弁し

た中で、せっかくの機会でございますので、ちょ

っとお話しさせていただきたい特別交付金でござ

います。 

  当初見込みより5,000万円多くいただけるよう

になったと。特に、これは県の繰り入れ分をいた

だけることになったんですけれども、この分につ

きましては、多くが例えばジェネリックや医療費

通知とかいった実績のお金というのはそのまま来

るんですけれども、そうすると当然人口が多い、

被保数が多いところに多くいくという流れになる

わけですけれども、宮代町で評価いただきました

のは、今回もご質問いただいている特定健診がま

ず受診率の伸び率が１位という評価をいただきま

した。ここがもうかなり高額の評価をいただきま

した。それと、このＰＲ活動といったところとか、

特定保健指導の取り組み状況、こういったものが

全て県内でも１位という評価を実はいただいたと

ころでございまして、その結果予定額よりも

5,000万円多くいただけるということは、結果と

していただいたというところでございまして、こ

の数字は、正直申し上げますと県内でもトップク

ラス的な高い数字をいただけたなと。被保数割か

らいきますと、というふうに考えているところで

ございまして、やはり税だけで法定外赤字を解消

していくということではなくて、私ども保険者と

してもなお一層の努力をいたしまして、公費獲得

をさせていただいた上で、税率というのを検討し

ていきたいといっているところの姿勢で臨んでい

るところでございますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最後から言います、特別交付金でございます。

先ほど課長のほうが説明されました5,000万円獲

得のために努力を、健診だとかそういうもので埼

玉県で１位なんだと。それはわかります。それは

努力ということでやることはわかるんですけれど

も、保険者の税率ですよね、収入別に言えば、所

得別に言えば、ゼロの人がかなり多くなってきて

いる。そういうところにそれを配分するとか、い

ろんなことができると思います。その辺のところ

で、所得が低い人に誰もが町民であれば健康で長

生きしたいというのがこれは希望だと思います。

そのために健康保険、皆保険というのがあるんだ

と思います。どこかでそれはやらないと、国が本

来であったらやるべきなんですけれども、なかな

か国はやらないというのが今の現状でございます。

そうすると、やっぱり自治体のほうでそれは回っ

てくる。しかし、これは県のほうに健康保険は回

ってしまったということでは、なかなかそれがで

きないということになれば、一般財政を投入しな

ければそういう人たちが救われないということに

なると思います。ぜひそういう評価された金額を

回すように私は希望をいたします。ぜひその辺の

ところはよろしくお願いします。 

  やはり、さっきの保険税は４人家族で300万と

いうことを言っていましたけれども、協会けんぽ

からすると３割ぐらい高いんですか、４割ぐらい

高いんですか、その辺のところをもう一度お願い

したいと思います。どのくらい高いのか、協会け

んぽと比べて、宮代町の同じ上限でやった場合は

どのくらい高いものなのか、一つだけお願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  先ほど、一概に制度の違いから比較できないと

いうお話をさせていただきましたけれども、当然

協会けんぽの保険料につきましては、事業者負担

があるわけでございます。国民健康保険につきま

しては、被保険者それぞれが所得や世帯の加入者

数に応じて等しくご負担をいただくようなことを

原則としている制度でございます。 

  しかしながら、実際に医療費で見ますと、保険

税に必要な医療費でございますけれども、協会け

んぽさんでいけば、１人当たりが約十七、八万円

ぐらいというふうに伺っておりまして、市町村国

保でいけば35万円でございますから、医療費は倍

になっている状況ということもあります。こうい

った中で保険税というものがあるわけでございま

すけれども、なかなか簡単には比較いかないんで

すけれども、以前ちょっと調べたことがあるケー

スでお話し申し上げますと、年収400万円の４人

家族で比較した場合、協会けんぽさんでいけば年

20万、940円程度。町の保険税でいけば33万7,500

円ということで、町のほうがもちろん高い状況に

なっております。これが年収280万円のひとり暮

らしになりますと、実は協会けんぽさんが年８万

866円、町の保険税が９万7,700円、これは新税で

やった場合だったと思いますけれども、このよう

な比較をしたことがございます。ただし、これは

当然町の国民健康保険税というのは、所得が低い

方に軽減が入るわけでございまして、低所得者の

層で比較をしますと、協会けんぽさんのほうが高

くなる階層も実はあったように記憶してございま

す。ですので、なかなか制度の違いということも

ありますし、先ほど申し上げましたかかっている

１人当たりの医療費、特に医療費の話で申し上げ
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ますと、40代、50代の医療費が協会けんぽさんと

国保で大きく開きがあったように記憶しています。

その原因の一つが、現役世代の入院費の高さにあ

ったように思っていまして、特に精神疾患などの

割合が著しい相違があるものでございます。いわ

ゆる働き盛りのサラリーマンの方が心の病にかか

って退職して、国民健康保険に加入して、長期入

院されるみたいな傾向がやっぱりありまして、こ

の医療費にかかっている、先ほど申し上げました

状況というのは、非常に協会けんぽさんと違うと

いうところはご理解いただければなと思っており

ます。当然、その医療費がこの保険税、保険料の

基礎となるわけでございますので、そういった部

分もお含みおきいただきながら、この制度の違い

というものがあって、一概にこの負担率というの

が比較できないのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最後になります。 

  医療費が違うことは当然です。協会けんぽは働

いている現役生が大体です。国民健康保険は先ほ

ど言いましたけれども、非正規だとかそういう人

たちがもう圧倒的多数です。本当にゼロの人もい

ます。それで年をとっています。医療費が高くな

るのは当然です。この根本的な原因、医療費が高

く、そして加入者が高齢だと。そういうことも含

めて、やっぱりこれは国の制度として、私は矛盾

を解決していかないと、幾ら町で一般財政投入し

たから、本当に一部だと思いますけれども、国の

制度を変えていくということは私は大事だと、先

ほど言いましたように、国のほうに求めていくん

だというふうなことは大事かなという感じがしま

すので、ぜひその辺のところは町のほうでも強め

ていただきたいと思っております。ただ言っただ

けじゃなくて、やはり市町村会に言って、まとめ

てやってもらいたいというのが私の希望です。ぜ

ひその辺のところを強めていただくということを

求めて、私の質問とさせていただきます。 

○委員長（丸山妙子君） 要望ということでよろし

いですか。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  １点だけ質問させていただきたいと思います。 

  予算書の254ページ、205ページにかかわる項な

んですけれども、第５款の保健事業費、第２項保

健事業費、１目疾病予防事業の関係の中で、この

中で前段者とも若干重複する面があろうかと思う

んですけれども、19の負担金補助及び交付金の中

で、人間ドックの補助金の申請者の増ということ

で、若干予算が増額されておるんですけれども、

この中で特に人間ドックの関係なんですけれども、

委員会の資料の中の80ページの中で、人間ドック

受診医療機関の状況ということで資料をいただい

ております。この中で、具体的に地域別、それか

ら受診者の数が載っておるんですけれども、具体

的に中身でちょっといろいろと聞くわけなんです

けれども、特に町内が12名、町外ということで県

内、県外ということで48名、23名、合計で83名と

いう数字が載っておるんですけれども、具体的に

町内とはどこを指しているのか。特に私なんかの

関係は、六花を注目しているんですけれども、六

花の受診率がどうなっているのか。町内、町外も

含めて、特別交付金、宮代町は受診率がいろんな

面で評価されているということなんですけれども、

この人間ドックの関係の中身をちょっとお聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 
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  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず１点、資料の80ページの人間ドックの受診

医療機関の状況につきまして、後期の状況になっ

ておりまして、その辺をちょっとご理解いただき

たいと思います。その上で国保の町内医療機関の

状況ですが、30年度の状況になっております。 

  人間ドックの受診状況については、国保のデー

タが今ちょっとなくて、特定健診のほうでしたら

あるんですけれども、人間ドックのデータが今手

元にございませんので、後でお調べして、提示さ

せていただきたいと思います。 

  参考までに、特定健診のほうの町内の受診状況

ですけれども、30年度につきましては、国保の特

定健診が840件ございまして、そのうち六花が494

件でございまして、パーセントにすると大体55％

ぐらいとなっております。 

  人間ドックにつきましては、感覚といたしまし

ては、もとむらさんと六花でございまして、あと

はほとんど町外の医療機関でございます。後でデ

ータのほうはお示しさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） できましたら、予算書の中

で人間ドックの補助金の申請ということで、これ

は利用者が多いということで、補助金の若干の増

額になっていると思うんで、できましたらやはり

事前にデータ的なものを出してもらわないと、ど

うして増になったのかなというふうに思っている

わけです。特に、六花の関係なんですけれども、

昨年実は私も六花でドックを受診させてもらった

んですけれども、町内で六花で人間ドックをやっ

ているというのが極めてＰＲ不足。六花でもやっ

ているんですかというような人がたくさんいるわ

けです。そういう意味で、やはり公設民営で六花

を我々はいろんな意味でバックアップしている一

人として、人間ドックももう少しＰＲをしていた

だきたいなというふうに思っているわけです。地

元の関係なので、そんなことをひとつ含んでの質

問なんですけれども、例えば県内、県外でいうと

ころのこの県外というのは、どういうところの県

外なのか。ひとつお聞かせ願いたいというふうに

思います。どうしても、先ほど前段者の質問で、

春日部で受診者が多いような話も聞いておるんで

すけれども、やっぱり町内の六花をもう少し、質

量ともに充実するために、大いにひとつＰＲもし

てもらいたいなということなんですけれども、ひ

とつ県外の関係、どういうところへ行っているの

か、参考までにお聞かせ願いたいというふうに思

います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、県外の件ですけれども、東京都内へ行っ

ている方が多うございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  ２点ほどちょっと聞いておきたいんですけれど

も、国民健康保険が県のほうに委託されまして、

宮代町としては事業内容と人件費の内容、どのぐ

らい割愛できたのか。 

  もう一点は、31年度の国民健康保険税率の見直

しというのがありますけれども、私たちの予算書

にありますけれども、たしか前回も値上げしたよ

うだったけれども、これは毎年上げていくのか。
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今後も見直しをしていくというふうに文章的には

書いてありますけれども、毎年値上げしていくの

か。確かに財政は苦しいと県は言っていますけれ

ども、ですから私は一番初めに、宮代町としては

人件費と仕事量はどのぐらい減ったのか。それに

よって毎年上げられたんでは、町の保険者はかな

わないと思います、毎年上げたんでは。賃金は毎

年上げたほうがいいけれども、こういうものにつ

いて、どんどん毎年上げられたんでは困ります。

今回はこれで幾ら１人当たり昨年から上がるのか、

もう一回ちょっと教えてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） まず、１点目の都

道府県化によりまして、人件費等事業内容がどの

程度削減されたのかということなんですけれども、

人件費につきましては特に変わらない状況でござ

います。 

  事業内容ですけれども、今回の都道府県化とい

うのがまだ道半ばでございまして、今回30年度の

都道府県化で、財政的な部分の一本化をされたわ

けですけれども、今後事務的なことがこれからず

っと続きまして、実は今県のほうで被保険者証と

高齢受給者証の一体化というのを32年度から進め

ようということで、今議論をさせていただいてお

ります。 

  それから、もう一つは、こちらは国のほうも絡

んでおりますけれども、今度保険証だけではなく

て、マイナンバーカードで医療機関を受診できる

ようにするというような取り組みも現在始まって

おりまして、それがやはり32年度以降ということ

ですので、これから都道府県化による効果が、事

業の効果として出るのがまだこれからなのかなと

いうふうに認識しております。 

  それから、２点目の保険税を毎年上げるのかと

いうことでございますが、今委員の皆さん、それ

からうちのほうで説明しているのは、平成35年度

までは２年おきに検討、見直しをしていきましょ

うということで説明をさせていただいております。

ただし、これもそのときの保険税の状況、それか

ら財政状況等をじっくりと検討させていただきま

して、そのときに本当にやるかどうかというのは、

その直前に判断をさせていただくということで、

ご理解をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

〔「保険税はどうなるか」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。 

  今回の改正で、１人当たりの保険税がどれぐら

い上がったかということでございますが、１人当

たり平均で7,054円でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 人件費については変わら

ないというけれども、何かそれだと意味がないね、

県に移管しても。やっぱり、県だって各市町村の

人件費を削減するという目的もあったはずですよ

ね。それで宮代は減らない。どういうことですか

と言われると思いますよ。人件費を減らさないほ

うが職員はいいかもしれない。だけれども、それ

を言うとまた職員ににらまれるかもしれない、

我々はそういうことを減らすべきだろうと。でも、

町のこの健康保険税を支払っている人は、今回１

人7,050円も上がるわけです。また、２年後どの

ぐらい上がるか知りませんけれども、相当の支出

になるわけ。そうすると、目がどこへ行くかとい

うこと、町は県に渡しちゃって、人件費が減って
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ないんじゃないかと言われますよね。議会はそこ

ら辺は何も言わないのかと言うと思います。やっ

ぱり、何のための県移管だったかという。それが、

今その後事務的なことの問題やマイナンバーカー

ドの利用によって、どうのこうのなんて説明があ

ったようだけれども、こんなことでは理解はしな

いと思います。当然のことだと、そのぐらいのこ

とはと。 

  確かに、健康保険に加入している人の健康を守

るという運動というのはどのぐらい増加している

のかわかりませんけれども、これは確かに大事な

ことだよね。これも今までと同じようだと、そう

いうことだけやって、ただ保険税だけ値上げしま

す。仕事量は同じだけれども、人件費は同じだか

ら、人件費を減らさないんでしょうけれども、私

はそうじゃないんじゃないかなと思うわけです。

そこら辺どう思っているのか、もう一回お答え願

いたいと思います。 

  この２年おきの値上げ、たしか去年値上げする

ときに毎年上げていくような説明はしていました

よね、確かに。でも、これはどこまで続くのか。

県の関係からいくと、この下に書いてありますけ

れども、埼玉県の標準、町の標準、いろいろ書い

てありますけれども、これを見ていくと、宮代町

は確かに県より低いよね。そうなると、県に近づ

けると、これは幾らになるんでしょうか。今のこ

の段階で。県の考えからいったら幾らになります

か、宮代町は。あと、幾ら上げたら追いつくんで

すか。これは月賦じゃないけれども、毎年２年お

きに上げたほうが保険者は助かるでしょうと言わ

れるかもしれないけれども、やっぱり最終的に幾

らぐらい上がるのかというのは、大変だと思いま

す。まして、また消費税が上がったり、生活に困

難が出てくるのに、健康保険も上がりますと。そ

ういう方法をとっていいのかなというふうに私な

んかはよく思うんですけれども、どうなんですか、

最終的には幾らになるんですか、県に合わせたら。

それを今から教えておいてもらいたいと思います。

人件費は減らないというのも、もうちょっとどう

いう考えなのか教えてくれますか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  国保年金担当主査。 

○国保年金担当主査（村山善博君） 村山でござい

ます。 

  人件費に関しまして、ちょっと補足的な、あと

は現場的な視線でちょっとお話したいなと思って

いるんですけれども、私は国民健康保険に来まし

て３年目で、広域化前と広域化後をちょうどやっ

ているんですけれども、これは本当に事務レベル

で一番感じているのは、補助金だとか負担金、そ

ういった統計、年報的な取りまとめの事務が、今

まではずっと市町村の職員が責任を持って宮代町

の答えを100％出していたんですけれども、30年

度以降、今年度については各63市町の情報を県が

取りまとめる。それを国に責任を持って報告をす

る。修正するんであれば県が修正をするというん

で、非常にそこは簡素化になりました。そこはも

う本当に実感として、これで本当にこんな報告で

いいのかなというぐらい、宮代の事務負担は軽減

されていると思っています。実際にその分で、私

は去年まで予算編成なり、負担金の事務をやって

いましたけれども、かなり手があきましたので、

今年度、具体的に言うと特定健診の関係で、受診

勧奨を今までは文書でしかできなかったんですけ

れども、実際現場に入って、お宅をピンポンする

ぐらいまでできるような時間的な余裕が事務的に

はできました。そういった事務がなくなったので、

もっと保健事業を充実できるねという時間が割け

ましたので、人件費総額は変わらないんですけれ
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ども、今まで負担金事務に割いていた事務時間を、

そういった健康づくりとか保健事業の事務に割く

時間に振り変わったような実感は、正直自分の中

では、30年度は大きくあります。すごく、今まで

本来しなきゃならない保健事業が、そういう法令

の決まりでやらなきゃならないという固苦しい事

務から、町の被保険者の方に向けて、もっと健康

になりましょうよとかというふうな事務に切りか

わっているというのは、すごく実感としてはあり

ます。なので、正直人件費が下がるか下がらない

かというと変わらないんですけれども、その内訳

がちょっと変わっているかなというのは現場では

すごく思っているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  当然、都道府県化に伴って、そういった事務改

善、それから費用的な効果も上げていかなきゃ今

後もいけないと思っておりますので、引き続きし

っかりやってまいりたいというふうに思っており

ます。 

  それから、次の県の保険税率にしたら幾らぐら

いになるかということでございますが、30年度の

標準保険税率で申しますと約10万円、１人当たり

の保険税額が１人約10万円になります。さっきの

31年度の調定額８万6,000円と言いましたので、

これより１万4,000円ぐらい上げないといけない

ということになりますが、この標準保険税率も毎

年変わりますので、また１年後、２年後はまた変

わっているというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。人件費の

ことについては、私ももう少しほかのところから

研究したいと思います。いろいろあちこちの市町

村の議員さんとか、いろいろな人に聞きながら勉

強したいと思います。 

  保険税の関係ですけれども、もう一回ちょっと、

あと１万4,000円ほど上げなくてはならないと。

今回の7,054円を別にして、あと１万4,000円上げ

るということね。そうなると約２万1,000円上げ

るわけだね、今年を含めてということになるわよ

ね、数字上は。そうなるかどうかわからないにし

ても、その前に保険税は総額幾らでしたか、30年

度１人平均。今先ほど報告しましたよね。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  30年度の１人当たりの保険税額ですけれども、

31年度になりますけれども、１人当たりの平均保

険税額８万7,102円でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  先ほど、副課長が申し上げました保険税必要額

が10万円というお話をさせていただきました。県

は標準保険税率のほかに、保険税必要額というの

を市町村ごとに実はお示しをしておりまして、要

は宮代町であれば、これだけの保険税が必要です

よという額でございます。実は、これは県で資料

であるんですけれども、31年度の保険税必要額が

増額となった県内の市町村数は60、いわゆるほと

んどの市町が31年度、30年度と比較して保険税必

要額が上がっているという状況で、これは宮代町

に限ったことではないところでございます。 

  この増加している原因ですけれども、やはり１
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人当たりの保険給付費また後期高齢者支援金、要

は後期高齢者制度を支えるための支援金と介護納

付金、これがいずれも伸びているということが県

内の傾向でありまして、どうしても各市町村への

納付金も増えますし、保険税必要額も上がってい

るというような説明を受けているところでござい

ます。 

  補足は以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。保険税は

ひとつ余り上げない努力をしてもらいたいという

ことを言っておいて、質問を終わります。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  昨年の４月から国保の都道府県化がスタートさ

れて、各都道府県の示した標準保険料率に基づい

て、宮代町でも国保税を算出した結果の値上げ、

引き上げだと思いますが、これは去年、おととし

も前倒しでやっているということは何回も言って

きました。 

  私は今回気になっているのは、国のほうでは、

国民の批判を恐れて激変緩和を国が支持したため

に、国保税がそんなに負担増という事態には至ら

なかったという話も聞いているんですけれども、

宮代の場合は激変緩和がどういうふうになってい

るのか、まず１点お尋ねしたいと思います。 

  それから、標準保険料率なんですけれども、こ

れは一般会計から国保会計への公費繰り入れ、つ

まり法定外繰り入れを行わないということを前提

に計算されていますよね。実際の国保税を標準保

険料率に合わせることを国のほうは求めているわ

けなんですけれども、そうすると、合わせようと

すると、これはもう当然今回のように国保税の引

き上げを抑えてきた宮代もそうなんですけれども、

これは引き上げざるを得ないということで、とん

でもないことだというふうに思いますけれども、

まずその点で子育て世帯とか、それから低所得者、

特に、障害者、ひとり親家庭については、どのよ

うな影響を受けるのか。まず、その点についても

お尋ねしたいと思います。 

  それから、先ほど今後どうなるのかというよう

な質問も出ておりましたけれども、19年度の標準

保険料率はどういうふうになっていますか。まず

その点もお示し願いたいと思います。 

  それから、標準保険料率自体が高齢化による給

付費の増加などによって、毎年のように引き上が

る仕組みになっています。そういう意味では、町

から言えば二重の国保税を引き上げる、そういう

圧力にさらされているのではないかなというふう

に思いますけれども、その点についてはどのよう

に考えておりますか。その点も伺いたいと思いま

す。 

  それから、今回の引き上げですね。保険者の影

響ということで、平均で１万963円、それから１

人当たり保険税が、先ほど言ったように８万

7,102円、これは11月よりも若干下がっています

よね。それから、１世帯当たりの保険税、全協で

示されたときの１世帯当たりは13万7,000円、そ

れが今回12万9,000円となっています。この辺の

状況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それで、今回町は被保険者に対して、値上げに

ついて丁寧にご説明するということだったんです

けれども、これについての反応はどうなんでしょ

うか。その点についても伺いたいと思います。 

  まず、以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１９分 
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再開 午前１１時３３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんお集まりなような

ので、再開いたします。 

  引き続き、国民健康保険特別会計予算の質疑を

行います。 

  答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  まず、１点目の激変緩和措置につきまして、お

答えを申し上げます。 

  激変緩和でございますけれども、実は国分と県

分、そして国・県の措置後の繰り入れ分という種

類がございます。それで、総額を31年度は2,330

万円程度というふうにお話を今までしてきたとこ

ろでございまして、30年度が7,900万円でござい

ましたので、約5,500万ぐらい減額になったとい

うのが実情でございます。 

  この激変緩和でございますけれども、まず以前

からお話ししていますように、国は段階的に激変

緩和を縮小していくというふうな説明をしてきて

いるわけでございまして、埼玉県におきましても、

まず国分が13億実は減っています。30年度が埼玉

県に33億配分されているんですけれども、まずそ

れが20億になっているということがまず大きくあ

ります。逆に県の戻し入れ分という、最後先ほど

申し上げました国・県措置後の戻し入れ分という

のは、逆に実は８億増加しているところではあり

ます。こういう埼玉県の配分の中で、まず国分が

減ったことが大きく宮代町に影響していまして、

30年度が国分が6,400万円程度あったものが、31

年度はこれがもう600万円ぐらいになっています。

この31年度の激変緩和につきましては、29年度と

31年度の予算額の丈比べを、１人当たりの必要額

の丈比べをして、県平均よりも超えているか、超

えていないかで激変緩和措置が講じられるんです

けれども、それが宮代町につきましては、約

5,800万円ほど減額になっているというのが、ま

ず大きな要因でございます。 

  一方、県の措置分、繰り入れ分につきましては、

実は増額になっているんですけれども、この県繰

り入れ分には全市町村が被保数に応じて配分され

るものでありますので、宮代町におきましてはそ

の効果がこれで得られない背景がございます。そ

ういった制度の状況に応じまして、今回宮代町に

つきましては、約5,500万ほど30年度より大きく

影響してしまっていると。当初、税率改正を検討

していたときに、試算していた宮代町のほうでは、

激変緩和を5,000万ぐらい31年度もいただけると

いうような想定で推計していたところでございま

して、やはり大きくここでずれてしまっていると

いう現状がございまして、今回31年度の予算額に

おきましても、法定外が減ることができなかった

というようなことが実はございます。 

  それから、２点目の標準保険税率でございます。

委員ご承知のとおり、標準保険税率につきまして

は、適正な保険税を設定するための具体的な目指

すべき保険税水準というふうに県は言っていると

ころでございますけれども、宮代町につきまして

は、今回の改正に当たりまして、均等割を引き上

げさせていただいたと思っているところでござい

ます。当然、保険税の引き上げは被保険者の皆様

に少なからずも当然影響を及ぼしているものとい

うふうに十分認識しているところでございますが、

国民健康保険税は先ほども申し上げましたとおり、

被保険者それぞれの所得や世帯の加入者数に応じ

て、等しくご負担いただくことを原則としている

制度でございます。しかし、宮代町につきまして
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は、所得水準が高い水準にはございませんので、

被保険者全体で広くご負担いただく必要がござい

ます。そのため、やむなく均等割を引き上げさせ

ていただいているわけでございますが、均等割に

つきましては、委員ご承知のとおり軽減が適用さ

れるものでございまして、子育て世帯や、または

所得が低い方につきましては影響を少なくするこ

とができる。一方で、軽減分は国・県から公費と

して来ますので、公費を獲得することができるわ

けでございまして、こういった中で、当然先ほど

委員がおっしゃられた子育て世代といったところ

にも影響があるということはありますけれども、

均等割を引き上げた背景につきましては、このよ

うな制度の流れからいって、宮代町につきまして

はやはりある程度引き上げが必要だと。標準保険

税率に近づけていく必要があるということと、そ

れから均等割につきましては軽減がかかるため、

子育て世帯や加入者が多い世帯や低所得者に影響

を少なくすることができるという部分はご理解い

ただきたいと思っております。例えば、低所得者

の７割軽減がある方でいくと、今回の引き上げで

は１カ月当たり１人200円ぐらいの引き上げとい

うことになりまして、ある程度限定的に抑えるこ

とができているというふうには理解しているとこ

ろでございます。 

  その上で、例えばですけれども、これまでもい

ろいろお話しいただいております子供の均等割軽

減、こういったものにつきましては、やはり少子

高齢化社会に対応するための大きな課題であると

いうふうに町としても認識しているところでござ

いまして、引き続き国に要望してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ３点目の平成31年度の標準保険税率でございま

すが、まず医療分の所得割につきましては6.84、

均等割につきましては３万9,475円。支援分につ

きましては、所得割が2.29でございます。均等割

につきましては１万3,108円。介護分の所得割が

1.93、均等割が１万4,293円でございます。 

  次に、４点目の保険税を一回上げて、またさら

に医療費分が変わった場合に二重課税になってし

まうのではないかというご指摘でございますが、

県から示されます標準保険税率の仕組みですけれ

ども、これは各市町村の医療費、それから所得を

勘案して出している数値でございますので、医療

分が上がったということで二重課税にはならない

というふうに認識をしております。全て標準保険

税率の中で、そういった医療分の減少とか増加、

それから所得の減少、増加を含めて、それも勘案

しての数字というふうに考えております。 

  続きまして、５点目の29年度の１人当たりの調

定額が８万8,000円で、それが８万7,000円に下が

ったということでございますが、これについては

１人当たりの所得が下がったのではないかという

ふうに考えております。 

  次の質問ですけれども、今回税率改正のチラシ

を配布させていただいた影響でございますけれど

も、特に大きな混乱はございませんで、やはり幾

らぐらい上がるのかというご質問を20件ほどいた

だいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  まず、もう前段の山下委員からあとずっと質問

が出ていますので、大体答えも出ているんですが、

この激変緩和で特別交付金がもらえるようになっ
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たということで、これは引き上げる前ですよね、

最近ですから、県のほうから示されたというのは。

これだけ国保税が引き上げられているので、ぜひ、

保険税はやっぱり高過ぎると思いますので、この

国保税の引き下げに充てられないかどうかという

ことなんですが、その点についてまずお尋ねをし

たいと思います。 

  それから、それぞれ伺いましたが、今回の国保

税はやはり均等割が上がりました。均等割という

のは、いつも言うように、子供が生まれるともう

容赦なく１人生まれれば均等割がさらに増えると。

人口減少、それから特に子供が産めない状況、そ

ういった中で、国保税の引き上げというのはそれ

に追い打ちをかけるようなものだというふうに思

いますけれども、その点ではやはり均等割の引き

下げ、特に国保税の引き下げということで要求は

しているものの、特に均等割、平等割はありませ

んので、それについての引き下げの考えをお願い

したいと思います。 

  それから、特に子育て世帯については影響はあ

るんですけれども、障害者、ひとり親家庭につい

てはどうなんでしょうかということでお尋ねした

つもりなんですけれども、それについてはどうな

んでしょうか。もう一度お尋ねしたいと思います。 

  私は、先ほど来から担当課長も国保は所得が低

い人、それから高齢者が多いというそういった中

で、国保も大変厳しいという認識は持っているん

ですけれども、本当にそういうふうに思うんであ

れば、やっぱり住民の国民健康保険税、国民健康

保険というのは皆保険ですから、このまま国保税

が県の標準保険料率に合わせていくとどんどん上

がっていくわけです。そうすると、住民の命と健

康、暮らしが脅かされる、そういうふうに思うん

ですけれども、そういうふうに思っているとすれ

ば、やはりこれは引き下げるべきだというふうに

思うんですけれども、その点。 

  何でこういうことを言うかというと、これは国

や県の指導があって、そういうふうにやりなさい

というふうに言っているんですけれども、この国

保の都道府県化のもとで、法令上標準保険料率は

あくまでも参考値にすぎないと言っているんです。

ですから、自治体はそれに従う義務はないという

ふうに国政でもやっているんですけれども、そう

いった点では、このあくまでも参考値にすぎない

と思うんですけれども、それについてなぜ忠実に

やらなければいけないのか。先ほど言った国保の

構造上、所得が低い、高齢者が多いとそういった

中で大変だ、そういう認識はあるんですけれども、

でもなおあくまでもそれは参考値であって、引き

続き法定外繰り入れをしますというふうにはなっ

ていないんです。それを、むしろ県・国が言うよ

うに、赤字だから赤字解消のために県・国に従っ

てやっている。これは義務じゃないんです。あく

までも参考値なんです。ですからそういう意味で、

町民の命、暮らしを守るとすれば、国保税の引き

下げ、法定外繰り入れでやるべきではないかなと

いうふうに思いますが、その点どうなのかという

ことでお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課、小暮でござい

ます。 

  まず、１点目でございますけれども、保険税が

高過ぎるということで、今回特別調整交付金も

5,000万円をいただけるといった中で、引き下げ

に充てられないかといったようなご質問の趣旨で

よろしかったかと思いますが、今回３月補正で法

定外繰入金を１億5,000万円にさせていただいて

いるところでございます。今回この5,000万円が



－３６０－ 

特別調整交付金で確かに公費を獲得することがで

きましたけれども、まだまだ法定外繰入金が１億

円以上あるという中で、これをすぐに保険税への

引き下げに活用できるかというと、そういう状況

にはなかなかないというふうに考えているところ

でございます。 

  それから、ちょっと３点目を先にお話しさせて

いただきたいと思いますけれども、標準保険税率

にそこまでなぜ忠実に従っていくのかというよう

な趣旨かなというふうに思います。 

  都道府県化につきましては、やはりこれまで市

町村の中での支え合いから、各市町村、それから

県全体での支え合いになったわけでございます。

当然都道府県化のもと、県の運営方針がございま

して、県のこの国民健康保険の財政運営の安定化

や健全化を実現していくためには、各市町村それ

ぞれが共通認識、共通理解のもとに国保事業に取

り組んでいく必要があるというふうに考えている

ところでございます。 

  そのため、これは何回も、前回の国保税改正の

ときにもご説明させていただきましたが、町の法

定外繰入金赤字というのは、今回この31年度予算

につきましても１億3,000万円という状況にあり

ます。今後もさらに厳しい状況が続くものと考え

ております。そして、先ほど申し上げました県の

運営方針では、35年度までに赤字の削減、解消に

努めるというところが示されているところでござ

います。 

  そのため、町といたしましては、県の運営方針、

考え方に基づきまして、段階的、計画的に赤字を

解消していきたいというふうに捉えているところ

でございます。 

  また、もし仮に県からの運営方針のもと、いず

れ全県統一という保険税が示されたときに、段階

的、計画的に引き上げておきませんと、それこそ

急激な保険税の負担を強いることになりかねない

というふうに考えているところでございまして、

やはり29年度から宮代町は引き上げさせていただ

きましたけれども、この解消期間を長くとること

で、やはり計画的に引き上げていくことで、急激

な負担増を回避するということが私どもの柱にあ

って、検討してきたところでございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ２点目の障害者とひとり親家庭への国保税の影

響でございますが、子育て世帯と同じでございま

して、障害者の方も１人の被保険者として捉えま

すので、均等割のほうがかかってまいります。均

等割につきましては、ご承知のとおりに法定軽減

が入りますので、所得のない方であれば、こうい

った法定軽減がかかってきて、通常の方よりも若

干安い金額になるのかなというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ずっと答弁を聞いていても

平行線なんです。国民健康保険制度の構造的な問

題があるという認識はあるけれども、国や県から

示された赤字解消、だからその辺の認識がもう全

然そこから違うわけで、それを解消するために、

しかもそれをしないと一気にどーんと上がってし

まっても困るというような言い方で、全部引き上

げられるという、上げていくという前提でなって

いるんで、でも私は自治体の本旨というか、やは

りそれは住民の福祉増進、これが地方自治の本旨

にのっとって国保税も決めていかなければいけな

いと思う。そういう意味では、やっぱりこれだけ
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国保税を上げていく。先ほど来、これから１万、

１万2,000円上がっていくというようなことなん

ですけれども、それだと皆保険にならないんじゃ

ない。先ほど国保事業の安定化のためと言ってい

るんですけれども、あと持続可能な国保事業とよ

く言うんですけれども、これは被保険者がいての

制度、事業です。その肝心なこんなに国保税が上

がっていく中で、被保険者そのものがどうなって

しまうんですか。これはもうとてもじゃないけれ

ども払いたくても払えない、そういった被保険者

が多くなって、脱退することもできない。そうす

ると、やっぱり滞納者が増えていく悪循環になる

だけじゃないですか。私はもう一方で、だからこ

そこの国民健康保険制度の構造的な問題があると

いうことで、知事会も市町村会、町村会も挙げて

１兆円減税というふうに言っているんですけれど

も、本当にそういうふうにすべきだと思うんです。

でも、それはただ声を上げるだけじゃなくて、や

っぱりこれは大変だから、少なくても宮代町はこ

ういうふうに従来どおり、参考値にすぎないんで

すから、先ほど言っていないけれども、そういう

意味ではどうなんでしょうか。最後ですので、そ

の辺やっぱり町民のことを思えば、そういうふう

な立場に立つべきだというふうに思いますけれど

も。変わりませんか、その点についてもう一度。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  やはり、安定的な運営というところは、根本的

に何があるのかなと考えますと、少なくても被保

険者の皆様が安心して医療を受けることができる、

まずこれだというふうに思っております。そのた

めの健全運営だというふうに理解しているところ

でございます。 

  町の国保財政状況は、これまでご説明させてい

ただきましたとおりでございまして、こういった

中でどうやったら安心して医療を受けることがで

きる、運営ができるかということを含めて検討し

てきているつもりでございます。 

  そのために、今回の改正につきましては、やは

り繰り返しになりますけれども、被保険者の皆様

に改正の趣旨を十分ご理解いただき、そんな中で

もやはり納税の厳しい方につきましては、実情に

応じてきちんとご相談に応じさせていただきなが

ら努めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  今、前段者の質疑の中で、ちょっと私もわから

なくなっちゃったんですが、31年度の標準保険税

率ということでご答弁ございましたが、私たちの

予算書のこのことを多分言われていたんだと思う

んですが、これと違うのはどんなふうな理由なの

かお伺いします。 

  それから、あと答弁の中で、公費獲得に向けた

取り組みを町は一生懸命しているということでお

話がございまして、特定健診の伸び率が県内１位

だったというのは12月議会のときの全協でも聞き

ましたが、今回県内の順位が１番だったというの

は、何が１番になったのか確認させてもらいます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、私の予算書に載っています標準保険税率

ですが、こちらは30年度の標準保険税率でござい

まして、先ほどご説明させていただいたのが、そ
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の後に出ました31年度の標準保険税率でございま

す。標準保険税率は毎年出すことになっておりま

して、私の予算書の編集のときに、31年度がまだ

公表されていなかったものですから、30年度の税

率を載させていただきました。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  国保年金担当主査。 

○国保年金担当主査（村山善博君） 村山でござい

ます。 

  ご質問のありました県の補助金の関係で、宮代

町が１番と評価されましたのが、まず１点目が平

成28年度、29年度の特定健診受診率の伸び率が、

市町村、国保組合とか含めまして１番だったとい

うところでございます。それに加えまして、保健

関係の特定健診の受診勧奨の取り組みだったり、

保健指導の取り組み、あとは保健事業のＰＲの関

係で、この３つの項目で県内で一番上の評価をい

ただいております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  先ほどの標準保険税率につきまして、ちょっと

訂正をさせていただきます。37ページには既に31

年度の標準保険税率を示させていただきました。

なぜ30年度を出すかと申し上げますと、今回税率

改正に伴った一定のルールのご説明を今までさせ

ていただきましたけれども、それは検討段階での

標準保険税率を参考にしているというところでご

ざいまして、31年度の税率が出てくるのが１月で

ございまして、この原稿には間に合ったところで

ございますけれども、これまで私どもが説明して

きている税率改正に伴う検討するときの標準保険

税率が30年度の標準保険税率を参考とさせていた

だいたというところで、比較の表には30年度を出

させていただくものもございまして、混在してい

るところでまことに申しわけございませんが、何

分最終的な本算定と標準保険税率が示されますの

が１月になりますので、私たちの予算書には間に

合ったというか、参考として載せさせていただい

たというふうにご理解いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

〔「数字違っているの」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  実は、この標準保険税率は２回出されるんです。

仮算定の標準保険税率と本算定の標準保険税率が

実はございまして、仮算定は秋に出るんですけれ

ども、そこでも一回標準保険税率が示されます。

その後、１月に本算定が出て、標準保険税率があ

るので、31年度も２種類あるいったところでちょ

っと相違点がありまして申しわけございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 12月議会の速報というの

は、その年の秋に出された速報分で、この37ペー

ジのが一番新しく出された標準保険税率というこ

とですね。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めてもよろしい

ですか。 

○委員（角野由紀子君） だから、私は理解しまし

た。37ページのが一番新しい算定だというふうに

理解しました。 

  それから、今県内ＰＲだとか取り組み状況、公

費獲得の取り組み状況を聞きましたが、そうしま

すと、そのときに聞いたのがその県内順位で、公

費獲得が63のうちの３番目だというふうに聞いて
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いたんですが、そうしますと、昨日の速報があっ

た感じでいきますと、その公費獲得の順位が63分

の中のどれくらいになるというのがわかりますで

しょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、標準保険税率の件ですけれども、私の予

算書にあります37ページの税率が最新の数字でご

ざいます。 

  それから、ただいまありました保険者努力支援

制度の順位の件ですけれども、これまで資料でお

示しさせていただいた県内順位で３位のやつは29

年度の評価でございまして、今回示されましたも

のが30年度の評価になります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  補足でございますけれども、どうしても予算を

組むときは仮算定で全て組ませていただいていま

すので、比較は全部仮算定の数字でご答弁申し上

げているものが多数でございます。そこの点をお

含みおきいただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） まだ審議が終わったばかり

なんで、本会議のときに表明したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより、採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第30号 平成31年度宮代町国民健

康保険特別会計予算についての件は原案のとおり

可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０８分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  先ほどの宮代町国民健康保険特別会計について、

担当課から話があります。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  先ほど、国民健康保険特別会計の審議の中で、

丸藤委員さんの質問の、31年度の標準保険税率の

内容についてご説明をさせていただきましたが、

それは私の説明の誤りでございまして、大変申し
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わけございませんでした。正しくは、私の予算書

の37ページにあります町標準の数字が最新の数字

となっておりますので、訂正させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  それから、唐沢委員さんから質問いただきまし

た国保の人間ドックの内訳でございますけれども、

まずは町内につきましては、もとむらクリニック

が９件、六花が７件で16件でございます。こちら

は平成30年４月から９月末の数字となっておりま

す。県内ですけれども89件でございます。それか

ら都内が28件、それから県外が２件、合計で135

件となっております。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○住民課副課長（草野公浩君） 県内が89件でござ

います。県外は２件でございます。都内が28件で、

それ以外の県外が２件でございます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３２号の審査（住民課） 

○委員長（丸山妙子君） それでは、議案第32号 

平成31年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算に

ついての件を議題といたします。 

  これより、質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

  出席しております職員の自己紹介をいたさせま

すのでよろしくお願い申し上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○後期高齢者医療担当主査（関根盛純君） 住民課

後期高齢者医療担当の関根と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

278ページの関係なんですけれども、総務費の関

係なんですけれども、いろいろと前段で説明もあ

ったと思うんですけれども、改めてひとつお聞か

せをいただきたいと思います。 

  総務費が大幅に減額されている、１億2,400万

強の…… 

  改めて唐沢でございます。 

  後期高齢者はございません。失礼しました。申

しわけない。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点か質問させていただき

ます。 

  私どもの医療保険の制度で、前期とか後期など

で医療制度を分けること自体が差別と負担増に反

対だということで前もってから言ってあります。

その立場で質問させていただきます。 

  資料の80ページを見ますと、保険料の軽減、減

免状況を見ると、軽減、減免合わせて31年１月時

点で2,948人、80ページです。全部合わせて、２

割軽減、５割軽減、8.5割軽減、９割軽減を見ま

すと2,945人となっております。 

  最初にお伺いしますけれども、これは１月現在
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ということで、３月現在でまずは対象に何人ぐら

いの減税になっているのか、総合計では。まずお

聞きしたいと思います。実に2,948人では57％の

方が軽減か減免者です。町は後期高齢者の収入が

低いとまず最初に認めますか。その辺のところを

お願いします。 

  そんな上で、後期高齢者の保険の加入者の平均

所得と、あと総所得のあれというのは大体どのく

らいなもんでしょうか。平均収入というか、所得

がありますよね、全員の、平均の。この旧ただし

書きの所得別でいいますと、総所得250万円の人

が97万円だということになっております。という

ことは、上から３番目、ゼロから４番目のところ

に当てはまるのかなと感じがします。それで間違

いないのかなと思っているんですけれども。これ

を見るとほとんどの人が収入がもう250万円以下

というのが多い感じがするんです。国民健康保険

だとこの中にも入らない、私は思っております。

年間もらっても80万とか、最高にもらって90万と

かそんなもんだと思います。これではやっぱり後

期高齢者の収入が減っているなと私は思っており

ます。町のほうはどう考えているのか、その辺の

ところをお願いします。 

  また、29年度の加入者合計で4,919名、30年度

では5,187人ですが、１人当たりの平均保険料額

は上がり、調定額では下がっているが、その辺の

ところの説明というのはどういうふうな、何でこ

んなふうになるのか説明をお願いします。 

  それと、保険料の軽減部分である保険基盤安定

負担金分が増額となったためと説明されています

けれども、何でこれが増額になっているのか、そ

の辺のところの説明をお願いします。よろしくお

願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  １点目、31年度の３月の時点の数字がございま

せんので、31年度予算の見込みでお答えさせてい

ただきます。 

  まず、９割軽減が1,026人、8.5割軽減が726人、

５割軽減が488人、２割軽減が783人、合計で

3,023人で56.1％でございます。 

  続きまして、２点目のこの状況につきましてど

うかということなんですけれども、やはり被保険

者数に比べまして５割近い方が軽減を受けている

ということで、かなり所得の少ない方が多いかな

という印象を受けております。 

  続きまして、３点目の平均所得と平均収入は幾

らかというご質問でございますが、こちらは30年

９月時点での数字でお答えさせていただきます。

平均所得金額につきましては、１人当たり年間78

万3,837円でございます。平均収入については、

こちらはデータがございませんので、所得金額か

らすると約200円万前後かなと推察されます。 

  次でございますけれども、29年度と30年度の１

人当たりの保険料額の比較で、平均保険料が上が

っているのに、調定額が下がっている理由でござ

いますが、まず調定額が下がっている理由につき

ましては、法定軽減の対象者が増加をいたしまし

て、軽減額が増加をしているということでござい

ます。 

  それから、所得割の軽減特例措置の廃止により

まして、１人当たりの平均保険料が増加したもの

の、７割、５割、２割の法定軽減対象者が増加を

いたしまして、広域連合からの負担金が増加をし

て、軽減後の１人当たりの平均保険料額は減額し

たと考えられるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 
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○委員（山下秋夫君） ということは、やはり後期

高齢者、原則75歳以上ですけれども、やっぱり年

金生活、年金などの人たちが多いということで、

収入が少ないということだと思われます。そうい

う中で、保険料、医療費ですね。１人当たりの医

療費はどのくらいになってきて、昨年より上がっ

ているのか、30年、31年と比べて、どうなんでし

ょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  30年度の医療費につきましては、現在まだ終わ

っておりませんので、今具体的にちょっと数字が

出せない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 医療にかかる人から集めて、

こういう保険制度をつくること自体が無理だなと

いう感じがします。私は国に対してもとに戻すよ

うに、老人保健に戻すようにすれば、この問題も

解決するんじゃないかなという感じがしますので、

ぜひその辺のところも、宮代町健康保険と同じで

す。国に対して、市町村会を通じて要請するべき

ではないかなと思っておりますので、ぜひその辺

を強めていただきたいということで質問を終わり

にしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 質疑がないようですので、

これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 今終わったばかりなので、

また改めて本会議でお話しさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより、採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第32号 平成31年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算についての件は原案のとお

り可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３１号の審査（健康介護課） 

○委員長（丸山妙子君） 議案第31号 平成31年度

宮代町介護保険特別会計予算についての件を議題

といたします。 
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  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。よろしくお願いいたします。 

  担当職員につきましては、自己紹介で進めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 皆様、こんに

ちは。健康介護課で高齢者支援担当と介護保険担

当の副課長をしております岡村と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） 健康介護課、高

齢者支援担当主幹の齋藤と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 健康介護課、

介護保険担当の小林でございます。よろしくお願

いいたします。 

○高齢者支援担当主査（岡安英之君） 高齢者支援

担当主査の岡安と申します。よろしくお願いいた

します。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  順を追って質問しますけれども、まず、最初に、

予算書の278ページのほうの総務費の関係でござ

います。歳出の関係の。 

  この中で、大幅に減額をされている金額なんで

すけれども、１億2,400万強の減額になっておる

んですけれども。もちろん、説明欄の中には地域

密着型の特別養護老人ホームの整備が一応終わっ

たということの減だという説明があるわけなんで

すけれども、具体的に、この中身をひとつもう一

度、説明をいただきたいというふうに思います。 

  続いて、予算書のほうの300ページなんですけ

れども、第３款の地域支援事業費の関係、目の一

般介護予防事業費の中の特にこの中で、本年度の

特徴ということで、ここに説明がいろいろ載って

おるんですけれども、特にこの中で幾つか質問す

るわけなんですけれども、サロンの関係でござい

ます。 

  特に、サロンを充実したいということで、私た

ちの予算書の中の９ページのほうにも具体的に中

身が載っておるんですけれども、この中で、新た

にリニューアルするということで、具体的には、

施設利用料を新たに補助するというような説明も

ありますし、また、２回以上開催する場合、何ら

かの形でバックアップするというような中身が載

っておるんですけれども、この中身についてひと

つ説明をいただきたいと思います。 

  それから、後期実行計画の成果目標ということ

で、町内30カ所を目指してサロンを開催するとい

うことで、今、着々と準備が進んでいるわけなん

ですけれども、具体的に、集会所等を活用したサ

ロンの開催となっておりますけれども、特にこの

中で集会所等ということで、等ということは集会

所がない地区に対しての対応をどう捉えているの

か、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、同じく、予算書のほうの300ページ

なんですけれども、実は、みやしろキラキラ体操

の普及ということで、この何年か、いろいろと努
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力しているようなんですけれども、現実的にキラ

キラ体操が普及が若干鈍いのかなというような状

況があるわけなんですけれども、この原因は一体

何なのか、ひとつお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

  とりあえず、以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  唐沢委員さんからの質問にお答えを申し上げま

す。 

  まず、予算書の278ページ、総務費の歳出の関

係でございますけれども、こちらにつきましては、

１億を超える大幅な減額となっているわけでござ

いますけれども、こちらにつきましては、本年度、

地域密着型の特別養護老人ホームの整備計画がご

ざいました。それを、県のほうに申し出をしてあ

ったわけでございますけれども、結果的に県の採

択を受けられなかったという事情がございます。

そちらの理由につきましては、県西部のほうで特

別養護老人ホームの空床が目立つということが第

一の理由だったというふうに事業者のほうから、

そのように県のほうから理由として言われたとい

うことを伺っております。 

  その関係で、地域密着型の事業計画整備の事業

計画がなくなったことから、31年度予算について

は、その分の県の補助金を一旦町のほうで受けて、

交付する予定であったものがなくなったというこ

とで、大幅な減額になったということでございま

す。 

  次に、地域交流サロンの補助金の関係でござい

ますけれども、こちらにつきまして、これまでは

地域交流サロンに取り組んでいる自治会等に対し

て、そちらの備品の購入費について補助をしてき

ております。 

  補助金の額につきましては、10万円を限度とし

て３年間、３カ年で10万円限度ということで交付

をしてきたわけでございますけれども、サロン連

絡会や、サロンを運営している方々との意見交換

をする際に、要望として多く寄せられていたのが、

施設の利用料が毎回かかるサロンもあるというこ

とで、その利用料について、補助をしてもらえる

とありがたいというようなお話をたびたび受けて

おりました。 

  その関係で、サロンをこれから積極的に増やし

ていくために、30の目標ということで掲げており

ますけれども、増やしていくために、サロンの補

助金の見直しを行うということで検討を進めてま

いりました。 

  見直しの関係でございますけれども、これまで

どおり備品についても補助金の対象とすると、加

えて、31年度からは施設使用料について、集会所

等の使用料を１開催当たり1,000円を上限に交付

しようということで、今、要綱等の見直しをして

いるところでございます。 

  そちらにつきましては、まず、集会所等という

ことで、そもそもサロンにつきましては、集会所

だけでなくて、町内にある集会所、または公共施

設や介護施設、または賃貸住宅等で行われている

ような地域交流サロン、または、健康づくりの自

主グループの活動ということを対象に交付してい

るということでございますので、地区に集会所が

ないところについては、そのほかの公共施設や介

護施設の空きスペースや賃貸住宅ということで、

サロンを行うことも補助金の対象にしていくとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

  それから、キラキラ体操の普及についてでござ

いますけれども、キラキラ体操につきましては、
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ＮＰＯ法人と日本工業大学、そして町との３者の

共同によって、平成26年度に制作をさせていただ

いて、その後、普及活動をしてきているわけでご

ざいますけれども、なかなか普及が進まないとい

うふうに委員さんもおっしゃっておられましたけ

れども、いろいろ介護予防教室などで出前講座な

どを行っているんですけれども、ちょっと高齢者

の方からの意見としては、リズムに合わせていく

のに、ちょっとテンポが速いというようなことが

あって、立ってやる体操と椅子に腰かけてやる体

操の２種類があるんですけれども、椅子に腰かけ

てやる体操については、それほど疲れないんです

けれども、なかなか立ってやる体操については、

そのリズムについていくのが難しいというような

意見が出てきております。 

  そのようなことから、今、県のほうで推奨して

おります、いきいき100歳体操も同時に介護予防

教室などでも取り入れて普及を行っていることか

ら、どちらかというと、最近は、いきいき100歳

体操のほうが高齢者の方にとってちょうどいい感

じの運動になっているということで、なかなかキ

ラキラ体操のほうが普及というか浸透がされてい

ないのかなということでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、何点かひとつ確認を含めて

質問をしていきたいと思います。 

  まず最初なんですけれども、総務費の関係なん

ですけれども、大幅に減額されたのは今説明を受

けたとおり、県のほうの状況、特に県内では、や

はり空室があって、いろんな意味で見直しの時期

に来ているというような情報はもちろん確認をし

ているんですけれども。 

  例えば、宮代町内の特別養護老人ホームの現状

はどうなっているのか、ひとつお聞かせいただき

たいと思います。現在、町内では何カ所、何人特

別養護老人ホームに入居しているのかも含めてひ

とつお答えを願いたいと思います。 

  それから、サロンの関係なんですけれども、確

かに今、集会所がなくて、場所がなくて、開きた

くても開けない。特にこの中ではリーダーのいな

い、リーダーを一日も早く養成しなければならな

い、そういう地域もあるんですけれども。 

  例えば、私たちの予算書の中を見ても、１人当

たり３円というような額で高齢者サロンをバック

アップするということなんですけれども、ご存じ

のとおり、宮代町は高齢化率は31％強になってい

るわけなので、もっといろんな意味でバックアッ

プをするべきなのかなと。 

  そこで、ひとつお聞かせをいただきたいと思う

んですけれども、今、サロンでもいろんな創意工

夫をしてやっている、マンネリ化しないように、

本当に各地域で、あの手この手でいろいろと創意

工夫して今開催をしているんですけれども、例え

ば、食事を出しているサロンもある。特に何人か

で、グループで食材を購入して出しているという

ような地域もあるようなんですけれども。 

  例えば、この食事の関係で、安心・安全、特に

今、食品衛生上、極めてなかなか厳しい状況があ

ると思いますので、例えば、このサロンの中で食

事をつくっている団体で、食品衛生上、例えば、

保健所の許可とか認可とか、そういうものを受け

てやっているのかどうか。例えば、検便なんかも

含めてなんですけれども、そういう状況があるの

かどうか、そのようなものを指導しているのかど

うか、ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、キラキラ体操、普及が若干鈍くなっ

ているのは、リズムが速い、そんな声が聞かれて

いるわけで、実はいきいき100歳体操のほうが普
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及がするんじゃないかなと見ています、そんな声

も聞いているんですけれども。 

  これなんかも、地域によってはぼちぼち始めて

いる地域もあるんですけれども、やはり場所なん

ですよね。やりたくても場所がないと。集会所が

やっぱり１回幾らで料金を取られるというところ

もありますので、そういう意味で、なかなかやり

たくても場所がないというものもありますので、

お金のバックアップももちろんなんですけれども、

そういう環境づくりのバックアップもすべきでは

ないのかなというふうに思って、何か考えがある

のかどうか、ひとつお聞かせをいただきたいと思

います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、町内の特別養護老人ホームの現状につい

てでございますけれども、現在、提出をさせてい

ただきました資料の19ページをごらんいただけれ

ばというふうに思いますけれども、19ページに特

別養護老人ホームの施設待機者の情報ということ

で掲載をさせていただいております。 

  こちらについては、県の調査、平成31年の２月

25日に情報を更新したものでございますけれども、

１番の社会福祉法人みつなみ会のみどりの森と、

２番のみつなみ会ふるとねの郷、３番の真善会も

みの木、４番のまごころ会のひだまりの郷でござ

います。広域型の特別養護老人ホームというのが

１番と３番と４番、合わせて300床でございます。

２番のみつなみ会のふるとねの郷が地域密着型の

特別養護老人ホームで29床になります。 

  合わせて329の定員であるわけでございますけ

れども、今、町内からの入所者につきましては、

みどりの森が平成30年12月現在で45人の方が入所

されています。もみの木につきましては、34人入

所されております。ひだまりの郷が17人でござい

ます。合わせて96人でございます。あと、ふると

ねの郷、地域密着型の特別養護老人ホーム29床に

つきましては、29人全員町内の被保険者の方でご

ざいます。 

  こちらについて、待機者もそれぞれいるわけで

ございますけれども、町内の待機者については、

資料の22ページに町内の要介護３以上の特別養護

老人ホームの入所待機者ということで、宮代町に

つきましては、平成30年度で37人の待機者がいる

という状況でございます。 

  まず、特養につきましては、現状そのようにな

っております。 

  続きまして、サロンのバックアップでございま

すけれども、先ほど申し上げましたように補助金

の見直しを図るとともに、サロンの運営者の方々

と定期的に意見交換会を開催いたしまして、運営

をしていただいている方々の意見を酌み取って、

今後のサロン運営のための支援をしていきたいと

いうふうに考えておりまして、サロンの運営をこ

れから担っていっていただくために、新しく担い

手の育成を図ったり、また、なかなか地元に集会

所等がないような地区につきましては、お近くの

公共施設や、もしくは近くの集会所と調整をさせ

ていただいて、なるべく使わせていただけるよう

に、地区連絡会などで自治会長さん、区長さんに

お願いを申し上げているところでございます。 

  また、食事を提供しているサロンが幾つかある

わけでございますけれども、今のところ、県のほ

うから定期的に通知が来ておりまして、サロン等

で食事や飲み物を提供する際の注意事項について、

このようなことを守ってくださいねというような
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通知が来ております。その中では、きちんと食器

や調理器具について消毒とか手洗いやうがいを励

行するようにというようなことが書かれておりま

す。 

  その中で、特に今のところ検便等を行って保健

所に届け出をしているというようなサロンがある

というお話は伺っておりません。 

  その通知の中でも、今は、その通知に書かれて

いる注意事項を守って適切に運営してくださいと

いうことで、町のほうからはお話をさせていただ

いております。 

  続きまして、キラキラ体操の普及といきいき

100歳体操の関係でございますけれども、先ほど

も申し上げたように、キラキラ体操については、

なかなかリズムというかテンポが速いというよう

なことがあって、高齢者の方々が行うにはちょっ

と難しいというようなお話がありますので、それ

とあわせて、その方たちのレベルというんですか、

運動の能力に合わせた形で行えるように、いきい

き100歳体操についても推進をしているところで

ございまして、いきいき100歳体操については県

のほうも推奨しておりますし、一定の効果が検証

されているということで、できれば、その人たち

のレベルに応じて適切な体操をしていただければ

ということで、両方とも引き続き推進していきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

  あと、今行われている場所でございますけれど

も、集会所等で行われている団体がほとんどでご

ざいますけれども、先日、一般会計の特別委員会

のときにもお話が出まして、その集会所のバリア

フリーの関係でということで、今、調査をしてお

るところでございます。 

  こちらの調査結果は、今、町内に37の集会所が

あるわけでございますけれども、その37のうち中

の部屋までスロープ等が設置されていて、完全に

バリアフリーになっているところは37のうち５カ

所しかない。あとは、スロープが玄関先にはつい

ているんですけれども、なかなか玄関を入ってか

らの上がり框というんですか、それがあって、そ

この段差が解消されていないというところが幾つ

かありまして、あと、ほかのところはスロープ等

も設置されていないというような状況でございま

した。 

  こちらにつきまして、担当課の町民生活課のほ

うと調整をして、これから先、バリアフリーが進

むように、今補助金等も用意があるということで

ございますので、できるだけ多くの集会所がバリ

アフリーの環境整備ができるように働きかけをし

ていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  もう一度、ちょっと質問したいと思います。確

認したいと思います。 

  まず、特養老人ホームの関係なんですけれども、

町内では37名待機者がいるというような現状があ

るんですけれども、この待機者を解消するような、

何か具体的な対策はあるのかどうか。 

  現状の中では、ますますこれから需要が深まる

というとおかしいんですけれども、恐らく希望者

が増えてくるというふうに思いますので、その対

策を何かとっているのかどうか。基本的にはやっ

ぱり、特養、現状では少ないのかなというふうな

感じもするんですけれども。そこら辺をどのよう

に考えているのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

  それから、サロンの関係なんですけれども、例

えば、繰り返しになりますけれども食事をつくっ

ているところ、特にやっぱり１年を通して何かや
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っているようでございますので、特に夏場の関係

ですか。やっぱり食事をつくって、食中毒なんか

も起こる可能性もあるような心配があるもので、

ちょっと町のほうでもう少し具体的に指導すべき

ではないのかなと。 

  現実的に、町内のサロンの中で食事をつくって

いる団体は把握しているのかどうか。何カ所で毎

回食事をつくってやっているサロンがあるのか。

そこら辺を把握しているのかどうか。お聞かせを

いただきたいと思います。例えば、対象の人数も

わかればひとつお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

  それから、集会所の関係なんですけれども、今

バリアフリーの関係で、集会所も改装したい、改

修したいというお話もあったんですけれども、例

えば、キラキラ体操にしても、それから、100歳

いきいき体操にしても、今、集会所はほとんど畳

ですよね。畳だとちょっとしんどくなっていると

いう、大変だというふうな声も聞いているわけで

ございます。 

  そういう意味で、今、畳の部屋でも椅子を各集

会所、幾つか椅子をセットしているところもある

んですけれども、フローリングにするような、そ

んな。もちろん、こちらの担当じゃないかもしれ

ませんけれども、フローリングにするような状況

はあるのかどうか。 

  体操するのにやっぱり畳だと、畳がすぐすり切

れちゃって、町のほうに畳がえを申請してもなか

なか受け入れてくれないというような状況もあり

ますので、そんなことも、今後、考えていくのか

どうか。それが、要するにサロンが増えていく環

境につながるのかなというふうに思いますので、

その辺をちょっともう一回確認をさせていただき

たいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  まず、特別養護老人ホームの待機者の解消に向

けての対策でございますけれども、現在のところ、

昨年度末に、地域密着型の整備計画が不採択だっ

たということで、今年度は、整備計画について、

また県のほうから打診があったわけでございます

けれども、今回は手を挙げてきた事業所はござい

ませんでした。 

  現在の介護保険事業計画の中では、平成32年度

までに、また地域密着型の整備計画、29床の整備

計画がうたわれておりますので、その整備計画に

あわせて、事業所のほうに働きかけをしていって、

できれば県のほうにも働きかけをして、できる限

り町内に整備計画どおりに特別養護老人ホームが

整備できるように、これから引き続き努力をして

いきたいというふうに考えております。 

  サロンの食事の提供の関係でございますけれど

も、こちらにつきましては、先ほども申し上げて

繰り返しになりますけれども、県からの注意事項

についての通知に基づいて、引き続き指導を徹底

していきたいというふうに思います。 

  また、サロンの運営で、毎回食事を出している

団体が幾つあるかということについては、把握は

しておりませんけれども、サロンの補助金の交付

の関係でも多くのところが湯沸かし器や食器やコ

ーヒーサーバーやほかの調理器具について補助金

の対象として購入をしていることから、多くのサ

ロンにおいて、食事または飲み物の提供をしてい

るのではないかというふうに考えられます。 

  ほとんどのところが飲み物、お茶やコーヒー・

紅茶のような飲み物を出しているのは、ほぼ全部
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のサロンについて言えることではないかなという

ふうに思います。そういうこともありますので、

飲み物といえども衛生面に注意をするように引き

続き指導をしていきたいというふうに思います。 

  集会所の環境整備でございますけれども、担当

課のほうに確認しないと、その整備内容について

はどこら辺までが補助金の対象になるのか、今の

段階ではわからないのですけれども、担当課と調

整を図りながら、できるだけ使いやすい、もしく

は、高齢者の方々に不便にならないような整備が

できるように調整をしていきたいというふうに思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  時間の関係もありますから、要望をしておきた

いと思いますので、ひとつよろしく。 

  サロンの関係なんですけれども、先ほど、食の

関係で衛生上ちゃんとした指導をしてもらいたい

なというふうに思っております。 

  事が何か起きてからでは、もし、そういうもの

が起きたら、サロンが、言葉は悪いんですけれど

も立ち行かなくなる、町内のサロン全域に影響を

及ぼしますので。そこら辺はひとつきちんと対応

してもらいたい。特に責任ある対応をしてもらい

たい。何かあった場合には、例えば、あってはい

けないんですけれども、食中毒でも起きたら大変

なことになりますので。そこら辺の指導をひとつ

徹底してやってもらいたいなと。少なくとも何ら

かのバックアップをしてもらいたい。 

  例えば、検便をする費用を持つとか何とか、衛

生上のそういう消毒なんかもやはり行政のほうで

バックアップしてもらえればありがたいなという

ふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願

いします。 

  ますますサロンが質量ともに充実するように、

我々も頑張るんですけれども、行政のほうもそこ

ら辺を十分考えてひとつ対応してもらいたいなと

いうことを要望して終わります。 

  ありがとうございました。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは介護保険について、幾つか質問させて

いただきます。 

  まず最初に、高過ぎる保険料でございます。こ

の資料の10ページを見てもわかるように、第１段

階から第４段階、人数も増えています。19段階か

ら11段階の人数が減っている、収入が全体的に落

ち込んでいるというのが、これを見ても明らかだ

なと思っております。 

  介護保険料は年金からの天引きで保険税は

100％徴収ということでうたわれておりますけれ

ども、住民からすれば、一体この介護保険、健康

保険、いろいろな保険料を取られて、どうやって

生きていけばよいのかということで、私は伺って

おります。そういう声も聞きます。 

  日本共産党は一般財政を多く入れて、考えるこ

とで、もちろん国に対して財政支援を迫ることを

要請することが前提となりますけれども、その辺

のところは町としてはどういうふうに考えている

のか、まず最初にお聞きしたいと思います。 

  あと、国の制度改正について伺っていきたいと

思います。 

  保険者機能強化推進事業についてでございます。

18年度より国は自治体の自立支援、重度化防止の

取り組みを、ケアプランを自治体当局が全てチェ

ックすると。専門職による介護サービスから、住

民ボランティアによる支援や体操教室など、いろ

いろなものがその町によってありますけれども、
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移行させることを国が採点、評価し、それによっ

て、自治体に保険者機能強化推進交付金を市町村

分として、国のほうでは190億円を配分するとい

う事業が始まっています。 

  宮代町でも交付金はどこに入るのか、まずこれ

もお聞きしたいと思います。 

  それと、国の介護報酬改定の影響として、宮代

町の影響ということでお聞きします。 

  ３年ごとに改定される介護報酬は18年度では全

体でプラス0.54％改定されていますが、プラス分

の多くは加算報酬で、基本報酬はマイナス0.5％

です。医療やリハビリに重点的に配分される一方、

生活を支える介護サービスには冷たい報酬となっ

ています。 

  宮代町での通所介護の基本報酬は昨年予算との

比較でどう変化をしていますか。 

  また、特養ホームでの基本報酬は1.8％から

1.9％に引き上げられましたが、独立行政法人福

祉医療機構が行ったアンケートによると、増収し

た特養は33.5％にとどまっているということです。 

  理由ですけれども、排せつ支援や褥瘡、寝たき

りの人だと思いますけれども、マネジメントなど

の加算が新設されたものの、６割から７割の特養

が加算を申請していないということです。理由は、

コストがかかる、手間と比べて単位数が割に合わ

ないそうです。 

  宮代町の特養の実態を説明してください。 

  それと、介護離職の問題です。総務省就業構造

基本調査18年７月発表によると、介護離職は2017

年度で９万9,000人、５年前の10万1,000人からほ

とんど変わっていません。 

  宮代町での実態と離職者数を減らす政策はどの

ようなものか、まず、おっしゃってください。 

  それと、267ページになります。歳入の件です。 

  介護保険料が831万ほど上がりました。この辺

のところの詳しい説明をお願いします。 

  県支出金が１億1,000万と減り、宮代町の繰入

金が9,275万円ほど増えましたが、この辺の関連

性の説明をお願いします。 

  それから280ページになります。 

  介護保険賦課徴収事業、これ先ほど言いました

ように、天引きですね。そういうのをやっている

んですけれども、この天引きさせるためにも、や

っぱり生活実態などを調査するためには、自宅を

訪問して実態調査する必要があると思います。 

  宮代町は電算機のみで徴収なのか、そういう実

態調査なんかも含めて。この事業の成果は何人、

何％ぐらいの人が徴収になっているのか。徴収金

額と含めてお願いします。 

  それと、280ページの滞納処分事業でございま

す。この滞納処分をするのに、これは郵便だけな

のかなと思って、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。280ページに滞納処分事業ということで郵便

料だけなんですけれども。それのところをお願い

します。 

  それと、282ページの認定調査費、事業費が本

年度909万6,000円となっていますが、昨年度は

753万円でした。156万円の増額ですけれども、こ

れの説明をお願いします。 

  認定調査によって、要介護、要支援認定数に変

化があったのかどうか。 

  また、申請者の数は何人でしたのでしょうか。 

  それと、認定調査は年何回ほど行うものなんで

しょうか。また、調査は突然行うものなのか、そ

れとも、どうなのか、ちょっとこの辺のところも

わかりません。 

  個人だと、プライバシーなどは突然の場合は守

られるのかどうか。その辺のところもお願いしま

す。 

  あと、286ページです。 
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  居宅介護福祉用具購入給付事業で、290ページ

の数と、290ページの介護予防福祉用具購入費給

付事業でございます。 

  これらの福祉用具を購入する場合、自己負担が

あるのかないのか。どのぐらいまで介護保険でや

っているのか、お願いします。 

  それから、288ページです。 

  居宅介護サービス計画給付事業でございます。

これらの事業はケアプランをつくるための費用と

説明されています。今、居宅介護を受けている合

計人数、また、介護施設から居宅介護に移された

人はいるかいないのか。その辺のところもお願い

します。 

  自治体の総合事業と介護の一部が宮代町に移さ

れましたが、宮代町では介護保険から町の総合事

業へと移された人数はどのくらいいるのか。また、

町での負担はどのくらいになっているのか。お願

いします。 

  それと、292ページです。 

  介護予防サービス計画給付事業でございます。

要支援認定となった被保険者に対する介護予防ケ

アプランにかかる費用となっていますが、これら

は全額保険料から負担なのかどうか。それとも両

者が一部支払うのでしょうか。また、国では有料

化という動きもあります。その辺のところは、町

はどういうふうに考えているのか、お願いします。 

  あと、294ページです。 

  特定入居者介護サービス給付事業。事業費が１

億2,900万円計上されていますが、利用者個人負

担分の合計額と利用人数、その辺のところがちょ

っとわからないものですから、どのくらいの個人

負担があるのか、おっしゃってください。 

  それから、294ページ、296ページの高額介護サ

ービス費給付事業。30年度予算では5,740万でし

た。31年度では6,030万円となり、290万円増えて

います。高額医療合算介護サービス費給付事業。

去年30年度で予算では550万でしたが、31年度707

万円と増えています。これは介護度が上がり負担

が多くなっているのでしょうか。その辺のところ

も教えていただきたいと思います。 

  それから302ページです。 

  地域自立生活支援事業。事業概要では高齢者が

地域で自立で生活が送れるようにとの説明ですが、

この事業によって、介護保険が使いづらくなり、

重症化するおそれもあります。自立だけを強調す

るのではなく、希望者が介護保険を利用できるよ

うにすることのほうが、高齢者にとって一番の安

心ではないかなと思っております。その辺のとこ

ろの町の考えをお願いします。 

  最後になります。304ページと306ページになり

ます。 

  １つは、認知症サポーター養成事業でございま

す。予算が１万9,000円ですが、サポーターを養

成するとしていますが、現在何人のサポーターが

いるのか。そのサポーターは派遣されているのか

どうか。お願いします。 

  306ページの地域包括支援センター運営管理事

業業務委託としていますが、支援の専門性は問わ

れなくなり、一定の講習さえ受ければ利用者に派

遣されるシステムに変わりましたが、これらは介

護サービスの低下を招くものではありませんか。

その辺のところも担当としてどういうふうに考え

ているのかお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからの質問にお答えを申し上げま

す。 
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  まず初めに、介護保険料の国への財政支援の要

請についてでございますけれども、介護保険の運

営に当たりましては、公費50％と被保険者の負担

が50％で、国が基本的には25％、県・市町村が

12.5％、第１号被保険者が23％で、第２号被保険

者が27％という負担割合が決められているわけで

ございます。そちらについて、それ以上の財政支

援について、今のところ要請するということは考

えてはおりません。 

  続きまして、国の制度改正に伴って、保険者機

能強化推進交付金が平成30年度から交付金の交付

が行われることになりました。そちらにつきまし

ては、市町村の取り組みによって、自立支援と介

護度の重篤化防止の取り組みを積極的に行ってい

る自治体保険者に対して、インセンティブを与え

るというものでございます。 

  そちらについては、先ほど委員さんおっしゃい

ました、ケアプランのチェックとか介護サービス

を住民ボランティアの支援とか体操教室に移行さ

せるというようなことも当然入ってございますけ

れども、そのほかにたくさんの項目が入っており

ます。地域支援事業から給付の関係、また認定調

査や認定審査の関係まで、全ての事業について点

数化されております。そちらの点数について、評

価されたものを総額の推進交付金の財源の中から

点数に応じて、各保険者に配分、交付されるもの

でございます。 

  宮代町につきましては、本年度、交付決定額が

493万9,000円ということで、平成31年の２月27日

に交付決定を受けました。 

  交付金の充当先でございますけれども、町とい

たしましては、介護予防、自立支援、重篤化防止

のための事業に充当をしたいというふうに考えて

充当をさせていただいております。 

  今回の補正に、議案として提出をさせていただ

いております。 

  続きまして、介護報酬改定の関係でございます

けれども、介護報酬改定の影響といたしましては、

介護報酬の改定は平成30年の４月に行われたもの

でございます。平成29年度までは、通所介護の報

酬が３時間以上２時間刻みであったものが、平成

30年度から、３時間以上１時間刻みというふうに

なりました。 

  そういうことから、単純な比較はできないもの

の、５時間や７時間、９時間というような比較で

は地域密着型とか、もしくは通常規模の単価では

同じでありますけれども、大規模型の単価につい

ては引き下げられております。 

  また、平成31年度の介護報酬面での特徴といた

しましては、事業所の消費税負担増分の報酬改定

を3,074万4,000円見込んだところでございます。 

  先ほど、委員さんおっしゃられたような排せつ

支援や褥瘡のマネジメントなどの加算というよう

なことについて、宮代町内の特別養護老人ホーム

としては、現在のところそれを取り入れている特

別養護老人ホームはございません。 

  しかし、１カ所の特別養護老人ホームで来年度

の４月以降実施予定ということで、今準備をして

いるということで、お話は伺っております。 

  続きまして、介護離職ゼロの関係でございます

けれども、介護離職はここ５年間、10万人規模と

いうことで、ほとんど変わらない状況にあるとい

うことでございますけれども、そちらを減らす政

策といたしましては、介護施設の充実やサービス

の充実を図って、できるだけ、介護者、家族の負

担にならないようなサービス提供をしていけるよ

うな体制、環境整備をしてまいりたいというふう

に考えております。 

  続きまして、予算書の267ページの歳入の介護

保険料でございますけれども、30年度に比べて
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831万円ほど上がっているということでございま

すけれども、こちらにつきましては、被保険者の

増加に伴うものを見込んでおります。 

  また、計画値につきましても、当然、前年度よ

りも上昇しているということで、その負担割合か

らして介護保険料についても応分の上昇をしてい

るものというふうに考えられます。 

  続きまして、予算書の280ページ、介護保険料

の賦課徴収事業と滞納。 

○委員（山下秋夫君） 県の支出金１億1,000万円

が減っているのは。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） はい。すみま

せん。 

  県の支出金が１億1,000万ほど減っているとい

うのは、前段の委員さんのところでもお話を申し

上げましたけれども、県の地域密着型の特別養護

老人ホームの整備計画について不採択ということ

がございましたので、県費の歳入と支出のほうが

減少をしたということでございますので、その県

費の減と繰入金の増ということについては関連性

はないものでございます。 

  続きまして、予算書280ページの介護保険料の

賦課徴収事業と滞納処分事業についてでございま

す。 

  こちらにつきまして、介護保険料の賦課徴収事

業は、電算によります保険料の計算や納付の通知

書の送付等の保険料の賦課関係の業務のほか、毎

日の収納管理や督促状、催告書の発布や滞納者に

対する電話催告等の徴収関係業務を行っているも

のが、こちらに計上されているものでございます。 

  徴収の状況でございますけれども、平成31年２

月末現在で、普通徴収の徴収額は4,222万6,800円、

徴収率は79.3％。滞納繰り越し分の収納額は219

万8,930円で徴収率は16％となっております。 

  また、滞納処分事業については、滞納処分を行

うための経費として計上させていただいておりま

すけれども、滞納処分に係る滞納処分の通知、も

しくは配当、充当の通知など、滞納処分に係る重

要な書類を郵送するため、または通知するための

郵便料を計上しておるものでございまして、本年

度31年２月現在まで、滞納処分をしたものがいな

いため、現在のところ執行はしていないものでご

ざいます。 

  続きまして、予算書282ページの認定調査費、

認定調査事業でございますけれども、認定調査は

介護保険サービスを利用する際には、必ず必要と

なるものでございます。申請のあった方について

は、必ず行うものでありまして、事業費の増加の

理由ということにつきましては、介護認定調査員

を雇用する経費を増額させていただいたものでご

ざいます。 

  具体的には、臨時職員の雇用の総時間数を680

時間ほど増加をさせていただいております。また、

必要に応じて、社会保険料の負担等もできるよう

に賃金と調査費も合わせて計上をさせていただい

たために、認定調査事業の予算が増額となってい

るものでございます。 

  そのほかにも、これまで地域包括支援センター

の運営管理事業で管理しておりました公用車の管

理を認定調査事業のほうに移管をすることから、

その関連経費として新たに50万ほど増額となって

いるものでございます。 

  要支援と要介護の認定者数ということでござい

ますけれども、こちらについては平成30年度は12

月現在で1,652人、昨年と比べて137人同時期で増

えております。 

  こちらについては、提出させていただきました

資料の17ページ、18ページに要支援と要介護の認

定者数を掲載させていただいております。 

  調査件数につきましては、平成29年度は３月末、
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年度内で1,287件あったものが、来年度、平成31

年度の見込みは1,570件と見込んでおりますこと

から、そちらにつきましても、増額をさせていた

だいております。 

○委員（山下秋夫君） 何回くらい多くなるの。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 認定調査は要

支援の、新規申請の方については１回行えば要支

援の認定がおりた場合は有効期間が１年です。要

支援・要介護の認定の場合は新規申請の場合は認

定期間１年なんで、１年は有効で、また次の年度

に更新申請を行うということでございます。 

  更新申請の際に、要支援・要介護の認定を受け

た場合は、今度は認定期間が２年になりますので、

２年に１回ずつ、認定申請を継続していくという

ことになります。 

  特に区分変更とかが必要なケースが出てきた場

合には申請をしていただいて、随時申請をして、

認定調査を行うということもございます。 

  続きまして、予算書の286ページの居宅介護福

祉用具購入費給付事業でございますけれども、と

290ページの介護予防福祉用具購入費給付事業で

ございます。 

  こちらの自己負担ということでございますけれ

ども、介護給付の自己負担につきましては、全て、

その被保険者の所得に応じて１割、２割、または

３割というふうに自己負担が決められております。 

  続きまして、予算書の288ページの居宅介護サ

ービス計画給付事業でございますけれども、こち

らは、居宅介護を受ける要介護者のケアプラン作

成のための費用でございますけれども、こちらに

つきましては、現在、介護予防支援と居宅介護予

防支援、合わせて833人の方がございます。 

  こちらは、提出をさせていただきました資料の

13ページに掲載をさせていただいております。 

  今現在、居宅介護を受けている合計人数という

のが、こちらに掲載されているわけでございます

けれども、介護施設から居宅介護に移されたとい

うか、何というんですかね、受動的に移されたと

いう方は、特に今のところそういう報告は受けて

おりませんけれども、施設を退所して居宅に戻ら

れた方はいらっしゃるかとは思いますけれども、

その理由について役場に報告する義務がないこと

から、役場としてはそこは把握することはできま

せん。 

  続きまして、総合事業へのこれまでの介護予防

給付のうちの、これまでというか、平成28年度ま

での介護予防、通所介護と介護予防、訪問介護に

ついて、総合事業へ移行された方の人数というこ

とでございますけれども、平成31年の１月現在で、

要支援１の認定を受けた方は130名、要支援２の

認定を受けている方については、209名の方が認

定を受けているということになります。 

  また、その認定の手続を経ることなく総合事業

の対象者となる事業対象者の方が９名おります。 

  合計で348名の方が総合事業の事業を受けられ

る方というふうになっておりますけれども、こち

らの方について、町での負担はどれくらいになる

のかということでございますけれども、こちらに

つきましては、総合事業開始前の予防給付と、総

合事業開始後の総合事業の負担割合は同じ12.5％

の保険者の負担ということでございますので、か

かった経費の12.5％ということで、負担には変わ

りはないということでございます。 

  続きまして、予算書の292ページ、介護予防サ

ービス計画給付事業の要支援認定となった被保険

者に対する介護予防ケアプランにかかる費用につ

いてでございますけれども、こちらについて全額

保険料から負担になるのかというご質問でござい

ますけれども、こちらにつきましては、被保険者

の負担はなく、これは全て保険者のほうで、保険
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者のほうというか、介護保険の財源のほうで負担

をしますので、本人の負担はございません。 

  有料化につきましても、介護保険法の制度に基

づくものであるため、現在のところ町でその有料

化についてということは考えてございません。 

  続きまして、予算書の294ページの特定入居者

介護サービス給付事業でございますけれども、こ

ちらにつきまして、利用者の個人負担分と、その

合計額、利用人数ということでございますけれど

も、総額では１億2,900万円計上させていただい

ておりますけれども、個人負担ということにつき

ましては、こちらにつきましては、食費、居住費

を軽減するものでございます。 

  特定入所者介護サービスの給付につきましては、

その方の施設入所した際の居住費と食費の自己負

担限度額を設けて、それ以上は支払う必要がない

ように給付をするものでございますけれども。 

  こちらについて、生活保護受給者の方から、市

町村民税非課税の世帯に属する方までについて、

通常居住費が一般的にある、今町内にあるのは特

別養護老人ホームですと、ユニット型個室という

のがほとんどなんですけれども、そこですと、居

住費として通常1,970円、１日当たりかかるんで

すけれども、生活保護の方の場合は、820円に減

額、また、住民税非課税世帯の方についても、

820円、もしくは所得が80万円を超えた方につい

ても1,310円に減額されるというものでございま

す。 

  また、食費についても、１日当たり通常は

1,380円かかるものが、生活保護受給者の方や老

齢福祉年金受給者の方については300円に減額さ

れる。住民税非課税の方については、390円、も

しくは所得が80万円以上の方で、住民税非課税世

帯に属する方は650円に減額されるというもので

ございます。 

  こちらで、その方が利用された延べ日数を加算

されたものが、本人の負担となるものでございま

す。 

  その利用者については、平成30年８月末現在で

260人の方が利用されているというか、負担限度

額認定の認定を受けているというものでございま

す。 

  続きまして、予算書の294ページ、296ページの

高額介護サービス費の給付事業でございますけれ

ども、平成30年度予算では5,740万であったもの

が、31年度は6,030万と、290万増えております。

また、高額医療合算介護サービス費の給付につい

ては、550万だったものが、707万というふうに増

えておりますけれども、こちらの理由といたしま

しては、医療や介護サービスを利用する、その正

確な利用を知ることはなかなか難しいわけでござ

いますけれども、高額介護サービス費、もしくは

高額医療合算介護サービス費については、その方

の自己負担額を医療と介護で案分して給付する性

質のものから、介護サービスの利用が近年増えて

いるということが要因と考えられますけれども、

その介護サービスの利用者増は特に認定者数が増

えていることと、認定者の中でも85歳を超えるよ

うな高齢の方が増えているということから介護サ

ービスをする、利用する機会が増えてきていると

いうことから増加しているものというふうに考え

られます。 

  利用状況でございますけれども、平成29年度は

高額医療合算では222人で638万1,000円でござい

ました。また、平成30年度は、現在234人で624万

112円という執行状況になっております。 

  こちらにつきましては、年々増えてくる状況に

あることから、31年度は707万円と増額をさせて

いただいて要求をさせていただいております。 

  続きまして、予算書の302ページの地域自立支
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援事業でございますけれども、こちらにつきまし

ては、地域自立生活支援事業につきましては、高

齢者がそのお住まいの地域において、自立した生

活が継続できるよう支援する事業でありまして、

主な事業といたしましては、介護相談員による施

設及び家庭訪問や給食の配食サービス。緊急時の

通報システムの設置などを行っております。 

  まず、介護相談員については、介護施設や家庭

を訪問して、介護保険サービスの利用者の実際の

生の声を聞き取って、そちらについて、利用者の

不安や不満、また、疑問を解消する事業でござい

まして、その利用者の声を介護施設や介護サービ

ス提供事業所に伝えることで、サービスの充実に

つなげるものでございます。 

  また、給食の配食サービスについては、食事の

提供をするとともに、見守り活動を行って、いち

早く、その利用者の生活の変化などを発見して、

万が一の事態を未然に防ぐような事業でございま

す。 

  同じく、緊急時通報システムについても、専用

の電話等の機器を設置して、ボタン一つで委託を

行っている会社の相談センターに電話がつながり、

必要であれば消防署に連絡をして、救急の要請を

行う。また、事前に登録をしていただいておりま

す、別居の親族の方への緊急連絡なども伝達でき

るようなシステムになっております。 

  いずれも、これまでお住まいの地域において、

これから安心して生活をしていただくことを支援

する事業で行っておりますことから、基本的には

その介護保険サービスと並行して利用していただ

くものでございますので、介護保険サービスの利

用を制限するようなものではございません。特に、

また、それが重度化につながるものとは全く考え

てはおりません。 

  最後に、予算書の304ページと306ページ。まず、

認知症サポーターの養成事業でございます。 

  こちらは、予算は１万9,000円でございますけ

れども、認知症のサポーター養成の人数でござい

ますけれども、平成31年３月18日現在1,527人で

ございます。そのうち、平成30年度にサポーター

になられた方は、106人でございます。 

  106人の内訳でございますけれども、一般町民

の方が５人、サークル等に加入されている方が９

名、また、老人クラブに加入されている方が49人、

介護事業所の方が13人、あと民間企業の方が30人

ということでございます。 

  サポーターの派遣先というような質問がござい

ましたけれども、認知症サポーターというのは派

遣をして、そこに行って何か特別な活動をすると

いうものではございませんで、日ごろから地域に

おいて、認知症の方を理解していただいて、認知

症の方やその家族の方の見守りとか応援者になっ

てもらうことを期待しているものでございます。 

  ですから、日ごろから、認知症の方のよき理解

者として地域でその方々に接していただくという

ことを目的に認知症サポーターという方を養成し

ているという事業でございます。 

  もう一点、306ページの地域包括支援センター

運営管理事業の中で、支援員の専門性が問われる

ことなく一定の講習を受ければ利用者に派遣され

るシステムというふうなお話だったんですけれど

も、その支援者、包括支援センターの管理運営事

業で、支援者というのがちょっと判然としないん

ですけれども、もしかしたら総合事業の認定ヘル

パーのことですかね。総合事業の認定ヘルパーで

すと、予算書の298ページ、299ページの介護予防

生活支援サービス事業のところの総合事業の訪問

介護予防、訪問介護、訪問型サービス、第１号サ

ービスの訪問型サービスでよろしいでしょうかね。

介護予防生活支援サービス事業の事業概要のとこ
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ろに、訪問型サービスの介護予防訪問介護相当サ

ービスと訪問型のサービスＡの認定ヘルパーのサ

ービスということで。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下ですけれども、この運

営管理ということで、これヘルパーさんか支援さ

んという、名前は何というんだかちょっと私もは

っきりとわからないですけれども、支援センター

で行われている、そういう派遣させますよね。そ

こから。これもヘルパーだか。 

  されてないですか。これは別な事業になるわけ

ですか。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、ちょっと休憩

に入りますので、その後に質問をしてください。 

  では休憩に入ります。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  引き続き、介護保険特別会計予算の質疑を行い

ます。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  予算書306ページ、地域包括支援センター運営

管理事業の支援員の専門性を問われることなく、

一定の講習を受けさえすれば利用者に派遣される

システムになりましたが、これは介護サービスの

低下を招くものではないかというご質問でござい

ますけれども、地域包括支援センターの職員配置

につきましては、地域包括支援センターの職員基

準の条例、もしくは厚生省令に基づいて専門性が

厳格に求められております。社会福祉士、保健師

と主任介護支援専門員と、この３職種を配置しな

ければいけないという規定になっております。 

  そのことから、一定の講習さえ受講すれば職員

として配置されるというようなシステムではござ

いませんので、決して介護サービスの低下を招く

ものではございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に、高過ぎる保険料と

いうことなんですけれども、資料10ページを見ま

すと、第１段階から第11段階まで、かなりこれ31

年１月現在なんですけれども、第１段階が去年が

30年１月末現在では、1,537人が1,546人、同じく

第２段階、第３段階、第４段階まで増えています

けれども、全部増えても全体的に変動がかなりあ

るなという感じがします。要するに、収入別で見

ますと減ってきている。 

  当然、介護保険ですから、収入が減って介護保

険料がニーズによって上がってきたんだというこ

とを言っていますけれども、この介護保険料の変

遷、隣の11ページを見ますと、去年と27年から29

年と、あと30年度、32年度の上がりを見ますと同

じということでなっていますけれども、これは同

じだということは要するに収入がかなり落ち込ん

できているんで、上げられないということを意味

するんでしょうか。その辺のところがちょっとわ

からないというか。その辺のところをお願いしま

す。 

  あと、全体的な国の制度についてなんですけれ

ども、かなり制度としては充実するんだというこ

とでやっているんですけれども、例えばひとつ国

の介護報酬の決定なんですけれども、制度として

はやっているんだけれども、その使う事業所が申

請をしない。宮代町も今年はゼロだということで
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言っております。来年度、申請の予定をしている

ということなんですけれども。 

  この排せつ支援だとか、褥瘡支援ですか、マネ

ジメント、手がかかるものはやりたがらない、そ

れが本音だと思います、事業所は。それに見合っ

た点数がもらえるのかと言ったらもらえない。 

  今まで１だったものが1.2に変わったら、その

分もらえるのかと言ったらもらえない。だから申

請をしない。これじゃ、介護はどうなるんでしょ

うか。 

  私は、やっぱり、それをやるんであれば、町も

きちんと指導して、それだけの人数を入れるべき

じゃないかなという感じはするんですけれども、

人数も減っても、これは指導はするんだろうとは

思いますけれども、なかなかそこまで行っていな

い。介護離職の人が多い、なかなか人も集まらな

い。それが現実じゃないかなと思っているんです

よ。 

  だから十分なケアをしていないというのが、今

の介護保険の制度の実態をあらわしているんじゃ

ないかなと私は思っております。 

  その辺のところは、もう一度、町としてはどう

いうふうに考えているのか、きちんと説明をお願

いします。町としての考えも説明をお願いします。 

  それと、賦課徴収なんですけれども、賦課徴収

で16％か79.3％、422万納まったということなん

ですけれども、100％にはいかないんですけれど

も、この賦課徴収を行うとき、やはり自宅を訪問

してやるんだと思うんですけれども、無理やりに、

ただ催促することだけを送るわけじゃないと思う

んですけれども、その辺のところもどうしてやっ

ているのか、どういうふうな感じでやっているの

か、何人で行ってどういうことで徴収しているの

か、家宅捜索じゃないですけれども、その家へ、

その個人の室内を見て歩くのか、それとも、外の、

その辺のところを、どういうふうな感じで徴収を

しているのか、ちょっともう一度お願いします。 

  それと、居宅介護の福祉用具です。自己負担と

いうことで１割、２割、３割と収入別によってや

るということ、これは国の制度ということでよろ

しいんですか。町の制度というより。そういう制

度で収入別によって、用具そのほかを支給してい

るんだということでよろしいんですかね。 

  あと、ケアプランは今のところは、町としては

考えていないということですね。有料化というこ

とは。国のほうでは、そのことも含めて、有料化

するということで、今、打ち出しているというか

計画を持っているというふうに私は聞いているん

ですけれども、町のほうには、それは国のほうか

ら指導は来ていないことでよろしいんですね。 

  あとは、302ページの自立支援のことなんです

けれども、これで重症化するおそれはないという

ことを言っていますけれども、自立支援を強く求

めた場合、やっぱり介護保険が使いづらくなる、

使用しづらくなる、それが起きるんじゃないかな

という感じがするんですけれども。 

  それで介護保険がつかなくなれば、やっぱり今

まで要支援も行っていなかった、その手前だった

のが要支援のほうに入ってしまうとか、そういう

のが起きる可能性が出てくるんじゃないですか。

自立支援を強めた場合は。 

  やっぱり町はそれを自立支援だけで求めるんじ

ゃなくて、やっぱりその人、その人に応じた支援

をするべきじゃないかなと私は思っているんです

けれども。そういうところは、町はどういうふう

な感じでやっているのか。本当に重症化すること

がないのかどうか、もう一度お願いします。 

  サポーターのことについては、地域の見守り事

業ということで、これだけの人数が登録されてい

るんだよということなんですけれども、これによ
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って家族からの支援の要請というのはあるんです

か。支援要請というか、どういうふうに、そうい

う相談事とか、どのくらいあったんでしょうかね。

お願いします。 

  最後に、包括センター、支援センターの適正な

管理事業ということで、運営ということで、事業

概要では載っているんですよ。 

  適正な管理運営ということですから、その辺の

ところを、町の施設は町としても適正な管理をす

るんだということでやっているんですけれども、

これ適正な管理をしているの。任せっ放しで。そ

の辺のところもお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、保険料の関係でございますけれども、提

出をさせていただきました資料の10ページ、11ペ

ージ、介護保険料の段階別の被保険者数と、これ

までの介護保険料の年額ベースでの変遷を掲載さ

せていただきましたけれども、委員さんの質問で

すと、収入が上がらないから、この変遷のところ

でも介護保険料が上げられずに据え置きにしてい

るのかという質問でございますけれども、こちら

につきましては、第７期、30年度から32年度の保

険料を第６期とほぼ据え置きの状態になっており

ますが、こちらの介護保険料の設定につきまして

は、介護保険の総事業費をまず積算しまして、そ

のうちの、第１号被保険者の負担割合23％を乗じ

て得たものを被保険者数で割ったものが、基準額

というふうになります。 

  基準額を調整率に基づいて、各段階ごとに振り

分けたものが年額のこちらに掲載している保険料

でございますので、特にある一定の方の収入、も

しくは全体の収入が上がらないから保険料が上が

らないというようなものにはなってくるものでは

ございません。 

  こちらについては総額の給付事業費を、その方

たちの負担割合に応じて積算をしているというこ

とでございます。 

  続きまして、介護報酬の改定でございますけれ

ども、こちらにつきまして、現在、特別養護老人

ホームのほうから、その加算が受けられる介護報

酬についての、今、事業所として考えているとこ

ろが、１事業所ということで、本年の４月から導

入を考えているということでございますけれども、

なかなかほかの事業所については、委員さんおっ

しゃったように、手のかかる作業ということもあ

りますので、現在のところは、そこまで介護報酬

の加算を受けなくても、運営ができている状況で

あるのかなというふうに考えております。 

  また、それが直接介護離職につながるかどうか

ということは、ちょっと関連性はわかりませんけ

れども、介護離職をする方が幾らかでも減るよう

に、いろいろなサービスの充実を図ってまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

  続きまして、賦課徴収事業でございますけれど

も、賦課徴収事業につきましては、また、こちら

も繰り返しになりますけれども、こちらに予算と

して計上させていただいているのは、先ほども申

し上げたとおり、電算による介護保険料の計算や、

納付書や通知の書類の印刷費、もしくは保険料の

賦課関係業務や日々の収納管理や督促状や催告書

の郵送料等を計上させていただいているものでご

ざいます。 

  自宅を訪問して、徴収業務を行うということに

ついては、現在のところ、臨宅徴収は実施してお

りません。そのかわりに納付環境を整備するとい
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うことで、これまでの口座振替や銀行の窓口での

納付に加えて、本年度からコンビニ納付やペイビ

ーによる納付、というような納付環境の整備を図

っているところでございます。 

  今後につきましても、さまざまな納付ができる

ように、納付の環境の整備に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

  また、滞納処分につきましても、先ほど委員さ

んおっしゃられたような捜索ですね。捜索につい

ては国税徴収法や地方税法に基づいて、捜索をし

て滞納処分を行うんですけれども、捜索は納付を

していただくのを前提にやるものでなくて、差し

押さえを前提にやるものですので、今のところそ

ういう取り扱いは滞納処分等はしていないことか

ら、滞納処分事業の予算の執行はされていないと

いうものでございます。 

  続きまして、福祉用具の購入についてでござい

ますけれども、こちらも繰り返しになりますけれ

ども、こちらの個人負担というものは、ほかのサ

ービス給付と同様に、その方の所得に応じて１割、

２割、または３割の負担をしていただくというも

のでございます。 

  続きまして、ケアプランの有料化でございます

けれども、国からの有料化するようにというよう

な通知については、今のところ一切ございません。

ですから、その関係で町のほうとしても、現在の

ところ、そういう考えはございません。 

  続きまして、地域自立支援事業でございますけ

れども、こちらについて、こちらも繰り返しにな

りますけれども、こちらで行っている事業につき

ましては、介護相談員の派遣や給食の配食サービ

ス、緊急通報等のシステムの機器の設置というこ

とで、こちらについて介護保険サービスと並行し

て利用できるサービスということで、決して介護

サービスが使えなくなる、使いづらくなるという

ようなものではございませんし、また自立支援を

促すということでありますから、決して重度化を

するというようなことはなく、どちらかというと

重度化防止のための事業というふうに考えており

ます。 

  続きまして、サポーター養成でございますけれ

ども、サポーターの養成について、家族等からの

支援の要請があるかどうかということでございま

すけれども、これも先ほど申し上げたとおり、認

知症サポーターにつきましては、どちらかに派遣

をして、そこで特別な活動を行ってもらうという

ようなものではなくて、そのサポーターになられ

た方々が、職場や日常生活をしていく中で、認知

症の方と出会った際に、認知症の方のよき理解者

となっていただいて、適切な対応をしていただけ

るように、養成講座で、その方たちの養成をして

いるものでございます。 

  ですから、家族からサポーターを派遣してくれ

というような要請は一切ございません。 

  続きまして、最後に、地域包括支援センターの

運営管理事業で適正な管理が行われているのかど

うかということでございますけれども、最初の質

問であったとおり、専門性がなくても派遣できる

ようなシステムというようなことにはなっており

ませんので、専門職を配置しなければいけないと

いう厳格な規定がございますので、それに基づい

て、３職種、保健師、主任介護支援専門員と、あ

と社会福祉士を配置いたしまして、適切に運営管

理を行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原という者です。 

  それでは２点ほど、前段者に関連することにも
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つながると思いますけれども、ちょっと聞いてお

きたいことがあるんで、質問をいたします。 

  １つ目は、集会所のバリアフリー化、この間、

全員協議会ですぐ調べて報告してくれと述べたの

は、唐沢委員が質問したら答えている。こういう

やり方はちょっとまずいんじゃないんですか。 

  もうできているんだったら、すぐ、きょう事前

にみんなに報告すべきだと思いますよ。やること

が何だか、はい、わかりましたと言っても、やっ

ておいて報告しないのがお得意なんだよね、宮代

町は。どういう指導だかね、上司が。それだけき

つく言っておきます。約束なんだから。 

  １点は、サロンの問題。 

  確かにこれ悪いことじゃないですよね。私が思

うのは、バリアフリー化の問題じゃなくて、高齢

者が認知症にならないためにも一つの活動だと思

っております。確かに、やれる地区とやれない地

区があるんですよね。これは、前段者が質問した

ように、指導者の問題。指導者は養成をしている

と答弁して、その先がなかったんで私は聞きたく

なったんです。 

  サロンというのはちょくちょくやっていますよ

ね。１カ月に２回とか３回とか。それはいいこと

なんですよ。本当は１週間に２回ぐらいやったほ

うが、高齢者は喜ぶと思います。できればだよ、

できれば。 

  ただ、ただですよ。指導者は、ただお茶を出し

て、食事を出して、これがいけないとは言いませ

んよ、絶対いいことなんだけれども、やることが

同じだと大体飽きがくるんですよね。何でもそう

だけれども。だから指導者の養成というのは、少

し、どういう養成するんだか知らないけれども、

少し芸能人的なことの指導をしなかったら、どん

どん参加者が少なくなると思いますよ。飽きてし

まって。いろんなことできる人をつくるのが指導

者だよね。何でもできるというのはちょっと語弊

があるかもしれませんけれども、そういうことが、

私いつかこのことは聞こうとは思っていたんです

けれども、きょうは幸いですので聞かせてもらう

けれども。どういう人を育てるのか。 

  ただ会話だけ、それは、会話の上手な人、落語

家みたいな人だったらおもしろいから、聞きに来

るよね。また、聞いて参加してよかったとなりま

すよね。だけど、なかなかそういう人を育てるの

は大変ですよ。指導者。どういう人を育てるのか

ちょっと聞いておきたいんだけれども。 

  担当じゃなくても誰でもいいですよ。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  質問にお答えを申し上げます。 

  まず、集会所のバリアフリーの関係でございま

すけれども、まだ調査が途中でありまして、前面

道路からの入り口とか、そこら辺について、まだ、

現地へ行って調査ができていないものですから、

調査の途中の段階で、きょう一度お話をさせてい

ただいてしまったのは本当に申しわけないんです

けれども、今後、気をつけるようにいたします。

すみませんでした。 

  続きまして、サロンの指導者というか、担い手

の育成の関係でございますけれども、申しわけな

いんですけれども、私たちの予算書の９ページと

11ページをごらんいただければというふうに思う

んですけれども、こちらにつきまして、まず、地

域交流サロンに支援事業といたしまして、31年度

の目標のところにも書かせていただいているんで

すけれども、31年度の目標で、後段のほうに社協

に委託している地域支え合い講座や町主催の介護

予防に関する講座において、サロンの開設や運営
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のキーマンを育成することで、支援の充実に努め

てまいります。 

  また、11ページの介護予防・健康づくり活動支

援事業につきましても、31年度の目標のところで、

前段のほうですね、介護予防の知識を広めるとと

もに、地域の介護予防や健康づくり活動を広める

人材を養成するとともに、さらなる成長を促すた

めの講座を実施するということで、介護予防リー

ダーの養成やステップアップ勉強会というような

講座を行っております。 

  そちらにおいて、どのような人を育てるのかと

いうことでございますけれども、まず、介護予防

地域交流サロン支援事業においては、その地域、

支え合いの講座において、その地域で今リーダー

シップを発揮できる方、そういう方と各世代間の

交流のパイプ役になっていただけるような方を、

ぜひ参加をしていただいて、育てていきたいとい

うふうに考えております。 

  また、介護予防・健康づくり活動支援事業につ

いては、こちらについては、結構体操等が入って

きますので、そこら辺の基礎的な知識を健康運動

指導士や管理栄養士、歯科衛生士などに学んでい

ただいて、ある程度専門的な助言ができるような

人を育てていければというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  前段のバリアフリー化のは、初めからそういう

説明すればよかったんだよ。もうできたというよ

うな説明するから、調査が終わったというように

とるわけですよ。そこが悪いと、そうやって言葉

うまいよね。逃げるようにするのね。宮代のお得

意。 

  それで、リーダーの養成。口ではそう言うけれ

ども、リーダーになる人は簡単にそういないです

よ。さっき、今、答弁いただいた内容でリーダー

になれますか。なれるわけないんですよ、なかな

か。絶対とは言いませんよ。じゃ、見本を、町の

職員もそういう講習に来て、見本を見せてもらい

たいですよ。なれますか。顔色を変えたからなれ

ないということだな。なかなかなれないですよ、

リーダーには。それを言っているんですよ。簡単

にはなれないですよと。 

  だから１人や２人じゃだめなんだよね。いろん

な趣味を持った人を、例えば落語の好きな人だと

か、歌の好きな人だとか、いろんな、あと、楽器

の好きな人、そういう人がいっぱいいる地区はい

い。それは食事をしながら音楽を聞くとか、いろ

んなことができるから、みんな楽しみに出ます。

それはそれで、そういうひとつリーダーをつくっ

てもらいたい。 

  もっと、先ほど、質問したとき、最初にあった

場所だよね。場所がないところがあるんだよね、

確かに。私も前何かで質問した記憶があるんだけ

れども。そのために例えばふれ愛センターを自由

に使えるようにするとか、そういうふうにして、

集会所が使えないような地区は、ない地区はそう

いうところに行ってやるとか。または、各地区の

一遍に集められない、集まれないような地区もそ

ういうふれ愛センターとかでやれば、あそこが活

用できるわけ、町のために。そうすれば高齢者が

どんどん集まってくる。 

  そういう発想がないんだよね、宮代町は。何か

一回廃止したから、ああいうところは使わない方

針で、何か考えているんだよね。それで各地区の

集会所を使ってくださいと。だから言っているん

だけれども、そんな簡単に集会所を使えないとこ

ろだってあるんですよ。金を出さなくちゃだめだ

とか。それは地区の人だけでやれば多分ただだと



－３８７－ 

思う。地区の人だけが出れば。だけどほかの地区

の人が入ったら無料で貸さないところあるでしょ

う。そういうことを考えると、もう無料で貸すよ

うなああいうところ、どんどんつくるようにした

ほうがいいですよ。 

  きょう参加した皆さんも、それ言ったほうがい

いですよ。偉い３役にね。偉い人に。そういうふ

うにしたほうがいいですよって。職員が言えば、

３役だって多分、納得すると思いますよ。 

  だから私はリーダーの確保、何人もつくる。あ

と、自由に使えるようにする。これをどう考えて

いるかもう一回聞いて、質問は終わります。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  リーダーの養成ということでございますけれど

も、大変難しい問題だというふうには認識をして

おります。そのようなことで、先ほど申し上げま

したように、地域支え合いの講座やリーダー養成

講座、ステップアップ勉強会というのに加えて、

昨年度からプラザサポーターの養成講座というの

もやっております。 

  そちらは、介護予防中心なんですけれども、介

護予防で、地区の立ち上げ支援や、また、ある程

度一定期間、何というんですか、状況が安定して

くるまで、応援をしていくようなプラザサポータ

ーというサポーターを養成しております。 

  また、そのほかにも、これ一般会計のほうの事

業になるんですけれども、アクティブシニアの社

会参加支援で、先日、「縁じょい」フェスティバ

ルで交流会を実施しました。その中で、ぜひ参加

してみたい、興味があるというような団体に、投

票というか、連絡の希望を入れていただいたんで

すけれども、その中でも、地域に貢献したいと、

そのサロン等のリーダーになってみたいというよ

うな方たちもいましたことから、そういう方たち

に積極的に働きかけをしていって、リーダーとい

うか、その担い手の確保に努めていきたいという

ふうに考えております。 

  また、いろいろな機会で、町のほうからも定期

的にサロンとか、介護予防の自主グループのほう

に積極的に関与していって、支援を図っていきた

いというふうに思っております。 

  また、補助金の見直しに合わせて、有料の集会

所等の利用について、その利用料を要綱を改定し

まして、１開催当たり1,000円を限度に補助をす

るというような制度の導入を図って、なるべく有

料の施設についても気楽に使えて、集えるような

制度にしていきたいというふうに考えております。 

  また、地区連絡会等においても、これまでも行

っているんですけれども、区長、自治会長さんに

もお願いをして、積極的にその地区の集会所につ

いて、なるべく無料でほかの地区の方たちにも、

貸し出しをしていただけるような働きかけをして

きております。これを引き続き、やっていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） １点は、リーダーのいな

い地区は、お願いすればどこの地区のリーダーで

も来てくれるんですね。例えばＡ地区で今度やろ

うと、ただリーダーがいないよと。じゃ役場に行

って頼めばリーダーが来てくれるよということで

大丈夫ですね。じゃないと、やっていないところ

に言えないからね。どうなんですかと聞かれた場

合。何か言えばリーダーを呼んでくれるらしいで

すよと。どういうリーダーがいいって、私たちが

聞くわけですよ。そうすると、例えば、おもしろ

い人がいいような、話のね、じゃ、そういう人を
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頼むと言えばそういう人が来てもらえる。音楽や

ってくれる人がいればいいねと言えば、そういう

人がやってくれるとか。そういうことで、頼めば

呼んでいただけますね。リーダーのいない地区は。

いや、サロンをやっていないところがあるんだか

ら、いっぱい。やりたくたってできない。 

  あと、今、最後のほうで集会所を借りるのに

1,000円がどうのと言っていたようだけれども、

金さえ出せばいいというもんじゃないんですよ。

町は何で自由に使えるようなところとか確保しな

いんですか。金を出せばいいんだって、そういう

発想なんだよ。全てそうじゃない。金を出してい

ます。補助金を出しています。お金さえ出してい

れば、みんな何でもやると思っているの。みんな

不満を持っているわけですよ。 

  何かやってもらうときは財政がないってやらな

くて、そういうときには平気で金を出して、私た

ちは金を出していますと。そんな発想はやめてく

ださいよ。 

  そんなまちづくりだから、みんな喜んだ、いい

町だなんて言う人が少なくなってくる、どんどん。

そう思わないですか。楽だものね。金出して何で

も動けば。 

  そんな発想じゃいいまちづくりはできないです

よ。そういう発想をやめるかどうか、それだけ聞

きたいんですよ。金さえ出せばいいと思って、と

んでもない話ですよ。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  まず、立ち上げ支援の関係でございますけれど

も、さまざまな形で立ち上げの支援をしてまいり

たいということから、まず、地域で、ぜひ健康づ

くりの自主グループを立ち上げたいというふうに

なった場合につきましては、町のほうにお話をい

ただければ、職員が行って出前講座、もしくは委

託業者のほうから健康運動指導士などを派遣して、

体力測定会をやったり、健康体操の体操の方法を

講義、または実践の指導を行ったりをいたします。 

  また、社会福祉協議会に委託しておりますサロ

ンの関係では、立ち上げ支援ということで、地域

支援のコーディネーターも訪問をして、町の職員

とともに、サロンの運営方法についていろいろお

話をさせていただければというふうに思っており

ますので。そういうのをぜひ活用していただけれ

ばというふうに思います。 

  それと、先ほどの立ち上げについての支援とい

うことで、財政的な支援のお話をさせていただい

たんですけれども、その財政的な支援だけでなく

て、そのような形で、立ち上げのさまざまな支援

をしてまいりますので、ご理解をいただければと

いうふうに思います。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 最後、ご理解願いたいと

言うけれども、私は理解できない部分が幾つかあ

りますので、それだけ申し上げてやめます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  306ページです。 

  １点だけなんですが、今年度、地域包括支援セ

ンターが業務委託ということで、これ大きな来年

度の特徴かと思うんですけれども、この地域包括

支援センター委託するその場所はどちらなんでし

ょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 
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  来る31年度４月１日から、これまで直営で行っ

ておりました地域包括支援センターを民間のほう

に委託をさせていただきます。 

  委託先につきましては、社会福祉法人真善会、

特別養護老人ホームやデイサービスの運営をして

いるもみの木でございます。 

  事務所の開設につきましては、今、既に仮事務

所が設置されておりまして、本田４丁目で辰新田

集会所のすぐ近く、隣でございます。そちらのほ

うで、４月の１日から運営を開始するに当たって、

現在、事務の引き継ぎ作業等を行っておるところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  求人募集か何かで見て、本田なんだと思って、

そこは仮事務所ということで、今、何か建ってい

るんでしょうか。私もちょっと調査不足でわから

ないんですが。普通の民間の家が、今、仮事務所

になっているということでいいのかということを

確認します。 

  それと、地域包括支援センターの業務委託で募

集をかけたときに、１回目いなかったんじゃない

のかなというふうに思いますけれども、これ見つ

けるのが、その見つけた経緯というか、その辺の

ことをちょっとお伺いすることと、それから、今

言われました、直営から民間になるということで、

町全部の地域包括支援センターがそちらに行くと

いう、町の直営というのは一切なくなるというこ

となのか、そこも確認させていただきます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、仮事務所と申し上げましたのは、４月１

日から運営が開始されるわけなので、３月31日ま

では地域包括支援センターにはなっていないので、

一応仮ということで申し上げたところでございま

す。 

  建物の構造については、一般の民家でございま

す。そこをちょっと改修いたしまして、中に事務

机や相談の窓口を配置したりして、相談に対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

  包括支援センターのこれまで行っていた業務の

大部分が、そちらのほうに移行されるわけでござ

いますけれども、町が直接かかわらなければいけ

ないものが幾つかございます。 

  具体的には、権利擁護の関係で成年後見の首長

申し立てや、虐待の立入調査や要援護者の見守り

支援については、町として責任を持ってかかわっ

ていかなければいけないものということから、そ

ちらの業務を除く、これまで地域包括支援センタ

ーで行っていた業務、基本的には総合相談から包

括的支援事業、ケアマネジメント等が包括支援セ

ンターのほうに移行されるというものでございま

す。 

  それと、第１回目の公募の際に、結果的には、

業者が１度、１社興味を示したところがあったん

ですけれども、ちょっと、結果的には手をおろし

てしまったということで、どういう理由で手をお

ろしてしまったのか確認したら、幾つかちょっと

課題になる点があったということで、そこのとこ

ろを解消する形で再公募をかけさせていただきま

した。そうしたところ、２回目のときも、１社、

別の真善会が応募をしてまいりまして、そちらを

選考した結果、真善会を候補者として決定をさせ

ていただいたという経緯がございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 
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○委員（角野由紀子君） ４月１日から、じゃそこ

が地域包括支援センターということで間違いない

ということのようなんですが、そこは地域包括支

援センターというと、町民が一番身近に何でも相

談、地域包括支援センターという名前のごとく、

そこに行かなければいけないんだろうと思います

けれども、駐車場とかそういうのはしっかりされ

ているのかということと、それから、そうします

と、町直営のが、全てその民間でそこで運用して

くださるとなると、これまでの健康介護課の職員

ですよね、例えば、条例で決められているそうい

う職員たちは、そのまま健康介護課に残って、人

数的には健康介護課の人数は減らないけれども、

一番その地域包括支援センターという、介護保険

上一番これからも必要な、それはそちらの民間で

いくということで、町の職員はそのまま人員的に

は残るということかどうかということをお伺いし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  地域包括支援センターのこれまでの業務でござ

いますけれども、先ほど申し上げたとおり、包括

的支援事業や高齢者の介護予防のケアマネジメン

ト業務などが移行されるわけでございますけれど

も、どうしてもこれまで直営で地域包括支援セン

ターを運営してきた関係から、町民の方たちの第

１段階というか、インテークの部分の相談という

のは役場に来られることがほとんどだというふう

に考えております。そのことから余り役場庁舎か

ら遠くないところということで、500メートル圏

内に事務所を構えていただくことを一つの条件と

して公募をかけさせていただきました。 

  その関係で、もみの木は本部からこれだけ離れ

た役場に近づいた本田１丁目で開設をしていただ

いたわけでございますけれども、すぐに役場に相

談に見えた場合には、一報を入れれば役場に来て

いただいて、それから一緒に相談に対応するとい

うような体制をとっていきたいと考えて、近くに

事務所を構えていただくようにいたしました。 

  職員配置の関係でございますけれども。 

〔「駐車場は」と言う人あり〕 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 駐車場につき

ましても、今のところ、２台分の来所者の駐車場

の確保はしてございます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  町直営の包括が外部委託になった後の職員体制

というお尋ねでございますが、先般、組織に関す

る内示、組織と職員数に関する内示がございまし

て、その中では、健康介護課は全体で１名の減、

ちょっと資料がないので、１名減だったと思いま

す。 

  具体的には、包括の業務が、そのほとんどが先

ほど副課長がご答弁申し上げましたように、外部

の民間に委託されるということになりますので、

直営で配置していた職員については、恐らく、ま

だ内示がないもんですから、具体的にお答えでき

ないんですけれども、減というふうに考えますと、

異動があるというふうに今のところは考えており

ます。 

  以上でございます。 

〔「いま何名」と言う人あり〕 

○健康介護課長（小島 修君） ただ、すみません。

４名、具体的には相談業務等、対応しているわけ

ですけれども、先ほど、副課長の答弁の中でも引

き継ぎを的確に行う必要もありますし、最初の相
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談のインテークというのが、どうしても役場に来

られるということを考えますと、全員いなくなる

というようなことは、ちょっと今のところ私ども

では考えておりません。 

  いずれにしても、人事異動の内示があって初め

てわかることですので、ご理解いただければとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 平成12年に介護保険制度

ができて、それから、地域で全部あれしましょう

ということで、包括支援という言葉も出てきまし

て、それで地域包括支援センターということで、

各中学校ごとにという、そういう打ち出しがあっ

たかと思うんですが、宮代町は１カ所でずっとや

ってきて、何より町が頼りという思いで介護保険

がずっと進んできたと思うんですが、来年度、こ

の地域包括支援センターを民間に移すということ

で本当に第一歩を踏み出したこの１年目が、一番

大事になるんじゃないかなというふうに思います。 

  その辺で、医療との連携もそうですけれども、

大体医療法人だとか社福なんですけれども、そう

いう専門的なところがやっているから安心だとい

う町民の思いもありますので、この１年間、しっ

かり、苦情が出ないようにという言い方おかしい

ですけれども、うまく乗っていかれるように要望

します。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  まず、新年度については、これをやるというふ

うに、やるという中に、先ほどから出ている自立

支援等、要介護支援の重度化防止、これは非常に

大事だと思うんですけれども、これを先ほどもサ

ロン化とか、そういうことで質問も出ましたが、

これをどういうふうにやっていくのか。 

  それと、認知症施策の推進というふうになって

いるんですけれども、これについて、どのように

推進されていくのか。これが第１点。 

  それから、施設、特に特養の施設なんですけれ

ども、待機者の関係ですけれども、これは実際、

一番新しい状況でどうなっているのか。 

  資料でも書かれているし、先ほど、37人という

ふうに言われていたんですけれども、この待機者

の問題ですね。それから、待機者もさることなが

ら、県議会でも問題になったんですけれども、空

き室があって、それでいて待機者もいると。だか

ら、特養ホームは要らないみたいなそういう一旦

は決議も上げたというような状況も、ちょっと記

憶に残っているんですけれども。 

  宮代ではいつも問題になっているんですけれど

も、東の特養なんですけれども、あそこの状況な

んかどうなっているのか、その辺の状況について

お尋ねをしたいと思います。 

  それから、今、前段の委員のところで、地域包

括支援センター、これはもう民間に委託されると

いう、移行するということで、大きな特徴だと思

うんですけれども。 

  職員体制が一元という中でこれまでの直営と本

当に変わらないでやっていけるのかどうか、その

点、やはり心配ですので、もう一度その点、お尋

ねをしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんからの質問にお答えを申し上げま

す。 
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  まず、自立支援と介護状態の重度化防止の対応

についてでございますけれども、さらに一般介護

予防事業等の充実を図るとともに、来年度からは

地域ケア会議などを実施して適切な被保険者への

ケアがされるようにケアプランの内容のチェック

や自立支援に向けての取り組みを行っていきたい

というふうに考えております。 

  また、認知症施策の推進につきましても、来年

度から認知症カフェ、これは認知症の家族の方が

集って、認知症に対する悩みを相談し合ったり、

もしくは認知症の高齢者の方への接し方について、

いろいろ皆さんで意見交換をしていくような認知

症カフェの開催を行う。 

  また、認知症ケアにかかわる多職種の共同の研

修会の実施や、本年度から試験的に実施したんで

すけれども、認知症の声かけ訓練等についても積

極的に行って、地域に認知症の方への対応の方法

を広く浸透させていきたいというふうに考えてお

ります。 

  続きまして、特別養護老人ホームの待機者の関

係でございますけれども、最新の待機者の情報に

つきましては、提出をさせていただきました委員

会資料の19ページから22ページまでになりますけ

れども、特別養護老人ホームの待機者、町内の特

別養護老人ホームは、19ページの１番から４番、

みつなみ会のみどりの森から、まごころ会のひだ

まりの郷まででございます。 

  こちらで、入所待ちの数を公表しているのは、

真善会のもみの木だけでございます。こちらは、

入所待ちの方が12人いるということを公表してお

ります。ほかの３施設については未公表という状

況ですので、ちょっと何人ぐらいいるのかわかり

ませんけれども。 

  この真善会のもみの木の12人の待機者につきま

しても、１人の方が幾つかの特養に入所希望を出

している場合はダブルカウントをされますので、

この12人というのが、町内の実数、この施設の実

数というふうにはちょっとなかなか捉えにくいの

かなというふうに思います。 

  町内の実数としましては、22ページの、こちら

の特別養護老人ホームの入所希望者の調査結果で

ございまして、こちら要介護度が３以上の前回の

比較でございますけれども、前回29年度は38人だ

ったものが、30年度には37人に、１人減ったとい

う状況でございますけれども。これが実際の数だ

と思います。 

  この37人の中でも、今すぐ入所を希望する、も

しくは１年以内に入所を希望する、特に入所の希

望の時期がないと。いろいろな段階の方がいるわ

けでございますけれども、今すぐという方は、恐

らくこのうちの、前回は、47人のうち、全体ので

すね、要介護１以上で47人いたうちの、今すぐと

いう方が21人。ですから約４割ぐらいの方が今す

ぐということなんで、４割ぐらいということであ

れば、13人から15人ぐらいですかね、の方が、今

すぐ入所を希望されている方ということになるか

というふうに思います。 

  それで、姫宮にできました、まごころ会のひだ

まりの郷の関係でございますけれども、30年の４

月に開設をされまして、これまでに、まだ満床に

はなっていない状況でございます。 

  この資料の中では、施設定員が100床で、待ち

とか空床については未公表ということになってお

りますけれども、先日、理事長のほうからお話を

伺ったところ、６割程度ということでお話は伺っ

ておりますけれども、順に１階から２階、３階へ

というふうに計画的に入所を進めていっていると

いう状況でございますけれども、なかなかその職

員の配置の体制の整備と合わせて入所をしていく

ということで、まだ６割程度しか埋まっていない
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というお話は伺っております。 

  続きまして、地域包括支援センターの運営につ

いての委託でございますけれども、平成31年度４

月１日から、社会福祉法人真善会に包括の運営の

委託を開始いたします。 

  こちらについて、これまでと変わらないサービ

ス提供ができるように、きちんと人員基準を遵守

して、職員配置体制を図って、十分に対応してい

きたいということでございます。 

  現段階で、職員については５名配置されまして、

社会福祉士が２名と保健師１名、経験のある看護

師が１名と、市民介護支援専門員が１名と、計５

名で運営を開始することになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  先ほど伺いました高齢者の自立支援等要介護状

態の重度化防止ということで、その一つに、交流

サロンもあるかと思うんですけれども、私は実際、

どういう活動をされているかということで、地元

の自治会で、自治会の人たちがやっているサロン

にここ数回参加しました。 

  私も、その中で言われているように、確かにこ

れから年をとって、引きこもっていても、やはり

よくはないと思います。 

  こういうところに積極的に参加する必要がある

というふうに感じました。 

  しかし、先ほども前段の委員で言われたように、

そういう何といいますか、こういうことを進んで

やる方、その地域にもリーダー的な存在の方がい

るからいいと思うんですけれども、やはりいない

ところ、いるところでも、その方が本当に高齢化

になって参加できるように、これは続けなければ

いけないと思うんですが、それと同時に、団塊の

世代に照準を合わせてやっていると思うんですけ

れども、そうすると我々の時代になるわけですよ

ね。 

  そうすると、もっと、参加人員も増えていかな

ければいけないし、そういう場所も必要だと思う

んですけれども。 

  まず、この私たちの予算にも書いてあるんです

けれども、この集会所等を活用したサロンの開催

ということで、町内30カ所、これを目標にしてい

るんですか。 

  何か、三、四年前にＣＤを使ってつくって、こ

ういういろんな地域でやっていますよというよう

なものも見させていただいたんですけれども、こ

れは、実際、町内、自治会は77カ所ですよね。そ

うすると、まだ、半分にも満たないというような

状況だと思うんですけれども、これを一体、この

書いてある30というのは、30に持っていくのか、

現在幾つで新年度はどこまでこれを持っていくの

か。 

  さっき言ったように、団塊の世代に向けて、も

っともっとこれを発展的にさせていかなければい

けないと思うんですけれども、その辺の年度別の

目標といいますか、そういうのをどういうふうに

置いているのか。その点、もう一度お尋ねしたい

と思います。 

  それから、確かに前段の委員の中でも、地域に

よっては月１とか、月２とかやっていると思うん

ですけれども、それはやれればいいんですけれど

も。そういった点では、先ほど、集会所について

は、地元だとそんな負担はかからないにしても、

これを公民館とかそういうところになってしまう

と、また負担が違うんだと思うんですけれども、

それらもどうなっているのか。その点もお尋ねし

たいと思います。 

  それから、こういった介護予防、健康づくり活
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動支援事業もそうなんですけれども、町としては

どういう支援をしているのか。確かにリーダー的

なものもつくらなければいけないし、また、いろ

んな知恵を町のほうで援助しなければいけないと

思うんですけれども、それは聞いてきたから答え

るというんではなくて、もっと積極的に、これは

取り組んでいかないとだめだと思うんですけれど

も、そういった点で、積極的に取り組んでいただ

いているのか、それとも受動的なのか。その辺は

どのようになっていますか。お尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、これらと縁じょいの関係ですよね。

これはどういうふうになっているのか。申しわけ

ありませんが、その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、待機者の関係でありますが、これは

待機者については、確かに、資料で載っています

が、明らかにしないところ、未公表。私ね、これ

はこういうのがあって、しかし、もう一方で、ど

この自治体も待機者については、きちんと把握し

ますよね。 

  従来みたいにダブって待っているという方なん

かも整理されてきたと思うんですけれども、その

辺は、未公表だとか、こういうふうになっている

から、強制ではないんですよね。 

  そういった点では、この37という数字も、本当

に信用してというか、町としては確定した数字だ

と思うんですけれども、これは、どういうふうに

捉えればいいのか、その点。 

  それから、もう一方で、先ほども言いましたよ

うに、ひだまりの郷ですか、これは指導というか、

しているとは思うんですけれども、実際６割程度。

それは、恐らく施設をつくっても肝心な職員がい

ない。その辺の問題だと思うんですけれども。そ

の辺では、もったいないですよね。生かされてい

ない。 

  職員の配置の問題というのもあると思うんです

けれども、その辺は抜本的にやっぱり変えていく

必要があると思うんですけれども、町としては、

どういう、改善のための支援ですね。できるのか

どうか。待機者もいるわけですから。その点、お

尋ねしたいと思います。 

  もう一点、包括支援センターの件については、

これまでと変わらない体制をとっていくというこ

とですので、見守るしかないのかなというふうに

思いますので、その点は、ちょっと今後も注視し

ていきたいと思っていますが。その２点について

お尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１７分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き介護保険特別会計予算の質疑を行いま

す。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、自立支援重度化防止の関係でございます

けれども、自立支援重度化防止には、委員さんお

っしゃるとおり交流サロンは非常に大事な事業と

いうふうに私どもも考えております。 

  こちらにつきましては、なるべく外へ出る機会

を設けて、閉じこもりの防止を図ることによって、

生活不活性からくる介護リスクの高まりを避ける

というようなことから、非常に重要ではないかな
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というふうに考えております。 

  そこの担い手の育成につきましても、先ほど来

申し上げているとおり、地域支え合いの講座やリ

ーダーの養成講座などによって、そこの担い手の

養成に努めていきたいというふうに考えておりま

す。 

  こちらの私たちの予算書に掲げている後期実行

計画の成果目標でございますけれども、町内30カ

所というふうに目標を掲げております。こちらに

つきましては、32年度末の目標ということでござ

いまして、後期実行計画を策定した平成27年の段

階で、町内には17の地域交流サロンが活動をされ

ておりました。その後、５年間で13増やしていっ

て、32年度末には町内に30カ所の地域交流サロン

を設けたいということで目標に掲げたものでござ

います。 

  まだ、なかなか地域交流サロンの活動が開始さ

れていない地区がございますけれども、現在、町

内では27の地域交流サロンが週１回から月に１回

程度のサロンの開催を行っていただいているとこ

ろでございます。 

  76ある自治会のうち27ということでございます

けれども、サロンによってはほかの自治会と共同

で行っているところ、例えば東、中寺の集会所を

利用している東と中寺地区の方たち、また国納集

会所で行っております国納自由クラブなどは国納

の北と南というような形で共同で運営されている

ところもございます。また、ひだまりサロンや須

賀集会所の健康体操のように、特に地区を特定す

ることなく、どちらの地区からでも受け入れをし

ているサロンもございます。 

  そういうことから、できるだけ多くの地区でサ

ロンを行っていただきたいということで、後期実

行計画の成果目標の年度でございます平成32年度

までには町内に30カ所の地域交流サロンの開設を

当面の目標とさせていただいているところでござ

います。 

  使用料の関係でございますけれども、やはり地

域交流サロンの運営をされている方たちとの意見

交換会の中でもお話が出てくるんですけれども、

有料で開催をされているところがございます。そ

ういうところで、使用料について幾らかの助成を

していただけないのかというようなお話が多くあ

ったことから、来年度から使用料の助成について

補助金の見直しを図っていくということで、今、

要綱の改正をしているところでございます。 

  健康づくりの、私たちの予算書の11ページの介

護予防・健康づくりの自主活動グループへの支援

につきましても同じ内容でございまして、こちら

につきましても、これまではこちらにつきまして

は財政的な支援でなくて、人的支援ということで

健康運動指導士の派遣や町からの出前講座等を行

っていたところでございますけれども、それに加

えて、来年度からは地域交流サロンの補助金と地

域のふれあい居場所づくり支援事業補助金という

ふうに新たな補助金の要綱を制定いたしまして、

こちらも会場の使用料等についても補助ができる

ような仕組みにしていきたいというふうに考えて

おります。 

  こちらの縁じょい事業との関係でございますけ

れども、縁じょい事業につきましては、私たちの

予算書の66ページに掲載させていただいておりま

すけれども、こちらシニア世代の方々を対象に、

縁じょいメンバーというのはいろいろなところで

活動したいという人たちの集まりというか、そう

いう人たちが大勢いらっしゃいます。 

  地元に貢献したいとか、働きたいとか、交流し

たい、楽しみたい、経験を生かしたい、人の役に

立ちたい、体を動かしたいとさまざまな経験をし

たいということをおっしゃっている方々が大勢い
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ますので、ぜひその方たちに健康づくりの自主グ

ループで体を動かしてもらうとか、地域に貢献し

たいという方々に地域の交流サロンに参画をして

いただいて運営者となっていただけるように働き

かけをしていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、特別養護老人ホームの待機者の関

係でございますけれども、こちらの委員会に提出

をさせていただきました資料19ページからになり

ますけれども、施設によっては待機者の数を未公

表としている施設が多くありますけれども、こち

らにつきましては、やはりそれぞれ施設の事情が

ありまして、公表は差し控えたいということで未

公表にしているものでございまして、特に町から

強制できるものではないので、ご了承いただきた

いというふうに思うんですけれども、先ほど申し

上げたように、こちらにつきましては、措置では

ないので、それぞれの被保険者と施設との契約と

いうことになりますので、どちらの施設に希望を

出すかということについても被保険者だからとい

って保険者が強制できるものではないので、幾つ

かの施設に入所希望を出されることはやむを得な

いというふうに考えております。 

  その関係ですけれども、22ページの資料から、

平成30年の待機者は37人ということになっており

まして、そのように申し上げましたけれども、こ

ちらにつきましては、施設のほうから入所待ちの

名簿を町のほうに提出をしていただいて、県のほ

うから提供を受けて、町のほうで名寄せ作業を行

った上で、もう一度県のほうに返します。それで、

県のほうから公表された結果がこちらの資料とい

うことになりますので、こちらについては重複は

ないということになっております。ですから、実

人数が37人ということで間違いはございません。 

  姫宮に所在しますまごころ会のひだまりの郷に

まだ空床があるということで、そちらの改善への

支援ということでございますけれども、こちらに

つきましては、既に町のほうでも実際に訪問をし

て、調査もしくは助言を行ってきたところでござ

います。また、県のほうでも定期的に実地調査を

行って、指導をされているというふうに伺ってお

ります。 

  内容といたしましては、なるべく職員体制の整

備を早急に図って、空床を改善するようにという

ことで、そのためには保険者に働きかけをして、

近隣だけに限らず、遠方にまで足を運んで、営業

活動というんですか、回って歩くようにというこ

とで県のほうから指導を受けたというふうに施設

のほうからは伺っております。 

  また、町としましても、改善ができるように介

護従事者連絡会、ケアマネジャーが集まるような

機会には、ひだまりの郷から施設の職員を呼んで、

やはり案内をしていただいて、なるべく入所を希

望される方がいたら、ひだまりの郷のほうにとい

うことで、施設のほうから営業というんですか、

それができるようにバックアップをしているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  それでは、再々質問させていただきます。 

  まず、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化

防止ということで、地域交流サロンの支援、それ

と介護予防・健康づくり活動支援ということで伺

いましたが、目標がこれが平成32年度までの町内

30カ所、交流サロンについてということでわかり

ました。 

  中には東、中寺のように共同している地域もあ

るということでわかったんですが、これは最終的

にはどこまで持っていくんでしょうか。団塊の世
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代が75歳を迎える平成37年、2025年を見据えた地

域包括ケアというふうになっているんですけれど

も、これはまだ途中ですよね。これはそういった

点では、あと31年、新年度と32年度までで、あと

３カ所増やせればクリアということなんですけれ

ども、これはもっと増やしていく必要があると思

うんですけれども、その辺の目標というのは当面

どういうふうに持っているのか、その点について

もお尋ねしたいと思います。 

  介護予防・健康づくり活動支援についても、健

康づくり活動団体が20団体、予防リーダー120人、

これも平成32年なんでしょうけれども、これもど

の辺まで支援するのか。 

  それと、あと、先ほどこういった地域交流サロ

ン支援について頑張っているのに、なぜ場所が有

料なのかというようなことで、ぜひこれは我々の

要求なんだということで、議会でも取り上げてほ

しいというような話も聞いたんですけれども、こ

れはそうしますと、会場代も支援したいというこ

とで、要綱は新年度でつくるのか、つくるのは簡

単ですよね、やる気になればやれるわけだから、

これはもう新年度内にできるということで、確認

したいですけれども、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

  それから、待機者の関係です。これは、最終的

には県でまとめるということなんですけれども、

わかりました。実際施設では未公表というだけで、

やはり未公表だけであって、町とか県ではきちん

と施設の状況も聞きながらじゃないと数字は出て

こないと思うので、そういうことだと思うんです

けれども。 

  私は待機者もゼロにするということは大前提だ

と思うんですけれども、これについて多いか少な

いか評価はあると思うんですけれども、この宮代

の30年度、37人という数字は、白岡が31人、杉戸

が43人とかなっています。どういうふうに町とし

て評価しているのか、最後、その点お尋ねしたい

と思います。 

  当然、ゼロにもっていきたいという考え方は持

っていると思うんですけれども、その点、待機者

の人数の評価ですね。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  まず、地域交流サロンの目標でございますけれ

ども、平成32年度は町内に30カ所ということで、

最終的な目標というのはやはり地域包括ケアシス

テムの関係で、高齢者の自立支援、重度化防止の

ためには高齢者の集いの場が必要だというふうに

言われております。 

  それは、週に１回程度歩いて行ける範囲という

ことで、徒歩で15分圏内ぐらいにサロンが１カ所

存在するのが望ましいと言われていることから、

できれば各自治会単位で、もしくは隣との合同に

よる運営のような形でもいいので、高齢者の方が

歩いていけるような範囲に週に１回ぐらい行われ

るようなサロンが存在するのが望ましいと言われ

ていることから、今の30の目標ではなくて、もう

少し増やしていかなければいけないと、具体的に

幾つということは、今高齢者人口とかの配置の関

係でちょっと幾つは言えませんけれども、そうい

う形に整備をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

  補助の要綱の関係でございますけれども、こち

らにつきましては、できれば、本年度中に要綱改

正を行って、新年度早々に施行という形で、新し

い要綱によって新年度は補助金の交付ができるよ
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うに準備をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  待機者の関係でございますけれども、宮代町要

介護３以上の待機者が37人、近隣の市町では特に

白岡市さんと杉戸町さんは人口規模、高齢者人数

からすると比率は宮代町よりも低いわけでござい

ますけれども、当町につきましても、新しく姫宮

地区に100床の特別養護老人ホームができたこと

から一気に解消されるというような期待もあった

わけでございまして、できるだけ先ほど来お話に

出ているようにひだまりの郷の改善の支援を図っ

ていって、一日も早く待機者の解消ができるよう

に引き続き努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 今終わったばかりなので、

本会議で討論を行いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 本件に対する反対討論の

発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第31号 平成31年度宮代町介護保

険特別会計予算についての件は原案のとおり可決

されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時５２分 

 

再開 午後 ４時５６分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） 議案第33号 平成31年度

宮代町公共下水道事業特別会計予算についての件

を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） お疲れさま

でございます。 

  まちづくり建設課長の横溝です。よろしくお願

いいたします。 

  自己紹介でやりますので、よろしくお願いした

いと思います。 
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○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。よろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 同じく主幹の

忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○下水道担当主査（和田光春君） 下水道担当の和

田と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か質問させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  まず、最初なんですけれども、私たちの予算書

の中の80ページ、公共下水道事業特別会計という

ことで、31年度の目標が載っておるんですけれど

も、この中で何点か質問させていただきたいと思

います。 

  まず第１点は、下水道施設の適切な維持管理を

行うために、中継ポンプ場の長寿命化対策工事を

行うということになっていますけれども、具体的

にどういう対策の工事なのか、ひとつお伺いをさ

せていただきます。 

  そして、２点目のほうなんですけれども管渠等

新設改良事業ということで、やはり長寿命化の対

策の工事費がここに載っておるんですけれども、

あわせてこれもどういう中身なのか、ひとつお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、利子償還事業ということで、借金が

返済ということで、５億8,000万の返済をするわ

けですけれども、具体的に現在の借金と申します

か、残高はどのぐらいあるのか、ひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  それから、予算書のほうに移らせていただきま

すけれども、予算書の356ページ、第１款の公共

下水道費（第２項下水道新設改良工事）というこ

とで、節のほうでそれぞれ載っておるんですけれ

ども、一つは13の委託料の中で、下水道事業計画

変更に伴う委託料の減となっておりますけれども、

具体的にどういう変更があったのか、お聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、15の工事請負費の関係ですけれども

若干もちろん減額になっているんですけれども、

今、前段で話した中身に関連するのかどうか、ポ

ンプ場更新工事費の減ということでここに載って

おりますけれども、どういう中身なのか、ひとつ

お聞かせいただきたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  それでは、順番に唐沢委員の質問にお答えして

いきたいと思います。 

  まず、１点目、私たちの予算書80ページの長寿

命化工事についてのご質問でございます。 

  長寿命化工事は、平成27年10月に宮代町下水道

長寿命化計画というものを策定しまして、計画期

間が平成28年から32年までの５カ年計画で、宮代

町の第１中継ポンプ場、第２中継ポンプ場を更新

していくという計画を立てたところでございます。 

  それで、これは基本的には施設を耐用年数より

も長くもたせることによって経費を削減していこ

うと、長く使うことによって経費を削減するとい

うことで、施設の中身を総点検しまして、更新す

べき内容を出した上で、５カ年にわたって更新し

ていく工事を行うというものでございます。 

  既に、29年から工事が始まっておりまして、29、

30と工事をしてきたところなんですけれども、２
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点目の工事費の中身ということなんですが、31年

度の工事費につきましては、中心は監視制御装置、

これは電気機械設備、電気設備になるんですけれ

ども、そちらを中心に１億円の工事費を計上して

おります。 

  さらに来年度、32年度では、こちら第１中継ポ

ンプ場のほうを行う工事でございますけれども、

来年度32年度は第２中継ポンプ場のほうの耐震補

強や、改築工事、あとは電気設備の工事等を行っ

た上で完了というようなものになっております。 

  続きまして、３点目のご質問、こちら起債の残

高でございますけれども、予算書の370ページ、

371ページのほうにこちら残高の見込みに関する

調書というのを載せてございます。 

  こちらで当該年度末における現在高の見込みな

んですが42億9,065万6,000円、こちらが起債の残

高となっております。 

  続きまして、４点目でございます。こちら予算

書356ページ、357ページの委託料についてのご質

問でございます。 

  こちらは委託料が本年度ゼロということで、前

年度が平成30年度、今年度に下水道の事業計画変

更に伴う委託を行っておりまして、そちらが30年

度で終わりますので、31年度については委託料の

ほうが計上されていないというようなことになっ

ております。 

  それと、続きまして、５点目の工事費について

でございますけれども、こちらについてはポンプ

場の更新工事費の減なんですけれども、30年度に

引き続き長寿命化の工事を行うんですが、31年度

に実施する工事につきましては、先ほどお話しし

ましたとおり、第１中継ポンプ場の監視制御設備、

電気設備なんですけれども、こちらのほうを実施

していくんですけれども、こちらの工事費につい

ては１億円を計上しておりまして、前年度に比べ

て減額となっているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、再質問させていただきたい

と思います。 

  まず最初の、私たちの予算書の中で、今、中継

ポンプ場のこれは３年計画ということで、順次進

めてきたと思うんですけれども、この３カ年の中

でトータルでどのぐらいな額になるのか、ひとつ

お聞かせ願いたいというふうに思います。 

  それから、先ほどの説明で大体理解はしている

んですけれども、この工事は終わったとして、何

年ぐらいこれに耐え得るのか、ひとつお聞かせ願

いたい。例えば10年ぐらいはもう万全ですよとか、

地震が震度このぐらいまではもう安心ですよとか、

そんなものをひとつお聞かせいただきたいと思い

ます。 

  それから、償還の関係ですけれども、約まだ42

億強あるということなんですけれども、何年度ま

でにこの償還が終了するのか、ひとつお聞かせを

いただきたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  長寿命化の工事につきましては、一応５カ年計

画でございまして、５カ年計画で総額は４億

1,546万円、総事業費として計画しているところ

でございます。 

  それと、こちらのほう２点目の何年もつかとい

うことなんですけれども、電気機械設備は15年か

ら20年ぐらいもつということで、またそのころに

は更新が必要になってくるものでございます。 
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  あと、最後、３点目のこちら起債の償還なんで

すけれども、起債のほうが大体30年で返すという

ような形で、５年据え置き25年で返済していくと

いうようなことで、今借りているものについては、

最後59年、平成ないですけれども、59年になりま

す。ただし、今現在、今年も来年度も起債のほう

は行っていきますので、さらにどんどん１年ずつ

最終年が延びていくというような形になっており

ます。 

  今回の長寿命化工事に当たりましても起債で行

っておりますので、そのとき全部なくなるという

わけじゃなく、事業をしていけば、その都度必要

な資金を公営企業債を借りまして、行っていきま

すので、起債の最終的な支払いについてはどんど

ん延びていくというようなものとなってございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  公共下水道は本当に金がかかる、文化的な生活

というのはやっぱり金がかかるのかなというふう

に認識を新たにしたんですけれども、どうしても

やはり受益者負担というのはこれからもある程度

覚悟しなければならないのかなというふうな感じ

もするんですけれども、公共下水道、今言ったと

おり10年から15年は安心だというふうな話なんで

すけれども、例えばさらにここの公共下水道を推

進するに当たって、今後どのような計画があるの

か、新たな計画があればひとつお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  ただいまの委員のご質問についてお答えします。 

  今現在、長寿命化計画に基づいて32年までの計

画を持っています。計画はここで一旦終わりまし

て、今度、ストックマネジメント計画というのを

つくる予定でございまして、こちらも同じように

今現在持っている下水道の施設を総点検した上で、

今後それで修繕が必要なものについて年度別に計

画を立てまして、その後５年なり10年なりという

形で計画に沿って、設備を更新していくような形

になるというように考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  つまらない質問でよろしいですね。 

  いつも思うんですけれども、この下水道という

のは、市街化区域、広域負担とかいろんなこと言

いますけれども、調整区域に住んでいる人のお金

はどのぐらい入っているんですか。答弁によって、

違う質問に入りたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  ただいまの調整区域の人が幾らぐらいお金を出

しているのかというご質問でございますが、こち

ら、予算書でいうところのこちらが350ページ、

351ページに４款繰入金というのがございまして、

こちらは町の一般会計の繰入金を４億8,170万

4,000円繰り入れてございまして、ただ、調整区

域の人がこれでどのぐらいなのかというのまでは

これじゃわからないんですけれども、町の予算と

して４億繰り入れているところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

  ということは、調整区域の人もそれなりの金は

出しているということですね。４億8,000万以上

一般会計、今年、今度の予算は。人口で割っても、

例えば調整区域と市街化区域で３分の１ぐらいの

人が調整区域だったら、簡単に割っても３分の１

は出しているということになるわね、計算上は。

それは正しいかどうか別にして。 

  そこで、調整区域の人がそれだけの金を出して、

調整区域の人がうちのそばまで本管を、前にもや

ったことあるけれども、なぜつないでくれないん

だと言うんだよ。調整区域の人は金を出すことな

いじゃないかとなるわね。そう思わないですか。 

  県の関係でそれはできませんという今までの答

弁、そんなこと言っていられないですよね、町の

人は。 

  どうしても住宅が混んでくると、調整区域でも、

市街化と同じように下水道を入れられないのかと

言っている人いるわけですよ。そうすれば、Ｕ字

溝の清掃だとか、そういうこともなくなるわけ。 

  今の調整区域の人は、用水路なり排水路にうっ

かり流しているよね。怒られるわけですよ、場合

によっては。そういうつらい思いをしていて、金

は出していてつらい思いをしている、おかしいん

じゃないのかとなるわけよ。 

  だって、調整区域の人の意見も聞いて、ちゃん

と下水道つなぎなさいよとなると思いますよ。 

  それも目の前に通っていてだめだって、深いか

ら何とか、金かかるとか、県の調整区域は認可が

おりませんとか、そんなことは通らないと思いま

す、これからは。だったら金を出すことないです

よ、調整区域の人は。そうでしょう。そう思わな

いですか。私は単純だから、そう思うの。 

  だから、市街化の人はうまいんだよね。うまい

わけよ。 

  いけないと言っていないよ。調整区域の人がそ

ういう市街化の人に応援しているわけだよ。それ

はそれでいいよ。でも、今、しつこいようだけれ

ども、調整区域の人の意見も聞いてくださいと言

うんですよ。３分の１出しているなら、３分の１

の意見は。 

  県がどうのこうのじゃなくて。県へ行って、ど

んどん話して、下水道の認可をとるようにしたほ

うがいいですよ。それをやっていないでしょう、

行って。やってやったほうがいいですよね。もし

だめだったら、議会の代表も一緒に連れていって

聞いてもらったほうがいいですよ。何でだめなん

だと。 

  私たちいつも思っているんですから。だったら、

それができないんだったら、調整区域から金を出

さない、そういう人たちは。税金安くする、今の

町税を。それはなぜかといったら、下水道の繰入

金を減らしたために安くなりましたと説明がつく

わけだから。そのぐらいのことやらなかったら怒

りますよ、本当に。何でできないんだと。どうで

すか。もう一回、それ答えてください。 

  それとも、調整区域の人はしようがないと言う

のかどうか。それは冷たいよ、政治的に。公平じ

ゃない、それは。差別というの、そういうの。わ

かりますか。 

  どうですか。差別をやるのかやらないのかでい

いですよ。じゃ、答えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  委員おっしゃられるように、一般会計から投入

していて下水道をつなげないという、その調整区

域の人たちの気持ちというのも確かにわかります。 
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  ただ、下水道につきましては、下水道の都市計

画決定を行いまして、下水道の区域というのを定

めていまして、その定めた区域外の工事というの

が、その区域を広げないとできないんですよ。 

  それで、下水道の工事というのは、委員おっし

ゃられるとわかると思うんですけれども、かなり

のお金がかかるというのがあるんですね、下水道

を通していくには管を引いたり、当然処理する施

設については、今は流域下水道で中川のほうで処

理してもらっていますけれども、莫大な費用がか

かるというのがありまして、市街化区域について

は多くの皆さんが住んでいるので、管路を引いた

ときに効率がいいんで、そこまではとりあえず今

のところ整備していると。 

  どうしても調整区域になると１軒１軒つないで

いくのに100メートルとか200メートルとか離れて

しまうんで、どうしても効率が悪くなっちゃうん

で、そのときに、じゃどっちの整備のほうがいい

のかということなんですけれども、広域下水道で

処理するという方法と合併浄化槽をつけて処理す

る方法というのが、どちらが効率的にいいのかと

いうことで、今、宮代町では市街化区域の中を整

備するというところまでで下水道の整備のほうが

終わっておりまして、基本的に、調整区域の方で

下水の本管が近く通っている場合には区域外流入

の申請を出してもらって、許可が通れば中につな

ぐことはできるんですけれども、遠くの方につい

てはなかなかそこまで管を引っ張ってくるわけに

はいかないんで、合併浄化槽で処理を行っていた

だいているというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） その考え方を差別と言う

んですよ、差別。 

  もうできないなんて、何でできないの。今の技

術だったら、幾らできないことでも道路掘ってみ

んなやるんだから、できないことないでしょう、

技術は。 

  それは県の言うことを聞いているからできない

と言うんでしょう。県に行って言ってくださいと

言っているんですよ。 

  農集をつくる、幾つつくるかというの知ってい

るんでしょう。宮代は予定しているのがあるんで

すよ、今、農集が１カ所あるけれども、もう２カ

所あったんですよ。下水道のかわりに。それ何か

知らんぷりしちゃったね、途中で。それは金がか

かるからかもしれない。でも、それは差別だよね、

私に言わせれば。 

  きれいな生活をしたいわけよ、住んでいる人は。

農集は山崎のほうと宮東のほうにつくるわけだっ

たんですよ、あと２カ所。そういう提案もしたん

ですよ。そういう経過も知らないで、今はできま

せんからと言って、金だけは出してもらうとは、

それはないでしょう。そういうのを差別と言うん

だよ。宮代町は差別が好きだよね。こういうこと

は大事なんですよ、本当に。 

  だったら、目の前のつなぎたい人は金出せ、そ

んなこと言ったら怒り出しますよ。何だ、毎年４

億も５億も払っているんだから、その３分の１の

金でやってくださいとなる。一遍にやれとは言わ

ない、年に何カ所かずつ、１年に１カ所でもいい

じゃない、そういうことをやる必要あるんじゃな

いの。 

  繰入金の３の１だと約２億ぐらいあるね。１億

5,000万から、そのお金でやってもらえばいいじ

ゃない。それだったら、納得するでしょう。それ

はだめです。つないでもらいたい人が金を出せ、

そういうのは差別と言うんですよ。そう思わない

ですか。 

  そういうふうにしてくださいよ、じゃ。できな
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いなんておどかして、それは県の方針だとか言っ

て。県に行って言ってくださいと言ったでしょう、

さっき質問で。私はもう本当かっかきている、今

の答弁じゃ。それは通らない、答弁になっていな

い。県に行って話し合いしてみますとか、そうい

う答弁だったら、「頼むよ」となるんだよ。違う

の、頭から「できるわけないじゃないか」と言っ

ているんでしょう。そんなのないですよ、あんな。

差別だというの、そういうの。 

  もう一回答えてくださいよ。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 課長の横溝

でございます。 

  小河原委員さんのほうから、以前から調整区域

のお話でいただいているところなんですが、調整

区域が公共下水道につなげないということではな

くなってきています。というのは、先ほど委員さ

んおっしゃられた農業集落排水、今、西粂原にあ

るんですが、あれ調整区域ですよね。ああいうふ

うにまとまったところ、今後、農業集落排水も公

共下水道のように維持管理費がかかると、処理場

があるということもありますので、費用対効果等

を考慮すると、公共下水道のほうに入れたほうが

いいんじゃないかというお話が出ております。 

  今後、また県内にも幾つかあるんですけれども、

調整区域の中のまとまった区域が整備がしてある

ところについてはそちらのほうに入れていいんじ

ゃないかなというふうなことで、県のほうも考え

ているようです。 

  今後、宮代町の場合も農業集落ありますので、

将来的には公共下水道として管理をするという形

になるのかなと思われます。 

  ただ、先ほど室長がお話ししたとおり、整備費

がかかってきます。１本の100メーター布設する

のに当たって、例えばそこに家が張りついてあれ

ば、効率的に接続できるんですが、調整区域って

敷地が広いんで、なかなか敷地に合わせた接続と

いうのはやっぱりお金がかかると。お金がかかる

ということになりますと、やはり受益者負担金で

すか、そちらのほうもそれなりに幾ばくかの負担

をしていただくような形になると思われます。 

  ですので、調整区域の方がどうしてもうちのと

ころは公共下水道につなげてほしいということに

なりますと、やはりその辺の事業費を合わせて、

町のほうの事業費もそうなんですが、あとは受益

者の方の負担金のほうも考慮しながらやっていく

のが一番いいのかなというふうに考えております。 

  また、先ほど、話を前後して申しわけないんで

すけれども、市街化区域だけじゃなくて、公共下

水道が接続できるのが今後、来年度に和戸の横町、

あれ市街化調整区域でしたよね。今度市街化調整

区域を市街化区域に編入するので、そちらのほう

も接続するような形になりますので、今後、姫宮

というふうな小さいくくりじゃなくて、もう少し

大きなくくりとして、処理区域ということも考え

られますが、ただ、その辺は費用対効果もありま

すし、住民さんのほうにメリット、デメリットを

考慮していただきながら、接続してもらえるよう

な形になるのかなというふうに思っております。 

  ですので、区域を広げるとなると、広げた区域

について今、受益者負担金、今いただいているの

が、過去にいただいているのが平米当たり570円

ですが、もっともっと３倍４倍になる可能性もあ

りますので、そちらも市街化調整区域の方という

のは市街化区域に比べて敷地が大きいですよね、

そうするとその分だけお金がかかって、受益者負

担金をいただくということにもなりますので、そ

ちらのほうを考慮しながら、今後の将来的な公共

下水道のほうも考えていかなくちゃいけないのか
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なというふうに思っておりますし、また、県のほ

うも流域下水道といいながらもそういうことで、

緩和といいましょうか、少し拡大をしているよう

な状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  私もあるところで、県も幾らか前とは違ってき

ているというニュースを聞いたことがあるんです

よ。ところが、宮代の答弁は今まで違うでしょう。

どうもおかしいなと思った。今、課長の言うとお

りが正しいと思いますよ。 

  だけど、金がかかるとかそういうことですぐ始

まるんだよね。だけど、私が聞いているのは、繰

入金を約５億、毎年、大体そうだよね。去年も同

じぐらいだからね。そうすると３分の１、さっき

言ったようにそれを初め質問したわけですよ。３

分の１は調整区域でしょうと。そこの人たちの金

を使えばできないことないでしょうと言っている

の、私は。だから、初めにそれ質問したわけ。 

  とるだけとって、後は受益者負担で工事もやっ

てくださいというのは、それはないでしょうと言

うんですよ。だから、そういうことでどんどん県

でもある程度は拡張するのは認めてきているから、

そういうことがなってくればこれはみんな喜ぶわ

けですよ。 

  だけど、工事はみんな町がやれというその発想

は差別だと言うの、私は。４億8,000万出すこと

ないじゃない、一般会計から。３億ぐらいにした

ほうがいいですよ。１億8,000万は調整区域の町

税を安くしたほうがいい、それだったら。そうな

ればいい。そういう発想じゃないんだよね、町は。 

  これ以上言うとまたかっかかっかきて、また怒

り出すようだからね。町はそんなこと言ったって

できるかというような顔をしているんだからね。

今までがそうなんだから。 

  「県に行って、聞いてくださいよ、早く」と言

いたいわけ。それだけ言って、特に県がそういう

ことになっているというのを私もあるところで聞

いたんですよ、ちょっと。ですから、町も一部で

もいいから、こういう要望があるんだからといっ

て聞いてくださいよ、「どうですか」と。そのこ

と言ってやめます。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  下水道設備や維持管理には多額の資金が必要だ

ということは私は認識しております。公衆衛生の

立場からも普及を進めるべきだというふうに感じ

ております。 

  しかし、町民の収入は減収する一方、保険税だ

とか公共料金は上がる一方で、町民の生活は大変

な状況に陥っている、私はそのように感じており

ます。 

  本年度、下水道事業におかれまして、埼玉県中

川流域下水道建設負担金、中川流域下水道維持管

理負担金合わせて１億6,559万円となって、昨年

度から比べたら2,114万円の増額の予算案となっ

ております。これらの負担金増は利用者である町

民の幸せにしわ寄せが来ると思います。そして、

消費税の増額による負担も上がります。これらは

町民の負担を増やす結果となり、30年度と比較し

た場合、１世帯どのぐらいの負担増となるのかお

願いします。 

  それと、公共料金の負担増と合わせて消費税の

増額、町民生活を守るためにも一般財政負担を多

くするべきと私は思っております。また、県に対

しても中川流域下水道費を下げるよう要望するべ

きだと思っております。 

  その辺のところお答えください。 
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○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書358ページ、359ページの流域下水道の施

設管理事業についてのご質問でございますけれど

も、来年度、中川流域建設負担金の増額分が

1,650万1,000円で、下水道の処理区域内の世帯数

が１万822世帯で、こちらで単純に割り込みます

と１世帯当たり1,524円となりますが、建設負担

金のほうは公営企業債の対象となっておりまして、

31年度の直接の負担増というのはございません。 

  企業債の返済は先ほどもお話ししたとおり、５

年据え置き、25年払いとなっておりますことから、

１世帯当たり年、こちら割り込みますと50円とな

りますけれども、返済のほうは一般会計からの繰

入金の対象となっておりまして、また、町のほう

ではこちら普通交付税の措置の対象でございます

ことから、非常に負担のほうは少ないものという

ふうに考えているところでございます。 

  31年度の中川流域建設負担金につきましては、

汚泥消化タンクや沈砂池ポンプ等の築造、着水井

の耐震補強、管渠の改築、処理施設の防食工事等

に当たりまして、中川流域下水道の構成市町が汚

水処理量に応じて建設の負担金を負担するもので、

宮代町の負担率は全体の1.69％でございます。 

  こちらの工事につきましては、汚水処理のため

の必要な施設の更新等を行うもので、処理施設を

持たず中川流域下水に参加する立場の宮代町とし

ては負担しなければならないものというふうに考

えております。 

  埼玉県では、現在、施設全体の管理を最適化す

るストックマネジメントを推進し、下水道事業の

健全化のほうを図っており、今後ともその点につ

いて注視していきたいというふうに考えておりま

す。 

  また、維持管理負担金でございますけれども、

こちらは汚水処理量に応じて１立米当たり40円を

負担するものでございまして、来年度予算の増額

分461万1,000円は前年度の処理量の実績値を見込

んで、処理量が増えるということで増額としたも

ので、この分は使用したお客様が負担するもので、

１人当たりの増額となるものではございません。 

  以上でございます。 

  それと、下水道の消費税引き上げによる影響額

でございますけれども、こちら８％から10％とし

た場合なんですが、こちらは10月から消費税が上

がるということで、11月検針分からとした場合に、

年間で146万7,730円の増額となるものでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） わかりづらいんですけれど

も、単純計算で1,650円ですか、上がるというこ

とで先ほど言いましたけれども、１世帯当たり。

そのほかに維持費が40円上がるとか言われていま

す。これ、年間で１世帯どのぐらい上がるんでし

ょうか、平均で、大体で。ちょっとわかりづらい

んですけれども、その辺のところが。上がること

は間違いないと思うんですけれども、どのくらい

上がるのかと私は質問したんです、１世帯。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  先ほどちょっと申し上げましたが、建設負担金

は広域行政の対象でございますので、直接の負担

増というのは基本的に、建設に当たっての負担増

はございません。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） じゃ来年度は上がらないと

いうことなんですか。上がるんでしょう。だから、

そこを聞いているんですよ、幾ら上がるのかと聞

いている。上がらないんだったら上がらないでい

いんですよ。どうなんですか、上がるんでしょう。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、質問は簡潔に。 

○委員（山下秋夫君） それと消費税はどのぐらい

上がるのか、１世帯。ちょっとわからないんです

けれども、平均で。上がるというのはわかってい

ますよ。１世帯どのぐらい上がるんですか。はっ

きりと答えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 先ほど申し上げま

したとおり、中川建設負担金は公営企業債の対象

でございまして、これにかかる料金の値上げとい

うものは行いませんので、世帯当たりの負担はご

ざいません。 

  それと、消費税につきましては、こちら２カ月

基本料金でいきますと10％になった場合には31円

値上がりするものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 中川流域下水道からの増額

の分には町民には負担は起きないということなん

ですか。そういうことでよろしいですね。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑は１点ですか。 

  答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 山下委員のおっし

ゃるとおり値上げのほうはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 終わったばかりなので、ち

ょっと中身が精査できないんで、討論のとき発言

します。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第33号 平成31年度宮代町公共下

水道事業特別会計予算についての件は原案のとお

り可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時４０分 

 

再開 午後 ５時４０分 

 

○委員長（丸山妙子君） 引き続きまして、再開い
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たします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３４号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） それでは、議案第34号 

平成31年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算

についての件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 引き続き農

業集落排水の予算のほうをよろしくお願いしたい

と思います。 

  出席の職員のほうは先ほどと同様ですので、省

略させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  簡単な質問をさせていただきますので、よろし

くお願いします。 

  私たちの予算書の80ページ、農業集落排水事業

特別会計ということで、平成31年度の目標がこの

中に掲げられております。特に農集ができて、水

質保全と生活環境の向上に努めたとなっておりま

すけれども、具体的にどのように水質保全と生活

の環境が向上されてきたのか、その点をひとつ具

体的にお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、予算書のほうの382ページ、目、農

業集落排水施設管理事業ということで、本年度若

干の増額となっておりますけれども、この中で11

の需用費の関係なんですけれども、主な減額の理

由として処理場修繕費の減となっておりますけれ

ども、具体的にどういう修繕費が減になったのか

ひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、節のやはり15のほうの工事請負費の

関係600万が新たにここに計上されておりますけ

れども、この具体的な中身、農集処理場の機械設

備、特に水中エアレーターというものを新たに修

繕費用の理由に上げておりますけれども、具体的

にどういうものなのか、ひとつお聞かせをいただ

きたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  唐沢委員のご質問についてお答えいたします。 

  まず、１点目の農業集落排水事業でどのような

ことを行ってきたかということのご質問でござい

ますが、農業集落排水施設については既に整備済

みでございますので、基本的には農業集落排水の

維持管理のために費用のほうを使っているところ

でございまして、適切な維持管理ということで、

施設を維持するための電気代とか、あとは薬品代

とか、そういったものを使って、適切に処理を行

って、汚れた水をきれいな水にして流すというこ

とが農業集落排水事業の目的でございまして、そ

ういったことを昨年はやっておりまして、31年度

につきましても、引き続き同じようなことを行う

というものでございます。 

  ２点目でございますが、こちらは予算書382ペ

ージ、383ページの需用費の減額となった理由と
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いうことでご質問でございます。 

  こちらは平成30年度、有機汚濁モニターＵＶ計

というのが壊れまして、そちらを更新したために

金額的には313万2,000円ですけれども、こちらを

更新しております。こちらが30年度に行ったもの

ですが、31年度はそれについては行わないので、

減額となったものでございます。 

  続きまして、工事費についてのご質問でござい

ますけれども、ページ的には予算書の384ページ、

385ページの施設修繕工事でございますけれども、

こちら曝気攪拌装置１基、水中エアレーターを設

置する工事でございまして、農業集落排水では汚

くなったものを攪拌してきれいにするという、そ

の攪拌装置のほうが壊れてしまったんで、それを

新しいものと取りかえるというような工事となっ

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  ちょっと簡単な再質問しておきたいと思います。 

  例えば、この農集、東粂原を中心とした集落排

水なんですけれども、例えば前段者が公共下水道

のほうで若干質問があった、関連するんですけれ

ども、この集落排水の事業の中で、あそこの周辺

の人、恩恵にあずかっている人、何人いるのか。 

  また、ここの農集ができて本当によかったとい

うような声を、どのようなことを聞いているのか、

そんなことをひとつお聞かせいただきたい。よか

ったらこれからもこういう農業集落排水を進めて

いただきたいなというふうなことなので、ぜひと

も現在のこの排水事業の効果と申しますか、恩恵

を受けている人の声を改めてひとつお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。 

  それから、農業集落排水施設管理事業というこ

とで今説明をいただきました。機械ものですから、

時期が来ればやっぱり壊れる、交換をするという

ことは当然のことなんですけれども、例えばこの

水中エアレーターなんていうは何年使ったのか、

使用の年月日をひとつお聞かせいただきたいと思

います。 

  以上、ひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  １点ずつお答えしていきます。 

  まず初めに、農業集落排水の区域内の人口でご

ざいますけれども、平成29年度末現在で927人、

世帯数でいいますと348世帯となっております。

こちらが対象の区域内の人口なんですけれども、

これに対して実際につないでいる世帯の方が253

世帯、ですから水洗化率でいうと72.7％、まだつ

ないでない方もいらっしゃいますので、極力皆さ

んに接続して、きれいな環境を守っていただきた

いというように努めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

  それと、お客様の声なんですけれども、私も直

接お客様から声を伺ったということがないもので

すから、その組合で施工して、あそこに施設がご

ざいまして、その施設で地元の人たちは年に１回

お祭りをやったり、その施設を有効活用して、地

域のコミュニティを図っているというふうなとこ

ろでございます。 

  それと、２点目、今回更新する曝気攪拌装置に

ついて何年使ったということなんですけれども、

農業集落排水事業は平成17年に始まりまして、初

めて修理するということで、約13年使ったと、そ

のぐらいで機械のほうは故障しているというよう

な状況でございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  農業集落排水事業なんですけれども、今、所帯

数でいうと348世帯の方が俗に言う恩恵を受けて、

この事業の恩恵を受けているわけなんですけれど

も、少なくともやっぱり住民の声を聞いてもらい

たいなというふうに思います。 

  なぜかというと、町民１人当たり1,335円、こ

こに投入しているわけ。総事業費も5,483万円、

これだけのお金を、誤解を恐れずに言うんですけ

れども、恩恵を受けているわけですから、こうい

うものを貴重な町の税金を投入しているわけです

から、少なくともやっぱり集落排水ができてよか

ったなぐらいな声はぜひひとつ聞いてもらいたい

なと、もちろん注文もあろうかと思いますけれど

も、これは要望になると思いますけれども、ぜひ

ともひとつ利用している人の声だけは聞いてもら

いたいなということを要望して終わります。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  今の答弁を聞いて、また質問したくなったんで

すけれども、１点目は唐沢委員が348世帯だとい

う答弁したんですけれども、今年の予算上は使用

料１世帯幾らだか、もう一回ちょっと教えてもら

いたいんですけれども。 

  その後、348世帯以外の人にもこれからも拡張

をお願いしたいと言っていましたけれども、公共

下水道にはそういう言葉は出なかったんだよね。

何で、この農集だけ積極的に拡張したいという言

葉が出たのか、それを聞きたいんですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、１点目の農業集落排水の使用料というこ

とでございますけれども、こちらは予算書の380

ページ、381ページの農業集落排水使用料、これ

２款でございますけれども、総額で928万7,000円。

こちらは１世帯当たり2,763円ということで計上

させていただいております。 

  ２点目のご質問でございますけれども、先ほど

唐沢委員の答弁にもお答えをさせていただいてお

りますが、農業集落排水の接続率については

72.7％となっておりまして、こちらでいうと90世

帯ぐらいまだ接続になっていない方がいらっしゃ

いますので、引き続き接続をするようにお願いし

てまいりたいというように考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ２番目はそういう質問じ

ゃなかったんだよね。 

  なぜ農集だけは接続を積極的にやろうとするの。

やっていいんですよ。だったら、何で公共下水道

も積極的に調整区域もできるようにするという言

葉が出ないんだと言っているの。 

  苦しかったらしなくて結構です。相反している

んだから、言っていることが。 

  いいです、もうそのこと答えなくていいです。

ただ、言いたくなったの。何で公共下水道は積極

的でなくて、これだけは積極的に接続をするよう

にやりますと、おかしいじゃないの。両方下水道

関係なんですよ、両方とも。汚水なんです、汚水、

もうほとんど。 

  それだけ言っておいて、やめます。 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 
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  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立全員であります。 

  よって、議案第34号 平成31年度宮代町農業集

落排水事業特別会計予算についての件は原案のと

おり可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時５７分 

 

再開 午後 ６時１１分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいのような

ので、再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３５号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） それでは、議案第35号 

平成31年度宮代町水道事業会計予算についての件

を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） お疲れのと

ころ恐縮でございます。 

  31年度の水道事業の予算のほうよろしくお願い

したいと思います。 

  まちづくり建設課長の横溝でございます。よろ

しくお願いします。 

  自己紹介を行いますので、よろしくお願いいた

します。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 引き続き上下水道

室長の高橋でございます。よろしくお願いします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 同じく主幹の

忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○上水道担当主査（宮下義樹君） 上水道室、宮下

です。よろしくお願いします。 

○上水道担当主査（荒川俊二郎君） 上水道担当主

査の荒川です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  いよいよ最後の予算審議でございますので、最

後の質問をさせていただきたいと思います。 

  私たちの予算書81ページ、配水管整備事業、浄

水場施設整備事業ということで、本当に水道課の

皆さん方には安心・安全な水道水の安定供給に日

夜奮闘していることをこの場をおかりしまして、

厚く御礼を申し上げたいと思います。 

  ときに水商売ということで、大変目に見えない

ところで頑張っているということで、改めて厚く

御礼を申し上げたいと思いますけれども、そこで、
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質問させていただきたいと思います。 

  予算書の25ページ、目の１、建設改良費という

ことで、やはり老朽管の布設がえを順次進めてい

るわけでございますので、この中で建設改良費と

いうことで、前年度より１億1,000万強の予算書

が計上されているわけなんですけれども、特に老

朽管の更新に当たって工事の増ということなんで

すけれども、そこで、現在までの老朽管の更新の

進捗状況どうなっているのか、また今後、町内に

は老朽管、たくさんまだまだ残っていると思うん

ですけれども、ここで参考までにお聞かせ願いた

いんですけれども、老朽管を完全に更新する時期

というのはどのぐらいになのか。また、もしわか

りましたら、どのぐらいなお金がかかるのか、ひ

とつ参考までにお聞かせ願いたいというふうに思

います。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書の25ページ、建設改良費についてのご質

問でございますけれども、老朽管の更新の進捗率

でございますが、老朽管の更新につきましては、

毎年度実施しておりまして、老朽管というか、路

線の延長、全延長が146.45キロございまして、平

成29年度は230メーター、28年度が430メーター、

27年度が220メーター、26年度が300メーター、25

年度が140メーターそれぞれ更新しているところ

でございまして、全体の延長からするとごくごく

少ないんですけれども、昨年度まとめました新水

道ビジョンによりますと、町の管路の老朽化の率

というのは今のところ低い状況ではございます。 

  ただし、老朽管については水道が昭和36年から

水道管を布設しておりますので、古いものですと

50年ぐらいたっております。 

  それで、管は通常40年を見ていまして、それ以

上たってくると、いつ穴があいてもおかしくない

ような状況になってきますので、順次古いものか

ら更新してきております。ただし、毎年、毎年、

新たに水道管を入れて、古いものを外してという

ことをやっていますんで、どこかで全部やるとい

うんじゃなくて、ずっと引き続き毎年、毎年管路

の設置した年度を見て、それで、今、町では５年

ごとに管路の更新計画をつくっておりまして、そ

こに何年度に布設したものを何メートル更新しよ

うという計画を持っておりまして、それに基づい

て今、管路の更新を行っているところです。 

  それで、とりあえず管路の更新を行うんですけ

れども、管路の更新に50年間に要する費用でござ

いますが、50年間、平成79年度までに管路の更新

で必要な額としては212億円更新するのに必要と

いう数字が出ています。ただし、これを全部この

とおりに更新していたら、費用がかかってしまい

ますので、管路の中でも耐用年数じゃなくて、実

年数を見て、実際に使えている、水道管を設置し

たのは年数が大分たっていますので、どのぐらい

もっているかという実年数という数字も出てきて

いますので、その実年数をとりあえずダクタイル

鋳鉄管であれば、法定耐用年数は40年なんですけ

れども、80年という実年数が出ていますので、そ

の実年数を見ながら、ただし埋めた場所によって

は腐食が強いところであるというのもありまして、

必ずしも80年ずっともつかと言うと、もたない管

路もあるんですが、実年数を踏まえながら更新計

画をつくって、極力費用が無駄な投資にならない

ようにして、更新をしていくということで考えて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 
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○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、何点か確認も含めてお聞か

せ願いたいんですけれども、水道管146キロ、こ

こから日光の山奥ぐらいまでの距離かなというふ

うな感じがするんですけれども、まさに気が遠く

なるような延長の管なんですけれども、今、大体

50年で212億円というふうな話を伺いました。 

  そこで、今お聞かせ願いたいんですけれども、

昨年でしたか、町内で随分濁った水道が出たとい

うふうな情報があったと思うんですけれども、特

に東武動物公園の西口周辺で結構あったというん

ですけれども、この原因はまさにこの老朽管の関

係だったのか、ひとつ参考までにお聞かせをいた

だきたいと思います。 

  また、もう一つなんですけれども、実は全国的

に一部自治体で水道を民間に委託するようなそん

な情報もちらちらもう出てきているんですけれど

も、お金がかかって、小さな自治体では賄い切れ

ないというような話があるんですけれども、宮代

町はそんなことはもちろんないと思いますけれど

も、恐らくそういう時代にならないように計画的

に管の更新は進めていってもらいたいなというふ

うに思いますので、そこら民間委託の関係、現在

担当職員としてはどのように捉えているのか、そ

ういう自治体が出てきたということも踏まえて、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、１点目の西口周辺の濁り水の関係でござ

いますけれども、こちらは管が古くて水が濁った

というよりは、第１浄水場は地下水をくみ上げて、

それを皆さんにお届けしているんですけれども、

この埼玉県東部の地下水については西部に比べて

水の質が余りよくなくて、アンモニア態窒素とか

鉄とかそういったものが多く含まれているもので

すから、それを砂ろ過して塩素を通して、皆さん

にお配りしているんですけれども、どうしても管

の中がいつも常に水がきれいに流れているわけじ

ゃなくて、上のほうだけ流れていると底のほうに

汚い水がたまってしまうんですよ。そこで、町で

は年に１回、水を洗管作業ということで強制的に

排水して、濁り水を出すということをやっており

ます。 

  昨年度につきましては、かなり夏場に濁り水が

出たものですから、来年度予算は年２回洗管作業

をやるということで、予算のほうを上げさせてい

ただいておりまして、皆さんにその濁った水が出

ないように対応していきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

  続きまして、２点目の民間委託についての考え

についてでございますけれども、昨年の12月水道

法のほうが改正されまして、コンセッション方式

というのが導入されました。これ、どういうもの

かといいますと、所有権を自治体に維持させたま

ま、民間に水道事業の運営を委ねる方式でござい

ます。 

  それで、このコンセッション方式については、

なかなか課題等があって、民間だと料金が上がっ

てしまうんじゃないかとか、ノウハウが民間に預

けている間になくなっちゃうとか、そういったデ

メリットも出ているんですけれども、国のほうで

は、水道がこれから水需要が減って、水道経営が

大変になるということがもう既に数字的に出てき

ているんで、国のほうとしては、民間活力を導入

して何とか水道代を値上げしないでやっていくた

めの方策の一つとしてコンセッション方式を導入

したものでございますけれども、導入に当たって

は議会の皆様の関与の必要ですし、市町村が判断



－４１４－ 

することによって導入ということになりますので、

今現在は県のほうで広域化というものを進めてお

りまして、県が積極的に今行っているのは県内12

ブロックに分けて、20年後の平成42年には県営水

道と市町村の水道を統合するということで、県の

ほうが音頭をとってやっているところで、こちら

のほうに宮代町も参加していますので、民間のコ

ンセッション方式を導入するというよりは、広域

連携について県と一緒に取り組んでいきたいとい

うふうに現時点では考えているところでございま

す。 

  それと、コンセッション方式については、民間

がもうかるところしか出てこないということで、

30万人以上の中核市クラスじゃないと、なかなか

もうからないと民間は出てきませんので、なかな

か中小の自治体にはコンセッション方式の導入は

難しいんじゃないかというふうに言われていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  以上、要望ということで終わらせたいと思うん

ですけれども、これからも安心・安全な水道水の

供給に当たって頑張ってもらいたいということを

強く要望して、最後の質問にさせていただきます。

ありがとうございました。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  １点だけ質問させていただきます。 

  今の146.45キロと物すごい距離だなと思って聞

いていたんですが、こちらを年230メートルとか

430メートルとか少しずつかえていらっしゃると

いうことですが、これが実年数でもしかしたら80

年ということだったりするらしいですが、今、こ

の毎年、毎年かえているこの管、最初に設置した

管と今取りかえている管の性質の違いとか、あと

は埋設の仕方とかそういうものに関して、以前は、

これ、今までのだと40年ということでしたが、そ

れが大体何年ぐらい寿命が延びるものか、それを

教えていただけたらと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  新たな管をどのような形で設置している、埋設

しているのかとか、管の種類とかというご質問で

ございますけれども、今、入れている管は太い管、

150とか100ミリとか75ミリの管はダクタイル鋳鉄

管というのを使ってございます。昔の管に比べて、

地震に強いように抜け防止の装置がついている、

そういうものを使って設置しております。 

  さらに、鋳鉄管ということで、鉄を使っていま

すので、さびると腐食して穴があくという危険性

があるんですけれども、今布設している管は周り

にビニールのシートをかぶせて、それ直接土に触

れないような形で埋設しておりますので、今設置

している管については80年はもつんじゃないか、

もしかしたら100年ぐらいはもつんじゃないかと

いうふうに考えているところでございまして、そ

ういった防食対策をとって、また地震対策をとっ

た管を今布設しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。よ

くわかりました。 

  あともう一点、これを毎年老朽管をかえている

じゃないですか。これのどこをかえていくという

か、その目安、だから老朽管の度合いなどをどの
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ように調べているのか、それだけお聞かせくださ

い。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  配水管の布設がえについては、先ほどもちょっ

とお話しさせていただいたとおり、全ての管を何

年度に布設したものか、どういう口径か、そうい

ったものをデータを全部そろえた上で、古いほう

から順番に、さらにあとはそれだけではなくて、

重要な給水施設、避難所とか、大きな病院はない

んですけれども、浄水場からまたは配水場から重

要となるところの避難所とかに向けて、そこを優

先的に整備するということもあわせてやっていま

す。古いだけじゃなくて、重要な給水施設には必

ず水を届けると、大規模な地震災害があったとき

でも地震に強い管を布設して、そこには必ず届け

るというようなことで、計画的に更新作業を行っ

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） わかりました。 

  以上で大丈夫です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点か質問させていただき

ます。 

  山下です。 

  この間の説明では、水道設備の説明では、ここ

数年来、給水件数が増加していながらも、各家庭

における使用水量は減少傾向であると説明をされ

ていました。 

  もちろん、水道設備の改善で家庭における節水

もあるということでなっていると思います。 

  30年の、去年の３月の資料によると、水道量使

用割合を見ていますと、28年度では50立方使用割

合で84.2％、29年度では84.6％と増えています。 

  また、普通、一般家庭では使用量は50立方ぐら

いだと思われますけれども、使っても。30年度、

31年度の予想のあれはちょっと資料もらっていな

いですけれども、それはわかりますか。 

  あと100立方以上の使用割合が28年度では

10.2％から29年度では9.8％低下しているんです

けれども、これは小口の一般の家庭の使用量より

大口の使用者のほうが減ったんではないのかとい

うことなんですけれども、お答えください。 

  それと、２つ目です。 

  収益的支出についてお聞きします。 

  22ページになります。 

  事業費用として７億6,640万7,000円で、前年比

4,179万7,000円の増と説明されました。本年10月

からの消費税アップによる影響額はどのくらいに

なりますか、お聞きしたいと思います。 

  それと、その一方で、営業費用、原水及び浄水

費は３億3,517万1,000円と前年比1,998万3,000円

増と説明されました。これについての消費税額の

影響額はどのくらいになるのか教えてください。 

  最後になります。 

  町民から高過ぎる水道と言われています。宮代

町では、基本水量が10立方２カ月で20立方と決め

られております。これは基本的には、使わない水

道代を低使用者には強制的に支払わせている、５

立方しか使わないところは10立方まで支払わせて

いることと同じではありませんか。 

  公平性を求めるのであれば、基本水量を減らす

必要があるんじゃないかなと、使用した分だけに

するということにするべきじゃないかなと私は思

っております。その辺のところ、どういうふうに

考えているのかお考えを述べてください。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、１点目なんですけれども、使用水量につ

いてのご質問でございます。 

  こちらは１カ月50立米の使用量についての全体

でのパーセンテージということでございますけれ

ども、29年度84.6％ということでございますが、

30年度についても同じく84.6％でございます。31

年度については予想のほうは立てておりませんの

で、数字については持ち合わせてございません。 

  それと、100立米以上の使用割合についてのご

質問でございますけれども、平成29年度9.8％と

いうことで、前回の資料はお出ししておりました

が、こちらは３月調定分がまだ入っていないよう

な状況で、２月調定までの状況で使用割合が

9.8％で、３月調定分を含めると10.4％という数

字になります。 

  ですので、28年度は10.2％、29年度が10.4％、

さらに30年度、今現在でございますけれども、30

年度につきましても10.4％ということで、数字的

には50立米までも100立米までも前年度と数字の

ほうは変わってございません。 

  ２点目の予算書22ページの収益的収支における

消費税の影響額についてのご質問でございますけ

れども、こちらが水道使用料については約423万

円、口径別分担金については約29万円、合計しま

すと約452万円という影響額でございます。 

  それと、３点目、営業費用、原水及び浄水費に

ついての消費税の値上げの影響額でございますけ

れども、こちらが315万2,000円となっております。 

  最後４点目のご質問です。基本料金についての

ご質問でございますけれども、水道事業につきま

しては、独立採算制の地方公営企業として運営さ

れておりまして、水を送り届けるためのさまざま

な費用のほとんどがお客様からお支払いいただく

水道料金のほうで支えられております。 

  町では、お客様が蛇口をひねれば昼夜なく水を

使えるよう一日も休むことなく、施設のほうを稼

働させております。 

  飲料水をつくるためには、上配水場などの施設

建設のための経費や水をきれいにするための薬品

代、井戸から水をくみ上げたり、きれいな水を各

家庭まで運ぶための管路の整備、あとは電力代と

か施設の運営計画、検針、料金徴収にかかる人件

費等がかかっております。 

  これらの経費のうち、基本料金は、全く水を使

用にならない場合でも生じるメーターの検針代や、

料金の収納などの経費をもとに水道管の口径別に

定めたものでございます。 

  水道料金に付与している１カ月につき10立米の

基本水量でございますけれども、こちらのほうは

公衆衛生の向上、生活環境の改善という観点から

全てのお客様に対して最低限の生活用水として平

等に確保するという思想に基づいて付与したもの

でございます。 

  ですので、基本料金の考え方としては、水を全

く使用にならない場合でも必要となる経費という

ふうに見ておりますので、例えば基本水量をゼロ

にした場合でも同程度の料金をご負担いただく必

要がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最初に、この数年間説明で各家庭の水道料金が

減少傾向だと言ったんですけれども、私が見てい

る限り、町からも今変わらないということで言っ

ていたんだけれども、この減少傾向というのはな



－４１７－ 

いんじゃないかなと思っております。 

  今、お答えいただいたのは、何ら変わらないと

いうことで答えていますので、何で減少傾向と言

ったのかなと思います。確かに節水の器具だとか

そういうのは出ています。各家庭も水の使用量に

対しての注意を払っております。しかし、どうし

ても１カ月やるのには水道というのは必要です。

お風呂洗うのにも、お茶碗洗うにも、全て必要と

なっております。節水するのにもなかなか節水で

きないというのが本音じゃないかなと思っており

ます。 

  私、その辺の部分では、各家庭の節水効果があ

るからみたいなことで、水道料が減ったみたいな

こと言われても困るなと思っております。要する

に変わらないということですよね。 

  だから、私らもこの減少傾向と言った根拠がわ

からないというのが本音なんですよ、本当は。そ

の辺のところはどうしてなのかなと思っておりま

す。 

  それと、消費税の今度値上げの予定、これだけ

の金額が出るんだということではわかりました。 

  最後に言っております高過ぎる水道基本料金、

基本料、水量、白岡市だとか杉戸町、春日部、久

喜、この周りですよね、基本水量はどのぐらいな

んでしょうかね。わかりませんけれども。その辺

のところは宮代町だけが10立方なのか、ほかの地

域はどうなっているのか、確かに10立方というと

ころもあります。８立方もあります。ゼロのとこ

ろもあります。傾向としては、どうなってきてい

るのか、その基本水量の考え方、私は何か低くな

ってきているんじゃないかなと思っております、

基本水量の考え方は。その辺のところがどのよう

になっているのか、もう一度お願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、総配水量の推移でございますけれども、

こちら減少傾向にあるというのは、決済時に数字

のほうとっておりまして、26年度は429万7,338立

米、27年度が419万4,760立米、28年度が4,004万

189立米、29年度が396万8,913立米と年々減少の

傾向にありますので、減少傾向というふうに話さ

せていただいたところでございます。 

  それと、基本水量の関係でございますけれども、

近隣の市町がどうなのかということでございます

が、杉戸町が１カ月５立米、幸手市については基

本水量のほうが書いてありません。ゼロですか。

久喜市についてもないですね。春日部市が16立米

でございます。 

  それで、埼玉県内でございますけれども、宮代

と同じように、10立米をとっているところは県内

55団体中28団体となっておりますが10立米を付与

しているところでございます。 

  基本水量については、先ほどお話しさせていた

だいたとおり、基本水量をなくしたからといって、

基本料金がなくなるというようなものではござい

ませんで、皆さんにお配りするために必要な経費

について１世帯ごとに負担していただく費用とい

うことで、皆さんにご負担いただいているところ

でございまして、各自治体間でちょっと基本水量

についてはいろいろとありますけれども、基本水

量が例えばゼロになったとしても基本料金につい

ては同程度の料金をご負担いただく必要があると

いうものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  確かに、今、一番最後の問題なんですけれども、
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基本水量、基本料金というのは必要だと私も思っ

ております。ただ、この水量ですよ、春日部は基

本水量は８立米と伺っております。久喜市がゼロ、

杉戸町は５立米ということで伺っております。宮

代町は10立米です。２カ月で20立米、その辺のと

ころを問題にしているわけです。 

  基本的には使った水量を払うのが当然だと思い

ます、基本的には。しかし、水道料金、いろんな

基本料金がかかります。修理したりとか、設備資

金だとか、それはわかりますよ。でも周りの自治

体もそうなんですけれども、この基本水量をでき

るだけ町民に負担がかからないよう下げているん

ですよ。そういう傾向にもあると思います。私は

下げるべきじゃないかなというように考えており

ます。 

  ただにしろということは言っていませんよ、最

初から基本料金を。その辺のところはもう一度お

伺いしたいと思うんですけれども、変わらないで

すか、それは、答弁は。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  今、基本水量について変更する考えはないかと

いうことでございますけれども、今のところ、基

本水量については１カ月10立米を付与してやって

いくというような考えでございます。 

  ただし、今後見直しとかが入ったときには、近

隣の状況とかそういったものを見ながら、水道料

金を変更するには、水道の審議会とかもあります

ので、そういったところにデータを提出した上で、

今後の基本水量についてどう考えるかというのも

含めて検討していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  ぜひ、その検討を実現していただきたいと私は

思っております。 

  これをもちまして、終わりたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 本当に簡単に質問します。 

  数字的なことを教えてもらいたいんです。 

  まず、資本的収入の関係、いつも思うんですけ

れども、今回も不足額５億6,700万4,000円につい

ての補塡の問題、これひとつ総額補塡して、あと

残りは幾らずつ残っているのか教えてもらいたい

です。 

  あと、供給単価と給水単価、立方メーター、そ

れ、この予算上で幾らになるのか教えてもらいた

いとのと、当年度の純利益、16ページにあります

けれども、8,320万5,000円でいいのかどうか確認

をしておきたい。随分、もしこれが正しければ、

大分利益があるんだなというだけを聞いておきた

いです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず、１点目の資本的収支に関するご質問でご

ざいますが、資本的収支につきましては、こちら

予算書１ページをごらんください。 

  収入に対して支出のほうが格段に多くなってい

るということでございますけれども、収入は基本

的には他団体からの負担金、あとは補助金、こち

らが収入で、合わせて約4,500万、支出について

は建設改良費ということで、管路の更新や施設の

更新にかかる費用約４億5,000万円、あとは企業
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債のほう借りておりますので、それの償還に１億

4,000万円、あとは固定資産の購入ということで、

こちらについてはメーターの購入代ですね、こち

らを合わせると６億1,200万ということになりま

す。 

  不足額につきましては、建設改良積立金、こち

ら３億4,000万充てるんですけれども、これとい

うのは先ほどおっしゃられたように純利益を積み

立てておいて、その純利益を不足分に充てるとい

うものでございます。 

  それと、当該年度分消費税資本的収支調整額

3,862万7,000円でございますけれども、これはこ

の支払った消費税、建設改良とかでやりますと料

金、消費税を支払います。それに対して使用料で

消費税をもらいます。そのときに、この建物を建

てる等の金額が大きいと払う消費税のほうが多く

なってきますので、消費税の還付を受けるなりと

いうことで、消費税の差額分をこちらのところに

不足分に充てるというものが、消費税資本的収支

調整額でございます。 

  あと、過年度分損益勘定留保資金というのは、

これは減価償却費でございます。建物を建てたり、

管路を入れますと、その年ごとにその費用を減価

として、こちらでいうところの、ページでいうと

ころの支出のページで24ページ、減価償却費とい

うことで、31年度予算は予定額で２億4,678万

2,000円というのを充てております。 

  こちらは実際に支出では上げておりますけれど

も、支払いの伴わないお金、これが建物を建てる

ときに不足分として充てられるお金でございまし

て、これらを不足分として充てることによって、

その事業のほうが成立するというような予算立て

でございます。 

  それと、先ほど建設改良積立金等の補塡財源が

どれぐらい残っているかなんですけれども、31年

度終了後に３億7,194万5,000円ほど残るというこ

とで、こちら毎年利益を出していかないと事業の

ほうが成り立ちませんので、先ほど小河原委員お

っしゃられた利益についても、この利益をためて

おいて、建物なりの更新等に使っていくというの

が水道事業でございます。 

  それと、最後に来年度予算の供給単価と給水原

価でございますけれども、供給単価につきまして

は185円、給水原価につきましては188.92円、こ

れは予算上の計算でございますので、実際に決算

になったときに数字が正しいものが出てくるとい

うところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 今、終わったばっかりなの

で、本会議で討論を行います。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第35号 平成31年度宮代町水道事
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業会計予算についての件は原案のとおり可決され

ました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 以上で当委員会に付託さ

れました議事は終了いたしました。 

  これにて予算特別委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午後 ６時５５分 


